
〈
博
士
学
位
申
請
論
文
〉 

          

森
有
礼
の
教
育
思
想
史
研
究 

―
外
交
官
の
「
開
化
論
」
と
未
完
の
近
代
化
構
想
― 

          
同
志
社
大
学
大
学
院 

社
会
学
研
究
科 

教
育
文
化
学
専
攻 

博
士
課
程
（
後
期
課
程
） 

齊
藤 

大
輔 

 



1 

 

森
有
礼
の
教
育
思
想
史
研
究
―
外
交
官
の
「
開
化
論
」
と
未
完
の
近
代
化
構
想
― 

<
目 
次>

 

序 
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

…
三
頁 

 

第
一
部 

「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
の
森
有
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

…
一
三
頁 

第
一
章 

「
脱
西
洋
主
義
者
」
の
思
想
形
成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

…
一
三
頁 

一
．
初
期
思
想
に
お
け
る
西
洋
体
験
の
意
味 

二
．
ア
メ
リ
カ
観
の
転
回
契
機 

三
．
再
構
築
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
観
―
「
共
和
政
体
」
と
「
個
人
の
自
由
」
へ
の
懐
疑
― 

第
二
章 

森
有
礼
の
外
交
活
動
―
「
発
信
活
動
」
と
「
親
日
家
」
の
形
成
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

…
二
四
頁 

は
じ
め
に 

「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
と
い
う
視
点 

一
．
外
交
官
の
問
題
意
識
と
「
発
信
活
動
」 

二
．
「
発
信
活
動
」
と
「
学
制
」
の
翻
訳 

三
．
森
有
礼
と
Ｂ
・
Ｇ
・
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ 

四
．
「
学
制
」
の
再
評
価
に
果
た
し
た
「
親
日
家
」
の
役
割 

お
わ
り
に 

第
三
章 

外
交
官
森
有
礼
の
職
分
意
識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

…
四
三
頁 

一
．
外
交
官
で
あ
る
こ
と
の
意
味 

二
．
「
外
交
官
視
点
」
に
お
け
る
「
目
的
」
と
「
手
段
」
の
構
造 

三
．
「
発
信
活
動
」
を
め
ぐ
る
評
価
―
錯
綜
す
る
主
観
と
客
観
― 

お
わ
り
に 

 

第
二
部 

外
交
官
森
有
礼
の
「
開
化
論
」
の
構
造 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

…
五
八
頁 

第
一
章 

駐
米
外
交
官
と
宗
教
問
題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

…
五
八
頁 

一
．
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
を
め
ぐ
る
外
交
交
渉 

二
．
外
交
官
の
宗
教
観
と
ア
メ
リ
カ
世
論 

三
．
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
と
キ
リ
ス
ト
教
界 

四
．
宗
教
の
「
条
約
」
化
を
め
ぐ
る
攻
防
―
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
の
意
味
― 



2 

 

第
二
章 

外
交
官
の
語
る
女
性
―
「
文
明
国
家
」
か
、
「
地
球
上
の
一
大
淫
乱
国
」
か
ー 

 
 
 
 
 
 
 

 

…
七
二
頁 

一
．
「
妻
妾
論
」
を
め
ぐ
る
従
来
の
評
価
と
本
稿
の
視
点 

二
．
ア
ジ
ア
に
お
け
る
女
性
、
日
本
に
お
け
る
女
性 

三
．
森
有
礼
の
「
開
化
論
」
の
構
造 

第
三
章 

「
開
化
論
」
に
お
け
る
「
脱
亜
」
言
説
の
意
味 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…
八
二
頁 

一
．
ア
ジ
ア
と
い
う
「
カ
テ
ゴ
リ
」
の
中
の
日
本 

二
．
欧
米
の
「
利
己
主
義
」
に
お
け
る
「
後
患
」
と
「
脱
亜
」
戦
略 

三
．
条
約
改
正
の
実
現
と
い
う
「
目
的
」
と
「
手
段
」
と
し
て
の
「
開
化
」 

 

第
三
部 

森
有
礼
の
近
代
化
構
想 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…
九
三
頁 

第
一
章 

国
家
の
「
目
的
」
と
「
手
段
」
と
し
て
の
教
育 

 
 

 
 

 
 

 
  

…
九
三
頁 

一
．
「
国
家
ノ
為
」
に
設
計
さ
れ
た
教
育
制
度 

二
．
国
家
の
「
独
立
」
と
い
う
「
目
的
」
と
そ
の
要
件 

三
．
森
有
礼
の
教
育
構
想
を
め
ぐ
る
研
究
史
へ
の
対
論 

第
二
章 

教
育
構
想
に
お
け
る
価
値
の
相
対
的
中
立
性
の
保
障 

 
 

 
 

 
 

 

…
一
〇
四
頁 

一
．
公
空
間
に
お
け
る
価
値
の
排
除 

二
．
「
信
」
＝
「
宗
教
」
、
「
門
」
＝
価
値
と
い
う
定
義 

三
．
教
員
の
「
薫
陶
」
と
「
倫
理
科
」
に
よ
る
徳
育
論 

第
三
章 

「
開
化
論
」
に
お
け
る
国
体
の
機
能
と
「
国
民
議
会
」
構
想
へ
の
展
開 

 
 

 
 

…
一
二
〇
頁 

一
．
森
有
礼
の
国
体
観
に
対
す
る
従
来
の
評
価
と
本
稿
の
視
点 

二
．
日
本
固
有
の
国
民
形
態
と
し
て
の
国
体 

三
．
「
開
化
」
と
国
体
の
関
係
―
「
王
政
維
新
」
と
「
国
家
的
機
能
」
の
回
復
― 

四
．
「
国
民
議
会
」
構
想
と
「
開
化
」 

 

結 

論 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

…
一
四
二
頁 

 

引
用
・
参
考
文
献
一
覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…
一
四
四
頁 

  



3 

 

序 

文 

一
．
研
究
史
の
整
理 

初
代
文
相
森
有
礼
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
当
日
に
起
き
た
暗
殺
事
件
の
直
後
よ
り
、
徳
富
蘇
峰
の
提
起
し
た
二
項
対
立
の
枠
組
み
に
基
づ
き
、
そ
の
人
物

像
や
思
想
が
理
解
さ
れ
て
き
た
。
前
期
の
啓
蒙
家
と
し
て
の
森
は
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
を
著
し
、
日
本
で
最
初
の
啓
蒙
結
社
と
な
る
明
六
社
を
設
立

し
男
女
対
等
論
を
主
唱
す
る
「
妻
妾
論
」
を
発
表
す
る
な
ど
、
個
人
を
尊
重
す
る
自
由
言
論
の
旗
手
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
る
一
方
で
、
後
期
の
文
部
大
臣
と
し
て

の
森
は
、
学
校
系
統
を
整
備
す
る
一
方
で
国
家
目
的
に
教
育
を
従
属
さ
せ
る
国
家
主
義
者
、
擅
制
主
義
者
、
国
体
教
育
の
推
進
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
革
新
か
ら

保
守
へ
、
近
代
か
ら
封
建
へ
の
思
想
的
転
向
が
指
摘
さ
れ
た
一

。
こ
れ
ま
で
の
森
研
究
の
中
心
的
な
課
題
は
、
蘇
峰
の
提
起
し
た
前
期
、
後
期
の
相
反
す
る
森
像
の

関
係
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
に
あ
っ
た
。
し
か
し
二
項
対
立
の
枠
組
み
に
基
づ
く
解
釈
は
、「
本
来
自
然
権
を
具
有
す
る
と
さ
れ
て
い
た
私
人
的
本
質
」
を

後
期
に
は
「
完
全
に
追
放
」
さ
せ
た
と
い
う
本
山
幸
彦
の
指
摘
二

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
相
反
す
る
森
の
思
想
傾
向
の
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
二
人

の
森
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
森
の
思
想
形
成
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
に
注
目
し
、
森
の
近
代
的
、
革
新
的
思
想
の
生
涯
に
渡
る
一
貫
性
を
主
張
し
た
林
竹
二
に
よ
る
一
連

の
研
究
は
、
二
項
対
立
の
視
点
に
基
づ
く
従
来
の
解
釈
に
対
し
て
新
し
い
森
研
究
の
視
点
を
提
示
す
る
転
機
と
な
っ
た
。
林
は
、
森
の
思
想
形
成
に
お
け
る
「
西

洋
の
発
見
」
の
意
味
を
「
彼
の
人
生
へ
の
再
出
発
の
機
会
」
と
位
置
付
け
、
そ
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
森
の
兄
横
山
安
武
に
宛
て
た
書
簡
の
一
節
で
あ
る
「
汚

魂
洗
濯
」
と
い
う
表
現
の
中
に
集
約
、
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
三

。
森
の
述
べ
る
「
汚
魂
洗
濯
」
と
は
、
森
自
身
が
「
根
底
か
ら
自
己
を
再
造
す
る
こ

と
へ
の
志
向
」
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
森
が
「
西
洋
を
発
見
」
す
る
第
一
の
段
階
と
、「
汚
魂
洗
濯
の
事
業
」
が
「
成
就
」
四

乃
至
は
「
完
成
」

す
る
Ｔ
・
Ｌ
・
ハ
リ
ス
を
介
し
た
キ
リ
ス
ト
教
と
の
接
触
と
い
う
第
二
の
段
階
が
存
在
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
林
は
西
洋
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、「
従
来
彼
を

支
え
て
い
た
思
想
―
特
に
人
間
観
、
社
会
観
が
、
根
底
か
ら
ゆ
す
ぶ
ら
れ
る
の
を
感
じ
た
」
五

と
し
た
上
で
、
森
の
思
想
形
成
に
お
け
る
「
西
洋
の
発
見
」
の
意
味

を
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。 

 

こ
の
汚
魂
の
洗
濯
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
ハ
リ
ス
の
も
と
で
完
成
す
る
。
彼
の
い
う
汚
魂
洗
濯
が
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か

は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
そ
の
中
に
育
ち
、
人
と
な
っ
た
封
建
的
な
世
界
へ
の
袂
別
が
意
味
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
か
つ
そ
れ
が
当
時
と

し
て
珍
し
い
程
度
の
徹
底
を
示
し
た
こ
と
が
、
森
を
し
て
、
伊
藤
博
文
の
い
わ
ゆ
る
「
日
本
の
産
ん
だ
西
洋
人
」
た
ら
し
め
る
こ
と
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た

と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
六

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
森
は
「
西
洋
の
発
見
」
を
通
し
て
「
社
会
慣
行
や
人
間
関
係
を
律
す
る
モ
ラ
ル
の
根
底
に
、
人
間
を
人
間
と
し
て
尊
重
す
る
精
神
や
、
個
の

独
立
や
、
人
間
平
等
の
意
識
の
働
い
て
い
る
の
に
気
づ
」
七

き
、
ま
た
ハ
リ
ス
の
「
新
生
社
」
生
活
を
通
じ
て
「
西
洋
文
明
の
美
点
」
た
る
「
合
理
主
義
、
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
成
立
さ
せ
る
エ
ー
ト
ス
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
出
会
っ
た
八

こ
と
で
、
東
洋
を
「
袂
別
」
す
る
西
洋
主
義
者
へ
と
脱
皮
す
る
契

機
を
得
た
と
林
は
理
解
し
て
い
る
。
従
っ
て
、「
汚
魂
洗
濯
」
と
は
、
丁
度
ハ
リ
ス
の
「
新
生
社
」
が
人
間
や
社
会
の
「
新
生
」
や
「
再
生
」
を
意
図
し
て
い
た
よ

う
に
、
森
自
身
も
従
来
の
自
己
を
規
定
し
た
東
洋
と
決
別
し
、
西
洋
へ
と
没
入
す
る
こ
と
で
新
た
な
自
己
へ
と
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
す
る
森
の
思
想
形
成
の
性
格

を
象
徴
し
た
一
節
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
林
は
、
こ
の
よ
う
な
森
の
西
洋
理
解
の
特
質
こ
そ
が
、
日
本
の
「
再
建
」
や
文
明
化
の
方
向
性
を
規
定
す
る
森
の
問
題
意
識
、
即
ち
「
森
有
礼
の
初
心
」

を
形
成
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
と
指
摘
す
る
九

。
林
に
よ
れ
ば
、
森
は
「
ま
っ
た
く
い
ま
ま
で
と
異
な
る
根
底
の
上
に
新
し
い
日
本
を
建
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
」
と
感
じ
一
〇

、
個
人
主
義
や
自
由
主
義
、
自
然
権
思
想
を
中
心
と
す
る
欧
米
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
、
欧
米
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
支
え
る
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
や
モ
ラ
ル
こ
そ
が
日
本
再
建
の
要
と
な
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
森
の
「
初
心
」
は
、
森
の
近
代
的
、
革
新
的
思
想
を
象
徴
す

る
数
多
く
の
テ
キ
ス
ト
や
言
説
の
中
に
特
徴
的
に
表
れ
、
生
涯
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
貫
か
れ
た
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
と
は
、
日
本

を
真
正
の
文
明
に
到
達
さ
せ
る
た
め
に
は
「
積
極
的
に
キ
リ
ス
ト
教
を
採
る
必
要
」
が
あ
り
、
日
本
の
文
明
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
モ
ラ
ル
と
信
仰
に
よ
っ
て
堅
固
」

に
な
る
と
い
う
森
の
信
念
一
一

の
下
、「
日
本
国
民
に
た
い
す
る
建
言
」
と
し
て
「
良
心
の
自
由
」
の
た
め
に
戦
お
う
と
す
る
森
自
身
の
「
決
意
」
や
「
意
志
」
を
表

明
す
る
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
一
二

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
外
債
募
集
を
巡
る
森
の
反
対
運
動
に
つ
い
て
も
、「
良
心
の
自
由
に
関
す
る
人
間
の
権
利
の
意

識
が
、
こ
の
種
の
事
に
お
い
て
も
、
彼
を
支
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
一
三

と
述
べ
、「
妻
妾
論
」
に
関
し
て
も
、
森
の
「
社
会
や
国
家
に
関
す
る
個
人
主
義

的
な
見
方
」
一
四

を
披
瀝
し
た
テ
キ
ス
ト
と
位
置
付
け
た
上
で
、
結
婚
と
は
「
神
の
前
に
お
け
る
平
等
」、「
男
女
の
人
間
と
し
て
の
平
等
」
と
い
う
考
え
方
一
五

を
基

礎
と
し
、
権
利
の
主
体
と
し
て
の
男
女
に
よ
る
個
人
間
の
合
意
と
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
森
の
結
婚
観
一
六

が
提
示
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ

れ
て
い
る
。「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
で
表
明
さ
れ
た
「
良
心
の
自
由
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
森
の
「
儒
教
排
斥
」
に
お
け
る
「
深
い
根
拠
」
一
七

と
な
り
、

ま
た
「
妻
妾
論
」
に
提
示
さ
れ
た
平
等
な
個
人
の
関
係
を
基
礎
と
す
る
森
の
倫
理
観
は
「
倫
理
書
」
へ
と
引
き
継
が
れ
る
と
林
は
位
置
付
け
て
い
る
。 

「
戦
前
的
な
教
育
行
政
の
伝
統
は
、
森
学
政
の
延
長
の
上
に
で
は
な
く
、
そ
の
否
定
の
上
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
」
と
評
価
す
る
林
は
、
森
を
「
元
田
的

国
教
主
義
の
落
し
子
」
で
あ
る
教
育
勅
語
以
後
に
展
開
さ
れ
る
教
育
体
制
に
対
す
る
「
最
後
の
、
有
力
な
抵
抗
者
」
一
八

で
あ
っ
た
と
結
論
し
、
ま
た
井
上
毅
の
指

摘
し
た
「
国
体
教
育
の
主
義
」
に
つ
い
て
も
「
「
信
者
」
す
な
わ
ち
反
国
家
的
人
間
と
し
て
暗
殺
さ
れ
た
森
を
弁
護
す
る
意
図
を
含
む
発
言
」
一
九

と
指
摘
し
、
井
上

の
森
評
が
森
文
政
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
留
意
し
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
な
林
の
一
連
の
研
究
成
果
と
の
関
係
に
お
い
て
、
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
指
摘
は
以
下
の
二
点
に
あ
る
と
本
稿
で
は
考
え
る
。
第
一
に
、
以
下

の
引
用
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
森
研
究
史
上
に
お
け
る
森
の
西
洋
理
解
の
方
向
性
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

彼
は
、「
良
心
の
自
由
」
を
支
え
る
も
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
と
信
仰
こ
そ
、
欧

米
の
文
明
の
根
底
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
進
歩
の
元
素
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
根
底
を
欠
い
た
欧
米
文
明
の
摂
取
が
、
正
真

の
文
明
に
い
た
る
所
以
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
森
に
は
、
ほ
と
ん
ど
自
明
の
事
実
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
二
〇

。 

 林
は
「
森
は
一
行
中
も
っ
と
も
ふ
か
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
の
内
部
に
入
り
こ
み
、
根
底
に
あ
る
も
の
を
玩
味
し
た
人
間
」
二
一

で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
森
が
西
洋
文
明
の
表
層
に
囚
わ
れ
た
単
な
る
西
洋
心
酔
者
、
乃
至
は
西
洋
気
触
れ
と
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
欧
米
の
市
民
社
会
の
成
り
立
ち
方
や
キ
リ
ス

ト
教
と
い
う
市
民
社
会
を
支
え
る
エ
ー
ト
ス
、
及
び
そ
の
社
会
形
成
や
国
家
形
成
に
対
す
る
機
能
と
い
っ
た
深
層
に
つ
い
て
ま
で
も
深
く
理
解
す
る
に
至
り
、
こ

の
よ
う
な
理
解
こ
そ
が
従
来
の
森
自
身
を
自
己
否
定
さ
せ
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
や
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
「
初
心
」
と
す
る
西
洋
主
義
者
と
し
て
の
森
有
礼
を
生

み
出
し
た
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
な
森
の
西
洋
理
解
が
、
表
裏
一
体
の
関
係
と
し
て
日
本
の
文
明
化
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
る

中
心
的
原
理
と
な
っ
た
と
い
う
解
釈
の
方
向
性
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
市
民
社
会
に
対
す
る
森
の
理
解
の
度
合
い
に
関
す
る
是
非
を
こ
こ
で
は
論
じ

る
こ
と
は
し
な
い
が
、
仮
に
森
が
欧
米
の
市
民
社
会
を
体
験
し
深
く
理
解
し
て
い
た
と
し
て
も
、
日
本
の
文
明
化
を
構
想
す
る
上
で
欧
米
の
市
民
社
会
を
モ
デ
ル

に
し
、
そ
の
実
現
を
試
み
て
い
た
と
い
う
林
の
解
釈
に
つ
い
て
は
改
め
て
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

ま
た
第
二
に
、
林
は
自
ら
が
解
き
得
な
い
課
題
と
し
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
森
研
究
自
体
の
方
向
付
け
を
行
っ
た
点
に
も
注
目
さ
れ
る
。 
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森
の
教
育
問
題
に
お
け
る
国
家
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
勿
論
、
個
人
の
尊
厳
や
良
心
の
自
由
の
否
定
を
含
む
も
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
自
由
な
良
心
の

主
体
と
し
て
個
人
を
前
提
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
、
森
の
国
家
主
義
の
原
型
を
認
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
後
年
の
森
に
お

い
て
は
こ
の
時
期
に
お
け
る
よ
う
に
国
家
主
義
と
個
人
主
義
は
、
幸
福
な
調
和
を
保
ち
つ
づ
け
て
は
い
な
い
が
、
し
ば
し
ば
示
さ
れ
る
苦
渋
な
違
和
相
に
も

拘
ら
ず
、
森
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
、
良
心
の
自
由
や
個
人
主
義
は
、
な
お
内
属
す
る
要
因
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も

そ
れ
は
十
分
に
立
証
の
努
力
に
価
す
る
仮
説
で
あ
り
う
る
と
私
は
考
え
る
二
二

。 

 

林
自
身
は
森
の
近
代
的
、
革
新
的
思
想
の
一
貫
性
を
主
張
す
る
一
方
で
、
後
期
に
現
れ
る
国
家
本
位
の
思
想
傾
向
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
森
の
国
家
主
義
は

単
純
で
平
明
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
」
二
三

と
主
張
し
な
が
ら
も
、「
幸
福
な
調
和
を
た
も
ち
つ
づ
け
て
は
い
な
い
」
或
い
は
「
苦
渋
な
違
和
相
」
が
示
さ
れ
る
と

述
べ
る
に
留
め
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
林
の
提
示
し
た
「
仮
説
」
こ
そ
が
、
以
後
に
展
開
さ
れ
る
森
研
究
の
基
本
的

な
方
向
性
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

林
の
視
点
と
「
仮
説
」
を
踏
ま
え
、
前
期
と
後
期
の
関
係
を
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
が
園
田
英
弘
で
あ
っ
た
。
園
田
の
研
究
の
特
徴
は
、
社
会
学
理

論
を
援
用
す
る
こ
と
で
森
の
思
想
を
「
社
会
論
」
と
「
国
家
論
」
に
分
類
し
、
そ
の
関
係
を
「
機
能
主
義
的
国
家
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
説
明
し
た
こ
と
に
あ

る
。
園
田
に
よ
れ
ば
、
前
期
に
お
け
る
個
人
の
自
由
で
ラ
ン
ダ
ム
な
活
動
に
よ
る
社
会
の
活
性
化
が
、
自
然
と
国
家
富
強
に
結
び
付
く
と
い
う
「
暗
黙
の
予
定
調

和
論
」
を
森
が
解
体
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
四

、
後
期
に
お
け
る
自
然
権
の
保
障
と
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
み
に
機
能
を
限
定
し
た
「
制
度
」
と
し
て
の
国
家

へ
と
個
人
を
帰
属
さ
せ
る
「
機
能
主
義
的
国
家
」
へ
と
至
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
二
五

。
園
田
は
前
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
要
因
と
し
て
、「「
自
由
の
社
会
的
機
能
」

に
対
す
る
失
望
の
増
大
」
を
背
景
と
し
た
「
社
会
論
に
お
け
る
予
定
調
和
観
の
崩
壊
」
と
、
西
洋
主
義
者
と
し
て
の
森
が
「
西
洋
化
の
果
て
に
あ
る
「
脱
西
洋
化
」」

へ
と
思
想
的
に
展
開
し
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
二
六

。
園
田
の
統
一
的
な
解
釈
の
前
提
は
、「
予
定
調
和
観
」
と
そ
の
崩
壊
を
森
の
思
想
変
容
の
決
定
的
要
因
と
み
る

こ
と
に
あ
り
、
個
人
と
社
会
、
国
家
の
相
互
関
係
を
「
予
定
調
和
」
と
い
う
「
飛
躍
」
に
よ
っ
て
説
明
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
「
飛
躍
」
を
「
明
治
啓
蒙
期
に
お
け

る
時
代
精
神
」
と
規
定
す
る
こ
と
で
、
森
も
「
暗
黙
の
う
ち
に
予
定
調
和
論
に
組
み
し
て
い
た
」
二
七

と
捉
え
る
仮
説
に
あ
る
と
言
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
園
田
の

「
機
能
主
義
的
国
家
論
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
森
川
輝
紀
が
「
妥
当
な
評
価
で
あ
ろ
う
」
二
八

と
評
価
し
、
或
い
は
後
述
す
る
沖
田
行
司
の
森
研
究
に
対
す
る
「
書

評
」
の
中
で
、「
園
田
英
弘
氏
の
「
機
能
主
義
的
国
家
論
者
」
と
し
て
の
森
像
に
注
目
し
た
い
」
二
九

と
述
べ
て
沖
田
の
解
釈
に
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
な
ど
、
森
研
究

に
お
け
る
解
釈
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
本
稿
で
は
園
田
の
提
示
す
る
「「
機
能
主
義
的
国
家
論
者
」
と
し
て
の
森
像
」
と
い
う
解
釈
を
成
立
さ
せ
る
前
提
と
な
る
二
つ
の
決
定
的
要
因
、
即
ち

「
予
定
調
和
」
と
そ
の
崩
壊
、
ま
た
「
脱
西
洋
化
」
へ
の
思
想
転
回
と
い
う
二
点
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
。
第
一
に
「
予
定
調
和
」
と
は
、
園
田
に
よ
れ
ば
、
個

人
の
文
明
化
か
ら
社
会
の
活
性
化
へ
、
そ
し
て
社
会
の
活
性
化
か
ら
国
家
の
富
強
へ
の
「
飛
躍
」
が
自
然
に
発
生
す
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
構
造

に
当
て
嵌
め
る
形
で
森
の
思
想
の
分
析
や
テ
キ
ス
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
化
を
行
っ
て
い
る
が
、
森
が
個
人
、
社
会
、
国
家
と
い
う
三
層
か
ら
成
立
す
る
構
造
的
な
考
え

方
を
い
つ
、
い
か
な
る
段
階
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
園
田
は
「
明
治
の
時
代
精
神
」

と
い
う
概
念
や
「
暗
黙
の
う
ち
に
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
説
明
を
避
け
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
森
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
予
定
調
和
論
」
を
形
成
し
、

或
い
は
ど
の
よ
う
な
過
程
の
中
で
「
自
由
の
社
会
的
機
能
」
に
対
す
る
失
望
を
深
め
な
が
ら
「
予
定
調
和
論
」
を
崩
壊
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
従
来
の
二

項
対
立
論
を
矛
盾
な
く
解
釈
す
る
上
で
最
も
重
要
と
な
る
移
行
要
因
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。 

第
二
に
、「
西
洋
化
」
か
ら
「
脱
西
洋
化
」
へ
と
い
う
園
田
の
図
式
に
つ
い
て
も
、
森
の
初
期
思
想
の
形
成
段
階
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
西
洋
を
相
対
視
し
、
西

洋
文
明
の
根
幹
を
な
す
自
由
や
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
懐
疑
を
深
め
て
い
く
思
想
形
成
の
特
異
性
と
、
あ
く
ま
で
「
西
洋
文
明
の
忠
実
な
模
倣
者
」
と
し
て
出
発
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し
た
と
園
田
の
位
置
付
け
る
森
が
、「
模
倣
」
と
い
う
「
西
洋
化
」
の
段
階
を
終
え
た
と
判
断
し
て
「
脱
西
洋
化
」
へ
と
舵
を
切
る
こ
と
は
全
く
異
質
な
関
係
に
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
解
釈
と
論
拠
の
整
合
性
に
も
疑
問
が
残
る
。
園
田
は
森
の
「
脱
西
洋
化
」
の
思
想
パ
タ
ー
ン
を
駐
英
外
交
官
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
と
推

測
さ
れ
て
い
る
「
代
議
政
体
論
」
の
中
に
求
め
、
そ
こ
か
ら
森
の
初
期
思
想
に
ま
で
遡
及
し
て
「
脱
西
洋
化
」
の
萌
芽
を
み
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
沖
田
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
森
の
初
期
思
想
に
お
け
る
特
徴
は
西
洋
主
義
に
傾
斜
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
西
洋
を
相
対
化
す
る
視
座
を
西
洋
の
中
に
見
い
出
し
た
」
三
〇

特
異

な
西
洋
相
対
化
の
視
点
の
形
成
に
あ
っ
た
と
本
稿
で
は
考
え
る
。
園
田
の
前
提
と
す
る
「
西
洋
文
明
の
忠
実
な
模
倣
者
」
と
し
て
の
森
が
西
洋
化
を
完
了
し
た
と

判
断
し
て
「
脱
西
洋
化
」
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
、
森
の
「
脱
西
洋
化
」
の
傾
向
を
説
明
す
る
上
で
園
田
が
論
拠
と
す
る
西
洋
を
批
判
的
に
捉
え
、
西
洋
文

明
そ
れ
自
体
を
対
象
化
し
て
い
く
西
洋
の
相
対
化
と
い
う
初
期
の
特
異
な
思
想
営
為
は
、
全
く
次
元
の
異
な
る
思
想
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

ま
た
、
園
田
の
分
析
に
基
づ
け
ば
、
森
が
「
脱
西
洋
化
」
へ
と
思
想
転
回
す
る
た
め
に
は
日
本
の
文
明
化
の
過
程
に
お
い
て
森
自
身
が
「
西
洋
化
」
の
段
階
を

終
え
た
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
森
は
本
当
に
西
洋
の
「
模
倣
」
は
完
了
し
た
と
明
治
十
年
代
の
中
頃
に
判
断
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

疑
問
も
あ
る
。
西
洋
の
「
模
倣
」
が
完
了
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
が
欧
米
諸
国
よ
り
も
優
れ
た
文
明
の
次
元
に
到
達
す
る
か
、
少
な
く
と
も
同
等
以
上
の
文

明
の
次
元
に
到
達
し
、
欧
米
か
ら
は
学
ぶ
も
の
が
な
い
と
い
う
境
地
に
森
が
至
ら
な
け
れ
ば
到
底
見
出
さ
れ
な
い
認
識
で
あ
ろ
う
。「
代
議
政
体
論
」
が
執
筆
さ
れ

た
同
時
期
に
お
け
る
駐
英
外
交
官
と
し
て
の
森
の
外
交
史
料
や
、
文
相
期
の
演
説
史
料
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
、
条
約
改
正
が
一
向
に
進
展
し
な
い
こ
と
に

対
す
る
苛
立
ち
や
危
機
感
、
或
い
は
日
本
と
欧
米
の
距
離
が
一
向
に
縮
ま
ら
な
い
こ
と
に
対
す
る
焦
燥
感
や
後
発
国
と
し
て
の
劣
等
意
識
で
あ
っ
た
し
、
言
う
ま

で
も
な
く
当
時
の
日
本
は
伊
藤
博
文
が
憲
法
調
査
の
た
め
に
渡
欧
す
る
な
ど
憲
法
体
制
も
模
索
の
段
階
に
あ
り
、
政
治
や
教
育
に
関
す
る
諸
制
度
も
未
成
熟
で
あ

っ
た
と
い
う
現
実
の
中
で
、
仮
に
園
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
森
が
本
当
に
「
模
倣
」
は
完
了
し
た
と
判
断
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
森
は
あ
ま
り
に
も
国
際
感
覚
に

乏
し
く
、
日
本
の
現
実
を
も
知
ら
な
い
単
な
る
夢
想
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

二
．
研
究
史
の
批
判
的
総
括 

―
研
究
史
の
問
題
点
と
再
考
の
視
点
― 

研
究
史
の
総
括
か
ら
明
ら
か
に
な
る
従
来
の
森
研
究
に
お
け
る
第
一
の
問
題
点
は
、
そ
の
分
析
の
視
点
が
前
期
と
後
期
の
二
項
対
立
の
枠
組
み
で
あ
る
の
か
、

或
い
は
林
の
よ
う
に
近
代
的
、
革
新
的
思
想
の
一
貫
性
を
主
張
す
る
も
の
、
ま
た
は
園
田
の
「
機
能
主
義
的
国
家
論
」
の
よ
う
に
統
一
的
な
解
釈
を
試
み
る
も
の

で
あ
る
の
か
を
問
わ
ず
、
蘇
峰
以
来
の
森
研
究
の
枠
組
み
を
所
与
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
、
主
と
し
て
前
期
の
革
新
的
な
啓
蒙
家
と
し
て
の
森
と
後
期
の
保
守

的
な
初
代
文
相
と
し
て
の
森
、
と
い
う
二
つ
の
側
面
に
の
み
注
目
し
て
き
た
点
に
あ
る
。
特
に
、
初
期
思
想
の
評
価
に
お
い
て
、
西
洋
主
義
者
と
し
て
出
発
し
た

森
と
い
う
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
後
期
の
森
と
の
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
、
結
果
と
し
て
「
追
放
」
や
、「
幸
福
な
調
和
を
保
ち
つ
づ
け
て
は
い
な
い
」
或
い
は
「
苦
渋

な
違
和
相
」、
そ
し
て
「
暗
黙
の
予
定
調
和
論
」
な
ど
の
説
明
に
陥
ら
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
こ
れ
ま
で
森
の
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
る
言
説
の
み
を
解

釈
し
、
そ
れ
が
革
新
的
か
否
か
と
い
う
評
価
を
付
与
す
る
こ
と
に
留
ま
っ
て
き
た
こ
と
や
、
森
の
テ
キ
ス
ト
と
テ
キ
ス
ト
の
内
的
関
係
性
や
連
続
性
に
の
み
注
目

し
、
テ
キ
ス
ト
を
成
り
立
た
せ
る
外
在
的
要
因
と
の
関
係
に
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
即
ち
、
な
ぜ
森
が
革
新
的
と
み
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
を

執
筆
、
発
信
し
た
の
か
、
或
い
は
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
誰
を
読
み
手
乃
至
は
聞
き
手
に
想
定
を
し
て
作
成
、
発
信
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
活
動
の
背
景
に
は
森
の
い
か
な
る
問
題
意
識
や
現
状
認
識
が
横
た
わ
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
森
の
活
動
の
意
図
や
戦
略
性
と
時
代
の
課
題
の
関
係

に
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
点
に
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

以
上
の
よ
う
な
研
究
史
に
内
在
さ
れ
た
問
題
点
に
関
し
て
、
沖
田
行
司
と
勝
田
守
一
の
先
行
研
究
は
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
研
究
史
の
抱
え
る
第

一
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
森
研
究
に
お
け
る
所
与
の
枠
組
み
そ
れ
自
体
を
疑
問
視
し
、
前
期
の
革
新
的
な
西
洋
主
義
者
と
し
て
出
発
し
た
森
、
と

い
う
初
期
思
想
に
対
す
る
従
来
の
評
価
軸
や
分
析
軸
と
は
異
な
る
視
点
が
必
要
に
な
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
沖
田
の
提
起
す
る
「
脱
西
洋
主
義
者
」
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と
し
て
出
発
し
た
森
、
と
い
う
視
点
の
可
能
性
と
課
題
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。
沖
田
は
森
の
思
想
に
お
け
る
前
期
と
後
期
の
「
二
つ
の
傾
向
が
真
に
相
反
す
る

関
係
に
あ
る
の
か
ど
う
か
」
三
一

と
述
べ
、
従
来
の
枠
組
み
そ
の
も
の
に
対
し
て
疑
問
を
呈
し
た
最
初
の
研
究
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
林
が
注
目
し
た
「
汚

魂
洗
濯
」
と
い
う
一
節
に
つ
い
て
、
沖
田
は
「
「
汚
魂
」
を
伝
統
的
な
価
値
意
識
と
規
定
し
、
何
ら
の
思
想
的
な
内
的
葛
藤
も
な
く
、
い
と
も
容
易
に
「
近
代
的
」

な
人
間
観
へ
と
移
行
し
た
と
す
る
説
に
は
疑
問
が
残
る
」
三
二

と
批
判
し
、
林
の
解
釈
の
よ
う
に
東
洋
や
従
来
の
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

く
、
西
洋
の
表
層
に
心
を
奪
わ
れ
る
自
己
の
あ
り
方
を
律
し
よ
う
と
す
る
森
の
倫
理
的
、
禁
欲
的
態
度
が
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
森
の
自
己
禁
欲
的
な
態
度
が
、
西
洋
近
代
文
明
の
矛
盾
を
西
洋
の
内
側
か
ら
告
発
す
る
ハ
リ
ス
の
「
新
生
社
」
の
あ
り
方
と
共
鳴
す
る
こ
と
で
、
西
洋
相
対

化
と
い
う
特
異
な
視
座
を
森
に
発
見
さ
せ
る
に
至
っ
た
と
沖
田
は
説
明
し
て
い
る
。
従
っ
て
沖
田
は
、
森
の
初
期
思
想
の
特
異
な
形
成
過
程
に
つ
い
て
「
西
洋
を

相
対
化
す
る
視
座
を
西
洋
の
中
に
見
い
出
し
た
」
と
総
括
し
、
林
の
よ
う
に
東
洋
を
「
袂
別
」
す
る
西
洋
主
義
者
と
し
て
で
は
な
く
、
西
洋
文
明
を
批
判
的
、
懐

疑
的
に
捉
え
る
「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
出
発
し
た
森
像
を
再
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
存
の
森
研
究
の
枠
組
み
を
問
い
直
そ
う
と
試
み
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
沖
田
は
、
初
期
思
想
に
お
け
る
「
西
洋
の
相
対
化
」
と
い
う
森
の
特
異
な
思
想
形
成
の
あ
り
方
が
、
森
の
「
西
洋
理
解
の
限
界
」
を
規
定
す
る
こ
と

に
な
っ
た
三
三

と
も
位
置
付
け
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。 

 

西
洋
に
お
け
る
市
民
革
命
を
経
て
成
立
し
た
市
民
社
会
の
倫
理
や
思
想
ま
た
は
諸
制
度
に
着
目
し
た
も
の
の
、
森
に
は
国
家
と
社
会
を
区
別
し
て
考
え
る
、

い
わ
ゆ
る
近
代
の
市
民
社
会
の
成
立
過
程
に
関
す
る
理
解
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
三
四

。 

 

森
が
「
市
民
社
会
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
そ
の
理
解
が
森
の
近
代
構
想
や
国
家
論
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
跳
ね
返
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
は
、
森
研

究
の
解
釈
に
お
い
て
論
争
的
な
分
岐
点
で
あ
る
と
考
え
る
。
沖
田
の
指
摘
す
る
森
の
西
洋
理
解
の
限
界
に
つ
い
て
、
例
え
ば
先
に
引
用
し
た
森
川
は
、「
林
竹
二
の

森
像
を
受
け
た
こ
の
視
角
に
同
意
す
る
だ
け
に
、
以
後
の
本
書
の
展
開
軸
が
「
市
民
社
会
認
識
」
の
欠
如
に
お
か
れ
て
い
る
点
に
ズ
レ
を
感
じ
る
」
三
五

と
批
判
す

る
が
、
沖
田
は
「
西
洋
の
市
民
社
会
そ
の
も
の
の
認
識
の
欠
如
と
い
う
よ
り
は
、
西
洋
の
市
民
社
会
の
成
り
立
ち
方
の
認
識
の
欠
如
」
三
六

に
森
の
「
西
洋
理
解
の

限
界
」
が
見
出
さ
れ
る
と
反
論
し
て
い
る
。
さ
ら
に
沖
田
は
、
森
が
国
家
と
社
会
と
を
区
別
す
る
視
点
を
も
た
な
か
っ
た
が
故
に
、「
個
々
人
の
諸
権
利
を
保
障
す

る
機
関
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
個
々
人
を
包
摂
す
る
共
同
体
」
と
し
て
の
国
家
像
を
措
定
さ
せ
る
に
至
っ
た
と
も
指
摘
し
て
い
る
三
七

。 

こ
の
よ
う
な
沖
田
の
解
釈
に
対
し
て
、
林
や
園
田
の
見
方
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
先
に
取
り
上
げ
た
林
の
「
仮
説
」
や
園
田
の
「
機
能
主
義
的

国
家
論
」
と
い
う
解
釈
の
前
提
に
は
、
自
然
権
を
具
有
し
た
権
利
の
主
体
と
し
て
の
個
人
が
連
帯
し
て
「
社
会
」
を
形
成
し
、「
社
会
」
を
守
護
し
活
性
化
さ
せ
る

と
い
う
明
確
に
限
定
化
さ
れ
た
機
能
を
付
与
さ
れ
、
ま
た
「
社
会
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
組
織
、
乃
至
は
機
関
と
し
て
の
国
家
を
設
立
す
る
、
と
い
う
個
人

と
「
市
民
社
会
」、
そ
し
て
「
市
民
社
会
」
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
見
取
り
図
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
例
え
ば
林
が
森
の
「
初
心
」
を

分
析
し
て
、
そ
れ
が
欧
米
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
や
モ
ラ
ル
に
基
づ
く
日
本
の
「
再
建
」
に
あ
っ
た
と
規
定
し
、
そ
の
上
で
森
の
テ
キ
ス

ト
の
解
釈
に
お
い
て
日
本
の
「
社
会
が
真
に
改
善
さ
れ
る
た
め
」
三
八

、
或
い
は
「
社
会
が
本
当
に
改
善
さ
れ
る
た
め
」
三
九

と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
や
、

林
の
「
仮
説
」
を
受
け
た
園
田
が
森
の
思
想
を
一
方
で
「
社
会
論
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
森
の
思
想
に
お
け
る

個
と
全
体
の
問
題
を
説
明
す
る
上
で
、
恰
も
森
自
身
が
個
人
と
国
家
の
間
に
介
在
す
る
「
社
会
」
と
い
う
領
域
を
自
覚
的
に
設
定
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
無
批
判
、

且
つ
前
提
的
な
理
解
の
上
に
立
っ
て
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
森
川
は
沖
田
の
森
研
究
に
お
け
る
林
や
園
田
と
の
「
ズ
レ
」
に
違
和
相
を
指
摘
し
、
森
の
西
洋
理

解
に
お
け
る
「
「
市
民
社
会
認
識
」
の
欠
如
」
と
い
う
沖
田
の
解
釈
を
問
題
視
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
ズ
レ
」
に
内
在
さ
れ
た
本
来
の
論
点
は
、
林
や
園
田

の
描
く
森
像
と
沖
田
の
そ
れ
と
の
間
に
「
ズ
レ
」
が
生
じ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
森
川
の
指
摘
す
る
表
層
的
な
問
題
で
は
な
く
、
森
の
思
想
的
特
質
の
解
釈
に
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お
い
て
「
社
会
」
と
い
う
領
域
は
必
ず
し
も
自
明
の
前
提
と
は
な
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
沖
田
の
問
題
提
起
の
中
に

こ
そ
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
本
稿
は
考
え
る
。 

沖
田
が
こ
れ
ま
で
の
森
研
究
に
対
し
て
投
じ
た
「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
の
森
像
と
、
森
の
思
想
の
解
釈
に
お
い
て
「
市
民
社
会
」
的
特
質
を
ア
・
プ
リ
オ

リ
な
も
の
と
見
做
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
留
意
は
、
従
来
の
森
研
究
を
再
考
す
る
視
点
と
し
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
以
上
よ
り
沖
田
の
森
研

究
が
、
森
川
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
「
林
竹
二
の
森
像
を
受
け
た
こ
の
視
角
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
本
稿
で
は
同
意
し
兼
ね
る
が
、
初
期
思
想
の

形
成
段
階
に
お
い
て
西
洋
を
相
対
化
す
る
と
い
う
特
異
な
思
想
形
成
を
行
い
、
「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
森
が
、「
市
民
社
会
」
に
対

す
る
認
識
や
理
解
も
含
め
て
ど
の
よ
う
な
西
洋
観
や
西
洋
文
明
に
対
す
る
受
容
態
度
を
形
成
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
改
め
て
展
開
す
る
余
地
が

あ
る
と
考
え
る
。 

ま
た
、
第
二
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
勝
田
に
よ
る
指
摘
は
示
唆
に
富
む
も
の
と
考
え
る
。 

 

だ
れ
の
眼
に
も
顕
著
な
後
年
の
国
家
意
識
の
強
化
は
、
森
が
つ
ね
に
要
路
を
歩
き
、
権
力
の
頂
点
に
近
づ
い
て
い
く
の
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
と
も
な
う
責
任

意
識
と
献
身
の
大
き
さ
の
変
化
に
応
じ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
国
家
意
識
は
「
西
洋
の
文
明
」
へ
の
傾
倒
と
ど
う
い
う
目
的
、
手
段
の
関
係
に
な
る

の
か
。
合
理
主
義
は
手
段
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
女
性
の
地
位
の
向
上
と
い
う
よ
う
な
社
会
的
関
係
の
改
善
を
も
、
手
段
と
み
る
の

か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
こ
と
が
新
し
い
国
家
の
目
的
な
の
か
。
こ
れ
は
依
然
と
し
て
解
き
え
な
い
問
題
だ
四
〇

。 

 

勝
田
は
「
依
然
と
し
て
解
き
え
な
い
問
題
」
で
あ
る
と
留
意
し
て
い
る
が
、
勝
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
森
の
思
想
を
「
目
的
」
と
「
手
段
」
の
関
係
に
注
目
し

て
読
み
直
す
こ
と
は
、
森
の
初
期
思
想
の
性
格
や
そ
の
全
体
的
な
思
想
的
特
質
に
つ
い
て
再
考
す
る
上
で
有
効
な
視
点
と
な
り
得
る
と
本
稿
は
考
え
る
。
例
え
ば
、

勝
田
は
森
の
「
妻
妾
論
」
に
つ
い
て
、「
若
き
日
に
、
啓
蒙
家
と
し
て
、
婦
人
の
地
位
の
向
上
や
社
会
的
人
間
関
係
の
近
代
化
を
め
ざ
し
て
、
め
ざ
ま
し
い
活
動
を

し
た
の
は
事
実
だ
が
、
そ
の
活
動
に
は
、
日
本
を
外
圧
の
危
機
か
ら
救
う
た
め
に
、
新
し
い
国
家
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
責
任
の
意
識
が
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
」
四
一

と
述
べ
、
森
が
「
妻
妾
論
」
を
執
筆
し
た
意
図
と
は
、
近
代
的
婚
姻
法
の
構
築
や
男
女
の
対
等
化
を
実
現
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
「
目
的
」
と
し
た

の
で
は
な
く
、
日
本
を
取
り
巻
く
国
際
情
勢
や
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
を
前
提
に
し
て
、
外
圧
か
ら
日
本
を
守
護
し
、
文
明
国
家
を
設
立
す
る
と
い
う
森
の
「
目

的
」
を
実
現
す
る
た
め
に
選
択
さ
れ
た
「
手
段
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
勝
田
の
見
方
は
、
日
本
に
お
け
る
欧

米
式
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
実
現
そ
れ
自
体
を
森
の
「
目
的
」
と
理
解
す
る
林
や
、「
機
能
主
義
的
国
家
論
」
を
主
張
し
、
個
人
の
自
然
権
の
保
障
そ
れ
自
体

を
「
目
的
」
と
規
定
す
る
園
田
の
立
場
と
は
異
な
る
視
点
で
あ
る
と
考
え
る
。 

し
か
し
、
勝
田
は
森
の
思
想
に
お
け
る
「
目
的
」
と
「
手
段
」
の
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
関
係
を
具
体
的

に
峻
別
す
る
基
準
を
森
の
ど
の
よ
う
な
側
面
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
こ
の

基
準
に
つ
い
て
、「
外
交
官
と
し
て
の
森
有
礼
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
模
索
し
た
。
既
述
の
通
り
、
こ
れ
ま
で
の
森
研
究
は
蘇
峰
以
来
の
枠
組
み
を

所
与
の
も
の
と
し
て
き
た
が
故
に
、
主
に
前
期
の
革
新
的
な
啓
蒙
家
と
し
て
の
森
、
後
期
の
保
守
的
な
初
代
文
相
と
し
て
の
森
、
と
い
う
広
義
の
意
味
で
の
教
育

家
の
側
面
に
注
目
し
て
き
た
。
し
か
し
、
森
の
キ
ャ
リ
ア
に
目
を
向
け
る
と
外
交
活
動
に
携
わ
っ
た
期
間
は
お
よ
そ
十
五
年
間
で
あ
る
の
に
対
し
、
文
相
と
し
て

の
期
間
は
僅
か
に
三
年
余
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
森
が
教
育
へ
の
関
心
を
絶
え
ず
懐
き
続
け
て
き
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
生
涯
を

見
渡
す
と
森
の
キ
ャ
リ
ア
の
大
部
分
が
外
交
畑
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
浮
き
彫
り
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
森
の
キ
ャ
リ
ア
の
大
部
分
を
占
め
る
外
交
官
と
し
て

の
あ
り
方
、
即
ち
そ
の
職
分
意
識
や
多
様
な
外
交
活
動
の
意
図
や
狙
い
、
さ
ら
に
は
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
を
前
提
と
し
た
大
局
的
な
見
地
、
国
際
的
な
視
野
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か
ら
日
本
の
「
開
化
」
や
対
外
的
独
立
に
つ
い
て
考
え
る
森
の
問
題
意
識
や
現
状
認
識
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
森
の
思
想
に
お
け
る
「
目
的
」

と
「
手
段
」
の
関
係
を
峻
別
し
、
前
期
や
後
期
と
い
う
区
別
を
す
る
こ
と
な
く
、
一
貫
し
た
見
地
か
ら
従
来
の
森
研
究
の
枠
組
み
を
再
考
す
る
視
点
が
得
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
本
稿
は
期
待
す
る
。
森
の
思
想
構
造
上
に
現
れ
る
変
化
と
は
、
決
し
て
「
転
向
」
で
は
な
く
、「
手
段
」
を
対
外
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
対
内
的
に

推
進
す
る
「
方
法
」
上
の
展
開
で
あ
る
と
本
稿
は
考
え
る
。 

こ
の
よ
う
な
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
職
分
意
識
や
外
交
活
動
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
象
徴
的
な
事
例
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
後
に
本
論
の
中

で
取
り
上
げ
る
秩
禄
処
分
と
外
国
公
債
の
募
集
を
め
ぐ
る
森
と
吉
田
清
成
の
論
争
で
あ
る
。
林
は
本
論
争
の
係
争
点
に
つ
い
て
、「
官
吏
の
モ
ラ
ル
と
人
間
的
良
心

や
確
信
と
の
関
係
の
問
題
」
四
二

で
あ
る
と
し
、
一
方
の
吉
田
は
「
官
吏
の
モ
ラ
ル
」
を
、
他
方
の
森
は
「
人
間
的
良
心
や
確
信
」
を
根
拠
に
対
立
し
、
特
に
森
に

つ
い
て
は
個
人
と
し
て
の
「
彼
の
モ
ラ
ル
」
こ
そ
が
、
反
対
意
見
を
起
草
さ
せ
る
動
機
付
け
に
な
っ
た
四
三

と
捉
え
、
本
論
争
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。 

 

森
は
、
も
っ
と
も
ふ
か
い
行
動
の
動
機
を
、
つ
ね
に
自
己
自
身
の
確
信
に
求
め
た
人
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
姿
勢
は
彼
の
生
涯
を
貫
い
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

彼
の
一
生
は
官
僚
と
し
て
終
始
し
た
が
、
そ
れ
は
自
ら
課
し
た
課
題
の
性
質
か
ら
き
た
も
の
で
、
彼
の
行
動
は
も
っ
と
も
深
い
動
機
に
お
い
て
は
全
く
官
吏

の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
行
動
や
主
張
を
吉
田
清
成
に
比
べ
て
見
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
森
に
は
官
吏
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
仕
事
の
中

で
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
で
あ
る
こ
と
を
止
め
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
森
に
あ
あ
い
う
烈
し
い
一
生
を
送
ら
せ
、
ま
た
横
死
を
よ
び
よ
せ
る
こ
と
に

も
な
っ
た
四
四

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
林
は
森
を
外
交
官
と
い
う
「
官
吏
」
乃
至
は
「
官
僚
」
と
し
て
の
立
場
で
は
な
く
、
森
個
人
と
し
て
の
「
確
信
」
を
行
動
原
理
と
し
、
あ
く

ま
で
一
人
の
「
人
間
」
と
い
う
純
個
人
的
な
あ
り
方
を
生
涯
に
渡
っ
て
貫
い
た
存
在
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
、
こ
の
純
個
人
と
し
て
の
生
き
方
こ
そ
が
森
に
対
す

る
暗
殺
事
件
を
も
引
き
起
こ
さ
せ
た
要
因
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
林
が
森
と
い
う
存
在
を
「
個
人
」
乃
至
は
「
私
人
」
と
い
う
視
点
か
ら
措
定
し
、
そ
の
思

想
や
行
動
を
理
解
す
る
こ
と
に
拘
る
の
は
、
林
に
よ
る
森
研
究
の
視
点
が
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
や
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
核
心
と
す
る
西
洋
主
義
者
、
と
い
う
立

場
か
ら
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
に
起
因
す
る
の
み
な
ら
ず
、
何
よ
り
も
そ
の
よ
う
な
西
洋
主
義
者
と
い
う
視
点
を
方
法
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
林
が
一
連

の
森
研
究
を
発
表
し
た
当
時
の
森
像
の
再
考
を
意
図
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
土
屋
忠
雄
は
「
総
じ
て
森
有
礼
の
教
育
方
策
に
み
ら
れ
る
人
間

の
否
定
、
人
間
性
に
対
す
る
不
信
、
国
家
あ
る
い
は
権
力
者
に
対
す
る
信
頼
の
傾
向
は
、
こ
う
し
て
師
範
教
育
策
に
お
い
て
集
中
的
に
発
現
し
た
」
四
五

と
評
し
、

ま
た
「
森
文
相
ほ
ど
教
育
に
お
け
る
個
人
を
抹
殺
し
て
い
た
文
部
大
臣
は
、
国
家
主
義
に
彩
ら
れ
て
来
て
い
る
近
代
日
本
教
育
史
上
に
も
少
な
い
と
思
わ
れ
る
」

四
六

と
い
う
評
価
を
森
に
対
し
て
下
し
て
い
る
。
林
は
、
国
家
主
義
や
国
体
主
義
教
育
を
根
拠
に
し
て
「
人
間
」
を
「
否
定
」
し
、「
個
人
」
を
「
抹
殺
」
し
た
人
物

こ
そ
森
有
礼
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
土
屋
の
立
場
と
は
異
な
り
、
森
を
教
育
勅
語
成
立
以
降
に
展
開
さ
れ
る
国
体
主
義
教
育
に
対
す
る
「
最
後
の
抵
抗
者
」
四
七

と

位
置
付
け
て
い
る
。
さ
ら
に
林
は
、
森
の
「
死
」
の
意
味
に
つ
い
て
も
、「
日
本
の
教
育
の
大
き
な
曲
が
角
」
で
あ
り
、
明
治
の
教
育
に
お
け
る
革
新
的
精
神
の
「
息

の
根
」
を
止
め
る
も
の
四
八

で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
土
屋
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
森
研
究
の
視
点
を
克
服
し
、「
戦
前
的
な
教
育
行
政
の
伝
統
は
、

森
学
政
の
延
長
の
上
に
で
な
く
、
そ
の
否
定
の
上
に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
」
四
九

に
他
な
ら
な
い
、
と
す
る
視
点
か
ら
森
を
再
評
価
す
る
た
め
に
、
林
は
国
家

や
全
体
よ
り
も
「
個
人
」
や
「
市
民
社
会
」
を
、
官
僚
や
官
吏
と
い
う
「
公
人
」
で
は
な
く
「
私
人
」
を
、
そ
し
て
専
制
や
支
配
と
い
う
見
方
に
対
し
て
は
「
自

由
」
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
よ
り
も
「
個
人
」
を
尊
重
し
た
「
人
間
」、
と
い
う
従
来
の
見
方
と
は
異
な
る
評
価
を
森
に
対
し
て
与
え
よ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
と
本
稿
は
考
え
る
。 

林
の
見
方
は
、「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
と
い
う
視
点
に
注
目
す
る
本
稿
と
は
対
極
的
な
位
置
関
係
に
あ
る
が
、「
そ
も
そ
も
森
有
礼
と
は
何
者
で
あ
っ
た
の
か
」
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と
い
う
存
在
論
的
な
問
い
掛
け
を
す
る
こ
と
は
、
森
の
思
想
的
特
質
を
理
解
す
る
た
め
の
起
点
を
見
定
め
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

林
の
よ
う
に
森
を
「
私
人
」
乃
至
は
「
個
人
」
と
し
て
位
置
付
け
る
の
か
、
外
交
官
と
い
う
立
場
の
あ
る
「
公
人
」
と
し
て
定
位
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
森
の
史

料
の
読
み
方
や
位
置
付
け
方
、
問
題
意
識
や
現
状
認
識
の
把
握
の
仕
方
も
大
き
く
異
な
り
、
結
果
と
し
て
森
の
思
想
に
関
す
る
総
合
的
な
評
価
を
も
左
右
す
る
こ

と
に
繋
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

本
稿
で
は
、
林
の
よ
う
に
森
を
時
代
状
況
や
森
の
置
か
れ
た
立
場
か
ら
遊
離
し
た
抽
象
的
な
「
個
人
」
と
し
て
措
定
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
外
交
官
と

い
う
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
利
害
を
背
負
い
、
代
弁
し
た
「
公
人
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
。
従
っ
て
本
稿
は
、
良
心
の
自
由
や
男
女
対
等
論
な
ど
森
の

初
期
思
想
に
見
ら
れ
る
西
洋
の
近
代
的
諸
価
値
へ
の
傾
斜
や
「「
西
洋
の
文
明
」
へ
の
傾
倒
」
を
、
従
来
の
森
研
究
の
よ
う
に
、
短
絡
的
に
森
の
思
想
に
お
け
る
近

代
性
や
革
新
性
を
示
す
証
左
と
見
做
し
、
森
個
人
の
思
想
や
信
条
、「
確
信
」
の
問
題
に
還
元
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
に
対
し
て
欧
米
諸
国
が
懐
く
負

の
イ
メ
ー
ジ
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
作
り
変
え
、
外
圧
か
ら
日
本
を
守
護
し
、
日
本
の
対
外
的
独
立
を
確
保
す
る
と
い
う
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
戦
略

的
、
且
つ
実
利
的
に
、
そ
し
て
強
か
に
西
洋
を
「
手
段
」
化
し
た
外
交
官
と
い
う
視
点
か
ら
森
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
森
研
究
の
枠

組
み
を
問
い
直
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
や
「
妻
妾
論
」、
そ
し
て
「
外
債
意
見
書
」
な
ど
、
こ
れ
ま
で
森
の
初
期
思
想
に
お

け
る
近
代
性
や
、
西
洋
文
明
に
対
す
る
心
酔
や
気
触
れ
の
傾
向
を
示
す
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
テ
キ
ス
ト
は
、「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
大
局
的
視
点
に
立

っ
て
日
本
の
独
立
の
方
向
性
を
模
索
し
た
一
人
の
外
交
官
が
、
日
本
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
非
文
明
国
家
、
野
蛮
国
家
と
い
う
欧
米
諸
国
か
ら
の
批
判
や
レ
ッ
テ

ル
を
躱
す
た
め
に
、
西
洋
の
価
値
観
や
思
想
を
選
択
的
に
利
用
し
て
欧
米
に
対
峙
す
る
日
本
の
武
装
化
を
図
ろ
う
と
す
る
「
戦
略
的
西
洋
化
」、
乃
至
は
「
西
洋
へ

の
擬
態
化

カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ

」
と
い
う
森
の
異
文
化
受
容
の
手
法
を
象
徴
す
る
証
左
で
あ
っ
た
と
本
稿
は
考
え
る
。 
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一
四 

同
書
、
三
三
頁
。 

一
五 
同
書
、
一
四
七
頁
、
ま
た
一
四
二
頁
。 

一
六 
同
書
、
一
〇
三
頁
。 

一
七 

同
書
、
二
五
頁
。 

一
八 

同
書
、
一
〇
九
頁
。 

一
九 

同
書
、
二
六
頁
。 

二
〇 

同
書
、
六
一
頁
。 

二
一 

同
書
、
一
一
五
頁
。 

二
二 

同
書
、
三
二
頁
―
三
三
頁
。 

二
三 

同
書
、
二
六
頁
。 

二
四 

園
田
英
弘
『
西
洋
化
の
構
造 
黒
船
・
武
士
・
国
家
』、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
、
二
四
六
頁
―
二
四
七
頁
。
ま
た
、
そ
の
解
体
に
つ
い
て
は
二
七
五

頁
、
二
七
七
頁
―
二
七
八
頁
な
ど
を
参
照
。 

二
五 

同
書
、
三
〇
七
頁
。 

二
六 

以
上
の
移
行
要
因
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
同
書
二
七
九
頁
や
三
一
七
頁
、
三
〇
五
頁
―
三
〇
六
頁
を
参
照
し
て
い
る
。 

二
七 

同
書
、
二
四
七
頁
。 

二
八 

森
川
輝
紀
『
教
育
勅
語
へ
の
道
―
教
育
の
政
治
史
―
』、
三
元
社
、
二
〇
一
一
年
、
二
九
七
頁
。 

二
九 

森
川
輝
紀
「
書
評 

沖
田
行
司
著
『
日
本
近
代
教
育
の
思
想
史
研
究
―
国
際
化
の
思
想
系
譜
―
』
を
読
む
」、
日
本
教
育
史
研
究
会
『
日
本
教
育
史
研
究
』

第
十
三
号
、
一
九
九
四
年
八
月
、
一
一
八
頁
。 

三
〇 

沖
田
行
司
『
新
訂
版 

日
本
近
代
教
育
の
思
想
史
研
究 
国
際
化
の
思
想
系
譜
』、
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
七
頁
。 

三
一 

同
書
、
一
二
八
頁
。 

三
二 

同
書
、
一
三
二
頁
。 

三
三 

同
書
、
一
四
三
頁
。 

三
四 

同
書
、
一
四
三
頁
。 

三
五 

前
掲
「
書
評
沖
田
行
司
著
『
日
本
近
代
教
育
の
思
想
史
研
究
―
国
際
化
の
思
想
系
譜
―
』
を
読
む
」、
一
一
八
頁
。 

三
六 

沖
田
行
司
「
書
評
に
応
え
て
」
、
日
本
教
育
史
研
究
会
『
日
本
教
育
史
研
究
』
第
十
三
号
、
一
九
九
四
年
八
月
、
一
二
一
頁
。 

三
七 

前
掲
『
新
訂
版 

日
本
近
代
教
育
の
思
想
史
研
究 

国
際
化
の
思
想
系
譜
』、
一
五
一
頁
。 

三
八 

前
掲
『
林
竹
二
著
作
集
２
』、
三
八
頁
。 

三
九 

前
掲
『
林
竹
二
著
作
集
６
』、
一
二
四
頁
。 

四
〇 

勝
田
守
一
「
森
有
礼
と
国
民
教
育
」
、
大
河
内
一
男
他
監
修
『
近
代
日
本
を
創
っ
た
百
人 
下
』、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
年
、
三
九
三
頁
。 

四
一 

同
書
、
三
九
二
頁
。 

四
二 

前
掲
『
林
竹
二
著
作
集
２
』、
三
二
頁
。 

四
三 

同
書
、
三
二
頁
。 
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四
四 

同
書
、
三
三
頁
。 

四
五 
土
屋
忠
雄
「
国
家
主
義
教
育
へ
の
道
」、
海
後
宗
臣
、
村
上
俊
亮
監
修
『
近
代
教
育
史
（
教
育
学
叢
書
２
）』、
誠
信
書
房
、
一
九
五
九
年
、
七
八
頁
。 

四
六 
土
屋
忠
雄
「
森
有
礼
の
教
育
政
策
」
、
石
川
謙
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
編
纂
委
員
会
編
『
教
育
の
史
的
展
開
：
石
川
謙
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
』、
講
談
社
、

一
九
五
二
年
、
四
四
三
頁
―
四
七
二
頁
。 

四
七 

前
掲
『
林
竹
二
著
作
集
６
』、
四
四
頁
。 

四
八 

同
書
、
五
頁
。 

四
九 

同
書
、
一
〇
九
頁
。 
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第
一
部 

「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
の
森
有
礼 

第
一
章 

「
脱
西
洋
主
義
者
」
の
思
想
形
成 

一
．
初
期
思
想
に
お
け
る
西
洋
体
験
の
意
味 

森
の
初
期
思
想
の
形
成
過
程
に
お
け
る
西
洋
体
験
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
、
森
の
思
想
構
造
を
理
解
し
、
評
価
す
る
上
で
の
係
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、

森
は
林
竹
二
の
主
張
す
る
欧
米
型
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
「
エ
ト
ス
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
や
モ
ラ
ル
を
そ
の
思
想
的
核
心
部
と
す
る
西
洋
主
義
者
、

乃
至
は
園
田
英
弘
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
「
西
洋
文
明
の
忠
実
な
模
倣
者
」
と
し
て
出
発
し
た
の
か
、
或
い
は
沖
田
行
司
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
初

期
思
想
の
形
成
段
階
に
お
い
て
西
洋
文
明
を
相
対
的
視
点
か
ら
批
判
的
に
分
析
す
る
視
座
を
発
見
し
た
特
異
な
「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
出
発
し
た
の
か
、
と

い
う
森
の
思
想
の
解
釈
に
関
わ
る
起
点
＝
分
析
軸
を
定
位
す
る
上
で
重
要
な
問
題
と
な
る
。
本
稿
の
立
脚
す
る
立
場
は
論
を
進
め
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
。 

一
八
四
七
（
弘
化
四
）
年
、
森
有
礼
は
薩
摩
藩
士
森
有
恕
の
五
男
と
し
て
生
ま
れ
、
藩
主
島
津
斉
彬
に
よ
る
「
開
物
館
」
や
「
集
成
館
」
の
創
設
に
見
ら
れ
る

開
化
政
策
の
下
で
自
己
形
成
を
進
め
た
。
開
明
君
主
と
さ
れ
る
斉
彬
は
留
学
も
奨
励
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
急
死
を
受
け
て
薩
摩
藩
に
も
攘
夷
や
排
外

主
義
的
政
策
へ
の
移
行
が
見
ら
れ
て
い
た
。
藩
内
に
お
け
る
攘
夷
の
機
運
を
一
掃
し
、
再
び
開
化
政
策
へ
と
転
じ
さ
せ
た
要
因
は
、
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
八

月
の
生
麦
事
件
、
及
び
そ
れ
に
端
を
発
す
る
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
六
月
の
薩
英
戦
争
に
あ
っ
た
。
薩
英
戦
争
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
軍
事
的
優
位
性
を
体

験
し
た
こ
と
は
、
一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
六
月
に
「
開
成
所
」
を
創
設
し
て
西
洋
の
学
術
を
取
り
入
れ
た
教
育
を
施
す
な
ど
、
薩
摩
藩
を
再
度
の
開
化
政
策
へ

と
転
換
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
転
換
の
中
で
、
西
洋
の
最
先
端
の
学
術
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
、
改
め
て
注
目
さ
れ
た
方
法
が
留
学
で
あ
り
、
森
は
十
五
人
の
薩

摩
留
学
生
の
一
人
と
し
て
「
沢
井
鉄
馬
」
と
改
名
し
た
上
で
、
一
八
六
五
（
慶
応
元
）
年
五
月
に
イ
ギ
リ
ス
へ
と
赴
く
こ
と
と
な
る
。 

「
英
国
に
派
遣
さ
れ
た
薩
摩
の
学
生
た
ち
の
留
学
目
的
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
軍
事
に
結
び
つ
い
た
「
技
術
学
」
で
あ
っ
た
」一
と
林
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

当
初
森
の
課
題
も
西
洋
の
海
軍
測
量
技
術
を
学
ぶ
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
着
し
西
洋
文
明
の
情
況
を
見
る
に
及
ん
で
そ
の
意
向
は

忽
ち
豹
変
」
二

し
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
森
も
「
今
日
本
の
人
追
追
外
国
あ
る
を
覚
へ
漸
く
洋
学
に
趨
く
者
許
多
有
之
候
得
共
、
皆
其
末
の
技
学
に
走
り
て
本
を
知

ら
す
」
三

と
述
べ
、「
末
」
の
「
諸
技
学
は
捨
て
ゝ
国
礎
の
学
」
四

を
追
及
す
る
と
い
う
当
初
と
は
異
な
る
西
洋
近
代
文
明
へ
の
視
座
を
得
る
に
至
っ
て
い
る
。「
末
」

の
「
技
学
」
に
対
し
て
、
森
が
文
明
の
「
本
」
と
考
え
た
「
国
礎
の
学
」
と
は
、「
法
は
国
の
大
本
、
法
不
明
に
し
て
は
治
国
安
民
の
事
決
し
て
出
来
難
し
」
五

と

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
欧
米
諸
国
に
お
け
る
法
や
政
治
制
度
を
意
味
し
て
お
り
、
中
で
も
森
が
「
最
優
れ
候
」
と
評
価
し
、
注
目
し
た
も
の
が
ア
メ
リ
カ
の

諸
制
度
で
あ
っ
た
。
森
は
ア
メ
リ
カ
と
、
日
本
の
人
々
が
「
義
国
」
と
評
す
る
ロ
シ
ア
の
実
態
を
比
較
し
た
上
で
、「
親
交
」
を
結
ぶ
べ
き
国
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る

と
判
断
し
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

 

米
国
は
今
開
国
を
去
る
こ
と
漸
く
二
百
年
国
家
の
政
大
小
と
な
く
悉
く
万
民
と
謀
り
公
平
正
大
の
政
事
を
な
す
、
只
今
世
界
に
於
て
突
然
た
る
事
世
人
皆
知

る
所
な
し
、
尤
西
洋
人
皆
云
ふ
に
後
世
起
る
所
米
な
り
と
、
殊
に
英
人
は
米
人
を
諱
候
得
共
是
亦
同
説
な
り
、
御
照
察
可
被
下
候
、
私
竊
か
に
勘
考
仕
候
に

倶
に
親
交
を
結
び
有
無
を
通
す
る
所
此
国
な
り
と
着
眼
仕
候
、
此
国
當
時
外
国
に
念
を
掛
け
候
儀
曾
て
之
な
し
、
故
に
彼
の
国
四
年
間
の
永
戦
此
頃
漸
く
治

ま
り
国
中
未
た
一
統
せ
す
、
其
上
後
背
に
は
総
て
英
の
領
分
有
之
脇
に
は
メ
キ
シ
コ
あ
り
て
腹
心
の
病
未
た
全
く
癒
え
す
、
先
つ
是
等
を
一
統
し
て
然
る
後

四
方
に
手
を
振
ふ
へ
し
、
未
た
外
念
な
き
事
御
照
察
可
被
下
候
（
筆
者
中
略
）
我
国
人
多
く
魯
国
を
指
し
て
義
国
と
い
ふ
、
是
何
そ
汚
な
る
の
甚
し
き
、
乃

ち
土
耳
其
奪
掠
の
企
て
先
年
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
を
取
り
し
事
跡
、
又
ス
ウ
ィ
ス
ゼ
ラ
ン
ド
国
の
過
半
を
奪
掠
せ
し
事
跡
、
近
く
は
対
馬
の
件
不
義
不
法
の
働
き

数
へ
難
し
、
其
上
魯
の
国
政
皆
国
論
に
あ
ら
す
一
切
帝
よ
り
出
つ
、
故
に
不
公
平
の
政
多
し
、
帝
明
な
れ
は
治
国
、
暗
な
れ
は
国
乱
、
皆
其
国
人
帝
を
以
て

神
と
す
、
何
そ
愚
且
不
義
の
甚
だ
し
き
や
六

。 
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以
上
の
よ
う
に
、
森
は
ロ
シ
ア
の
「
国
法
」
に
つ
い
て
、「
皆
国
論
」
に
基
づ
く
「
公
平
」
な
も
の
で
は
な
く
、
帝
王
個
人
の
意
思
や
そ
の
「
明
暗
」
に
よ
っ
て

国
家
の
「
治
乱
」
が
決
定
さ
れ
る
「
不
公
平
」
の
制
度
で
あ
り
、
国
民
も
ま
た
帝
王
を
「
神
」
と
仰
ぐ
、「
愚
」
に
し
て
「
不
義
」
の
甚
だ
し
き
も
の
で
あ
る
と
批

判
し
て
い
る
。
ま
た
、
森
が
欧
州
を
旅
行
し
た
際
に
記
録
し
た
「
航
魯
紀
行
」
に
お
い
て
も
、「
此
国
ハ
政
法
両
な
が
ら
酷
に
て
、
且
奇
也
、
米
英
等
と
同
日
の
論

ニ
あ
ら
す
」
と
し
、
ロ
シ
ア
の
「
政
法
」
は
「
事
々
物
々
皆
帝
の
意
」
に
任
せ
、「
人
民
ま
た
帝
を
尊
ふ
事
神
仏
の
如
く
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
国
の
開
け
さ
る

事
知
る
へ
し
」
七

と
記
し
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
開
化
」
の
レ
ベ
ル
に
は
程
遠
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
森
は
、
ア
メ
リ
カ
の

制
度
は
「
纔
か
に
二
百
年
来
の
新
制
」
八

で
は
あ
る
が
、「
国
家
の
政
大
小
と
な
く
悉
く
万
民
と
謀
り
公
平
正
大
の
政
事
」
を
行
う
「
皆
国
論
」
で
あ
り
、
ロ
シ
ア

の
よ
う
に
、
異
国
を
「
奪
掠
」
す
る
な
ど
の
「
不
義
不
法
」
を
働
く
「
外
念
」
が
存
在
せ
ず
、
最
も
優
れ
た
国
家
で
あ
り
、「
親
交
」
を
結
ぶ
に
相
応
し
い
と
高
く

評
価
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
諸
制
度
に
対
す
る
森
の
憧
憬
や
共
感
を
象
徴
的
に
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、「
米
国
の

制
度
」
を
よ
り
詳
細
に
「
照
覧
」
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
「
英
学
」
の
奨
励
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

英
学
貫
通
有
之
候
へ
ば
米
国
の
書
と
申
て
も
同
じ
国
語
故
容
易
く
米
国
の
制
度
の
立
様
も
御
照
覧
に
便
利
な
る
へ
し
、
殊
に
米
国
の
制
度
は
纔
か
に
二
百
年

来
の
新
制
に
て
最
勝
れ
候
由
、
仏
国
の
制
度
も
勝
れ
候
由
承
り
候
得
共
、
是
以
て
英
学
さ
へ
十
分
出
来
候
得
ば
訳
書
に
て
事
足
り
申
へ
し
、
故
に
英
学
の
方

甚
た
可
然
歟
、
併
し
何
分
書
籍
十
分
に
読
ま
す
は
何
の
学
科
も
決
し
て
出
来
難
し
、
故
に
速
か
に
英
学
に
御
打
立
有
之
度
候
九

。 

 

ま
た
、
先
の
「
航
魯
紀
行
」
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
聾
唖
人
教
育
」
や
「
盲
人
教
育
」
を
目
の
当
り
に
し
た
森
は
、「
嗚
呼
宜
哉
、
西
洋
の
開
盛

な
る
事
」
と
し
、「
今
現
然
之
を
観
て
感
驚
殆
と
記
シ
難
シ
」
と
書
き
記
し
て
い
た
一
〇

。
林
に
よ
れ
ば
、
森
が
認
識
し
た
こ
の
よ
う
な
「
人
間
が
人
間
と
し
て
尊
重

さ
れ
る
エ
ト
ス
」
は
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｔ
・
Ｌ
・
ハ
リ
ス
の
下
に
お
い
て
「
エ
ト
ス
を
支
え
る
も
の
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
接
触
す
る
こ
と
を
通
じ
、「
一
国
の

文
明
と
不
文
明
を
分
つ
基
準
」
一
一

へ
と
昇
華
さ
れ
る
こ
と
で
、
欧
米
式
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
「
エ
ト
ス
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
及
び
モ
ラ
ル
を
思

想
的
核
心
部
と
す
る
西
洋
主
義
者
と
し
て
の
森
が
誕
生
す
る
契
機
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
久
木
幸
男
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
森
に
と
っ
て
「
西
洋
の

開
盛
」
と
は
「
単
に
「
和
漢
の
風
習
」
に
優
越
す
る
の
み
の
相
対
的
価
値
で
は
な
く
、「
道
義
」
を
核
と
す
る
普
遍
的
・
絶
対
的
価
値
」
と
見
做
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
「
ハ
リ
ス
と
の
出
会
い
を
契
機
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
接
近
」
は
「
近
代
的
価
値
へ
の
開
眼
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
」
一
二

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
欧
米
に
お
け
る
「
近
代
的
諸
価
値
」
や
「
エ
ト
ス
」、
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
と
理
解
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
森
が
接
触
し
た
こ
と
の
意
味
を
、

自
文
化
を
否
定
し
、「
袂
別
」
す
る
契
機
と
捉
え
る
林
の
解
釈
と
は
対
照
的
に
、
薩
摩
に
お
け
る
「
郷
中
」
や
「
造
士
館
」
を
通
じ
て
培
わ
れ
た
共
同
体
的
な
も
の

の
見
方
や
、「
士
可
嗜
條
々
」
に
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
森
の
厳
格
で
、
自
己
禁
欲
的
な
倫
理
性
と
、
資
本
主
義
文
明
の
病
理
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
す
ハ
リ
ス
の
下

に
お
け
る
森
の
自
己
修
養
生
活
の
関
係
を
連
続
的
に
捉
え
、
同
時
代
に
お
け
る
「
極
め
て
特
異
な
西
洋
体
験
」
一
三

の
形
で
あ
る
と
評
価
す
る
の
が
沖
田
の
解
釈
で

あ
る
。
沖
田
は
、
ハ
リ
ス
の
下
に
お
け
る
体
験
の
意
義
を
、
森
の
思
想
の
中
に
「
西
洋
近
代
文
明
が
孕
む
矛
盾
を
揚
棄
す
る
契
機
を
発
見
」
さ
せ
、「
西
洋
を
相
対

化
す
る
視
座
を
西
洋
の
中
に
見
い
出
」
さ
せ
る
起
点
を
発
見
さ
せ
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
林
と
沖
田
に
お
け
る
森
の
初
期
思
想
に
対
す
る
評
価
の
位
相
は
、
表

面
的
に
は
ハ
リ
ス
の
下
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
体
験
に
関
わ
る
意
義
の
評
価
を
争
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
は
、
森
の
初
期
思
想
の
形
成
に
お
い

て
抑
々
「
西
洋
と
は
何
か
」
と
い
う
本
質
的
な
問
い
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
疑
問
を
め
ぐ
る
両
者
の
位
相
は
、
森
が
自
ら
の
兄
横
山
安
武
に
宛
て
た
書
簡
に
記

さ
れ
る
「
汚
魂
を
洗
濯
仕
居
申
候
」
一
四

と
い
う
一
節
に
お
け
る
「
汚
魂
」
と
い
う
概
念
を
、
林
の
よ
う
に
、
自
文
化
の
否
定
と
西
洋
主
義
者
へ
の
脱
皮
の
契
機
と

見
る
か
、
沖
田
の
よ
う
に
、
西
洋
文
明
の
表
層
に
流
さ
れ
る
森
自
身
を
律
し
よ
う
と
す
る
内
省
的
態
度
の
表
明
と
解
釈
す
る
の
か
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。 

こ
の
一
節
に
つ
い
て
、
本
稿
は
、「
汚
魂
」
と
い
う
言
葉
が
横
山
安
武
と
い
う
森
の
唯
一
無
二
の
兄
弟
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
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う
側
面
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
森
は
五
人
兄
弟
の
末
子
で
あ
る
が
、
長
男
の
喜
藤
太
は
一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
八
月
に
禁
門
の
変
で
戦
死
し
、

次
男
の
喜
八
郎
は
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
十
一
月
に
、
三
男
三
熊
は
一
八
五
三
（
嘉
永
六
）
年
二
月
に
病
死
し
て
い
る
。
即
ち
安
武
以
外
の
兄
は
、
森
が
イ
ギ

リ
ス
に
留
学
す
る
以
前
に
全
員
死
去
し
て
お
り
、
安
武
は
森
と
共
に
明
治
の
初
年
期
ま
で
生
き
た
唯
一
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
安
武
が
森
の
留
学
時
に

送
っ
た
「
送
別
の
辞
」
や
、
留
学
期
に
森
が
安
武
に
宛
て
た
一
連
の
「
書
簡
」
か
ら
は
、
両
者
の
絆
の
深
さ
が
伺
え
る
。
安
武
は
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
八
月

に
、
日
本
の
国
家
を
憂
い
「
時
弊
十
条
の
建
白
書
」
を
訴
え
割
腹
自
殺
を
し
て
い
る
。
森
が
同
年
十
月
五
日
に
駐
米
外
交
官
と
な
る
お
よ
そ
一
月
前
の
出
来
事
で

あ
る
。
森
は
安
武
が
死
去
し
た
後
も
家
族
の
面
倒
を
見
続
け
、
森
の
駐
英
外
交
官
時
代
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
絵
師
に
依
頼
し
て
安
武
の
肖
像
画
を
書
か
せ
て
い
た
こ

と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
森
に
と
っ
て
安
武
は
唯
一
無
二
の
存
在
で
あ
り
、
深
い
尊
敬
と
愛
情
の
対
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
森

が
駐
米
外
交
官
時
代
に
ボ
ス
ト
ン
の
友
人
で
あ
る
Ｅ
・
キ
ン
ズ
レ
ー
に
語
っ
た
安
武
の
話
か
ら
、
安
武
が
森
に
残
し
た
「
遺
言
」
が
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の

生
き
方
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

時
々
森
氏
は
私
に
自
身
の
歴
史
を
少
し
だ
け
語
っ
て
い
た
が
、
こ
の
日
曜
日
に
私
は
彼
の
人
生
の
話
を
教
え
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。
私
に
は
少
し
年
上
の
兄
が
い
た
。
ペ
リ
ー
准
将
が
日
本
に
到
着
し
た
時
、
私
の
兄
は
横
浜
に
お
り
、
こ
の
来
航
を
耳
に
し
て
大
き
な
関
心
を
も
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
船
員
た
ち
は
私
の
兄
に
対
し
て
強
い
興
味
を
抱
い
た
。
何
故
な
ら
、
兄
は
と
て
も
知
的
で
礼
儀
正
し
く
、
彼
ら
を
決
し
て
侮
辱
し
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
兄
は
彼
ら
の
船
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
兄
は
そ
の
艦
隊
の
寵
児
の
よ
う
に
大
切
に
さ
れ
た
。
ペ
リ
ー
准
将
が
去
っ
た
後
、

私
の
兄
は
教
育
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
強
く
感
銘
を
受
け
、
私
の
父
と
母
の
同
意
の
下
、
教
育
を
受
け
る
た
め
に
中
国
に
向
か
っ
た
。
兄
は
そ
こ

で
漢
語
版
の
『
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
生
涯
』
に
出
会
っ
た
。
兄
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
人
間
性
に
大
変
強
い
感
銘
を
受
け
、
可
能
で
あ
る
の
な
ら
ば
ワ
シ

ン
ト
ン
の
よ
う
に
日
本
の
父
と
な
り
、
日
本
に
と
っ
て
の
最
良
の
利
益
と
な
る
べ
き
変
革
を
も
た
ら
し
た
い
と
強
く
決
意
し
た
。
日
本
に
戻
っ
た
後
、
兄
は

い
く
つ
か
の
変
革
に
着
手
し
た
が
、
完
全
に
失
敗
し
た
。
そ
の
こ
と
に
落
胆
し
た
兄
は
、
私
た
ち
家
族
を
呼
び
集
め
、
自
害
し
た
。
兄
が
最
後
に
述
べ
た
言

葉
は
、
兄
の
仕
事
を
受
け
継
ぎ
、
日
本
の
た
め
に
私
が
成
し
遂
げ
た
か
っ
た
こ
と
を
実
現
し
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
で
あ
っ
た
一
五

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

以
上
よ
り
、
安
武
が
森
に
託
し
た
「
願
い
」
と
は
、
自
ら
の
意
志
や
仕
事
を
継
承
し
、
日
本
の
た
め
に
安
武
が
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
、
即
ち
「
日
本
の

父t
h
e
 
F
a
t
h
er
 
o
f
 
h
i
s
 
co
u
n
t
r
y

」
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
独
立
と
建
国
の
父
と
い
う
安
武
の
理
想
や
、
愛
国
者
、
憂
国
者
と
し
て
の
安
武
の

生
き
方
は
、
後
述
す
る
「
疑
い
よ
う
の
な
い
愛
国
主
義
者undoubted patriotism

」
一
六

と
し
て
の
森
の
生
き
方
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
本
稿
は
考
え

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
唯
一
無
二
の
兄
に
対
し
て
「
汚
魂
の
洗
濯
」、
即
ち
日
本
や
薩
摩
に
お
け
る
風
土
や
文
化
、
或
い
は
人
間
形
成
の
あ
り
方
は
腐
敗

し
て
薄
汚
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
私
は
西
洋
文
明
と
い
う
清
ら
か
な
水
に
よ
っ
て
濯
ぎ
落
と
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
と
森
が
書
き
送
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑

問
を
本
稿
は
抱
い
て
い
る
。
書
簡
の
受
け
取
り
手
が
安
武
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
汚
魂
の
洗
濯
」
と
い
う
一
説
を
、
林
の
よ
う
に
東
洋
を
「
袂
別
」
し
西
洋

へ
と
没
入
す
る
契
機
と
短
絡
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
留
学
し
て
間
も
な
い
森
が
東
西
文
明
の
狭
間
に
お
い
て
経
験

し
た
揺
れ
動
く
自
己
意
識
と
、
自
ら
の
内
面
を
見
つ
め
直
そ
う
と
す
る
禁
欲
的
で
、
倫
理
的
な
性
格
が
表
現
さ
れ
た
一
節
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

沖
田
が
、
西
洋
の
中
に
西
洋
そ
れ
自
体
を
相
対
視
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
視
座
を
森
の
初
期
思
想
の
形
成
段
階
に
お
い
て
見
出
し
、
西
洋
文
明
を
批
判
的
、

相
対
的
視
点
か
ら
評
価
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
出
発
し
た
森
像
を
導
き
出
し
た
こ
と
は
、
森
が
そ
の
初
期
思
想
に
お
い
て
、
抑
々

西
洋
主
義
者
と
し
て
、
或
い
は
単
な
る
「
西
洋
文
明
の
忠
実
な
模
倣
者
」
と
し
て
出
発
し
た
の
か
否
か
と
い
う
問
題
提
起
や
、
従
来
の
森
研
究
に
お
け
る
一
般
的

見
解
と
し
て
、
初
期
思
想
に
お
け
る
革
新
的
で
近
代
的
な
思
想
的
特
質
と
、
後
期
に
出
現
す
る
と
分
析
さ
れ
る
国
家
主
義
や
国
体
主
義
的
な
森
像
と
が
矛
盾
す
る
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の
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
再
考
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
注
目
す
べ
き
研
究
視
点
を
提
示
し
て
い
る
と
本
稿
は
考
え
る
。
従
っ
て
本
稿
は
、
沖
田
の
提

起
し
た
「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
の
森
と
い
う
視
点
を
踏
ま
え
、
そ
の
よ
う
な
森
の
初
期
思
想
の
特
徴
を
象
徴
す
る
事
例
と
し
て
、
森
の
ア
メ
リ
カ
観
の
解
体

と
再
構
築
の
過
程
に
注
目
す
る
。
先
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
最
も
優
れ
た
「
公
平
正
大
」
の
制
度
を
有
し
、「
英
学
」
を
奨
励
す
る
こ
と
で
そ
の
制
度
の
「
立

様
」
を
参
考
に
し
、「
親
交
」
を
築
く
べ
き
相
手
に
相
応
し
い
と
し
て
憧
憬
化
さ
れ
、
理
想
化
さ
れ
た
森
の
表
層
的
な
ア
メ
リ
カ
観
が
、
ハ
リ
ス
の
下
に
お
け
る
近

代
批
判
と
の
対
峙
を
経
て
解
体
、
変
容
し
、
ど
の
よ
う
な
形
で
再
構
築
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
立
脚
す
る
「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て

の
森
と
い
う
分
析
軸
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。 

 

二
．
ア
メ
リ
カ
観
の
転
回
契
機 

以
上
に
見
ら
れ
る
留
学
当
初
の
森
の
ア
メ
リ
カ
観
が
転
回
し
て
い
く
の
は
、
Ｌ
・
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
及
び
Ｔ
・
Ｌ
・
ハ
リ
ス
と
の
接
触
を
契
機
と
す
る
が
、
彼
ら

に
対
す
る
直
接
の
言
及
は
以
下
に
取
り
あ
げ
る
一
八
六
七
（
慶
應
三
）
年
七
月
に
作
成
さ
れ
た
「
薩
摩
藩
庁
へ
の
留
学
生
建
白
」
の
中
に
現
れ
る
。
薩
摩
留
学
生

と
ハ
リ
ス
の
接
点
は
、「
ヲ
リ
ハ
ン
ト
再
び
云
我
は
役
事
相
断
エ
ル
ハ
リ
ス
に
随
従
し
修
行
せ
ん
と
欲
す
と
の
咄
し
有
之
、
薩
の
両
人
も
甚
驚
き
遂
に
ヲ
リ
ハ
ン
ト

と
共
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
エ
ル
ハ
リ
ス
に
従
学
せ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
八
六
六
（
慶
應
二
）
年
の
夏
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
薩
摩
留
学
生
の
支
援
者
と
な
っ

て
い
た
親
日
家
の
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
が
、
自
ら
議
員
の
職
を
辞
し
て
ハ
リ
ス
の
主
宰
す
る
「
新
生
社The 

Brotherhood 
of 

New 
Life

」
へ
の
参
加
の
許
可
を
得

る
た
め
に
渡
米
す
る
に
際
し
て
、
鮫
島
と
吉
田
清
成
を
伴
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
一
七

。
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
は
、
も
と
も
と
日
本
に
駐
在
す
る
イ
ギ
リ
ス
外
交
官

で
あ
り
、
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
に
起
き
た
水
戸
藩
尊
攘
派
浪
士
に
よ
る
公
使
館
襲
撃
が
行
わ
れ
た
東
禅
寺
事
件
に
お
い
て
負
傷
し
た
経
験
を
も
つ
が
、
イ
ギ

リ
ス
に
帰
国
後
下
院
議
員
と
な
っ
て
か
ら
も
親
日
家
と
し
て
、
薩
摩
留
学
生
の
支
援
を
行
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
本
史
料
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
森
の
西
洋
観
と

は
全
く
異
質
な
視
点
が
特
徴
的
に
表
れ
て
い
る
。 

 

欧
土
之
人
宇
宙
に
災
害
を
流
布
せ
し
事
実
に
難
数
、
唯
未
嘗
一
人
の
欧
人
己
れ
の
利
を
思
は
す
人
の
為
に
赤
心
尽
せ
る
例
、
古
今
之
歴
史
に
不
見
得
と
或
翁

の
説
を
承
り
、
尤
私
共
に
も
其
等
之
処
は
至
極
注
意
仕
居
候
得
共
、
未
た
嘗
て
見
聞
に
及
び
不
申
候
（
筆
者
中
略
）
當
時
に
至
り
一
の
善
友
を
求
得
、
欧
羅

巴
州
は
勿
論
米
地
の
風
情
も
委
細
承
り
、
唯
取
る
へ
き
の
小
な
る
と
避
忌
す
へ
き
の
大
な
る
と
を
理
解
せ
し
次
第
に
御
座
候
、
英
の
政
府
之
形
勢
も
外
面
は

成
程
公
平
な
る
哉
に
蒙
眉
に
は
相
見
得
候
へ
共
、
反
て
左
に
あ
ら
ず
、
皆
技
巧
権
暴
の
み
と
此
の
英
人
の
話
説
を
承
り
、
実
に
其
通
之
事
御
座
候
。
己
を
利

せ
ん
に
は
全
く
道
を
打
忘
れ
、
諸
州
諸
島
を
奪
掠
し
、
友
強
拒
弱
は
欧
州
米
州
之
質
也
一
八

。 

 

本
史
料
に
は
、
「
一
の
善
友
」
で
あ
る
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
と
、「
或
翁
」
と
記
さ
れ
る
ハ
リ
ス
に
よ
る
欧
米
諸
国
や
人
民
に
対
す
る
批
判
を
受
け
、
森
ら
薩
摩
留
学

生
が
見
定
め
た
欧
米
の
実
像
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
勿
論
、
森
が
「
公
平
正
大
」
に
し
て
最
も
優
れ
た
制
度
を
有
す
る
と
高
く
評
価

し
た
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
、
そ
の
実
態
は
、
人
と
し
て
、
或
は
国
家
と
し
て
踏
み
行
う
べ
き
「
道
」
よ
り
も
、
自
己
や
自
国
に
お
け
る
「
利
」
の
追
求
に
あ
り
、
利

益
の
た
め
な
ら
ば
力
に
よ
っ
て
弱
者
や
弱
国
を
食
い
も
の
に
す
る
「
奪
掠
」
行
為
を
繰
り
返
し
、「
友
強
拒
弱
」
を
重
ん
じ
る
と
批
判
し
、
さ
ら
に
は
、
欧
米
か
ら

は
「
唯
取
る
へ
き
の
小
な
る
と
避
忌
す
へ
き
の
大
な
る
と
を
理
解
」
す
る
に
至
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
利
益
の
追
求
を
第
一
と
し
、
他
者

を
顧
み
ず
「
赤
心
」
、
即
ち
人
と
し
て
の
真
心
を
尽
す
事
を
し
な
い
欧
米
諸
国
、
及
び
人
民
の
利
己
主
義
的
態
度
こ
そ
が
世
界
に
「
災
害
」
を
齎
す
元
凶
で
あ
る
と

問
題
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

本
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
森
は
留
学
当
初
に
お
け
る
西
洋
文
明
に
対
す
る
表
層
的
な
理
解
か
ら
、
利
己
を
本
質
と
す
る
西
洋
の
実
像
と
い
う
深
層
へ
と
目
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を
向
け
、
次
第
に
欧
米
諸
国
の
作
り
上
げ
た
近
代
モ
デ
ル
を
批
判
的
、
懐
疑
的
に
捉
え
る
視
点
へ
と
、
そ
の
見
方
が
明
ら
か
に
修
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

森
は
、
以
上
の
よ
う
な
批
判
的
な
西
洋
観
を
抱
き
な
が
ら
、
一
八
六
七
（
慶
應
三
）
年
八
月
に
渡
米
し
、
帰
国
の
途
に
着
く
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
六
月
ま
で

の
お
よ
そ
一
年
間
に
渡
っ
て
、
ハ
リ
ス
の
主
宰
す
る
「
新
生
社
」
に
お
け
る
修
養
生
活
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
。 

ハ
リ
ス
の
「
新
生
社
」
は
主
流
の
キ
リ
ス
ト
教
教
派
で
は
な
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
派
の
神
秘
主
義
者
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
結
社
で
あ
り
、
森
が

訪
れ
て
間
も
な
く
エ
リ
ー
湖
南
方
の
ブ
ロ
ク
ト
ン
へ
移
転
し
た
が
、
当
初
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
付
近
の
ア
メ
ニ
ア
で
自
己
修
養
と
「
講
学
」
の
た
め
の
集
落
を
経
営

し
て
い
た
。
ハ
リ
ス
の
形
成
し
た
集
落
に
つ
い
て
、
林
は
「
一
種
の
共
産
体
」
一
九

と
説
明
し
、
ま
た
沖
田
は
「
人
間
回
復
の
た
め
の
道
徳
的
修
養
の
場
」
二
〇

と
評

価
し
て
い
る
が
、
後
述
す
る
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
集
落
で
は
人
間
と
社
会
の
「
新
生
」
を
目
的
と
し
て
、
ハ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
共
同
体
を
形
成
し
、

各
門
人
は
集
団
規
律
の
中
で
ハ
リ
ス
の
所
有
す
る
葡
萄
園
な
ど
に
お
い
て
肉
体
労
働
に
従
事
す
る
一
方
、
私
有
財
産
の
所
有
を
否
認
し
た
自
給
自
足
の
生
活
を
通

し
て
、
人
間
と
し
て
の
「
良
心
」
を
磨
き
「
私
心
」
を
捨
て
去
る
た
め
の
「
修
養
」
に
励
ん
だ
と
さ
れ
る
。「
新
生
社
」
に
お
け
る
生
活
の
様
子
は
、「
横
井
小
楠

書
簡
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

ヲ
リ
ハ
ン
ト
よ
り
咄
聞
候
に
は
世
界
人
情
唯
々
利
害
の
欲
心
に
落
入
り
一
切
天
然
の
良
心
を
消
亡
致
し
有
名
の
国
程
此
大
弊
甚
し
く
有
之
候
。
必
竟
は
耶
蘇

の
教
其
道
を
失
し
、
利
害
上
に
て
喩
し
候
故
に
人
道
滅
却
嘆
か
わ
し
き
事
な
り
。
我
等
も
全
く
耶
蘇
に
落
入
居
候
処
ア
メ
リ
カ
国
エ
ル
ハ
リ
ス
と
云
人
よ
り

初
て
人
道
を
承
り
悔
悟
い
た
し
候
。
此
の
エ
ル
ハ
リ
ス
も
元
は
耶
蘇
教
之
教
師
に
て
有
之
、
二
十
四
五
歳
に
て
天
然
之
良
心
を
合
点
い
た
し
人
倫
の
根
本
此

に
有
之
事
を
真
知
し
是
よ
り
自
家
修
養
良
心
培
養
に
必
死
に
さ
し
は
ま
り
誠
に
非
常
之
人
物
當
時
世
界
に
比
類
無
之
大
賢
人
な
り
。
此
人
世
界
人
道
の
滅
却

を
嘆
き
専
ら
當
時
の
耶
蘇
の
邪
教
を
開
き
候
志
な
り
二
一

。 

 

エ
ル
ハ
リ
ス
は
退
隠
村
居
門
人
三
十
人
余
有
之
相
共
に
耕
し
て
講
学
せ
り
。
其
教
た
る
や
書
を
読
む
を
主
と
せ
ず
講
論
を
貴
ば
ず
専
ら
良
心
を
磨
き
私
心
を

去
る
実
行
を
主
と
し
日
夜
修
行
間
断
無
之
譬
ば
靄
然
た
る
春
風
の
室
に
入
り
た
る
の
心
地
せ
り
。（
筆
者
中
略
）
此
人
云
世
界
総
て
邪
教
に
落
入
り
利
害
の
私

心
に
渾
化
せ
ん
実
に
人
道
の
滅
却
な
り
。（
筆
者
中
略
）
此
の
エ
ル
ハ
リ
ス
の
見
識
耶
蘇
の
本
意
は
良
心
を
磨
き
人
倫
を
明
に
す
る
に
在
り
、
然
る
に
後
世
此

の
教
を
誤
り
如
此
の
利
害
教
と
成
り
行
き
耶
蘇
の
本
意
と
は
雲
泥
天
地
の
相
違
と
云
ふ
事
な
り
二
二

。 

 

本
史
料
に
お
い
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
薩
摩
留
学
生
の
支
援
者
と
し
て
西
洋
文
明
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
親
日
家
議
員
の
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
の

姿
で
は
な
く
、
ハ
リ
ス
の
「
門
人
」
の
一
人
と
し
て
、
西
洋
文
明
が
孕
む
矛
盾
を
鋭
く
批
判
す
る
「
西
洋
文
明
の
抱
え
る
病
理
の
告
発
者
と
し
て
の
オ
リ
フ
ァ
ン

ト
像
」
が
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
資
本
主
義
文
明
の
浸
透
に
伴
い
、「
天
然
の
良
心
を
消
亡
」
し
て
「
利
害
の
欲
心
」
に
陥
っ
た
利
己
主
義
的
な

個
人
の
あ
り
方
に
向
け
ら
れ
、
西
洋
世
界
に
お
け
る
「
人
道
」
の
根
幹
を
成
す
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
も
、
利
害
に
搦
め
捕
ら
れ
る
こ
と
で
、
本
来
あ
る
べ
き
キ

リ
ス
ト
教
と
し
て
の
「
道
」
を
見
失
い
、「
人
道
滅
却
」
が
甚
だ
し
い
と
す
る
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
の
嘆
き
と
な
っ
て
表
出
し
て
い
る
。 

ま
た
、
本
史
料
に
は
、
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
や
森
ら
薩
摩
留
学
生
の
語
っ
た
ハ
リ
ス
像
や
「
新
生
社
」
に
お
け
る
修
養
生
活
と
「
講
学
」
の
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
ハ
リ
ス
の
主
宰
す
る
「
新
生
社
」
で
は
、
ハ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
三
十
名
程
の
門
人
が
「
良
心
を
磨
き
私
心
を
去
る
」
た
め
の
修
養
生
活
に
日
夜
励
み
、
主

に
書
物
を
読
ん
で
議
論
を
す
る
こ
と
よ
り
も
、
規
律
を
重
ん
じ
た
集
団
生
活
を
営
み
、
門
人
た
ち
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
厳
し
い
肉
体
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
た
。
木
村
匡
の
『
森
先
生
傳
』
に
よ
れ
ば
、
ハ
リ
ス
は
葡
萄
園
を
所
有
し
、
門
人
た
ち
に
「
労
役
」
を
課
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
森
は

「
パ
ン
焼
」
の
「
労
役
」
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
二
三

。 
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し
か
し
、
最
も
注
目
す
べ
き
問
題
は
、
ハ
リ
ス
の
主
宰
す
る
「
新
生
社
」
と
い
う
組
織
が
当
時
の
欧
米
型
の
近
代
像
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
示
し
て
い

た
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
本
史
料
よ
り
、「
新
生
社
」
に
お
い
て
は
、「
世
界
人
情
唯
々
利
害
の
欲
心
に
落
入
り
一
切
天
然
の
良
心
を
消
亡
」
し
た
と
捉
え
、「
人

道
」
の
崩
壊
を
嘆
き
、
剰
え
「
良
心
を
磨
き
人
倫
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
さ
え
も
、
単
な
る
「
利
害
教
」
へ
と
堕
落
し
た

と
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、「
新
生
社
」
と
は
、
資
本
主
義
文
明
の
浸
透
す
る
欧
米
世
界
に
お
い
て
、
人
間
と
し
て
の
「
良
心
」
や
道
理
よ
り
も

自
己
利
益
の
追
求
に
奔
走
す
る
個
人
や
国
家
の
利
己
主
義
的
な
態
度
を
問
題
視
し
、
欧
米
に
生
き
る
人
々
の
「
良
心
」
や
連
帯
を
保
障
し
、
利
己
の
矯
正
を
促
す

キ
リ
ス
ト
教
さ
え
も
「
利
害
教
」
乃
至
は
「
邪
教
」
へ
と
転
落
し
、
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
批
判
す
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
森
は
こ
の

よ
う
な
反
近
代
文
明
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
「
新
生
社
」
に
お
け
る
修
養
生
活
を
通
じ
て
、
西
洋
近
代
文
明
の
う
わ
べ
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
を
見
抜
く
視
点

を
養
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
森
の
西
洋
観
の
変
容
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
や
ハ
リ
ス
と
の
接
触
、「
新
生
社
」
に
お
け
る
修
養
生
活
は
、

森
が
体
験
し
、
認
識
す
る
西
洋
世
界
へ
の
入
口
を
、
西
洋
近
代
文
明
が
抱
え
る
弊
害
や
矛
盾
を
告
発
す
る
近
代
批
判
の
場
と
し
て
規
定
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
場
を

通
じ
て
、
欧
米
型
の
近
代
像
を
批
判
的
、
懐
疑
的
に
再
考
さ
せ
る
転
回
契
機
と
な
っ
た
と
本
稿
で
は
考
え
る
。 

こ
の
よ
う
な
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
や
ハ
リ
ス
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
一
般
に
対
す
る
見
解
は
、
以
下
の
よ
う
な
森
自
身
の
極
め
て
批
判
的
な
キ
リ
ス
ト
教
観
へ
と
明
確

に
受
け
継
が
れ
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
九
月
に
駐
米
外
交
官
の
森
が
編
纂
し
た
「
ア
メ
リ
カ
の
生
活
と
資
源
」
の
中
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

 

森
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
非
常
に
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
は
自
ら
を
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
称
す
る
こ
と
（the 

name 
of 

Ch
ristians

）
で
知
ら
れ
る
が
、
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
発
言
や
行
動
の
あ
り
方
の
大
部
分
は
聖
書
の
根
本
的
な
原
理
と
一
致
し
て
い
な
い
（which 

do 
not 

accord 
with 

the 

p
r
i
n
c
i
p
l
es
 
o
f 

t
h
e
ir
 
o
wn
 
B
i
b
l
e

）
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
国
家
に
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間
は
あ
ら
ゆ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
奢
っ
た
り
、
ま
た
他
者
よ
り
も
優
れ
た
知
を
鼻
に
か
け
、
な
お
そ
れ
以
上
に
知
を
学
ぶ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
り
す
る
。

し
か
し
キ
リ
ス
ト
者
の
聖
書
に
限
ら
ず
と
も
、
全
て
の
人
間
の
経
験
は
人
間
が
賢
く
知
的
で
あ
る
以
前
に
、
謙
虚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
教

え
て
く
れ
る
。
自
ら
の
信
仰
を
告
白
す
る
一
方
で
、
そ
の
考
え
方
に
従
っ
た
行
動
を
取
ら
な
い
「
所
謂
ク
リ
ス
チ
ャ
ンthe 

so

―called
 
Christians

」

が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
優
越
性
を
鼻
に
か
け
る
こ
と
を
や
め
、
彼
ら
自
身
が
他
の
全
て
の
人
々
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
時
が
訪
れ
る
こ

と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
不
誠
実
で
あ
る
と
い
う
彼
ら
の
罪
の
た
め
で
あ
る
二
四

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

キ
リ
ス
ト
教
の
堕
落
と
い
う
問
題
が
ア
メ
リ
カ
に
限
定
さ
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
国
に
共
通
す
る
現
実
で
あ
る
と
捉
え
、
ま
た
、
誰
よ
り
も

優
れ
た
知
が
あ
る
と
思
い
込
み
驕
り
高
ぶ
る
「
所
謂
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
に
対
し
て
、
人
間
は
賢
く
知
的
で
あ
る
前
に
謙
虚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
森
の
主

張
に
は
、「
唯
未
嘗
一
人
の
欧
人
己
れ
の
利
を
思
は
す
人
の
為
に
赤
心
を
尽
せ
る
例
、
古
今
之
歴
史
に
不
見
得
」
と
述
べ
、
欧
米
の
資
本
主
義
文
明
国
家
に
お
け
る

利
己
的
な
個
人
の
氾
濫
が
齎
し
た
「
人
道
滅
却
」
を
嘆
き
、「
良
心
を
磨
き
私
心
を
去
る
」
こ
と
で
人
間
と
社
会
の
「
新
生
」、
特
に
「
邪
教
」
や
「
利
害
教
」
と

化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
再
生
を
願
っ
た
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
や
ハ
リ
ス
と
同
一
の
次
元
に
お
け
る
批
判
を
森
の
キ
リ
ス
ト
教
観
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
本
稿

は
考
え
る
。「
一
般
的
な
文
明
と
同
一
視
す
る
こ
と
の
出
来
な
いm

ay not be considered as identical with the general sense of civilization

」

キ
リ
ス
ト
教
の
あ
り
方
、
即
ち
「
人
倫
」
の
根
底
に
は
人
間
の
「
良
心
」
の
繋
が
り
が
あ
る
と
捉
え
、「
己
の
利
を
思
は
す
人
の
た
め
に
赤
心
を
尽
」
す
た
め
に
、

自
ら
の
「
良
心
」
を
磨
き
上
げ
、
私
に
執
着
す
る
「
私
心
」
を
捨
て
去
る
こ
と
を
追
究
す
る
こ
と
で
、
近
代
文
明
の
抱
え
る
病
理
に
対
し
て
鋭
い
批
判
を
投
げ
掛

け
る
ハ
リ
ス
の
「
新
生
社
」
の
中
に
、
「
真
の
キ
リ
ス
ト
教True 

Christianity

」
の
姿
を
見
た
と
森
が
述
べ
る
と
き
二
五

、「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
の
森
、

と
い
う
西
洋
文
明
に
対
峙
す
る
特
異
な
森
の
思
想
的
立
場
が
形
に
な
っ
て
い
く
の
を
本
稿
は
見
る
の
で
あ
る
。 
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三
．
再
構
築
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
観
―
「
共
和
政
体
」
と
「
個
人
の
自
由
」
へ
の
懐
疑
― 

留
学
当
初
に
形
成
さ
れ
た
森
の
表
層
的
な
ア
メ
リ
カ
観
は
、
以
上
の
よ
う
な
欧
米
人
自
身
の
語
る
近
代
批
判
と
の
折
衝
を
通
じ
て
解
体
さ
れ
、
西
洋
近
代
文
明

の
根
幹
を
な
す
「
個
人
の
自
由
」
と
い
う
理
念
や
、
そ
れ
を
支
え
る
エ
ト
ス
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
実
像
を
冷
静
に
、
そ
し
て
批
判
的
に
再
考
す
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
「
脱
西
洋
主
義
者
」
の
視
点
へ
と
再
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
同
時
代
に
お
け
る
特
異
な
森
の
視
点
は
、
先
に
取
り
あ
げ
た
キ
リ
ス

ト
教
観
の
み
な
ら
ず
、
か
つ
て
「
国
家
の
政
大
小
と
な
く
悉
く
万
民
と
謀
り
公
平
正
大
の
政
事
」
を
な
す
と
述
べ
、
最
も
優
れ
た
「
政
法
」
を
有
す
る
近
代
国
家

で
あ
る
と
し
て
森
が
憧
憬
化
し
、
理
想
化
し
た
ア
メ
リ
カ
の
「
共
和
政
体republican 
form 

of 
Government

」
に
つ
い
て
さ
え
も
、
数
多
の
政
治
的
諸
問
題

を
引
き
起
こ
す
「
制
御
不
能
の
統
治
機
構t

h
e 

un
b
r
id
led 

system

」
で
あ
る
と
再
評
価
さ
せ
る
全
く
対
照
的
な
見
解
へ
と
森
の
見
方
を
修
正
さ
せ
た
。
ま
ず
、

森
は
「
共
和
政
体
」
を
め
ぐ
る
二
つ
の
立
場
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。 

 

政
府
に
関
す
る
原
理
は
米
国
の
人
々
が
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
主
題
で
あ
る
が
、
そ
の
主
題
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
書
物
は
ほ
と
ん
ど
出
版
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
一
方
で
彼
ら
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
全
て
の
国
家
よ
り
も
自
治
の
実
践
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
筆
者
は
今
こ
の
主
張
が
ど
の
程
度

ま
で
真
実
で
あ
る
の
か
を
判
断
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
共
和
政
体
と
い
う
制
御
不
能
の
統
治
機
構
が
数
多
く
の
政
治
的
諸

問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
意
見
が
外
国
人
に
よ
っ
て
か
な
り
頻
繁
に
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
二
六

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

森
は
、「
共
和
政
体
」
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
人
自
身
が
理
念
化
し
た
上
で
語
る
場
合
と
、
外
国
人
の
目
線
で
現
実
的
に
評
価
す
る
場
合
と
で
は
、
そ
の
位
置
付

け
方
が
全
く
異
な
る
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
ア
メ
リ
カ
人
は
、
主
観
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
よ
り
も
優
れ
た
「
自
治self

―government

」
の
統
治
機
構
で
あ
る

と
自
負
を
も
っ
て
主
張
す
る
が
、
外
か
ら
客
観
的
に
「
共
和
政
体
」
を
評
価
す
る
人
々
は
、「
制
御
不
能
の
統
治
機
構
」
で
あ
る
と
問
題
視
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。

森
は
、
「
共
和
政
体
」
の
構
造
に
つ
い
て
分
析
し
た
上
で
、
そ
こ
に
孕
ま
れ
る
欠
陥
に
つ
い
て
、「
個
人
の
自
由
」
と
国
家
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
以
下
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。 

 

米
国
の
統
治
形
態
に
関
す
る
二
、
三
の
極
め
て
重
要
な
特
色
は
次
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
：
国
家
と
は
、
人
間
性
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
創
設
さ
れ
た
国
家
そ

れ
自
体
と
し
て
の
生
命
や
運
命
を
も
つ
独
特
の
有
機
体
で
あ
り
、
丁
度
そ
れ
は
一
個
の
人
間
の
よ
う
に
、
し
か
し
よ
り
一
層
連
続
的
な
度
合
い
で
結
合
し
た

有
機
体
で
あ
る
。
ま
た
、
人
々
を
統
治
す
る
国
家
の
権
力
は
国
民
の
事
実
上
、
或
い
は
黙
示
の
同
意
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
そ
し
て
、
個
人
の
権
利
を
自
明
の

も
の
と
し
て
擁
護
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
共
同
体
を
構
成
す
る
個
人
の
自
由
な
行
為
に
関
し
て
、
国
家
の
介
入
す
る
余
地
が
全
く
存
在
し
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
（i
n
 
a
ss
e
r
t
i
ng
 
i
t
s
 
p
r
er
o
g
a
t
iv
e
s
, 

it 
looks 

to 
the 

least 
possible 

interference 
with 

the 
free 

action 
of 

the 

i
n
d
i
v
i
d
u
al
s
 
c
o
mp
o
s
i
n
g t

h
e
 
c
o
m
m
un
i
t
y
 

）
二
七

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

森
に
よ
れ
ば
、
国
家
と
は
生
物
有
機
体
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
「
独
特
の
有
機
体
」
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
そ
の
国
家
の
「
権
力
」

は
国
民
の
明
示
、
或
い
は
黙
示
の
「
同
意
」
に
基
づ
く
「
契
約
」
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
し
て
い
る
二
八

。
そ
し
て
、
個
人
の
権
利
に
対
す
る
保
護
を
大
前
提
と
す

る
た
め
、
国
家
に
よ
る
個
人
の
私
的
領
域
へ
の
「
介
入
」
の
余
地
が
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
以
下
の
よ
う
な
個
人
に
よ
る
「
自
由
の
濫
用m

isuse of freedom

」

化
と
い
う
「
共
和
政
体
」
に
内
在
す
る
「
不
利
益
性d

isa
dvantage

」
や
「
危
険
性danger

」
を
生
み
出
す
要
因
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 
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こ
の
序
文
を
閉
じ
る
前
に
、
日
本
の
人
々
の
特
別
な
熟
考
を
促
す
た
め
に
、
二
つ
の
主
題
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
我
々
は
共

和
政
体
と
呼
ば
れ
る
統
治
機
構
に
関
す
る
誇
大
な
意
見
を
受
け
入
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
共
和
政
体
が
孕
む
不
利
益
性
や
危
険
性
に
つ
い
て
も
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
共
和
政
体
が
孕
む
そ
れ
ら
の
問
題
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
い
か
な
る
外
国
の
国
家
で
さ
え
、
十
分
な
時
間
と
慎
重
な
研
究
が
要
求
さ
れ

る
。
日
本
の
人
々
は
米
国
の
統
治
機
構
や
他
の
諸
制
度
に
幾
分
魅
了
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
か
な
る
特
色
で
あ
れ
日
本
の
統
治
機
構
に
受
け
入
れ
る

以
前
に
、
対
象
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
と
な
る
。
米
国
に
お
い
て
、
自
由
の
濫
用
（the 

misuse 
of 

freedom

）

が
生
み
出
す
害
悪
を
正
し
、
ま
た
改
善
す
る
こ
と
は
最
も
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
慎
重
に
回
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
二
九

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

森
の
批
判
す
る
「
自
由
の
濫
用
」
化
と
い
う
問
題
は
、「
政
治
に
関
わ
る
公
共
道
徳
の
衰
退the decline in public morals on account of politics

三
〇

」

や
、
「
政
治
的
軋
轢t

h
e
 b
it
t
e
r
 p
o
l
i
t
i
ca
l
 d
i
s
s
e
nsi

ons

」、「
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
腐
敗a

ll kinds
 of corruption

」
を
生
じ
さ
せ
る
元
凶
と
な
っ
て
い
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
三
一

。
さ
ら
に
、
森
は
、「
個
人
の
自
由
」
と
い
う
思
想
が
、
ア
メ
リ
カ
の
一
部
の
政
治
家
が
私
的
で
利
己
主
義
的
な
「
策
謀machinations

」

を
隠
蔽
す
る
た
め
の
標
語
と
し
て
唱
え
て
い
る
実
態
が
見
ら
れ
た
り
、
メ
デ
ィ
ア
や
議
会
に
お
け
る
腐
敗
し
た
言
論
を
正
当
化
す
る
た
め
の
隠
れ
蓑
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
個
人
に
よ
る
「
自
由
の
濫
用
」
化
と
い
う
弊
害
に
よ
っ
て
「
制
御
不
能
の
統
治
機
構
」
と
な
る
「
共
和
政
体
」
を

正
常
に
機
能
さ
せ
、
そ
の
「
繁
栄
や
幸
福
、
永
続
性
」
を
保
障
す
る
に
は
、
構
成
員
と
な
る
国
民
自
体
を
「
有
徳
的virtuous

」、
且
つ
「
十
分
な
教
育
が
施
さ
れ

たw
e
l
l

―e
d
u
c
a
te
d

」
存
在
と
す
る
「
教
育
的
要
件th

e
 educational qualifications

」
が
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
森
は
説
明
す
る
。 

 

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
う
一
つ
の
事
実
は
、
共
和
政
体
の
成
功
を
保
障
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
教
育
的
要
件
に
言
及
す
る
こ
と
で
あ
る
。
米
国
に
お
け
る

最
も
優
れ
た
思
想
家
た
ち
が
、
政
治
家
た
ち
の
策
謀
に
よ
っ
て
米
国
が
好
ま
し
く
な
い
状
態
に
陥
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
く
真
実
で
あ
る
。
策
謀
を
計
画
し
自
己
中
心
的
な
企
み
を
も
つ
者
に
と
っ
て
、
投
票
者
数
の
増
加
は
非
常
に
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
彼

ら
は
個
人
の
自
由
と
い
う
思
想
的
観
点
に
立
脚
し
て
す
べ
て
の
人
間
に
投
票
権
を
付
与
す
る
と
い
う
法
律
の
通
過
を
確
実
な
も
の
と
し
て
き
た
。
こ
れ
は
間

違
い
な
く
誤
り
で
あ
る
し
、
こ
れ
ら
の
状
態
か
ら
生
じ
る
悪
影
響
は
日
々
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
共
和
政
体
に
お
け
る
繁
栄
や
幸
福
、
そ
し
て
永
続
性

は
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
が
有
徳
的
で
充
分
な
教
育
が
施
さ
れ
た
場
合
に
の
み
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
三
二

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

個
人
や
そ
の
集
合
体
と
し
て
の
国
家
に
お
け
る
「
欲
心
」
を
無
制
限
に
増
幅
さ
せ
る
資
本
主
義
文
明
が
浸
透
す
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
個
人
や
国
家
が
自
己

利
益
の
追
求
の
み
を
正
し
い
と
す
る
姿
勢
や
、
政
治
的
社
会
的
な
「
腐
敗
」
な
ど
あ
ら
ゆ
る
害
悪
を
産
み
出
す
源
泉
に
「
自
由
の
濫
用
」
化
と
い
う
問
題
が
潜
ん

で
い
る
と
い
う
森
の
見
解
は
、「
新
生
社
」
に
お
い
て
培
わ
れ
た
批
判
的
な
西
洋
観
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
森
の
分
析
を
批
評
し
た

も
の
に
Ｏ
・
ペ
リ
ン
チ
ー
フ
の
書
簡
が
あ
る
。
ペ
リ
ン
チ
ー
フ
は
森
の
駐
米
外
交
官
時
代
に
お
け
る
秘
書
官
を
務
め
た
Ｃ
・
ラ
ン
マ
ン
と
親
交
が
あ
り
、
森
の
編

纂
し
た
「
日
本
の
教
育
」
に
お
い
て
も
有
識
者
の
一
人
と
し
て
意
見
を
送
り
、
ま
た
開
拓
使
か
ら
派
遣
さ
れ
た
女
子
留
学
生
の
津
田
梅
子
に
洗
礼
を
与
え
た
牧
師

で
も
あ
る
。
本
書
簡
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
一
月
に
ラ
ン
マ
ン
に
宛
て
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ペ
リ
ン
チ
ー
フ
の
批
評
を
森
の
見
解
と
対
照
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
の
森
の
西
洋
観
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

ペ
リ
ン
チ
ー
フ
は
森
の
分
析
に
つ
い
て
、
物
事
の
一
つ
の
側
面
に
し
か
注
意
を
払
わ
な
い
表
層
的
な
も
の
で
あ
り
、
森
の
批
判
す
る
弊
害
や
矛
盾
は
改
め
て
指

摘
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
欧
米
人
自
身
に
よ
っ
て
問
題
視
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
森
に
は
「
う
わ
べ
」
で
は
な
く
「
真
実
」
を
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
三
三

、
と
し
て
ラ
ン
マ
ン
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。 
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私
た
ち
の
議
会
や
新
聞
紙
上
に
お
け
る
腐
敗
し
た
言
論
な
ど
、
森
が
西
洋
世
界
の
問
題
と
し
て
嘆
い
て
い
る
こ
と
は
、
私
た
ち
自
身
に
よ
っ
て
よ
り
一
層
強

く
非
難
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
だ
が
そ
こ
に
お
け
る
真
実
と
は
何
か
？
そ
れ
は
人
権
や
権
利
の
濫
用
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
言

論
の
自
由
な
の
で
あ
る
。
互
い
に
急
ぎ
競
い
合
う
騒
が
し
い
群
衆
よ
り
も
、
十
二
時
に
ウ
ォ
ー
ル
街
を
列
を
な
し
て
進
む
兵
士
の
方
が
、
よ
り
秩
序
正
し
く

落
ち
着
い
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
誰
も
が
理
性
的
で
、
愛
情
深
く
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
に
お
い
て
善
良
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
真
実

と
は
、
私
た
ち
自
身
が
望
む
こ
と
を
自
由
に
選
択
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
不
幸
に
も
私
た
ち
の
多
く
は
誤
っ
た
行
い
を
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
筆
者
中
略
）
私
た
ち
の
間
に
あ
る
数
多
く
の
憎
悪
も
ま
た
、
単
に
う
わ
べ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
一
見
利
己
的
で
貪
欲
に
見
え
る
し
、
あ
ら
ゆ
る

意
図
や
目
的
は
そ
れ
ら
を
増
長
さ
せ
る
方
向
に
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
町
に
火
を
付
け
て
み
よ
、
そ
う
す
れ
ば
利
己
と
貪
欲
は
町
か
ら

消
え
去
り
、
一
千
万
ド
ル
の
寄
付
が
貧
困
に
苦
し
む
人
々
の
た
め
に
寛
大
な
流
れ
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
真
実
こ
そ
が
森
の
見
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
森
が
日
本
国
民
に
見
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
人
間
と
は
互
い
に
助
け
合
え
る
と
信
じ
得
る
も
の
で
あ
る
、
と
三
四

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

森
の
批
判
す
る
西
洋
世
界
の
諸
問
題
に
対
し
て
、
ペ
リ
ン
チ
ー
フ
が
主
張
す
る
「
真
実
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
は
正
と
負
の
側
面
が
現
れ
る
が
、
そ
の
根

幹
を
成
す
も
の
は
西
洋
世
界
の
柱
と
な
る
自
由
と
い
う
理
念
や
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
森
が
指
摘
す
る
よ
う
な
議
会
や
メ
デ

ィ
ア
に
お
け
る
腐
敗
し
た
言
論
と
い
う
現
象
は
、
一
方
に
お
い
て
は
個
人
の
意
見
を
自
由
に
発
信
す
る
言
論
の
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
そ
れ
が

過
度
な
も
の
と
な
れ
ば
人
権
や
権
利
の
濫
用
と
し
て
現
実
に
腐
敗
を
齎
す
よ
う
な
機
能
を
及
ぼ
す
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
間
の
行
動
に
は
、
一
方
で
理
性

や
愛
情
、
秩
序
や
連
帯
を
重
ん
じ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
他
方
で
互
い
に
競
争
し
合
い
奪
い
合
う
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
人
間
が
何
を
選
び
ど
の
よ
う
に

生
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
選
択
す
る
自
由
や
、
何
を
是
と
し
何
を
非
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
個
人
が
自
由
に
判
断
す
る
思
想
や
良
心
の
自
由
、
と
い
う
理

念
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
間
は
善
を
選
ば
ず
に
自
己
中
心
的
な
行
動
を
す
る
利
己
や
貪
欲
と
い
う
側
面
を
も
つ
が
、
他
方
で
そ

れ
ら
を
抑
止
し
矯
正
す
る
力
と
し
て
、
或
い
は
、
貧
困
に
苦
し
む
他
者
に
手
を
差
し
伸
べ
る
寄
付
や
慈
善
と
い
っ
た
相
互
扶
助
を
促
す
力
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教

の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

ペ
リ
ン
チ
ー
フ
は
森
の
見
解
を
う
わ
べ
だ
け
の
も
の
と
批
判
す
る
が
、
森
が
問
題
視
し
て
い
た
も
の
は
理
念
と
し
て
の
正
し
さ
で
は
な
く
、
理
念
が
現
実
の
中

で
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
か
と
い
う
側
面
に
あ
っ
た
。
森
の
対
峙
し
た
欧
米
の
実
像
と
は
、
利
他
で
は
な
く
、
自
由
を
濫
用
化
し
私
欲
を
膨
張
さ
せ
る
利
己
主

義
的
な
個
人
、
或
い
は
、
他
者
と
の
連
帯
や
協
調
で
は
な
く
、
利
己
を
中
心
と
し
た
個
人
の
貪
欲
さ
故
の
競
争
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
現
れ
る
腐
敗
し
た
言
動
の
横

行
す
る
社
会
、
そ
し
て
、
政
治
家
や
議
会
の
腐
敗
、
友
強
拒
弱
を
第
一
義
と
し
弱
者
や
弱
国
を
食
い
も
の
に
す
る
西
洋
近
代
国
家
の
姿
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教

に
関
し
て
も
、
森
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
と
自
称
す
る
大
部
分
の
ア
メ
リ
カ
人
を
、
そ
の
発
言
や
行
動
が
聖
書
の
理
念
と
一
致
し
な
い
「
所
謂
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」

で
あ
る
と
批
判
し
て
い
た
よ
う
に
、
西
洋
世
界
に
お
け
る
良
心
を
保
障
し
利
己
を
矯
正
す
る
理
念
的
な
力
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
人
の
「
欲
心
」
を
増
長
さ
せ
る

よ
う
な
「
利
害
教
」
と
い
う
現
実
の
姿
を
注
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
と
し
て
の
「
良
心
を
磨
き
私
心
を
去
る
」
こ
と
、
そ
し
て
他
者
の
た
め
に
「
赤
心
」
を

尽
す
こ
と
を
重
ん
じ
る
「
新
生
社
」
の
志
と
は
全
く
対
照
的
な
姿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
森
は
、
欧
米
型
の
近
代
モ
デ
ル
に
対
し
て
、
西
洋
の
か
な
り
深
層
ま
で
潜
り
込
み
、
そ
の
矛
盾
や
弊
害
を
抉
り
出
し
て
分
析
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
森
は
西
洋
世
界
の
中
で
胎
動
し
形
成
さ
れ
た
「
自
由
」
と
い
う
理
念
や
、「
共
和
政
体
」
と
い
う
統
治
機
構
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
思
想
的
に
支
え
る

「
文
明
の
宗
教
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
つ
い
て
、
決
し
て
無
批
判
に
優
れ
た
も
の
と
し
て
賛
美
し
、
無
定
見
に
受
容
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
資

本
主
義
文
明
の
浸
透
す
る
欧
米
の
近
代
国
家
の
実
像
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
変
質
し
、
現
実
に
対
し
て
い
か
な
る
負
の
機
能
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
と

い
う
問
題
の
次
元
に
ま
で
掘
り
下
げ
、
批
判
的
に
考
察
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
森
の
初
期
思
想
の
評
価
に
お
い
て
、
林
の
よ
う
に
、
森
を
欧
米
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
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ズ
ム
」
や
市
民
社
会
、
エ
ト
ス
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
「
初
心
」
と
し
、
そ
れ
ら
を
日
本
に
敷
衍
す
る
こ
と
で
「
正
真
の
文
明
」
を
日
本
に
築
き
上
げ
よ
う
と

し
た
西
洋
主
義
者
と
い
う
視
点
か
ら
評
価
す
る
こ
と
や
、
園
田
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
「
西
洋
文
明
の
忠
実
な
模
倣
者
」
と
し
て
出
発
し
た
森
と
い
う
視
点
か
ら

解
釈
す
る
分
析
軸
に
は
大
き
な
疑
問
が
残
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
稿
で
は
、
森
の
ア
メ
リ
カ
観
の
形
成
と
解
体
、
再
構
築
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
を
通
じ
て
初

期
思
想
の
検
討
を
進
め
た
が
、
沖
田
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
森
は
初
期
思
想
の
形
成
段
階
に
お
い
て
、
西
洋
を
相
対
的
視
点
か
ら
分
析
す
る
視
座
を
獲
得
し
た
「
脱

西
洋
主
義
者
」
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。 

そ
の
上
で
、
本
稿
が
最
も
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
い
う
特
異
な
思
想
的
立
場
や
、
西
洋
文
明
に
対
す
る
相
対
的
視
点
を
形

成
し
た
森
が
、
他
方
で
、
そ
し
て
同
時
に
、
日
本
の
西
洋
化
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
思
想
構
造
上
に
お
け
る
一
見
し
た
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
と
い

う
点
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
次
章
よ
り
検
討
す
る
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
内
在
す
る
多
様
な
ト
ピ
ッ
ク
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

本
稿
の
問
題
設
定
に
お
け
る
以
上
の
逆
説
が
真
で
あ
り
、
西
洋
文
明
を
極
め
て
批
判
的
に
分
析
し
、
語
る
こ
と
の
で
き
た
森
が
、
そ
れ
で
も
な
お
日
本
の
国
家
や

制
度
、
或
い
は
思
想
や
慣
習
な
ど
に
お
け
る
西
洋
化
が
不
可
欠
で
あ
る
と
一
貫
し
て
主
張
し
続
け
た
こ
と
の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

「
外
交
官
」
と
い
う
文
脈
に
お
け
る
森
の
問
題
意
識
や
、
国
際
関
係
上
に
お
け
る
方
法
的
戦
略
性
、
そ
し
て
「
目
的
」
と
「
手
段
」
の
関
係
を
明
確
に
峻
別
す
る

森
の
「
開
化
論
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
森
の
思
想
的
特
質
を
説
明
す
る
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
視
点
と
な
る
と
本
稿
は
考
え
る
。
森
が
西
洋
文
明

に
没
入
す
る
こ
と
な
く
、
西
洋
文
明
に
対
す
る
相
対
的
、
批
判
的
視
点
を
獲
得
し
た
「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
西
洋
文
明

を
対
象
化
し
、
何
よ
り
も
日
本
の
国
家
を
守
り
、
生
き
残
ら
せ
る
と
い
う
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
の
「
手
段
」
と
し
て
、
欧
米

の
制
度
や
思
想
、
価
値
観
な
ど
を
戦
略
的
、
合
理
的
に
活
用
す
る
「
戦
略
的
西
洋
化
」、
乃
至
は
「
西
洋
へ
の
擬
態
化
」
と
い
う
森
の
「
開
化
論
」
の
成
立
を
可
能

な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。 
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八
頁
。 

一
九 

前
掲
『
林
竹
二
著
作
集
２
』、
九
二
頁
。 

二
〇 

前
掲
『
新
訂
版 

日
本
近
代
教
育
の
思
想
史
研
究
―
国
際
化
の
思
想
系
譜
―
』、
一
三
七
頁
。 

二
一 

前
掲
「
甥
左
平
太
・
大
平
宛
横
井
小
楠
書
翰
」、
五
六
〇
頁
。 

二
二 

同
書
、
五
六
〇
頁
。 

二
三 

木
村
匡
編
著
『
森
先
生
傳
』、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
〇
年
、
三
一
頁
。 

二
四 LIFE AND RESOURCES IN AMERICA
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
九
月
、『
全
集
』
五
、
一
九
八
頁
―
一
九
九
頁
。 

二
五 

同
書
、
一
九
九
頁
。 

二
六 

同
書
、
三
〇
頁
。 

二
七 

同
書
、
三
〇
頁
―
三
一
頁
。 

二
八 

同
書
、
三
一
頁
。 

二
九 

同
書
、
一
三
頁
―
一
四
頁
。 

三
〇 

同
書
、
三
〇
頁
。 

三
一 

同
書
、
四
一
頁
。 

三
二 

同
書
、
一
四
頁
。 

三
三 

「
Ｃ
・
ラ
ン
マ
ン
宛
Ｏ
・
ペ
リ
ン
チ
ー
フ
書
簡
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
一
月
二
十
三
日
（『
全
集
』
別
巻
四
）、
二
五
八
頁
。 

三
四 

同
書
、
二
五
八
頁
―
二
五
九
頁
。 
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第
二
章 

森
有
礼
の
外
交
活
動
―
「
発
信
活
動
」
と
「
親
日
家
」
の
形
成
― 

は
じ
め
に 

「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
と
い
う
視
点 

本
章
よ
り
、
「
脱
西
洋
主
義
者
」
の
語
る
「
開
化
論
」
と
い
う
本
稿
の
主
題
に
つ
い
て
論
を
進
め
た
い
。「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
出
発
し
た
森
が
、
一
方
で

「
外
債
意
見
書
」
を
作
成
し
て
私
有
財
産
と
公
権
力
に
よ
る
不
干
渉
の
関
係
を
訴
え
、「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
を
執
筆
し
て
良
心
の
自
由
や
政
治
と
宗
教

の
分
離
の
考
え
方
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
男
女
対
等
論
や
両
性
の
意
思
に
基
づ
き
、
相
互
の
権
利
義
務
を
定
め
た
婚
姻
法
の
制
定
を
主
唱
す
る
「
妻
妾
論
」
を

執
筆
す
る
な
ど
、
日
本
の
西
洋
化
に
つ
い
て
も
数
多
く
語
っ
て
い
る
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た
森
の
思
想
傾
向
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。 

「
脱
西
洋
主
義
者
」
が
西
洋
化
を
語
る
と
い
う
矛
盾
を
解
く
鍵
と
し
て
、
本
稿
で
は
森
が
「
外
交
官
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
森
研
究
は

主
に
啓
蒙
家
と
し
て
の
森
、
初
代
文
相
と
し
て
の
森
、
と
い
う
広
義
の
意
味
で
の
教
育
家
、
文
政
家
の
側
面
に
注
目
し
、
上
記
の
史
料
群
な
ど
は
そ
の
前
期
に
お

け
る
革
新
的
、
近
代
的
な
思
想
傾
向
や
、
行
き
過
ぎ
た
西
洋
へ
の
傾
倒
を
示
唆
す
る
証
左
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
森
の
キ
ャ
リ
ア
に
目
を
向

け
る
と
、
そ
の
大
部
分
は
外
交
畑
で
あ
り
、
森
の
近
代
構
想
に
関
わ
る
問
題
意
識
や
思
想
的
特
徴
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
か
り
も
、
外
交
官
と
し
て
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
の
中
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
本
稿
は
考
え
る
の
で
あ
る
。 

「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
木
村
匡
の
記
し
た
「
故
森
子
爵
の
外
交
及
兵
役
論
に
就
て
」
に
お
い
て
、「
先
生
の
外
交
主
義
之
を
簡

短
に
云
へ
ば
條
理
公
道
励
行
主
義
に
し
て
、
明
治
二
十
七
年
の
上
半
季
間
日
本
政
界
を
横
行
せ
る
條
約
励
行
に
超
駕
す
る
の
快
論
な
り
」
一

と
説
明
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
主
と
し
て
「
条
理
外
交
」
と
い
う
森
の
外
交
思
想
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
木
村
の
指
摘
す
る
条
理
外
交
は
、
犬
塚
孝
明
に
よ
っ
て
森
の
研
究
史
上
さ
ら

に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
犬
塚
は
森
の
外
交
思
想
の
形
成
と
変
容
を
検
討
し
た
「
森
有
礼
の
外
交
思
想
―
条
理
外
交
の
論
理
と
そ
の
展
開
―
」
に
お
い
て
、
条
理
外

交
の
性
格
や
現
実
の
外
交
交
渉
に
お
け
る
機
能
な
ど
を
考
察
し
た
上
で
、
森
の
主
張
す
る
「
公
道
」
と
は
「
国
際
的
道
義
も
し
く
は
国
際
的
信
頼
関
係
」
二

を
意
味

し
、
国
際
法
と
国
際
社
会
の
道
義
で
あ
る
「
国
際
礼
譲
」
に
依
拠
す
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
っ
た
三

と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
森

の
「
条
理
」
に
依
拠
し
た
外
交
思
想
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
一
方
で
、「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
と
い
う
視
点
が
、
啓
蒙
家
や
教
育
者
と
し

て
の
森
と
い
う
側
面
か
ら
分
離
さ
れ
、
ま
た
森
が
執
筆
し
た
史
料
群
と
の
有
機
的
な
関
連
性
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
単
な
る
一
つ
の
独
立
し
た
カ
テ
ゴ
リ
と

し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
と
い
う
問
題
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
の
森
研
究
の
枠
組
み
を
再
考
す
る
た
め
に
も
、
森
が
外
交
官
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
抑
々
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
当
時
の
様
々
の
史
料
に
依
拠
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
本
稿
は
考
え
る
。 

従
っ
て
本
稿
で
は
、
森
が
外
交
官
と
し
て
い
か
な
る
活
動
を
行
い
、
自
ら
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
前
期

に
お
け
る
森
の
思
想
の
革
新
性
を
示
唆
す
る
証
左
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
史
料
群
を
、「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
と
い
う
歴
史
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
再
度

位
置
付
け
、
読
み
直
そ
う
と
考
え
る
。
そ
の
際
、
史
料
に
現
れ
る
言
説
の
み
を
切
り
取
っ
て
革
新
的
か
否
か
を
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
森
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な

テ
キ
ス
ト
を
執
筆
、
作
成
、
発
信
し
た
の
か
と
い
う
意
図
や
目
的
に
注
目
す
る
。
ま
た
、
日
本
と
欧
米
と
い
う
異
文
明
、
異
文
化
の
狭
間
に
立
っ
た
日
本
で
最
初

の
外
交
官
が
、
い
か
な
る
「
方
法
」
を
駆
使
し
て
日
本
に
対
す
る
信
頼
や
、「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
評
価
を
獲
得
し
よ
う
と
奮
闘
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。 

本
稿
に
お
け
る
主
題
で
あ
る
「
脱
西
洋
主
義
者
が
西
洋
化
を
語
る
」
と
い
う
逆
説
的
な
森
の
「
開
化
論
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
森

研
究
と
は
異
な
る
視
点
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
国
際
的
な
評
価
を
高
め
、
何
よ
り
も
ま
ず
日
本
の
国
家
を
守
り
、
生
き
残
ら

せ
る
た
め
に
、
欧
米
の
価
値
観
や
考
え
方
を
「
手
段
」
と
し
て
活
用
し
て
対
外
的
に
日
本
の
「
開
化
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
「
戦
略
的
西
洋
化
」
乃
至
は
、「
西
洋
へ

の
擬
態
化
」
を
模
索
し
た
日
本
で
最
初
の
外
交
官
と
し
て
の
姿
で
あ
っ
た
と
本
稿
は
考
え
る
。 
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一
．
外
交
官
の
問
題
意
識
と
「
発
信
活
動
」 

日
本
外
交
の
黎
明
期
に
お
い
て
、
日
米
関
係
の
最
前
線
に
立
ち
、
自
国
の
利
害
を
代
弁
す
る
日
本
で
最
初
の
外
交
官
と
し
て
、
森
は
自
ら
の
役
割
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
森
の
在
任
期
間
は
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
十
月
か
ら
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
三
月
末
ま
で
の
お
よ
そ
三
年
間
で
あ
る
。
日

本
政
府
か
ら
森
に
与
え
ら
れ
た
役
割
は
お
雇
い
外
国
人
の
雇
用
契
約
や
本
国
か
ら
の
連
絡
の
伝
達
な
ど
を
担
う
外
交
事
務
と
、
留
学
免
許
状
の
付
与
や
開
拓
使
か

ら
派
遣
さ
れ
た
女
子
留
学
生
の
世
話
な
ど
在
米
日
本
人
留
学
生
の
監
督
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
森
は
政
府
か
ら
与
え
ら
れ
た
役
割
を
越
え
て
、
ア
メ
リ
カ
人
に
対

す
る
様
々
の
「
発
信
活
動
」
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
学
術
会
議
や
社
交
界
へ
積
極
的
に
参
加
し
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
や
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
な

ど
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
や
ワ
シ
ン
ト
ン
を
中
心
と
し
た
著
名
な
知
識
人
や
政
財
界
人
と
の
人
脈
を
築
き
、
宗
教
や
教
育
、
言
語
の
問
題
な
ど
日
本
の
「
開

化
」
に
関
わ
る
政
策
の
現
状
や
課
題
に
つ
い
て
英
語
で
語
り
、
そ
の
様
子
が
新
聞
に
お
い
て
度
々
報
道
さ
れ
た
。
ま
た
、
日
本
で
布
告
さ
れ
て
間
も
な
い
「
学
制
」

を
英
文
に
翻
訳
し
て
内
務
省
教
育
局
長
Ｊ
・
イ
ー
ト
ン
に
提
供
し
、
一
八
七
三
年
に
出
版
さ
れ
た
「
教
育
局
長
官
に
よ
る
一
八
七
二
年
度
報
告
書REPORT OF THE 

COMMISIONER OF EDUCATION for the year 1872

」
の
中
に
掲
載
さ
れ
た
。
森
の
執
筆
、
編
纂
し
た
「
日
本
の
教
育EDUCATION IN JAPAN

」
に
は
、
そ
の

「
序
文
」
と
し
て
日
本
略
史
を
英
語
で
記
し
、
さ
ら
に
は
次
章
以
降
に
と
り
あ
げ
る
「
外
債
意
見
書
」
や
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
：
建
言
書
と
憲
章
草
案

RELIGIOUS FREEDOM IN JAPAN: A MEMORIAL AND DRAFT OF CHARTER

」
と
い
っ
た
意
見
書
を
英
語
で
作
成
し
、
新
聞
、
雑
誌
、
図
書
館
、
友
人
、
政
府
関

係
者
へ
寄
贈
す
る
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
本
章
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
一
連
の
「
発
信
活
動
」
の
背
景
に
、
い
か
な
る
現
状
認
識
や
意
図
、
ね
ら
い
が
あ

っ
た
の
か
、
そ
し
て
森
の
形
成
し
た
「
親
日
家
」
が
こ
の
よ
う
な
「
発
信
活
動
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
い
か
な
る
役
割
を
演
じ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。 

森
の
「
発
信
活
動
」
の
意
図
を
理
解
す
る
上
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
開
国
後
間
も
な
い
日
本
の
直
面
し
た
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
け
る
対
日
評
価
の
現
実
と
、

「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
抱
い
た
理
想
と
の
乖
離
で
あ
る
。
森
は
自
ら
の
理
想
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。
即
ち
、「
森
は
日
本
が
、
広
く
世
界
と
の
関
係
を

築
く
時
が
来
た
と
認
識
し
、
島
国
の
王
国
は
世
界
の
国
家
の
中
で
尊
厳
あ
る
立
場
に
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
国
際
関
係
は
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
国
に
対
し
て

可
能
な
限
り
最
高
水
準
の
配
慮
と
礼
節
、
公
平
さ
と
を
も
っ
て
実
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
熱
望
し
て
い
た
（
筆
者
翻
訳
）」
四

と
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う

に
、
森
は
欧
米
諸
国
か
ら
日
本
が
「
文
明
国
家
」
と
し
て
承
認
さ
れ
、
さ
ら
に
は
対
等
の
関
係
と
し
て
欧
米
諸
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
森
の
紹
介
に
よ
り
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で
法
学
を
学
ん
だ
目
賀
田
種
太
郎
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
森
の
直
面
し
た
対
日
評
価

の
現
実
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

明
治
の
初
年
に
あ
つ
て
は
、
一
般
の
人
民
は
、
多
く
は
等
し
く
東
洋
人
故
日
本
人
と
支
那
人
と
の
区
別
を
知
ら
ず
、
甚
し
き
に
至
つ
て
は
支
那
の
属
国
で
あ

る
と
云
つ
て
居
る
様
な
人
が
相
當
の
人
物
に
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
此
の
際
に
於
て
、
森
氏
は
率
直
勇
進
毫
も
忌
憚
な
く
、
宴
席
等
に
招
か
る
れ
ば
出
席
し
、

求
め
ら
る
れ
ば
必
ず
演
説
を
す
る
、
其
間
毫
も
飾
り
な
く
只
実
際
を
述
べ
、
又
日
本
人
が
他
の
東
洋
頑
迷
国
人
と
同
じ
く
視
ら
る
ゝ
如
き
事
が
あ
れ
ば
、
之

を
訴
ふ
べ
き
時
は
容
赦
な
く
訴
へ
て
居
た
の
で
あ
る
。
夫
れ
故
に
学
者
社
会
教
育
社
会
政
治
社
会
に
も
相
当
に
尊
重
さ
れ
て
頗
る
人
望
の
あ
る
人
で
あ
つ
た
。

以
後
の
経
過
に
於
て
、
若
し
此
処
に
殊
に
親
日
の
傾
向
を
増
し
、
或
は
日
本
に
同
情
す
る
も
の
多
か
り
し
は
、
葢
し
其
の
初
め
を
森
氏
開
拓
の
功
に
帰
せ
ざ

る
を
得
な
い
五

。 

 

当
時
の
日
本
が
直
面
し
た
現
実
と
は
、「
尊
厳
あ
る
立
場
」
や
「
文
明
国
家
」
な
ど
と
い
う
次
元
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
人
は
「
東
洋
」
と
い
う
枠
組
の

中
で
中
国
人
と
同
一
視
さ
れ
、
剰
え
当
時
既
に
欧
米
諸
国
の
植
民
地
と
し
て
支
配
と
搾
取
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
中
国
の
「
属
国
」
と
い
う
程
度
の
認
識
し
か
も

た
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
森
の
対
峙
し
た
理
想
と
現
実
の
乖
離
の
中
に
、
森
が
外
交
官
の
立
場
か
ら
実
践
し
た
様
々
の
活
動
に
関
す
る
大
枠



26 

 

で
の
意
図
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
目
賀
田
の
指
摘
す
る
森
の
様
々
の
交
際
や
人
脈
形
成
、
そ
し
て
多
岐
に
渡
る
「
発
信
活
動
」
と
は
、
欧
米
人
の
中
に
存
在

す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
日
本
イ
メ
ー
ジ
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
払
拭
し
、
日
本
に
対
す
る
欧
米
人
の
認
識
を
作
り
変
え
な
が
ら
、
そ
の
認
識
を
独
立
し
た
一
つ
の
「
文

明
国
家
」
と
い
う
次
元
に
ま
で
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
図
の
下
で
戦
略
的
に
行
わ
れ
て
い
た
活
動
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
森
は
「
発
信

活
動
」
を
通
じ
て
、「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
い
か
に
し
て
作
り
変
え
る
の
か
と
い
う
課
題
と
向
き
合
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

森
の
「
発
信
活
動
」
は
多
岐
に
渡
る
が
、
そ
の
一
つ
の
事
例
と
し
て
、
森
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
八
月
に
ボ
ス
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
「
全
米
教
育
協
会NATIONAL 

E
D
U
C
A
T
I
O
N 
A
S
S
O
CI
A
T
I
O
N

」
第
十
二
回
年
次
大
会
に
参
加
し
、
日
本
の
教
育
政
策
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
演
説
し
て
い
る
。 

 

日
本
の
教
育
の
動
き
に
関
し
て
お
話
し
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
私
に
と
っ
て
喜
び
で
あ
る
。
現
在
起
こ
っ
て
い
る
日
本
に
お
け
る
社
会
的
政
治
的
変
革

に
つ
い
て
は
、
既
に
全
て
の
人
が
聞
き
及
ん
で
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
近
年
ま
で
、
教
育
は
一
部
の
役
人
を
除
い
て
、
全
く
重
要
な
も
の
と
見
做
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
日
本
で
は
文
部
省
が
設
立
さ
れ
、
幾
人
か
の
外
国
人
の
教
師
―
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
―
が
雇
わ
れ
て
い
る
。
日
本
語
は
あ
ま

り
に
も
貧
弱
で
あ
り
、
不
十
分
な
言
語
で
あ
る
た
め
、
よ
り
高
い
段
階
へ
と
日
本
の
開
化
を
進
め
る
上
で
不
適
切
で
あ
る
。
五
、
六
〇
〇
名
の
日
本
人
が
留

学
に
向
か
い
、
中
に
は
日
本
に
教
育
が
な
け
れ
ば
私
た
ち
の
文
明
は
進
歩
し
な
い
と
い
う
信
念
を
も
っ
て
帰
国
す
る
者
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
の
重
要

性
は
こ
れ
ま
で
適
切
に
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
近
年
使
節
団
が
派
遣
さ
れ
た
。（
筆
者
中
略
）
日
本
の
学
校
は
主
と
し
て
、
一
部
の
政
府
高
官
の
た
め

だ
け
に
存
在
し
て
い
る
が
、
使
節
団
の
構
成
員
は
男
女
を
問
わ
ず
全
て
の
も
の
に
対
す
る
教
育
の
必
要
性
を
確
信
す
る
に
至
っ
て
い
る
六

。（
筆
者
翻
訳
） 

 森
は
、
一
方
で
従
来
の
よ
う
に
ご
く
一
部
の
政
府
高
官
の
み
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
包
含
し
た
教
育
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、

日
本
国
内
に
お
け
る
教
育
の
認
識
が
改
め
ら
れ
、
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
説
明
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
、
以
下
の
よ
う
に
、
教
師
不
足
と
い
う
日
本
の

直
面
す
る
課
題
を
公
に
し
、
森
自
身
が
こ
の
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
自
ら
の
立
場
と
方
向
性
を
演
説
の
中
で
明
ら
か

に
し
て
い
る
。 

 

男
性
と
女
性
の
双
方
を
対
象
と
し
た
数
多
く
の
学
校
が
日
本
で
設
立
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
教
師
が
全
く
不
足
し
て
い
る
た
め
、
教
師
が
取
り

組
み
た
い
と
望
む
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
実
現
で
き
な
い
状
況
に
今
日
の
日
本
は
置
か
れ
て
い
る
。
現
状
で
は
、
日
本
各
地
に
居
住
す
る
外
国
人
の
貿
易
商
人
や

船
乗
り
で
さ
え
教
師
と
し
て
登
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
り
、
残
念
な
が
ら
彼
ら
の
よ
う
な
教
師
は
日
本
人
に
対
し
て
良
い
印
象
を
与
え
て
い
な
い
。

従
っ
て
、
私
は
教
師
を
訓
練
す
る
た
め
の
師
範
学
校
を
数
多
く
設
立
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
日
本
政
府
に
進
言
し
て
い
る
。
私
は
ア
メ
リ
カ
の
先
覚
的
な
教

育
者
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
提
案
を
受
け
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
七

。
（
筆
者
翻
訳
） 

 

森
は
教
師
不
足
と
い
う
日
本
の
直
面
す
る
課
題
に
対
し
て
、
外
国
人
の
船
乗
り
や
商
人
な
ど
を
教
師
と
し
て
登
用
す
る
の
で
は
な
く
、
一
刻
も
早
く
「
師
範
学

校
」
を
設
立
し
、
「
優
れ
た
日
本
自
前
の
教
育
者
た
ちa 

class 
of 

good 
native 

teachers

」
八

を
育
成
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
日
本
政
府
に
対
し
て
進
言
し

て
い
る
と
聴
衆
に
訴
え
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
演
説
を
受
け
て
、
森
は
「
全
米
教
育
協
会
」
の
「
名
誉
会
員
」
に
選
出
さ
れ
九

、
そ
の
演
説
は
内
務
省
教
育
局
の

「
一
八
七
二
年
度
報
告
書
」
や
、
一
八
七
二
年
八
月
九
日
付
のBoston Daily Evening Transcript

紙
、
八
月
十
五
日
付
のThe Congregationalist

紙

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
な
森
の
「
発
信
活
動
」
の
一
端
か
ら
、
森
は
外
交
官
と
し
て
日
本
の
「
開
化
」
に
関
わ
る
情
報
を
対
外
的
に
発
信
す
る
広
報
官
の
よ
う
な
役
割
を
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担
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
森
に
と
っ
て
日
本
を
「
文
明
国
家
」
に
す
る
と
い
う
課
題
に
は
、
国
内
に
お
け
る
制
度
や
価
値
観
、
思
想
な
ど
に
関
す
る
「
開
化
」

を
推
進
す
る
と
い
う
側
面
に
留
ま
ら
ず
、
対
外
的
に
欧
米
側
か
ら
「
文
明
国
家
」
と
し
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
日
本
の
「
開
化
」
に
関
わ
る
「
外

か
ら
」
の
承
認
の
側
面
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
森
の
「
発
信
活
動
」
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
吉
野
作
造
が
「
黒
い
も
の
を
白
と
言
ひ
張
っ
て

強
て
弁
護
の
論
を
す
る
の
で
な
く
、
表
面
か
ら
堂
々
と
改
革
す
べ
き
の
要
点
を
明
示
し
て
始
め
か
ら
我
れ
の
非
を
飾
ら
ぬ
所
に
森
の
面
目
が
現
は
れ
」
一
〇

て
い
る

と
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
日
本
に
お
け
る
「
開
化
」
の
過
程
を
無
批
判
に
賛
美
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
過
程
に
孕
ま
れ
た
課
題
や
問
題
点
ま

で
も
包
み
隠
さ
ず
に
聴
衆
に
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
日
本
の
顔
と
な
る
外
交
官
が
、「
文
明
国
家
」
の
姿
に
相
応
し
く
な
い
自
国
の
政
策
や

課
題
を
批
判
的
に
捉
え
、
改
善
さ
せ
る
た
め
に
働
き
か
け
て
い
る
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
く
こ
と
は
、
欧
米
人
の
懐
い
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
日
本
イ
メ
ー
ジ
を
作

り
変
え
、「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
国
際
的
評
価
を
獲
得
す
る
た
め
の
ア
ピ
ー
ル
活
動
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
外
交
官
と
し
て
の
問
題
意

識
や
姿
勢
は
、
次
章
以
降
に
取
り
あ
げ
る
外
債
や
宗
教
、
女
性
な
ど
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
一
貫
し
て
貫
か
れ
た
森
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。 

 二
．「
発
信
活
動
」
と
「
学
制
」
の
翻
訳 

森
の
「
発
信
活
動
」
を
示
す
も
う
一
つ
の
事
例
と
し
て
「
学
制
」
に
関
す
る
演
説
や
翻
訳
の
活
動
一
一

が
注
目
さ
れ
る
。「
学
制
」
と
は
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）

年
八
月
二
日
に
お
い
て
、
そ
の
理
念
や
趣
旨
を
説
明
し
た
太
政
官
布
告
第
二
一
四
号
「
学
制
序
文
」
乃
至
は
「
学
事
奨
励
に
関
す
る
被
仰
出
書
」
と
、
翌
八
月
三

日
に
文
部
省
か
ら
布
達
さ
れ
た
「
大
中
小
学
区
ノ
事
」
、
「
学
校
ノ
事
」、「
教
員
ノ
事
」、「
生
徒
及
試
業
ノ
事
」、「
海
外
留
学
生
規
則
ノ
事
」、「
学
費
ノ
事
」
の
大

別
六
項
目
、
一
〇
九
条
の
規
定
か
ら
な
る
日
本
の
近
代
教
育
制
度
に
関
わ
る
最
初
の
法
令
で
あ
る
一
二

。
対
外
的
に
森
が
「
学
制
」
に
つ
い
て
初
め
て
言
及
し
た
の

は
、
「
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
学
校
の
新
校
舎
落
成
式
」
と
題
し
て
、
森
の
式
典
へ
の
参
加
と
演
説
を
報
じ
た
十
二
月
八
日
付
のNew York Times

紙
で
あ
っ
た
。 

 

新
し
い
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
学
校
の
新
校
舎
が
本
日
開
所
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
際
し
て
、
興
味
深
い
記
念
式
典
が
実
施
さ
れ
た
。
テ
ィ
ン
ダ
ル
博
士
が
出
席
し

て
簡
単
な
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
。
ま
た
、
日
本
公
使
の
森
氏
が
簡
潔
な
演
説
を
行
っ
た
。（
筆
者
中
略
）
森
氏
は
丁
度
入
手
し
た
ば
か
り
の
日
本
の
教
育
に
関

す
る
情
報
に
つ
い
て
語
っ
た
。
森
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
は
学
校
を
設
立
す
る
目
的
の
た
め
に
、
日
本
帝
国
の
全
体
を
一
〇
〇
の
大
学
区
に
分
割
す
る
こ
と

に
な
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
学
区
は
二
五
〇
の
学
校
区
に
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
画
に
は
一
五
〇
の
学
校
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
新
し

い
法
令
の
下
で
、
教
育
の
義
務
制
度
が
採
用
さ
れ
、
全
て
の
若
者
は
教
育
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
取
極
め
ら
れ
た
一
三

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

以
上
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
森
は
日
本
に
お
い
て
布
告
さ
れ
た
「
学
制
」
に
お
け
る
「
学
区
」
制
度
と
教
育
の
「
義
務
」
化
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
に
対

し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
演
説
の
中
で
語
ら
れ
た
「
学
制
」
の
内
容
と
実
際
の
法
令
の
規
定
と
の
間
に
は
相
違
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
さ
し
く

森
が
「
丁
度
入
手
し
た
ば
か
り
の
日
本
の
教
育
に
関
す
る
情
報
」
と
し
て
説
明
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
後
、
森
は
日
本
で
布
告
さ
れ
て
間
も
な
い

「
学
制
」
の
全
文
を
英
文
に
翻
訳
し
、
内
務
省
教
育
局
の
長
官
で
あ
る
イ
ー
ト
ン
に
提
供
し
て
い
る
。 

森
の
「
発
信
活
動
」
と
の
関
係
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
単
に
そ
れ
が
イ
ー
ト
ン
に
提
供
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
は
な
く
、
森
の
翻
訳
し
た
「
学
制
」

が
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
ま
と
め
ら
れ
る
「
教
育
局
長
官
に
よ
る
一
八
七
二
年
度
報
告
書
」
に
掲
載
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
要
人
な
ど
の
目
に
触
れ
る
形

で
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
イ
ー
ト
ン
が
友
人
で
あ
る
Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
一
四

に
対
し
て
翻
訳
さ
れ
た
「
学
制
」
を
開
示
し
、
三
月
十
五
日
付
のNew York Times

紙

に
「
日
本
の
教
育JAPANESE EDUCATION

」
と
題
す
る
記
事
を
掲
載
さ
せ
、
不
特
定
多
数
の
ア
メ
リ
カ
人
に
対
し
て
も
「
学
制
」
に
関
す
る
情
報
を
公
開
さ
せ
て

い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
僅
か
数
週
間
後
、
イ
ー
ト
ン
と
Ｂ
・
Ｇ
・
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
か
ら
、
Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
「
学
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制
」
の
内
容
や
そ
の
法
令
の
も
つ
意
義
に
関
す
る
説
明
が
不
適
切
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
、
四
月
二
日
付
で
同
紙
に
「
日
本
に
お
け
る
進
歩
：
日
本
帝
国
に
お
け
る

新
し
い
教
育
制
度
―
開
化
の
前
進PROGRESS IN JAPAN: The New Educational System of the Empire

―Advance of Civilization

」
と
題
す
る
再

評
価
の
記
事
を
掲
載
さ
せ
る
に
至
っ
た
経
緯
で
あ
る
。
両
者
か
ら
の
働
き
か
け
を
受
け
た
Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
は
、
当
記
事
に
お
い
て
、「
内
務
省
教
育
局
の
長
官
に
対
し

て
森
公
使
が
最
近
翻
訳
し
た
日
本
の
新
し
い
法
令
に
関
し
て
、
私
は
よ
り
一
層
の
賛
辞
を
表
明
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
今
は
後
悔
し
て
い
る
（
筆
者
翻
訳
）」

一
五

と
改
め
て
記
す
に
至
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
森
の
「
発
信
活
動
」
に
お
け
る
二
人
の
「
親
日
家
」
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
。 

ジ
ョ
ン
・
イ
ー
ト
ン
（J

o
hn 

E
a
t
o
n
,
 
1
8
2
9

―1
9
0
6

）
は
、
一
八
六
七
年
に
ア
メ
リ
カ
内
務
省
内
に
設
立
さ
れ
た
教
育
局
に
お
い
て
、
初
代
長
官
Ｈ
・
バ
ー
ナ

ー
ド
に
代
わ
り
、
一
八
七
〇
年
か
ら
一
八
八
六
年
ま
で
の
十
六
年
間
に
渡
っ
て
二
代
目
長
官
を
務
め
た
。
イ
ー
ト
ン
は
教
育
局
の
長
官
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
国
内

に
お
け
る
各
州
の
教
育
実
態
の
把
握
に
努
め
、
ま
た
世
界
各
国
の
教
育
事
情
を
調
査
し
て
年
報
や
報
告
書
を
作
成
し
て
い
た
。
森
と
イ
ー
ト
ン
の
間
に
は
深
い
親

交
が
あ
り
、
例
え
ばNew 

York 
Times

紙
に
は
、「
ワ
シ
ン
ト
ン
に
滞
在
し
て
い
る
間
、
森
公
使
は
頻
繁
に
内
務
省
の
教
育
局
と
連
絡
を
と
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
教
育
事
情
や
政
治
な
ど
の
組
織
の
あ
り
方
に
関
わ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
主
題
に
つ
い
て
情
報
を
収
集
し
て
い
た
（
筆
者
翻
訳
）」
一
六

と
記
さ
れ
、
森
が
頻
繁
に

教
育
局
と
接
触
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
同
紙
に
お
い
て
、「
森
は
、
最
近
訪
米
し
た
使
節
団
に
同
行
し
た
教
育
担
当
者
が
教
育
に
関
す
る
情
報
収

集
に
着
手
す
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
努
力
を
積
極
的
に
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
使
節
団
が
到
着
す
る
と
、
教
育
局
の
長
官
に
対
し
て
彼
ら
を
紹
介

し
、
長
官
は
ア
メ
リ
カ
の
学
校
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
彼
ら
に
説
明
し
た
（
筆
者
翻
訳
）」
一
七

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
に
欧
米
の
制
度
文
物
の
調
査

の
一
環
と
し
て
訪
米
し
て
い
た
岩
倉
使
節
団
に
対
し
て
、
森
が
イ
ー
ト
ン
を
紹
介
し
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

森
が
「
日
本
の
教
育
」
を
編
纂
す
る
に
際
し
て
も
、
イ
ー
ト
ン
は
ア
メ
リ
カ
お
け
る
教
育
事
例
を
ま
と
め
た
文
書
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
教
育
に
関
し
て

On 

Education in the United States

」
を
提
供
し
、
森
は
そ
れ
を
「
付
録
」
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ー
ト
ン
は
森
が
外
交
官
と
し
て
の
任
務
を
終

え
て
帰
国
し
た
後
も
、
教
育
局
で
作
成
し
た
報
告
書
を
送
付
し
続
け
て
い
た
。
先
に
取
り
あ
げ
た
目
賀
田
に
関
し
て
言
え
ば
、
目
賀
田
が
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
法
学

を
学
ぶ
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
背
景
に
も
、
森
と
イ
ー
ト
ン
の
関
係
が
あ
っ
た
。
目
賀
田
は
森
と
イ
ー
ト
ン
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

森
氏
は
日
本
の
初
代
駐
米
公
使
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
到
着
し
、
セ
ン
ト
ニ
コ
ラ
ス
ホ
テ
ル
に
滞
在
し
て
い
た
。
私
は
森
氏
を
尋
ね
、
法
学
を
学
び
た
い

と
い
う
希
望
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
森
氏
は
私
の
希
望
に
同
意
し
て
く
れ
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
に
お
い
て
、
森
氏
の
親
切
に
よ
り
、
私
は
内
務
省
に
お
け
る
教
育

局
の
長
官
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
イ
ー
ト
ン
将
軍
と
、
内
務
省
の
長
官
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ル
ツ
氏
を
紹
介
さ
れ
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
学
ぶ
と
い
う
希
望

を
認
め
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。（
筆
者
中
略
）
イ
ー
ト
ン
将
軍
の
紹
介
に
よ
り
、
私
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ホ
ー
レ
ス
・
マ
ン
夫
人
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

マ
ン
氏
は
非
常
に
著
名
な
教
育
家
で
あ
り
、
彼
の
名
声
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
会
議
事
堂
の
前
に
あ
る
ダ
ニ
エ
ル
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
と
並
び
立
つ
程
で
あ

る
。
私
は
マ
ン
夫
人
か
ら
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
「
英
国
法
に
関
す
る
注
釈
書
」
を
二
度
、
そ
れ
か
ら
ケ
ン
ト
の
「
注
釈
書
」
を
一
度
、
そ
し
て
ス
ト
ー

リ
ー
の
「
公
正
」
と
ウ
ィ
ー
ト
ン
の
「
国
際
法
」
を
読
む
よ
う
に
助
言
さ
れ
た
。
夫
人
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
は
主
人
が
生
前
、
法
学
を
学
ぼ
う
と
志
し
た
若

者
に
対
し
て
常
に
読
む
こ
と
を
勧
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
語
っ
た
一
八

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

森
の
下
で
英
学
を
学
ん
だ
書
生
の
一
人
で
あ
る
高
橋
是
清
も
ま
た
、
森
か
ら
イ
ー
ト
ン
を
紹
介
さ
れ
た
一
人
で
あ
っ
た
。
高
橋
は
当
初
森
の
勧
め
で
文
部
省
に

入
省
し
、
英
学
の
知
識
を
活
か
し
て
日
本
の
教
育
顧
問
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
Ｄ
・
モ
ル
レ
ー
の
通
訳
官
な
ど
を
務
め
て
い
た
が
、
後
に
農
商
務
省
に
入
省
し
、
専

売
特
許
や
商
標
登
録
に
関
わ
る
法
令
の
発
布
と
実
施
に
尽
力
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
特
許
制
度
の
整
備
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
こ
れ
ら
の
法
令
は
一
八
八
四

（
明
治
十
七
）
年
四
月
に
発
布
さ
れ
、
七
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
が
、
当
時
制
度
取
調
局
の
長
官
で
あ
っ
た
伊
藤
博
文
が
農
務
省
卿
西
郷
従
道
に
対
し
て
、「
こ
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の
法
律
は
今
度
始
め
て
我
が
国
に
施
行
せ
ら
る
ゝ
甚
だ
六
ケ
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
ろ
し
く
主
任
者
を
欧
米
に
派
遣
し
て
取
調
べ
を
な
さ
し
む
る
や
う
に
い

た
し
た
し
」
一
九

と
提
案
を
し
た
と
さ
れ
る
。
伊
藤
の
提
案
を
受
け
、
高
橋
が
専
売
商
標
保
護
に
関
す
る
調
査
、
研
究
の
た
め
に
渡
米
す
る
に
際
し
て
、
高
橋
は
ア

メ
リ
カ
で
の
情
報
収
集
活
動
を
行
う
た
め
に
紹
介
状
の
作
成
を
森
に
依
頼
し
た
。
森
は
高
橋
に
対
し
て
イ
ー
ト
ン
宛
の
紹
介
状
を
作
成
し
、「
イ
ー
ト
ン
将
軍
は
教

育
の
司
職
に
あ
つ
て
、
人
格
崇
高
、
世
人
尊
敬
の
標
的
で
あ
る
。
そ
の
知
友
も
単
に
米
国
内
の
み
な
ら
ず
、
欧
洲
に
も
多
数
に
あ
る
か
ら
、
こ
の
人
に
腹
蔵
な
く

話
を
し
て
、
先
き
先
き
の
人
に
紹
介
を
頼
ん
だ
が
よ
か
ら
う
」
二
〇

と
語
っ
た
と
高
橋
の
自
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

以
上
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
森
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
特
別
な
信
頼
関
係
を
築
い
た
イ
ー
ト
ン
に
対
し
て
、
当
時
日
本
国
内
に
お
い
て
発
布
さ
れ
て
間

も
な
か
っ
た
「
学
制
」
を
翻
訳
し
て
提
供
し
た
。
森
は
「
新
し
い
学
校
法
の
ね
ら
い
」
と
題
し
、
次
の
よ
う
に
そ
の
法
令
の
趣
旨
を
説
明
し
て
い
る
。 

 

何
年
に
も
渡
り
、
日
本
に
は
学
校
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
学
校
は
不
完
全
で
、
ま
た
誤
っ
た
方
向
性
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
ご
く
一
部
の
上
流
階
層
の
人
々

の
み
を
益
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
農
民
や
職
工
、
商
人
、
そ
し
て
女
性
は
無
知
の
ま
ま
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
き
た
。
上
流
階
層
の
教
育
に
お
い
て

で
さ
え
、
全
く
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
実
践
的
な
も
の
で
は
な
く
、
芸
術
や
文
学
、
無
益
な
議
論
に
傾
倒
し
続
け
て
き
た
。
新
し
い
学
校
法
の
ね
ら
い
と

は
、
い
か
な
る
階
層
も
、
性
別
を
も
問
わ
ず
、
人
々
を
無
知
の
中
に
置
き
去
り
に
し
な
い
こ
と
で
あ
る
二
一

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

森
は
、
従
来
の
日
本
の
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
階
級
や
性
別
に
基
づ
く
教
育
の
限
定
性
や
不
平
等
性
、
無
益
で
非
実
践
的
な
教
育
内
容
を
廃
し
、
あ
ら

ゆ
る
日
本
の
人
々
を
包
括
す
る
教
育
制
度
を
新
た
に
構
築
す
る
こ
と
が
「
学
制
」
の
趣
旨
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
教
育
局
の
「
年
次
報
告
書
」
に
掲
載
さ
れ

た
森
の
翻
訳
は
、「
新
し
い
学
校
法
の
ね
ら
い
」
に
加
え
、「
最
高
の
教
育
権
限
」、「
国
の
教
育
的
区
分
」、「
学
校
行
政
」、「
異
な
る
種
類
の
学
校
」、「
小
学
校
」、

「
中
学
校
」、「
大
学
校
」
、「
師
範
学
校
」、「
教
員
」
、「
生
徒
と
試
験
」、「
留
学
生
」、
そ
し
て
「
教
育
費
用
」
の
十
三
項
目
二
二

か
ら
成
っ
て
い
る
。
イ
ー
ト
ン
は
森

か
ら
提
供
さ
れ
た
「
学
制
」
を
「
年
次
報
告
書
」
に
収
録
す
る
だ
け
で
な
く
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
三
月
十
五
日
付
で
「
日
本
の
教
育
」
と
題
し
、New York 

Times

紙
に
掲
載
さ
せ
て
い
る
。
記
事
の
執
筆
者
で
あ
る
Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
は
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

日
本
帝
国
に
お
け
る
教
育
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
最
新
の
法
令
が
、
ア
メ
リ
カ
内
務
省
教
育
局
の
利
益
と
な
る
よ
う
に
、
森
公
使
の
好

意
に
よ
っ
て
英
文
に
翻
訳
さ
れ
提
供
さ
れ
た
。
私
は
教
育
局
の
長
官
で
あ
る
イ
ー
ト
ン
氏
の
特
別
な
好
意
に
よ
り
、
森
公
使
に
よ
る
英
文
翻
訳
を
読
み
、
内

容
を
精
査
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
れ
は
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
人
々
に
よ
る
大
変
興
味
深
く
独
特
な
著
作
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
さ
れ
た
文
書
は
相
当
な
分
量
が

あ
り
、
三
五
頁
に
渡
っ
て
手
書
き
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
簡
潔
な
書
き
手
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
十
頁
程
度
で
全
て
の
内
容
を
十
分
に
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
文
章
の
翻
訳
は
幾
分
不
明
瞭
で
あ
る
二
三

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
は
森
の
提
供
し
た
英
文
翻
訳
に
基
づ
き
、「
学
制
」
の
理
念
と
趣
旨
に
関
わ
る
「
被
仰
出
書
」
の
ほ
ぼ
全
文
と
、
文
部
省
の
設
置
、
学
区
制
度
と
行

政
官
の
配
置
と
役
割
、
多
様
な
学
校
形
態
、
教
員
の
選
抜
方
式
、
留
学
、
生
徒
に
対
す
る
注
意
や
罰
則
、
貧
困
者
に
対
す
る
政
府
の
教
育
的
支
援
、
授
業
料
の
八

項
目
に
関
す
る
「
条
項
」
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
二
四

。
そ
の
上
で
、「
学
制
」
が
布
告
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
公
教
育
に
関
す
る
法
令
が
布
告
さ
れ
た
こ
と
自
体
が
世
紀
の
大
事
件
の
一
つ
で
あ
り
、
日
本
の
み
な
ら
ず
モ
ン
ゴ
リ
ア
ン
人
種
に
と
っ
て
も
重

大
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
日
本
の
新
た
な
制
度
が
広
が
り
、
中
国
や
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
が
急
速
に
こ
れ
に
追
従
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
し
、
お
そ
ら
く
こ
の
法
令
は
日
本
に
と
っ
て
一
つ
の
も
の
に
過
ぎ
ず
、
八
千
万
人
以
上
の
国
家
の
根
本
に
お
い
て
、
日
本
人
に
相
応
し
い
公
教
育
制
度

を
確
立
す
る
こ
と
は
別
の
問
題
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
公
教
育
制
度
の
確
立
に
は
多
く
の
時
間
が
必
要
で
あ
り
、
平
和
と
繁
栄
の
時
代
を
必
要
と
す
る
で

あ
ろ
う
二
五

。
（
筆
者
翻
訳
） 

 
し
か
し
、
「
日
本
の
教
育
」
が
掲
載
さ
れ
て
か
ら
僅
か
に
十
二
日
後
の
三
月
二
十
七
日
、
Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
は
森
の
翻
訳
し
た
「
学
制
」
に
つ
い
て
、「
私
は
よ
り
一

層
の
賛
辞
を
表
明
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
今
は
後
悔
し
て
い
る
」
と
記
し
た
書
簡
を
同
紙
に
送
付
し
、
こ
の
書
簡
を
踏
ま
え
、
同
紙
は
四
月
二
日
付
で
「
学

制
」
の
意
義
に
つ
い
て
再
評
価
す
る
記
事
「
日
本
に
お
け
る
進
歩
」
を
掲
載
す
る
に
至
る
。 

当
記
事
に
お
い
て
何
よ
り
も
目
を
引
く
こ
と
は
、「
日
本
の
教
育
」
の
記
事
と
は
明
ら
か
に
論
調
が
異
な
り
、
日
本
の
文
化
や
「
開
化
」
の
過
程
に
対
す
る
好
意

的
な
評
価
が
数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
二
つ
の
記
事
の
書
き
手
で
あ
る
Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
の
意
識
の
中
に
、
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
明
確
な
変
化
が
読
み

取
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
森
に
関
し
て
は
、
以
前
は
翻
訳
の
不
明
瞭
さ
や
、
説
明
が
冗
長
に
過
ぎ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
た
の
に
対
し
、
当
記
事
に

お
い
て
は
「
ど
れ
ほ
ど
ア
メ
リ
カ
が
日
本
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
な
考
え
の
芽
生
え
や
成
長
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
判
断
で
き
な
い
が
、

確
か
な
こ
と
は
リ
ベ
ラ
ル
で
文
明
化
さ
れ
た
森
公
使
の
影
響
に
よ
っ
て
、
か
な
り
有
益
な
結
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
筆
者
翻
訳
）」
二
六

と
記
さ
れ
、
ま
た
「
森
公
使
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
か
な
り
の
数
の
友
人
や
知
人
た
ち
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
私
た
ち
の
下
を
去
る
。
ア
メ
リ
カ
の
人
々
は
森
を

優
れ
た
教
養
が
あ
り
、
と
て
も
優
れ
た
人
格
者
で
あ
る
と
認
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
本
当
に
注
目
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
筆
者
翻
訳
）」
二
七

と
指
摘

し
、
日
本
の
「
開
化
」
に
果
た
す
森
の
役
割
や
可
能
性
を
高
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
日
本
が
「
野
蛮
非
文
明b

a
r
b
a
ri
s
m

」
の
状
態
か
ら
「
文
明
化
さ
れ
た
習
慣
や
進
歩civilized 

customs 
and 

improvements

」
へ
と
急
速
な
変
革

を
成
し
遂
げ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
二
八

さ
れ
、
日
本
の
「
開
化
」
の
過
程
や
進
歩
の
現
状
を
高
く
評
価
す
る
言
説
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
以
下
の
史

料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
開
化
」
の
あ
り
方
が
、
日
本
に
お
け
る
伝
統
と
欧
化
の
衝
突
や
相
克
の
関
係
で
は
な
く
、
従
来
の
日
本
固
有
の
文
明
を
基
軸
と

し
て
西
洋
文
明
の
要
素
を
連
続
的
に
融
合
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
端
的
な
証
拠
が
「
学
制
」
の
布
告
で
あ
る
と
説
明
す
る
に
至
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。 

 

日
本
が
こ
こ
数
年
間
に
渡
っ
て
成
し
遂
げ
て
い
る
、
私
た
ち
が
野
蛮
非
文
明
と
い
う
用
語
で
定
義
す
る
よ
う
な
状
態
か
ら
文
明
化
さ
れ
た
習
慣
や
進
歩
へ
と

歩
む
数
多
く
の
急
速
な
変
革
を
示
す
証
拠
や
結
果
の
中
で
、
お
そ
ら
く
公
教
育
に
お
け
る
感
心
す
べ
き
制
度
の
採
用
こ
そ
が
最
も
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
確
か
に
私
た
ち
は
、
二
本
の
刀
を
差
し
た
紳
士
の
習
慣
や
封
建
的
支
配
者
と
い
っ
た
日
本
の
封
建
的
な
組
織
性
や
大
名
な
ど
の
階
級
に
対
す
る
平
和

的
な
廃
止
に
注
目
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
私
た
ち
の
誰
も
が
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
お
よ
そ
二
年
前
ま
で
、
こ
れ
ら
は
文
字
通
り
の
武
力
に
よ

っ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
が
文
明
化
と
い
う
衣
服
と
キ
リ
ス
ト
教
を
身
に
着
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
こ
れ
ま
で
身
に
着
け
て
き
た
薄

汚
れ
た
衣
服
を
拒
否
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
も
の
は
誰
一
人
と
し
て
存
在
し
な
い
が
、
日
本
は
今
で
も
な
お
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
気
高
い
日
本
人
種
と
し
て

の
気
質
を
維
持
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
日
本
は
こ
れ
ま
で
に
西
洋
が
達
成
し
獲
得
し
た
最
も
優
れ
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
自
ら
に
融
合
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
賢
明
で
、
徹
底
し
た
公
教
育
制
度
の
早
期
に
お
け
る
採
用
は
―
そ
の
制
度
は
成
功
を
保
障
す
る
ほ
ど
に
非
常
に
よ
く
計
算
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
採
用
か
ら
日
本
人
の
特
性
ま
で
十
分
に
考
え
た
上
で
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
―
確
か
に
日
本
の
望
む
よ
う
な
結
果
を
生
み
出
す
上
で
極

め
て
優
れ
た
土
台
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
二
九

（
筆
者
翻
訳
）。 
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以
上
の
史
料
か
ら
、
「
学
制
」
が
布
告
さ
れ
た
こ
と
に
意
味
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
日
本
の
改
革
に
お
け
る
僅
か
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
す
る

「
日
本
の
教
育
」
に
お
け
る
懐
疑
的
な
評
価
と
、
当
記
事
に
お
け
る
論
調
は
、
同
一
の
書
き
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
問
題
は
、
二
つ
の
記
事
の
間
に
お
い
て
、
書
き
手
の
論
調
や
、
日
本
と
森
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
く
変
化
し
た
背
景
に
、
誰
の
、
ど
の
よ

う
な
働
き
か
け
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
は
「
日
本
の
進
歩
」
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
、「
最
近
、
私
に
対
し
て
Ｂ
・
Ｇ
・
ノ
ー
ス
ロ
ッ

プ
氏
が
本
法
令
の
意
義
に
つ
い
て
語
っ
た
（
筆
者
翻
訳
）」
三
〇

と
述
べ
、「
学
制
」
の
再
評
価
の
背
景
に
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
か
ら
の
直
接
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と

を
認
め
て
い
る
。 

 

三
．
森
有
礼
と
Ｂ
・
Ｇ
・
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
、
森
と
欧
米
人
の
交
友
関
係
に
お
い
て
、
例
え
ば
Ｉ
・
Ｐ
・
ホ
ー
ル
が
重
視
し
て
き
た
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
博
物
館
の
長
官
で
あ
る
Ｊ
・
ヘ
ン
リ

ー
や
森
の
秘
書
官
を
務
め
た
ラ
ン
マ
ン
、
或
い
は
森
に
対
す
る
「
保
守
的
な
忠
告
」
を
与
え
た
と
さ
れ
る
Ｈ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
と
比
べ
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
木
村
匡
の
『
森
先
生
傳
』
の
中
で
、
森
と
「
教
育
者
間
の
交
際
」
の
事
例
に
つ
い
て
、「「
ス
ミ
ソ
ニ
ヤ
ン
イ
ン

ス
テ
ツ
ー
シ
ヨ
ン
」
の
総
長
ジ
ョ
セ
フ
、
ヘ
ン
レ
ー
氏
（
モ
ー
レ
ー
に
先
た
ち
て
電
気
を
発
明
せ
る
人
）
コ
ン
子
ク
チ
カ
ツ
ト
州
学
務
官
ビ
ー
、
ジ
ー
、
ノ
ー
ス

ロ
ッ
プ
氏
、
ユ
ル
子
ル
大
学
総
長
に
し
て
物
理
学
者
な
る
エ
リ
オ
ッ
ト
氏
エ
ー
ル
大
学
長
ホ
イ
ト
子
ー
氏
等
其
重
な
る
も
の
な
り
」
三
一

と
記
さ
れ
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ

プ
に
つ
い
て
木
村
が
簡
単
に
言
及
し
て
い
る
他
は
、
森
の
『
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
数
多
く
の
評
論
や
追
憶
談
に
お
い
て
も
、
一
度
も
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
人
物
で
あ
る
。 

し
か
し
本
稿
で
は
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
日
本
の
「
開
化
」
や
進
歩
の
過
程
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
い
て
積
極
的
に
発
言
す
る
な
ど
、
森
の
「
発
信
活
動
」

に
関
連
し
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
、
目
賀
田
の
指
摘
す
る
親
日
的
な
ア
メ
リ
カ
世
論
の
形
成
に
寄
与
し
た
注
目
す
べ
き
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
て
い

る
。
従
来
の
森
研
究
に
お
い
て
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
例
え
ば
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
一
月
一
日
に
「
日
本
に
お
け
る

宗
教
の
自
由
：
森
氏
の
建
言
書
に
関
す
る
実
質
的
意
味RELIGIOUS 

LIBERTY 
IN 

JAPAN: 
SUBSTANCE 

OF 
MR. 

MORI

′S 
MEMORIAL

」
をThe 

Christian 

Union

紙
に
寄
稿
し
て
、
森
の
宗
教
観
や
宗
教
的
自
由
を
め
ぐ
る
森
の
立
場
に
つ
い
て
代
弁
し
三
二

、
二
月
十
三
日
に
は
、
森
が
英
文
に
翻
訳
し
た
「
学
制
」
の
内

容
や
在
米
日
本
人
学
生
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
を
踏
ま
え
て
「
新
し
い
日
本
の
教
育
計
画THE 

NEW 
EDUCATIONAL 

PLAN 
OF 

JAPAN

」
を
ボ
ス
ト
ン
の
新
聞
社

に
寄
稿
し
、「
学
制
」
の
特
色
や
そ
の
歴
史
的
意
義
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
欧
米
人
の
抱
く
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
日
本
イ
メ
ー
ジ
や
「
野
蛮
非
文
明
国

家
」
と
し
て
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
克
服
に
貢
献
し
よ
う
と
協
力
し
て
い
た
。 

バ
ー
ド
セ
イ
・
Ｇ
・
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
（B

i
r
d
sa
y
 G
.
 No

rthrop, 1817
―1898

）
三
三

は
イ
エ
ー
ル
大
学
及
び
神
学
校
を
卒
業
し
、
一
八
四
七
年
か
ら
十
年
間
に

渡
っ
て
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
サ
ク
ソ
ン
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
会
衆
派
教
会
の
「
牧
師
」
を
務
め
て
い
る
。
一
八
五
七
年
か
ら
十
年
間
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
教

育
委
員
会
の
「
理
事
」
を
務
め
、
一
八
六
七
年
か
ら
の
十
六
年
間
は
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
教
育
委
員
会
の
「
長
官
」
と
し
て
公
教
育
の
普
及
や
、
学
校
教
育
の
一
環

と
し
て
自
然
の
大
切
さ
を
伝
え
る
「
植
樹
の
日
運
動A

rbo
r 

Day 
Movement

」
三
四

に
尽
力
し
て
い
る
。
木
村
の
『
森
先
生
傳
』
に
よ
れ
ば
、「
森
は
其
本
領
と
す

る
所
の
教
育
に
関
し
て
は
最
精
神
を
傾
注
し
、
苟
く
も
餘
閑
あ
れ
ば
、
コ
ン
子
ク
チ
カ
ッ
ト
州
マ
サ
チ
ユ
セ
ッ
ツ
州
の
学
校
を
巡
視
し
、
或
は
学
者
に
就
き
其
説

を
叩
く
を
常
と
せ
り
」
三
五

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
の
経
歴
に
照
ら
し
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
に
精
通
し
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の

州
の
教
育
委
員
会
に
お
け
る
理
事
や
長
官
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
当
時
の
新
聞
に
お
い
て
森
と
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
い

て
学
校
視
察
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
記
事
が
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
も
必
然
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
八
六
四
年
か
ら
一
八
六
六
年
ま
で
「
全

米
学
校
長
協
会N

at
i
o
n
a
l
 
A
s
s
o
c
i
a
t
io
n
 
o
f
 
S
c
h
o
ol 

Superintendents

」、
及
び
一
八
七
二
年
に
は
、
先
に
取
り
あ
げ
た
「
全
米
教
育
協
会
」
の
「
議
長
」
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に
も
就
任
し
て
い
る
。
以
上
の
経
歴
か
ら
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
ア
メ
リ
カ
の
教
育
界
を
代
表
す
る
知
識
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
「
下
関
賠
償
金
返
還The

 
return 

of 
the 

Japanese 
Indemnity 

Fund

」
に
関
わ
る
運
動
を
展
開
し
た
重
要
人
物

の
一
人
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
来
日
し
た
際
、
当
時
の
文
部
大
臣
で
あ
っ
た
西
園
寺
公
望
な
ど
も
臨
席
し

た
歓
迎
式
典
に
お
い
て
、
森
が
駐
米
外
交
官
と
し
て
渡
米
す
る
こ
と
に
従
い
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
を
卒
業
し
て
英
学
者
と
な
っ
た
神
田
乃
武
が
演
説
を
行
い
、
本
件

に
関
わ
る
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
功
績
を
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 

下
関
賠
償
金
問
題
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
人
々
に
対
し
て
、
真
の
国
際
正
義
の
意
識
を
呼
び
醒
ま
し
、
そ
し
て
良
心
を
目
覚
め
さ
せ
る
た
め
に
、
ノ
ー
ス

ロ
ッ
プ
博
士
が
費
や
し
た
寛
大
な
努
力
や
力
強
い
影
響
力
に
つ
い
て
触
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
般
に
ア
メ
リ
カ
の
人
々
に
と
っ
て
、
法
案
を
成
立
さ

せ
る
最
終
的
な
要
素
は
良
心
の
問
題
に
あ
り
、
従
っ
て
、
博
士
は
こ
の
法
案
の
成
立
こ
そ
が
、
ア
メ
リ
カ
が
正
義
の
実
現
に
対
し
て
極
め
て
誠
実
な
国
家
で

あ
る
と
い
う
特
徴
を
日
本
の
人
々
に
対
し
て
深
く
印
象
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
訴
え
た
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
博
士
に
と
っ
て
、
こ
の
十
年
間
に
も
渡

る
絶
え
間
な
い
努
力
は
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
人
間
に
関
わ
る
活
動
に
お
い
て
、
急
激
に
先
進
的
な
思
想
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
負
荷
に
苦
し
み
な
が

ら
も
新
し
い
国
家
を
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
日
本
の
人
々
を
手
助
け
し
た
い
と
い
う
思
い
に
突
き
動
か
さ
れ
た
行
為
で
あ
っ
た
の
で
す
。
博
士
の
名

前
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
中
で
最
も
優
れ
た
人
格
の
一
人
と
し
て
、
日
本
の
人
々
の
感
謝
の
記
憶
と
共
に
永
久
に
残
る
こ
と
で
し
ょ
う
三
六

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
、
攘
夷
を
主
唱
す
る
長
州
藩
は
下
関
海
峡
を
通
過
す
る
ア
メ
リ
カ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
の
商
船
や
軍
艦
な
ど
の
外
国
船
に
対
し

て
、
下
関
海
峡
を
封
鎖
し
、
砲
撃
を
行
っ
た
。
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
、
こ
れ
に
対
す
る
報
復
と
、
海
峡
封
鎖
に
よ
っ
て
経
済
的
損
失
を
被
っ
た
と
主
張
す
る

イ
ギ
リ
ス
が
中
心
と
な
り
、
四
カ
国
の
艦
隊
に
よ
る
長
州
藩
へ
の
砲
撃
が
行
わ
れ
た
。
下
関
賠
償
金
は
こ
の
馬
関
戦
争
に
長
州
藩
が
敗
戦
し
た
結
果
と
し
て
負
わ

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
争
に
敗
れ
た
長
州
藩
に
代
わ
り
、
監
督
責
任
を
負
っ
た
幕
府
は
、
欧
米
側
か
ら
賠
償
金
と
し
て
合
計
三
〇
〇
万
ド
ル
を
支
払
う
こ
と

に
取
極
め
ら
れ
、
そ
の
内
ア
メ
リ
カ
に
は
お
よ
そ
七
八
万
五
千
ド
ル
が
支
払
わ
れ
た
。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
こ
の
よ
う
な
賠
償
金
の
金
額
の
設
定
や
、
日
本
に
賠
償

金
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
自
体
も
不
当
な
行
為
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
の
「
正
義
」
や
「
良
心
」
を
日
本
側
に
示
す
た
め
に
も
、
賠
償
金
の
全
額
を
返
還
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
り
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
二
月
十
三
日
の
新
聞
記
事
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

日
本
の
下
関
賠
償
金
の
返
還
は
今
日
最
も
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
対
し
て
資
金
が
返
還
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
そ
の
行
為
の
も
つ
道

徳
的
な
影
響
力
こ
そ
が
、
よ
り
一
層
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
賠
償
金
の
返
還
に
関
す
る
私
の
努
力
は
、
日
本
側
か
ら
一
切
公
式
な
依
頼
を
受
け
た

も
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
は
単
に
日
本
人
と
い
う
注
目
す
べ
き
優
れ
た
人
々
の
進
歩
に
強
い
興
味
と
関
心
を
抱
い
た
私
個
人
の
利
害
か
ら
生
じ
た
行
動
で
あ

る
三
七

。
（
筆
者
翻
訳
） 

 

こ
れ
以
後
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
、
神
田
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
賠
償
金
の
返
還
の
た
め
に
「
十
年
間
に
も
渡
る
絶
え
間
な
い
努
力
」
を
続
け
、
一
八
八
三
（
明

治
十
六
）
年
に
は
ア
メ
リ
カ
議
会
に
お
い
て
、
日
本
側
か
ら
支
払
わ
れ
た
賠
償
金
の
全
額
の
返
還
を
決
定
す
る
法
案
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
、
駐
英

外
交
官
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
駐
在
し
て
い
た
森
は
、
四
月
五
日
付
で
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。 

 

私
は
日
本
の
近
代
的
な
進
歩
に
果
た
し
た
あ
な
た
の
数
多
く
の
素
晴
ら
し
い
援
助
の
行
為
を
、
決
し
て
日
本
は
忘
れ
な
い
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
の
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力
強
く
、
そ
し
て
絶
え
間
な
い
努
力
の
結
果
と
し
て
、
下
関
賠
償
金
法
案
が
最
終
的
に
可
決
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
つ
の
国
家
が
他
の
国
家
に
対
し
て
こ
れ
ま

で
に
示
し
た
も
の
の
中
で
最
も
称
賛
さ
れ
る
べ
き
寛
大
な
行
為
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ
の
偉
大
な
出
来
事
に
よ
っ
て
、
日
本
の
最
も
辺
境
に
生
き

る
人
々
を
も
含
め
た
全
て
の
日
本
人
が
、
広
く
行
き
渡
り
、
力
強
く
確
立
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
の
正
義
と
平
等
を
追
求
す
る
思
い
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
三
八

。
（
筆
者
翻
訳
） 

 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
自
身
は
本
件
に
関
す
る
貢
献
を
「
私
の
と
る
に
足
ら
な
い
手
助
け
」
と
し
、
む
し
ろ
「
賠
償
金
の
返
還
を
支
持
す
る
数
多
く
の
諸
機
関
の
中
で
、

宗
教
雑
誌
や
本
件
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
国
民
の
良
心
を
呼
び
覚
ま
す
た
め
に
、
非
常
に
効
果
的
な
力
添
え
を
行
っ
て
く
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
牧
師
の
方
々
の
偉
大
な

影
響
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
、
ま
さ
し
く
公
平
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ま
す
（
筆
者
翻
訳
）」
三
九

と
述
べ
、
法
案
成
立
の
背
景
に
は
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ

ス
ト
教
界
が
力
を
尽
く
し
て
く
れ
た
こ
と
が
大
き
い
と
訴
え
て
い
る
。
し
か
し
、
森
や
神
田
の
指
摘
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
世
論
の
形
成
や
キ
リ
ス

ト
教
界
を
動
か
す
上
で
、
そ
の
背
景
に
は
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
日

米
の
相
互
理
解
の
形
成
に
対
し
て
寄
与
し
、
ア
メ
リ
カ
国
内
か
ら
献
身
的
に
日
本
を
支
え
よ
う
と
し
た
「
親
日
家
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
駐
米
外

交
官
時
代
の
森
と
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
に
は
様
々
な
接
点
が
あ
っ
た
こ
と
が
当
時
の
史
料
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
例
え
ば
、
先
に
取
り
あ
げ
た
神
田
は
両
者
の
関
係
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
博
士
は
、
日
本
の
教
育
問
題
と
下
関
賠
償
金
問
題
に
関
し
て
、
重
大
な
貢
献
を
果
た
し
て
い
る
。
一
八
七
一
年
、
森
氏
が
代
理
公
使
と
し
て

ワ
シ
ン
ト
ン
に
駐
在
し
た
際
に
、
彼
は
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
博
士
こ
そ
望
ん
で
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
森
氏
は
博
士
を
公
使
館
に
招
待
し
、
二
日

間
に
渡
っ
て
様
々
の
教
育
に
関
す
る
主
題
に
つ
い
て
議
論
を
し
た
後
、
博
士
が
公
使
館
を
離
れ
る
に
際
し
て
、
森
氏
は
手
紙
を
渡
し
、
注
意
深
く
読
ん
で
も

ら
い
た
い
と
求
め
た
。
そ
の
手
紙
に
は
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
教
育
の
必
要
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
し
て
三
年
間
に
渡
っ
て
博
士
を
招
聘
し
、
日
本
の

教
育
を
司
る
顧
問
の
地
位
に
つ
く
こ
と
を
依
頼
す
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
。
博
士
が
そ
の
地
位
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
モ
ル
レ
ー
博
士

が
そ
の
地
位
を
占
め
る
予
定
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
博
士
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
自
分
は
よ
り
優
れ
た
支
援

を
日
本
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
、
一
八
七
〇
年
代
に
お
け
る
在
米
日
本
人
留
学
生
の
中
で
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
博

士
の
助
言
や
指
示
に
よ
っ
て
利
益
を
得
な
か
っ
た
学
生
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
四
〇

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

新
島
襄
や
木
戸
孝
允
の
『
日
記
』
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
使
節
団
側
に
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
を
紹
介
し
た
の
は
森
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
森
が
「
日

本
の
教
育
」
を
編
纂
す
る
に
際
し
て
、「
質
問
状
」
を
送
っ
た
人
物
の
一
人
で
も
あ
る
。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
こ
れ
に
応
じ
、「
ア
メ
リ
カ
の
公
教
育
制
度THE AMERICAN 

SYSTEM OF PUBLIC INSTRUCTION

」
を
寄
稿
し
て
い
る
が
、
神
田
の
指
摘
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
か
ら
森
は
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
を
日
本
の
教
育
顧
問
に
任

用
し
よ
う
と
動
い
て
い
た
こ
と
が
、
同
時
代
の
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
早
く
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
二
月
十
八
日
の
新
聞
記
事
に
お
い

て
、「
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
長
官
が
、
日
本
の
学
校
の
監
督
者
と
し
て
の
申
し
入
れ
を
受
諾
し
た
こ
と
は
、
大
い
な
る
日
本
の
帝
国
が
暗
闇
か
ら
光
へ
と
進
歩
す
る
方
法

と
し
て
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
る
」
四
一

と
掲
載
さ
れ
、
ま
た
九
月
十
九
日
のTimes

紙
に
は
「
日
本
に
お
け
る
英
語
の
授
業
」
と
題
し
て
、
相
当
に
具
体
的
な
教

育
構
想
と
共
に
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
日
本
招
聘
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

ワ
シ
ン
ト
ン
に
駐
在
す
る
日
本
公
使
で
あ
る
森
が
、
日
本
に
お
け
る
学
校
を
設
立
す
る
た
め
の
計
画
を
ま
と
め
る
こ
と
に
従
事
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヘ
イ
ヴ
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ン
の
Ｂ
・
Ｇ
・
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
氏
が
予
定
さ
れ
る
制
度
を
実
行
に
移
す
た
め
に
日
本
へ
招
聘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
氏
は
招
聘
に
つ
い
て
ま
だ

公
式
に
は
受
諾
し
て
お
ら
ず
、
彼
は
仕
事
に
取
り
か
か
る
準
備
や
調
整
を
進
め
、
お
そ
ら
く
一
年
後
に
は
日
本
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
彼
の
主
な

役
割
は
、
日
本
帝
国
の
各
地
に
お
い
て
、
教
師
の
た
め
の
指
導
、
訓
練
、
育
成
を
行
う
七
つ
の
師
範
学
校
を
組
織
化
す
る
こ
と
に
あ
り
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
氏

は
五
〇
人
か
ら
一
〇
〇
人
の
教
師
を
伴
っ
て
日
本
へ
赴
き
、
ま
た
そ
れ
に
従
う
他
の
教
師
団
も
準
備
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
師
範
学
校
で
は
英

語
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
、
英
語
は
学
ぶ
べ
き
専
門
語
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
科
学
に
関
す
る
授
業
は
全
て
の
学
年
に
お
い
て
英
語
で
実

施
さ
れ
、
日
本
の
言
語
の
音
声
を
表
現
す
る
た
め
に
ロ
ー
マ
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
音
楽
や
絵
画
も
こ
れ
ら
の
学
校

で
は
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
四
二

。
（
筆
者
翻
訳
） 

 

当
記
事
の
内
容
は
、
先
に
取
り
あ
げ
た
「
全
米
教
育
協
会
」
に
お
い
て
森
の
語
っ
て
い
た
日
本
の
教
師
不
足
の
問
題
や
、「
優
れ
た
日
本
自
前
の
教
育
者
た
ち
」

の
育
成
と
い
う
課
題
と
も
符
合
し
、
ま
た
当
時
森
が
イ
エ
ー
ル
大
学
の
Ｗ
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
に
質
問
状
を
送
る
な
ど
し
て
検
討
を
重
ね
て
い
た
日
本
の
教
育
機
関

に
お
け
る
簡
易
英
語
の
導
入
や
、
日
本
語
表
記
の
ロ
ー
マ
字
化
な
ど
言
語
の
問
題
に
つ
い
て
も
詳
細
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
森
は
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
に
対

し
て
、
自
ら
の
抱
い
た
教
育
構
想
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
森
は
自
ら
の
教
育
構
想
を
実
現
す
る
た
め
の
教
育

顧
問
と
し
て
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
招
聘
に
動
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
自
身
は
、
下
関
賠
償
金
の
返
還
や
在
米
日
本
人
留
学
生

に
対
す
る
世
話
、
日
米
の
相
互
理
解
を
促
進
す
る
た
め
の
発
言
や
執
筆
活
動
な
ど
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
い
て
、
日
本
の
た
め
に
よ
り
一
層
の
貢
献
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
お
り
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
月
五
日
付
のNew York Times

紙
に
お
い
て
は
「
森
氏
は
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
氏
が
日
本
に
お

け
る
教
育
制
度
を
設
立
す
る
仕
事
に
公
式
に
従
事
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
た
」
四
三

と
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
結
局
森
が
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
を
教
育
顧

問
と
し
て
招
聘
す
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
代
わ
り
に
ラ
ト
ー
ガ
ス
大
学
の
モ
ル
レ
ー
が
招
聘
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

森
と
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
に
よ
る
学
術
会
議
の
参
加
や
様
々
な
学
校
の
視
察
訪
問
の
様
子
を
掲
載
し
た
報
告
書
や
記
事
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
両
者

が
「
全
米
教
育
協
会
」
に
参
加
し
て
演
説
す
る
様
子
や
、
八
月
二
十
日
か
ら
二
十
二
日
に
か
け
て
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
音
楽
学
院
で
開
催
さ
れ
た
「
ペ
ン
シ
ル

ヴ
ァ
ニ
ア
州
教
師
協
会P

ENN
S
Y
L
V
A
N
I
A 

S
T
A
TE
 
T
E
AC
HE
RS 

ASSOCIATION

」
第
十
九
回
年
次
大
会
に
参
加
し
、
両
者
が
そ
の
開
会
式
で
演
説
を
し
て
い
た
こ
と

な
ど
が
内
務
省
の
「
年
次
報
告
書
」
や
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
四
四

。
ま
た
、
学
校
の
視
察
訪
問
の
様
子
と
し
て
、
十
一
月
一
日
付
の

New 
Haven 

Journal 

Courier

紙
は
「
日
本
公
使
の
視
察
訪
問
」
と
題
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。 

 

日
本
帝
国
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
派
遣
さ
れ
た
森
公
使
は
、
昨
日
の
十
月
三
十
一
日
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
教
育
委
員
会
の
長
官
で
あ
る
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
付
添
と

招
待
に
よ
っ
て
、
ド
ワ
イ
ト
学
校
、
ス
キ
ナ
ー
学
校
、
高
等
学
校
を
視
察
訪
問
し
た
。
森
公
使
は
当
地
の
学
校
に
関
し
て
、
彼
の
目
に
し
た
も
の
、
耳
に
し

た
も
の
に
大
変
満
足
し
、
私
た
ち
の
美
し
い
都
市
を
気
に
入
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
彼
は
高
校
の
講
堂
に
お
い
て
、
ジ
ェ
プ
ソ
ン
教
授
の
指
導
の
下
、
合
同

で
訓
練
を
受
け
た
生
徒
た
ち
に
よ
る
合
唱
に
よ
っ
て
歓
迎
さ
れ
た
。
学
校
が
始
ま
る
前
に
、
ジ
ェ
プ
ソ
ン
氏
に
よ
っ
て
森
を
歓
迎
す
る
行
事
の
た
め
に
黒
板

に
書
か
れ
、
そ
れ
ま
で
生
徒
の
誰
一
人
と
し
て
見
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
楽
曲
が
生
徒
た
ち
に
示
さ
れ
た
が
、
生
徒
た
ち
は
そ
れ
を
初
見
で
難
な
く
歌
っ
て

み
せ
た
。
そ
れ
は
相
当
に
難
し
い
楽
曲
で
あ
っ
た
。
生
徒
た
ち
は
、
ホ
ー
ム
！
ス
ィ
ー
ト
ホ
ー
ム
！
や
他
の
よ
く
知
ら
れ
た
楽
曲
を
含
め
、
唱
歌
集
の
中
か

ら
選
ん
だ
様
々
な
曲
を
歌
っ
た
。
合
唱
の
訓
練
が
終
わ
り
、
学
校
長
で
あ
る
パ
リ
ッ
シ
ュ
氏
は
森
氏
を
紹
介
し
た
。
森
氏
は
と
て
も
美
し
い
英
語
で
、
生
徒

た
ち
が
披
露
し
て
く
れ
た
唱
歌
に
対
す
る
満
足
を
簡
潔
に
表
明
し
、
心
か
ら
の
感
謝
の
思
い
を
伝
え
た
。
生
徒
は
こ
れ
で
解
散
と
な
り
、
森
ら
は
、
子
ど
も

た
ち
が
ピ
ア
ノ
の
伴
奏
に
従
っ
て
順
番
に
行
進
し
、
退
場
す
る
や
り
方
を
残
っ
て
見
学
し
た
。
そ
れ
は
と
て
も
組
織
的
な
も
の
で
あ
っ
た
四
五

。（
筆
者
翻
訳
） 
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以
上
の
よ
う
に
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
付
添
と
招
待
の
下
、
森
が
子
ど
も
た
ち
の
唱
歌
に
よ
っ
て
歓
迎
を
受
け
、
同
州
に
お
け
る
音
楽
教
育
に
関
す
る
授
業
実
践

を
見
学
し
た
こ
と
に
加
え
、
当
記
事
に
は
「
本
日
十
一
月
一
日
、
森
は
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
に
向
か
い
、
高
等
学
校
や
聾
唖
施
設
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
他
の
施
設
も

視
察
訪
問
す
る
だ
ろ
う
（
筆
者
翻
訳
）
」
四
六

と
記
さ
れ
、
十
一
月
七
日
付
のNew Haven Weekly Palladium

紙
に
は
「
他
の
施
設
」
と
し
て
、
森
が
「
同
州
の

刑
務
所
や
精
神
障
害
者
施
設
、
そ
し
て
師
範
学
校
を
訪
問
（
筆
者
翻
訳
）」
四
七

し
、
興
味
を
も
っ
た
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
森
に
対

し
て
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
の
知
識
人
を
紹
介
し
た
上
で
、
森
を
「
ニ
ュ
ー
ヘ
イ
ヴ
ン
に
お
け
る
文
化
人
の
ク
ラ
ブ
の
会
合
へ
招
待
し
、
そ
の
際
日
本
の
国
益
に
関
係

す
る
問
題
（m

a
t
t
er
s
 
p
e
rta

i
n
i
n
g
 
to
 
J
a
p
an
e
s
e
 
interest

）
が
議
論
さ
れ
た
」
四
八

と
伝
え
て
い
る
点
は
特
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
会
合
に
参
加
し
た
一
人

で
あ
り
、
開
拓
使
か
ら
派
遣
さ
れ
た
女
子
留
学
生
で
あ
る
山
川
捨
松
な
ど
の
後
見
人
と
な
っ
た
Ｌ
・
ベ
ー
コ
ン
牧
師
は
、
当
ク
ラ
ブ
を
「
紳
士
の
会a 

meeting 

o
f
 g
e
n
t
l
em
e
n

」
四
九

と
呼
称
し
て
い
る
が
、
こ
の
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
扱
わ
れ
た
「
日
本
の
国
益
に
関
係
す
る
問
題
」
こ
そ
が
、
当
時
森
が
作
成
し
て
い
た
建
言
書

で
あ
る
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
の
検
討
と
修
正
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
第
二
部
に
譲
る
が
、
こ
の
会
合
こ
そ
が
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
一
月
一
日
に

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
：
森
氏
の
建
言
書
に
関
す
る
実
質
的
意
味
」
を
寄
稿
し
、
宗
教
に
関
わ
る
森
の
立
場
を
代
弁
す
る
こ
と
へ
と
繋

が
る
最
初
の
意
見
交
換
の
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

四
．「
学
制
」
の
再
評
価
に
果
た
し
た
「
親
日
家
」
の
役
割 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
「
学
制
」
の
再
評
価
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
検
討
す
る
上
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、New York Times

紙
に
「
学
制
」
が
紹
介
さ
れ
る

一
ヶ
月
以
上
も
前
の
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
二
月
十
三
日
に
、「
新
し
い
日
本
の
教
育
計
画
」
と
題
す
る
記
事
を
ボ
ス
ト
ン
の
新
聞
社
に
寄
稿
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
当
記
事
を
作
成
す
る
前
提
と
し
て
、「
本
件
に
関
わ
る
私
の
情
報
源
は
、
日
本
の
新
た
な
教
育
制
度
に
言
及
し
た
日
本
の
公
文
書
で
あ
り
、

そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
の
友
人
や
学
生
、
日
本
に
居
住
す
る
ア
メ
リ
カ
の
友
人
、
そ
し
て
何
よ
り
も
ワ
シ
ン
ト
ン
に
駐
在
し
、
日
本
を
公
式
に
代
表
す

る
公
使
で
あ
る
森
有
礼
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
筆
者
翻
訳
）」
五
〇

と
述
べ
、
翻
訳
さ
れ
た
「
学
制
」
が
イ
ー
ト
ン
ば
か
り
で
は
な
く
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ

プ
に
対
し
て
も
森
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
上
で
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
「
前
進a

dv
a
n
c
e
me
n
t

」
や
「
進
歩progress

」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
用
い
て
、
日
本
の
「
開
化
」
の
過
程
を
高
く
評
価

す
る
記
事
を
作
成
し
て
い
る
。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
日
本
の
国
内
に
お
け
る
「
開
化
」
を
、「
物
質
的
な
進
歩
」
と
「
道
徳
的
、
知
的
な
前
進
」
の
二
つ
に
分
類
し
、

そ
の
実
例
と
し
て
鉄
道
や
電
信
、
灯
台
、
病
院
、
蒸
気
船
、
鉄
橋
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
、
郵
便
局
制
度
や
貨
幣
の
鋳
造
、
新
聞
紙
の
発
行
や
洋
服
、
暦
、
卑

猥
な
本
や
出
版
物
の
販
売
禁
止
、
そ
し
て
国
教
の
禁
止
と
宗
教
的
自
由
へ
の
取
り
組
み
を
あ
げ
、「
日
本
は
僅
か
に
一
度
の
跳
躍
に
よ
っ
て
、
十
五
世
紀
か
ら
十
九

世
紀
ま
で
飛
翔
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
日
本
の
「
開
化
」
の
現
状
を
高
く
評
価
し
て
い
る
五
一

。
そ
の
よ
う
な
一
連
の
「
革
新
的
な
動
き
」
の
中
で
、

最
も
注
目
す
べ
き
も
の
が
教
育
に
関
す
る
日
本
の
取
り
組
み
で
あ
る
と
し
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
以
下
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。 

 

日
本
の
革
新
的
な
動
き
の
中
で
、
日
本
の
新
し
い
教
育
計
画
は
最
も
重
要
で
あ
り
、
予
言
的
な
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
無
知
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
、
無
駄
や

弱
さ
の
源
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
理
解
し
、
既
に
知
識
が
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
完
全
に
普
通
教
育
と

国
家
の
産
業
や
国
家
の
成
長
、
そ
し
て
国
家
の
繁
栄
の
相
関
性
を
認
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
五
二

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

さ
ら
に
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
「
学
制
」
に
お
け
る
「
卓
越
し
た
特
徴
」
と
し
て
以
下
の
十
九
の
側
面
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
て
い
る
。 
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１
．
教
育
が
帝
国
の
至
る
所
に
行
き
渡
る
よ
う
に
、
階
級
や
偏
見
に
よ
る
区
別
を
す
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
若
者
を
包
括
す
る
制
度
で
あ
る
こ
と
。 

２
．
新
し
い
制
度
は
国
家
全
体
を
統
一
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
既
存
の
学
校
や
教
育
施
設
を
再
編
し
統
合
す
る
形
で
作
ら
れ
る
こ
と
。 

３
．
教
育
行
政
は
地
域
的
（p

r
o
v
i
n
c
i
a
l

）
と
い
う
よ
り
も
、
国
家
的
（national

）
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
中
心
と
な
る
教
育
局
の
管
轄
下
に
お

か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

４
．
帝
国
全
体
は
八
つ
の
大
学
部
に
分
割
さ
れ
組
織
化
さ
れ
る
こ
と
。 

５
．
大
学
区
は
三
十
二
の
中
学
校
、
或
い
は
高
等
学
校
を
含
み
、
全
部
で
二
五
六
の
中
学
校
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
。 

６
．
そ
れ
ぞ
れ
の
中
学
区
は
平
均
で
二
一
〇
の
小
学
校
を
含
み
、
合
計
で
五
三
七
六
〇
の
小
学
校
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
。 

７
．
六
歳
以
上
の
子
ど
も
の
就
学
は
義
務
と
な
る
こ
と
。 

８
．
こ
れ
ま
で
女
子
教
育
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
男
子
ば
か
り
で
な
く
、
女
子
の
た
め
の
教
育
も
提
供
さ
れ
る
こ
と
。 

９
．
教
師
は
性
別
に
関
係
な
く
選
抜
さ
れ
る
こ
と
。 

１
０
．
師
範
学
校
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
。 

１
１
．
慈
善
学
校
や
夜
学
校
、
商
人
の
た
め
の
学
校
も
奨
励
さ
れ
る
こ
と
。 

１
２
．
科
学
を
産
業
開
発
に
応
用
す
る
工
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
。 

１
３
．
教
育
局
に
よ
っ
て
毎
年
教
育
報
告
書
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
。 

１
４
．
毎
年
政
府
か
ら
一
八
〇
人
の
留
学
生
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
。 

１
５
．
進
級
は
各
学
年
の
間
に
行
わ
れ
る
試
験
の
能
力
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
こ
と
。 

１
６
．
留
学
生
は
競
争
的
な
試
験
に
よ
っ
て
選
抜
さ
れ
、
大
学
校
か
ら
選
抜
さ
れ
た
三
〇
名
は
年
間
に
一
六
〇
〇
ド
ル
を
奨
学
金
と
し
て
付
与
さ
れ
、
ま
た

中
学
校
か
ら
選
抜
さ
れ
た
一
五
〇
名
は
年
間
に
一
〇
〇
〇
ド
ル
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
。 

１
７
．
奨
学
金
や
他
の
報
奨
は
、
学
校
で
最
も
優
秀
な
も
の
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
。 

１
８
．
小
学
校
で
は
外
国
語
は
教
え
ら
れ
な
い
こ
と
。 

１
９
．
高
等
学
校
に
お
い
て
、
生
徒
は
選
択
し
た
三
つ
の
近
代
言
語
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
五
三

。（
筆
者
翻
訳
） 

 ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
特
に
三
番
目
の
教
育
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、「
私
た
ち
に
と
っ
て
教
育
と
は
州
の
管
轄
事
項
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
国
家
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
に
お
い
て
は
、
教
育
や
他
の
公
的
な
問
題
に
関
わ
る
責
任
は
、
大
部
分
が
人
々
の
中
に
分
配
さ
れ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
単
一
の
帝
国

政
府
に
集
権
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
筆
者
翻
訳
）
」
五
四

と
語
り
、
日
米
に
お
け
る
権
限
の
分
配
の
仕
方
の
違
い
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
欧
米
の
教
育
制
度

や
実
践
に
精
通
し
た
専
門
家
の
目
線
か
ら
、
「
学
制
」
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。 

 

以
上
に
示
し
た
概
要
か
ら
、
彼
ら
の
新
た
な
教
育
制
度
が
ア
メ
リ
カ
式
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
で
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
外
国
の
制

度
の
コ
ピ
ー
（c

op
y

）
や
模
倣
（i

m
i
ta
t
i
o
n

）
で
は
な
い
。
他
の
あ
ら
ゆ
る
是
認
さ
れ
た
教
育
事
業
に
関
わ
る
案
を
検
討
し
た
上
で
、
日
本
人
は
彼
ら
自
身

の
手
に
よ
っ
て
一
つ
の
新
た
な
制
度
を
賢
明
に
も
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
の
直
面
す
る
急
迫
し
た
事
情
に
適
す
る
形
で
整
備
さ
れ
な
が
ら
も
、

日
本
の
大
切
な
伝
統
を
暴
力
に
よ
っ
て
破
壊
す
る
こ
と
な
く
革
新
的
な
要
素
を
導
入
す
る
た
め
に
、
あ
る
程
度
彼
ら
が
こ
れ
ま
で
築
い
て
き
た
従
来
の
基
礎

の
上
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
の
性
質
や
起
源
の
双
方
に
お
い
て
、
そ
れ
が
真
に
日
本
式
の
制
度
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
傑
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出
し
た
特
徴
の
一
つ
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
制
度
に
つ
い
て
、
で
き
あ
い
の
も
の
（ready

―made

）
を
日
本
に
合
わ
せ
た
（fit

）
と
考

え
る
外
国
人
は
明
ら
か
に
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
日
本
人
が
最
も
慣
れ
親
し
ん
だ
知
識
と
全
く
無
関
係
に
設
計
さ
れ
形
作
ら
れ
た
（made 

to 
order

）

制
度
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
従
っ
て
、
日
本
帝
国
に
よ
る
こ
の
教
育
案
は
、
ス
イ
ス
の
も
の
で
も
、
ド
イ
ツ
の
も
の
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
も
の

で
も
決
し
て
な
い
。
私
た
ち
は
決
し
て
そ
れ
を
外
来
の
も
の
と
見
做
す
べ
き
で
は
な
い
。
も
し
仮
に
、
そ
れ
が
起
源
に
お
い
て
固
有
の
も
の
（indigenous

）

で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
間
違
い
な
く
日
本
固
有
の
蓄
積
の
上
に
融
合
さ
れ
た
も
の
（grafted

 on a native stock

）
で
あ
り
、
完
全
に
日
本
に
順
応
し

て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
五
五

。
（
筆
者
翻
訳
） 

 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
に
よ
る
「
学
制
」
の
評
価
に
は
、
二
つ
の
注
目
す
べ
き
指
摘
が
あ
る
。
第
一
に
、
教
育
の
専
門
家
の
口
か
ら
、
日
本
の
「
学
制
」
は
単
に
欧
米

の
制
度
を
「
コ
ピ
ー
」
し
、「
模
倣
」
し
た
「
で
き
あ
い
の
も
の
」
で
は
な
く
、
欧
米
の
革
新
的
な
先
行
事
例
を
丹
念
に
比
較
検
討
し
た
上
で
、
日
本
が
主
体
的
に

西
洋
を
受
容
し
な
が
ら
日
本
固
有
の
制
度
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
た
結
果
で
あ
る
と
評
価
し
、
欧
米
人
は
そ
の
よ
う
な
努
力
を
認
め
な
ら
な
い
と
訴
え
て
い
る
点

で
あ
る
。
第
二
に
、
自
文
化
の
固
有
性
と
異
文
化
の
革
新
性
の
連
続
性
を
評
価
し
、
従
来
の
日
本
の
伝
統
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
欧
米
の
革
新
的
要
素
を
受
容
し
、

作
り
変
え
て
日
本
化
す
る
と
い
う
日
本
の
異
文
化
受
容
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
欧
米
人
が
正
し
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
に
よ
る
「
日
本
の
教
育
」
を
批
判
し
た
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
人
に
よ
る
「
開
化
」
の
努
力
や
異
文
化
受
容
の
ス
タ
イ
ル

の
独
自
性
に
目
を
向
け
ず
、
正
し
く
評
価
し
よ
う
と
し
な
い
記
事
の
論
調
に
あ
っ
た
。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
に
よ
る
以
上
の
評
価
は
、
Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
が
「
学
制
」
を
再

評
価
し
た
「
日
本
の
進
歩
」
に
お
け
る
評
価
軸
と
全
く
同
一
で
あ
り
、
Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
自
身
も
そ
の
よ
う
な
批
判
を
直
接
に
受
け
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
五
六

。
ノ
ー

ス
ロ
ッ
プ
は
「
学
制
」
が
日
本
固
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
一
節
が
「
被
仰
出
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
と
諭
し
、
Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
は
そ
の
指
摘
を
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。 

 

学
制
に
お
い
て
語
ら
れ
る
全
般
的
な
方
向
性
や
目
的
は
本
当
に
日
本
的
で
あ
り
、
特
徴
的
な
表
現
は
最
初
の
一
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
誰
も
が
自
己
自
身
を
確
立
し
、
自
ら
を
支
援
す
る
た
め
の
手
段
を
見
出
し
、
職
業
を
よ
り
繁
栄
さ
せ
、
そ
し
て
生
を
全
う
す
る
た
め
の
方
法
は
、
自
己

を
修
め
、
知
識
を
広
め
、
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
お
い
て
他
に
な
い
、
と
い
う
宣
言
の
中
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
五
七

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
注
目
す
る
よ
う
に
促
し
た
一
節
は
「
被
仰
出
書
」
に
お
け
る
「
人
々
自
ら
其
身
を
立
て
其
産
を
治
め
其
業
を
昌
に
し
て
以
て
其
生
を
遂
る
ゆ

ゑ
ん
の
も
の
は
他
な
し
身
を
脩
め
智
を
開
き
才
芸
を
長
ず
る
に
よ
る
な
り
」
五
八

、
と
い
う
書
き
出
し
部
分
の
翻
訳
箇
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
は
「
日
本

の
進
歩
」
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
、
イ
ー
ト
ン
か
ら
呼
び
出
さ
れ
、
森
か
ら
教
育
局
に
贈
ら
れ
た
「
絹
紙
」
に
記
さ
れ
た
「
学
制
」
の
「
原
本
」
を
見
せ
ら
れ
、

改
め
て
説
明
を
受
け
た
こ
と
も
記
載
し
て
い
る
五
九

。
以
上
の
考
察
か
ら
、「
学
制
」
を
再
評
価
す
る
記
事
が
作
成
さ
れ
た
背
景
に
は
、
森
が
親
交
を
築
い
た
イ
ー
ト

ン
や
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
な
ど
の
「
親
日
家
」
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。 

ま
た
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
あ
く
ま
で
日
本
の
「
開
化
」
の
推
進
は
、
日
本
人
自
身
の
手
で
行
い
、
欧
米
人
は
そ
れ
に
対
す
る
選
択
肢
や
方
向
性
、
助
言
を
与
え

る
役
割
に
留
ま
り
、
日
本
人
の
も
つ
推
進
力
や
主
体
性
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
以
下
の
史
料
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。 

 

彼
ら
は
ま
す
ま
す
、
そ
し
て
今
ま
さ
に
、
彼
ら
自
身
の
権
利
を
守
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
外
国
か
ら
の
指
図
や
命
令
は
も
う
十
分
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

彼
ら
は
助
け
と
な
る
人
々
を
確
か
に
求
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
日
本
人
を
仕
え
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
日
本
の
た
め
に
自
ら
が
仕
え
よ
う
と
す
る
補
助
者
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（h
e
l
p
e
r
s,
 w
h
o g

o
 no

t
 t
o
 b
e
 m
in
i
s
t
e
re
d
 u
nto, but

 to minister,

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
喜
ん
で
日
本
の
助
言
者
と
な
り
力
を
尽
く
す
こ
と

の
で
き
る
働
き
手
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
名
声
や
地
位
で
は
な
く
、
日
本
の
進
歩
の
結
果
に
対
し
て
関
心
を
も
つ
誰
か
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
六
〇

。
（
筆
者
翻
訳
） 

 
さ
ら
に
当
記
事
に
は
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
森
に
よ
る
招
聘
に
対
し
て
、「
教
育
に
関
わ
る
重
要
な
役
割
を
担
う
機
関
や
権
限
は
、
た
だ
日
本
人
の
手
に
帰
属
さ
せ

る
べ
き
で
あ
る
（
筆
者
翻
訳
）
」
と
直
接
に
説
明
し
、
欧
米
人
が
日
本
に
対
す
る
「
文
部
大
臣Minister of Public Instruction

」
や
「
国
家
教
育
長Nat

ional 

S
u
p
e
r
i
n
t
en
d
e
n
t o

f S
c
hoo

l
s

」
と
な
る
必
要
性
は
必
ず
し
も
な
い
と
語
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
六
一

。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
あ
く
ま
で
日
本
の
「
開
化
」
は
日
本
人

自
身
の
力
で
成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
日
本
を
擁
護
し
、
日
本
の
「
開
化
」
の
努
力

を
欧
米
人
に
対
し
て
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
言
説
を
積
極
的
に
発
信
す
る
一
方
で
、
以
下
の
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
「
開
化
」
を
妨
げ
よ
う
と
す
る

欧
米
諸
国
や
欧
米
人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
極
め
て
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

無
論
、
極
め
て
大
規
模
な
変
革
は
抵
抗
に
直
面
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
変
化
が
日
本
国
内
に
お
け
る
困
難
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
一
方
で
、

国
内
に
お
け
る
課
題
よ
り
も
な
お
一
層
悪
い
外
国
と
の
関
係
に
お
い
て
生
じ
た
問
題
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
深
刻
な
負
荷
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
不
自

然
な
こ
と
で
あ
り
、
私
た
ち
が
恥
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
国
家
か
ら
の
虚
偽
の
陳
述
（misrepresentation

）
が
取
り
返
し
の
付

か
な
い
悪
影
響
を
生
じ
さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
教
国
家
の
策
略
や
欺
瞞
、
不
正
、
そ
し
て
不
道
徳
が
外
国
人
を
敵
視
す
る
彼
ら
の
古
い
偏
見
を
増
大
さ
せ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
国
家
の
問
題
が
是
正
さ
れ
な
け
れ
ば
、「
こ
れ
ら
の
異
国
の
草
は
、
私
た
ち
の
最
も
有
毒
な
植
物
よ
り

も
一
層
悪
い
も
の
に
な
る
」
と
い
う
諺
の
よ
う
に
、
日
本
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
六
二

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

以
上
の
よ
う
に
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
日
本
が
懸
命
に
「
開
化
」
の
努
力
を
続
け
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
向
き
合
う
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
国
家
が
日
本

に
対
し
て
「
虚
偽
の
陳
述
」
を
行
い
、「
策
略
」
や
「
欺
瞞
」、「
不
正
」
や
「
不
道
徳
」
を
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
進
歩
を
妨
害
す
る
阻
害
要
因
を
生
み
出

し
て
い
る
こ
と
を
恥
じ
入
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
と
欧
米
側
の
相
互
理
解
を
妨
げ
、
外
国
人
に
対
す
る
日
本
人
の
意
識
を
敵
対

的
な
も
の
へ
と
転
換
さ
せ
て
し
ま
う
原
因
は
、
日
本
側
に
で
は
な
く
、
欧
米
側
が
生
み
出
す
以
上
の
よ
う
な
問
題
の
中
に
こ
そ
存
在
し
て
い
る
と
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ

は
批
判
し
、
日
本
側
で
は
な
く
、
む
し
ろ
欧
米
側
が
日
本
に
向
き
合
う
態
度
や
姿
勢
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
目

す
べ
き
こ
と
は
、
先
に
取
り
あ
げ
た
下
関
賠
償
金
の
返
還
運
動
の
み
な
ら
ず
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
日
本
の
「
開
化
」
の
努
力
を
妨
げ
る
欧
米
側
の
不
当
な
「
関
税

t
a
r
i
f
f

」
の
あ
り
方
、
即
ち
不
平
等
条
約
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

日
本
の
歴
史
に
お
い
て
、
現
在
は
極
め
て
重
大
な
時
で
あ
る
。
彼
ら
は
外
国
の
貿
易
商
人
や
事
業
契
約
者
に
よ
る
詐
欺
や
欺
瞞
、
略
奪
や
搾
取
の
犠
牲
者
に

他
な
ら
な
い
。（
筆
者
中
略
）
欧
米
列
強
と
の
条
約
が
更
新
さ
れ
る
ま
で
ず
っ
と
、
彼
ら
は
適
切
で
利
益
を
見
込
む
こ
と
の
で
き
る
割
に
あ
っ
た
関
税
を
自
ら

の
手
で
設
定
す
る
権
利
さ
え
妨
げ
ら
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
従
っ
て
、
多
く
の
事
例
に
お
い
て
、
設
定
さ
れ
た
関
税
は
彼
ら
の
負
担
す
る
支
出
費
用
と
釣

り
合
わ
ず
、
彼
ら
を
苦
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
は
今
で
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
は
よ
り
一
層
、
資
源
や
物
資
、
鉱
物
資
源
、
農
業
や
製
造

業
に
お
い
て
も
豊
富
で
、
豊
か
な
国
に
な
っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
ら
が
新
し
い
関
税
を
確
立
し
、
彼
ら
の
富
源
や
様
々
の
産
業
が
十
分
に
開
発
さ
れ
れ

ば
、
日
本
の
国
力
は
豊
か
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
六
三

。（
筆
者
翻
訳
） 
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ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
不
平
等
条
約
を
盾
に
し
て
、
日
本
が
外
国
人
の
貿
易
商
人
や
事
業
者
に
よ
る
搾
取
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
て
い

る
。
日
本
が
野
蛮
、
非
文
明
の
状
態
に
あ
る
以
上
、
不
平
等
条
約
は
必
然
で
あ
る
と
い
う
現
実
の
中
で
、
以
上
の
よ
う
な
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
発
言
は
極
め
て
親
日

的
で
あ
り
、
日
本
の
利
害
や
国
益
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
性
格
が
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
ア
メ
リ
カ
国
内
か
ら
、
日
本
の
「
開
化
」
を
阻
害
す

る
要
因
を
排
除
す
る
努
力
や
、
日
本
の
「
開
化
」
の
過
程
を
欧
米
人
に
正
し
く
認
識
さ
せ
る
た
め
の
努
力
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ノ
ー
ス
ロ
ッ

プ
の
問
題
意
識
や
活
動
が
、
第
二
部
に
明
ら
か
に
す
る
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
：
森
氏
の
建
言
書
に
お
け
る
実
質
的
意
味
」
を
執
筆
し
、
宗
教
を
め
ぐ
る

森
の
意
図
や
主
張
を
代
弁
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
も
繋
が
っ
た
と
本
稿
で
は
考
え
る
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
「
発
信
活
動
」
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
演
説
や
執
筆

活
動
な
ど
を
通
じ
て
、
森
自
身
の
口
か
ら
欧
米
人
に
対
し
て
日
本
の
「
開
化
」
の
現
実
や
、
そ
の
過
程
に
内
在
さ
れ
た
課
題
を
批
判
的
に
語
り
、
日
本
の
取
り
組

み
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
広
報
官
と
し
て
の
役
割
を
担
お
う
と
す
る
側
面
で
あ
る
。
第
二
に
、
イ
ー
ト
ン
や
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
よ
う
に
、
欧
米
人
の
中
に
あ

っ
て
、
欧
米
人
自
身
の
口
か
ら
日
本
の
利
害
や
国
益
に
適
す
る
こ
と
を
発
言
さ
せ
、
日
本
の
「
開
化
」
や
そ
の
実
像
を
伝
え
る
こ
と
で
、
日
本
と
欧
米
側
の
相
互

理
解
に
貢
献
す
る
橋
渡
し
役
と
な
る
主
体
＝
「
親
日
家
」
を
形
成
し
、
活
用
し
よ
う
と
す
る
側
面
が
見
出
さ
れ
る
。
無
論
そ
れ
は
、
欧
米
に
お
い
て
信
頼
が
厚
く
、

多
く
の
人
々
に
認
知
さ
れ
た
誰
か
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
本
稿
で
注
目
し
た
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
単
に
日
本
を
擁
護
す
る
発
言
を
積
極
的
に
発
信
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
欧
米
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
内
側
か
ら
欧
米
の
あ
り
方
を
批
判
的
に
捉
え
、
世
論
や
政
策
を
再
構
築
し
、
再
方
向
付
け
よ
う
と
す
る
努
力
を
行
っ
て

い
た
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。 

本
稿
で
取
り
あ
げ
た
「
学
制
」
を
め
ぐ
る
英
文
翻
訳
、
新
聞
へ
の
掲
載
、
そ
し
て
二
人
の
「
親
日
家
」
に
よ
る
働
き
か
け
を
背
景
と
し
た
再
評
価
と
い
う
一
連

の
過
程
は
、
森
の
「
発
信
活
動
」
を
推
進
す
る
た
め
の
「
仕
掛
け
」、
乃
至
は
「
楔
」
と
な
る
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
け
る
「
親
日
家
」
が
分
か
り
や
す
い
形
で
そ
の

役
割
を
果
た
し
た
事
例
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
「
発
信
活
動
」
は
、
欧
米
人
の
懐
く
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
日
本
イ
メ
ー
ジ
や
、

「
野
蛮
非
文
明
国
家
」
と
し
て
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
払
拭
し
、
作
り
変
え
る
こ
と
で
、
た
と
え
そ
れ
が
僅
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
に
対
す
る
「
文

明
国
家
」
と
し
て
評
価
を
獲
得
す
る
こ
と
を
「
目
的
」
と
し
た
戦
略
的
な
「
開
化
」
の
ア
ピ
ー
ル
「
方
法
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

註 一 

木
村
匡
「
故
森
子
爵
の
外
交
及
兵
役
論
に
就
て
」
一
八
七
五
（
明
治
二
十
八
）
年
二
月
十
一
日
、『
全
集
』
四
、
四
二
四
頁
。 

二 

犬
塚
孝
明
編
『
明
治
国
家
の
政
策
と
思
想
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
三
頁
、
ま
た
九
頁
。 

三 

同
書
、
二
七
頁
。 

四 MEMORIES OF A PUBLISHER., 1865

―1915

、
『
全
集
』
別
巻
四
、
四
一
四
頁
。 

五 

目
賀
田
種
太
郎
「
元
文
部
大
臣
森
有
禮
君
の
こ
と
」
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
十
二
月
、『
全
集
』
四
、
五
三
二
頁
。 

六 REPORT OF THE COMMISSIONER OF EDUCATION for the Year 1872., 1873

、『
全
集
』
別
巻
四
、
四
二
一
頁
―
四
二
二
頁
。 

七 

同
書
、
四
二
二
頁
―
四
二
三
頁
。 

八 NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION,
 Boston Daily Evening Transcript

、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
八
月
九
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
三
五
八
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頁
。 

九 
同
書
、
三
五
九
頁
。 

一
〇 
吉
野
作
造
編
著
『
明
治
文
化
全
集
』
第
十
二
巻
宗
教
篇
、
日
本
評
論
社
、
一
九
三
〇
年
、
五
八
頁
。 

一
一 

森
が
「
学
制
」
の
翻
訳
を
行
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
森
が
「
学
制
」
に
最
初
に
言
及
し
た
の
は
一
八
七
二
年

十
二
月
八
日
の
演
説
で
あ
る
。
森
か
ら
の
翻
訳
に
基
づ
き
、
イ
ー
ト
ン
を
介
し
て
「
学
制
」
の
内
容
が
公
に
さ
れ
た
の
は
、J

・A

・H

に
よ
る
翌
年
三
月
十
五
日

と
四
月
二
日
の
新
聞
記
事
で
あ
る
が
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
一
八
七
二
年
一
月
一
日
に
公
に
し
た
論
文
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
：
森
氏
の
建
言
書
の
実
質
的

意
味
」
に
お
い
て
、「
最
近
新
し
く
包
括
的
な
教
育
制
度
が
日
本
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
残
念
な
が
ら
今
私
が
語
る
余
裕
は
な
い
（
筆
者
翻

訳
）
」
と
述
べ
、
「
学
制
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
八
七
二
年
十
二
月
八
日
か
ら
十
二
月
末
頃
ま
で
の
凡
そ
三
週
間
の
間
に
森
が
翻
訳
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
自
身
は
一
八
七
三
年
二
月
十
三
日
に
「
学
制
」
の
内
容
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て
説
明
す
る
新
聞
記
事
を
寄
稿
し
て
い
る
。 

一
二 

文
部
省
編
『
学
制
百
年
史
』
資
料
編
、
帝
国
地
方
行
政
学
会
、
一
九
七
二
年
、
一
一
頁
―
一
九
頁
。 

一
三 DEDICATION OF THE JEFFERSON SCHOOL BUILDING.

, New York Times

、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
二
月
八
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
三
七
〇
頁

―
三
七
一
頁
。 

一
四 

Ｊ
・
Ａ
・
Ｈ
はNew York Times
紙
に
「
日
本
の
教
育JAPANESE EDUCATION

」
と
「
日
本
に
お
け
る
進
歩
：
日
本
帝
国
に
お
け
る
新
し
い
教
育
制
度
―

開
化
の
前
進PROGRESS IN JAPAN: The New Educational System of the Empire

―Advance of Civilization

」
と
い
う
記
事
を
一
八
七
三
（
明

治
六
）
年
三
月
十
五
日
、
四
月
二
日
に
寄
稿
し
て
い
る
が
、
イ
ニ
シ
ャ
ル
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
書
き
手
の
正
確
な
名
前
は
わ
か
ら
な
い
。 

一
五 J

.
A
.
H
.
,
 PROGRESS IN JAPAN: The New Educational System of the Empire

―Advance of Civilization., New York Times

、
一
八
七

三
（
明
治
六
）
年
四
月
二
日
、
『
全
集
』
別
巻
四
、
三
九
二
頁
。 

一
六 

同
書
、
三
九
四
頁
。 

一
七 

同
書
、
三
九
五
頁
。 

一
八 C

H
A
R
L
E
S
 L
A
N
M
A
N,
 THE JAPANESE IN AMERICA, PREFACE

、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
、『
全
集
』
四
、
五
三
七
頁
―
五
三
八
頁
。 

一
九 

高
橋
是
清
「
そ
の
頃
の
森
有
礼
」
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
十
二
月
、『
全
集
』
四
、
五
五
一
頁
。 

二
〇 

高
橋
是
清
『
高
橋
是
清
自
傳
』
、
千
倉
書
房
、
一
九
三
六
年
、
二
四
二
頁
。 

二
一 

前
掲REPORT OF THE COMMISSIONER OF EDUCATION.

、
四
二
四
頁
。 

二
二 

同
書
、
四
二
五
頁
―
四
三
〇
頁
。 

二
三 J

.
A
.
H
.
,
 JAPANESE EDUCATION., New York Times

、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
三
月
十
五
日
、
『
全
集
』
別
巻
四
、
三
八
三
頁
―
三
八
四
頁
。 

二
四 

同
書
、
三
八
四
頁
―
三
八
八
頁
。 

二
五 

同
書
、
三
八
九
頁
。 

二
六 

前
掲PROGRESS IN JAPAN

、
三
九
四
頁
。 

二
七 

同
書
、
三
九
五
頁
。 

二
八 

同
書
、
三
九
三
頁
。 

二
九 

同
書
、
三
九
三
頁
。 

三
〇 

同
書
、
三
九
二
頁
。 
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三
一 

前
掲
『
森
先
生
傳
』
、
六
三
頁
。 

三
二 

B
. G

. N
o

rth
ro

p
, R

E
L

IG
IO

U
S

 L
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E
R

T
Y

 IN
 JA

P
A

N
.: S

U
B

S
T
A

N
C

E
 O

F
 M

R
. M

O
R

I'
s M

E
M

O
R

IA
L

., T
h

e C
h

ristia
n

 U
n
io

n
, Jan

u
ary

 1
, 1

8
7
3
. 

三
三 
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
略
歴
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
主
に
参
考
に
し
て
い
る
。SHUNICHI KUGA, Dr. Birdsey G. Northrop: The Founder of 

Arbor Day in Japan
,
(
Osa

k
a
,
 
J
a
p
an
:
 
I
n
te
r
 
O
s
aka Corp., 1972)

、
木
村
毅
編
『
明
治
文
化
全
集
』
第
十
八
巻
教
育
篇
、
日
本
評
論
社
、
一
九
六
七

年
。
ま
た
、
本
稿
で
翻
訳
し
た
各
種
史
料
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
に
関
す
る
記
述
も
参
考
に
し
て
い
る
。 

三
四 

一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
日
本
に
対
し
て
紹
介
し
た
国
土
緑
化
運
動
。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
愛
林
日
を
紹
介
し
、
当
時
の
明
治
政
府

は
明
治
天
皇
の
生
誕
日
に
当
た
る
十
一
月
三
日
を
学
校
植
樹
の
日
と
す
る
訓
令
を
全
国
の
学
校
に
対
し
て
通
達
す
る
。
日
時
の
変
更
や
、
戦
争
に
よ
る
混
乱
の
中

で
一
時
的
に
中
止
と
も
な
る
が
、
戦
後
に
は
再
び
全
国
植
樹
祭
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。 

三
五 

前
掲
『
森
先
生
傳
』
、
六
三
頁
。 

三
六 

D
aib

u
 K

an
d

a, D
R

. N
O

R
T

H
R

O
P
'
s V

IS
IT

 T
O

 JA
P
A

N

、
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
七
月
、『
太
陽
』
第
一
巻
第
七
号
、
五
六
三
頁
。 

三
七 B

.
 
G
.
 
N
or
t
h
r
o
p,
 THE NEW EDUCATIONAL PLAN OF JAPAN, Boston Daily Evening Transcript

, FEBRUARY 13, 1873. 

三
八 

「
Ｂ
・
Ｇ
・
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
宛
森
有
礼
書
簡
」
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
四
月
五
日
、『
全
集
』
三
、
二
八
五
頁
。 

三
九 

前
掲D

R
. N

O
R

T
H

R
O

P
'
s V

IS
IT

 T
O

 JA
P
A

N

、
五
六
四
頁
。 

四
〇 

同
書
、
五
六
二
頁
。 

四
一 The Congregationalist

、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
三
月
二
十
八
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
三
一
〇
頁
。 

四
二 ENGLISH CLASSES IN JAPAN., Times

、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
九
月
十
九
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
三
六
四
頁
。 

四
三 THE JAPANESE EMBASSY TROUBLES., New York Times

、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
月
五
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
三
六
六
頁
。 

四
四 

前
掲REPORT OF THE COMMISSIONER OF EDUCATION.

、
四
一
九
頁
―
四
二
〇
頁
。 

四
五 Visit of The Japanese Minister., New Haven Journal Courier

、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
一
月
一
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
三
六
八
頁
―

三
六
九
頁
。 

四
六 

同
書
、
三
六
九
頁
。 

四
七 THE JAPANESE MINISTER., New Haven Weekly Palladium
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
一
月
七
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
三
七
〇
頁
。 

四
八 

同
書
、
三
七
〇
頁
。
ま
た
前
掲Visit of The Japanese Minister.
、
三
六
九
頁
。 

四
九 

「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ベ
ー
コ
ン
の
日
記
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
一
月
一
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
四
三
七
頁
。 

五
〇 

前
掲THE NEW EDUCATIONAL PLAN OF JAPAN. 

五
一 

同
書
。 

五
二 

同
書
。 

五
三 

同
書
。 

五
四 

同
書 

五
五 

同
書
。 

五
六 

前
掲PROGRESS IN JAPAN

、
三
九
二
頁
。 

五
七 

同
書
、
三
九
二
頁
。 
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五
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前
掲
『
学
制
百
年
史
』
資
料
編
、
十
一
頁
。 

五
九 
前
掲PROGRESS IN JAPAN

、
三
九
三
頁
。 

六
〇 
前
掲THE NEW EDUCATIONAL PLAN OF JAPAN. 

六
一 

同
書
。 

六
二 

前
掲RELIGIOUS LIBERTY IN JAPAN. 

六
三 

前
掲THE NEW EDUCATIONAL PLAN OF JAPAN. 
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第
三
章 

外
交
官
森
有
礼
の
職
分
意
識 

一
．
外
交
官
で
あ
る
こ
と
の
意
味 

本
章
で
は
、
外
国
公
債
の
募
集
に
関
す
る
駐
米
外
交
官
の
森
と
外
債
担
当
理
事
官
吉
田
清
成
と
の
論
争
を
中
心
に
扱
う
。
本
論
争
に
注
目
す
る
理
由
は
、
前
章

に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
「
発
信
活
動
」
を
象
徴
す
る
事
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
森
の
外
交
官
と
し
て
の
職
分
意
識
や
問

題
意
識
を
端
的
に
示
す
事
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。 

外
債
募
集
と
は
、
日
本
政
府
の
財
政
を
圧
迫
す
る
華
士
族
の
秩
禄
を
処
分
す
る
た
め
の
財
源
を
、
外
国
か
ら
の
借
金
に
よ
っ
て
賄
お
う
と
し
た
政
策
で
あ
る
。

日
本
政
府
は
担
当
理
事
官
と
し
て
、
吉
田
清
成
大
蔵
少
輔
を
ア
メ
リ
カ
へ
派
遣
す
る
が
、
吉
田
が
ワ
シ
ン
ト
ン
に
到
着
し
た
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
五
月
十
四

日
以
降
、
森
が
外
債
募
集
計
画
に
対
し
て
強
硬
に
反
対
し
た
こ
と
で
、
吉
田
や
日
本
政
府
側
、
訪
米
中
の
岩
倉
使
節
団
を
も
巻
き
込
ん
だ
論
争
に
発
展
し
た
。
森

は
吉
田
の
募
集
計
画
を
妨
害
す
る
た
め
に
、
六
月
六
日
及
び
、
十
日
に
英
文
で
二
つ
の
「
外
債
意
見
書
」
を
作
成
し
、New 

York 
Herald

紙
な
ど
の
新
聞
や
友

人
な
ど
に
頒
布
し
た
。
吉
田
が
ア
メ
リ
カ
で
の
募
集
を
断
念
し
イ
ギ
リ
ス
へ
向
か
う
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
新
聞
に
対
し
て
も
同
様
の
「
意
見
書
」
を
頒
布
し
て
再
び

阻
止
を
図
っ
た
。 

森
は
「
外
債
意
見
書
」
に
お
い
て
、「
強
制
買
収
や
没
収
の
手
段
に
よ
っ
て
、
複
数
の
階
級
の
人
々
か
ら
、
土
地
や
財
産
を
所
有
す
る
権
利
や
特
権
を
剝
奪
す
る

た
め
の
方
策
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
、
天
皇
陛
下
の
政
府
に
お
い
て
責
任
を
有
す
る
全
て
の
役
人
に
対
し
て
（
筆
者
翻
訳
）」
一

と
記
し
、
本
書
が
日
本
政
府
に
対

す
る
批
判
を
意
図
し
て
作
成
さ
れ
た
意
見
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
反
対
意
見
を
欧
米
人
に
向
け
て
英
語
で
公
に
し
て
い
る
。 

 

天
皇
陛
下
に
よ
る
強
制
的
な
命
令
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
複
数
の
階
級
の
人
民
が
世
襲
の
権
利
に
よ
っ
て
保
持
し
て
き
た
土
地
や
財
産
を
買
収
、
没
収
さ
せ

る
方
策
を
採
用
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
目
的
の
た
め
に
主
に
理
事
官
と
し
て
大
蔵
少
輔
で
あ
る
吉
田
清
成
に
外
国
公
債
募
集
の
交
渉
に
つ
い
て
の
権
を

与
え
ら
れ
た
こ
と
を
突
然
に
知
り
、
極
め
て
嘆
か
わ
し
く
思
う
（
筆
者
中
略
）
第
一
に
、
政
府
が
特
別
な
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
が
世
襲
、

ま
た
は
所
有
す
る
財
産
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
を
保
有
す
る
権
利
を
強
制
的
に
放
棄
さ
せ
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
政
府
が
人
民
の
土
地
な
ど
の

私
有
の
財
産
を
公
有
財
産
と
見
做
す
こ
と
も
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
不
正
で
あ
り
愚
か
な
行
為
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
二

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

さ
ら
に
森
は
、
本
書
の
中
で
「
文
明
国
家
」
の
体
裁
に
相
応
し
く
な
い
日
本
政
府
の
方
針
に
疑
問
を
呈
し
、
本
件
に
関
す
る
五
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

日
本
の
開
化
は
他
の
国
家
と
異
な
る
固
有
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
人
民
に
対
す
る
政
府
の
行
為
を
決
定
す
る
原
理
に
つ
い
て
は
本
質
的
な
部
分
に
お
い

て
異
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
政
府
の
形
態
が
君
主
制
で
あ
る
か
、
共
和
制
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
の
重
大
な
原
理
に
干
渉
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

何
故
な
ら
ば
、
政
府
と
は
す
べ
て
の
人
民
の
幸
福
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
う
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
全
て
の
人
民
の
利
益
を
意
図
し
な

い
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
行
為
や
、
全
て
の
人
民
に
対
し
て
等
し
く
公
平
と
な
ら
な
い
行
為
は
、
真
の
政
府
の
原
理
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
今

回
の
日
本
政
府
に
よ
る
外
債
募
集
の
方
策
に
関
し
て
、
私
は
い
か
な
る
観
点
に
お
い
て
も
政
府
の
原
理
に
相
応
し
い
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
第

一
に
個
人
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
財
産
に
関
わ
る
権
利
や
特
権
の
全
て
を
無
視
し
、
国
家
が
財
産
を
強
制
的
に
買
収
、
没
収
し
よ
う
と
す
る
奇
妙
な
制
度
を
採

用
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
既
に
個
人
が
所
有
す
る
も
の
を
買
い
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
国
家
の
進
歩
を
遅
滞
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
第
四
に
、

人
民
の
財
産
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
貧
困
に
陥
れ
、
人
民
を
全
く
取
る
に
足
ら
な
い
存
在
へ
と
強
制
的
に
追
い
や
っ
て
い
る
こ
と
、
第
五
に
、
剰
え
買
い
上

げ
の
た
め
の
資
金
を
外
国
公
債
の
募
集
に
よ
っ
て
賄
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
以
上
の
五
つ
の
点
で
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
三

。（
筆
者
翻
訳
） 
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以
上
の
史
料
よ
り
、
森
は
日
本
も
含
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
に
お
け
る
「
開
化civilization

」
の
あ
り
方
を
「
固
有peculiar

」
の
も
の
と
捉
え
、
従
っ
て

選
択
さ
れ
る
政
府
の
「
形
態f

o
r
m

」
も
必
然
的
に
異
な
る
と
す
る
一
方
で
、「
文
明
国
家
」
に
お
け
る
政
府
を
貫
く
共
通
の
「
原
理principle

」
と
い
う
基
準
に

照
ら
し
、
日
本
政
府
が
強
制
的
な
買
収
や
没
収
の
手
段
を
講
じ
て
、
個
人
が
所
有
す
る
財
産
を
剥
奪
す
る
行
為
は
不
当
な
権
力
の
行
使
に
他
な
ら
な
い
と
主
張
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
の
よ
う
な
森
の
見
解
に
対
し
て
、
吉
田
は
、「
禄
」
を
個
人
の
「
プ
ロ
プ
ル
チ
ー
」
と
見
做
す
「
実
ニ
拙
き
論
」、「
寸
分
も
取
ニ
足
ら
さ
る
拙
論
」
と
切
り
捨

て
、
「
実
ニ
三
尺
之
童
子
も
ケ
様
ナ
愚
な
る
事
ハ
申
間
敷
と
思
は
れ
る
程
の
拙
策
」
で
あ
る
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
四

。
こ
こ
に
は
「
禄
」
を
め
ぐ
る
両
者
の
立

場
の
相
違
が
存
在
し
て
い
る
。
吉
田
は
「
禄
」
を
政
府
よ
り
与
え
ら
れ
た
公
的
で
温
情
的
な
も
の
と
見
て
い
る
の
に
対
し
、
森
は
個
人
の
所
有
す
る
私
有
財
産
と

捉
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
森
は
個
人
の
私
有
財
産
を
剥
奪
し
よ
う
と
す
る
政
府
を
「
盗
賊
」
五

と
批
判
し
、
そ
の
行
為
を
「
政
府
盗
業
」
六

と
見
做
し
て
厳
し
く
批

判
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

森
は
「
外
債
意
見
書
」
を
作
成
す
る
六
月
以
前
に
、
吉
田
が
ワ
シ
ン
ト
ン
に
到
着
し
て
以
後
、
直
接
に
面
会
し
て
意
見
を
交
換
し
、
ま
た
僅
か
に
二
週
間
程
の

間
に
少
な
く
と
も
四
通
の
書
簡
や
質
問
状
を
送
り
、
繰
り
返
し
吉
田
に
詰
問
す
る
な
ど
執
拗
な
抵
抗
を
行
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
な
ぜ
森
が
こ
れ
ほ
ど
執
拗
に
、

徹
底
し
て
本
件
に
反
対
し
、
そ
の
上
欧
米
の
新
聞
に
対
し
て
以
上
の
よ
う
な
反
対
意
見
書
ま
で
も
明
ら
か
に
し
て
外
債
募
集
の
阻
止
を
図
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
森
は
外
債
募
集
の
計
画
に
抵
抗
す
る
前
提
と
し
て
、「
小
生
職
務
上
に
頗
る
関
係
の
次
第
有
之
ニ
付
」
七

と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
自
ら
の
外
交
官
と
し

て
の
立
場
上
、
職
務
上
、
本
件
を
捨
て
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
森
の
抵
抗
の
意
志
に
関
わ
る
根
拠
は
、
外
交
官
と

し
て
の
自
ら
の
使
命
や
役
割
と
は
何
か
と
い
う
森
自
身
の
職
分
意
識
に
関
す
る
問
い
や
答
え
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
森
は
外
交
官
と
し
て
の
自

ら
の
職
分
に
つ
い
て
、
五
月
十
八
日
付
け
の
吉
田
宛
の
書
簡
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

凡
ソ
外
ニ
出
一
国
政
府
之
代
任
ニ
当
る
者
ハ
、
其
本
国
外
交
事
務
よ
り
国
信
之
盛
衰
上
に
無
間
断
心
脳
を
可
用
は
申
迄
も
無
之
、
殊
ニ
目
今
我
国
の
形
勢
、

加
る
に
外
交
約
書
改
締
之
際
、
岩
倉
、
木
戸
、
大
久
保
等
之
諸
公
大
命
を
海
外
に
奉
し
、
且
つ
僕
一
分
ニ
於
て
も
米
国
公
約
書
調
印
之
任
可
担
当
内
決
の
折

か
ら
、
此
度
閣
下
奉
命
の
使
旨
右
辺
ニ
関
妨
を
為
す
少
な
ら
す
。
最
此
儀
ハ
我
国
之
大
害
と
深
愁
し
、
昨
朝
一
書
進
回
及
候
次
第
篤
と
御
了
解
可
被
下
候
八

。 

 

以
上
よ
り
、
外
交
官
と
は
、
自
国
の
対
外
的
な
「
国
信
之
盛
衰
」
に
対
し
て
、
常
に
心
血
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
し
て
や
今
日
の
日
本
の
「
形
勢
」
や

不
平
等
条
約
の
「
改
締
」
交
渉
と
い
う
日
本
の
直
面
す
る
現
実
に
お
い
て
、「
国
信
」
に
関
わ
る
問
題
は
極
め
て
重
要
に
な
る
と
森
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
の
対
峙
す
る
課
題
の
性
質
と
「
国
信
之
盛
衰
」
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
日
本
政
府
か
ら
吉
田
に
与
え
ら
れ
た
命
令
は
、
欧
米
諸
国
と
の
国
際

関
係
、
外
交
関
係
上
に
お
い
て
「
大
害
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
憂
慮
す
る
た
め
反
対
す
る
、
と
森
は
自
ら
の
主
観
的
な
意
図
や
目
的
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
を
い
か
に
し
て
死
守
す
る
の
か
と
い
う
外
交
官
と
し
て
の
森
の
問
題
意
識
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
次
節
に
お
い
て
詳
述
す
る
が
、
こ
の
「
国
信
」
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
森
が
日
本
政
府
の
行
為
を
「
盗
業
」
と
批
判
し
た
意
図
も
浮
か
び
あ
が
っ
て

く
る
。
私
有
財
産
を
重
ん
じ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
政
府
に
よ
る
個
人
の
財
産
に
対
す
る
恣
意
的
な
干
渉
は
、「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
基
準
に
相
応
し
く
な
い

野
蛮
で
、
非
文
明
的
な
行
為
と
し
て
ア
メ
リ
カ
側
に
理
解
さ
れ
兼
ね
な
い
と
い
う
認
識
が
森
の
中
に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
森
は
日
本
政
府
の
行

為
が
欧
米
諸
国
か
ら
の
「
信
」
を
得
る
に
値
す
る
も
の
か
否
か
と
い
う
国
際
関
係
の
文
脈
を
想
定
し
た
上
で
、
そ
の
是
非
を
論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
な
森
の
見
解
に
対
し
て
、
吉
田
は
五
月
十
九
日
付
の
書
簡
に
お
い
て
、
森
が
本
件
に
関
し
て
彼
是
と
批
判
や
抗
議
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
既
に
本

国
政
府
に
お
い
て
「
廟
議
」
が
確
定
し
、
「
勅
命
」
を
受
け
た
担
当
理
事
官
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
以
上
、
計
画
の
変
更
は
あ
り
得
ず
、
議
論
は
「
畢
竟
無
益
の
事
」
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で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
九

。
森
の
議
論
に
正
面
か
ら
向
き
合
お
う
と
し
な
い
吉
田
に
対
し
て
、
森
は
五
月
二
十
日
付
で
質
問
状
を
提
出
し
、「
当
時
の
日
本
の
如

き
一
国
其
名
信
を
他
各
国
に
失
せ
さ
る
の
法
如
何
」
一
〇

と
食
い
下
が
り
、
改
め
て
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
に
お
け
る
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
返
答
を
求
め
て
い
る
。
即
ち
、
森
は
今
日
の
よ
う
な
日
本
の
置
か
れ
た
現
実
の
中
で
、
日
本
の
「
名
」
と
「
信
」
を
対
外
的
に
失
墜
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

保
障
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
、
吉
田
や
日
本
政
府
側
は
一
体
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
と
再
び
問
い
質
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
吉
田
は
森
の
再
度
の
問

い
掛
け
に
も
応
じ
ず
、
本
件
に
内
在
さ
れ
た
本
質
的
な
問
題
を
外
交
官
と
し
て
の
森
個
人
の
あ
り
方
と
い
う
論
点
に
す
り
替
え
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。 

 

一
独
立
国
政
府
よ
り
其
代
任
と
し
て
外
国
に
派
出
せ
ら
れ
た
る
公
使
、
或
は
交
際
官
員
は
自
国
政
府
の
所
分
、
或
は
内
閣
議
院
の
決
議
せ
る
條
款
に
付
、
假

令
我
目
的
に
齟
齬
す
る
事
有
る
と
も

他

人

（
外
国
人
を
指
）

に
対
し
て
は
苟
且
に
も
之
を
毀
詬
す
べ
か
ら
す
一
一

。 

 

吉
田
は
、
仮
に
も
「
政
府
の
代
任
た
る
へ
き
官
員
は
自
国
政
府
の
信
と
名
と
を
辱
し
め
さ
る
事
を
第
一
義
と
す
」
一
二

と
森
が
心
得
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
国

で
決
定
さ
れ
た
命
令
や
法
律
を
遵
奉
す
る
は
ず
で
あ
り
、
ま
し
て
や
自
ら
の
「
目
的
」
と
「
齟
齬
」
す
る
か
ら
と
言
っ
て
、
本
国
政
府
や
そ
の
政
策
を
公
然
と
批

判
し
、「
外
国
人
」
に
対
し
て
日
本
の
情
報
や
恥
部
を
晒
し
て
、
政
府
の
栄
光
や
名
信
を
毀
損
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
や
は
り
吉
田
は
、
本
件
に
関
す
る
森
の
見
解
や
問
題
意
識
に
向
き
合
う
の
で
は
な
く
、
森
の
外
交
官
と
し
て
の
あ
り
方
、
即
ち
欧
米
人
に
対
す
る

「
発
信
活
動
」
や
そ
の
職
責
に
対
す
る
不
満
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
吉
田
は
、「
一
点
も
我
国
の
信
を
失
わ
ざ
る
様
輔
助
あ
る
べ
き
事
固
よ
り

当
然
の
事
た
る
べ
し
」
一
三

と
も
述
べ
、
森
の
役
割
と
は
担
当
理
事
官
で
あ
る
吉
田
の
計
画
が
首
尾
よ
く
終
え
ら
れ
る
よ
う
に
補
助
す
る
こ
と
に
あ
る
と
批
判
し
て

い
る
。
森
の
行
為
に
対
す
る
日
本
政
府
側
の
見
解
も
吉
田
の
そ
れ
と
全
く
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
吉
田
に
宛
て
た
上
野
景
範
、
井
上
馨
大
蔵
大
輔
の
七
月

二
十
九
日
付
け
の
書
簡
に
は
、
森
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
批
判
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

森
有
礼
事
先
生
ト
争
論
ノ
末
、
終
ニ
争
論
ノ
始
終
と
且
士
卒
族
禄
元
来
彼
等
ノ
「
プ
ロ
ペ
ル
チ
ー
」
故
、
政
府
ヨ
リ
掠
奪
ス
ル
事
ハ
不
條
理
明
白
抔
云
フ
様

ノ
意
味
ニ
テ
、
米
国
於
テ
英
文
ノ
「
プ
リ
ン
チ
ン
ク
」
ヲ
諸
朋
友
ヘ
モ
送
達
セ
リ
。
同
人
事
「
チ
ャ
ー
ヂ
ド
ア
フ
ヘ
ヤ
ー
」
ニ
テ
、
只
政
府
ノ
用
向
ヲ
米
国

政
府
ヘ
達
ス
ル
迄
ノ
職
務
、
外
ノ
事
務
且
我
政
府
ヲ
辱
カ
シ
ム
ル
所
業
言
語
ニ
絶
シ
候
。
定
テ
欧
羅
巴
ヘ
モ
右
様
ノ
書
散
乱
ス
ル
ハ
必
然
、
此
一
事
ヲ
以
テ

モ
我
信
用
ヲ
失
セ
シ
夥
シ
ク
、
條
公
初
メ
殊
ノ
外
憤
怒
是
非
ト
モ
呼
返
シ
厳
罰
ス
ル
ニ
決
議
ア
リ
。
実
ニ
先
生
ノ
今
度
ノ
業
作
ヲ
妨
害
ス
ル
多
シ
。
余
程
御

苦
配
ト
想
像
セ
リ
一
四

。 

 

森
は
「
チ
ャ
ー
ヂ
ド
ア
フ
ヘ
ヤ
ー
」
で
あ
り
、
そ
の
役
割
は
日
本
政
府
の
用
向
き
を
米
国
政
府
に
伝
達
す
る
だ
け
の
職
務
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
職
務
外
に
お

け
る
森
の
活
動
や
日
本
政
府
を
辱
め
る
よ
う
な
所
業
に
つ
い
て
は
余
り
に
も
酷
く
、
言
葉
で
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
欧
米
に

お
い
て
本
件
に
対
す
る
反
対
意
見
書
を
「
散
乱
」
す
る
な
ど
し
て
担
当
理
事
官
の
任
務
を
妨
害
し
、
日
本
政
府
に
対
す
る
「
信
用
」
を
失
墜
さ
せ
る
行
為
は
許
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
強
く
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
八
月
二
十
一
日
付
の
吉
田
宛
の
書
簡
に
お
い
て
も
、
森
の
行
為
は
「
自
己
之
憶
見
」
を
「
洋
文
に
刊
行
し

て
稠
麁
之
意
見
を
問
ひ
、
頗
る
政
府
を
詬
罵
」
す
る
も
の
で
あ
り
、「
実
に
代
理
公
使
之
職
掌
を
も
不
顧
所
業
言
語
に
絶
し
候
」
一
五

と
再
び
批
判
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
あ
り
方
を
問
題
視
す
る
吉
田
や
日
本
政
府
側
に
対
し
て
、
森
は
「
何
事
ニ
不
拘
一
旦
其
非
な
る
を
悟
る
時
ハ
政
府
又

ハ
君
主
と
い
へ
と
も
直
ニ
之
を
正
す
べ
き
ハ
申
ニ
不
及
」
一
六

と
反
論
し
、
ま
た
自
ら
の
「
発
信
活
動
」
に
つ
い
て
も
、「
政
府
の
代
任
た
る
交
際
官
員
他
人
に
対

し
、
禁
件
之
外
ハ
其
所
思
国
益
と
す
る
も
の
を
発
言
す
る
に
障
碍
を
見
す
」
一
七

と
主
張
し
て
い
る
。
吉
田
や
日
本
政
府
側
は
日
本
国
内
で
決
定
さ
れ
た
政
府
の
命
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令
に
従
わ
な
い
森
の
あ
り
方
こ
そ
が
、
自
ら
の
職
分
を
顧
み
な
い
国
辱
行
為
で
あ
る
と
捉
え
た
の
に
対
し
、
森
は
抑
々
日
本
政
府
の
決
定
し
た
外
債
募
集
と
い
う

方
針
や
政
策
そ
れ
自
体
が
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
を
毀
損
し
、
日
本
の
「
国
益
」
を
損
な
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
外
債
募
集
を
め
ぐ
る
両
者
の
位

相
は
、
次
節
で
明
ら
か
に
す
る
森
の
「
外
交
官
視
点
」
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
本
稿
で
は
考
え
る
。
森
は
、
た
と
え
自
国
政
府
の
意
向
や
命
令
に
背
む
く

こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
と
「
国
益
」
を
守
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
れ
ば
、
公
然
と
批
判
の
声
を
あ
げ
、
そ
の
行
為
を
阻
止
す

る
こ
と
こ
そ
が
外
交
官
と
し
て
の
自
ら
の
役
割
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
外
交
官
と
は
自
国
政
府
の
意
向
に
無
批
判
に
追
従
す
る
も
の
か
、
或
い
は

誤
り
を
問
い
直
し
、
政
府
の
再
方
向
付
け
を
行
う
も
の
か
。
森
は
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
と
「
国
益
」
を
守
る
た
め
に
後
者
を
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二
．「
外
交
官
視
点
」
に
お
け
る
「
目
的
」
と
「
手
段
」
の
構
造 

本
論
争
は
「
そ
も
そ
も
森
有
礼
と
は
何
者
で
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
こ

と
は
、
本
論
争
に
お
け
る
森
の
主
観
的
な
意
図
や
目
的
に
つ
い
て
、
吉
田
や
日
本
政
府
側
は
全
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
両
者
の
相
互
不
信
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
は
、「
外
交
官
視
点
」
と
い
う
森
の
立
ち
位
置
の
特
異
性
と
、
こ
の
特
異
な
立
場
性
と
の
関
係
に
お
い

て
、
森
の
「
発
信
活
動
」
が
日
本
側
か
ら
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
理
解
さ
れ
た
の
か
と
い
う
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ま
ず
、
先
の
論
争
を
踏
ま
え
、
森
の
「
外
交
官
視
点
」
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
森
と
日
本
側
で
は
外
債
募
集
と
い
う
問
題
を
位
置
付
け
る
文
脈
や
分
析
軸
が

全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
吉
田
や
日
本
政
府
側
の
主
張
は
、
外
債
を
募
集
す
る
と
い
う
政
策
が
日
本
国
内
に
お
い
て
正

式
な
手
続
き
を
経
て
決
定
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
本
か
ら
派
遣
さ
れ
た
外
交
官
が
そ
の
方
針
を
批
判
し
、
反
対
意
見
ま
で
も
起
草
し
て
抗
議
活
動
を
行
う
こ

と
は
外
交
官
の
職
分
に
あ
る
ま
じ
き
行
為
で
あ
り
、
職
権
の
逸
脱
、
越
権
行
為
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
側
は
森
と
は
異
な
り
、
禄

を
個
人
が
所
有
す
る
財
産
で
は
な
く
、
政
府
が
華
士
族
を
補
助
す
る
た
め
に
温
情
的
に
分
配
す
る
公
有
財
産
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
日

本
側
は
国
内
的
な
政
策
決
定
や
法
律
、
組
織
に
お
け
る
上
下
関
係
、
そ
し
て
国
内
的
な
価
値
基
準
な
ど
、
主
に
国
内
事
情
や
対
内
的
視
点
に
依
拠
し
て
「
外
交
官

と
し
て
の
森
」
の
あ
り
方
を
問
題
視
し
て
い
る
。 

一
方
の
森
は
、
先
に
引
用
し
た
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
た
と
え
国
内
で
決
定
さ
れ
た
法
律
や
命
令
、
或
い
は
君
主
や
政
府
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
方
針
や

政
策
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
本
質
的
に
誤
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
断
固
と
し
て
改
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
森
の
こ
の
よ
う
な
主

張
の
前
提
に
は
、
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
や
外
交
関
係
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
国
内
的
な
事
情
や
価
値
基
準
よ
り
も
優
先
し
、
重
ん
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
り
高
次
の
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
既
に
日
本
が
開
国
し
て
お
り
、
国
際
関
係
と
は
、
欧
米
と
い
う
相
手
が
あ
っ
て

成
立
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
日
本
の
国
内
事
情
や
価
値
観
と
い
う
「
自
己
」
の
視
点
や
理
屈
ば
か
り
で
な
く
、
欧
米
の
価
値
基
準
や
思
想
と
い
う
「
他
者
」
の

視
点
や
考
え
方
に
立
っ
て
、「
自
己
」
の
行
為
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
可
能
性
や
危
険
性
が
あ
る
の
か
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
、
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」

や
「
国
益
」
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
森
の
「
外
交
官
視
点
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
の
よ
う
な
森
の
視
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
た
と
え
吉
田
や
日
本
側
が
禄
を
公
有
財
産
と
捉
え
た
と
し
て
も
、
私
有
財
産
と
い
う
価
値
基
準
が
前
提
に
な
っ
て

い
る
英
、
米
な
ど
の
目
線
に
立
て
ば
、
日
本
政
府
が
個
人
の
財
産
に
対
し
て
不
当
な
介
入
を
行
っ
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
予
見
し
た

森
が
、
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
と
「
国
益
」
を
毀
損
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
森

は
不
平
等
条
約
の
改
正
交
渉
に
お
い
て
、
「
い
か
に
も
日
本
政
府
之
危
き
と
而
歎
息
之
情
相
顕
れ
」、「「
バ
ー
バ
ロ
ー
ス
コ
ン
ト
リ
ー
」
の
形
勢
を
大
息
」
し
て
い

た
一
八

と
い
う
様
子
が
吉
田
の
書
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
森
の
視
点
は
、
優
等
な
「
文
明
国
家enlightened nations

」
一
九

と
し
て

の
欧
米
諸
国
に
対
し
て
、
劣
等
な
「
野
蛮
非
文
明
国
家Ba

rbarous 
Country

」
と
し
て
の
日
本
と
い
う
明
ら
か
な
優
劣
関
係
に
基
づ
く
二
項
対
立
の
前
提
的
認
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識
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
専
ら
国
内
的
な
価
値
基
準
や
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
依
拠
し
て
決
定
さ
れ
、
是
と
さ
れ
た
方
針
や
政
策
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
欧
米
と
い
う
「
他

者
」
の
存
在
を
前
提
と
し
た
大
局
的
視
点
、
国
際
的
文
脈
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
再
度
位
置
付
け
直
し
、
改
め
て
日
本
の
「
国
信
」
を
守
り
、「
国
益
」
に
適
う
も
の

で
あ
る
の
か
、
そ
の
是
非
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
森
の
「
外
交
官
視
点
」
は
、
本
章
で
取
り
あ
げ
た
「
外
債
意
見
書
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
後
述
す
る
「
日
本
に

お
け
る
宗
教
の
自
由
」
や
「
妻
妾
論
」
に
も
共
通
す
る
見
方
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
文
相
時
代
の
演
説
に
お
い
て
「
一
国
ノ
事
業
ハ
大
抵
外
国
ニ
対
ス
ル
関
係
ニ
由

リ
テ
必
要
ト
否
ラ
サ
ル
ト
ノ
差
別
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
」
二
〇

と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
生
涯
一
貫
し
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、
森
の
判
断
基
準
と

な
っ
た
と
本
稿
は
考
え
る
。 

以
上
の
よ
う
な
森
の
「
外
交
官
視
点
」
を
示
唆
す
る
別
の
事
例
と
し
て
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
六
月
に
執
筆
さ
れ
た
「
外
国
交
際
ヲ
正
ス
ノ
議
」
や
「
情

実
法
ヲ
非
ト
ス
ル
説
」
な
ど
の
「
外
交
意
見
書
」
に
注
目
さ
れ
る
。
森
は
本
書
に
お
い
て
、
日
本
政
府
に
よ
る
外
交
交
渉
が
「
柔
怯
偸
安
」
で
あ
り
、「
街
評
」
に

は
愛
国
心
に
欠
け
る
と
の
意
見
も
あ
り
「
歎
息
悲
憤
実
ニ
堪
ヘ
難
シ
」
と
述
べ
、
政
府
は
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
に
お
い
て
日
本
の
直
面
す
る
「
邦
家
安
危
ノ

大
事
」
を
全
く
理
解
で
き
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
二
一

。
さ
ら
に
森
は
、
岩
倉
使
節
団
が
帰
朝
し
て
既
に
一
年
が
経
過
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
欧
米
と
の

条
約
改
正
交
渉
や
日
本
の
対
外
的
独
立
を
回
復
す
る
と
い
う
課
題
は
一
向
に
進
展
を
見
せ
ず
、
剰
え
外
国
か
ら
の
圧
力
に
屈
し
て
「
内
地
旅
行
」
を
許
容
し
よ
う

と
す
る
条
約
を
新
た
に
締
結
し
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
と
批
判
し
二
二

、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

願
ク
ハ
諸
公
交
際
ノ
大
事
ヲ
深
ク
思
ヒ
、
條
約
改
締
ノ
大
目
的
ヲ
定
メ
、
百
挫
不
撓
独
立
回
復
ヲ
謀
リ
、
内
地
旅
行
ノ
如
キ
ハ
普
ク
全
国
ノ
評
ニ
懸
ケ
、
然

ル
後
ニ
政
府
隨
意
ニ
其
処
分
ヲ
為
ス
モ
遅
ト
為
サ
ス
二
三

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
政
府
は
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
、
外
交
関
係
が
ど
れ
程
に
重
要
で
あ
る
の
か
を
再
度
熟
考
し
、
改
め
て
不
平
等
条
約
の
「
改
締
」
と

日
本
の
対
外
的
「
独
立
」
の
「
回
復
」
と
い
う
「
大
目
的
」
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
森
は
訴
え
て
い
る
。
さ
ら
に
森
は
、
そ
の
よ
う
な
「
大
目
的
」
を
達

成
す
る
た
め
に
、
欧
米
諸
国
と
の
外
交
関
係
に
お
い
て
次
の
諸
点
に
注
意
す
る
よ
う
建
言
し
て
い
る
。 

 

夫
内
政
ハ
本
ニ
シ
テ
且
ツ
重
シ
ト
雖
全
国
同
体
安
危
ヲ
共
ニ
ス
レ
ハ
墻
内
ノ
患
ハ
甚
タ
大
ナ
ラ
ス
、
然
レ
ト
モ
外
交
ニ
至
テ
ハ
甚
タ
之
ニ
異
ナ
リ
、
一
言
以

テ
国
ヲ
辱
メ
一
事
以
テ
危
亡
ヲ
来
タ
ス
、
願
ク
ハ
廟
堂
深
ク
交
際
ノ
大
事
ヲ
察
シ
能
ク
條
約
改
締
ノ
目
的
ヲ
定
メ
百
挫
不
撓
而
テ
心
力
ヲ
独
立
ニ
専
ニ
シ
、

外
務
ノ
官
員
ヲ
精
選
シ
、
開
港
開
市
ノ
各
地
ニ
有
能
ヲ
選
置
シ
、
英
仏
独
米
等
ノ
諸
国
ニ
識
者
ヲ
派
出
シ
、
託
ス
ル
ニ
交
際
ノ
秘
術
ヲ
以
テ
シ
、
我
常
ニ
猛

省
以
テ
過
ヲ
少
ク
シ
聊
カ
モ
外
国
ノ
無
礼
ヲ
許
サ
ス
、
終
始
公
道
ヲ
楯
ニ
シ
テ
我
義
務
ヲ
尽
ク
シ
之
ト
興
亡
安
危
ヲ
共
ニ
ス
ル
ノ
大
勇
断
ヲ
以
テ
根
據
ト
シ
、

決
シ
テ
寸
法
モ
枉
く
可
カ
ラ
ス
二
四

。 

 

森
の
「
外
交
意
見
書
」
に
は
、「
條
約
改
締
」
と
い
う
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
日
本
政
府
が
認
識
を
改
め
る
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
森
は
、
「
内
政
」
と
「
外
交
」
が
本
質
的
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

森
に
よ
れ
ば
、
「
内
政
」
は
重
要
で
あ
る
が
、「
全
国
同
体
」
と
い
う
一
つ
の
対
内
的
な
ま
と
ま
り
の
中
で
「
安
危
」
が
生
起
す
る
以
上
、
国
家
的
な
危
機
に
発
展

す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
の
「
外
交
」
の
文
脈
に
お
い
て
は
「
内
政
」
と
は
明
確
に
異
な
り
、
僅
か
に
一
つ
の
言
説
や
一
つ

の
出
来
事
が
国
辱
を
生
み
出
し
、
国
家
の
存
亡
を
危
う
く
す
る
と
い
う
危
機
感
を
滲
ま
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
よ
う
な
劣
等
後
発
国
に
と
っ
て
、「
外
交
」
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の
実
像
が
、
欧
米
と
い
う
価
値
観
や
考
え
方
の
異
な
る
「
他
者
」、
そ
の
上
、
日
本
よ
り
も
国
力
や
形
勢
の
優
れ
た
「
文
明
国
家
」
と
い
う
優
位
な
相
手
と
の
関
係

を
所
与
の
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
不
平
等
、
非
対
等
の
国
家
間
関
係
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
森
の
認
識
に
起
因
す
る
危
機
意
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

森
は
欧
米
と
日
本
の
「
開
化
」
レ
ベ
ル
の
位
相
に
つ
い
て
、「
開
化
ノ
最
高
度
ヲ
十
度
ト
定
メ
ン
ニ
亜
細
亜
ハ
三
度
ノ
上
ニ
達
シ
欧
羅
巴
ハ
七
度
ニ
下
ラ
サ
ル
点

ニ
ア
ル
ヘ
シ
」
と
語
り
、
こ
の
四
段
階
の
差
を
埋
め
、
ア
ジ
ア
が
欧
米
に
「
掎
角
」
す
る
時
を
迎
え
る
の
は
「
未
タ
迥
カ
ニ
幾
百
年
ノ
後
ニ
在
リ
ト
云
サ
ル
ヲ
得

サ
ル
ナ
リ
」
と
説
明
し
て
い
る
二
五

。
ま
た
、
森
は
文
相
期
の
演
説
に
お
い
て
も
、
欧
米
と
日
本
の
「
進
歩
」
を
め
ぐ
る
圧
倒
的
な
距
離
感
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。 

 

大
体
ニ
就
テ
云
ハ
ヽ
十
ニ
七
八
ハ
彼
大
ニ
進
歩
シ
其
差
違
実
ニ
非
常
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
故
ニ
長
足
ヲ
以
テ
之
ニ
追
及
セ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
彼
モ
亦
進
歩
ス
ル
ヲ

以
テ
之
ト
併
行
セ
ン
ト
ス
ル
甚
タ
難
シ
、
然
レ
ト
モ
難
キ
ノ
故
ヲ
以
テ
之
ヲ
抛
擲
セ
ハ
際
限
ナ
シ
、
日
本
ヲ
挙
テ
直
行
勇
進
シ
迂
余
曲
折
セ
ス
、
彼
一
歩
ス

ル
時
我
二
歩
シ
彼
十
歩
ス
ル
ト
キ
我
二
十
歩
セ
ハ
追
及
セ
サ
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
セ
ス
、
唯
勉
励
如
何
ニ
帰
ス
二
六

。 

 

こ
の
よ
う
な
国
家
間
関
係
に
お
け
る
不
平
等
性
、
非
対
等
性
、
そ
し
て
国
力
や
形
勢
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
現
実
を
前
提
と
し
て
、
欧
米
諸
国
と
の
関
係
構

築
の
方
向
性
を
模
索
す
る
こ
と
を
、
森
は
「
外
交
」
と
理
解
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
二
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
欧
米
諸
国
と
の
「
外
交
」
に
お
い
て
は
、
欧
米
側
が
重
ん
じ
る
「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
価
値
観
や
思
想
、
ル
ー
ル
が
存
在
し
、

そ
れ
を
日
本
側
が
理
解
し
、
重
要
な
も
の
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
、
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
と
「
国
益
」
を
守
る
こ
と
に
繋
が
る
と
森
が
考

え
て
い
る
点
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
書
に
お
い
て
、
森
は
「
文
明
国
家
」
間
の
関
係
を
法
的
に
規
定
す
る
国
際
法
＝
「
公
道
」
と
い
う
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
こ
と

の
重
要
性
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
森
は
外
交
関
係
に
お
け
る
「
公
道
」
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、「
外
国
公
使
ニ
接
シ
何
件
ニ
拘
ハ
ラ
ス
情
実
懇
談
ノ

法
ヲ
用
ル
ハ
、
啻
ニ
無
益
ニ
属
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
常
ニ
大
弊
害
ヲ
醸
モ
ス
ニ
至
ル
、
決
シ
テ
斯
ノ
拙
法
ハ
頼
ム
可
ラ
ス
」
二
七

と
述
べ
、
従
来
の
日
本
に
お
い
て

重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
「
情
実
懇
談
ノ
法
」
と
い
う
外
交
手
段
を
今
す
ぐ
に
改
め
る
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。 

森
に
よ
れ
ば
、「
情
実
懇
談
ノ
法
」
と
は
、
日
本
の
国
内
的
な
事
情
を
理
由
に
し
て
欧
米
側
の
要
求
を
拒
絶
し
よ
う
と
す
る
外
交
手
法
の
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ

れ
て
い
る
二
八

。
森
が
国
際
法
と
い
う
「
公
道
」
に
対
し
て
、「
情
実
懇
談
ノ
法
」
と
い
う
日
本
独
自
の
「
私
道
」
を
用
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
た
の
は
、
日
本
政
府

が
こ
の
よ
う
な
「
拙
法
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
側
が
欧
米
諸
国
と
の
外
交
関
係
の
築
き
方
さ
え
も
理
解
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
自
ら

の
手
で
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
と
危
惧
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
際
社
会
に
は
「
文
明
国
家
」
間
の
相
互
関
係
を
規
定
す
る

「
公
道
」
＝
国
際
法
が
存
在
し
て
お
り
、「
情
実
懇
談
の
法
」
に
基
づ
く
外
交
手
法
は
日
本
が
国
際
法
を
知
ら
な
い
「
野
蛮
非
文
明
国
家
」
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す

る
行
為
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
森
は
、「
公
道
」
を
「
楯
」
に
し
て
文
明
国
家
と
し
て
の
「
義
務
」
を
尽
し
、
欧
米
諸
国
と
の
関
係
を
築
い

て
い
く
こ
と
が
、
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
と
「
国
益
」
を
守
る
こ
と
に
寄
与
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
森
は
こ
の
よ
う
な
国
際
法
と
い
う
「
文
明
国
家
」

間
の
ル
ー
ル
に
加
え
、
先
に
取
り
あ
げ
た
「
外
債
意
見
書
」
で
は
私
有
財
産
と
い
う
価
値
観
を
、
そ
し
て
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
で
は
良
心
の
自
由
と

い
う
理
念
や
、
政
治
と
宗
教
の
分
離
と
い
う
原
則
を
、
「
文
明
国
家
」
に
相
応
し
い
基
準
と
し
て
主
張
し
た
の
で
あ
る
。 

前
章
で
明
ら
か
に
し
た
森
の
「
発
信
活
動
」
の
特
徴
と
、
本
章
で
取
り
あ
げ
た
以
上
二
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
か
ら
、
森
の
「
外
交
官
視
点
」
に
お
い
て
は
「
目
的
」

と
「
手
段
」
の
関
係
が
構
造
的
に
峻
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
森
が
最
も
中
心
に
据
え
た
「
大
目
的
」
は
、
欧
米
諸
国
と
の
不
平
等
条
約
の
「
改
締
」
と

日
本
の
対
外
的
な
「
独
立
」
の
「
回
復
」
で
あ
り
、
欧
米
諸
国
に
よ
る
支
配
や
搾
取
の
対
象
と
さ
れ
な
い
確
固
た
る
主
権
国
家
を
設
立
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
森
の
主
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
従
「
目
的
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
が
、
日
本
の
「
開
化
」
に
対
す
る
国
際
的
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な
評
価
を
高
め
る
こ
と
で
、「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
「
外
か
ら
」
の
認
知
や
承
認
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
要
件
と
し
て
、
第
一
に
、
当
時
の
欧

米
諸
国
が
日
本
に
対
し
て
懐
い
て
い
た
「
野
蛮
非
文
明
国
家
」
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
打
破
し
、
作
り
変
え
る
こ
と
、
第
二
に
、

日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
や
「
国
益
」
を
自
ら
の
手
で
決
し
て
毀
損
す
る
こ
と
な
く
守
り
高
め
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
課
題
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
日
本
を
守
り
、
何
よ
り
も
ま
ず
国
家
の
生
存
を
最
優
先
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
森
は
欧
米
諸
国
が
「
文
明
国
家
」

に
相
応
し
い
基
準
と
し
て
重
ん
じ
る
諸
価
値
や
考
え
方
を
逆
手
に
と
り
、
そ
れ
ら
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欧
米
側
に
対
し
て
日
本
の
「
開
化
」
の
進
捗
度

合
い
や
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
発
信
す
る
と
い
う
外
交
戦
略
を
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
欧
米
を
「
手
段
」
化
し
、
日
本
の
「
開
化
」
を
国
際
的
に
ア
ピ
ー
ル

す
る
た
め
に
、
森
は
意
見
書
の
作
成
や
演
説
、
翻
訳
な
ど
自
ら
の
形
成
し
た
人
脈
や
語
学
力
を
駆
使
し
、
あ
ら
ゆ
る
手
を
尽
く
し
て
発
信
し
よ
う
と
努
力
し
て
い

た
。
例
え
ば
、
森
は
「
外
債
意
見
書
」
や
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
に
お
い
て
、
私
有
財
産
や
良
心
の
自
由
、
政
治
と
宗
教
の
分
離
と
い
う
欧
米
側
の
価

値
基
準
に
準
拠
し
て
日
本
政
府
を
批
判
す
る
意
見
書
を
英
語
で
執
筆
し
、
ま
た
、
政
府
の
外
交
政
策
を
問
い
直
す
た
め
に
「
外
交
意
見
書
」
を
作
成
し
て
国
際
法

の
重
要
性
を
訴
え
た
。「
日
本
の
教
育
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
序
文
」
と
し
て
日
本
史
、
特
に
日
本
の
国
体
史
を
英
語
で
執
筆
し
、
対
外
的
な
独
立
や
国
家
の
結

集
軸
と
な
る
日
本
固
有
の
国
体
の
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
当
時
日
本
で
発
布
さ
れ
て
間
も
な
い
「
学
制
」
を
英
文
に
翻
訳
し
て
ア
メ
リ
カ
内

務
省
に
提
供
し
、「
親
日
家
」
を
活
用
し
て
日
本
の
「
開
化
」
を
代
弁
さ
せ
た
。
学
術
会
議
に
参
加
し
、
欧
米
の
新
聞
に
向
け
て
、
日
本
の
教
育
の
現
状
や
課
題
に

つ
い
て
積
極
的
に
発
言
し
た
。
そ
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
の
生
活
と
資
源
」
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
正
の
側
面
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
根
幹
を
支
え
る
自
由
や
キ

リ
ス
ト
教
、
そ
し
て
共
和
政
体
に
内
在
さ
れ
た
矛
盾
や
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
人
の
目
か
ら
見
た
西
洋
文
明
の
実
像
に
つ
い
て
批
判
的
に
英
語
で
語
っ
た
。 

こ
れ
ら
は
、
日
本
の
「
開
化
」
の
進
捗
度
合
い
を
欧
米
側
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
が
展
開
し
た
戦
略
で
あ
り
、「
方
法
」
に
他
な
ら

な
か
っ
た
。
駐
英
外
交
官
時
代
の
森
が
、
青
木
周
蔵
駐
独
公
使
に
宛
て
て
作
成
し
た
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
一
月
二
十
一
日
付
の
「
公
文
案
」
の
中
で
、
不

平
等
条
約
の
改
正
交
渉
が
進
展
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
、「
我
政
府
及
ビ
国
民
開
化
シ
実
況
外
国
ヲ
シ
テ
深
ク
之
ニ
信
ヲ
置
カ
シ
ム
ル
程
ニ
至
ラ
ス
」
二
九

と
語
り
、

日
本
の
「
開
化
」
と
欧
米
側
か
ら
の
「
信
」
の
相
関
関
係
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
森
は
日
本
政
府
や
国
民
に
お
け
る
「
開
化
」
を
、

条
約
改
正
と
い
う
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
の
「
手
段
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
の
で
あ
る
。 

森
が
最
も
問
題
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
日
本
と
い
う
「
自
己
」
と
欧
米
と
い
う
「
他
者
」
の
間
に
お
け
る
価
値
基
準
や
考
え
方
の
「
ズ
レ
」
を
日
本
側
が
意
識

的
に
把
握
で
き
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
日
本
政
府
の
宗
教
政
策
や
外
債
募
集
計
画
、
交
渉
手
段
と
し
て
の
「
情
実
懇
談
ノ
法
」

と
い
う
日
本
の
政
策
や
方
針
は
、
日
本
国
内
の
価
値
基
準
や
考
え
方
の
文
脈
に
お
い
て
の
み
検
討
さ
れ
、
是
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
外
交
」
と
は
関
係

性
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
り
、
日
本
の
相
対
す
る
欧
米
と
い
う
「
他
者
」
に
は
、
良
心
の
自
由
や
政
治
と
宗
教
の
分
離
、
私
有
財
産
と
公
権
力
に
よ
る
不
干
渉
、
そ
し

て
国
際
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
国
家
間
関
係
、
と
い
う
「
文
明
国
家
」
と
し
て
踏
ま
え
る
べ
き
明
確
な
「
開
化
」
に
関
わ
る
指
標
が
存
在
し
て
い
た
。
従
っ
て
、

森
は
欧
米
側
の
目
線
を
踏
ま
え
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
を
想
定
し
て
日
本
国
内
で
決
定
さ
れ
た
方
針
や
政
策
の
是
非
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
一
貫
し
て

主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
異
文
化
間
、
異
文
明
間
に
お
け
る
断
層
＝
「
ズ
レ
」
こ
そ
が
、
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
や
「
国
益
」
を
毀
損
す
る
要
因

を
生
み
出
す
源
泉
で
あ
り
、
日
本
が
「
野
蛮
非
文
明
国
家
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
欧
米
側
か
ら
惹
起
さ
せ
る
証
左
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
森
は
こ
の

「
ズ
レ
」
を
埋
め
る
こ
と
を
「
開
化
」
と
位
置
付
け
、
ま
た
日
本
を
守
る
た
め
に
は
欧
米
人
に
向
け
た
「
発
信
活
動
」
を
行
う
こ
と
で
、「
開
化
」
を
国
際
的
に
ア

ピ
ー
ル
し
、「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
評
価
と
条
約
改
正
に
お
け
る
譲
歩
を
欧
米
側
か
ら
引
き
出
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
欧
米
側
の
価
値
基
準

に
準
拠
し
、
欧
米
人
の
目
線
に
立
っ
て
日
本
の
政
策
や
方
針
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
こ
と
の
で
き
た
森
を
伊
藤
博
文
は
「
日
本
産
の
西
洋
人
」
三
〇

と
評
価
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。 
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三
．「
発
信
活
動
」
を
め
ぐ
る
評
価
―
錯
綜
す
る
主
観
と
客
観
― 

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
森
の
「
外
交
官
視
点
」
は
吉
田
や
日
本
側
か
ら
理
解
を
得
ら
れ
ず
、
相
互
不
信
を
生
む
背
景
要
因
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
森
の
「
外

交
官
視
点
」
に
基
づ
く
「
発
信
活
動
」
も
必
然
的
に
そ
の
意
図
は
理
解
さ
れ
ず
、
以
下
の
吉
田
の
書
簡
の
よ
う
に
、
全
く
別
の
形
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 
森
弁
務
使
ハ
存
外
ノ
異
説
ニ
テ
最
初
ヨ
リ
国
債
ノ
事
大
不
服
、
政
府
民
産
ヲ
賊
奪
シ
、
不
正
有
害
ト
ノ
議
論
盛
ニ
テ
百
方
論
弁
ニ
及
候
得
共
、
中
々
不
承
知

ノ
廉
多
ク
相
見
、
弁
務
使
不
同
意
ニ
テ
ハ
外
国
人
ヘ
モ
其
内
情
相
洩
レ
疑
念
ヲ
起
シ
、
余
程
ノ
障
碍
ニ
モ
可
相
成
ト
大
ニ
苦
辛
、
猶
又
種
々
説
得
モ
致
候
処
、

昨
今
ノ
処
ニ
テ
ハ
大
分
了
解
ノ
場
合
ニ
至
リ
、
先
ツ
障
碍
ノ
論
ヲ
外
人
ニ
洩
シ
候
程
ノ
事
ハ
有
之
間
鋪
ト
少
シ
ハ
安
心
仕
候
三
一

。 

 

以
上
の
書
簡
に
お
い
て
、
森
は
「
外
国
人
」
に
対
し
て
、
日
本
の
「
内
情
」
や
日
本
政
府
の
交
渉
を
妨
げ
る
「
障
碍
ノ
論
」
を
漏
洩
す
る
存
在
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
欧
米
側
に
対
し
て
日
本
の
恥
部
を
晒
し
て
政
府
の
対
外
的
な
威
信
を
辱
し
め
、
剰
え
内
部
情
報
さ
え
も
リ
ー
ク
す
る
恰
も
「
売
国
奴
」
三
二

で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
森
に
対
す
る
評
価
は
外
債
募
集
の
件
に
限
ら
れ
た
一
過
性
の
問
題
と
し
て
認
識

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
森
の
根
本
的
な
「
姓
質
」
で
あ
る
と
し
て
使
節
団
の
岩
倉
や
木
戸
か
ら
も
理
解
さ
れ
た
。 

 

森
が
事
故
或
ハ
当
方
之
外
務
卿
其
外
ヘ
讒
訴
ス
ル
歟
モ
実
ニ
難
計
、
岩
倉
木
戸
始
粗
心
配
之
様
子
ニ
候
。
夫
故
昨
夜
既
ニ
木
戸
先
生
直
ニ
森
ヘ
差
越
談
詰
メ

ニ
相
成
候
筈
ニ
取
極
メ
置
キ
候
（
筆
者
中
略
）
木
戸
先
生
ニ
ハ
其
姓
質
ヲ
察
シ
近
日
大
ニ
不
平
之
様
子
ニ
被
察
候
三
三

。 

 岩
倉
や
木
戸
な
ど
は
、
森
が
「
外
国
人
」
に
対
し
て
情
報
を
漏
洩
し
、「
讒
訴
」
す
る
の
で
は
な
い
か
と
「
心
配
」
す
る
一
方
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
単
な
る
杞

憂
で
は
な
く
、
森
と
い
う
人
間
の
「
姓
質
」
で
あ
る
こ
と
を
察
知
し
た
木
戸
は
、
吉
田
や
岩
倉
な
ど
と
話
し
合
い
の
上
、
森
に
対
し
て
直
ち
に
釘
を
刺
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
判
断
し
、
詰
問
す
る
こ
と
に
「
取
極
メ
」
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
吉
田
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
森
の
「
増
長
」
は
著
し
く
、「
弁
務
使
と
し

て
あ
り
な
か
ら
岩
倉
ハ
無
学
ぢ
や
と
歟
、
或
ハ
日
本
政
府
の
始
終
動
揺
す
る
と
か
云
事
な
と
外
人
エ
相
咄
し
候
様
子
も
有
之
、
実
に
一
国
の
弁
務
使
之
語
ニ
ハ
不

相
応
之
事
も
有
之
様
子
ニ
被
察
候
。
実
ニ
不
案
千
万
ニ
御
座
候
」
と
井
上
馨
に
書
き
送
っ
て
い
る
三
四

。
岩
倉
や
木
戸
に
お
い
て
も
、
吉
田
と
同
様
に
「
心
配
之
模

様
」
で
あ
り
、「
大
ニ
不
案
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
三
五

。
こ
れ
ら
の
史
料
の
裏
を
返
せ
ば
、
当
時
森
は
欧
米
人
に
対
す
る
「
発
信
活
動
」
を
そ
れ
だ
け
頻
繁
に
行

っ
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

そ
し
て
、
森
の
「
発
信
活
動
」
に
関
わ
る
行
動
原
理
も
ま
た
、
日
本
の
「
開
化
」
を
欧
米
側
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
を

守
る
、
と
い
う
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
意
図
や
戦
略
性
は
一
切
汲
み
取
ら
れ
ず
、
西
洋
の
「
皮
膚
」
に
心
を
奪
わ
れ
た
西
洋
気
触
れ
、
西
洋
心
酔
者
が
欧
米

人
に
対
し
て
日
本
の
文
化
や
風
俗
を
卑
し
め
よ
う
と
す
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
と
理
解
さ
れ
た
三
六

。
木
戸
の
「
日
記
」
に
は
、
森
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
批
判
が

記
さ
れ
て
い
る
。 

 

米
人
却
て
能
我
国
の
情
を
解
し
、
我
国
の
風
俟
を
知
る
、
然
る
に
当
時
留
学
の
生
徒
等
も
我
国
の
本
来
所
以
を
深
了
せ
ず
、
容
易
に
米
人
の
風
俗
を
軽
慕
し
、

未
己
の
自
立
す
る
所
以
を
知
ら
ず
漫
に
自
主
と
歟
、
共
和
と
歟
の
説
を
唱
へ
、
軽
燥
浮
薄
不
堪
聞
も
の
あ
り
、
已
に
森
等
の
如
き
、
我
国
の
公
使
に
し
て
公

然
外
国
人
中
に
て
猥
り
に
我
国
の
風
俗
を
い
や
し
め
る
風
説
あ
り
、
其
他
当
時
の
官
員
中
に
も
纔
此
米
国
に
遊
歴
し
、
其
皮
膚
を
学
び
、
我
国
を
軽
視
す
る

の
徒
不
少
、
挙
一
善
は
一
害
を
添
ふ
、
世
界
古
今
の
通
患
、
善
害
を
不
顧
只
管
漫
に
雑
種
す
る
に
於
て
お
や
、
愛
我
国
思
我
人
民
者
豈
可
不
深
憂
哉
三
七

。 
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木
戸
に
よ
れ
ば
、
欧
米
に
触
れ
た
者
は
徒
に
外
国
の
「
風
俗
」
に
対
し
て
憧
憬
を
懐
き
、
本
当
の
「
自
立
」
の
意
味
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
を
理
解
せ
ず

に
、「
自
主
」
や
「
共
和
」
な
ど
の
説
を
唱
え
、
そ
の
「
善
悪
」
を
顧
み
ず
に
「
雑
種
」
し
よ
う
と
す
る
と
さ
れ
る
。
森
は
そ
の
典
型
例
に
他
な
ら
ず
、
だ
か
ら
こ

そ
日
本
を
「
軽
視
」
し
、「
公
然
外
国
人
中
に
て
猥
り
に
我
国
の
風
俗
を
い
や
し
め
る
風
説
」
を
発
信
す
る
の
で
あ
る
と
木
戸
は
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
木

戸
は
「
我
国
を
愛
し
我
人
民
を
思
う
者
豈
深
憂
せ
ざ
る
可
け
ん
哉
」
と
述
べ
、
木
戸
の
目
に
写
る
表
層
的
な
西
洋
主
義
者
と
し
て
の
森
の
姿
を
非
愛
国
的
存
在
と

し
て
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
四
月
二
十
二
日
の
木
戸
の
「
日
記
」
に
お
い
て
、「
今
夜
森
来
て
條
約
の
談
に
至
る
、
談
論
数
時
、
然
し
て
大
使
大

に
森
の
平
生
愛
国
の
情
薄
き
を
責
む
」
三
八

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
岩
倉
も
ま
た
木
戸
と
同
様
に
、
森
を
日
本
に
対
す
る
愛
国
心
を
持
た
な
い
存
在
と
決
め
付

け
、
強
く
批
判
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
森
と
日
本
側
の
相
互
不
信
は
、
そ
れ
ぞ
れ
愛
国
心
の
欠
落
し
た
「
売
国
奴
」
、
西
洋
の
「
皮
膚
」
に
気
触
れ
、
心
を
奪
わ
れ
た
西
洋
心
酔
者
、「
増

長
」
し
た
不
遜
な
人
間
と
い
う
よ
う
に
、
森
の
実
像
か
ら
隔
絶
し
た
固
定
イ
メ
ー
ジ
の
形
と
な
っ
て
表
出
し
、
共
有
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
本

稿
で
明
ら
か
に
し
た
「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
の
森
の
特
異
な
思
想
的
立
場
や
、「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
視
点
や
主
観
的
意
図
と
、
吉
田
や
岩
倉
、
木
戸
な

ど
第
三
者
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
た
客
観
的
評
価
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
、
不
一
致
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
森
の
重
層
的
で
複
雑
な

思
想
構
造
が
、
同
時
代
の
人
間
の
目
線
に
お
い
て
さ
え
も
特
異
な
位
置
に
あ
り
、
森
の
言
説
や
活
動
の
裏
に
隠
さ
れ
た
真
意
や
戦
略
性
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
困

難
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
木
戸
に
よ
る
森
評
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
と
言
え
る
。
木
戸
は
森
を
、
欧
米
に
心
酔
し
無
批
判
に
「
自
主
」

や
「
共
和
」
な
ど
の
西
洋
的
な
価
値
観
を
振
り
回
す
浅
は
か
な
西
洋
気
触
れ
の
典
型
事
例
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
が
、
先
に
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
森
は
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
「
自
主
」
や
「
共
和
」
の
理
念
に
内
在
さ
れ
た
課
題
や
矛
盾
ま
で
も
洞
察
し
、
ま
た
個
人
の
暴
走
や
、
自
由
や
権
利
の
濫
用
化
と
い
う
西
洋
の

近
代
文
明
に
孕
ま
れ
た
弊
害
を
も
認
識
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
木
戸
の
評
価
が
森
の
実
像
か
ら
ど
れ
ほ
ど

乖
離
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

し
か
し
同
時
に
、
森
自
身
の
人
間
性
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
相
互
不
信
を
醸
成
さ
せ
る
要
因
が
あ
っ
た
と
本
稿
は
考
え
る
。
森
は
自
ら
の
主
観
的
意
図
が
第

三
者
の
眼
か
ら
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
頓
着
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

森
の
秘
書
官
を
務
め
た
木
場
貞
長
の
語
る
以
下
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
こ
の
よ
う
な
森
の
性
格
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
。
木
場
に
よ
れ
ば
、
森
が
文
相
と
し
て
九
州

各
県
に
学
事
視
察
に
赴
い
た
際
に
、
九
州
各
地
の
神
官
が
森
の
宿
泊
地
を
訪
ね
て
神
道
を
以
っ
て
「
国
教
」
に
定
め
る
よ
う
に
と
建
議
し
た
と
さ
れ
る
。
森
と
の

意
見
交
換
を
終
え
た
神
官
た
ち
は
、「
国
教
」
と
し
て
「
文
相
は
耶
蘇
教
を
用
い
る
積
り
ら
し
い
、
ど
う
も
彼
の
国
教
と
は
耶
蘇
教
の
事
で
あ
る
と
云
ふ
や
う
な
印

象
」
を
得
て
森
の
宿
場
を
後
に
し
た
三
九

。
し
か
し
、
森
に
対
す
る
同
様
の
建
議
の
事
例
が
度
重
な
っ
た
た
め
、
木
場
は
事
態
を
憂
慮
し
て
森
に
対
し
て
以
下
の
よ

う
に
尋
ね
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

私
は
森
さ
ん
に
向
つ
て
、「
あ
な
た
は
我
国
に
国
教
を
定
む
る
と
云
ふ
御
意
見
だ
と
新
聞
に
見
え
て
居
る
さ
う
で
す
が
、
果
し
て
左
様
で
あ
り
ま
す
か
」
と
尋

ね
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
す
る
と
森
さ
ん
は
「
今
の
世
の
中
に
今
更
国
教
を
作
る
な
ど
と
云
ふ
考
は
毫
も
持
つ
て
居
る
も
の
か
」
と
答
へ
ら
れ
た
。
そ
こ

で
私
は
、「
神
官
等
が
あ
ゝ
云
ふ
風
に
国
教
と
し
て
は
神
道
に
決
定
し
て
貰
い
た
い
と
請
願
を
し
て
居
る
の
は
、
彼
等
は
先
般
宇
佐
八
幡
に
会
合
し
、
文
相
は

国
教
を
定
む
る
の
意
図
あ
る
由
な
れ
ば
我
々
は
各
地
に
於
て
文
相
に
面
会
し
、
神
道
を
以
て
国
教
に
定
め
ら
れ
た
し
と
の
建
議
を
為
す
べ
し
と
い
ふ
決
議
を

為
し
居
る
様
子
な
れ
ば
、
文
相
が
国
教
を
定
む
る
意
志
あ
り
と
い
ふ
事
は
誤
聞
な
る
こ
と
を
明
に
し
、
新
聞
の
取
消
を
求
む
る
方
可
然
」
と
進
言
し
た
る
に
、

森
さ
ん
は
之
を
許
さ
ず
、「
打
捨
て
ゝ
置
き
給
へ
、
大
臣
の
言
動
と
な
れ
ば
種
々
の
誤
報
も
伝
へ
ら
れ
る
も
の
な
り
、
一
々
之
を
取
消
し
て
は
日
も
亦
足
ら
ず
、

若
し
取
消
し
を
始
む
れ
ば
、
取
消
さ
な
い
分
は
そ
れ
を
認
め
た
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
」
と
諭
さ
れ
た
四
〇

。 
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以
上
の
森
と
木
場
の
や
り
取
り
か
ら
、
森
に
は
「
国
教
」
を
定
め
る
意
図
も
、
ま
し
て
や
「
国
教
」
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
用
い
る
意
図
も
全
く
な
か
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
第
三
部
に
お
い
て
詳
述
す
る
が
、
森
は
教
育
と
い
う
公
的
領
域
に
対
し
て
、
決
し
て
「
宗
教
」
を
介
入
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
さ

ら
に
付
言
す
れ
ば
、
森
は
「
宗
教
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
に
類
す
る
「
政
治
思
想
」
や
、
是
非
が
立
場
に
よ
っ
て
異
な
り
論
争
的
と
な
る
「
哲
学
」
な
ど
価

値
に
関
わ
る
一
切
を
公
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
。
森
の
中
に
、
特
定
の
立
場
に
依
拠
し
た
「
国
教
」
を
作
成
し
、
国
家
を
以
っ
て
一
定
の
価
値
を

強
要
す
る
と
い
う
意
図
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
森
が
木
場
に
語
っ
た
自
ら
の
主
観
的
な
意
図
と
、
神
官
と
い
う
他
者
の
眼
か
ら
客
観
的
に
評
価
さ
れ
た
森
の
狙
い
と
が
完
全
に
乖
離
し
て
お

り
、
両
者
の
間
に
は
明
ら
か
な
誤
解
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
木
場
が
森
を
取
り
巻
く
誤
解
に
満
ち
た
状
況
を
憂
慮
し
、
進
言
し
て
い
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
森
は
立
場
の
あ
る
人
間
が
様
々
に
誤
解
さ
れ
る
こ
と
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
の
だ
か
ら
「
打
捨
て
ゝ
置
き
給
へ
」
と
述
べ
、
切
り
捨
て
て

い
る
の
で
あ
る
。
森
に
と
っ
て
は
、
日
本
と
い
う
国
家
が
対
外
的
に
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
森
個
人
が
第
三
者
か
ら
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
但
し
、
木
場

は
森
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
こ
そ
が
、
森
が
刺
殺
さ
れ
る
背
景
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
な
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
に
は
、
日
本
側
と
は
異
な
る
対
極
的
な
評
価
が
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
森

が
欧
州
を
経
由
し
て
帰
朝
す
る
お
よ
そ
一
ヶ
月
前
の
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
六
月
十
八
日
に
は
、
次
の
よ
う
な
象
徴
的
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

日
本
公
使
で
あ
る
森
有
礼
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
好
意
的
な
印
象
を
生
み
出
し
た
の
で
、
彼
に
対
す
る
非
難
は
本
当
に
残
念
な
気
持
ち
を
も
っ
て
受
け
止

め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
同
国
人
に
よ
る
激
し
い
非
難
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
資
金
管
理
が
疑
わ
れ
る
程
に
杜
撰
で
あ
る
と
さ
れ
、
公
私
の
活

動
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
で
は
賞
讃
を
受
け
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
政
府
に
対
す
る
言
動
が
邪
で
自
己
中
心
的
な
も
の
と
見
做
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
筆
者
中
略
）
帰
国
後
、
森
に
は
ハ
ラ
キ
リ
を
す
る
よ
う
に
と
の
丁
寧
な
招
待
が
待
ち
受
け
て
い
る
と
さ
れ
る
四
一

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

当
時
の
対
日
認
識
を
説
明
す
る
た
め
に
、
前
章
で
取
り
あ
げ
た
目
賀
田
の
史
料
に
お
い
て
、
森
は
「
相
当
に
尊
重
さ
れ
て
頗
る
人
望
の
あ
る
人
」
で
あ
る
と
さ

れ
、
ア
メ
リ
カ
に
「
親
日
」
派
が
多
い
こ
と
は
森
の
功
績
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
側
に
は
森
の
存
在
を
好
意
的
に
評
価
す
る
声
が
数
多
く

存
在
し
て
い
た
。
森
に
ボ
ス
ト
ン
の
実
業
家
で
あ
る
キ
ン
ズ
レ
ー
を
紹
介
し
、
欧
州
旅
行
に
も
同
行
し
た
在
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
日
本
領
事
の
Ｃ
・
ブ
ル
ー
ク
ス

は
、
四
月
十
三
日
の
キ
ン
ズ
レ
ー
宛
の
書
簡
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
森
を
評
し
て
い
る
。 

 

私
は
森
有
礼
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
彼
の
深
い
思
慮
と
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
手
順
を
踏
む
べ
き
か
を
分
析
す
る
冷
静
な
思
考
力
に
対
し
て
、

強
く
感
銘
を
受
け
る
の
で
す
。
あ
の
よ
う
な
人
間
、
即
ち
極
め
て
純
粋
で
あ
り
、
私
た
ち
の
誰
も
が
知
る
よ
う
な
疑
い
よ
う
の
な
い
愛
国
主
義
者
（undoubted 

p
a
t
r
i
o
t
i
s
m

）
で
あ
る
森
は
、
間
違
い
な
く
日
本
の
将
来
に
対
し
て
計
り
知
れ
な
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
し
も
、
森
の
貴
重
な
命
が
、

彼
の
実
現
し
よ
う
と
す
る
計
画
を
成
し
遂
げ
る
ま
で
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
れ
ば
の
話
で
あ
る
が
。
冷
静
で
保
守
的
な
中
国
が
つ
い
に
誕
生
す
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
外
圧
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
先
進
的
な
隣
人
と
し
て
の
日
本
の
成
功
例
と
対
峙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
四
二

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

以
上
の
よ
う
に
、
ブ
ル
ー
ク
ス
は
森
を
「
疑
い
よ
う
の
な
い
愛
国
主
義
者
」
で
あ
る
と
語
り
、
ま
た
先
に
取
り
あ
げ
た
木
場
も
、「
森
さ
ん
は
徹
頭
徹
尾
愛
国
者

で
あ
る
、
憂
国
者
で
あ
る
」
四
三

と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
木
場
は
森
の
意
図
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 
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森
さ
ん
の
総
て
の
行
動
は
、
日
本
を
如
何
に
し
て
列
国
に
劣
ら
ぬ
国
に
す
る
か
、
如
何
に
し
て
日
本
の
安
全
を
永
久
に
確
保
す
る
か
と
云
ふ
念
慮
か
ら
出
発

し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
其
の
結
果
日
本
の
旧
慣
に
反
す
る
や
う
な
こ
と
も
言
は
れ
た
の
で
、
隨
分
誤
解
を
招
く
原
因
と
な
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

ど
う
し
て
も
日
本
の
人
間
を
作
り
変
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
日
本
人
を
立
派
な
国
民
に
し
な
け
れ
ば
国
が
危
い
と
云
ふ
肚
が
あ
つ
た
の
で
、
我
が
国
の
慣
行

で
も
何
で
も
遠
慮
な
く
攻
撃
さ
れ
た
の
で
、
保
守
的
な
人
々
か
ら
欧
洲
の
文
物
に
眩
惑
さ
れ
た
欧
化
主
義
の
人
で
あ
る
と
云
ふ
や
う
に
言
は
れ
る
に
至
つ
た

の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
四
四

。 

 

木
場
が
語
る
よ
う
に
、
森
の
「
目
的
」
は
欧
米
列
強
と
の
対
等
化
と
日
本
の
「
安
全
を
永
久
に
確
保
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
日
本
の
慣
習
や
諸
制

度
、
そ
し
て
国
民
意
識
の
変
革
と
い
う
「
開
化
」
を
促
そ
う
と
努
力
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
森
の
意
識
の
中
に
、
何
よ
り
も
日
本
と
い
う
「
国
が
危
い
と
云

ふ
肚
が
あ
っ
た
」
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
森
の
問
題
意
識
や
視
点
を
共
有
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
保
守
的
な
人
々
」
＝
第
三
者
は
、
森
を
「
欧
洲

の
文
物
に
眩
惑
さ
れ
た
欧
化
主
義
の
人
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
「
誤
解
」
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
誤
解
」
は
森
と
い
う
存
在
を
、
国
体
を
軽
視
す

る
非
愛
国
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
欧
化
主
義
者
、
或
い
は
西
洋
気
触
れ
と
い
っ
た
単
純
化
さ
れ
た
イ
コ
ン
へ
と
固
定
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
木
場
は
森
を
「
国
家
本
位
」

四
五

の
人
と
も
語
っ
て
い
る
が
、
本
稿
も
ま
た
森
を
欧
米
諸
国
と
の
不
平
等
、
非
対
等
の
国
際
関
係
を
前
提
と
し
た
上
で
、
日
本
を
生
き
残
ら
せ
る
た
め
の
道
を
模

索
し
よ
う
と
し
た
「
愛
国
者
」
、「
憂
国
者
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
。 

他
方
で
、「
同
人
和
清
屯
着
後
大
ニ
万
人
ニ
誉
ら
れ
、
且
又
日
本
ノ
開
化
ハ
畢
竟
同
人
之
力
に
て
成
り
た
る
も
の
ゝ
様
ニ
当
政
府
ニ
於
て
ハ
承
リ
居
候
由
、
実
ニ

意
外
之
至
御
座
候
。
ア
ノ
位
ノ
人
物
が
な
さ
る
開
化
と
云
も
の
が
、
今
日
日
本
の
開
化
な
れ
ハ
我
輩
如
き
ハ
先
ツ
一
番
ニ
去
ツ
て
ほ
し
い
と
存
申
候
」
四
六

、
と
吉

田
が
極
め
て
否
定
的
に
森
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
公
私
に
渡
る
森
の
外
交
官
と
し
て
の
活
動
に
対
し
て
、
日
本
側
に
は
相
反
す
る
否
定
的
な
評
価
が
横
た
わ
っ

て
い
た
。
森
が
ボ
ス
ト
ン
港
を
出
港
す
る
直
前
に
友
人
の
キ
ン
ズ
レ
ー
が
主
催
し
た
昼
食
会
の
様
子
を
伝
え
る
次
の
よ
う
な
記
録
も
残
っ
て
い
る
。 

 

森
公
使
の
帰
国
は
さ
き
に
政
府
の
命
に
依
り
公
債
募
集
の
為
め
特
派
せ
ら
れ
た
る
吉
田
清
成
か
、
米
国
に
於
て
外
債
を
募
集
せ
ん
と
し
た
る
時
、
反
対
す
る

の
み
な
ら
ず
其
反
対
意
見
を
起
草
書
名
し
て
米
国
の
各
新
聞
紙
に
掲
載
公
表
し
た
る
に
依
り
、
吉
田
と
論
争
し
終
に
召
還
せ
ら
れ
た
る
な
り
。
依
て
食
後
キ

ン
ヅ
レ
は
送
別
の
辞
を
述
べ
た
る
後
、
若
し
日
本
政
府
に
於
て
今
回
外
債
反
対
の
廉
を
以
て
森
公
使
に
切
腹
を
命
す
る
か
如
き
こ
と
あ
ら
は
米
国
人
民
は
直

ち
に
開
戦
せ
ん
と
熱
心
演
説
し
た
り
。
森
公
使
は
之
に
感
動
し
、
答
辞
を
述
へ
た
れ
と
も
落
涙
滂
沱
し
、
言
語
支
離
滅
裂
し
て
聞
く
こ
と
能
は
さ
り
き
四
七

。 

 

日
本
政
府
が
帰
国
後
の
森
に
対
し
て
「
ハ
ラ
キ
リ
」
や
「
切
腹
」
を
命
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
キ
ン
ズ
レ
ー
の
「
演
説
」
に
対
し
て
森
が
「
落
涙
滂
沱
し
、

言
語
支
離
滅
裂
」
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
ら
の
外
交
官
と
し
て
の
あ
り
方
に
関
し
て
日
米
の
狭
間
で
苦
悩
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
苦
悩
は
、
森
に
日
本
を
異
郷
化
さ
せ
、
自
ら
を
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
自
覚
さ
せ
る
歪
な
自
己
意
識
と
な
っ
て
書
簡
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
月
十
日
、
森
は
キ
ン
ズ
レ
ー
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
外
交
官
の
辞
任
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
自
ら
の
行
為
を
「
遅
か
れ
早
か
れ

日
本
に
お
け
る
私
た
ち
の
繁
栄
を
促
す
上
で
最
良
か
つ
正
し
い
行
為
で
あ
る
と
固
く
信
じ
て
い
る
」
と
記
す
一
方
で
、「
闇
の
中
で
、
私
が
守
り
続
け
た
一
人
の
人

間
と
し
て
の
原
理
が
理
解
さ
れ
る
時
が
来
る
ま
で
ず
っ
と
、
私
は
完
全
に
よ
そ
者
と
見
做
さ
れ
続
け
る
で
し
ょ
う
（
筆
者
翻
訳
）」
と
語
っ
て
い
る
四
八

。
ま
た
、
欧

州
旅
行
を
終
え
て
帰
朝
し
た
直
後
の
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
十
月
七
日
の
書
簡
に
お
い
て
も
、「
私
は
あ
る
一
点
を
除
い
て
全
く
変
わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
、
私
の
故
郷
に
お
い
て
、
私
は
異
邦
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
（
筆
者
翻
訳
）」
と
も
書
き
記
し
て
い
る
四
九

。 

森
の
外
交
官
と
し
て
の
職
分
意
識
に
は
、「
発
信
活
動
」
を
通
じ
て
欧
米
諸
国
か
ら
「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
対
外
的
認
知
を
獲
得
す
る
こ
と
、
ま
た
、
た
と
え
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自
国
政
府
の
意
に
背
く
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
と
「
国
益
」
を
守
る
こ
と
、
と
い
う
特
徴
を
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な

森
の
活
動
や
あ
り
方
は
日
本
側
か
ら
「
邪
で
自
己
中
心
的
な
も
の
」
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
大
局
的
見
地
か
ら
、

日
本
の
「
国
信
」
や
「
国
益
」
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
森
の
意
図
が
十
分
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
森
の
書
簡
に
み
ら
れ
る
「
よ
そ
者stranger

」

や
「
異
邦
人f

o
r
ei
g
n
e
r

」
と
い
う
歪
な
自
己
意
識
は
、
両
者
の
溝
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
本
稿
は
考
え
る
。 

 お
わ
り
に 

森
の
研
究
史
上
大
き
な
影
響
を
与
え
た
林
竹
二
は
、
外
債
募
集
を
め
ぐ
る
吉
田
と
の
論
争
に
現
れ
た
森
の
態
度
に
つ
い
て
、「
森
は
、
も
っ
と
も
ふ
か
い
行
動
の

動
機
を
、
つ
ね
に
自
己
自
身
の
確
信
に
求
め
た
人
間
」
で
あ
り
、「
森
に
は
官
吏
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
仕
事
の
中
で
ど
こ
ま
で
も
人
間
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
」
と
評
価
し
五
〇

、
外
交
官
と
い
う
「
官
吏
」
と
し
て
の
立
場
よ
り
も
、
一
人
の
「
人
間
」
と
い
う
純
個
人
的
な
あ
り
方
に
執
着
し
た
存
在
で
あ

っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
林
の
述
べ
る
森
の
「
確
信
」
と
は
、
日
本
を
「
正
真
の
文
明
」
に
到
達
さ
せ
る
た
め
に
は
「
積
極
的
に
キ
リ
ス
ト
教
を
採
る
必
要
」
が

あ
り
、
日
本
の
文
明
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
モ
ラ
ル
と
信
仰
に
よ
っ
て
堅
固
」
に
な
る
と
い
う
信
念
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
五
一

。
そ
し
て
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自

由
」
と
は
、
「
日
本
国
民
に
た
い
す
る
建
言
」
で
あ
り
、「
良
心
の
自
由
」
の
た
め
に
戦
お
う
と
す
る
森
自
身
の
「
決
意
」
や
「
意
志
」
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
て
い
る
五
二

。
ま
た
、「
良
心
の
自
由
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
信
念
は
、
た
し
か
に
当
時
の
、
彼
自
身
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
し
、
ま
た
そ
れ
は
最
後
ま

で
少
く
も
彼
の
内
面
生
活
と
彼
自
身
の
行
為
と
を
支
配
し
て
い
た
と
私
は
考
え
る
」
と
林
が
主
張
す
る
よ
う
に
、「
良
心
の
自
由
」
と
は
森
の
思
想
と
行
動
を
特
徴

付
け
る
中
心
的
原
理
、
即
ち
核
心
部
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
自
体
が
森
の
目
的
で
あ
り
、「
彼
の
国
家
主
義
の
性
格
を
考
え
る
う
え
に
、
重
要
な
観
点
を
な
す
」
も

の
で
あ
る
と
い
う
見
方
五
三

を
提
示
し
て
い
る
。「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
に
つ
い
て
の
本
稿
の
解
釈
は
、
第
二
部
に
お
い
て
問
題
と
す
る
が
、
以
上
の
よ
う

な
林
の
解
釈
の
前
提
に
は
、
森
の
初
期
思
想
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
森
が
キ
リ
ス
ト
教
や
欧
米
の
近
代
的
諸
価
値
と
接
触
し
た
こ
と
の
意
義
を
、
東
洋
と
い
う

自
文
化
を
否
定
し
西
洋
へ
と
没
入
し
て
い
く
西
洋
主
義
者
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
還
元
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
視
点
が
存
在
し
て
い
る
。 

本
稿
で
は
森
を
個
人
に
執
着
し
た
「
人
間
」
と
は
捉
え
ず
、
あ
く
ま
で
外
交
官
と
い
う
「
官
吏
」
と
し
て
の
立
場
に
注
目
し
、
日
本
と
い
う
国
家
の
生
き
残
り

を
第
一
義
の
課
題
と
し
た
「
愛
国
者
」
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
は
本
稿
が
西
洋
主
義
者
と
し
て
の
森
と
い
う
理
解
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
沖
田
行
司
の

提
示
し
た
西
洋
へ
の
批
判
や
懐
疑
を
深
め
、
西
洋
を
相
対
視
す
る
こ
と
の
で
き
た
「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
の
森
と
い
う
枠
組
み
か
ら
論
の
展
開
を
模
索
し
た

こ
と
に
加
え
、
本
稿
で
検
討
し
た
森
の
外
交
活
動
や
職
分
意
識
を
示
す
様
々
の
史
料
の
中
に
、
自
ら
が
外
交
官
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
自
負
や
責
任
意
識
、
さ
ら

に
は
そ
の
自
覚
が
強
く
読
み
取
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
森
の
「
目
的
」
と
は
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
作
り
変

え
、
日
本
を
「
文
明
国
家
」
と
し
て
「
外
か
ら
」
認
知
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
先
に
は
必
然
的
に
不
平
等
条
約
の
改
正
や
日
本
の
対
外
的
独
立
の
確
保
と
い

う
よ
り
大
き
な
「
目
的
」
が
見
据
え
ら
れ
て
い
た
。 

先
の
研
究
史
の
総
括
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
従
来
の
森
研
究
の
中
心
的
な
課
題
は
前
期
と
後
期
に
お
け
る
森
の
相
反
す
る
思
想
傾
向
の
関
係
を
ど
の

よ
う
に
説
明
す
る
の
か
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
森
の
思
想
に
は
前
期
も
後
期
も
な
く
、
一
貫
し
た
「
目
的
」
と
「
手
段
」
の
構
造
に
対
し
て
、「
開
化
」

と
い
う
「
手
段
」
を
い
か
に
し
て
発
信
し
、
推
進
す
る
の
か
、
と
い
う
「
方
法
」
が
時
代
の
状
況
や
森
の
立
場
、
森
の
対
峙
し
た
現
実
に
応
じ
て
変
化
し
た
も
の

と
考
え
て
い
る
。
森
の
社
交
界
や
学
術
会
議
に
お
け
る
演
説
や
「
学
制
」
の
翻
訳
の
提
供
、「
親
日
家
」
の
形
成
と
「
親
日
家
」
を
活
用
し
た
国
家
利
害
の
代
弁
、

「
外
債
意
見
書
」
や
「
外
交
意
見
書
」
、
さ
ら
に
は
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
と
い
っ
た
建
言
書
の
作
成
と
頒
布
と
い
う
一
連
の
「
発
信
活
動
」
は
、
日
本

を
「
野
蛮
非
文
明
国
家
」
と
見
做
す
欧
米
諸
国
か
ら
の
批
判
を
躱
し
、
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
や
「
国
益
」
を
守
る
た
め
に
選
択
さ
れ
た
「
開
化
」
に
関
わ

る
一
つ
の
伝
達
「
方
法
」
で
あ
り
、
国
際
社
会
の
中
で
日
本
が
生
き
残
る
た
め
の
「
方
法
」
を
模
索
し
た
一
人
の
外
交
官
の
手
に
よ
る
戦
略
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
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木
村
匡
や
犬
塚
孝
明
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
「
条
理
外
交
」
と
は
、
森
の
外
交
思
想
の
全
体
像
を
説
明
す
る
概
念
で
は
な
く
、
本
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
日

本
の
「
開
化
」
の
対
外
的
な
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
、
先
進
的
な
西
洋
文
明
の
指
標
を
取
入
れ
、
日
本
の
国
家
に
お
け
る
外
形
的
な
武
装
化
を
図
る
「
戦
略
的
西
洋
化
」

乃
至
は
、「
西
洋
へ
の
擬
態
化
」
を
示
す
た
め
に
活
用
さ
れ
た
一
つ
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
と
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
森
の
思
想
は
、
前
期
と
後
期
に
お
け
る
革

新
と
保
守
の
関
係
で
は
な
く
、「
目
的
」
と
「
手
段
」
の
関
係
か
ら
そ
の
思
想
構
造
を
再
考
し
、
説
明
し
直
す
こ
と
が
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
と
本
稿
は
考
え
る
。

勝
田
守
一
は
こ
の
関
係
の
可
能
性
に
つ
い
て
最
も
早
く
言
及
し
た
が
、
同
時
に
い
か
な
る
視
点
に
よ
っ
て
そ
の
関
係
を
説
明
で
き
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
と
い
う
視
点
を
新
た
に
設
定
し
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
森
の
史
料
を
読
み
直
す
と
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
を
模
索
し
た
の
で
あ
る
。 

森
は
「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
大
局
的
、
国
際
的
視
点
か
ら
、
生
涯
一
貫
し
て
「
開
化
」
を
問
題
と
し
続
け
た
。
そ
の
一
方
で
、
森
が
対
峙
し
た
対

外
的
、
対
内
的
な
現
実
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
日
本
の
「
開
化
」
を
、「
外
」
に
向
け
て
、
よ
り
効
果
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
、「
内
」
に
お
い
て
、

最
も
合
理
的
、
か
つ
効
率
的
に
推
進
す
る
の
か
と
い
う
課
題
の
最
適
解
を
模
索
す
る
中
で
、「
開
化
」
の
伝
達
、
推
進
に
関
す
る
「
方
法
」
上
の
展
開
が
生
じ
て
く

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
本
稿
第
二
部
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
外
交
戦
略
と
し
て
の
「
脱
亜
」
言
説
の
出
現
と
、
第
三
部
に
お
い
て
検
討
す
る
「
開
化
」
の

担
い
手
を
「
選
抜
」
す
る
こ
と
で
、
国
家
意
思
の
形
成
に
寄
与
さ
せ
る
「
国
民
議
会
」
構
想
の
形
へ
と
具
体
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

註一 

「
外
債
意
見
（
一
）
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
六
月
六
日
、『
全
集
』
別
巻
二
、
五
頁
。 

二 

同
書
、
五
頁
―
六
頁
。 

三 

同
書
、
八
頁
。 

四 

「
加
遠
留
老
兄
宛
吉
田
清
成
書
簡
」
年
月
日
不
詳
、
『
全
集
』
一
、
一
二
六
頁
。
但
し
、
本
書
簡
の
中
に
一
八
七
二
年
五
月
二
十
二
日
の
記
載
の
あ
る
こ
と

や
、
内
容
が
森
の
「
外
債
意
見
」
を
発
表
す
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
五
月
二
十
二
日
か
ら
六
月
六
日
ま
で
の
間
に
作
成
さ
れ
た
書
簡
と
推
測
さ
れ
る
。 

五 

「
森
少
弁
務
使
宛
吉
田
大
蔵
少
輔
書
簡
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
五
月
二
十
一
日
、『
全
集
』
一
、
一
一
五
頁
。 

六 

「
大
蔵
少
輔
吉
田
公
宛
森
有
礼
書
簡
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
五
月
二
十
三
日
、『
全
集
』
一
、
一
一
六
頁
。 

七 

「
大
蔵
少
輔
吉
田
公
宛
少
弁
務
使
森
有
礼
書
簡
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
五
月
十
六
日
、『
全
集
』
一
、
一
〇
九
頁
。 

八 

「
大
蔵
少
輔
吉
田
公
宛
森
有
礼
書
簡
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
五
月
十
八
日
、『
全
集
』
一
、
一
一
〇
頁
。 

九 

「
少
弁
務
使
森
公
宛
大
蔵
少
輔
吉
田
清
成
書
簡
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
五
月
十
九
日
、『
全
集
』
一
、
一
一
一
頁
。 

一
〇 

「
大
蔵
少
輔
吉
田
公
宛
森
有
礼
書
簡
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
五
月
二
十
日
、『
全
集
』
一
、
一
一
二
頁
。 

一
一 

前
掲
「
森
弁
務
使
宛
吉
田
大
蔵
少
輔
書
簡
」
五
月
二
十
一
日
、
一
一
五
頁
。
な
お
、
史
料
の
「
他
者
」
の
上
に
付
し
た
「
外
国
人
を
指
」
は
、
本
稿
に
よ
る

補
完
で
は
な
く
、
史
料
の
「
マ
マ
」
で
あ
る
。 

一
二 

同
書
、
一
一
五
頁
。 

一
三 

同
書
、
一
一
六
頁
。 

一
四 

「
上
野
景
範
井
上
大
蔵
大
輔
書
簡
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
七
月
二
十
九
日
、『
全
集
』
一
、
一
三
二
頁
。 

一
五 

「
吉
田
大
蔵
少
輔
宛
渋
沢
栄
一
上
野
景
範
井
上
大
蔵
大
輔
書
簡
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
八
月
二
十
一
日
、『
全
集
』
一
、
一
四
一
頁
。 
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一
六 

前
掲
「
大
蔵
少
輔
吉
田
公
宛
森
有
礼
書
簡
」
五
月
十
八
日
、
一
一
〇
頁
。 

一
七 
前
掲
「
大
蔵
少
輔
吉
田
公
宛
森
有
礼
書
簡
」
五
月
二
十
三
日
、
一
一
六
頁
。 

一
八 
前
掲
「
加
遠
留
老
兄
宛
愚
弟
吉
田
清
成
書
簡
」、
一
二
六
頁
。 

一
九 RELIGIOUS FREEDOM IN JAPAN A MEMORIAL AND DRAFT OF CHARTER

、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
一
月
二
十
五
日
、『
全
集
』
二
、
六
六
頁
。 

二
〇 

「
宮
城
県
庁
に
お
い
て
県
官
郡
区
長
及
び
学
校
長
に
対
す
る
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
六
月
二
十
一
日
、『
全
集
』
二
、
四
〇
四
頁
。 

二
一 

「
舌
代
」
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
六
月
十
日
、
『
全
集
』
一
、
一
五
六
頁
―
一
五
七
頁
。 

二
二 

同
書
、
一
五
六
頁
。 

二
三 

同
書
、
一
五
七
頁
。 

二
四 

「
外
国
交
際
ヲ
正
ス
ノ
議
」
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
六
月
十
二
日
、『
全
集
』
一
、
一
五
八
頁
。 

二
五 

「
日
本
国
公
使
森
ト
総
督
李
鴻
章
ト
応
接
ノ
記
」
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
一
月
二
十
四
日
、
『
全
集
』
一
、
三
五
三
頁
、
三
六
三
頁
。 

二
六 

「
第
四
高
等
中
学
校
開
校
式
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
十
月
二
十
六
日
、『
全
集
』
二
、
四
二
四
頁
―
四
二
五
頁
。 

二
七 

「
情
実
法
ヲ
非
ト
ス
ル
説
」
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
六
月
十
五
日
、『
全
集
』
一
、
一
六
四
頁
。 

二
八 

同
書
、
一
六
四
頁
―
一
六
八
頁
。 

二
九 

「
青
木
駐
独
公
使
宛
公
文
案
」
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
一
月
二
十
一
日
、『
全
集
』
一
、
四
一
一
頁
。 

三
〇 

木
村
匡
「
故
森
子
爵
の
逸
事
に
付
て
」
一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
）
年
一
月
、『
全
集
』
四
、
四
〇
七
頁
。 

三
一 

「
井
上
大
蔵
大
輔
渋
沢
栄
一
上
野
景
範
宛
大
蔵
少
丞
大
鳥
圭
介
大
蔵
少
輔
吉
田
清
成
書
簡
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
五
月
二
十
一
日
、『
全
集
』
一
、
一

二
四
頁
。 

三
二 

吉
野
作
造
編
『
明
治
文
化
全
集
』
第
十
二
巻
宗
教
編
、
日
本
評
論
社
、
一
九
三
〇
年
、
五
九
頁
。 

三
三 

前
掲
「
加
遠
留
老
兄
宛
吉
田
清
成
書
簡
」
年
月
日
不
詳
、
一
二
七
頁
。 

三
四 

同
書
、
一
二
七
頁
―
一
二
八
頁
。 

三
五 

同
書
、
一
二
七
頁
。 

三
六 

「
「
木
戸
孝
允
日
記
」
抄
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
四
月
十
五
日
、『
全
集
』
四
、
一
七
六
頁
。 

三
七 

同
書
、
一
七
六
頁
。 

三
八 

同
書
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
四
月
二
十
二
日
、
一
七
七
頁
。 

三
九 

木
場
貞
長
「
森
有
礼
先
生
を
偲
び
て
」
一
九
三
八
（
昭
和
十
三
）
年
十
一
月
十
七
日
、『
全
集
』
四
、
五
九
一
頁
。 

四
〇 

同
書
、
五
九
二
頁
。 

四
一 The Philadelphia Inquiere

、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
年
六
月
十
八
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
三
九
八
頁
。 

四
二 

「
Ｅ
・
キ
ン
ズ
レ
ー
宛
Ｃ
・
Ｗ
・
ブ
ル
ー
ク
ス
書
簡
」
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
四
月
十
三
日
、
一
二
七
頁
。 

四
三 

前
掲
「
森
有
礼
先
生
を
偲
び
て
」
、
五
八
一
頁
。 

四
四 

同
書
、
五
八
三
頁
―
五
八
四
頁
。 

四
五 

木
場
貞
長
「
森
文
部
大
臣
の
改
革
」
一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
十
月
、『
全
集
』
四
、
五
二
二
頁
。 

四
六 

前
掲
「
加
遠
留
老
兄
宛
吉
田
清
成
書
簡
」
年
月
日
不
詳
、
一
二
八
頁
。 
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四
七 

高
瀬
鴨
彦
編
『
金
子
堅
太
郎
自
叙
伝 

第
一
集
』
、
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
、
二
三
三
頁
―
二
三
四
頁
。 

四
八 
「
Ｅ
・
キ
ン
ズ
レ
ー
宛
森
有
礼
書
簡
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
月
十
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
一
一
九
頁
。 

四
九 
「
Ｅ
・
キ
ン
ズ
レ
ー
宛
森
有
礼
書
簡
」
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
十
月
七
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
一
二
二
頁
。 

五
〇 

前
掲
『
林
竹
二
著
作
集
２
』、
三
三
頁
。 

五
一 

同
書
、
三
三
頁
。 

五
二 

同
書
、
三
五
頁
―
三
八
頁
。 

五
三 

前
掲
『
林
竹
二
著
作
集
６
』、
二
一
頁
。 
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第
二
部 

外
交
官
森
有
礼
の
「
開
化
論
」 

第
一
章 

駐
米
外
交
官
と
宗
教
問
題 

一
．
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
を
め
ぐ
る
外
交
交
渉 

「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
「
発
信
活
動
」
や
職
分
意
識
と
の
関
係
に
お
い
て
、
最
も
困
難
な
問
題
と
な
っ
た
も
の
が
、
欧
米
諸
国
か
ら
の
批
判
を
集
め
た
長

崎
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
す
る
日
本
政
府
の
宗
教
政
策
で
あ
っ
た
。
日
本
政
府
は
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
し
て
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
お
よ
そ
三
千
人

を
捕
縛
し
、
各
地
に
配
流
し
た
一

。
家
族
を
離
散
さ
せ
拷
問
な
ど
を
行
う
ば
か
り
で
な
く
、
神
官
や
僧
侶
の
手
に
よ
る
教
化
と
改
宗
を
強
制
し
た
日
本
政
府
の
宗
教

政
策
は
、
欧
米
諸
国
の
外
交
筋
や
新
聞
か
ら
の
痛
烈
な
非
難
に
晒
さ
れ
た
。
以
下
で
は
森
の
宗
教
観
を
位
置
付
け
る
上
で
、
ま
ず
『
外
交
文
書
』
を
通
じ
て
日
本

の
宗
教
政
策
に
対
す
る
欧
米
側
か
ら
の
批
判
と
日
本
政
府
の
対
応
の
特
徴
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。 

一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
一
月
三
十
日
、JAPAN 

WEEKLY 
MALE

紙
に
お
い
て
、
加
州
に
配
流
さ
れ
た
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
す
る
日
本
政
府
の
苛
酷
な
扱
い

を
報
じ
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
二

。
浦
上
村
の
人
々
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
て
い
る
と
い
う
理
由
の
み
で
捕
縛
、
配
流
に
処
さ
れ
て
い
る
。
生
活
の
場
は
「
籠
中

の
鳥
の
如
く
」
、
「
恰
豚
舎
の
如
く
」
、
「
窮
阨
」
で
「
紛
雑
」
な
場
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
食
料
は
ほ
と
ん
ど
与
え
ら
れ
ず
「
南
京
米
の
握
り
飯
纔
一
つ
」
で
あ
り
、

彼
ら
が
「
乞
食
」
の
よ
う
に
ど
れ
ほ
ど
苦
し
ん
で
い
よ
う
と
も
「
愛
憐
」
を
加
え
る
こ
と
は
な
い
。「
疱
瘡
」
が
流
行
し
て
も
医
療
行
為
は
全
く
施
さ
れ
ず
、
数
多

く
の
子
ど
も
が
亡
く
な
っ
て
い
る
が
、「
早
く
苦
患
を
免
れ
却
て
小
兒
の
為
に
は
幸
の
事
に
可
有
之
候
」
と
配
流
地
に
お
け
る
惨
状
が
伝
え
ら
れ
る
。
以
上
よ
り
考

え
れ
ば
、
日
本
政
府
は
浦
上
村
の
人
々
を
「
始
終
皆
殺
し
に
可
致
積
り
と
相
見
へ
申
候
」
と
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
は
欧
米
諸
国
の
象
徴
で
あ
る
以
上
、
日
本
政
府
の
行
為
は
「
西
洋
各
国
に
対
し
軽
蔑
の
甚
敷
事
」
で
あ
り
「
恥
辱
」
に
あ
た
る
の
だ
か
ら
、

「
日
本
衆
人
の
目
前
に
於
て
外
国
を
恥
し
め
候
讒
詐
の
触
書
」
を
廃
止
さ
せ
る
た
め
に
、
一
層
圧
力
を
か
け
る
よ
う
に
要
請
す
る
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
日
本
政
府
は
弾
正
台
付
属
の
関
一
郎
と
い
う
人
物
に
現
地
視
察
を
行
わ
せ
、「
実
地
見
聞
書
」
を
作
成
さ
せ
た
上
で
、
浦
上
村
の
人
々
に
対
し
て
は
「
配
意

十
分
に
心
を
用
ひ
聊
も
苛
酷
の
処
置
無
之
候
」
と
述
べ
、
報
道
の
内
容
は
「
不
平
の
心
」
を
も
つ
者
の
言
い
掛
か
り
に
過
ぎ
な
い
と
反
論
す
る
三

。 

以
上
の
新
聞
報
道
と
日
本
側
の
「
実
地
見
聞
書
」
を
踏
ま
え
、
三
月
十
日
に
英
国
公
使
Ｈ
・
パ
ー
ク
ス
と
外
務
卿
澤
宣
嘉
と
の
間
で
対
話
の
場
が
設
け
ら
れ
た

四

。
パ
ー
ク
ス
は
関
一
郎
の
見
聞
書
が
報
道
と
「
尽
く
反
し
」
信
用
な
ら
ず
、
日
本
政
府
は
先
に
報
道
の
あ
っ
た
加
州
に
加
え
、
紀
州
に
お
い
て
も
浦
上
村
の
人
々

に
対
す
る
苛
酷
の
処
置
を
行
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
上
で
、「
宗
旨
の
事
に
て
人
民
を
右
様
の
所
へ
入
れ
候
義
は
文
明
開
化
の
事
に
非
ず
、
日
本
の
愧
に
候
」
と
強

く
批
判
を
し
た
。
事
実
と
反
す
る
報
道
に
よ
っ
て
悪
評
を
作
ら
れ
る
こ
と
は
迷
惑
で
あ
る
と
反
論
す
る
澤
に
対
し
て
、
パ
ー
ク
ス
は
「
迚
も
開
国
と
は
難
申
宗
旨

の
義
に
て
十
五
ケ
所
え
籠
鳥
を
被
拵
候
」
と
再
度
批
判
し
、
直
接
の
実
地
見
聞
を
要
請
し
た
。 

こ
の
要
請
を
受
け
た
日
本
政
府
は
外
務
省
を
中
心
と
し
て
、
欧
米
側
に
よ
る
直
接
の
実
地
見
聞
が
行
わ
れ
る
前
に
、
浦
上
村
の
人
々
に
対
す
る
扱
い
を
改
め
る

よ
う
各
藩
に
対
す
る
働
き
か
け
を
強
め
て
い
る
。
例
え
ば
、「
家
族
離
別
ノ
者
ノ
名
簿
」
を
ま
と
め
さ
せ
た
上
で
、
全
て
の
配
流
地
で
離
散
さ
せ
た
家
族
を
同
居
さ

せ
、「
自
分
は
勿
論
妻
子
迄
暮
し
方
無
差
支
様
」
に
配
慮
す
る
こ
と
五

や
、「
異
宗
信
仰
の
徒
御
預
け
藩
々
に
於
て
は
眉
毛
或
は
片
鬢
を
剃
り
又
は
黥
等
」
を
彫
る
行

為
は
欧
米
各
国
か
ら
の
非
難
を
免
れ
ず
、
各
国
公
使
と
の
関
係
に
も
「
差
響
」
く
た
め
、
「
都
て
右
等
の
如
き
処
置
以
後
相
廃
し
候
様
」
に
通
達
し
て
い
る
六

。
五

月
二
十
五
日
に
は
「
御
預
各
藩
ニ
於
ケ
ル
耶
蘇
教
徒
取
締
趣
意
書
」
を
作
成
し
、
以
下
の
よ
う
に
各
藩
で
の
取
扱
い
を
一
定
と
す
る
よ
う
に
定
め
た
。 

 

一 

教
戒
専
要
之
事
。 

一 

藩
々
ニ
於
テ
教
諭
之
儀
ハ
神
典
相
用
可
申
。 

尤
是
迄
仏
法
相
用
無
余
儀
次
第
有
之
藩
ハ
先
是
迄
ノ
通
。 
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一 

手
業
耕
作
力
役
等
相
当
ニ
可
申
付
事
。 

但
逃
去
ラ
サ
ル
様
注
意
ス
ヘ
キ
事
。 

 

一 

十
五
歳
以
上
ノ
男
子
ハ
日
別
白
米
五
合
五
勺
宛
、
婦
人
子
供
之
儀
ハ
四
合
宛
事
。 

但
菜
代
ノ
儀
ハ
日
別
六
分
宛
之
事
。
尤
薪
炭
鹽
味
噌
之
類
可
心
付
事
。 

一 
寺
院
明
屋
等
ヘ
差
置
、
余
リ
手
狭
ニ
無
之
様
可
取
計
。
尤
家
族
不
相
離
様
可
致
事
。 

一 
病
気
之
節
ハ
改
心
不
改
心
ト
モ
薬
用
懇
ニ
可
致
事
。 

一 

暑
寒
之
衣
服
春
秋
両
度
並
夜
具
共
可
差
遣
事
。 

一 

死
生
之
節
ハ
一
々
可
届
出
事
。 

但
葬
埋
費
用
ハ
其
藩
ニ
テ
取
計
可
申
事
七

。 

 

本
趣
意
書
に
よ
れ
ば
、
各
配
流
地
の
浦
上
村
の
人
々
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
例
え
ば
米
や
野
菜
、
塩
や
味
噌
な
ど
の
食
料
品
、
衣
服
や
寝
具
な
ど
の
生
活
用
品

に
配
慮
す
る
こ
と
、
家
族
を
同
居
さ
せ
、
生
活
の
場
を
「
手
狭
ニ
」
し
な
い
よ
う
に
取
り
計
ら
う
こ
と
、
病
気
の
際
に
は
改
心
不
改
心
を
問
わ
ず
に
医
療
行
為
を

与
え
る
こ
と
な
ど
、
寛
容
に
処
置
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
他
方
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
教
戒
専
用
之
事
」
と
記
さ
れ
、「
藩
々
ニ
於
テ
教
諭
之
儀
ハ

神
典
相
用
可
申
。
尤
是
迄
仏
法
相
用
無
余
儀
次
第
有
之
藩
ハ
先
是
迄
ノ
通
」
と
も
定
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
政
府
は
配
流
に
処
さ
れ
た
浦
上

村
の
人
々
に
対
し
て
、
欧
米
諸
国
に
よ
る
抗
議
を
背
景
と
し
て
「
苛
酷
ノ
扱
い
」
を
避
け
、
寛
容
に
処
置
す
る
こ
と
を
配
流
地
の
各
藩
に
通
達
、
要
請
す
る
一
方

で
、
あ
く
ま
で
「
教
戒
専
要
の
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
政
府
が
神
官
や
僧
侶
を
登
用
し
て
神
道
や
仏
教
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
教
化
、
改
宗
の
徹
底
を
推
進

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
な
日
本
政
府
の
方
針
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
二
月
二
十
四
日
に
太
政
官
布
告
第
六
八
号
に
基
づ
き
キ
リ
ス
ト
教
禁

令
の
高
札
が
撤
去
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
が
黙
許
と
さ
れ
る
ま
で
継
続
さ
れ
た
。 

 

二
．
外
交
官
の
宗
教
観
と
ア
メ
リ
カ
世
論 

森
は
ア
メ
リ
カ
駐
在
当
初
か
ら
、
公
私
に
渡
っ
て
日
本
の
宗
教
政
策
に
対
す
る
批
判
に
晒
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
の
顔
と
し
て
本
問
題
を
ど
の
よ
う

に
考
え
、
自
ら
が
い
か
な
る
立
場
に
あ
る
の
か
を
明
示
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
日
本
政
府
が
神
道
や
仏
教
に
基
づ
く
「
教
戒
」
を
第
一
義
と
す
る
中
に

あ
っ
て
、
同
時
代
に
森
が
主
張
し
た
意
見
は
政
治
と
宗
教
の
分
離
や
良
心
の
自
由
の
意
義
を
訴
え
る
な
ど
、
そ
の
考
え
方
は
明
ら
か
に
日
本
側
と
は
一
線
を
画
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
森
は
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
政
府
と
異
な
る
宗
教
観
を
形
成
し
得
た
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
見
解
を
発
信
し
よ
う
と
し
た
の
か
。

問
題
と
な
る
の
は
、
単
に
森
が
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
い
か
な
る
観
点
か
ら
の
批
判
と
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
、

と
い
う
対
峙
し
た
批
判
の
質
や
方
向
性
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
宗
教
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
と
い
う
場
の
特
異
性
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

ま
ず
、
日
本
の
宗
教
政
策
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
社
会
の
関
心
の
高
さ
を
示
す
事
例
と
し
て
、
森
が
ア
メ
リ
カ
駐
在
直
後
か
ら
親
交
を
築
い
た
キ
ン
ズ
レ
ー
と
の

交
流
に
つ
い
て
簡
単
に
取
り
あ
げ
る
八

。
キ
ン
ズ
レ
ー
と
は
ボ
ス
ト
ン
や
ワ
シ
ン
ト
ン
を
中
心
と
し
て
、
政
財
界
人
や
知
識
人
な
ど
多
方
面
に
渡
る
人
脈
を
有
し

た
ボ
ス
ト
ン
の
実
業
家
で
あ
り
、
外
交
官
と
し
て
森
が
ア
メ
リ
カ
に
駐
在
す
る
間
に
培
っ
た
様
々
な
著
名
人
と
の
人
脈
や
、
宗
教
を
含
め
日
本
の
「
開
化
」
の
問

題
に
関
わ
る
意
見
交
換
を
行
う
場
を
得
る
上
で
の
後
ろ
盾
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
記
録
に
よ
れ
ば
、
森
が
ワ
シ
ン
ト
ン
に
到
着
し
た
直
後
の
一
八
七
一
（
明
治

四
）
年
三
月
、
キ
ン
ズ
レ
ー
は
森
を
ボ
ス
ト
ン
の
著
名
な
人
々
に
紹
介
す
る
た
め
に
パ
ー
カ
ー
ハ
ウ
ス
で
昼
食
会
を
主
催
し
、
交
流
や
意
見
交
換
の
場
を
設
け
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
会
合
に
は
著
名
な
歴
史
家
で
作
家
の
Ｅ
・
ヘ
イ
ル
や
詩
人
の
Ｈ
・
ロ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
、
ボ
ス
ト
ン
商
工
会
会
頭
や
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
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ッ
ツ
州
知
事
、
女
子
教
育
家
で
Ｒ
・
エ
マ
ソ
ン
の
従
兄
に
あ
た
る
Ｇ
・
エ
マ
ソ
ン
な
ど
二
十
名
の
知
識
人
や
政
財
界
人
が
参
加
し
た
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の

会
合
の
場
に
お
い
て
、
森
は
「
何
よ
り
も
困
難
な
問
題
」
と
し
て
日
本
の
「
宗
教
問
題
」
を
め
ぐ
る
批
判
と
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
「
こ
の
問
題
に
熱
烈
な
関
心
を
抱
く
多
く
の
人
々
は
、
森
が
何
よ
り
も
先
に
宗
教
を
め
ぐ
る
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
を
希
望
し
た
（
筆
者
翻
訳
）」

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
森
は
駐
米
外
交
官
と
い
う
立
場
上
、
日
本
の
顔
と
し
て
本
件
に
関
わ
る
現
地
の
声
と
向
き
合
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

日
本
の
宗
教
政
策
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
キ
リ
ス
ト
教
界
か
ら
の
批
判
の
声
を
象
徴
す
る
も
の
にNew 

York 
Observer

紙
の
記
事
が
あ
る
。
同
紙
は
一
八
七
二

（
明
治
五
）
年
二
月
八
日
付
で
「
宗
教
的
自
由
に
対
す
る
賛
成
と
反
発
の
動
き
。
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
囚
人
：
ロ
シ
ア
に
お
け
る
好
ま
し
い
兆
し
：
日
本

の
使
節
団
に
対
す
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
義
務MOVEMENTS 

FOR 
AND 

AGAINST 
RELIGIOUS 

LIBERTY. 
CHRISTIAN 

PRISONERS 
IN 

JAPAN: 
FAVORABLE 

INDICATIONS IN RUSSIA: DUTY OF CHRISTIANS TO THE JAPANESE EMBASSY.

」
と
い
う
記
事
を
掲
載
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
ア
メ
リ
カ
支
部
を
置
い
た

「
福
音
同
盟
会t

he
 
E
v
an
ge
l
i
c
a
l
 
A
l
l
i
a
n
ce

」
か
ら
日
本
や
ロ
シ
ア
へ
と
派
遣
さ
れ
た
宣
教
師
の
証
言
や
報
告
書
に
基
づ
き
、「
宗
教
的
自
由
」
に
関
す
る
両

国
の
現
状
や
課
題
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
記
事
は
ロ
シ
ア
の
現
状
に
つ
い
て
、「
国
家
委
員
会
に
お
い
て
全
て
の
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
問
題
は
す
ぐ

に
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
宗
教
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
制
限
を
排
除
す
る
と
い
う
見
解
に
基
づ
き
、
帝
国
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お
い
て
、
皇
帝
の
臣
下
を
通
じ

て
宗
教
的
自
由
が
享
受
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
、
改
善
へ
の
取
り
組
み
が
顕
著
で
あ
り
、「
好
ま
し
い
兆
し
」
が
見
ら
れ
る
と
し
た
。
一
方
の
日
本
に
つ
い
て

は
、
宣
教
師
ト
ン
プ
ソ
ン
氏
の
報
告
に
基
づ
き
、
以
下
の
よ
う
に
そ
の
惨
状
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

四
千
人
以
上
の
人
間
が
、
日
本
に
お
い
て
ま
さ
に
こ
の
瞬
間
に
も
、
奴
隷
（bondage

）
と
し
て
酷
烈
で
残
虐
非
道
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
彼

ら
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
て
い
る
こ
と
を
告
白
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
全
て
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、

わ
ず
か
に
二
〇
名
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
の
下
で
回
心
を
告
白
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
は
か
な
り
昔
か
ら
日
本
や
中
国
に

進
出
し
て
い
た
。
日
本
政
府
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
間
で
一
切
の
区
別
を
す
る
こ
と
な
く
、
一
様
に
有
罪
と
宣
告
し
、
投
獄
或

い
は
死
刑
に
処
し
て
い
る
。（
筆
者
中
略
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
福
音
同
盟
会
の
年
次
大
会
が
先
週
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
催
さ
れ
た
が
、
日
本
か
ら
帰
国
し
た

ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
で
あ
る
ト
ン
プ
ソ
ン
氏
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
直
面
す
る
障
害
に
関
わ
る
真
相
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。
そ
れ
は
極
め

て
悲
惨
で
痛
ま
し
く
、
驚
愕
す
べ
き
内
容
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
福
音
同
盟
会
の
委
員
会
に
す
ぐ
さ
ま
伝
え
ら

れ
、
東
洋
の
監
獄
（Ea

s
t
e
rn
 p
r
i
so
n
s

）
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
て
い
る
た
め
に
残
酷
な
扱
い
を
被
っ
て
い
る
人
々
に
対
す
る
救
済
を
働
き
か

け
る
た
め
に
い
か
な
る
こ
と
を
な
す
べ
き
で
あ
る
の
か
が
報
告
さ
れ
る
だ
ろ
う
九

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

以
上
の
よ
う
に
、
欧
米
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
目
線
か
ら
は
、
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
「
東
洋
の
監
獄
」
に
強
制
的
に
収
監
さ
れ
、
残
虐
非
道
な
扱
い
を
受
け

て
い
る
「
奴
隷
」
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
紙
に
お
い
て
は
日
本
の
宗
教
政
策
に
関
わ
る
「
よ
り
最
近
の
事
実
」
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
政
府
か
ら
「
自
然
科
学
の
教
師
」
と
し
て
日
本
へ
派
遣
さ
れ
た
Ｅ
・
Ｗ
・
ク
ラ
ー
ク
が
父
に
宛
て
て
作
成
し
た
書
簡
を
掲
載
し
て
い
る
。
ク
ラ
ー
ク
は

Ｗ
・
Ｅ
・
グ
リ
フ
ィ
ス
の
推
薦
に
よ
り
勝
海
舟
が
招
聘
し
、「
駿
河Surunga

」
の
駿
府
学
問
所
で
自
然
科
学
を
教
え
る
た
め
に
訪
日
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教

授
も
行
っ
た
こ
と
で
山
路
愛
山
や
中
村
正
直
を
代
表
と
す
る
静
岡
バ
ン
ド
の
形
成
に
も
寄
与
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
か
ら
は
東

京
の
開
成
学
校
で
も
科
学
の
教
授
を
担
当
し
た
が
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
帰
国
し
、Life and Adventure in Japan

を
執
筆
し
て
い
る
。 

同
紙
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ー
ク
が
日
本
に
到
着
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
を
教
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
「
条
項clause

」
の
明
記
さ
れ
た
「
誓
約
書pledge

」
に

署
名
す
る
こ
と
を
江
戸
の
「
外
務
局O

ff
i
c
e
 
o
f
 
f
o
re
ign 

affairs

」
か
ら
迫
ら
れ
、
ク
ラ
ー
ク
は
そ
の
要
請
を
断
固
と
し
て
拒
絶
し
た
と
い
う
経
緯
が
公
に
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さ
れ
て
い
る
一
〇

。
同
紙
は
日
本
政
府
が
外
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
宣
教
師
や
お
雇
い
外
国
人
に
対
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
を
教
授
し
な
い
よ
う
に
と
圧
力
を
か
け
て

い
る
実
態
を
報
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
日
本
の
宗
教
政
策
を
改
め
さ
せ
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
界
が
声
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
て
、
同
紙
は
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。 

 
こ
の
よ
う
な
日
本
の
状
態
は
文
明
化
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
十
分
に
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
今
は
ま
さ
に
本
件
に
関
す
る
日
本
政
府
の
注
意
を
喚
起
さ
せ
、

彼
ら
が
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
意
見
を
公
に
表
明
す
べ
き
時
で
あ
る
だ
ろ
う
。
日
本
の
使
節
団
が
す
ぐ
に
こ
の
都
市
に
到
着
し
、
私
た
ち
は
東

洋
か
ら
や
っ
て
き
た
知
的
な
紳
士
た
ち
の
一
行
に
対
し
て
、
我
々
の
団
体
の
活
動
に
お
け
る
美
点
を
開
示
し
、
宗
教
的
な
寛
容
や
自
由
に
関
す
る
原
理
に
つ

い
て
も
ま
た
彼
ら
に
伝
え
る
機
会
が
あ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
る
。（
筆
者
翻
訳
）
政
治
や
貿
易
よ
り
も
よ
り
高
次
の
力
を
持
ち
、
ア
メ
リ
カ
を
独
立
へ
と
導

き
大
き
く
成
長
さ
せ
て
く
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
最
大
の
栄
光
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
道
徳
的
な
力
で
あ
っ
た
。
決
し
て
こ
の
国
も
初
め
か
ら
今

の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
も
し
東
洋
か
ら
の
使
節
団
が
こ
の
地
を
訪
れ
、
彼
ら
自
身
や
彼
ら
の
政
府
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
繁
栄
の
源
を
知
る
こ

と
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
今
日
地
上
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
認
識
さ
れ
て
い
る
隠
さ
れ
た
力
の
根
源
で
あ
る
が
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
は
私

た
ち
の
国
家
と
い
う
船
の
大
黒
柱
と
な
る
我
々
の
宗
教
的
な
制
度
の
実
際
的
な
働
き
に
関
し
て
彼
ら
が
精
通
す
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
の
よ
う
な

信
仰
の
あ
る
人
間
は
、
こ
の
よ
う
な
役
割
に
対
し
て
関
心
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
し
、
彼
ら
と
の
交
際
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
自
由
や
発
展
の
秘
密
を
教
え
る

あ
ら
ゆ
る
機
会
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
府
や
人
間
、
聖
な
る
も
の
に
対
し
て
忠
実
で
あ
り
、
一
つ
の
神
以
外
に
は
良
心
の
支
配
者
を
も
た
な

い
自
由
な
人
々
の
懐
く
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
感
情
の
中
に
隠
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
一
一

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

以
上
の
よ
う
に
、
本
紙
に
お
い
て
は
、「
福
音
同
盟
会
」
が
中
心
と
な
っ
て
、
欧
米
の
進
歩
や
そ
の
活
力
を
生
み
出
す
「
文
明
の
宗
教
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教

の
性
質
に
つ
い
て
、
訪
米
す
る
使
節
団
な
ど
を
介
し
て
日
本
側
に
説
明
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
転
換
を
促
し
、
日
本
の
宗

教
政
策
を
改
め
さ
せ
る
た
め
の
役
割
を
積
極
的
に
キ
リ
ス
ト
教
界
が
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
て
い
る
。
無
論
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
界
の
役
割
の
中

に
は
、
「
文
明
国
家
」
に
お
け
る
宗
教
的
寛
容
や
自
由
の
大
切
さ
を
日
本
政
府
側
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
。「
福
音
同
盟
会
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
界

に
お
け
る
情
報
共
有
の
役
割
を
担
う
の
み
な
ら
ず
、
良
心
の
自
由
に
関
わ
る
決
議
文
を
作
成
し
、
日
本
政
府
側
に
圧
力
も
か
け
て
い
る
。
本
決
議
文
は
駐
日
米
国

公
使
Ｃ
・
Ｅ
・
デ
ロ
ン
グ
か
ら
外
務
省
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
デ
ロ
ン
グ
の
作
成
し
た
添
え
状
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
決
議
文
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
影
響
力
を
も
つ
大
部
分
の
人
々
を
代
表
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
団
体
福
音
同
盟
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た

も
の
の
写
し
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
か
ら
私
に
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
政
府
に
も
特
別
に
注
視
す
る
こ
と
を
願
い
、
本
書
を
提
出
す
る
も

の
で
あ
る
一
二

。
（
筆
者
翻
訳
） 

 

こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
社
会
の
意
志
を
代
弁
す
る
宗
教
組
織
の
声
を
記
し
た
決
議
文
に
お
い
て
、
特
に
注
目
さ
れ
る
点
は
、
日
本
政
府
に
よ
る
宗
教
政
策
を
「
良

心
の
自
由
」
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
決
議
文
は
「
自
由
と
幸
福
を
享
受
す
る
数
百
万
の
ア
メ
リ
カ
人
民
の
意
見
を
代
弁
す
る
ア
メ

リ
カ
福
音
同
盟
会
の
執
行
委
員
会
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
「
文
明
国
家
の
政
府
が
あ
ら
ゆ
る
人
民
に
対
し
て
良
心
の
自
由
（liberty 

of 

c
o
n
s
c
i
e
n
ce

）
を
与
え
る
こ
と
は
義
務
（
筆
者
翻
訳
）
」
で
あ
り
、
た
と
え
国
際
関
係
に
お
い
て
内
政
不
干
渉
の
原
理
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
人
民
を

代
表
し
て
日
本
政
府
に
建
言
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
一
三

。
管
見
の
限
り
、『
外
交
文
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
欧
米
諸
国
側
か
ら
提
示
さ
れ
た
同
時
代
の
意
見
書
の
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中
で
、
「
良
心
の
自
由
」
を
明
記
し
、
日
本
側
に
要
請
し
た
も
の
は
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
提
示
さ
れ
た
も
の
を
除
い
て
他
に
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。 

以
上
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
社
会
の
批
判
を
背
景
に
、
森
は
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
七
月
に
自
ら
の
見
解
を
纏
め
た
最
初
の
意
見
書
「
宗
旨
一
条
伺
」
を
日
本

政
府
に
提
出
し
て
い
る
一
四

。
政
府
の
宗
教
政
策
が
寛
容
と
「
教
戒
」
と
い
う
方
針
を
採
用
し
た
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
森
は
政
治
と
宗
教
の
分
離
と
い
う
全
く
異
な
っ

た
宗
教
観
に
基
づ
く
意
見
を
訴
え
た
。
森
は
、
一
方
で
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
を
苛
酷
に
処
置
し
な
が
ら
、
他
方
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
お
雇
い
外
国
人
を
任
用
し
て
文

明
開
化
を
推
進
す
る
日
本
政
府
の
宗
教
政
策
を
「
混
迷
」
と
批
判
し
た
上
で
、
第
一
に
政
府
は
何
れ
の
宗
教
に
対
し
て
も
不
干
渉
の
立
場
を
と
り
、「
認
与
」、「
支

介
」
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
第
二
に
、
政
府
の
官
吏
と
な
る
も
の
は
何
れ
の
宗
教
に
も
属
さ
な
い
者
を
登
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
記
し
た
。

森
は
公
権
力
が
特
定
の
宗
教
に
介
入
せ
ず
、
公
的
領
域
か
ら
も
宗
教
を
排
除
す
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
な
が
ら
、
公
権
力
に
よ
る
「
教
戒
」
の
方
針
を
採
用
す
る

日
本
政
府
の
宗
教
政
策
を
批
判
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
三
月
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省
に
お
い
て
日
米
間
の
条
約
改
正
交
渉
が
始
ま
っ
た
。
交
渉
の
様
子
が
記
さ
れ
た
「
対
話
書
」
に
よ
れ
ば
、

日
本
の
宗
教
政
策
が
外
交
交
渉
の
場
で
批
判
の
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
三
月
十
六
日
の
交
渉
一
五

に
お
い
て
、
国
務
長
官
の
Ｈ
・
フ
ィ
ッ
シ

ュ
は
「
国
律
国
法
ニ
反
カ
サ
ル
以
上
ハ
、
人
々
己
レ
カ
思
フ
所
ヲ
思
ヒ
言
ハ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ヲ
言
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
、
即
チ
人
生
ノ
権
利
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ト
云
フ
ヘ

シ
。
人
間
ノ
思
考
ニ
付
、
政
府
ヨ
リ
関
係
ス
ル
コ
ト
ア
リ
テ
ハ
大
ニ
其
自
由
ノ
公
権
ヲ
害
シ
候
事
ニ
候
」
と
批
判
し
た
。「
貴
君
ハ
我
国
政
府
ヲ
信
用
不
被
致
候
ヤ
」

と
問
い
か
け
る
森
に
対
し
て
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
は
「
是
ハ
人
生
ノ
保
存
ヲ
信
用
セ
サ
ル
ヨ
リ
起
リ
候
ナ
リ
」
と
応
じ
て
い
る
。
以
上
の
批
判
の
中
に
は
、
良
心
の
自

由
に
基
づ
き
、
政
府
が
個
人
の
思
考
や
信
仰
に
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
良
心
の
自
由
は
国
家
そ
れ
自
体
の
「
信
用
」
に
関
わ
る

基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
三
月
十
八
日
の
交
渉
一
六

で
は
、
浦
上
村
の
人
々
に
対
す
る
日
本
政
府
の
取
扱
い
が
再
び
問
題
と
な
っ
た
。
デ
ロ
ン
グ

か
ら
再
び
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
苛
酷
な
処
置
が
行
わ
れ
た
、
と
い
う
報
告
を
受
け
た
フ
ィ
ッ
シ
ュ
は
「
使
節
出
国
ノ
後
長
崎
ニ
於
テ
苛
責
有
之
候
由
承
知
仕

候
」
と
日
本
政
府
の
宗
教
政
策
を
問
い
質
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
森
は
「
是
ハ
外
国
人
ニ
ハ
関
係
致
シ
不
申
候
、
殊
ニ
全
ク
教
法
ノ
事
ト
モ
難
申
候
、
思
フ
ニ
教

法
ハ
交
際
ト
貿
易
ノ
利
益
ヲ
増
進
ス
ル
ニ
関
係
無
之
候
」
と
主
張
し
、
国
際
関
係
に
お
け
る
内
政
不
干
渉
の
原
理
や
、
外
国
交
際
や
国
家
間
の
貿
易
と
宗
教
の
問

題
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
反
論
し
た
が
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
は
「
教
法
ノ
苛
責
ヲ
防
キ
タ
ル
上
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
自
由
ノ
交
際
ハ
出
来
不
申
者
ニ
候
、
一
体

外
国
ノ
教
法
ヲ
侮
辱
ナ
サ
レ
候
ハ
乃
チ
外
国
人
ヲ
侮
辱
ス
ル
ニ
当
リ
申
候
」
と
非
難
し
た
。
森
は
こ
れ
ら
の
対
話
を
通
し
て
、
外
国
の
宗
教
を
侮
辱
す
る
こ
と
は

外
国
人
を
侮
辱
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
り
、
剰
え
欧
米
諸
国
と
の
交
際
や
貿
易
を
も
阻
害
す
る
要
因
と
な
る
こ
と
を
自
覚
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
の
事
例
か
ら
、
日
本
政
府
の
宗
教
政
策
と
森
の
宗
教
観
の
相
違
の
背
景
に
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
場
の
特
異
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
森
に
対
す
る
公
私
に
渡
る
批
判
や
働
き
か
け
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
い
て
日
本
の
宗
教
政
策
に
対
す
る
関
心
が
高
く
、
ア
メ
リ

カ
世
論
の
形
成
や
決
議
文
の
提
出
な
ど
キ
リ
ス
ト
教
界
が
改
善
を
促
す
た
め
に
積
極
的
な
活
動
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、
宗
教
政
策
に
対
す
る
批
判
の

根
拠
が
一
貫
し
て
良
心
の
自
由
と
政
治
と
宗
教
の
分
離
と
い
う
視
点
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
こ
れ
ら
を
国
家
が
重
要
な
も
の
と
認
め
、
保
障
す
る
の

か
否
か
と
い
う
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
日
本
に
対
す
る
国
家
的
な
「
信
用
」
＝
対
外
的
な
「
国
信
」
に
関
わ
る
基
準
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
森
は
こ
れ
ら
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
国
内
の
声
を
吸
収
し
な
が
ら
日
本
側
と
は
異
な
る
宗
教
観
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 三
．「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
の
作
成
と
キ
リ
ス
ト
教
界 

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
一
月
二
十
五
日
、
森
は
三
条
実
美
太
政
大
臣
に
宛
て
、
良
心
の
自
由
と
政
治
と
宗
教
の
分
離
の
観
点
か
ら
日
本
の
宗
教
政
策
を
批

判
し
た
意
見
書
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
を
作
成
し
た
。
例
え
ば
、
森
は
「
文
明
国
家
」
に
お
け
る
「
良
心
の
自
由
」
を
「
人
間
生
来
の
権
利
と
し
て
不

可
侵
の
も
の
」
と
位
置
付
け
た
上
で
、
政
府
が
キ
リ
ス
ト
教
の
是
非
善
悪
を
論
じ
る
価
値
判
断
の
問
題
や
、
神
道
と
仏
教
を
組
み
合
わ
せ
て
作
為
的
に
新
し
い
価
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値
観
を
創
造
し
、
国
民
に
強
制
し
た
教
部
省
に
よ
る
政
策
を
強
く
批
判
し
て
い
る
一
七

。
本
稿
で
は
、
本
意
見
書
を
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
ア
メ
リ
カ
国
内
に

お
け
る
声
を
背
景
と
し
、
そ
れ
に
応
じ
る
た
め
に
森
が
欧
米
人
に
向
け
て
作
成
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
即
ち
外
交
官
と
い
う
立
場
か
ら
発
信
さ
れ
た
ア
ピ
ー
ル
文
で

あ
っ
た
と
考
え
る
。
問
題
は
、
森
が
誰
を
読
者
と
し
て
想
定
し
、
ど
の
よ
う
な
作
成
過
程
の
中
で
起
草
さ
れ
、
日
本
政
府
の
宗
教
政
策
を
批
判
す
る
こ
と
に
森
の

い
か
な
る
認
識
や
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
即
ち
、
森
が
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
を
構
築
す
る
上
で
、
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
意
味
付
け

て
い
た
の
か
と
い
う
側
面
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
を
作
成
す
る
過
程
で
、
新
た
に
発
見
し
た
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
に
関
す
る
史
料
も

合
わ
せ
て
検
討
す
る
。 

本
意
見
書
の
作
成
過
程
に
言
及
し
た
キ
ン
ズ
レ
ー
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
森
は
「
こ
の
国
の
指
導
的
な
人
々
と
相
談
し
た
後
、
日
本
の
人
々
に
配
る
た
め
に
著
し

た
（
筆
者
翻
訳
）
」
一
八

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
森
が
単
独
で
起
草
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
知
識
人
や
政
財
界
人
に
対
す
る
回
文
や
意
見
交
換
、

修
正
依
頼
を
行
い
な
が
ら
作
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
森
は
先
に
言
及
し
た
キ
ン
ズ
レ
ー
の
設
定
し
た
会
合
の
場
に
お
い
て
宗
教
問
題
に
関
す
る

意
見
交
換
を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
月
二
十
九
日
に
は
条
約
改
正
交
渉
で
論
争
を
行
っ
た
国
務
長
官
フ
ィ
ッ
シ
ュ
に
対
し
て
も
意
見
書

の
写
し
を
渡
し
、
助
言
を
求
め
て
い
る
。
フ
ィ
ッ
シ
ュ
は
「
宗
教
的
寛
容
、
思
想
良
心
の
自
由
と
い
う
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
の
健
全
な
意
見
（
筆
者
翻
訳
）」
で

あ
る
と
森
に
書
き
送
っ
て
い
る
一
九

。
ま
た
、
十
一
月
一
日
に
は
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
教
育
長
を
務
め
る
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
下
を
訪
れ
、
意
見
書
に
つ
い
て
の
「
熟
考

と
助
言
」
を
求
め
て
い
る
二
〇

。
森
の
要
請
に
応
じ
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
ニ
ュ
ー
ヘ
ヴ
ン
の
知
識
人
を
集
め
会
合
を
開
催
し
て
森
の
意
見
書
を
検
討
し
た
が
、
意
見

書
に
は
そ
れ
に
相
応
し
い
説
得
力
の
あ
る
説
明
が
な
か
っ
た
た
め
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
指
示
に
よ
り
会
合
の
出
席
者
で
あ
っ
た
ベ
ー
コ
ン
が
書
き
直
し
を
行
っ
た

と
記
さ
れ
て
い
る
。
十
二
月
九
日
付
の
ベ
ー
コ
ン
の
書
簡
に
は
「
ミ
カ
ド
が
宗
教
の
自
由
に
関
す
る
憲
章
を
布
告
し
た
こ
と
を
聞
い
た
な
ら
ば
、
日
本
の
マ
グ
ナ

カ
ル
タ
は
私
の
草
案
の
翻
訳
で
あ
る
（
筆
者
翻
訳
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

ま
ず
、
以
上
の
断
片
的
な
記
録
と
の
関
係
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
本
意
見
書
が
英
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
確
か
に
本
意
見
書
に

は
三
条
実
美
太
政
大
臣
宛
と
あ
り
、
キ
ン
ズ
レ
ー
も
「
日
本
の
人
々
に
配
る
た
め
に
著
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
で
は
な
ぜ
、
そ
の
完
成
版
が
、「
宗
旨
一
条

伺
」
の
よ
う
に
日
本
語
で
は
な
く
、
英
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
の
か
。
本
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
森
か
ら
ボ
ス
ト
ン
の
図
書
館
へ
寄
贈
さ
れ
た
と
い
う
記
録
二
一

や
、

ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
Ｈ
・
Ｄ
・
プ
ラ
ッ
ト
と
思
わ
れ
る
人
物
に
送
ら
れ
た
と
い
う
記
述
二
二

が
残
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
日
本
側
で
は
本
意
見
書
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
が

一
つ
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
や
は
り
森
は
主
に
現
地
の
ア
メ
リ
カ
人
を
読
者
に
想
定
し
て
意
見
書
を
作
成
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
吉
野
作
造
が
『
明
治
文

化
全
集
』
の
中
に
記
し
た
「
日
本
宗
教
自
由
論
改
題
」
に
は
、
本
意
見
書
を
位
置
付
け
る
上
で
の
留
意
点
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

大
使
滞
在
中
は
日
本
政
府
の
宗
教
政
策
に
対
し
米
国
の
与
論
な
か
な
か
手
厳
し
か
つ
た
と
云
ふ
か
ら
、
之
に
応
ず
る
考
で
こ
の
一
篇
を
草
さ
れ
た
の
で
は
な

か
ら
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
黒
い
も
の
を
白
と
言
ひ
張
っ
て
強
て
弁
護
の
論
を
す
る
の
で
な
く
、
表
面
か
ら
堂
々
と
改
革
す
べ
き
の
要
点
を
明
示
し
て
始
め

か
ら
我
れ
の
非
を
飾
ら
ぬ
所
に
森
の
面
目
が
現
は
れ
て
面
白
い
。
斯
ん
な
男
ら
し
い
態
度
は
今
日
で
も
一
部
の
人
に
は
嫌
は
れ
る
。
あ
の
頃
森
が
売
国
奴
の

様
に
誤
解
さ
れ
た
こ
と
は
怪
む
に
足
ら
な
い
（
筆
者
中
略
）
こ
の
一
篇
が
真
に
三
條
公
に
対
す
る
建
白
と
し
て
起
草
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
初
め
か

ら
英
文
に
綴
ら
れ
た
こ
と
に
依
て
も
明
白
で
あ
る
二
三

。 

 

さ
ら
に
吉
野
は
「
三
條
公
に
上
る
の
書
に
擬
し
主
と
し
て
米
国
人
に
見
せ
る
為
に
書
い
た
も
の
」
と
も
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
本
稿
の
中
で
明
ら
か
に
し
た

森
の
外
交
官
と
し
て
の
「
発
信
活
動
」
や
職
分
意
識
、
森
を
取
り
巻
く
諸
状
況
を
踏
ま
え
、
吉
野
の
指
摘
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
す
れ
ば
、
や
は
り
本
意
見
書
は

日
本
政
府
の
宗
教
政
策
を
批
判
す
る
ア
メ
リ
カ
国
内
の
声
に
応
え
る
た
め
に
、
外
交
官
の
立
場
か
ら
戦
略
的
に
起
草
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
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本
稿
は
森
の
作
成
し
た
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
に
関
連
す
る
史
料
調
査
を
進
め
る
中
で
、
従
来
の
森
研
究
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

幾
つ
か
の
新
史
料
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
ず
、
先
の
「
発
信
活
動
」
と
「
親
日
家
」
の
関
係
を
検
討
す
る
上
で
注
目
し
た
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
、
一
八
七

三
（
明
治
六
）
年
一
月
一
日
付
で
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
：
森
氏
に
よ
る
建
言
書
の
実
質
的
意
味
」
と
い
う
論
文
をThe 

Christian 
Union

誌
に
寄
稿

し
、
森
の
意
見
書
の
ほ
ぼ
全
文
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
た
上
で
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
代
弁
し
て
い
る
。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
作
成
し
た
論
文
の
内
容
や
そ
こ
に

記
さ
れ
た
関
連
人
物
の
存
在
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
森
が
「
な
ぜ
」、
そ
し
て
「
誰
」
を
読
み
手
に
想
定
し
て
本
意
見
書
を
作
成
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を

よ
り
明
確
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
本
論
文
に
お
い
て
、
「
進
歩p

r
o
g
r
e
ss

」
や
「
前
進advancement

」、「
改
良

im
provement

」
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
、
日
本
の
「
開
化
」

の
現
状
に
つ
い
て
賛
辞
を
送
り
、
そ
の
歩
み
に
対
し
て
「
文
明
化
さ
れ
た
世
界
」
の
人
々
か
ら
の
賞
賛
や
驚
き
の
声
が
集
ま
っ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う

な
日
本
の
歩
み
の
中
で
今
日
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
が
「
宗
教
的
自
由
の
確
立the establishment of religious liberty

」
に
対
す
る
日
本
人
の
努
力
で

あ
る
と
説
明
し
て
い
る
二
四

。 

 

今
ま
さ
に
極
め
て
困
難
で
重
大
な
提
案
と
し
て
完
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
計
画
が
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
的
自
由
の
確
立
で
あ
る
。
お
よ
そ
三
〇
〇
年
前
に
お
い

て
、
イ
エ
ズ
ス
会
が
引
き
起
こ
し
た
政
治
的
問
題
に
関
わ
る
日
本
の
歴
史
や
伝
統
に
関
し
て
、
私
た
ち
は
誰
一
人
と
し
て
不
精
通
で
あ
る
が
、
イ
エ
ズ
ス
会

の
独
特
な
宗
教
的
特
徴
を
も
つ
理
論
や
、
日
本
の
主
権
者
に
対
す
る
要
求
や
主
張
は
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
を
日
本
側
が
克
服
す
べ
き
障
害
と
見
做
す
上
で

充
分
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
私
の
情
報
源
は
日
本
か
ら
の
留
学
生
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
を
繰
り
返
し
た
こ
と
や
、

森
公
使
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
が
大
き
い
。
私
は
、
近
頃
森
の
ゲ
ス
ト
と
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
に
滞
在
し
て
い
た
際
に
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
的
自
由
に
関
わ
る

新
し
い
動
き
に
つ
い
て
研
究
す
る
機
会
が
あ
り
、
私
は
以
下
に
取
り
あ
げ
る
森
の
建
言
書
に
関
す
る
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
二
五

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
欧
米
人
の
知
ら
な
い
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
の
関
係
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
公
認
を
得
て
宣
教
活
動
を
行
っ
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
事
例

に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
、
日
本
の
歴
史
上
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
を
危
険
視
す
る
要
因
が
イ
エ
ズ
ス
会
の
も
た
ら
し
た
宗
教
教
義
や
権
力
関
係
、
当
時
の
為
政
者

に
対
す
る
要
求
や
主
張
な
ど
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
先
に
取
り
あ
げ
た
通
り
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
一
月
一
日

に
森
が
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
ニ
ュ
ー
ヘ
ヴ
ン
を
訪
問
し
た
際
、「
紳
士
の
会
」
と
い
う
同
地
域
の
知
識
人
の
ク
ラ
ブ
に
森
を
招
待
し
、
森
の
意
見
書
に
関
す
る
意
見
交

換
を
既
に
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
本
論
文
を
作
成
す
る
直
前
に
も
森
の
公
使
館
を
訪
問
し
、
再
び
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
的
自
由
に
関
わ

る
新
し
い
動
き
」
や
森
の
意
見
書
に
関
す
る
「
研
究
」
を
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
森
が
「
な
ぜ
」、
そ
し
て
「
誰
」
に
向

け
て
本
意
見
書
を
作
成
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
代
弁
し
て
い
る
。 

 

上
記
の
内
容
は
、
森
氏
に
よ
る
日
本
政
府
に
向
け
た
建
言
書
の
概
要
で
あ
る
が
、
率
直
に
言
っ
て
、
そ
れ
が
単
に
寛
容
（tolerance

）
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
く
、
完
全
な
宗
教
的
自
由
（f

u
l
l
 
r
e
li
g
i
o
u
s 

liberty

）
を
主
張
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
本
問
題
に
関
す
る
森
の
立
場
は
誤
解
さ
れ
て
き

た
。
昨
年
の
冬
に
お
い
て
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
知
事
（Gov. 

Buckingham

）
や
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ー
カ
ー
氏
（Peter 

Parker

）、
Ｎ
・
Ｇ
・
ク
ラ
ー
ク
氏
（N. 

G
.
 C
l
ar
k

）
、
後
に
国
務
長
官
（t

h
e S

e
c
re
t
a
r
y o

f State

）
な
ど
が
、
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
承
認
を
条
約
の
形
（the recognition of religious 

l
i
b
e
r
t
y 

i
n
 
th
e
 
pr
o
p
o
s
ed
 
t
r
e
a
ty

）
に
お
い
て
提
案
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
際
、
確
か
に
森
氏
は
そ
の
提
案
に
反
対
し
た
。
ま
さ
し
く
国
家
と
し
て
の

プ
ラ
イ
ド
（n

a
t
i
on
a
l
 
p
rid

e

）
が
国
内
的
な
方
針
に
関
す
る
命
令
を
許
容
で
き
な
か
っ
た
理
由
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
森
氏
自
身
の
意
見
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と
し
て
、
宗
教
的
自
由
（rel

i
g
i
o
u
s
 l
i
b
e
r
ty

）
と
政
教
分
離
（Separation of Church and State

）
は
明
ら
か
に
承
認
さ
れ
た
原
理
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
彼
の
見
方
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
原
理
は
、
い
か
な
る
外
圧
や
条
約
規
定
に
よ
る
こ
と
な
し
に
、
当
然
直
ち
に
日
本
政
府
自
身
の
手
に
よ
っ
て
認
め

ら
れ
る
べ
き
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
現
在
の
研
究
や
熟
考
は
本
件
に
関
す
る
遅
れ
を
伴
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
全
て
の
準
備
を
整
え
る

た
め
に
は
、
時
間
が
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
最
終
的
な
結
果
に
対
し
て
一
切
の
疑
い
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
二
六

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

上
記
の
史
料
は
幾
つ
か
の
点
で
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。
即
ち
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
森
に
対
し
て
「
条
約
」
に
基
づ
く
形
で
日
本
側
が
「
宗
教
的
自
由
」

を
保
証
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
「
提
案
」
を
行
っ
た
具
体
的
な
人
物
名
と
時
系
列
、
さ
ら
に
は
森
が
そ
の
「
提
案
」
に
「
反
対
」
し
た
こ
と

で
宗
教
を
め
ぐ
る
森
の
立
場
に
対
す
る
「
誤
解
」
が
生
じ
た
こ
と
、
そ
し
て
森
の
真
意
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
諸
点
で
あ
る
。
第
一
に
注
目
さ
れ
る
こ
と

は
、「
提
案
」
を
行
っ
た
人
物
の
存
在
で
あ
る
。
本
稿
で
は
先
に
、
森
の
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
と
は
ア
メ
リ
カ
人
の
読
み
手
を
想
定
し
た
上
で
作
成
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
が
、
本
稿
の
仮
説
を
裏
付
け
る
た
め
に
も
、「
誰
」
が
森
に
「
提
案
」
を
し
、
そ
し
て
森
が
「
誤
解
」
を
解
く
た

め
に
「
誰
」
に
向
け
て
自
ら
の
真
意
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
森
に
「
提
案
」

を
行
っ
た
人
物
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
い
か
な
る
立
場
に
位
置
す
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
で
、
森
が
意
見
書
を
作
成
し
て
「
誤
解
」
を
解
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
。 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
具
体
的
に
四
名
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
国
務
長
官
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
フ
ィ
ッ
シ
ュ
で
あ
り
、
後
述
す
る
宗
教
の
規
定
を
め

ぐ
る
「
条
約
」
化
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
た
条
約
改
正
に
お
け
る
交
渉
相
手
で
あ
り
、
森
が
自
ら
の
作
成
し
た
意
見
書
を
事
前
に
回
文
し
た
人
物
の
一
人
で
あ

る
。
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
が
ク
ラ
ー
ク
と
パ
ー
カ
ー
の
二
名
で
あ
る
。
ク
ラ
ー
ク
は
ボ
ス
ト
ン
に
本
部
を
置
く
世
界
最
古
の
超
教
派
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
団
体
「
ア

メ
リ
カ
海
外
宣
教
委
員
評
議
会A

m
e
r
i
ca
n
 
B
o
a
rd
 
o
f
 
Commissioners 

for 
Foreign 

Missions

」
の
「
総
主
事Secretary

」
を
務
め
た
海
外
伝
道
の
リ
ー

ダ
ー
で
あ
る
。
ま
た
、
パ
ー
カ
ー
は
イ
エ
ー
ル
大
学
の
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
ク
ー
ル
を
卒
業
し
、
元
々
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
に
所
属
し
て
初
め
て
中
国
へ
の
医
療

伝
道
を
行
っ
た
草
分
け
的
な
宣
教
師
で
あ
る
が
、
当
時
は
イ
ギ
リ
ス
に
本
部
を
も
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
支
部
を
置
い
た
超
教
派
キ
リ
ス
ト
教
伝
道

団
体
「
福
音
同
盟
会
」
の
ア
メ
リ
カ
支
部
の
「
代
表P

r
es
ident

」
を
務
め
る
人
物
二
七

で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
先
に
、「
福
音
同
盟
会
」
の
活
動
を
伝
え
る
新
聞
記

事
や
決
議
文
を
取
り
あ
げ
た
が
、
日
本
政
府
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
大
統
領
や
デ
ロ
ン
グ
を
通
じ
て
良
心
の
自
由
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
た
キ

リ
ス
ト
教
団
体
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
二
名
の
存
在
か
ら
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
界
の
意
志
と
し
て
、
森
に
対
し
て
、
良
心
の
自
由
の
承
認
や
政
教
分
離
の
制

度
の
採
用
が
「
提
案
」
さ
れ
、
「
条
約
」
の
形
で
そ
れ
ら
を
保
証
さ
せ
よ
う
と
す
る
働
き
か
け
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。 

森
に
対
す
る
「
提
案
」
を
行
っ
た
ク
ラ
ー
ク
と
パ
ー
カ
ー
は
、
そ
の
立
場
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
界
を
束
ね
、
数
多
の
ク
リ
ス
チ

ャ
ン
に
対
し
て
影
響
力
を
有
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
森
が
ク
ラ
ー
ク
や
パ
ー
カ
ー
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
け
る
無
数
の

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
を
読
み
手
に
想
定
し
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
「
誤
解
」
を
解
く
た
め
に
意
見
書
を
作
成
し
た
と
考
え
れ
ば
、「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
に
お

い
て
、
あ
れ
ほ
ど
の
紙
幅
を
割
い
て
キ
リ
ス
ト
教
を
擁
護
す
る
言
説
を
記
し
て
い
た
こ
と
に
も
首
肯
で
き
る
。
森
は
本
意
見
書
に
お
い
て
、
例
え
ば
、「
全
て
の
人

間
は
、
自
ら
の
あ
ら
ゆ
る
意
思
と
行
為
に
つ
い
て
、
た
だ
創
造
主
に
対
し
て
の
み
責
任
を
負
う
べ
き
存
在
で
あ
るEvery one that lives is himself solely 

r
e
s
p
o
n
s
i
bl
e
 
t
o
 
h
i
s
 
C
rea

t
o
r
 
f
o
r 

a
l
l
 
hi
s
 
t
h
o
ughts 

and 
deeds.

（
筆
者
翻
訳
）」
二
八

と
記
し
、
ま
た
「
創
造
主
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す
た
め
の
知

識
や
、
そ
の
責
任
を
行
使
す
る
自
由
を
奪
わ
れ
た
存
在
は
、
も
は
や
正
し
い
意
味
に
お
い
て
人
間
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
いHe 

who 
is 

deprived 
of 

the 

k
n
o
w
l
e
d
g
e
 o
f
 t
h
is
 r
e
s
po
n
s
i
b
i
l
i
ty
,
 a
n
d
 t
h
e
 f
reedom to exercise it, can no longer

 be rightly called a man in the proper sense 

o
f
 t
h
e t

er
m
.

（
筆
者
翻
訳
）
」
二
九

と
述
べ
て
い
る
が
、
読
み
手
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
言
説
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
受
け
容
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れ
や
す
い
表
現
や
、
彼
ら
か
ら
共
感
を
勝
ち
取
り
や
す
い
言
葉
や
モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
て
、
森
が
意
見
書
を
作
成
し
、
現
地
の
知
識
人
と
の
間
で
加
筆
、
修
正

を
加
え
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
痕
跡
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

森
は
自
ら
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
と
語
っ
た
こ
と
は
一
度
た
り
と
も
存
在
し
な
い
。
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
一
月
、
森
が
駐
清
外
交
官
と
し
て
李
鴻
章
総

督
と
の
外
交
交
渉
を
行
っ
た
際
、
森
は
ア
ジ
ア
の
「
開
化
」
の
現
状
に
つ
い
て
「
亜
細
亜
人
民
ノ
俗
タ
ル
下
賤
野
卑
禽
獣
ヲ
相
距
ル
遠
キ
ニ
非
ラ
ス
」
と
語
り
、

そ
の
根
拠
を
女
性
を
「
卑
視
」
し
「
獣
類
」
の
よ
う
に
扱
う
ア
ジ
ア
の
風
俗
に
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
際
李
は
森
の
発
言
に
対
し
て
疑
問
を
抱
き
、「
是
レ
甚
タ
奇

異
ノ
論
ナ
リ
、
閣
下
ハ
西
教
ノ
徒
乎
」
と
問
い
か
け
て
い
る
三
〇

。
こ
れ
に
対
し
て
、
森
は
「
拙
者
ニ
於
テ
ハ
西
教
仏
教
或
ハ
回
教
其
他
ト
雖
ト
モ
一
モ
宗
教
ノ
名

ア
ル
モ
ノ
ヲ
奉
ス
ル
事
ナ
シ
、
現
ニ
如
斯
ノ
俗
人
ナ
リ
、
只
平
素
正
道
ヲ
守
リ
人
ヲ
害
ス
ル
ナ
キ
ヲ
以
テ
一
身
ノ
目
的
ト
ナ
ス
ノ
ミ
」
三
一

と
応
じ
、
明
確
に
自
ら

は
宗
教
と
名
の
あ
る
も
の
に
は
一
切
所
属
し
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
森
の
文
相
時
代
に
秘
書
官
を
務
め
た
木
村
匡
や
木
場
貞
長
も
、
森
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で

は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
木
村
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 

今
日
殊
に
此
席
に
出
て
御
話
を
致
し
た
い
と
思
ふ
て
居
つ
た
事
は
、
此
森
先
生
が
耶
蘇
教
の
信
者
で
あ
つ
た
か
な
か
つ
た
か
と
云
ふ
事
で
あ
る
（
筆
者
中
略
）

先
生
が
彼
の
非
命
の
死
を
遂
げ
ら
れ
た
と
云
ふ
事
の
原
因
も
実
は
ア
ノ
先
生
が
耶
蘇
教
徒
で
あ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
が
一
の
原
因
を
為
し
て
居
る
事
の
如
く
に

見
え
る
、
そ
れ
で
先
生
の
知
人
に
逢
ふ
て
先
生
の
逸
事
を
聞
き
ま
す
る
と
き
に
、
先
生
は
耶
蘇
教
徒
で
あ
つ
た
か
な
か
つ
た
か
と
云
ふ
事
を
聞
き
ま
し
た
時

に
、
或
人
は
耶
蘇
教
の
信
者
で
あ
つ
た
と
答
へ
又
或
人
は
信
者
で
は
な
い
と
云
ふ
答
で
、
其
話
し
て
呉
れ
る
人
の
中
で
も
耶
蘇
教
の
信
者
で
あ
つ
た
か
な
か

つ
た
か
と
云
ふ
事
は
区
々
な
つ
て
居
り
ま
す
。
が
私
の
信
ず
る
所
で
は
耶
蘇
教
の
信
者
で
は
な
か
つ
た
、
な
い
と
云
ふ
事
は
確
に
承
知
し
て
居
る
。
又
ア
ノ

人
は
人
か
ら
し
て
耶
蘇
教
徒
で
あ
る
と
言
は
れ
て
も
別
に
さ
う
で
な
い
と
も
言
は
な
い
、
且
つ
ア
ノ
人
は
私
の
記
憶
す
る
所
で
は
自
分
の
身
上
に
係
つ
た
事

柄
を
人
に
間
違
は
れ
て
も
、
そ
れ
を
一
向
意
と
し
な
か
つ
た
人
の
如
く
に
見
え
る
。
又
新
聞
抔
に
向
つ
て
取
消
を
出
し
た
と
云
ふ
こ
と
は
私
は
曾
て
記
憶
し

な
い
、
だ
か
ら
人
が
耶
蘇
教
徒
で
あ
る
と
云
ふ
て
も
ア
ノ
人
は
冷
然
と
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
居
つ
た
の
で
は
な
い
か
知
ら
ん
と
思
ひ
ま
す
三
二

。 

 

そ
し
て
木
場
も
ま
た
、「
森
さ
ん
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
と
云
ふ
非
難
は
、
事
実
に
甚
だ
し
く
相
違
す
る
の
で
あ
り
ま
す
（
筆
者
中
略
）
私
が
森
さ
ん
の
下
に

文
部
省
に
仕
へ
し
時
唯
の
一
度
も
基
督
教
信
者
ら
し
き
言
動
を
み
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
森
さ
ん
は
一
度
も
教
会
に
臨
ま
れ
た
こ
と
を
見
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん

が
我
国
の
神
社
に
は
屡
次
参
拝
し
て
居
ら
れ
ま
す
」
三
三

と
説
明
し
て
い
る
。 

信
仰
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
神
と
の
関
係
を
築
く
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
、
と
い
う
本
意
見
書

に
お
い
て
森
が
明
ら
か
に
し
た
言
説
が
あ
る
一
方
で
、
森
は
自
ら
を
一
切
の
宗
教
に
属
さ
な
い
単
な
る
「
俗
人
」
で
あ
る
と
自
己
規
定
し
、
二
人
の
秘
書
官
も
森

が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
双
方
を
額
面
通
り
に
受
け
止
め
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
森
研
究
の
よ
う
に
森
の
抱
え
た
自
己
矛
盾
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
論
文
を
踏
ま
え
、
森
の
想
定
し
た
読
み
手
が
数
多
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
補
助
線
を
新
た
に
引
く

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
意
見
書
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
持
た
な
い
「
俗
人
」
の
森
が
、
無
数
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
か
ら
の
共
感
や
理
解
を
得
る
た
め
の
表
現
や

モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
て
作
成
し
た
外
交
上
の
ア
ピ
ー
ル
文
で
あ
っ
た
と
い
う
視
点
か
ら
読
み
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。 

前
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
林
は
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
を
「
日
本
国
民
」
に
向
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
文
明
化
を
促

す
力
を
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
モ
ラ
ル
の
敷
衍
に
見
出
し
た
森
が
、
良
心
の
自
由
の
た
め
に
戦
お
う
と
す
る
自
ら
の
「
決
意
」
や
「
意
思
」
を
表
明
し
た
も
の
で
あ

る
と
説
明
し
て
い
た
三
四

。
し
か
し
、
本
稿
の
解
釈
は
林
と
は
真
っ
向
か
ら
異
な
り
、
本
意
見
書
は
欧
米
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
向
け
て
作
成
さ
れ
た
外
交
上
の
ア
ピ

ー
ル
文
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
表
現
や
モ
チ
ー
フ
は
森
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
か
ら
の
理
解
や
共
感
を
獲
得
す
る
た
め
に
あ
し
ら
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
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考
え
て
い
る
。
ク
ラ
ー
ク
や
パ
ー
カ
ー
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
森
が
駐
在
し
た
当
時
の
時
代
状
況
に
お
け
る
前
提
条
件
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
知
識

人
や
政
財
界
人
の
大
部
分
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
森
が
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
「
誤
解
」
を
解
く
た
め
に
是
が
非
で
も
本
書
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
が
浮
き
彫
り
に
な
る
だ
ろ
う
。 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
本
論
文
を
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
一
月
一
日
付
でT

h
e C

h
ristia

n
 U

n
io

n

誌
に
掲
載
さ
せ
て
い
る
が
、
本
稿
の
史
料
調
査
の
過
程
で
、
二

月
二
十
七
日
付
け
のZ

io
n'

s H
era

ld

誌
に
も
森
が
執
筆
者
と
記
載
さ
れ
た
「
良
心
の
自
由LIBERTY 

OF 
CONSCIENCE.

」
と
い
う
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
発
見
さ
れ
た
。
本
誌
に
お
い
て
も
、
森
に
よ
る
意
見
書
と
憲
章
の
全
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、「
そ
れ
ら
は
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
博
士
に
よ
っ
て
私
た
ち
に
対
し

て
コ
ピ
ー
が
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
帝
国
の
宣
言
に
相
応
し
い
形
態
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
憲
章
と
一
緒
に
綴
じ
込
ま
れ
て
い

た
（
筆
者
翻
訳
）
」
三
五

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
雑
誌
の
性
格
な
ど
に
つ
い
て
は
今
後
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
両
雑
誌
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
を
読

者
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、T

h
e C

h
ristia

n
 U

n
io

n

誌
は
パ
ー
カ
ー
が
「
代
表
」
を
務
め
た
「
福
音
同
盟
会
」
の
ア
メ
リ
カ
支
部
が
置
か
れ
て
い
た

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
、
ま
たZ

io
n'

s H
era

ld

誌
は
ク
ラ
ー
ク
が
「
総
主
事
」
を
務
め
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
の
本
部
が
置
か
れ
た
ボ
ス
ト
ン
に
お
い
て
発

行
さ
れ
て
い
た
雑
誌
で
あ
っ
た
。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
こ
れ
ら
の
雑
誌
に
対
し
て
森
の
立
場
を
代
弁
す
る
論
文
を
掲
載
さ
せ
た
こ
と
は
本
稿
に
は
偶
然
と
は
考
え
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。 

も
う
一
点
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
森
に
「
提
案
」
を
行
っ
た
人
物
名
を
あ
げ
る
に
際
し
て
、
ま
ず
ク
ラ
ー
ク
と
パ
ー
カ
ー
を
あ
げ
、「
そ
の
後

にa
f
t
e
r
wa
r
d
s

」
と
態
々
付
し
た
上
で
国
務
長
官
で
あ
る
フ
ィ
ッ
シ
ュ
の
名
前
を
あ
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
以
下
に
「
条
約
」
化
の
「
提
案
」
に
関
す
る
日
米
交

渉
の
様
子
を
取
り
あ
げ
る
が
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
を
除
け
ば
、
ク
ラ
ー
ク
や
パ
ー
カ
ー
が
国
務
省
で
行
わ
れ
た
交
渉
の
場
に
立
ち
会
う
こ
と
は
な
く
、
当
時
の
「
対
話

書
」
の
中
に
も
両
者
の
名
前
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
個
別
に
、
別
の
機
会
に
お
い
て
森
に
対
す
る
「
提
案
」
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
「
そ
の
後
に
」
と
付
し
、
国
務
省
か
ら
の
「
提
案
」
が
両
者
よ
り
も
「
後
に
」
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ク
ラ
ー

ク
と
パ
ー
カ
ー
に
代
表
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
界
が
国
務
省
側
に
対
し
て
宗
教
に
関
す
る
規
定
の
「
条
約
」
化
を
求
め
て
働
き
か
け
て
い
た
可
能
性
も
出
て
く
る
。

但
し
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
国
務
省
と
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
、「
福
音
同
盟
会
」
を
繋
ぐ
史
料
が
新
た
に
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
先
に
取
り

あ
げ
た
「
福
音
同
盟
会
」
の
活
動
を
伝
え
る
史
料
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
も
の
と
本
稿
は
考
え
る
。 

 四
．
宗
教
の
「
条
約
」
化
を
め
ぐ
る
攻
防
―
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
の
意
味
― 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
政
財
界
人
や
キ
リ
ス
ト
教
界
の
主
導
者
た
ち
が
「
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
承
認
を
条
約
の
形
に
お
い
て
提
案
す
る
こ

と
を
主
張
」
し
た
際
に
、
森
が
反
対
し
た
こ
と
で
、
そ
の
立
場
に
「
誤
解
」
が
生
じ
た
こ
と
が
本
件
の
発
端
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
は
、
再
び
国
務
省
で
行
わ
れ
た
条
約
改
正
交
渉
の
場
面
に
話
を
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
指
摘
す
る
通
り
、
確
か
に
ア
メ

リ
カ
側
は
三
月
十
八
日
の
改
正
交
渉
に
お
い
て
、
条
約
の
中
に
「
教
法
」
に
関
す
る
「
个
條
」
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ

カ
側
の
要
求
に
対
し
て
、
以
下
の
史
料
に
あ
る
よ
う
に
、
森
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
「
条
約
」
を
新
た
に
締
結
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
を
理
解
で
き
な
い
と
し
、「
頗

ル
迷
惑
致
居
候
」
と
述
べ
た
上
で
、
「
教
法
ノ
條
約
ヲ
結
フ
コ
ト
ハ
敢
テ
不
用
ト
存
候
」
、「
條
約
ニ
書
載
ス
ル
コ
ト
肝
要
ト
不
存
候
」
と
反
論
し
て
い
る
三
六

。 

 

国 

此
上
ニ
猶
又
事
件
有
之
候
ヤ
。 

森 

教
法
ノ
ミ
ナ
リ
、
何
故
ニ
條
約
中
ニ
此
个
條
要
用
ニ
有
之
候
ヤ
承
知
致
度
頗
ル
迷
惑
致
居
候
。 

国 

使
節
出
国
ノ
後
長
崎
ニ
於
テ
苛
責
有
之
候
由
承
知
仕
候
。 
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森 

是
ハ
外
国
人
ニ
ハ
関
係
致
シ
不
申
候
、
殊
ニ
全
ク
教
法
ノ
事
ト
モ
難
申
候
、
思
フ
ニ
教
法
ハ
交
際
ト
貿
易
ノ
利
益
ヲ
増
進
ス
ル
ニ
関
係
無
之
候
、
且
教

法
ノ
條
約
ヲ
結
フ
コ
ト
ハ
敢
テ
不
用
ト
存
候
。 

国 

教
法
ノ
苛
責
ヲ
防
キ
タ
ル
上
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
自
由
ノ
交
際
ハ
出
来
不
申
者
ニ
候
、
一
体
外
国
ノ
教
法
ヲ
侮
辱
ナ
サ
レ
候
ハ
乃
チ
外
国
人
ヲ
侮
辱
ス
ル
ニ

当
リ
申
候
（
筆
者
中
略
）
褻
涜
ナ
ラ
サ
ル
教
法
ハ
総
テ
寛
恕
有
之
度
希
望
致
候
。 

森 
好
ム
所
ニ
候
、
乍
去
当
時
日
本
政
府
ニ
於
テ
其
国
ヲ
救
フ
為
メ
ニ
辛
苦
尽
力
致
居
候
形
勢
ニ
方
リ
テ
此
事
ヲ
條
約
ニ
書
載
ス
ル
コ
ト
肝
要
ト
不
存
候
。 

 

森
が
「
条
約
」
化
を
「
不
用
」
と
主
張
し
た
根
拠
は
、
先
に
説
明
し
た
交
際
と
貿
易
に
関
わ
る
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
と
「
教
法
」
の
問
題
に
は
関
係
が
な
い

と
い
う
見
解
に
加
え
、
今
日
の
日
本
国
内
に
お
け
る
「
変
革
」
や
「
進
歩
」
の
過
程
の
中
で
、
日
本
政
府
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
政
策
を
改
め
、
既
に
以
前

の
よ
う
な
「
苛
責
」
を
行
っ
て
お
ら
ず
「
寛
容
」
に
取
り
扱
っ
て
い
る
と
い
う
宗
教
政
策
の
転
換
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
側
は
今
日
で
も
キ
リ
ス

ト
教
徒
に
対
す
る
残
虐
非
道
な
行
為
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
し
、
今
後
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
「
苛
責
」
が
行
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て

「
保
證
」
さ
れ
る
の
か
と
問
い
詰
め
て
い
る
。
以
下
の
史
料
に
あ
る
よ
う
に
、
日
本
政
府
を
信
用
し
な
い
ア
メ
リ
カ
側
は
、「
条
約
ヲ
以
テ
之
ヲ
保
護
可
有
之
候
」

と
述
べ
、
あ
く
ま
で
も
「
条
約
」
に
よ
る
強
制
力
に
よ
っ
て
「
保
證
」
す
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
た
。 

 

国 

土
人
ノ
耶
蘇
信
仰
ノ
者
四
千
人
ヲ
日
本
全
島
ニ
離
散
セ
シ
メ
シ
ハ
近
年
ノ
事
ニ
有
之
候
。 

森 

夫
ニ
ハ
他
ノ
道
理
有
之
候
、
殊
ニ
其
節
ト
今
日
ト
ハ
大
ニ
変
革
致
候
。 

国 

実
ニ
変
革
ハ
進
歩
致
居
候
、
乍
併
未
タ
緊
要
ノ
地
位
ニ
至
リ
不
申
候
、
貴
方
ニ
於
テ
良
法
ヲ
立
テ
裁
判
所
設
置
有
之
候
迄
ハ
條
約
ヲ
以
テ
之
ヲ
保
護
可

有
之
候
（
筆
者
中
略
）
其
進
歩
ノ
間
当
方
ニ
対
シ
テ
保
證
可
有
之
候
。
三
七 

 

森
は
再
び
日
本
政
府
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
「
寛
政
」
を
行
い
、
そ
の
「
変
革
」
や
「
進
歩
」
が
著
し
い
こ
と
を
訴
え
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
側
が
日
本

に
対
し
て
要
求
し
て
い
た
こ
と
は
抑
々
宗
教
に
対
す
る
「
寛
政
」
＝
ト
レ
ラ
ン
ス
（Tolerance

）
の
問
題
で
は
な
く
、「
当
方
ニ
於
テ
ハ
我
国
ニ
於
テ
同
様
ノ
保

證
ヲ
貴
政
府
ニ
対
シ
テ
相
求
メ
候
」
三
八

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
良
心
の
自
由
と
い
う
価
値
観
と
政
教
分
離
の
制
度
を
日
本
政
府
が
認
め
、「
保
證
」
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
政
府
側
は
そ
の
重
要
性
を
一
向
に
認
識
せ
ず
、
剰
え
「
寛
政
」
と
い
う
方
針
を
盾
に
し
て
継
続
的
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
「
奴
隷
」
の
よ

う
に
扱
う
残
虐
非
道
な
行
為
を
黙
認
し
続
け
て
い
る
と
ア
メ
リ
カ
側
は
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
政
府
は
一
国
を
代
表
す
る
政
府
と
し
て
、
地
方
で
起

こ
る
問
題
や
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
「
官
吏
」
に
対
し
て
監
督
し
、
命
令
す
る
こ
と
さ
え
で
き
て
お
ら
ず
全
く
信
用
な
ら
な
い
以
上
、
以
下
の
史
料

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
間
の
「
条
約
」
に
基
づ
く
強
制
力
を
以
っ
て
、「
教
法
」
に
関
す
る
規
定
を
日
本
側
に
「
保
證
」
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

デ
ロ
ン
グ 

森
氏
ハ
御
承
知
有
之
間
敷
候
ヘ
ト
モ
日
本
ニ
テ
諸
ノ
事
件
相
起
リ
近
年
ニ
至
リ
四
千
ノ
国
民
耶
蘇
教
ヲ
奉
ス
ル
者
何
処
放
逐
セ
ラ
レ
テ
山
林
ニ

臥
シ
鉱
山
ニ
苦
役
サ
レ
実
ニ
奴
隷
ト
ナ
レ
リ
、
此
事
ニ
付
各
国
公
使
ト
集
会
ノ
上
談
判
有
之
候
節
ニ
右
様
ノ
事
ハ
無
之
様
約
定
有
之
候
ヘ
ト
モ

其
後
陸
続
ト
シ
テ
絶
ヘ
ス
、
九
州
ニ
配
流
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
寒
気
ニ
斃
レ
飢
餓
ニ
死
シ
又
ハ
囚
籠
ニ
鎖
シ
テ
之
ヲ
路
傍
ニ
肆
セ
リ
。 

国 

日
本
ニ
兵
隊
ヲ
送
ラ
サ
ル
事
ヲ
所
望
有
之
候
当
方
ニ
於
テ
曾
テ
之
ヲ
送
リ
候
コ
ト
無
之
又
ハ
此
後
モ
之
ヲ
欲
シ
申
間
敷
候
、
然
ル
ニ
日
本
ノ
辺
境
ニ
於

テ
ハ
大
政
府
ノ
免
許
ヲ
得
ス
シ
テ
人
民
ヲ
苛
責
致
シ
候
官
吏
有
之
候
ユ
エ
当
方
ニ
於
テ
ハ
此
等
ノ
事
ノ
防
禦
ヲ
所
望
致
シ
候
。 
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森 

是
迄
迚
モ
教
法
ノ
議
論
ニ
就
テ
ハ
日
本
政
府
ニ
於
テ
寛
典
ノ
政
ヲ
施
シ
可
申
儀
保
證
可
致
候
間
此
後
何
モ
患
フ
ヘ
キ
模
様
無
之
。 

国 

何
故
ニ
左
様
御
話
シ
不
相
成
ヤ
、
使
節
出
国
ノ
後
六
七
十
人
ノ
耶
蘇
宗
徒
苛
責
ヲ
蒙
リ
候
事
有
之
故
ニ
之
ヲ
條
約
中
ニ
載
セ
置
ク
時
ハ
政
府
ニ
於
テ
右

ハ
條
約
ノ
規
則
ニ
従
ヒ
可
申
ト
此
等
ノ
人
民
ニ
布
告
出
来
大
ニ
貴
国
ノ
開
化
ヲ
進
メ
可
申
候
。
三
九 

 ア
メ
リ
カ
側
が
日
本
に
対
し
て
宗
教
に
関
す
る
「
保
證
」
を
「
条
約
」
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
事
実
は
、
当
時
の
日
本
政
府
が
欧
米
側
か
ら
全
く
信
頼
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
本
件
に
関
し
て
、
日
本
へ
「
兵
隊
」
を
派
遣
す
る
こ
と
は
望
ま
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
明
確
な
「
保
證
」

を
得
る
た
め
に
は
軍
事
的
な
選
択
肢
も
あ
り
得
る
こ
と
を
示
唆
し
、
他
方
で
「
条
約
」
を
結
ぶ
こ
と
は
平
和
的
に
「
貴
国
ノ
開
化
ヲ
進
メ
」
る
道
で
も
あ
る
と
語

り
、
軍
事
オ
プ
シ
ョ
ン
か
、「
条
約
」
に
よ
る
「
保
證
」
か
を
天
秤
に
か
け
、
日
本
側
に
選
択
を
迫
っ
て
い
る
。 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
論
文
に
お
け
る
「
昨
年
の
冬
」
の
出
来
事
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
条
約
改
正
交
渉
に
お
い
て
以
上
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
側

か
ら
の
要
求
を
森
が
拒
絶
し
て
い
た
経
緯
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
森
に
よ
る
こ
の
拒
絶
は
、
森
の
真
意
と
は
乖
離
し
た
形
で
、
ア
メ
リ
カ
側
に
お
け
る
「
誤

解
」
を
生
じ
さ
せ
た
と
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
弁
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
森
が
「
条
約
」
化
に
対
し
て
消
極
的
な
態
度
を
示
し
た
こ
と
で
、
森
も
ま
た
「
寛
容
」
に

と
主
張
す
る
だ
け
の
日
本
政
府
側
と
同
一
の
立
場
に
あ
り
、
良
心
の
自
由
や
政
教
分
離
の
原
則
を
理
解
せ
ず
、「
保
證
」
し
よ
う
と
し
な
い
野
蛮
で
、
非
文
明
的
な

思
考
を
も
っ
た
存
在
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
「
誤
解
」
で
あ
っ
た
と
本
稿
は
考
え
る
。
し
か
し
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
本
論
文
を
公
に
し
、
宗
教
を

め
ぐ
る
森
の
意
見
書
の
内
容
や
そ
の
意
図
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
側
が
抱
い
た
「
誤
解
」
や
森
に
対
す
る
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る

た
め
の
努
力
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
欧
米
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
対
し
て
明
ら
か
に
し
た
森
の
立
場
と
は
、
日
本
政
府
側
の
「
寛
容
」
政
策
と
は
異
な
り
、「
森
氏
自
身
の
意
見
と
し

て
、
宗
教
的
自
由
と
政
教
分
離
は
明
ら
か
に
承
認
さ
れ
た
原
理
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
上
で
、
森
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
「
原
理
」
が
欧
米
側
か
ら
の
「
外

圧
」
や
「
条
約
」
に
よ
っ
て
強
制
的
に
「
保
證
」
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
独
立
国
家
、
即
ち
「
文
明

国
家
」
に
お
け
る
「
国
家
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ドn

a
t
i
o
nal

 pride

」
に
基
づ
い
た
森
の
主
張
で
あ
っ
た
と
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
は
代
弁
し
て
い
る
。 

本
稿
は
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
と
い
う
視
点
を
設
定
し
、
こ
れ
ま
で
「
発
信
活
動
」
や
「
親
日
家
」、「
外
交
官
視
点
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
論
じ
て
き

た
が
、
森
が
宗
教
の
問
題
を
考
え
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
を
執
筆
す
る
上
で
重
ん
じ
た
の
も
、
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
と
「
国
益
」
の
観
点
で
あ

っ
た
。「
外
圧
」
や
新
た
な
「
条
約
」
に
基
づ
く
強
制
力
に
よ
っ
て
、
宗
教
の
問
題
を
、
欧
米
側
か
ら
「
保
證
」
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
「
文
明
国
家
」

と
し
て
の
体
裁
で
は
な
い
と
森
は
考
え
た
。「
条
約
」
に
明
文
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
が
宗
教
的
自
由
や
政
教
分
離
の
原
理
す
ら
、
自
ら
の
力
で
「
保
證
」

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
野
蛮
非
文
明
国
家
」
で
あ
る
と
い
う
負
の
イ
メ
ー
ジ
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
法
的
に
固
定
化
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
日
本
が
甘
ん

じ
て
「
野
蛮
非
文
明
国
家
」
と
い
う
指
標
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
森
は
欧
米
に
よ
る
軍
事
介
入
や
「
条
約
」
化
と
は
異
な
る
第
三
の
道
と
し
て
、

主
体
的
に
自
ら
の
手
で
、
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
「
原
理
」
を
「
保
證
」
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
よ
う
な
選
択
肢
こ
そ
が
、
森
の
考
え
た
「
文
明
国

家
」
と
し
て
の
姿
で
あ
り
、「
国
家
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
」
を
守
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
森
は
ア
メ
リ
カ
に
駐
在
す
る
日
本
の
顔
と
な
る
外
交
官

が
、
野
蛮
で
非
文
明
的
な
思
考
を
も
っ
た
存
在
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
や
「
誤
解
」
を
解
消
し
、
宗
教
の
問
題
に
関
わ
る
日
本
の
国
家
と
し
て
の
「
プ
ラ
イ
ド
」

と
主
体
性
を
対
外
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
「
方
法
」
と
し
て
、「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
と
い
う
意
見
書
を
欧
米
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
向
け
て
明
ら
か

に
し
た
の
で
あ
る
。
先
に
取
り
あ
げ
た
「
学
制
」
の
事
例
と
同
様
に
、
本
件
に
関
し
て
も
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
と
い
う
一
人
の
「
親
日
家
」
が
森
の
「
発
信
活
動
」
を

支
え
、
欧
米
人
の
口
か
ら
日
本
の
利
害
や
国
益
に
適
う
援
護
射
撃
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
森
が
ア
メ
リ
カ
人
を
読
者
に
想
定
し
て
意
見
書
を
作
成

し
た
背
景
に
は
、
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
に
お
け
る
宗
教
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
森
の
宗
教
観
が
あ
っ
た
。 
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凡
西
洋
諸
国
ニ
於
テ
耶
蘇
教
外
ナ
ル
諸
国
ノ
開
進
ノ
程
度
ヲ
量
ル
ニ
ハ
率
ネ
其
国
宗
教
ノ
如
何
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
常
習
ト
ス
。
然
ル
ニ
我
国
ニ
テ
ハ
自
由
信
教

ノ
事
ハ
已
ニ
政
府
ノ
黙
許
ヲ
経
、
耶
蘇
宗
門
ヲ
信
ス
ル
ノ
徒
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
全
国
一
般
ヲ
通
觀
ス
レ
ハ
耶
蘇
教
ニ
帰
化
セ
シ
者
甚
タ
寡
少
ナ
ル
ニ
由
リ
、

彼
ノ
信
教
不
自
由
ナ
ル
未
開
国
ニ
似
タ
ル
ノ
形
跡
ア
リ
ト
ノ
見
解
ヲ
下
シ
、
宗
教
既
ニ
如
此
キ
有
様
ナ
レ
ハ
他
ノ
諸
事
進
歩
モ
亦
之
ニ
彷
彿
タ
ル
ヘ
シ
ト
云

如
キ
想
像
ヲ
懐
ク
者
少
シ
ト
セ
ス
四
〇

。 

 

こ
こ
に
は
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
を
築
く
上
で
、
宗
教
の
も
つ
役
割
を
功
利
的
、
機
能
的
に
位
置
付
け
る
森
の
宗
教
観
が
見
て
取
れ
る
。
森
は
、
キ
リ
ス
ト

教
国
が
非
キ
リ
ス
ト
教
国
の
「
開
化
」
の
程
度
を
測
る
基
準
と
し
て
宗
教
を
理
解
し
、
宗
教
に
対
す
る
国
家
の
措
置
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
、
そ
の
国
家
の
あ
ら
ゆ

る
も
の
が
不
自
由
な
状
態
に
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
森
は
欧
米
諸
国
が
非
キ
リ
ス
ト
教
国
の
「
開
化
」
の
度
合
い
を
測
定
す
る
基

準
と
し
て
、
良
心
の
自
由
や
政
教
分
離
の
問
題
を
利
用
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
と
は
、
公
私
に
お
い
て
日
本
の

宗
教
政
策
に
対
す
る
批
判
に
晒
さ
れ
る
中
で
、
欧
米
諸
国
が
文
明
と
野
蛮
と
を
選
り
分
け
る
尺
度
と
し
て
宗
教
を
利
用
す
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
森
が
、
良
心

の
自
由
や
政
教
分
離
と
い
う
問
題
に
向
き
合
う
日
本
の
姿
勢
を
ア
メ
リ
カ
側
に
発
信
し
、
日
本
の
国
家
と
し
て
の
「
プ
ラ
イ
ド
」
＝
「
国
信
」
を
守
る
た
め
に
、

戦
略
的
に
作
成
さ
れ
た
外
交
上
の
ア
ピ
ー
ル
文
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。
良
心
の
自
由
の
保
障
と
は
、
森
個
人
の
思
想
や
信
念
の
次
元
を
超
え
た
国
際
社
会
に
お

け
る
日
本
の
対
外
的
な
信
用
と
評
価
の
問
題
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

註 

一 

浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
の
配
流
先
と
な
っ
た
各
藩
に
は
金
澤
藩
、
大
聖
寺
藩
、
富
山
藩
に
加
え
、
名
古
屋
藩
、
津
藩
、
郡
山
藩
、
和
歌
山
藩
、
姫
路
藩
、
鳥
取

藩
、
福
山
藩
、
松
江
藩
、
岡
山
藩
、
広
島
藩
、
津
和
野
藩
、
山
口
藩
、
鹿
児
島
藩
、
徳
島
藩
、
高
松
藩
、
高
知
藩
、
松
山
藩
が
あ
っ
た
。 

二 

「
英
吉
利
公
使
提
示
ノ
外
国
人
某
ノ
意
見
書
」
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
一
月
三
十
日
、
外
務
省
調
査
部
編
纂
『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
三
巻
、
日
本
国
際

協
会
、
一
九
三
八
年
、
四
二
八
頁
―
四
三
〇
頁
。
以
下
『
外
交
文
書
』
と
略
し
、
巻
数
の
数
字
み
記
す
。 

三 

「
明
治
三
年
十
二
月
二
十
五
日
金
沢
藩
御
預
耶
蘇
教
徒
取
締
実
地
見
聞
書
」
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
二
月
二
十
八
日
、『
外
交
文
書
』
四
、
七
四
一
頁
―
七

四
三
頁
。 

四 

「
加
州
御
預
耶
蘇
教
徒
取
扱
振
視
察
ニ
関
ス
ル
件
」
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
三
月
十
日
、『
外
交
文
書
』
四
、
七
四
五
頁
―
七
四
六
頁
。 

五 

「
御
預
耶
蘇
教
徒
中
一
家
族
ハ
同
居
セ
シ
ム
ヘ
キ
様
金
澤
、
大
聖
寺
、
富
山
藩
ヘ
達
ア
リ
度
旨
申
請
ノ
件
」
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
五
月
二
十
一
日
、『
外

交
文
書
』
四
、
七
六
五
頁
。 

六 

「
耶
蘇
教
徒
ニ
対
シ
苛
酷
ノ
取
扱
ナ
キ
様
御
預
各
藩
ヘ
指
令
ア
リ
度
旨
建
言
ノ
件
」
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
五
月
三
十
日
、『
外
交
文
書
』
四
、
七
七
九

頁
。 

七 

「
御
預
各
藩
ニ
於
ケ
ル
耶
蘇
教
徒
取
締
趣
意
書
」
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
五
月
二
十
五
日
、
『
外
交
文
書
』
四
、
七
七
八
頁
。 

八 

前
掲
「
キ
ン
ズ
レ
ー
口
述
筆
記A

R
I
NO
R
I
 
M
OR
I

」
、
一
〇
八
頁
―
一
一
〇
頁
。 
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, FEBRUARY 8, 1872. 
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一
一 

同
書
。 

一
二 
「
福
音
同
盟
会
決
議
文
寫
送
付
ノ
件
」
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
七
月
二
日
、『
外
交
文
書
』
三
、
四
一
八
頁
。 

一
三 
同
書
、
四
一
九
頁
。 

一
四 

「
宗
旨
一
条
伺
」
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
七
月
二
十
日
、『
全
集
』
一
、
三
頁
―
四
頁
。 

一
五 

「
岩
倉
大
使
等
ト
米
国
国
務
卿
等
ト
ノ
対
話
書
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
三
月
十
六
日
、『
外
交
文
書
』
五
、
一
四
九
頁
。 

一
六 

「
岩
倉
大
使
等
ト
米
国
国
務
卿
等
ト
ノ
対
話
書
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
三
月
十
八
日
、『
外
交
文
書
』
五
、
一
六
一
頁
。 

一
七 

前
掲RELIGIOUS FREEDOM IN JAPAN

 

、
六
七
頁
―
六
八
頁
、
七
〇
頁
―
七
一
頁
。 

一
八 

前
掲
「
キ
ン
ズ
レ
ー
口
述
筆
記A

R
I
NO
R
I
 
M
OR
I

」
、
一
一
〇
頁
。 

一
九 

「
森
有
礼
宛
Ｈ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
書
簡
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
月
二
十
九
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
二
四
六
頁
。 

二
〇 

「
Ｌ
・
Ｗ
・
ベ
ー
コ
ン
宛
Ｌ
・
ベ
ー
コ
ン
書
簡
」
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
十
二
月
九
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
二
五
二
頁
―
二
五
三
頁
。 

二
一 

前
掲
「
キ
ン
ズ
レ
ー
口
述
筆
記A

R
I
NO
R
I
 
M
OR
I

」
、
一
一
〇
頁
。 

二
二 

前
掲
『
明
治
文
化
全
集
』
第
十
二
巻
宗
教
編
、
五
八
頁
―
五
九
頁
。 

二
三 

同
書
、
五
九
頁
。 

二
四 

前
掲RELIGIOUS LIBERTY IN JAPAN

. 

二
五 

同
書
。 

二
六 

同
書
。 

二
七 G

u
a
n
g
q
i
u 
X
i
,
 AMERICAN DOCTORS IN CANTON: MODERNAZATION IN CHINA, 1835-1935, (Routledge Taylor & Francis Group: London 

a
n
d
 
N
e
w
 
Yo
r
k
,
 
20
1
7
)
,
 PP

.
7
8

―7
9
. 

二
八 

前
掲RELIGIOUS FREEDOM IN JAPAN

、
六
八
頁
。 

二
九 

同
書
、
六
八
頁
―
六
九
頁
。 

三
〇 

前
掲
「
日
本
国
公
使
森
ト
総
督
李
鴻
章
ト
応
接
ノ
記
」、
三
六
三
頁
。 

三
一 

同
書
、
三
六
三
頁
。 

三
二 

前
掲
「
故
森
子
爵
の
逸
事
に
付
て
」
、
四
一
三
頁
。 

三
三 

前
掲
「
森
有
礼
先
生
を
偲
び
て
」
、
五
八
五
頁
。 

三
四 

前
掲
『
林
竹
二
著
作
集
２
』、
三
三
頁
、
三
五
頁
―
三
八
頁
。 

三
五 

M
O

R
I A

R
IN

O
R

I, L
IB

E
R

T
Y

 O
F

 C
O

N
S

C
IE

N
C

E
., Z

io
n'

s H
era

ld
, F

E
B

R
U

A
R

Y
 2

7
, 1

8
7
3
. 

三
六 

前
掲
「
岩
倉
大
使
等
ト
米
国
国
務
卿
等
ト
ノ
対
話
書
」、
一
六
一
頁
―
一
六
二
頁
。 

三
七 

同
書
、
一
六
二
頁
。 

三
八 

同
書
、
一
六
三
頁
。 

三
九 

同
書
、
一
六
三
頁
―
一
六
四
頁
。 

四
〇 

「
英
外
務
卿
ヘ
ノ
事
実
書
取
書
ニ
関
ス
ル
件
」
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
十
月
五
日
、
外
務
省
調
査
部
監
修
、
日
本
学
術
振
興
会
編
纂
『
條
約
改
正
関
係 

第
二
本
外
交
文
書
』
第
二
巻
、
日
本
国
際
協
会
、
一
九
四
三
年
、
八
一
一
頁
。
以
下
『
大
日
本
外
交
文
書
』
と
略
し
、
巻
数
の
み
記
す
。 
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第
二
章 

外
交
官
の
語
る
女
性
―
「
文
明
国
家
」
か
、「
地
球
上
の
一
大
淫
乱
国
」
か
― 

一
．「
妻
妾
論
」
を
め
ぐ
る
従
来
の
評
価
と
本
稿
の
立
場 

本
章
で
は
、
森
の
女
性
論
に
注
目
し
、
主
に
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
か
ら
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
か
け
て
五
回
に
渡
っ
て
『
明
六
雑
誌
』
に
お
い
て
連

載
さ
れ
た
「
妻
妾
論
」
を
中
心
に
扱
う
。
女
性
に
対
す
る
評
価
や
取
り
扱
わ
れ
方
は
、
近
代
的
指
標
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
、「
妻
妾
論
」
に
お
け
る
以
下
の
森
の
主

張
は
、
前
期
の
森
の
思
想
に
お
け
る
近
代
的
性
格
を
示
す
証
左
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

人
婚
す
れ
ば
す
な
わ
ち
権
利
・
義
務
そ
の
間
に
生
じ
、
互
に
相
凌
ぐ
を
得
ず
。
何
を
か
権
利
と
し
、
何
を
か
義
務
と
す
。
そ
の
相
扶
け
相
保
つ
の
道
を
い
う

な
り
。
す
な
わ
ち
夫
は
扶
助
を
妻
に
要
す
る
の
権
利
を
有
し
、
ま
た
妻
を
支
保
す
る
の
義
務
を
負
う
。
し
か
し
て
妻
は
支
保
を
夫
に
要
す
る
の
権
利
を
有
し
、

ま
た
夫
を
扶
助
す
る
の
義
務
を
負
う
一

。 

 

「
妻
妾
論
」
の
評
価
や
解
釈
に
お
い
て
は
、
特
に
権
利
義
務
を
定
め
た
男
女
対
等
の
契
約
に
基
づ
く
婚
姻
形
態
を
提
唱
し
、
森
自
ら
が
契
約
結
婚
を
実
践
し
た

と
い
う
側
面
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
森
川
輝
紀
は
、「
法
と
道
義
に
も
と
づ
く
社
会
建
設
」
を
目
指
し
た
森
二

が
、「
道
義
的
社
会
の
条
件
」
と
し
て
「
女

性
の
地
位
の
確
立
」
を
主
張
し
三

、「
法
と
道
義
に
も
と
づ
く
「
婚
姻
契
約
」」
を
実
践
し
た
も
の
で
あ
る
四

と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
林
竹
二
は
、
西
洋
主
義
者

の
森
が
、
「
社
会
や
国
家
に
関
す
る
個
人
主
義
的
な
見
方
」
五

を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
位
置
付
け
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。 

 

「
妻
妾
論
」
に
よ
っ
て
森
は
、
女
性
が
他
の
「
家
」
に
入
る
行
為
と
し
て
の
結
婚
の
観
念
を
斥
け
て
、
権
利
と
義
務
の
主
体
で
あ
り
、
平
等
な
る
両
性
個
人

の
合
意
に
よ
っ
て
成
立
す
る
関
係
と
し
て
捉
え
な
お
す
と
と
も
に
、
そ
の
合
理
的
な
関
係
に
新
し
い
倫
理
の
基
礎
を
求
め
る
こ
と
を
企
て
た
の
で
あ
る
。
森

の
倫
理
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
死
に
至
る
ま
で
、
こ
の
合
理
主
義
個
人
主
義
的
な
性
格
を
失
わ
な
か
っ
た
六

。 

 

林
は
「
妻
妾
論
」
に
表
明
さ
れ
た
「
倫
理
」
観
に
つ
い
て
、
森
の
「
合
理
主
義
個
人
主
義
的
な
性
格
」
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
し
、
森
の
主
張
す
る
「
平

等
」
観
念
に
つ
い
て
、「
神
の
前
に
お
け
る
平
等
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
性
格
を
帯
び
た
見
方
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
七

。
ま
た
園
田
英
弘
は
、
社
会
学
理

論
に
依
拠
し
、
前
期
の
森
の
思
想
的
特
徴
で
あ
る
と
主
張
す
る
「
私
的
な
個
人
の
ラ
ン
ダ
ム
な
活
動
」
が
自
然
と
「
社
会
の
進
歩
」
や
「
国
家
富
強
」
へ
と
「
ス

ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
」
、「
暗
黙
の
予
定
調
和
論
」
を
示
す
一
つ
の
事
例
と
評
価
し
て
い
る
八

。
個
人
の
自
由
で
ラ
ン
ダ
ム
な
活
動
を
促
す
「
個
人
の
文
明

化
」
は
、「
知
識
の
拡
大
に
よ
っ
て
合
理
的
行
為
を
確
立
」
す
る
こ
と
九

を
意
図
し
た
森
の
「
主
知
主
義
的
倫
理
観
」
一
〇

に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
法
に

基
づ
く
新
し
い
倫
理
観
の
実
現
と
い
う
よ
り
も
「
知
識
の
拡
大
」
に
よ
る
「
一
夫
一
婦
制
の
実
行
」
を
主
張
し
た
論
文
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
一
一

。 

従
来
の
研
究
で
は
、
主
に
テ
キ
ス
ト
解
釈
を
中
心
と
し
て
、
森
の
思
想
構
造
に
お
け
る
内
的
連
関
性
を
解
明
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
前
提
に
は
西
洋
の
近
代
的
諸
価
値
や
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
た
西
洋
主
義
者
と
い
う
視
点
か
ら
森
の
初
期
思
想
の
性
格
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
見
方
が
あ
り
、

「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
に
対
す
る
評
価
と
同
様
に
、
前
期
の
森
に
お
け
る
思
想
の
革
新
性
や
近
代
性
を
示
す
証
左
と
し
て
の
「
妻
妾
論
」
、
と
い
う
位
置

付
け
方
は
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
森
の
テ
キ
ス
ト
を
成
立
さ
せ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
注
目
し
、
な
ぜ
森
は
「
妻
妾
論
」
を
執
筆
し
て
国

内
の
「
開
化
」
を
促
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
い
か
な
る
問
題
意
識
の
下
で
作
成
し
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
先
に
取

り
あ
げ
た
一
連
の
ト
ピ
ッ
ク
と
同
様
に
、「
妻
妾
論
」
と
は
、
日
本
の
国
際
的
な
イ
メ
ー
ジ
や
対
外
的
な
「
国
信
」
を
重
ん
じ
る
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
視
点

か
ら
主
張
さ
れ
た
「
開
化
論
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
本
稿
は
考
え
て
い
る
。
森
は
「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
視
点
に
立
脚
し
、
日
本
の
「
開
化
」
に
関



73 

 

わ
る
国
際
的
な
信
用
や
評
価
の
問
題
と
い
う
観
点
か
ら
女
性
論
を
展
開
し
た
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
、「
外
国
人
の
、
我
国
を
目
し
て
地
球
上
の
一
大
淫
乱
国

と
な
す
も
、
あ
る
い
は
虚
謗
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
一
二

と
い
う
森
の
主
張
に
注
目
し
、
外
交
官
の
語
る
女
性
論
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
行
う
。 

 
二
．
ア
ジ
ア
に
お
け
る
女
性
、
日
本
に
お
け
る
女
性 

「
妻
妾
論
」
の
検
討
を
進
め
る
前
に
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
開
化
」
に
内
在
さ
れ
た
問
題
と
女
性
の
関
係
に
つ
い
て
、
森
が
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
李
鴻
章
総

督
と
の
会
談
に
注
目
し
た
い
。
駐
清
外
交
官
の
森
と
李
総
督
と
の
会
談
は
「
妻
妾
論
」
が
連
載
さ
れ
た
お
よ
そ
一
年
後
の
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
一
月
に
行
わ

れ
た
。
こ
の
会
談
に
お
い
て
、
森
は
自
ら
の
遊
学
の
体
験
に
つ
い
て
「
世
界
ヲ
周
廻
セ
シ
事
前
後
二
回
」
と
述
べ
、
そ
の
見
聞
の
結
果
と
し
て
、「
人
ハ
互
ニ
心
ヲ

分
チ
国
ハ
各
々
趣
ヲ
異
ニ
ス
、
或
ハ
抑
圧
セ
ラ
ル
ヽ
者
ア
リ
、
或
ハ
蹂
躙
セ
ラ
ル
ヽ
者
ア
リ
、
即
チ
土
耳
其
印
度
幷
ニ
清
国
ノ
如
キ
ハ
其
最
タ
ル
モ
ノ
也
」
一
三

と

語
り
、
ト
ル
コ
や
イ
ン
ド
、
中
国
な
ど
の
ア
ジ
ア
諸
国
は
今
日
の
国
際
関
係
に
お
い
て
紛
れ
も
な
く
客
体
で
あ
り
、
欧
米
諸
国
に
よ
る
支
配
や
搾
取
の
対
象
に
他

な
ら
な
い
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。
李
は
、
森
に
対
し
て
遊
学
経
験
を
踏
ま
え
て
、
欧
米
と
ア
ジ
ア
の
「
開
化
」
の
位
相
や
今
後
の
「
交
際
」
の
あ
り
方
に

つ
い
て
の
見
識
を
求
め
、
ま
ず
「
試
ニ
亜
細
亜
洲
開
化
ノ
度
ヲ
欧
洲
ニ
比
ス
レ
ハ
賢
慮
如
何
」
と
問
う
て
い
る
。
森
は
ア
ジ
ア
と
欧
米
の
「
開
化
」
の
位
相
に
つ

い
て
、「
開
化
ノ
最
高
度
ヲ
十
度
ト
定
メ
ン
ニ
亜
細
亜
ハ
三
度
ノ
上
ニ
達
シ
欧
羅
巴
ハ
七
度
ニ
下
ラ
サ
ル
点
ニ
在
ル
ヘ
シ
」
と
述
べ
、
両
者
の
間
に
は
「
開
化
」
の

レ
ベ
ル
に
お
い
て
四
段
階
の
差
異
が
あ
る
と
見
て
い
る
一
四

。
さ
ら
に
は
、
李
か
ら
「
亜
細
亜
ト
欧
羅
巴
ノ
交
際
ハ
将
来
如
何
ノ
状
ヲ
見
ル
ニ
至
ル
ヘ
キ
乎
」
一
五

と

問
わ
れ
、
今
後
の
ア
ジ
ア
と
欧
米
の
国
際
関
係
に
つ
い
て
の
見
解
を
求
め
ら
れ
た
際
、
森
は
両
者
の
「
開
化
」
に
お
け
る
隔
た
り
や
ア
ジ
ア
の
「
開
化
」
に
内
在

さ
れ
た
問
題
を
踏
ま
え
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

是
レ
大
ナ
ル
問
題
ナ
リ
、
此
問
題
ノ
趣
旨
ハ
各
種
ノ
人
民
各
種
ノ
宗
教
互
ニ
其
ノ
権
威
ヲ
相
争
ヒ
竝
ニ
世
界
ノ
二
大
洲
互
ニ
其
ノ
人
智
富
強
ヲ
相
競
フ
ノ
事

ニ
関
ス
ル
者
ト
察
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
、
然
レ
ハ
拙
者
モ
亦
亜
細
亜
ノ
人
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
鄙
見
ニ
依
レ
ハ
亜
細
亜
カ
欧
羅
巴
ト
掎
角
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
ノ
日
ハ
未
タ

迥
カ
ニ
幾
百
年
ノ
後
ニ
在
リ
ト
云
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
、
概
面
ヲ
以
テ
論
ス
ル
ニ
今
日
亜
細
亜
人
民
ノ
俗
タ
ル
下
賤
野
卑
禽
獣
ヲ
相
距
ル
遠
キ
ニ
非
ラ
ス
一
六

。 

 

森
は
ア
ジ
ア
と
欧
米
の
「
開
化
」
に
お
け
る
四
段
階
の
差
異
を
克
服
し
、
相
対
す
る
だ
け
の
力
を
得
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
「
幾
百
年
」
に
渡
る
膨
大
な

時
間
が
必
要
に
な
る
と
語
り
、
そ
の
原
因
を
「
亜
細
亜
人
民
ノ
俗
」、
即
ち
習
慣
や
価
値
観
、
思
想
な
ど
を
規
定
す
る
「
風
俗
」
が
極
め
て
野
蛮
で
あ
り
、「
禽
獣
」

の
そ
れ
と
大
差
の
な
い
と
い
う
点
に
求
め
て
い
る
。
李
か
ら
「
何
ノ
故
ヲ
以
テ
然
ル
乎
」
と
問
わ
れ
た
森
は
、
以
下
の
よ
う
に
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
婦
人
」
に
対

す
る
扱
い
方
や
価
値
観
の
問
題
を
指
摘
す
る
。 

 

抑
々
婦
人
ノ
貴
重
ス
ヘ
キ
ハ
之
レ
天
ノ
定
ム
ル
所
ナ
リ
、
則
チ
婦
人
ハ
人
間
ノ
母
ナ
リ
一
国
一
家
ノ
母
ナ
リ
、
然
ル
ニ
亜
細
亜
洲
中
何
レ
ノ
地
方
ニ
テ
モ
其

婦
人
ヲ
卑
視
シ
テ
之
ヲ
遇
ス
ル
ノ
無
道
ナ
ル
殆
ト
獣
類
ヲ
遇
ス
ル
ニ
等
カ
ラ
ン
ト
ス
、
拙
者
カ
亜
細
亜
人
民
ヲ
下
賤
ナ
リ
ト
論
シ
タ
ル
モ
其
理
ナ
キ
ニ
非
サ

ル
ハ
多
言
ヲ
要
セ
ス
一
七

。 

 

森
は
ア
ジ
ア
全
体
に
お
け
る
女
性
に
対
す
る
見
方
や
扱
い
方
が
道
理
に
合
わ
ず
、
国
家
や
家
、
人
間
の
生
存
や
発
達
に
お
い
て
女
性
は
本
来
「
貴
重
」
な
役
割

を
付
与
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
恰
も
女
性
を
「
獣
類
」
の
よ
う
に
捉
え
、
人
間
と
し
て
さ
え
扱
お
う
と
し
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
森
が
日
本
に
お
け
る

女
性
を
取
り
巻
く
環
境
や
問
題
に
つ
い
て
い
か
な
る
見
解
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、「
妻
妾
論
」
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
先
に
論
じ
た
通
り
、
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森
の
「
妻
妾
論
」
に
関
す
る
評
価
や
解
釈
に
つ
い
て
は
、
男
女
対
等
の
主
張
や
、
権
利
義
務
を
定
め
た
契
約
に
基
づ
く
婚
姻
形
態
の
主
唱
、
契
約
結
婚
の
実
践
と

い
う
側
面
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
は
、「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
日
本
の
「
開
化
」
に
関
わ
る
国
際
的
な
信
用
や
評
価

を
問
題
と
す
る
観
点
か
ら
語
ら
れ
た
外
交
官
の
女
性
論
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。「
妻
妾
論
」
が
外
交
官
の
視
点
や
問
題
意
識
か
ら
、
日
本
国
内
に
お
け
る
女
性
の

「
開
化
」
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
一
節
が
以
下
の
史
料
に
表
れ
て
い
る
。 

 
あ
あ
女
子
の
職
分
、
そ
れ
か
く
の
ご
と
く
難
く
、
し
か
し
て
そ
の
責
任
ま
た
そ
れ
か
く
の
ご
と
く
重
し
。
し
か
る
に
世
俗
、
女
子
を
も
っ
て
男
子
の
遊
具
と

な
し
、
酒
に
、
色
に
、
弦
に
、
歌
に
、
放
逸
不
省
も
っ
て
快
楽
を
得
る
と
な
し
、
も
し
こ
れ
を
共
に
せ
ざ
れ
ば
も
っ
て
あ
い
歯
せ
ざ
る
の
情
勢
あ
り
。
外
国

人
の
、
我
国
を
目
し
て
地
球
上
の
一
大
淫
乱
国
と
な
す
も
、
あ
る
い
は
虚
謗
に
あ
ら
ざ
る
な
り
一
八

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
森
は
日
本
が
国
際
的
に
「
地
球
上
の
一
大
淫
乱
国
」
と
し
て
評
価
さ
れ
る
要
因
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
女
性
の
問
題
を
語
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
さ
ら
に
森
は
、
外
国
人
が
日
本
を
「
淫
乱
国
」
と
評
価
す
る
こ
と
は
決
し
て
「
虚
謗
」
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
日
本
が
国
際
的
に
認
識
さ
れ
る
に

足
る
充
分
な
判
断
材
料
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
森
は
、
日
本
の
男
性
の
も
つ
女
性
観
の
問
題
と
、
日
本
に
お
け
る
血
統
と
「
国
法
」
の
問
題
、
即
ち
妻
妾
関
係
と

子
ど
も
に
よ
る
家
系
の
継
承
が
法
的
、
制
度
的
に
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。 

森
は
「
開
化
」
に
至
る
以
前
の
国
家
の
風
俗
に
つ
い
て
、「
道
の
い
ま
だ
明
な
ら
ざ
る
や
、
強
は
弱
を
圧
し
、
智
は
愚
を
欺
き
、
そ
の
甚
だ
し
き
は
こ
れ
を
も
っ

て
業
と
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
快
と
し
、
か
つ
楽
む
者
あ
る
に
至
る
」
と
述
べ
、
中
で
も
そ
の
最
た
る
も
の
は
「
夫
た
る
者
の
そ
の
妻
を
虐
使
す
る
状
」
で
あ
り
、

こ
れ
は
「
蛮
俗
の
常
」
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
一
九

。
森
は
日
本
に
お
け
る
夫
妻
関
係
の
現
実
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

わ
が
邦
俗
、
夫
妻
の
交
義
い
や
し
く
も
そ
の
間
に
行
わ
る
あ
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
そ
の
実
、
そ
の
夫
た
る
者
は
ほ
と
ん
ど
奴
隷
も
ち
の
主
人
に
て
、
そ
の
妻

た
る
者
は
あ
た
か
も
売
身
の
奴
隷
に
異
な
ら
ず
。
夫
の
令
す
る
と
こ
ろ
は
あ
え
て
そ
の
理
非
を
問
う
こ
と
を
得
ず
、
た
だ
命
こ
れ
従
う
を
も
っ
て
妻
の
職
分

と
す
。
ゆ
え
に
旦
暮
奔
走
従
事
、
身
心
両
な
が
ら
夫
の
使
役
に
供
し
、
ほ
と
ん
ど
生
霊
な
き
者
の
ご
と
く
す
。
し
か
る
に
も
し
夫
の
意
に
充
た
ざ
る
が
ご
と

き
、
す
な
わ
ち
叱
咤
・
殴
撃
・
漫
罵
・
蹴
踏
、
そ
の
所
為
、
実
に
言
う
に
忍
び
ざ
る
も
の
間
多
し
二
〇

。 

 

森
は
日
本
の
夫
妻
関
係
に
つ
い
て
、
一
方
の
夫
は
「
奴
隷
も
ち
の
主
人
」
で
あ
り
、
他
方
の
妻
は
「
売
身
の
奴
隷
」
で
あ
り
、
恰
も
「
主
人
」
と
「
奴
隷
」
の

構
造
の
よ
う
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
妻
は
理
非
を
問
わ
ず
、
夫
の
命
令
に
従
い
、
常
に
「
使
役
」
さ
れ
る
こ
と
、
即
ち
客
体
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
「
職
分
」

と
見
做
さ
れ
、
夫
の
意
向
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
言
う
に
耐
え
な
い
「
所
為
」
が
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
夫
は
身
を
許
し
、
懸
命
に
貞
操
を
守
る
妻
が
い
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
「
妾
を
購
い
、
婢
を
置
き
、
そ
の
情
欲
を
恣
に
」
し
、「
妾
婢
を
置
て
放
逸
を
極
め
、
外
坊
に
遊
て
情
欲
を
恣
に
す
る
」
と
さ
れ
、
剰
え
男
性
側
の
意

志
の
み
に
よ
っ
て
離
縁
す
る
こ
と
さ
え
「
国
法
」
が
規
制
し
て
い
な
い
と
い
う
日
本
の
現
実
に
つ
い
て
、
森
は
「
ま
こ
と
に
無
情
非
義
を
極
む
と
い
う
べ
し
」
と

批
判
す
る
二
一

。
男
性
が
「
自
由
自
在
、
犬
豕
牛
馬
の
ご
と
く
数
女
を
婚
す
」
る
二
二

の
に
対
し
、
「
女
子
を
も
っ
て
人
間
一
段
下
等
の
動
物
と
看
做
し
、
男
子
の
意

に
随
い
、
自
由
に
こ
れ
を
使
役
し
得
る
も
の
」
と
し
て
二
三

、
女
性
を
「
奴
隷
」
や
、
「
酒
」「
色
」「
弦
」「
歌
」
の
た
め
の
「
遊
具
」
と
位
置
付
け
る
価
値
観
は
、

「
蛮
野
の
こ
と
」
二
四

に
他
な
ら
ず
、
国
際
的
に
日
本
が
「
一
大
淫
乱
国
」
と
認
識
さ
れ
る
に
足
る
根
拠
で
あ
る
と
森
は
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
な
日
本
に
お
け
る
女
性
観
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、「
妻
妾
論
」
に
お
い
て
よ
り
一
層
問
題
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
の
法
制
度
に
お
い

て
女
性
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
森
は
「
妻
妾
論
」
執
筆
の
動
機
に
つ
い
て
、
当
時
の
「
法
律
」
に
孕
ま
れ
た
問
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題
点
を
踏
ま
え
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

従
来
我
邦
に
て
妻
と
云
い
妾
と
云
い
称
呼
を
異
に
す
る
は
、
そ
の
は
じ
め
嫁
す
る
の
時
、
公
然
た
る
媒
酌
に
頼
る
と
否
ら
ざ
る
と
に
係
る
と
い
う
と
い
え
ど

も
、
法
律
の
認
る
と
こ
ろ
、
と
も
に
等
し
き
を
も
っ
て
こ
れ
を
視
れ
ば
、
そ
の
間
い
さ
さ
か
差
異
あ
る
こ
と
な
き
に
似
た
り
。（
筆
者
中
略
）
そ
も
そ
も
予
の

こ
の
こ
と
に
つ
き
て
鄙
見
を
述
べ
、
し
ば
し
ば
社
評
を
乞
う
に
至
る
は
、
特
に
そ
の
礼
の
不
良
に
し
て
、
す
こ
ぶ
る
改
正
す
べ
き
も
の
あ
る
を
覚
る
よ
り
発

し
来
る
な
り
二
五

。 

 

森
は
「
妻
妾
論
」
の
執
筆
動
機
に
つ
い
て
、
「
礼
の
不
良
」
を
「
改
正
」
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。「
礼
」
と
は
法
律
や
制
度
を
意
味
し
、
よ
り
具

体
的
に
は
当
時
の
日
本
の
「
国
法
」
に
内
在
さ
れ
た
問
題
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
ず
森
は
「
国
法
」
の
問
題
と
し
て
、「
今
、
我
邦
婚
交
の
習
俗
を
視
る
に
、
夫
ほ

し
い
ま
ま
に
妻
を
役
使
し
て
、
そ
の
意
に
充
た
ざ
る
が
ご
と
き
、
任
意
に
こ
れ
を
去
る
と
も
、
国
法
か
つ
て
こ
れ
を
律
さ
ず
」
二
六

と
述
べ
、
夫
と
妻
の
関
係
を
「
国

法
」
が
規
定
せ
ず
、
離
縁
も
男
性
側
の
意
志
の
み
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
批
判
す
る
。
森
が
最
も
批
判
し
た
こ
と
は
、
日
本
の
「
国
法
」
と
「
血
統
」

の
問
題
、
即
ち
妻
と
妾
の
位
置
、
並
び
に
そ
の
子
ど
も
に
よ
る
家
系
の
継
承
に
関
わ
る
事
項
を
「
国
法
」
が
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

「
血
統
」
に
関
す
る
ア
ジ
ア
と
欧
米
の
認
識
の
差
異
に
つ
い
て
森
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

血
統
を
正
す
る
は
欧
米
諸
州
の
通
習
に
し
て
倫
理
の
因
て
も
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
な
り
。
亜
細
亜
諸
邦
に
お
い
て
は
必
し
も
然
ら
ず
。
こ
と
に
わ
が
国
の
ご
と

き
、
血
統
を
軽
ず
る
、
そ
の
最
も
甚
き
も
の
な
り
。
こ
れ
を
も
っ
て
夫
妻
婚
交
の
道
行
わ
れ
ず
、
し
た
が
い
て
倫
理
の
何
者
た
る
を
解
せ
ざ
る
に
至
る
二
七

。 

 

欧
米
諸
国
に
お
い
て
「
血
統
」
の
問
題
、
即
ち
夫
妻
関
係
を
中
心
に
し
た
家
系
を
正
す
こ
と
は
「
倫
理
」
の
基
礎
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
お

い
て
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
捉
え
ら
れ
ず
、
特
に
日
本
は
「
血
統
」
に
対
す
る
軽
視
が
甚
だ
し
く
、「
倫
理
」
の
基
礎
が
根
底
か
ら
崩
壊
し
て
い
る
と
森
は
批

判
す
る
。
さ
ら
に
森
は
、
こ
の
「
血
統
」
と
「
国
法
」
に
内
在
さ
れ
た
問
題
に
関
し
て
、「
国
法
妻
妾
を
同
視
し
、
ま
た
そ
の
生
子
の
権
理
を
平
等
に
す
」
と
指
摘

し
、
根
本
的
な
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

第
一
に
、
森
の
言
う
「
国
法
」
と
は
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
十
二
月
に
布
告
さ
れ
た
近
代
日
本
に
お
け
る
最
初
の
刑
法
典
で
あ
る
「
新
律
綱
領
」
を
指
す
。

当
時
に
お
け
る
刑
罰
は
罪
を
犯
し
た
当
該
人
物
の
身
分
や
立
場
、
間
柄
に
基
づ
い
て
そ
の
軽
重
が
判
断
さ
れ
た
た
め
、「
新
律
綱
領
」
の
中
に
は
「
五
等
親
図
」
と

い
う
親
族
の
間
柄
や
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
し
た
規
定
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
五
等
親
図
」
に
お
い
て
、
妻
と
妾
は
等
し
く
「
二
等
親
」
に
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
森
が
「
国
法
妻
妾
を
同
視
し
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
国
法
」
上
、
妻
妾
が
同
格
の
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

二
八

。
ま
た
、
日
本
の
慣
習
と
し
て
「
媒
酌
」
人
、
即
ち
仲
人
を
立
て
る
の
か
否
か
と
い
う
点
に
お
い
て
妻
と
妾
の
間
に
は
慣
習
上
の
差
異
は
存
在
し
た
が
、
森
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、「
法
律
」
上
、
妻
と
妾
は
同
一
の
位
置
を
占
め
、
等
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
剰
え
、
従
来
「
国
法
」
に
よ
っ
て
妻
妾
の
関
係
が
正
し
く
規

定
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
性
が
妻
よ
り
も
妾
を
溺
愛
し
重
ん
じ
る
風
潮
さ
え
も
惹
起
さ
せ
た
と
し
て
、
森
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。 

 

お
よ
そ
そ
の
妾
た
る
者
は
、
お
お
む
ね
芸
妓
・
遊
女
の
類
に
し
て
、
こ
れ
を
娶
る
者
は
す
べ
て
貴
族
・
富
人
に
係
る
ゆ
え
に
、
貴
族
・
富
人
の
家
系
は
買
女

に
よ
り
て
存
る
も
の
多
し
。
妻
妾
併
居
す
る
や
、
そ
の
交
際
あ
る
い
は
主
従
の
ご
と
し
と
い
え
ど
も
、
夫
つ
ね
に
妾
を
偏
愛
す
る
に
よ
り
、
妻
妾
こ
も
ご
も

妬
害
、
つ
ね
に
讐
視
す
る
に
至
る
。
ゆ
え
に
妻
妾
あ
る
い
は
数
妾
あ
る
者
は
散
じ
て
こ
れ
を
別
所
に
置
き
、
己
れ
ま
ず
そ
の
溺
愛
す
る
と
こ
ろ
の
者
と
と
も
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に
居
り
、
そ
の
醜
行
を
恣
に
す
る
こ
と
多
し
。
甚
だ
し
き
は
妾
を
婚
す
る
を
栄
と
し
、
こ
れ
を
な
さ
ざ
る
者
を
辱
め
む
る
の
風
あ
り
二
九

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
妾
を
所
有
す
る
こ
と
は
従
来
日
本
に
お
い
て
是
と
さ
れ
、「
国
法
」
も
規
制
を
設
け
ず
、
そ
の
よ
う
な
慣
習
が
温
存
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
、
富

裕
層
に
お
い
て
は
恰
も
そ
の
よ
う
な
「
醜
行
」
が
一
種
の
ス
テ
ー
タ
ス
で
あ
る
か
の
よ
う
な
価
値
観
さ
え
醸
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
森
は
指
摘
す
る
。 

第
二
に
、
森
が
「
そ
の
生
子
の
権
理
を
平
等
に
す
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
家
系
」
の
存
続
と
い
う
観
点
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
は
従
来
「
妻
に
生
子
な
く
、

か
え
っ
て
妾
腹
に
生
ず
る
と
き
は
、
妾
腹
の
子
を
し
て
そ
の
家
系
を
嗣
が
し
む
る
を
常
例
」
三
〇

と
す
る
制
度
が
存
在
し
て
き
た
と
森
は
説
明
す
る
。
即
ち
、
夫
妻

関
係
に
お
い
て
実
子
が
存
在
し
な
い
場
合
、「
妾
腹
の
子
」、「
婢
腹
の
子
」、「
私
通
の
子
」
な
ど
男
性
が
妻
以
外
の
女
性
と
の
間
に
設
け
た
子
ど
も
を
「
生
子
」
と

認
め
、
家
系
を
嗣
が
せ
る
蓄
妾
制
度
と
養
嗣
子
制
度
が
「
常
例
」
と
さ
れ
て
き
た
と
森
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
は
、
日
本
に
お
け
る
従
来

の
「
国
法
」
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
容
認
さ
れ
て
お
り
、
森
は
「
無
情
非
義
の
甚
き
も
の
と
い
う
べ
し
」
三
一

と
批
判
し
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。 

 

す
で
に
妾
腹
の
子
を
し
て
家
系
を
嗣
ぐ
を
得
せ
し
む
る
と
き
は
、
婢
腹
の
子
あ
る
い
は
私
通
の
子
の
わ
が
妾
婢
の
腹
に
生
ず
る
を
誤
て
わ
が
子
と
認
め
、
こ

れ
を
し
て
家
系
を
嗣
が
し
む
る
も
、
国
法
あ
え
て
こ
れ
を
制
す
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
。
余
前
会
に
、
夫
妻
の
間
、
そ
の
権
利
・
義
務
行
わ
れ
ざ
れ
ば
、
夫

妻
の
婚
交
有
名
無
実
に
属
す
る
を
弁
ず
。
今
や
妻
、
妾
、
婢
あ
る
い
は
私
通
に
よ
り
て
生
じ
る
と
こ
ろ
の
者
と
い
え
ど
も
、
ひ
と
し
く
家
系
を
嗣
ぐ
を
得
る

と
せ
ば
、
夫
妻
の
名
義
も
ま
た
存
す
る
を
得
ず
。
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
、
我
邦
夫
妻
の
交
義
は
、
た
だ
に
そ
の
実
な
き
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
名
も
ま
た
あ
る

な
し
。
す
で
に
夫
妻
の
名
と
実
と
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
親
子
・
兄
弟
・
姉
妹
・
親
戚
の
縁
義
も
ま
た
、
豈
そ
の
間
に
存
す
る
を
得
べ
け
ん
や
三
二

。 

 

森
は
、
こ
れ
ま
で
妻
、
妾
、
婢
、
私
通
を
問
わ
ず
そ
の
子
ど
も
が
家
系
を
嗣
ぐ
こ
と
が
「
常
例
」
と
認
識
さ
れ
、
剰
え
「
国
法
」
に
よ
っ
て
誰
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
の
か
を
問
わ
ず
に
「
生
子
の
権
利
を
平
等
と
す
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
我
邦
」
の
夫
妻
関
係
に
お
け
る
「
義
」
は
名
実
と
も
に
存
在

せ
ず
、
親
子
や
兄
弟
、
姉
妹
、
親
戚
な
ど
欧
米
諸
国
の
重
ん
じ
る
家
系
を
中
心
と
し
た
「
倫
理
」
観
は
日
本
に
お
い
て
成
立
す
る
は
ず
も
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

森
は
「
夫
婦
の
交
は
人
倫
の
大
本
な
り
。
そ
の
本
立
て
し
か
し
て
道
行
わ
る
。
道
行
わ
れ
て
し
か
し
て
国
は
じ
め
て
堅
立
す
」
三
三

と
述
べ
、
一
国
と
し
て
の
倫
理

的
基
礎
や
国
家
を
「
堅
立
」
す
る
土
台
は
夫
妻
関
係
に
お
け
る
倫
理
を
基
軸
と
し
た
家
系
の
モ
ラ
ル
を
正
す
こ
と
に
あ
る
と
説
明
す
る
。
従
っ
て
、「
我
邦
夫
妻
の

交
義
」
に
名
実
な
し
と
い
う
森
の
認
識
は
、
対
内
的
に
は
日
本
の
国
家
と
し
て
の
倫
理
が
根
底
か
ら
崩
壊
し
て
い
る
と
い
う
見
方
に
繋
が
り
、
対
外
的
に
は
外
国

人
に
よ
っ
て
日
本
が
「
地
球
上
の
一
大
淫
乱
国
」
で
あ
る
と
い
う
国
際
的
な
評
価
を
惹
起
さ
せ
る
と
い
う
森
の
見
解
に
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

「
妻
妾
論
」
に
お
い
て
森
が
展
開
し
た
論
理
構
造
は
、
こ
れ
ま
で
に
取
り
あ
げ
た
ト
ピ
ッ
ク
と
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
。
森
は
、
た
と
え
国
内
的
な
価
値
基
準

や
法
令
に
よ
っ
て
是
と
さ
れ
た
方
針
や
政
策
、
慣
習
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
欧
米
諸
国
と
い
う
相
手
の
存
在
を
必
然
的
に
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
際
関
係

の
文
脈
の
中
に
、
再
度
国
内
に
お
い
て
是
と
さ
れ
た
も
の
を
位
置
付
け
た
上
で
、
改
め
て
そ
の
是
非
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。「
妻
妾
論
」

に
お
い
て
は
、
第
一
に
ア
ジ
ア
地
方
に
共
通
す
る
女
性
＝
「
獣
類
」
と
す
る
認
識
や
、
そ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
て
日
本
の
男
性
が
女
性
を
「
遊
具
」
や
「
奴

隷
」
と
位
置
付
け
る
価
値
観
の
再
考
を
訴
え
、
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
価
値
観
や
思
想
に
依
拠
す
る
形
で
築
か
れ
た
日
本
の
「
国
法
」
や
制
度
、
慣
習
の
問
題
、

即
ち
何
れ
の
女
性
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
を
問
わ
ず
に
「
生
子
」
の
権
利
を
平
等
と
定
め
「
家
系
」
を
嗣
ぐ
こ
と
を
「
常
例
」
と
す
る
制
度
や
、
妻
と
妾
を
法
的
に

同
格
の
存
在
と
定
め
る
「
新
律
綱
領
」
に
お
け
る
「
礼
の
不
良
」
を
「
改
正
」
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
と
い
う
一
つ
の
文
化
圏
や
日
本
国
内
に
お
い

て
、
た
と
え
女
性
を
「
獣
類
」
や
「
遊
具
」
、「
奴
隷
」
と
見
做
す
価
値
観
や
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
依
拠
し
て
築
か
れ
た
制
度
や
慣
習
、
法
律
が
正
し
い
と
考

え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
一
夫
一
婦
の
制
度
が
常
識
と
さ
れ
、「
血
統
」
を
重
ん
じ
、「
家
系
」
の
倫
理
を
国
家
の
基
礎
と
考
え
る
欧
米
諸
国
の
目
線
か
ら
見
れ
ば
、
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日
本
や
ア
ジ
ア
諸
国
の
あ
り
方
は
、
野
蛮
非
文
明
の
「
淫
乱
国
」
の
姿
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
森
は
「
妻
妾
論
」
を
執
筆
し
、
国
内
に
お
け
る
野
蛮
な
女
性
観
や

「
文
明
国
家
」
の
体
裁
に
相
応
し
く
な
い
「
国
法
」
の
あ
り
方
を
問
い
直
さ
せ
る
こ
と
で
、「
一
大
淫
乱
国
」
と
し
て
の
日
本
、
野
蛮
な
ア
ジ
ア
の
一
部
と
し
て
の

日
本
と
い
う
負
の
イ
メ
ー
ジ
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
払
拭
し
、
「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
国
際
的
評
価
の
獲
得
を
目
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

三
．
森
有
礼
の
「
開
化
論
」
の
構
造 

森
の
「
妻
妾
論
」
は
同
時
代
に
お
い
て
論
争
を
呼
び
、
様
々
な
反
論
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
森
は
「
余
さ
き
に
妻
妾
論
を
著
し
、
夫
妻
の
間
は
同
等
に

し
て
尊
卑
の
差
な
き
こ
と
を
述
べ
た
れ
ど
も
、
同
権
に
至
て
は
絶
て
こ
れ
を
論
ぜ
し
こ
と
な
し
。
す
な
わ
ち
世
人
、
余
の
述
ぶ
る
と
こ
ろ
の
同
等
を
認
て
同
権
と

な
さ
ん
こ
と
を
恐
れ
、
こ
こ
に
附
録
し
て
い
さ
さ
か
こ
れ
を
弁
ず
」
三
四

と
述
べ
、
森
は
男
女
の
「
同
権
」
で
は
な
く
、
性
別
に
よ
る
尊
卑
の
差
別
の
な
い
「
同
等
」

の
関
係
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
主
張
を
し
た
と
弁
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
相
期
に
は
木
場
貞
長
に
対
し
て
、
自
ら
の
契
約
結
婚
の
実
践
に
つ
い
て
、「
日
本
の
教

育
の
な
い
女
に
あ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
は
自
分
の
誤
り
で
あ
つ
た
。
日
本
の
女
を
あ
ゝ
云
ふ
風
に
扱
つ
た
の
は
悪
か
つ
た
。
女
が
離
縁
を
さ
れ
な
い
と
云
ふ
保
證

を
受
け
た
の
で
軌
道
を
逸
し
、
自
分
は
飛
ん
だ
目
に
遭
つ
た
」
三
五

と
語
り
、
男
女
が
尊
卑
の
差
別
な
く
「
同
等
」
の
関
係
を
築
き
権
利
義
務
を
定
め
た
契
約
に
基

づ
く
婚
姻
形
態
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
女
性
側
の
教
育
と
自
覚
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
同
時
代
に
お
け
る
「
同
権
」
か
「
同
等
」
か
に
関
す
る
森
の
弁
解
論
や
、
森
の
女
性
に
対
す
る
意
識
の
変
化
に
言
及
し
た
後

世
の
回
顧
談
よ
り
も
、
森
が
「
妻
妾
論
」
を
執
筆
し
た
後
の
明
治
十
年
代
に
お
い
て
、
新
た
な
刑
法
典
の
法
制
化
に
際
し
、
妾
の
法
的
位
置
を
め
ぐ
っ
て
「
国
法
」

の
あ
り
方
を
い
か
に
再
考
し
、
ま
た
、
な
ぜ
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
た
論
争
に
注
目
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
妻
妾

論
」
に
対
す
る
同
時
代
の
対
論
や
、
後
世
の
回
顧
談
も
、
先
の
外
債
問
題
に
関
す
る
論
争
の
場
合
と
同
様
に
、
森
の
主
張
の
意
図
や
そ
の
視
点
が
充
分
に
理
解
さ

れ
ず
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
明
治
十
年
代
に
お
け
る
妾
の
法
的
位
置
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
は
、
一
方
の
主
張
と
し

て
、「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
視
点
に
立
脚
し
、
条
約
改
正
と
い
う
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
の
文
脈
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
女
性
観
や

法
律
、
制
度
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
森
と
共
通
の
問
題
意
識
や
論
理
構
造
が
端
的
に
表
明
さ
れ
、
他
方
の
反
対
論
と
し
て
、
欧
米
の
顔
色
を
窺
い
な
が

ら
日
本
国
内
の
風
俗
や
制
度
を
改
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
は
「
空
想
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
意
見
が
相
対
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
論
争
に
お
け
る
対
照
的
な
意
見
を
補
助
線
と
し
て
森
の
「
妻
妾
論
」、
そ
し
て
そ
の
「
開
化
論
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
森
の
主
張
の
意
図
や
そ
の

視
点
が
よ
り
明
確
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
本
稿
は
期
待
す
る
。 

一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
七
月
、
従
来
の
「
新
律
綱
領
」
や
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
「
新
律
綱
領
」
の
一
部
を
改
正
、
補
足
す
る
形
で
公
布
さ
れ
た
「
改

定
律
令
」
な
ど
主
と
し
て
中
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
刑
法
典
か
ら
、
条
約
改
正
の
早
期
の
実
現
を
目
指
し
て
国
内
法
の
近
代
的
法
制
化
が
推
進
さ
れ

る
中
で
、
太
政
官
布
告
第
三
十
六
号
、
い
わ
ゆ
る
「
旧
刑
法
」
が
公
布
さ
れ
、
妾
が
法
律
上
削
除
さ
れ
る
に
至
る
。「
旧
刑
法
」
が
公
布
さ
れ
る
前
年
の
一
八
七
九

（
明
治
十
二
）
年
二
月
二
十
七
日
、
元
老
院
に
設
置
さ
れ
た
刑
法
草
案
審
査
局
は
、
妾
の
法
的
な
位
置
付
け
に
関
し
て
、「
従
来
ノ
妾
ハ
既
ニ
法
律
ニ
公
認
シ
二
等

親
ニ
列
ス
」
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
新
た
に
立
案
さ
れ
る
刑
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
な
の
か
を
問
う
「
刑
法
草
案
審
査
局
伺
」
を
明
ら
か
に
す
る
三
六

。

こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
三
月
、
太
政
官
直
属
に
設
置
さ
れ
、
法
令
案
の
審
査
、
検
討
、
解
釈
を
行
う
組
織
で
あ
る
法
制
局
か
ら
提
起
さ
れ
た
妾
廃
止
を
訴
え
る
「
法

制
局
議
案
」
と
、
妾
廃
止
に
反
対
す
る
「
妾
名
廃
存
ノ
儀
ニ
付
大
書
記
官
尾
崎
三
郎
外
三
名
建
議
」
と
い
う
二
つ
の
対
照
的
な
意
見
書
が
提
起
さ
れ
る
。 

一
方
の
「
法
制
局
議
案
」
は
、
従
来
妾
の
存
在
が
日
本
の
「
国
法
」
上
に
お
い
て
公
認
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
「
斯
ノ
如
キ
悪
習
」
三
七

と
批
判
し
、
妾
の
存
在

を
「
国
法
」
上
か
ら
削
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
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別
紙
刑
法
草
案
審
査
局
伺
刑
法
草
案
中
妾
ノ
名
ヲ
廃
ス
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
ノ
儀
審
案
候
処
男
子
妻
妾
ヲ
並
迎
ス
ル
ハ
本
邦
ノ
習
俗
ニ
シ
テ
従
来
法
律
ニ
公
認
ス
ト

イ
ヘ
ト
モ
一
夫
ニ
シ
テ
二
婦
若
ク
ハ
数
婦
ヲ
有
ス
ル
ハ
正
妻
ノ
権
利
ヲ
妨
害
シ
一
家
ノ
不
和
ヲ
醸
成
ス
ル
ノ
基
ニ
シ
テ
天
理
ニ
違
ヒ
人
情
ニ
反
ス
ル
ノ
甚
シ

キ
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ
。
欧
米
各
国
ノ
律
ヲ
見
ル
ニ
一
夫
両
婦
ヲ
有
ス
ル
ヲ
認
ル
モ
ノ
ナ
シ
。
支
那
ノ
制
ニ
於
ケ
ル
モ
亦
妾
ヲ
親
属
ニ
列
セ
サ
ル
カ
如
シ
。
追

日
外
国
条
約
御
改
正
ノ
上
ハ
我
国
在
留
ノ
外
国
人
ハ
日
本
刑
法
ヲ
以
テ
御
処
分
相
成
ヘ
キ
針
路
ニ
際
シ
斯
ノ
如
キ
違
理
反
情
ノ
風
習
ニ
固
泥
シ
締
盟
各
国
ノ

律
ニ
公
認
セ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
我
法
律
ニ
ノ
ミ
公
認
イ
タ
シ
候
テ
ハ
恐
ク
ハ
外
国
人
ノ
信
服
上
ニ
モ
関
係
可
致
三
八

。 

 

「
法
制
局
議
案
」
で
は
、
従
来
日
本
の
「
習
俗
」
と
し
て
男
性
が
妻
妾
を
「
並
迎
」
し
、
妾
の
存
在
は
「
法
律
ニ
公
認
」
さ
れ
、
一
夫
多
妻
の
制
度
が
常
習
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
「
天
理
」
、
「
人
情
」
に
違
い
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
さ
ら
に
、
欧
米
諸
国
の
「
律
」
に
お
い
て
、
今
日
一
夫

多
妻
を
認
め
る
も
の
は
な
く
、
中
国
の
制
度
に
お
い
て
さ
え
も
「
親
属
」
と
は
別
個
の
扱
い
と
さ
れ
て
い
る
。
今
後
日
本
が
条
約
改
正
を
進
め
、
日
本
に
在
留
す

る
外
国
人
に
対
し
て
自
国
の
刑
法
を
適
用
し
て
い
く
上
で
、
日
本
の
法
律
が
、
欧
米
諸
国
の
「
律
」
に
「
公
認
」
さ
れ
て
い
な
い
妾
や
一
夫
多
妻
の
制
度
を
「
公

認
」
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
法
律
に
対
し
て
外
国
人
か
ら
の
「
信
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
国
際
関
係
上
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い

る
。
従
っ
て
、「
今
人
文
益
々
進
ミ
各
国
相
傚
ヒ
務
メ
テ
舊
俗
ノ
陋
ヲ
去
ル
。
蓋
シ
民
刑
二
法
ノ
改
正
ヲ
要
ス
ル
ハ
主
ト
シ
テ
是
ニ
由
ル
ナ
リ
。
是
レ
宜
シ
ク
妻
妾

倂
列
ノ
舊
制
ヲ
改
正
シ
倂
セ
テ
法
律
ノ
明
文
ニ
於
テ
ハ
妾
ノ
権
義
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
舊
草
ヲ
削
ル
ヘ
キ
ナ
リ
」
三
九

と
述
べ
、「
舊
俗
ノ
陋
」
で
あ
る
「
妻
妾
倂
列
ノ
舊

制
」
を
改
め
、
法
律
上
に
お
い
て
「
妾
ノ
権
義
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
舊
草
」
を
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
付
け
る
。 

こ
の
よ
う
な
条
約
改
正
と
い
う
目
的
を
前
提
に
、
「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
視
点
か
ら
、「
国
法
」
に
対
す
る
国
際
的
な
「
信
」
を
問
題
と
す
る
主
張

に
対
し
て
、
反
対
論
を
展
開
す
る
「
妾
名
廃
存
ノ
儀
ニ
付
大
書
記
官
尾
崎
三
郎
外
三
名
建
議
」
に
お
い
て
は
、「
案
ス
ル
ニ
本
邦
男
統
ヲ
貴
ヒ
女
統
ヲ
賤
ム
妾
媵
ノ

設
ケ
ア
ル
古
今
ノ
定
例
上
下
ノ
通
習
ナ
リ
。
元
ト
欧
洲
ト
異
ナ
」
四
〇

る
と
し
、
妾
を
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
存
在
し
な
い
と
い
う
対
照
的
な
見
解
を

明
ら
か
に
す
る
。 

 

未
タ
妾
ヲ
廃
セ
ス
ン
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
要
用
ヲ
見
ス
。
惟
欧
米
人
ノ
風
俗
ト
異
ナ
ル
ヲ
以
テ
彼
レ
我
法
律
ヲ
甘
受
セ
サ
ラ
ン
ト
云
フ
ニ
過
キ
ス
。
是
レ

論
者
ノ
空
想
ノ
ミ
。
嘗
テ
聞
ク
欧
米
人
ノ
我
法
律
ノ
甘
受
シ
カ
タ
キ
ヲ
言
ヘ
ハ
常
ニ
拷
訊
ノ
酷
虐
ナ
ル
身
代
限
財
産
諸
法
ノ
不
備
ナ
ル
ヲ
云
フ
。
未
タ
妾
ノ

論
ニ
及
ヒ
タ
ル
ヲ
聞
カ
ス
而
此
酷
虐
不
備
ノ
法
タ
ル
ヤ
仮
令
欧
米
人
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
改
良
セ
ス
ン
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
若
シ
夫
レ
欧
米
人
ノ

鼻
息
ヲ
窺
ヒ
苟
モ
彼
レ
ニ
同
シ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
悉
ク
之
ヲ
変
更
セ
ン
ト
セ
ハ
上
ハ
教
法
政
体
下
ハ
民
間
ノ
交
際
ニ
イ
タ
ル
迄
其
改
ム
ヘ
キ
者
千
百
屈
指
ニ

勝
サ
ル
ナ
リ
。
且
欧
米
各
国
又
互
ニ
異
同
ア
リ
。
彼
レ
ニ
適
ス
レ
ハ
是
レ
ニ
適
セ
ス
朝
変
暮
改
終
ニ
一
定
ス
ル
所
ア
ラ
サ
ラ
ン
ト
ス
四
一

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
欧
米
諸
国
の
あ
り
方
を
無
批
判
に
手
本
と
し
、
そ
の
「
風
俗
」
や
「
法
律
」
と
日
本
の
も
の
が
異
な
る
か
ら
と
言
っ
て
、
過
剰
な
ま
で
に
「
欧

米
人
ノ
鼻
息
ヲ
窺
ヒ
」
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
国
内
の
制
度
や
慣
習
、
法
律
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
宗
教
政
策
や
政
治
制
度
、
日
本
人
の
交
際
の

仕
方
に
至
る
ま
で
改
め
る
も
の
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
く
な
る
と
反
論
す
る
。
ま
た
、
欧
米
諸
国
と
言
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に
制
度
や
慣
習
に
は
「
異
同
」
が
あ
り
、

欧
米
人
が
日
本
の
法
律
を
信
頼
せ
ず
、
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
主
張
は
論
者
の
「
空
想
」
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。
従
っ
て
、
欧
米
側
の
顔
色
を
窺
う
よ
う
な

「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
日
本
の
諸
制
度
や
慣
習
、
風
俗
に
対
す
る
信
頼
を
問
題
と
し
、
国
内
の
「
開
化
」
を
促
そ
う
と
す
る
考
え

方
は
誤
り
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。 

結
果
と
し
て
、
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
に
お
け
る
「
旧
刑
法
」
が
公
布
さ
れ
、
妾
が
法
律
上
削
除
さ
れ
る
に
至
り
、
森
が
「
妻
妾
論
」
に
お
い
て
明
ら
か

https://ja.wiktionary.org/w/index.php?title=%E5%AA%B5&action=edit&redlink=1
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に
し
た
見
解
と
同
一
直
線
上
に
あ
る
「
法
制
局
議
案
」
の
立
場
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
妾
を
廃
止
す
る
必
要
は
な
い
と
主
張
し
た
「
建
議
」

の
立
場
は
、
「
妻
妾
論
」
も
含
め
て
森
の
「
開
化
論
」
の
性
格
を
浮
き
彫
り
に
す
る
上
で
、
同
時
代
の
反
論
を
対
抗
軸
と
す
る
よ
り
も
示
唆
的
で
あ
る
と
考
え
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、「
建
議
」
と
相
対
し
た
「
法
制
局
議
案
」
に
底
流
す
る
問
題
意
識
や
視
点
が
森
の
「
開
化
論
」
の
構
造
と
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
欧
米
と
い
う
相
手
を
想
定
し
た
国
際
関
係
の
文
脈
を
前
提
に
、「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
日
本
の
「
国
信
」
を
守

る
た
め
に
主
張
さ
れ
た
「
開
化
論
」
で
あ
り
、
条
約
改
正
と
い
う
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
の
「
開
化
論
」
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。 

本
稿
で
は
、
外
債
、
宗
教
、
国
際
法
、
女
性
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
を
取
り
あ
げ
、
森
の
「
開
化
論
」
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
森
の
視
点
や
論
理
構

造
は
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
外
債
問
題
に
お
い
て
、
日
本
の
国
内
に
お
い
て
秩
禄
処
分
と
い
う
政
策
が
決
定
さ
れ
、
年
限
と
上
限
を
定
め
て
華
士

卒
族
の
禄
券
の
買
上
げ
と
外
国
公
債
募
集
に
よ
る
財
源
確
保
と
い
う
方
針
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
森
は
、
欧
米
に
は
私
有
財
産
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
公
権
力

が
個
人
の
財
産
に
対
し
て
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
以
上
、
日
本
政
府
は
「
文
明
国
家
」
の
政
府
の
体
裁
に
相
応
し
い
も
の
と
し
て
、
個
人

の
私
有
財
産
に
干
渉
し
た
り
、
強
制
的
に
収
奪
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
「
外
債
意
見
書
」
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
宗
教
問
題
に
お
い
て
、
日

本
国
内
で
は
禁
教
体
制
が
敷
か
れ
る
状
況
の
中
で
、
浦
上
村
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
苛
酷
な
処
置
も
是
と
判
断
さ
れ
、
欧
米
諸
国
や
外
国
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の

国
際
的
な
批
判
を
受
け
て
も
な
お
、
日
本
政
府
は
「
教
戒
改
宗
」
の
方
針
を
改
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
森
は
、
欧
米
の
価
値
観
や
制
度
と
し
て
、
良
心
の
自
由
や

政
教
分
離
の
原
則
が
公
権
力
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
て
い
る
以
上
、
日
本
は
外
国
か
ら
の
圧
力
に
屈
し
た
り
、
宗
教
に
関
す
る
新
た
な
「
条
約
」
を
強
制
的
に
締
結

さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
主
体
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
日
本
の
「
国
家
と
し
て

の
プ
ラ
イ
ド
」
や
名
誉
を
守
る
た
め
に
、「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
を
作
成
し
た
。
さ
ら
に
は
、
国
際
法
に
つ
い
て
、
国
内
的
に
は
日
本
の
国
内
事
情
を
説

明
し
て
欧
米
諸
国
を
説
得
す
る
「
情
実
懇
談
の
法
」
が
常
套
手
段
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
森
は
、
欧
米
に
は
「
文
明
国
家
」
間
の
関
係
性
を
規
定
す
る
国
際
法

や
国
際
礼
譲
が
あ
り
、
そ
れ
に
依
拠
し
た
国
際
関
係
が
築
か
れ
て
い
る
と
主
張
し
、
日
本
は
「
公
道
」
＝
国
際
法
に
基
づ
き
、
国
家
と
し
て
の
義
務
を
尽
く
し
、

そ
れ
に
相
応
し
い
「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
権
利
を
主
張
す
る
必
要
が
あ
る
と
訴
え
る
「
外
交
意
見
書
」
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
女
性
の
問
題
に
お
い
て
、
国
内
的
に
は
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
女
性
を
「
卑
視
」
し
、
恰
も
「
獣
類
」
の
よ
う
に
扱
う
考
え
方
に
依
拠
し
、
女
性
を
男

性
の
「
遊
具
」
や
「
奴
隷
」
と
見
做
す
女
性
観
や
、
男
性
の
意
向
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
非
道
な
「
所
為
」
を
施
し
、
男
性
側
の
一
方
的
な
意
志
の
み
に
よ
っ
て
離

縁
を
す
る
な
ど
の
女
性
に
対
す
る
扱
い
方
は
容
認
さ
れ
て
い
た
。
血
統
を
軽
視
し
、
国
法
に
よ
っ
て
妻
妾
を
同
格
と
定
め
て
一
夫
多
妻
の
制
度
を
公
認
し
、
妻
、

妾
、
婢
、
私
通
の
子
を
問
わ
ず
法
的
に
そ
の
権
利
を
平
等
と
定
め
、
家
系
を
継
承
す
る
こ
と
の
で
き
る
蓄
妾
、
養
嗣
子
の
制
度
を
是
と
判
断
し
て
い
た
。
し
か
し

森
は
、
欧
米
に
は
血
統
を
重
ん
じ
、
家
系
を
倫
理
の
基
礎
と
す
る
考
え
方
が
あ
り
、
一
夫
多
妻
を
法
的
に
容
認
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
一
夫
一
婦
が
常
例
に
な
っ
て

い
る
以
上
、
第
一
に
法
制
度
と
し
て
、
男
女
の
性
別
に
よ
る
差
別
な
く
そ
の
関
係
を
対
等
と
改
め
、
互
い
に
権
利
義
務
を
定
め
た
契
約
に
基
づ
く
婚
姻
形
態
を
実

現
す
る
た
め
に
、
婚
姻
法
の
制
定
を
主
張
し
た
。
第
二
に
、
男
性
の
「
遊
具
」、「
奴
隷
」
と
い
う
客
体
か
ら
、「
人
の
妻
と
な
り
家
を
治
」
め
、「
人
の
母
と
な
り

子
を
教
る
」
主
体
へ
と
女
性
の
「
職
分
」
を
再
構
築
す
る
た
め
に
四
二

、
ま
ず
「
身
体
健
強
」、「
性
公
平
」、「
質
純
清
」
と
な
る
必
要
が
あ
る
と
訴
え
る
の
で
あ
る

四
三

。
そ
の
上
で
、「
意
想
を
高
く
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
、「
女
子
は
ま
ず
学
術
、
物
理
の
大
体
を
得
、
そ
の
智
界
を
大
に
し
て
よ
く
そ
の
愛
財
の
用
法
を
通

知
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
四
四

と
し
、
妻
や
母
と
い
う
女
性
特
有
の
「
職
分
」
を
果
た
す
主
体
と
し
て
教
養
と
教
育
が
不
可
欠
で
あ
る
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。 

森
の
「
開
化
論
」
に
一
貫
し
て
表
れ
る
視
点
や
問
題
意
識
は
、「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
視
点
に
立
脚
し
、
欧
米
人
の
抱
く
負
の
日
本
イ
メ
ー
ジ
や
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
払
拭
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
、
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
を
守
り
、
日
本
が
「
野
蛮
非
文
明
国
家
」
や
「
一
大
淫
乱
国
」
と
い
う
よ

う
な
「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
評
価
に
相
応
し
く
な
い
レ
ッ
テ
ル
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
森
の
「
開
化
論
」
と

は
、
日
本
と
い
う
国
家
の
対
外
的
、
国
際
的
な
評
価
に
役
立
つ
も
の
、
即
ち
「
開
化
」
と
は
「
国
信
」
に
資
す
る
「
手
段
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。 
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先
に
取
り
あ
げ
た
「
建
議
」
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
確
か
に
森
は
「
欧
米
人
ノ
鼻
息
ヲ
窺
ヒ
」、
欧
米
側
か
ら
日
本
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
か
と
い
う
側

面
を
過
剰
な
ま
で
に
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。「
建
議
」
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
論
者
の
「
空
想
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
、
森
の
議
論
や
主

張
は
一
見
主
体
性
の
欠
落
し
た
考
え
方
の
よ
う
に
も
映
る
。
し
か
し
、
森
の
「
開
化
論
」
は
短
絡
的
に
欧
米
の
「
鼻
息
」
を
窺
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
無
論
、

無
批
判
に
、
そ
し
て
無
定
見
に
、
西
洋
に
媚
び
諂
い
、
心
酔
し
た
西
洋
主
義
者
に
よ
る
主
張
で
あ
っ
た
の
で
も
な
い
。
森
の
「
開
化
論
」
は
、
開
国
し
て
間
も
な

く
、
国
力
や
形
勢
も
ま
ま
な
ら
な
い
劣
等
後
発
国
の
代
表
者
と
し
て
欧
米
諸
国
と
対
峙
す
る
中
で
、
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
置
か
れ
た
現
実
に
対
し
て
強
い

危
機
感
を
抱
い
た
一
人
の
外
交
官
が
、
国
家
の
生
存
を
第
一
と
考
え
、
主
体
的
に
そ
の
生
き
残
り
方
を
模
索
し
た
冷
徹
で
合
理
的
な
判
断
の
結
果
と
し
て
生
じ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

森
が
条
約
改
正
を
実
現
し
、
日
本
の
対
外
的
独
立
の
回
復
と
確
た
る
主
権
国
家
の
確
立
を
「
目
的
」
と
定
め
、
そ
の
「
手
段
」
と
し
て
日
本
の
「
開
化
」
の
あ

り
方
を
問
題
と
し
続
け
た
こ
と
は
生
涯
一
貫
し
て
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
次
章
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
以
降
、

森
が
駐
英
外
交
官
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
の
条
約
改
正
交
渉
に
臨
む
中
で
、
森
は
日
本
の
「
開
化
」
を
国
際
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
「
方
法
」
的
な
模
索
を
行

い
、
森
の
実
践
す
る
外
交
戦
略
の
中
に
明
ら
か
な
変
化
が
表
れ
る
よ
う
に
な
る
。
断
片
的
に
は
、
既
に
「
妻
妾
論
」
や
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
森
が
「
開
化
論
」

を
語
る
際
に
表
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
外
交
戦
略
と
し
て
ア
ジ
ア
か
ら
日
本
を
剥
離
す
る
「
脱
亜
」
の
言
説
を
意
識
的
に
発
信
す
る
と
い
う
「
方
法
」
で
あ
っ
た
。

森
は
日
本
の
「
開
化
」
を
よ
り
一
層
明
確
な
形
で
ア
ピ
ー
ル
し
、
条
約
改
正
に
お
け
る
日
本
の
立
場
を
向
上
さ
せ
て
、
欧
米
諸
国
と
の
外
交
交
渉
を
有
利
に
展
開

さ
せ
る
た
め
に
、
ア
ジ
ア
を
日
本
の
「
開
化
」
を
証
明
す
る
た
め
の
引
き
立
て
役
と
し
て
活
用
し
、
欧
米
人
に
対
し
て
ア
ジ
ア
と
日
本
の
「
開
化
」
レ
ベ
ル
に
お

け
る
隔
た
り
や
、
優
劣
関
係
を
意
識
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
外
交
戦
略
へ
と
「
方
法
」
的
転
換
を
図
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 
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二
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頁
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二
三
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頁
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二
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頁
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付
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郎
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七
九
（
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治
十
二
）
年
三
月
、『
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大
全
』
一
、
二
三
六
頁
。 

四
一 

同
書
、
二
三
五
頁
―
二
三
六
頁
。 

四
二 

前
掲
「
妻
妾
論
」
四
、
一
八
八
頁
。 

四
三 

同
書
、
一
八
八
頁
。 

四
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書
、
一
八
九
頁
―
一
九
〇
頁
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第
三
章 

「
開
化
論
」
に
お
け
る
「
脱
亜
」
言
説
の
意
味 

一
．
ア
ジ
ア
と
い
う
「
カ
テ
ゴ
リ
」
の
中
の
日
本 

本
章
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
条
約
改
正
交
渉
に
舞
台
を
移
し
、
森
の
「
開
化
論
」
に
現
れ
る
「
方
法
」
的
な
変
化
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
森
の
「
目

的
」
が
条
約
改
正
の
実
現
に
よ
る
日
本
の
対
外
的
独
立
の
回
復
と
主
権
国
家
の
確
立
に
あ
り
、
そ
の
「
手
段
」
と
し
て
日
本
の
「
開
化
」
を
問
題
と
し
続
け
た
こ

と
に
変
わ
り
な
い
が
、
欧
米
側
に
対
し
て
日
本
の
「
開
化
」
を
よ
り
一
層
明
確
な
形
で
訴
え
る
た
め
の
ア
ピ
ー
ル
「
方
法
」
と
い
う
点
に
お
い
て
「
ア
ジ
ア
」
と

の
差
別
化
、
即
ち
「
脱
亜
」
と
い
う
言
説
が
新
た
な
外
交
戦
略
と
し
て
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
森
の
思
想
に
お
け
る
「
開
化
」
と
「
脱
亜
」
の
構
造
は
こ
れ

ま
で
未
検
討
の
問
題
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
章
に
お
け
る
課
題
と
し
て
設
定
す
る
。 

森
が
日
本
の
「
開
化
」
に
つ
い
て
語
っ
た
意
見
書
や
演
説
、
書
簡
を
見
直
し
て
い
く
と
、
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
日
本
の
「
開
化
」
と
「
脱
亜
」
の
言
説
が
一

体
の
構
造
と
な
っ
て
発
信
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
劣
等
後
発
国
で
あ
っ
た
日
本
が
、
欧
米
と
い
う
国
力
や
形
勢
、
文
明
の
成
熟
度
合
い
に
お
い
て
圧
倒
的

に
優
越
し
た
他
者
と
の
関
係
を
所
与
の
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
の
中
で
、
森
は
外
交
官
と
し
て
日
本
の
「
開
化
」
を
対
外
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
、

日
本
よ
り
も
劣
等
な
位
置
に
あ
る
ア
ジ
ア
を
意
識
的
に
差
別
化
す
る
言
説
を
発
信
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
国
際
的
な
立
場
の
向
上
や
転
換
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
駐
米
外
交
官
時
代
の
森
の
言
説
は
、「
脱
亜
」
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
が
ア
ジ
ア
の
中
で
特
別
な
位
置
や
役
割
を
担
う
存
在
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
欧
米
人
に
対
し
て
示
そ
う
と
す
る
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
以
降
、
森
が
駐
英
外
交
官
と
し
て
当
時
の
国
際
社

会
に
お
い
て
最
も
国
力
や
形
勢
の
優
れ
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
外
交
交
渉
に
臨
む
に
際
し
て
、
森
は
日
本
の
「
開
化
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
外
交
戦
略
と
し
て
積

極
的
に
、
そ
し
て
意
図
的
に
「
脱
亜
」
言
説
を
発
信
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
。 

駐
米
外
交
官
時
代
の
森
の
発
言
に
は
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
日
本
と
ア
ジ
ア
を
差
別
化
し
よ
う
と
す
る
言
説
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）

年
八
月
に
開
催
さ
れ
た
「
全
米
教
育
協
会
」
に
お
け
る
演
説
の
中
で
、
森
は
日
本
人
の
教
育
に
対
す
る
認
識
の
変
化
や
、
教
育
政
策
の
現
状
と
課
題
な
ど
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、「
私
は
、
ア
メ
リ
カ
の
優
れ
た
教
育
者
か
ら
師
範
学
校
の
問
題
に
つ
い
て
の
提
案
を
受
け
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
も
し
日

本
が
教
育
政
策
に
お
い
て
失
敗
す
れ
ば
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
全
て
が
失
敗
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
日
本
は
ア
ジ
ア
の
入
り
口
だ
か
ら
で
あ
る

If 
Japan 

f
a
i
l
s
 
i
n
 
t
h
i
s
,
 
al
l
 
A
s
ia
 
w
i
l
l
 
l
o
s
e
,
 
a
s
 
J
ap
a
n 

is 
the 

gate 
of 

Asia.

（
筆
者
翻
訳
）」
一

と
訴
え
て
い
る
。「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
に
お

い
て
は
、「
私
た
ち
の
誰
も
が
、
現
在
の
私
た
ち
の
立
場
が
重
大
な
責
任
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
確
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
国
家
の
運

命
を
形
作
る
と
い
う
課
題
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
影
響
力
が
波
及
し
、
他
の
全
て
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
、
宗
教
に

関
す
る
同
様
の
法
律
が
実
を
結
ん
で
い
く
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
いNay

, 
more, 

the 
influence 

we 
shall 

exert 
cannot 

fail 
to 

have 
its 

fruit 

i
n
 
t
h
e
 i
n
i
t
i
at
i
o
n
 o
f
 
si
m
i
l
a
r
 
la
w
s
 
in
 
a
l
l 
o
t
her nations of Asia.

（
筆
者
翻
訳
）」
二

と
記
し
、
キ
ン
ズ
レ
ー
に
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
は
、「
日

本
は
ア
ジ
ア
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
優
れ
た
近
代
欧
米
の
精
神
や
特
質
を
導
入
す
る
上
で
、
最
上
の
方
法
を
生
み
出
す
こ
と
の
で
き
る
東
洋
で
唯
一
の
国

で
あ
る
と
い
う
意
見
を
私
は
未
だ
に
持
ち
続
け
て
い
るI am still in the opinion that Japan is the only country in East that can produce 

t
h
e
 
b
e
s
t
 m
e
a
n
s
 t
o
 
i
n
tro

d
u
c
e
 
i
n
to
 
A
s
i
a 
a
l
l
 
kinds of good modern Europeism and A

mericanism.

（
筆
者
翻
訳
）」
三

と
記
し
て
い
る
。 

先
に
引
用
し
た
目
賀
田
の
史
料
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
森
が
ア
メ
リ
カ
に
駐
在
し
て
い
た
当
時
は
、
欧
米
側
に
日
本
を
「
文
明
国
家
」
と
し
て
認
知
さ
せ
る

と
い
う
課
題
以
前
の
問
題
と
し
て
、
東
洋
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
日
本
人
と
中
国
人
は
同
一
視
さ
れ
、
剰
え
当
時
既
に
欧
米
諸
国
の
植
民
地
と
さ
れ
て
い
た
中
国

の
属
国
が
日
本
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
誤
っ
た
対
日
認
識
が
浸
透
し
て
い
た
と
い
う
状
況
か
ら
考
え
て
、
森
の
中
に
ア
ジ
ア
と
の
差
別
化
を
通
じ
、
欧
米
側
に
日

本
と
い
う
国
家
そ
の
も
の
の
存
在
を
正
し
く
認
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
以
上
の
よ
う
な
発
言
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、「
脱
亜
」
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
が
ア
ジ
ア
全
体
の
あ
り
方
を
再
構
築
し
て
い
く
特
別
な
役
割
を
担
う
存
在
、
即
ち
ア
ジ
ア
に
お
け
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る
「
開
化
」
の
牽
引
役
と
し
て
の
日
本
、
と
い
う
ア
ジ
ア
に
対
し
て
前
向
き
な
言
説
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
、
森
が
イ
ギ
リ
ス
と
の
条
約
改
正
交
渉
に
臨
む
に
際
し
て
、
ア
ジ
ア
に
対
す
る
森
の
言
説
は
明
ら
か
な
変
化
を
示
し
始
め
る
。
本
稿
で
は
先
に
、
森
が

日
本
政
府
に
対
し
て
、「
情
実
懇
談
の
法
」
と
い
う
私
道
を
改
め
、
国
際
法
と
い
う
「
公
道
」
に
依
拠
し
た
外
交
方
針
へ
の
転
換
を
訴
え
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
森
が
「
文
明
国
家
」
の
体
裁
に
相
応
し
く
な
い
日
本
の
問
題
を
批
判
し
て
国
内
の
「
開
化
」
を
促
そ
う
と
す
る
こ
と
の
裏
に
は
、
欧
米
諸
国
の
価

値
観
や
ル
ー
ル
、
制
度
な
ど
を
取
り
入
れ
、
日
本
が
主
体
的
、
積
極
的
に
「
開
化
」
を
推
進
し
て
い
る
こ
と
を
論
拠
と
し
て
、
対
外
的
に
、
日
本
は
「
文
明
国
家
」

で
あ
る
と
い
う
見
解
や
、
日
本
が
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
同
一
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を
日
本
側
は
許
容
し
な
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
よ
う

と
す
る
森
の
ね
ら
い
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
森
が
駐
在
国
の
イ
ギ
リ
ス
へ
と
出
発
す
る
直
前
の
十
一
月
十
二
日
、
英
国
公
使
の
Ｊ
・
Ｇ
・
ケ
ネ
デ
ィ
が
イ
ギ
リ
ス
へ

と
帰
国
す
る
に
際
し
て
書
き
送
っ
た
「
覚
書
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
森
の
ね
ら
い
」
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。 

 

日
本
の
内
政
上
に
お
け
る
大
き
な
改
革
の
始
ま
り
と
そ
の
実
現
、
更
に
は
対
外
的
に
も
改
め
ら
れ
た
外
交
政
策
の
実
行
な
ど
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
誠
実
で

あ
り
、
無
能
力
で
は
な
い
と
い
う
事
実
を
欧
米
側
に
対
し
て
示
し
て
き
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
我
国
は
中
国
や
他
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
は
明
確
に
異
な
っ

て
い
る
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
日
本
は
誠
意
を
も
っ
て
、
西
洋
諸
国
の
重
ん
じ
る
国
際
的
な
礼
譲
（the comit

y of Western nations

）
に
参

加
し
て
き
た
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
西
洋
諸
国
の
礼
譲
が
我
国
に
対
し
て
課
し
て
き
た
義
務
（obligations

）
を
私
た
ち
は
快
く
進
ん
で
受
け
入
れ
て
き

た
の
だ
か
ら
、
日
本
は
そ
の
義
務
に
相
応
し
い
特
権
（privilege

）
を
充
分
に
享
受
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
四

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

以
上
の
よ
う
に
、
森
は
内
政
と
外
交
の
両
側
面
に
お
い
て
日
本
が
「
開
化
」
を
推
進
し
、「
誠
意
」
を
も
っ
て
欧
米
側
の
価
値
観
や
ル
ー
ル
、
制
度
を
取
り
入
れ

る
こ
と
で
「
中
国
や
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
は
明
確
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
」
と
主
張
す
る
。
従
っ
て
森
は
、
欧
米
側
が
日
本
を
「
文
明

国
家
」
と
認
め
、
条
約
改
正
交
渉
に
応
じ
、
主
権
国
家
と
し
て
の
権
利
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
要
請
し
、
ま
た
「
日
本
政
府
は
友
好
的
な
列
強
諸
国

か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
関
わ
る
一
般
的
な
カ
テ
ゴ
リ
か
ら
日
本
が
分
離
さ
れ
て
取
り
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
充
分
な
自
信
を
も
っ
て
期
待

し
て
い
るH

i
s
 
Ma
j
e
s
t
y

’s
 
G
o
v
e
rn
m
e
n
t 

c
o
n
fi
d
e
n
tly 

expects 
that 

the 
Powers 

will 
be 

disposed 
to 

separate 
Japan 

from 
its 

forme
r 

g
e
n
e
r
a
l
 cl

a
s
s
i
fi
c
a
t
i
on w

i
t
h
 t
h
e
 o
t
h
e
r
 As

i
a
t
i
c nations

（
筆
者
翻
訳
）」
五

と
記
し
、
日
本
の
「
開
化
」
を
根
拠
と
し
て
ア
ジ
ア
と
い
う
野
蛮
非
文
明

の
「
カ
テ
ゴ
リc

l
a
ss
i
f
i
ca
t
i
o
n

」
か
ら
日
本
を
「
分
離
」
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
。
さ
ら
に
、
以
上
の
「
覚
書
」
に
お
い
て
、
森
は
日
本
と
中
国
を
対
比
的
に

説
明
し
、
両
国
は
国
家
の
目
的
や
内
政
、
外
交
に
至
る
ま
で
全
く
正
反
対
の
特
徴
を
示
し
、
日
本
は
欧
米
に
対
し
て
誠
実
で
あ
り
自
由
で
進
歩
的
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
中
国
は
不
誠
実
で
保
守
的
、
退
歩
的
で
あ
る
と
も
主
張
し
て
い
る
。 

森
は
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
明
六
雑
誌
』
第
七
号
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
独
立
国
権
義
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
も
、
日
本
を
ア
ジ

ア
と
は
異
な
る
「
カ
テ
ゴ
リ
」
に
意
識
的
に
位
置
付
け
て
論
じ
て
い
る
。
森
は
「
独
立
国
」
に
つ
い
て
、
政
体
の
種
類
や
国
力
の
強
弱
、
国
の
大
小
に
関
わ
り
な

く
「
す
べ
て
国
内
の
政
を
専
治
し
、
外
国
と
交
を
約
し
得
る
と
こ
ろ
の
権
力
あ
る
も
の
を
い
う
」
と
説
明
し
、
内
政
外
交
に
関
わ
る
一
切
の
「
権
力
」
を
掌
握
し

た
国
家
と
定
義
し
て
い
る
六

。
そ
の
上
で
、
国
家
の
種
類
を
「
自
由
独
立
」、「
約
束
独
立
」、「
貢
納
独
立
」
に
大
別
し
、「
自
由
独
立
」
と
は
先
の
「
独
立
国
」
を

指
し
、「
約
束
独
立
」
と
は
「
外
国
の
約
束
に
拠
て
、
そ
の
独
立
を
保
つ
を
得
、
あ
る
い
は
圧
制
せ
ら
れ
や
む
を
得
ず
し
て
、
こ
れ
と
条
約
を
結
び
、
そ
の
束
縛
を

受
け
永
く
こ
れ
を
脱
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
の
国
」
と
定
義
す
る
。
こ
の
「
カ
テ
ゴ
リ
」
分
け
に
お
い
て
、
森
は
、
日
本
は
欧
米
諸
国
と
並
ん
で
「
自
由
独
立
の
権

力
」
を
保
有
す
る
ア
ジ
ア
で
唯
一
の
国
家
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
れ
に
対
し
て
、「
亜
細
亜
に
お
い
て
支
那
、
暹
羅
、
波
斯
」、
ま
た
「
土
児
格
」
な
ど
は
「
約
束
独

立
」
の
国
家
で
あ
る
と
分
類
し
て
い
る
七

。 
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し
か
し
森
は
、
日
本
を
「
独
立
国
」
と
し
て
の
「
権
力
を
割
て
外
国
に
放
与
」
し
た
条
件
付
き
の
「
自
由
独
立
国
」
で
あ
る
と
も
述
べ
、
日
本
は
「
外
人
を
管

理
保
護
す
る
の
権
義
、
お
よ
び
開
市
地
を
制
治
し
、
輸
出
入
物
品
税
・
港
税
・
灯
明
税
な
ど
を
課
す
る
の
権
理
」
な
ど
の
法
権
や
税
権
を
欧
米
側
に
対
し
て
便
宜

上
「
放
与
」
し
て
い
る
と
説
明
す
る
八

。
そ
れ
で
も
な
お
森
は
「
永
く
約
縛
の
牲
と
な
り
、
独
立
の
権
力
を
専
行
す
る
」
こ
と
の
で
き
な
い
「
支
那
」
や
「
土
耳
格
」、

他
の
ア
ジ
ア
の
「
約
束
独
立
国
」
と
日
本
は
異
な
り
、
「
か
の
支
那
、
土
耳
格
の
例
と
類
を
同
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
主
張
す
る
九

。 
以
上
の
よ
う
に
、「
独
立
国
権
義
」
に
お
い
て
、
森
が
日
本
を
あ
く
ま
で
「
独
立
国
」
と
位
置
付
け
、
欧
米
諸
国
に
よ
る
支
配
や
搾
取
の
対
象
、「
約
縛
の
牲
」

と
さ
れ
た
ア
ジ
ア
の
「
カ
テ
ゴ
リ
」
か
ら
日
本
を
分
離
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
国
際
的
な
日
本
の
位
置
付
け
に
関
わ
る
森
自
身
の
現
状
認
識
を
明
ら
か

に
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
理
想
や
希
望
を
形
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
先
の
「
覚
書
」
に
お
い
て
、
森
自
身
が
欧
米
側

に
要
求
し
て
い
た
よ
う
に
、
森
の
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
現
実
と
は
、
欧
米
側
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
と
い
う
野
蛮
非
文
明
の
「
カ
テ
ゴ
リ
」
の
中
に
閉

じ
込
め
ら
れ
た
日
本
、
と
い
う
森
の
理
想
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

国
際
的
な
日
本
の
位
置
付
け
に
関
わ
る
森
の
理
想
と
、
現
実
の
欧
米
側
の
認
識
が
全
く
乖
離
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
、
一
八
八
一
（
明

治
十
四
）
年
三
月
三
日
に
行
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
側
の
外
務
次
官
ポ
ン
ス
ホ
ー
ト
と
日
本
側
の
駐
英
公
使
館
書
記
官
レ
ー
ン
に
よ
る
対
話
書
は
示
唆
に
富
む
。
ポ
ン

ス
ホ
ー
ト
が
日
本
側
に
よ
る
条
約
改
正
の
提
案
に
つ
い
て
、
「
日
本
ヨ
リ
ハ
一
モ
報
酬
譲
与
ス
ル
所
ナ
ク
シ
テ
草
案
ニ
所
掲
ハ
其
自
国
ノ
利
益
ト
ナ
ル
ヘ
キ
事
項

ノ
ミ
ニ
係
レ
リ
」
と
批
判
し
た
こ
と
を
受
け
、
レ
ー
ン
は
「
不
当
不
正
ナ
ル
舊
條
約
ハ
固
ヨ
リ
之
ヲ
全
廃
ス
ル
ニ
若
カ
サ
ル
ナ
リ
」
と
主
張
し
た
上
で
、
条
約
改

正
を
め
ぐ
る
以
下
の
よ
う
な
論
争
が
行
わ
れ
て
い
る
一
〇

。 

 

レ
ー
ン 

日
本
ニ
於
テ
ハ
最
早
譲
与
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
シ
。
夫
ノ
千
八
百
五
十
六
年
、
千
八
百
六
十
八
年
の
両
條
約
ニ
因
テ
、
既
ニ
攫
取
シ
尽
シ
テ
復
タ
残
ス

所
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
。
特
ニ
今
般
日
本
ノ
要
請
ス
ル
所
ハ
只
タ
其
至
当
ノ
権
理
ヲ
求
ム
ル
外
、
別
ニ
譲
与
ヲ
望
ム
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
。 

ポ
ン
ス
ホ
ー
ト 

現
今
ノ
條
約
上
、
我
国
ニ
有
ス
ル
所
ノ
権
理
ヲ
放
棄
ス
ル
ノ
議
ヲ
承
諾
セ
ン
ニ
ハ
、
先
ツ
其
理
由
ヲ
議
院
ヘ
開
陳
ス
ル
所
無
ラ
サ
ル
ヲ
得 

サ
ル
ナ
リ
。 

レ
ー
ン 

其
権
理
ナ
ル
モ
ノ
ハ
貴
下
モ
知
ラ
ル
ヽ
カ
如
ク
威
圧
強
迫
ニ
因
テ
攫
取
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。 

ポ
ン
ス
ホ
ー
ト 

拙
者
ハ
其
貴
説
ニ
服
ス
ル
ヲ
得
ス
、
総
ヘ
テ
東
洋
諸
国
ト
ノ
條
約
ハ
大
抵
殆
ト
皆
同
様
ト
ス
。
若
シ
果
テ
想
像
ノ
如
ク
威
力
ニ
因
テ
其
権 

理
ヲ
奪
ハ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
、
今
日
ニ
至
ル
マ
テ
之
ヲ
黙
々
ニ
附
ス
ル
ノ
理
ナ
カ
ル
ヘ
キ
ナ
リ
一
一

。 

 

レ
ー
ン 

若
シ
英
国
ニ
於
テ
永
久
日
本
内
ノ
事
ニ
管
制
ヲ
及
ホ
サ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
考
案
ニ
モ
ア
ラ
ハ
拙
者
ハ
断
シ
テ
云
ハ
ン
斯
ノ
如
キ
ノ
議
ハ
瞬
間
タ
モ
決

テ
其
肯
ス
ル
所
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヘ
キ
ナ
リ
。 

ポ
ン
ス
ホ
ー
ト 

然
レ
ト
モ
支
那
ノ
如
キ
暹
羅
ノ
如
キ
東
洋
諸
国
ニ
於
テ
ハ
是
等
ノ
事
件
ニ
ハ
、
英
国
之
ニ
参
与
ス
ル
事
ナ
ル
ニ
、
何
ソ
日
本
ニ
限
リ
然
ル

可
ラ
サ
ラ
ン
ヤ
一
二

。 

 

イ
ギ
リ
ス
側
の
立
場
は
ポ
ン
ス
ホ
ー
ト
外
務
次
官
の
発
言
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
対
英
交
渉
に
お
い
て
、
レ
ー
ン
が
日
本
側
に
は
最
早
「
譲
与
」
す
る
も
の
は

な
く
、
「
威
圧
強
迫
」
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
国
家
と
し
て
の
「
至
当
ノ
権
理
」
の
回
復
を
求
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
ポ
ン
ス
ホ
ー
ト
は
、

こ
れ
ま
で
「
東
洋
諸
国
」
の
問
題
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
例
外
な
く
「
参
与
」
し
て
き
た
が
、
但
し
、
そ
の
「
参
与
」
の
仕
方
は
「
威
圧
強
迫
」
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
無
論
「
東
洋
諸
国
」
か
ら
利
益
を
「
威
力
」
に
よ
っ
て
「
攫
取
」
す
る
も
の
で
も
な
い
。
日
本
を
含
め
、「
支
那
」
や
「
暹
羅
」
な
ど
の
「
東
洋
諸
国
」



85 

 

に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
同
様
に
取
り
扱
い
、「
條
約
」
の
形
態
も
同
様
の
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
日
本
だ
け
を
特
別
扱
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
と
反
論
し
、
日
本
側
の
提
案
す
る
条
約
改
正
に
応
じ
る
必
要
は
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
。 

当
時
日
本
の
外
務
卿
を
務
め
た
井
上
馨
が
、「
こ
の
対
話
に
よ
つ
て
も
、
英
政
府
が
我
が
国
を
観
る
こ
と
な
ほ
支
那
及
び
暹
羅
と
同
一
で
あ
つ
て
、
英
国
は
永
久

に
我
が
国
内
の
事
に
管
制
を
及
ぼ
そ
う
と
」
し
て
い
る
一
三

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
森
の
「
覚
書
」
に
よ
る
要
求
や
対
内
的
、
対
外
的
な
「
開
化
」
の
推
進
や
ア
ピ

ー
ル
と
い
う
活
動
に
も
関
わ
ら
ず
、
欧
米
側
の
現
状
認
識
と
し
て
日
本
は
ア
ジ
ア
と
い
う
野
蛮
非
文
明
の
「
カ
テ
ゴ
リ
」
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
三
月
二
十
四
日
、
両
氏
の
対
話
を
受
け
た
森
は
、
井
上
外
務
卿
に
宛
て
た
「
意
見
書
」
を
作
成
し
、「
日
本
ノ
事
態
ハ
二
十
五
年

来
全
ク
変
転
シ
タ
リ
、
随
テ
今
之
ニ
所
応
ノ
改
正
ヲ
加
フ
ル
ハ
必
要
ナ
リ
」
と
記
し
、
欧
米
側
が
日
本
の
「
開
化
」
を
認
め
ず
、
日
本
を
ア
ジ
ア
と
い
う
野
蛮
非

文
明
の
「
カ
テ
ゴ
リ
」
の
中
に
位
置
付
け
続
け
、
一
向
に
条
約
改
正
の
提
案
に
応
じ
よ
う
と
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
怒
り
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

舊
條
約
中
所
掲
ノ
改
正
権
理
ニ
就
テ
ハ
、
或
ハ
其
本
旨
ヲ
誤
解
シ
、
日
本
ハ
之
ニ
由
リ
、
永
ク
外
国
管
制
ノ
下
ニ
属
ス
ル
ト
妄
想
ス
ル
者
ア
リ
。
斯
ノ
如
キ

妄
想
ハ
決
シ
テ
毫
モ
日
本
ノ
允
サ
ヾ
ル
所
ナ
リ
。
何
ト
ナ
レ
ハ
是
レ
則
チ
、
日
本
ヲ
以
テ
他
ノ
奴
隷
国
ト
見
做
ス
ニ
異
ナ
ラ
ス
シ
テ
、
最
モ
嫌
悪
ス
ヘ
キ
不

正
ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
ナ
リ
一
四

。 

 

森
は
外
交
官
の
立
場
か
ら
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
を
問
題
と
し
、「
野
蛮
非
文
明
国
家
」
乃
至
は
「
地
球
上
の
一
大
淫
乱
国
」
と
い
う
よ
う
な
「
文
明
国
家
」

の
体
裁
に
あ
る
ま
じ
き
イ
メ
ー
ジ
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
払
拭
す
る
た
め
の
「
手
段
」
と
し
て
、「
開
化
」
を
一
貫
し
て
推
進
し
て
き
た
が
、
森
が
イ
ギ
リ
ス
に
駐

在
し
、
条
約
改
正
交
渉
を
行
っ
て
い
た
明
治
十
年
代
の
中
頃
に
お
い
て
さ
え
も
、
日
本
は
欧
米
側
か
ら
ア
ジ
ア
一
般
に
お
け
る
「
奴
隷
国
」
と
同
一
視
さ
れ
、
ア

ジ
ア
と
い
う
野
蛮
非
文
明
の
「
カ
テ
ゴ
リ
」
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
続
け
て
い
る
現
実
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

二
．
欧
米
の
「
利
己
主
義
」
に
お
け
る
「
後
患
」
と
「
脱
亜
」
戦
略 

な
ぜ
日
本
は
ア
ジ
ア
と
同
一
視
さ
れ
続
け
、
欧
米
側
は
一
向
に
条
約
改
正
の
提
案
に
応
じ
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
森
は
幾
つ
か
の
理
由
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
要
因
こ
そ
が
森
の
「
開
化
論
」
の
中
に
「
脱
亜
」
と
い
う
色
彩
を
強
く
帯
び
さ
せ
る
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
の
理
由
は
、

一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
一
月
二
十
一
日
に
作
成
さ
れ
た
「
青
木
駐
独
公
使
宛
公
文
案
」
に
お
い
て
、
森
が
「
我
政
府
、
及
ビ
国
民
開
化
シ
実
況
外
国
ヲ
シ
テ

深
ク
之
ニ
信
ヲ
置
カ
シ
ム
ル
程
ニ
至
ラ
ス
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
「
開
化
」
に
対
す
る
欧
米
側
か
ら
の
「
信
」
が
充
分
に
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
求
め

ら
れ
て
い
る
。
第
二
の
理
由
は
、
欧
米
諸
国
の
本
質
、
即
ち
国
家
の
目
的
が
利
害
に
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
日
本
側
が
外
交
戦
略
を
組
み
立
て
て

こ
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

英
国
ノ
外
国
ニ
対
ス
ル
政
略
タ
ル
ヤ
常
ニ
利
己
ヲ
主
ト
シ
苟
モ
自
国
ノ
実
益
消
長
ニ
関
ス
ル
事
件
ニ
至
テ
ハ
之
ヲ
処
理
ス
ル
ノ
目
的
政
党
ノ
区
別
ナ
ク
殆
ト

同
一
轍
ニ
出
テ
自
由
党
ノ
政
府
タ
リ
ト
雖
ト
モ
亦
保
守
党
ノ
政
府
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
現
ニ
我
條
約
重
修
ノ
一
事
ニ
付
テ
モ
亦
之
ヲ
徴
ス
ヘ
キ
也
。
是
ノ

故
ニ
我
論
鋒
ヲ
以
テ
彼
ノ
鉄
壁
ヲ
破
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
単
ニ
漠
然
タ
ル
理
論
ヲ
以
テ
彼
ニ
迫
リ
或
ハ
友
邦
ノ
情
誼
ヲ
以
彼
ニ
望
ム
カ
如
キ
ハ
蓋
シ
実
効
ヲ
奏

シ
得
ヘ
キ
ノ
法
ニ
非
ス
。
実
効
ヲ
得
ル
ニ
ハ
専
ラ
我
地
位
ニ
属
ス
ル
所
ノ
明
確
ナ
ル
事
実
ヲ
彼
ノ
眼
前
ニ
開
列
シ
以
テ
彼
ノ
意
向
ヲ
変
転
セ
シ
ム
ル
方
法
ヲ

考
ル
ニ
在
ル
ヘ
シ
一
五

。 
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以
上
の
史
料
に
は
二
つ
の
論
点
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、
欧
米
と
は
主
義
主
張
や
理
念
よ
り
も
、
各
国
家
に
と
っ
て
の
「
実
益
」
の
「
消
長
」
を
国
際
関
係
に
お

け
る
基
準
と
し
て
何
よ
り
も
重
ん
じ
る
「
利
己
」
が
本
質
で
あ
る
と
い
う
指
摘
と
、
そ
の
よ
う
な
欧
米
と
相
対
す
る
日
本
は
、
欧
米
側
の
「
意
向
」
を
「
変
転
」

さ
せ
る
た
め
の
「
方
法
」
と
し
て
、
日
本
の
「
地
位
」
に
係
る
「
明
確
ナ
ル
事
実
」
を
「
開
列
」
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
外
交
戦
略
に
関
わ
る
分
析
で
あ
る
。 

ま
ず
前
者
の
論
点
に
つ
い
て
、
森
は
「
独
逸
ハ
、
為
メ
ニ
欧
大
陸
ノ
牛
耳
ヲ
執
リ
英
ト
和
同
シ
、
東
洋
ニ
向
テ
威
権
ヲ
一
張
セ
ン
ト
試
ミ
、
仏
伊
露
其
他
小
国

ニ
在
テ
ハ
、
為
メ
ニ
目
前
ノ
損
失
ヲ
見
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
尚
其
便
利
ヲ
分
取
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ア
ル
ヲ
以
テ
、
容
易
ク
之
ニ
同
意
シ
タ
ル
ノ
ミ
」
一
六

と
論
じ
、

イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
他
の
欧
米
諸
国
も
ま
た
目
先
の
利
益
に
お
け
る
「
損
失
」
や
「
便
利
」
の
「
分
取
」
を
第
一
義
と
考
え
、「
東
洋
」
に
お
け
る
弱
国
か
ら
収

奪
す
る
こ
と
が
可
能
な
利
益
を
相
互
に
共
有
す
る
た
め
に
、
連
合
し
て
圧
力
を
か
け
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
森
は
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
戦
略
に

お
け
る
常
套
手
段
と
し
て
、「
自
己
擅
横
ノ
世
評
ヲ
避
ケ
、
会
同
ノ
公
儀
ヲ
後
盾
ニ
」
す
る
一
七

と
述
べ
、
あ
た
か
も
公
平
で
あ
る
か
の
よ
う
な
「
会
同
」
と
い
う
合

議
の
方
策
を
用
い
、
巧
妙
に
自
国
の
「
利
己
」
主
義
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
と
訴
え
る
。
さ
ら
に
、
以
上
の
よ
う
な
欧
米
の
や
り
口
は
「
切
支
丹
宗
門
外
ノ
弱
国
」

を
追
い
詰
め
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
常
套
手
段
で
あ
り
、「
欧
州
全
力
ヲ
以
テ
我
国
ニ
迫
マ
リ
其
擅
令

ヂ
ク
テ
ー
ト

ヲ
達
セ
ン
ト
試
ル
ナ
リ
」
一
八

と
森
は
述
べ
、
欧
米
各
国
は

そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
の
「
利
己
」
性
す
ら
容
認
し
て
共
同
歩
調
の
立
場
を
と
り
、「
会
同
」
と
い
う
名
目
を
盾
に
日
本
に
対
す
る
支
配

の
手
を
伸
ば
し
て
く
る
と
結
論
す
る
。 

以
上
の
よ
う
な
欧
米
諸
国
全
体
の
利
己
主
義
と
い
う
性
質
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
森
は
、
欧
米
側
が
日
本
と
の
条
約
改
正
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
着
く
こ
と
を
恐
れ

る
よ
り
明
確
で
、
本
質
的
な
理
由
が
あ
る
と
分
析
す
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
森
は
「
後
患
ヲ
顧
慮
ス
ル
カ
為
メ
容
易
ニ
我
要
求
ヲ
諾
セ
サ
ル
ノ
ミ
」
一
九

と
し
、

欧
米
の
利
己
主
義
と
の
関
係
上
彼
ら
が
懸
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
「
後
患
」
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
森
は
「
其
後
患
ト
ハ
何
ソ
ヤ
」
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
極
め
て

現
実
的
で
戦
略
性
の
高
い
分
析
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

若
シ
一
タ
ヒ
日
本
政
府
ノ
発
案
ヲ
許
諾
セ
ハ
支
那
其
他
東
洋
諸
国
ニ
対
シ
テ
モ
亦
日
本
ノ
例
ヲ
襲
ヒ
幾
分
ノ
自
由
権
ヲ
譲
与
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ノ
場
合
ニ
至

ル
事
モ
ア
ラ
ン
カ
ト
ノ
預
慮
ア
ル
是
レ
ナ
リ
。
故
ニ
我
国
ノ
事
実
ハ
特
別
ニ
シ
テ
其
例
ハ
他
ノ
東
洋
諸
国
ニ
引
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
者
ニ
非
サ
ル
ノ
理
由

ヲ
弁
明
シ
英
外
務
省
ヲ
シ
テ
他
ニ
顧
慮
ス
ル
所
ナ
キ
ノ
域
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
ハ
必
要
ナ
リ
ト
考
ヘ
過
日
外
務
大
輔
ポ
ン
ス
ホ
ー
ト
氏
ニ
面
会
右
ノ
事
柄
ニ
談
及

ノ
末
同
氏
稍
覚
ル
所
ア
ル
ニ
似
タ
リ
二
〇

。 

 

森
の
指
摘
す
る
欧
米
側
の
「
後
患
」
と
は
、
一
度
日
本
と
の
条
約
改
正
交
渉
に
応
じ
、
欧
米
側
が
そ
の
提
案
を
受
け
入
れ
て
譲
歩
の
姿
勢
を
示
せ
ば
、
他
の
ア

ジ
ア
諸
国
も
こ
れ
に
追
随
し
て
日
本
と
同
様
に
改
正
の
要
求
を
主
張
し
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
欧
米
側
の
「
実
益
」
が
益
々
縮
小
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
懸
念
で

あ
っ
た
。
自
国
の
利
益
を
第
一
義
と
す
る
欧
米
の
利
己
主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
利
権
の
縮
小
や
消
失
は
極
め
て
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
ア

ジ
ア
と
い
う
野
蛮
非
文
明
の
「
カ
テ
ゴ
リ
」
に
含
ま
れ
る
日
本
が
条
約
改
正
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
先
例
を
作
る
こ
と
に
は
極
め
て
大
き
な
リ
ス

ク
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
森
は
「
英
国
カ
年
来
東
洋
諸
国
ニ
於
テ
占
断
ス
ル
所
ノ
権
勢
自
ラ
削
滅
ス
ヘ
ク
利
益
亦
自
ラ
退
縮
ス
ヘ
キ
コ
ト
明
白
ナ
ル
ニ
由
リ
我
所

望
ヲ
拒
ム
ハ
彼
カ
利
己
主
義
ノ
政
略
上
不
得
止
コ
ト
ヽ
云
ヘ
シ
」
二
一

と
述
べ
、
単
に
そ
の
「
利
己
主
義
ノ
政
略
」
を
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
外
交
上
の

立
場
と
し
て
自
国
の
「
利
益
」
を
中
心
に
考
え
る
こ
と
に
理
解
を
示
し
た
上
で
、
こ
の
「
利
己
主
義
ノ
政
略
」
を
逆
手
に
と
っ
て
、
欧
米
側
の
抱
く
「
後
患
」
を

絶
ち
切
る
こ
と
こ
そ
が
日
本
の
改
正
要
求
を
実
現
す
る
鍵
に
な
る
と
訴
え
る
の
で
あ
る
。 

次
に
後
者
の
論
点
で
あ
る
外
交
戦
略
の
転
換
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
森
は
欧
米
側
の
「
意
向
」
を
「
変
転
」
さ
せ
る
た
め
の
「
方
法
」
と
し
て
、
日
本
の
「
地

位
」
に
係
る
「
明
確
ナ
ル
事
実
」
を
欧
米
側
に
「
開
列
」
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
は
、
欧
米
の
本
質
に
関
わ
る
分
析
を
踏
ま
え
、「
漠
然
タ
ル
理
論
」
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や
「
友
邦
ノ
情
誼
」
に
基
づ
く
「
方
法
」
で
は
な
く
、
欧
米
側
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
日
本
が
他
の
東
洋
諸
国
と
は
明
確
に
異
な
っ
た
「
特
別
」
な
存
在

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
「
事
実
」
を
開
示
し
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
が
日
本
の
事
例
を
「
引
用
」
し
て
欧
米
側
と
の
交
渉
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
「
理
由
」
を

説
明
す
る
こ
と
で
、
日
本
と
の
交
渉
に
応
じ
る
こ
と
は
欧
米
側
の
「
利
己
主
義
ノ
政
略
」
上
、
リ
ス
ク
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
よ
う
と

す
る
「
方
法
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
欧
米
の
「
利
己
主
義
ノ
政
略
」
上
、
必
然
的
に
生
じ
る
リ
ス
ク
＝
「
後
患
」
を
絶
ち
切
る
た
め
に
、
森
が
「
開
列
」
す
る

必
要
が
あ
る
と
し
た
「
事
実
」
と
「
理
由
」
こ
そ
が
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
日
本
に
お
け
る
「
開
化
」
レ
ベ
ル
の
差
異
で
あ
り
、
こ
の
差
異
を
欧
米
側
に
対
し
て

よ
り
一
層
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
「
方
法
」
と
し
て
提
案
さ
れ
た
も
の
が
、
日
本
よ
り
も
「
開
化
」
レ
ベ
ル
に
お
い
て
よ
り
劣
等
な
位
置
に
あ
る
ア
ジ
ア
を

差
別
化
し
て
論
じ
る
「
脱
亜
」
言
説
の
発
信
で
あ
っ
た
。
森
は
、「
開
化
」
と
「
脱
亜
」
に
基
づ
く
外
交
戦
略
の
必
要
性
を
井
上
外
務
卿
に
進
言
す
る
。 

 

今
其
方
法
ヲ
案
ス
ル
ニ
第
一
我
国
制
度
工
業
其
他
ノ
諸
般
迅
速
且
堅
牢
ニ
進
歩
シ
東
洋
中
無
比
ニ
シ
テ
條
約
重
修
ニ
付
我
請
求
ス
ル
所
ノ
要
点
ハ
他
ノ
東
洋

国
ニ
於
テ
之
ヲ
追
做
ス
ル
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
実
ヲ
明
示
シ
一
ニ
ハ
以
テ
彼
カ
陰
ニ
所
懐
ノ
空
妄
ナ
ル
恐
懼
心
ヲ
掃
却
シ
一
ニ
ハ
以
テ
彼
ヲ
シ
テ
排
拒
ノ
辞

柄
ヲ
構
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
第
二
欧
米
諸
結
約
国
ノ
友
誼
ヲ
得
此
諸
国
カ
我
ニ
対
ス
ル
親
和
公
平
ノ
勢
焰
ヲ
英
政
府
ニ
及
ホ
シ
彼
ヲ
シ
テ
自
ラ

孤
立
ノ
不
良
ナ
ル
コ
ト
ヲ
感
動
セ
シ
ム
ル
コ
ト
是
也
二
二

。 

 

森
は
井
上
外
務
卿
に
対
し
て
、
日
本
国
内
に
お
け
る
諸
制
度
が
「
迅
速
且
堅
牢
」
に
「
進
歩
」
し
、
日
本
の
「
開
化
」
レ
ベ
ル
が
他
の
「
東
洋
国
」
に
よ
る
追

随
を
許
さ
な
い
「
東
洋
中
無
比
」
の
次
元
に
到
達
し
て
い
る
、
と
い
う
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
「
地
位
」
や
、「
開
化
」
に
関
す
る
「
事
実
」
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
、
欧
米
側
の
抱
く
「
空
妄
ナ
ル
恐
懼
心
」
を
一
掃
し
、
日
本
側
の
改
正
要
求
を
拒
絶
す
る
口
実
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
進
言
し
て
い

る
。
さ
ら
に
森
は
、
井
上
外
務
卿
に
対
し
て
、「
文
武
諸
般
ノ
事
ニ
至
テ
ハ
今
日
既
ニ
捗
進
ス
ル
所
ノ
実
殆
ト
西
洋
諸
国
ト
並
肩
ス
ル
ヲ
得
ヘ
ク
況
ヤ
亜
細
亜
中
ニ

於
テ
独
リ
比
類
ナ
キ
地
位
ニ
進
達
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
我
ヨ
リ
之
ヲ
誇
言
ス
ル
ヲ
得
ヘ
ク
而
英
政
府
ヲ
シ
テ
其
現
実
ヲ
明
識
シ
従
前
ノ
妄
想
ヲ
破
解
セ
シ
ム
ル
コ
ト
最

モ
緊
要
ナ
リ
ト
ス
」二
三

と
提
言
し
、
自
ら
が
提
案
し
た
外
交
戦
略
を
実
践
す
る
た
め
に「
日
本
の
条
約
改
正
に
関
わ
る
事
実
説
明Statement of Facts relating 

to Treaty Revision in Japan

」
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
文
を
作
成
し
て
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
英
外
務
卿
に
提
供
す
る
の
で
あ
る
。 

 

三
．
条
約
改
正
の
実
現
と
い
う
「
目
的
」
と
「
手
段
」
と
し
て
の
「
開
化
」 

し
か
し
、
森
は
こ
の
意
見
書
の
提
供
に
際
し
て
、
対
外
的
な
「
我
国
ノ
品
位
ヲ
保
ツ
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
我
ヨ
リ
自
ラ
好
テ
提
出
ス
ル
ハ
上
策
ニ
非
」
ず

と
述
べ
、
あ
く
ま
で
日
本
は
英
政
府
側
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
意
見
書
を
提
供
し
た
と
い
う
体
裁
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
四

と
主
張
す
る
。 

 

我
要
求
ノ
主
旨
及
要
求
ノ
基
礎
ト
モ
做
ス
ニ
足
ル
日
本
国
勢
事
実
ヲ
一
目
瞭
然
ニ
列
記
シ
之
ヲ
英
外
務
卿
ニ
贈
ル
ニ
ハ
我
ヨ
リ
故
ラ
ニ
提
出
ス
ル
ハ
上
策
ニ

非
ス
。
先
ツ
彼
ヨ
リ
之
ヲ
望
マ
シ
メ
而
後
之
ヲ
出
ス
ノ
順
序
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
私
書
ヲ
外
務
卿
ニ
寄
セ
面
晤
ヲ
請
タ
ル
ニ
預
期
ニ
違
ハ
ス
外
務
卿
此
書
ヲ

受
ル
ヤ
否
直
ニ
電
信
ヲ
以
テ
本
月
八
日
同
人
ノ
別
邸

Walmer 
Castle

ニ
来
リ
一
泊
ア
ラ
ハ
幸
甚
ト
ノ
回
答
ア
リ
シ
ニ
由
リ
約
期
ニ
及
テ
同
処
ニ
赴
ク
二
五

。 

 

以
上
の
史
料
に
は
、
森
の
「
開
化
論
」
の
特
徴
を
象
徴
す
る
二
つ
の
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
日
本
の
国
内
事
情
を
説
明
し
て
、
欧

米
側
か
ら
外
交
関
係
上
の
譲
歩
を
引
き
出
す
と
い
う
手
法
は
、
先
に
森
自
ら
が
「
外
交
意
見
書
」
に
お
い
て
批
判
し
た
「
情
実
懇
談
の
法
」
の
一
種
に
当
た
り
、

対
外
的
な
日
本
の
「
品
位
」
を
毀
損
す
る
危
険
性
が
あ
る
た
め
、
森
は
意
見
書
を
提
供
す
る
に
先
ん
じ
て
、
態
々
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
外
務
卿
に
対
し
て
「
私
書
」
を
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送
り
、
会
談
の
場
を
設
定
し
た
上
で
、
戦
略
的
に
「
彼
ヨ
リ
之
ヲ
望
マ
シ
メ
而
後
之
ヲ
出
ス
ノ
順
序
」
に
誘
導
し
た
、
と
井
上
外
務
卿
に
書
き
送
っ
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
国
際
的
な
日
本
の
「
品
位
」
＝
「
国
信
」
を
意
識
的
に
守
ろ
う
と
す
る
「
外
交
官
と
し
て
の

森
」
の
問
題
意
識
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。 

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
日
本
国
勢
事
実
」
は
「
我
要
求
ノ
主
旨
及
要
求
ノ
基
礎
」
と
な
る
、
と
森
が
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
欧
米
側
に

対
し
て
日
本
が
条
約
改
正
を
「
要
求
」
す
る
と
い
う
「
目
的
」
を
達
成
す
る
た
め
の
「
基
礎
」
＝
「
手
段
」
が
、
日
本
国
内
に
お
け
る
「
国
勢
事
実
」
＝
「
開
化
」

を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
と
森
が
構
造
的
に
説
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
即
ち
、「
開
化
」
こ
そ
が
、
条
約
改
正
交
渉
に
お
け
る
日
本
側
の
主
張
を
補
強
し
、
そ
の

要
求
に
対
す
る
正
当
性
を
付
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
エ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
で
あ
る
と
森
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
森
は
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
外
務
卿
の
別
邸
ウ
ォ
ル
マ
ー

城
に
お
け
る
会
談
に
お
い
て
、
日
本
の
「
開
化
」
を
以
下
の
よ
う
に
訴
え
た
。 

 

夫
レ
我
国
人
民
輓
近
ノ
進
歩
ハ
実
ニ
迅
速
且
堅
固
ナ
ル
コ
ト
諸
般
ノ
事
実
ニ
就
テ
明
ニ
之
ヲ
見
ル
ヲ
得
ヘ
シ
。
我
人
民
ハ
已
ニ
自
ラ
此
事
実
ヲ
知
リ
而
此
事

実
ハ
殆
ト
開
明
諸
国
ト
モ
比
較
ス
ル
ヲ
得
ヘ
ク
況
ヤ
東
洋
諸
国
中
ニ
於
テ
ハ
無
類
ナ
ル
ニ
由
リ
他
ノ
東
洋
諸
国
ハ
決
シ
テ
我
国
ノ
例
ヲ
追
做
シ
得
ヘ
カ
ラ
サ

ル
コ
ト
ヲ
モ
熟
知
セ
リ
二
六

。 

 

そ
の
上
で
、
森
は
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
外
務
卿
に
対
し
て
口
頭
で
「
国
勢
ノ
大
略
ヲ
陳
述
」
し
、
日
本
の
「
開
化
」
に
関
わ
る
個
別
的
な
「
事
実
」
に
つ
い
て
明
ら

か
に
し
た
。
森
は
「
事
実
」
を
伝
え
た
際
の
外
務
卿
の
様
子
と
し
て
、「
此
ノ
時
外
務
卿
ハ
容
ヲ
改
メ
席
ヲ
前
メ
テ
我
国
進
歩
ノ
実
ハ
東
洋
中
ニ
比
類
ナ
ク
他
国
ヨ

リ
我
国
ノ
例
ヲ
追
做
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ヘ
シ
ト
ノ
コ
ト
ヲ
聞
タ
ル
ヲ
喜
ヘ
ル
カ
如
キ
ノ
色
ヲ
示
シ
又
国
会
開
設
ノ
コ
ト
ニ
付
問
ヲ
為
シ
テ
曰
開
場
ノ
期
ハ
自
今

何
年
ノ
後
ニ
在
リ
ヤ
ト
本
使
更
ニ
其
期
ヲ
明
説
ス
」
二
七

と
記
し
、
森
か
ら
日
本
の
「
開
化
」
に
関
す
る
具
体
的
な
説
明
を
受
け
た
外
務
卿
側
が
強
い
興
味
を
示
し

た
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
外
務
卿
は
森
が
説
明
し
た
「
新
聞
紙
」
の
件
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
「
外
務
卿
問
新
聞
紙
ニ
ハ
條
例
ア
リ
ヤ
ト
」
と
尋
ね
、

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
森
は
「
本
使
答
新
聞
條
例
ア
リ
。
然
ト
モ
其
実
自
由
発
論
ニ
異
ナ
ラ
ス
。
條
例
ノ
及
フ
所
ハ
概
シ
テ
表
面
ニ
止
リ
若
シ
過
激
不
当
ノ
詞
句

ア
リ
為
ニ
人
心
ヲ
狂
惑
ス
ル
ノ
恐
ア
ル
時
ハ
條
例
ニ
照
シ
テ
之
ヲ
制
ス
ル
モ
語
気
穏
当
ナ
ラ
ハ
其
論
旨
ヲ
十
分
ニ
述
ル
ヲ
得
ル
」
二
八

と
返
答
し
て
い
る
。 

森
か
ら
日
本
の
「
開
化
」
に
関
わ
る
説
明
を
受
け
た
外
務
卿
は
、「
本
使
所
説
ノ
要
点
ヲ
復
言
」
し
て
認
識
に
誤
り
が
な
い
か
を
改
め
て
確
認
し
、
森
は
「
本
使

緊
要
ノ
点
ハ
今
貴
侯
ノ
復
言
セ
ラ
レ
タ
ル
通
リ
ニ
テ
相
違
ナ
シ
」
と
述
べ
た
上
で
、
森
は
事
前
に
井
上
外
務
卿
宛
て
の
書
簡
で
伝
え
て
い
た
よ
う
に
、「
若
シ
貴
侯

ハ
簡
単
明
確
ニ
其
事
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
望
マ
ル
レ
ハ
余
ハ
欣
然
ト
シ
テ
一
目
瞭
然
タ
ル
ヘ
キ
簡
単
ナ
ル
一
書
ヲ
認
メ
テ
進
呈
ス
ヘ
シ
」
と
即
座
に
進
言
し
、「
外
務
卿

謝
シ
テ
曰
請
フ
之
ヲ
与
ヘ
ラ
レ
ヨ
」
と
の
言
葉
を
引
き
出
し
た
二
九

。
そ
の
上
で
森
は
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
十
月
十
一
日
付
け
で
「
日
本
の
条
約
改
正
に
関

わ
る
事
実
説
明
」
と
題
す
る
意
見
書
を
外
務
卿
に
提
出
す
る
に
至
る
。
森
は
本
意
見
書
に
お
い
て
、
日
本
が
条
約
改
正
交
渉
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の

「
開
化
」
レ
ベ
ル
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、「
脱
亜
」
言
説
は
勿
論
、
十
項
目
に
渡
っ
て
日
本
の
「
開
化
」
に
関
わ
る
「
事
実
」
を
「
開
列
」
し
た
。

長
文
の
史
料
に
な
る
が
本
稿
の
視
点
や
課
題
と
の
関
係
上
重
要
な
史
料
と
な
る
た
め
、
全
文
翻
訳
の
上
掲
載
す
る
。 

 

今
日
の
日
本
の
状
態
は
条
約
改
正
交
渉
を
始
め
、
ま
た
実
行
す
る
上
で
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
我
国
は
明
確
な
立
場
を
示
す
こ

と
が
で
き
る
。
日
本
は
、
こ
れ
ま
で
島
国
と
い
う
特
徴
に
よ
っ
て
、
比
較
的
に
外
的
な
問
題
か
ら
守
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
着
実
に
、
そ
し
て
益
々
の

進
歩
を
示
し
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
比
し
て
全
く
同
列
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
（
完
全
に
並
ぶ
も
の
が
な
く
無
比
な
存
在
で
あ
る

entirely 

unparalleled

）。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
進
歩
は
以
下
に
説
明
す
る
制
度
や
国
家
の
発
達
に
関
わ
る
概
要
か
ら
幾
分
示
唆
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
間
接
的
に
そ
れ
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ら
の
特
徴
か
ら
日
本
の
進
歩
に
つ
い
て
評
価
可
能
で
あ
る
）。 

（a

）
日
本
政
府
は
徐
々
に
立
憲
的
な
形
態
（a

 
c
on
stitutional 

form

）
を
備
え
つ
つ
あ
り
、
ま
た
天
皇
は
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
臣
民
か
ら
の
満
足
を
集

め
て
い
る
が
、
運
動
の
必
要
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
運
動
の
特
徴
は
近
年
は
っ
き
り
と
帝
国
に
よ
る
命
令
の
発
布
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
が
、
立
法
と

い
う
目
的
の
た
め
に
国
会
（a

 
N
a
t
i
o
n
al
 
A
s
s
embly

）
を
開
設
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
国
会
の
機
能
は
一
八
九
〇
年
か
ら
開
始
さ
れ
る
。 

（b
）
安
定
し
、
充
分
に
確
立
さ
れ
た
政
府
の
主
導
の
下
で
、
ま
た
人
民
に
よ
る
よ
り
一
層
の
情
報
獲
得
を
通
じ
て
、
外
国
人
を
敵
視
す
る
あ
ら
ゆ
る
感
情
は

完
全
に
死
滅
し
た
（a

l
l 

f
ee
l
i
n
g
 
of
 
a
ni
m
o
sity 

against 
foreigners 

has 
entirely 

died 
out

）。
一
国
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
外
国
人
は
友

好
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
。 

（c

）
海
軍
、
陸
軍
、
行
政
事
務
（T

h
e 

N
a
v
a
l,
 
M
i
litary, 

and 
civil 

services

）
な
ど
の
文
武
諸
般
の
役
割
は
効
果
的
に
実
効
さ
れ
、
不
正
や
腐
敗

は
存
在
せ
ず
（f

r
ee
d
o
m
 
ven

a
l
i
t
y
 
a
nd
 
c
o
r
ruption

）、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
文
明
国
家
と
充
分
に
比
肩
で
き
る
状
態
に
至
っ
て
い
る
。 

（d

）
司
法
（J

us
t
i
c
e

）
も
ま
た
、
帝
国
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
充
分
に
実
行
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い
刑
法
（Criminal Code

）
や
訴
訟
法
（Code of Procedure

）

が
実
施
に
移
さ
れ
、
一
八
八
二
年
一
月
以
来
、
大
変
満
足
す
べ
き
働
き
を
示
し
て
い
る
。
更
な
る
新
し
い
民
法
（Civil

 
Code

）
が
準
備
さ
れ
、
間
も

な
く
公
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

（e

）
良
心
の
自
由
（L

i
b
ert

y
 
o
f
 
c
o
ns
c
i
e
n
ce

）、
及
び
宗
教
的
信
仰
に
対
す
る
寛
容
（toleration 

of 
religious 

worship

）
は
あ
ら
ゆ
る
人
々
に

よ
っ
て
、
実
質
的
に
充
分
に
享
受
さ
れ
て
い
る
。 

（f

）
財
政
及
び
税
制
度
に
関
す
る
管
理
（a

d
mi
n
i
s
tration 

of 
the 

finances 
and 

of 
the

 
customs

）
は
日
本
人
の
自
治
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
、
長

き
に
渡
る
経
験
か
ら
満
足
す
べ
き
結
果
を
実
現
し
て
い
る
。 

（g

）
教
育
制
度
（T

he
 s
yst

e
m
 o
f E

du
c
a
t
i
on

）
は
、
こ
れ
ま
で
常
に
大
規
模
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
今
日
完
全
に
近
代
的
な
基
礎
の
上
に
再
構
築
さ
れ
、

帝
国
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お
い
て
完
全
な
成
功
を
収
め
て
い
る
。 

（h

）
郵
便
制
度
（T

h
e
 
P
ost

a
l
 
s
y
s
t
em

）
も
同
様
に
再
組
織
化
さ
れ
、
日
本
の
至
る
所
に
お
い
て
常
時
、
規
則
正
し
く
手
際
よ
く
実
行
さ
れ
て
い
る
。 

（i

）
鉄
道
、
電
信
、
そ
の
他
の
公
的
事
業
（Ra

i
l
w
ays, telegraphs, and other public works

）
も
、
政
府
と
人
民
の
共
同
支
援
の
下
で
適
切
に
構

成
さ
れ
つ
つ
あ
る
（
急
速
に
発
展
し
て
い
る
）。 

（j

）
新
聞
（T

h
e 

p
r
e
s
s

）
は
認
知
さ
れ
た
機
関
と
な
っ
た
。
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お
い
て
、
豊
富
に
新
聞
は
流
通
し
、
国
内
外
に
お
け
る
双
方
の
出

来
事
に
対
し
て
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
公
平
に
、
そ
し
て
優
れ
た
人
材
の
手
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
て
い
る
三
〇

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

森
は
日
本
が
「
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
比
し
て
全
く
同
列
の
も
の
で
は
な
く
」、「
完
全
に
並
ぶ
も
の
が
な
く
無
比
な
存
在
で
あ
る
」
こ
と
を
証
明
す
る
根
拠
と
し

て
、
第
一
に
立
憲
政
体
の
準
備
と
国
会
の
開
催
、
第
二
に
外
国
人
に
対
す
る
敵
対
感
情
の
消
失
、
第
三
に
不
正
や
腐
敗
の
な
い
高
潔
な
行
政
の
実
行
、
第
四
に
刑

法
、
訴
訟
法
、
民
法
な
ど
の
司
法
制
度
の
整
備
、
第
五
に
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
実
質
的
享
受
、
第
六
に
財
政
面
に
お
け
る
日
本
人
の
自
治
運
営
、
第
七
に
教
育

制
度
の
再
構
築
と
近
代
化
、
第
八
に
郵
便
制
度
の
再
組
織
化
、
第
九
に
鉄
道
や
電
信
、
公
的
事
業
の
推
進
、
第
十
に
優
れ
た
人
材
に
よ
っ
て
公
平
な
立
場
か
ら
作

成
さ
れ
た
新
聞
紙
の
発
行
、
と
い
う
日
本
の
「
開
化
」
レ
ベ
ル
を
示
す
客
観
的
な
「
事
実
」
を
以
上
の
十
点
に
渡
っ
て
明
ら
か
に
し
た
。 

井
上
外
務
卿
は
森
が
行
っ
た
外
交
戦
略
に
関
わ
る
動
機
や
そ
の
実
践
の
結
果
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。
森
は
イ
ギ
リ
ス
側
が
条
約
改
正
交
渉
に
応
じ

な
い
理
由
に
つ
い
て
、「
英
政
府
が
我
が
国
の
事
情
に
通
ぜ
ず
、
我
が
国
を
視
る
こ
と
宛
他
の
未
開
国
に
於
け
る
が
如
く
で
あ
つ
た
」
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
も
の

と
考
え
三
一

、「
此
等
の
誤
解
を
正
さ
う
と
し
て
、
森
駐
英
公
使
は
十
月
八
日
に
英
外
相
を
訪
ひ
、
我
が
国
の
開
化
の
実
情
を
巨
細
に
亙
つ
て
説
明
」
す
る
に
及
ん
だ
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三
二

と
し
て
い
る
。
「
開
化
」
に
関
わ
る
森
の
説
明
や
意
見
書
の
提
出
を
受
け
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
日
本
が
「
東
洋
の
先
進
国
」
で
あ
る
と
い
う
方
向
へ
と
認
識
を
改

め
、「
そ
の
後
独
政
府
の
発
案
に
も
賛
同
の
意
を
表
す
る
や
う
に
な
り
、
我
に
対
す
る
従
来
の
政
策
を
一
変
し
て
、
専
ら
懇
親
の
友
情
を
示
す
こ
と
と
な
り
、
條
約

改
正
の
た
め
に
好
都
合
に
展
開
し
て
来
た
」
三
三

、
と
井
上
外
務
卿
は
森
が
対
英
交
渉
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
結
論
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
井
上
外
務
卿
は
、
森
が
以
上
の
外
交
戦
略
を
実
践
し
た
こ
と
を
受
け
、
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
七
月
十
七
日
付
け
で
「
條
約
改
正
ニ
関
ス
ル
建
議

案
」
を
作
成
し
、
条
約
改
正
の
さ
ら
な
る
進
展
と
、
将
来
に
お
け
る
日
本
の
「
独
立
ノ
国
権
ヲ
挽
回
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
国
内
に
お
け
る
「
開
化
」
の
よ

り
一
層
の
推
進
と
ア
ジ
ア
と
の
差
別
化
、
そ
し
て
欧
米
側
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
の
中
に
日
本
が
「
泰
西
文
明
国
同
胞
ノ
一
国
」
を
「
造
出
」
し
よ
う
と
試
み
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

明
治
十
一
年
ニ
於
テ
府
県
会
ヲ
開
カ
レ
遂
ニ
十
四
年
十
月
ニ
至
リ
断
シ
テ
国
会
ヲ
開
ク
ノ
期
ヲ
定
メ
サ
セ
ラ
レ
将
ニ
明
治
二
十
三
年
ヲ
期
シ
テ
議
員
ヲ
召
シ

国
会
ヲ
開
キ
以
テ
維
新
更
始
ノ
御
初
志
ヲ
成
サ
セ
ラ
レ
ン
ト
ス
（
筆
者
中
略
）
且
又
其
実
際
施
設
ス
ル
所
ヲ
視
ル
ニ
軍
制
教
育
刑
法
治
罪
法
其
他
鉄
道
電
信

郵
便
等
ノ
設
置
ニ
至
ル
マ
テ
皆
以
テ
則
ヲ
泰
西
各
国
ニ
採
ラ
サ
ル
ハ
ナ
キ
ナ
リ
。
是
ニ
由
テ
之
ヲ
観
レ
ハ
泰
西
各
国
カ
我
邦
ニ
対
シ
往
々
治
外
法
権
ヲ
廃
撤

ス
ヘ
シ
ト
ノ
感
情
ヲ
起
セ
シ
ハ
我
邦
カ
維
新
以
来
漸
次
施
設
ス
ル
所
ノ
実
據
ヲ
観
テ
我
邦
ノ
当
初
抱
ク
所
ノ
攘
夷
鎖
国
ノ
感
情
ヲ
一
変
シ
漸
ク
其
位
置
ヲ
泰

西
ノ
文
明
ニ
進
化
シ
テ
亜
西
亜
洲
中
ニ
泰
西
文
明
国
同
胞
ノ
一
国
ヲ
造
出
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ
シ
ト
ノ
感
情
ヲ
起
サ
シ
メ
ル
ニ
外
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
。
事
体

此
ノ
如
シ
。
我
邦
独
立
ノ
法
権
ヲ
完
全
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
カ
愈
詔
令
ノ
本
旨
ヲ
体
認
シ
其
方
向
ヲ
誤
ラ
ス
舊
来
ノ
陋
習
ヲ
破
リ
益
文
物
制
度
ヲ
改
良
シ

我
邦
ノ
位
置
ヲ
シ
テ
彼
ノ
泰
西
各
国
ト
大
差
ナ
カ
ラ
シ
メ
始
メ
テ
全
然
独
立
ノ
国
権
ヲ
挽
回
ス
ル
ヲ
期
ス
ヘ
キ
ナ
リ
三
四

。 

 

そ
の
上
で
、
井
上
外
務
卿
は
本
「
建
議
案
」
に
お
い
て
、
欧
米
と
の
国
際
関
係
上
、
日
本
の
「
開
化
」
レ
ベ
ル
に
関
す
る
評
価
を
左
右
す
る
重
要
な
問
題
と
し

て
、「
政
府
ハ
耶
蘇
教
ヲ
禁
制
セ
サ
ル
趣
意
ニ
依
リ
外
交
政
略
ニ
確
定
ス
ル
事
」、「
一
般
宗
教
ノ
取
扱
方
法
ヲ
定
ム
ル
事
」
を
「
議
目
」
と
し
て
取
り
上
げ
三
五

、「
審

議
」
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
井
上
外
務
卿
は
、
日
本
国
内
の
実
態
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
排
撃
し
よ
う
と
す
る
組
織
や
思
想
が
未
だ
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を

問
題
視
し
、
「
万
一
宣
教
師
ヲ
傷
ケ
又
ハ
暴
殺
ス
ル
等
ノ
事
ア
ラ
シ
メ
ハ
改
正
談
判
ノ
目
的
ハ
烏
有
ニ
帰
シ
法
権
回
復
ノ
望
ハ
断
絶
ス
ル
ニ
至
ル
モ
知
ル
可
カ
ラ

ス
。
且
耶
蘇
教
徒
ノ
関
係
ハ
頗
ル
重
大
ニ
シ
テ
若
シ
一
度
之
カ
処
置
ヲ
誤
マ
レ
ハ
如
何
ナ
ル
国
難
ヲ
来
サ
ン
モ
測
ル
可
カ
ラ
ス
」
三
六

と
述
べ
、
条
約
改
正
の
実
現

を
阻
む
要
素
と
し
て
宗
教
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
警
戒
感
を
滲
ま
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
先
に
森
が
井
上
外
務
卿
に
書
き
送
っ
た

書
簡
に
み
ら
れ
る
問
題
意
識
と
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
。
森
は
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
国
が
、
非
キ
リ
ス
ト
教
国
の
「
開
進
ノ
程
度
」
＝
「
開
化
」
レ
ベ
ル
を
測

定
す
る
方
法
と
し
て
、「
宗
教
」
に
対
す
る
取
り
扱
い
方
を
指
標
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
「
常
習
」
で
あ
る
と
指
摘
し
、
日
本
の
「
開
化
」
に
対
し
て
欧
米
側
が

「
信
」
を
置
か
な
い
理
由
は
「
宗
教
」
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
説
明
す
る
。 

 

我
国
近
年
ノ
進
歩
ハ
世
人
認
知
ス
ル
所
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
英
政
府
ニ
於
テ
ハ
或
ハ
其
実
外
面
程
ノ
進
歩
ニ
ハ
非
サ
ル
ヘ
シ
ヤ
ト
ノ
疑
ア
ル
ヲ
免
レ
ス
。
蓋
シ
其

原
由
ヲ
推
考
ス
ル
ニ
凡
西
洋
諸
国
ニ
於
テ
耶
蘇
教
外
ナ
ル
諸
国
ノ
開
進
ノ
程
度
ヲ
量
ル
ニ
ハ
率
ネ
其
国
宗
教
ノ
如
何
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
常
習
ト
ス
。
然
ル
ニ
我

国
ニ
テ
ハ
自
由
信
教
ノ
事
ハ
已
ニ
政
府
ノ
黙
許
ヲ
経
耶
蘇
宗
門
ヲ
信
ス
ル
ノ
徒
ア
リ
ト
雖
ト
モ
全
国
一
般
ヲ
通
観
ス
レ
ハ
耶
蘇
教
ニ
帰
化
セ
シ
者
甚
タ
寡
少

ナ
ル
ニ
由
リ
彼
ノ
信
教
不
自
由
ナ
ル
未
開
国
ニ
似
タ
ル
ノ
形
跡
ア
リ
ト
ノ
見
解
ヲ
下
シ
宗
教
既
ニ
如
此
キ
有
様
ナ
レ
ハ
他
ノ
諸
事
進
歩
モ
亦
之
ニ
彷
彿
タ
ル

ヘ
シ
ト
云
如
キ
想
像
ヲ
懐
ク
者
少
シ
ト
セ
ス
三
七

。 
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以
上
の
よ
う
に
、
森
の
欧
米
に
対
す
る
分
析
や
そ
れ
を
踏
ま
え
た
外
交
戦
略
は
、
井
上
外
務
卿
時
代
の
条
約
改
正
交
渉
の
方
向
性
を
定
め
る
上
で
一
定
の
影
響

を
及
ぼ
し
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
け
る
森
の
貢
献
を
条
約
改
正
史
の
中
で
検
証
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
森
の
思
想
史
研
究
と
い
う
文
脈
に

お
い
て
は
、
森
の
「
開
化
論
」
が
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
「
開
化
」
を
欧
米
側
に
伝
え
る
た
め
の
「
方
法
」
上
の
転
換
と
し
て
「
脱
亜
」
と
い

う
言
説
が
生
じ
て
き
た
と
い
う
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
森
は
日
本
の
「
開
化
」
を
対
内
的
に
推
進
し
、
対
外
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
き

た
が
、
明
治
十
年
代
の
中
頃
に
お
い
て
も
な
お
、
日
本
は
ア
ジ
ア
と
い
う
野
蛮
非
文
明
の
「
カ
テ
ゴ
リ
」
に
位
置
付
け
ら
れ
、「
野
蛮
非
文
明
国
家
」、「
淫
乱
国
」、

「
奴
隷
国
」、
そ
し
て
「
未
開
国
」
と
い
う
欧
米
諸
国
か
ら
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
の
ま
ま
で
あ
っ

た
。
森
は
一
貫
し
て
「
開
化
」
を
対
外
的
な
国
家
の
評
価
＝
「
国
信
」
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
語
り
、
欧
米
側
が
条
約
改
正
交
渉
の
提
案
に
応
じ
な
い
理
由
に
つ

い
て
、
欧
米
と
日
本
の
関
係
性
が
「
文
明
国
家
対
野
蛮
非
文
明
の
未
開
国
、
乃
至
は
奴
隷
国
」
と
い
う
構
造
や
認
識
と
し
て
固
定
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
求
め
た
。

従
っ
て
森
は
、
「
開
化
」
の
路
線
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、「
開
化
」
の
ア
ピ
ー
ル
の
仕
方
を
問
題
と
し
、
日
本
の
「
開
化
」
を
際
立
た
せ
る
た
め
に

ア
ジ
ア
と
い
う
劣
等
な
存
在
と
の
対
比
構
造
を
意
識
的
に
発
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欧
米
と
日
本
の
関
係
性
を
「
文
明
国
家
対
文
明
国
家
」
の
構
造
へ
と
戦
略

的
に
作
り
変
え
よ
う
と
し
た
。
森
が
ア
ジ
ア
を
差
別
化
し
て
語
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
文
明
国
家
で
あ
る
欧
米
諸
国
を
相
手
に
、
劣
等
後
発
国
で
あ
り
、
非
キ

リ
ス
ト
教
国
家
で
あ
る
日
本
を
代
表
す
る
外
交
官
と
し
て
、
そ
の
生
き
残
り
方
を
模
索
し
た
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
生
存
戦
略
の
形
で
あ
っ
た
。 

同
時
期
に
関
わ
る
森
の
研
究
は
、
憲
法
調
査
の
た
め
に
欧
州
を
訪
問
し
て
い
た
伊
藤
博
文
と
森
が
パ
リ
で
会
談
し
、
そ
こ
に
お
い
て
日
本
の
教
育
に
関
わ
る
議

論
が
交
わ
さ
れ
、
あ
る
種
の
「
黙
約
」
が
結
ば
れ
た
と
い
う
側
面
ば
か
り
に
注
目
さ
れ
、
以
上
の
よ
う
な
森
の
外
交
官
と
し
て
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
問
題
意
識
、

「
開
化
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
方
法
論
や
戦
略
に
関
わ
る
模
索
や
葛
藤
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
は
伊
藤
が
森
を
文
部
大
臣
に
抜
擢
し
、
日

本
の
教
育
の
組
織
化
を
託
し
た
理
由
も
、
以
上
の
よ
う
な
森
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
共
感
す
る
部
分
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。 

森
は
、
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
十
二
月
以
降
、
伊
藤
内
閣
総
理
大
臣
の
下
、
初
代
文
相
と
し
て
日
本
の
近
代
教
育
の
基
礎
を
築
き
、
体
系
的
な
教
育
制
度

を
確
立
し
た
。
そ
れ
は
教
育
の
た
め
の
教
育
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
外
交
官
と
し
て
の
経
験
を
踏
ま
え
、
国
際
的
、
対
外
的
な
日
本
の
「
国
信
」

の
問
題
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
欧
米
側
か
ら
の
信
頼
の
獲
得
を
目
指
し
て
構
築
さ
れ
た
外
交
官
の
手
に
よ
る
教
育
構
想
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
第
三
部
最

終
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
森
の
「
国
民
議
会
」
構
想
の
実
現
を
保
障
す
る
た
め
の
事
前
の
選
抜
制
度
、
乃
至
は
人
材
育
成
制
度
と
し
て
設
計
さ
れ
た
シ
ス
テ

ム
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 
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五 
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催
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、
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、『
大
日
本
外
交
文
書
』
二
、
七
九
六
頁
。 

二
〇 

同
書
、
七
九
六
頁
。 

二
一 

「
英
政
府
ヨ
リ
ノ
回
章
及
條
約
ノ
有
効
期
限
問
題
ニ
対
ス
ル
独
仏
政
府
ノ
態
度
ニ
関
ス
ル
件
」
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
六
月
一
日
、『
大
日
本
外
交
文

書
』
二
、
八
〇
一
頁
。 

二
二 

前
掲
「
英
外
務
卿
ヘ
ノ
事
実
書
取
書
ニ
関
ス
ル
件
」
、
八
一
〇
頁
。 

二
三 

同
書
、
八
一
一
頁
。 

二
四 

同
書
、
八
一
一
頁
。 

二
五 

「
英
外
務
卿
ヘ
事
実
書
取
書
送
付
ノ
件
」
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
十
月
十
二
日
、『
大
日
本
外
交
文
書
』
二
、
八
一
二
頁
。 

二
六 

同
書
、
八
一
三
頁
。 

二
七 

同
書
、
八
一
四
頁
。 

二
八 

同
書
、
八
一
四
頁
。 

二
九 

同
書
、
八
一
四
頁
―
八
一
五
頁
。 

三
〇 Statements of Facts relating to Treaty Revision in Japan.
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
十
月
十
一
日
、『
大
日
本
外
交
文
書
』
二
、
八
一
八

頁
―
八
一
九
頁
。 

三
一 

前
掲
『
世
外
井
上
公
伝
』
第
三
巻
、
三
八
一
頁
。 

三
二 

同
書
、
三
八
二
頁
。 

三
三 

同
書
、
三
八
三
頁
。 

三
四 

「
條
約
改
正
ニ
関
ス
ル
建
議
案
」
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
七
月
十
七
日
、『
大
日
本
外
交
文
書
』
二
、
三
三
五
頁
―
三
三
六
頁
。 

三
五 

同
書
、
三
三
七
頁
。 

三
六 

同
書
、
三
三
六
頁
。 

三
七 

前
掲
「
英
外
務
卿
ヘ
ノ
事
実
書
取
書
ニ
関
ス
ル
件
」
、
八
一
一
頁
。 
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第
三
部 

森
有
礼
の
近
代
化
構
想 

第
一
章 

国
家
の
「
目
的
」
と
「
手
段
」
と
し
て
の
教
育 

一
．「
国
家
ノ
為
」
に
設
計
さ
れ
た
教
育
制
度 

森
は
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
十
二
月
、
伊
藤
博
文
内
閣
総
理
大
臣
の
下
で
初
代
文
部
大
臣
に
就
任
し
、
翌
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
三
月
二
日
に
「
帝

国
大
学
令
」
、
四
月
十
日
に
「
小
学
校
令
」
、「
中
学
校
令
」、「
師
範
学
校
令
」
を
布
告
し
、
こ
れ
ら
の
諸
学
校
令
に
よ
っ
て
日
本
の
近
代
学
校
制
度
を
体
系
的
に
整

備
し
、
国
民
の
資
力
や
能
力
に
応
じ
る
形
で
、
尋
常
小
学
校
か
ら
高
等
中
学
校
、
さ
ら
に
は
帝
国
大
学
へ
の
明
確
な
階
層
構
造
を
築
き
上
げ
た
。
森
は
、
こ
の
学

校
制
度
の
体
系
性
や
階
層
性
に
対
応
す
る
形
で
、「
教
育
」
の
領
域
と
「
学
問
」
の
領
域
を
明
確
に
区
別
す
る
線
引
き
を
初
め
て
設
定
し
、
尋
常
中
学
校
ま
で
を
「
教

育
」
、
高
等
中
学
校
を
「
教
育
」
と
「
学
問
」
の
中
間
領
域
、
そ
れ
以
上
を
「
学
問
」
領
域
と
規
定
し
た
。
森
の
手
に
よ
る
こ
の
体
系
性
や
階
層
性
、
領
域
区
分
の

意
味
や
ね
ら
い
は
、
第
三
部
第
三
章
に
検
討
す
る
森
の
目
指
し
た
「
国
民
議
会
」
構
想
を
明
ら
か
に
し
、
森
の
設
計
し
た
教
育
制
度
と
の
対
応
関
係
を
考
え
る
こ

と
で
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。 

ま
ず
本
章
で
は
、
諸
学
校
令
の
規
程
や
演
説
の
内
容
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
森
の
教
育
観
を
明
ら
か
に
す
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
本
稿
は
、
森
の
教
育
構
想
も

ま
た
、
先
に
明
ら
か
に
し
た
森
の
「
開
化
論
」
の
思
考
方
法
や
論
理
構
造
を
共
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
外
債
や
宗
教
、
女
性
、
国
際
法

や
脱
亜
と
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
と
同
様
に
、「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
視
点
に
立
ち
、
日
本
に
対
す
る
欧
米
諸
国
か
ら
の
「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
認
知
の

獲
得
や
、
条
約
改
正
の
実
現
に
よ
る
国
家
の
独
立
の
回
復
、
そ
し
て
内
政
外
交
の
一
切
を
国
家
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
専
治
す
る
こ
と
の
で
き
る
確
た
る
主
権
国

家
の
設
立
を
「
目
的
」
と
し
、「
開
化
」
に
関
わ
る
一
切
の
指
標
を
「
手
段
」
と
し
て
位
置
付
け
、
日
本
が
「
文
明
国
家
」
で
あ
る
こ
と
を
国
際
的
に
ア
ピ
ー
ル
す

る
外
交
官
の
視
点
や
問
題
意
識
、
方
法
論
の
下
で
構
想
さ
れ
た
外
交
官
の
手
に
よ
る
教
育
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
従
来
の
研
究
に
対
す
る
評
価
や
本
稿
の
位

置
付
け
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
三
節
の
中
で
合
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。 

森
の
教
育
観
を
検
討
す
る
上
で
、
森
文
相
の
秘
書
官
を
務
め
た
木
場
貞
長
の
指
摘
は
注
目
さ
れ
る
。
木
場
は
森
の
教
育
構
想
が
国
家
の
大
局
的
見
地
か
ら
設
計

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
質
的
に
教
育
の
た
め
の
教
育
で
は
な
く
、
国
家
の
た
め
の
教
育
、
国
家
に
役
立
つ
人
間
を
造
ろ
う
と
す
る
教
育
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
。 

 

森
氏
の
第
一
の
特
色
は
、
彼
れ
が
区
々
た
る
教
育
大
臣
を
以
て
甘
ん
ぜ
ず
、
常
に
国
家
の
大
局
か
ら
見
て
大
に
教
育
上
の
施
設
経
営
を
な
し
、
国
家
百
年
の

経
綸
を
為
さ
ん
と
し
た
大
政
治
家
で
あ
つ
た
事
で
あ
る
。
故
に
森
文
部
大
臣
の
施
設
は
、
総
て
教
育
本
位
で
な
く
て
国
家
本
位
で
あ
つ
た
か
ら
、
仕
事
が
雄

大
で
あ
つ
た
一

。 

 

教
育
家
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
如
何
に
せ
ば
よ
き
人
物
を
造
る
事
が
出
来
る
か
と
云
ふ
の
だ
が
、
こ
れ
を
森
子
の
主
義
よ
り
云
へ
ば
、
如
何
に
せ
ば
国
家

の
役
に
立
つ
人
物
を
造
る
事
が
出
来
る
か
と
云
ふ
に
あ
る
、
師
範
教
育
の
改
良
と
云
ひ
、
兵
式
体
操
の
奨
励
と
云
ひ
、
皆
こ
れ
国
家
の
た
め
、
国
家
の
役
に

立
つ
人
間
を
造
ら
ん
と
の
大
方
針
大
主
義
よ
り
来
た
の
で
あ
つ
た
。
所
謂
教
育
家
の
教
育
に
非
ら
ず
し
て
経
世
家
の
教
育
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
二

。 

 

木
場
は
森
の
教
育
構
想
の
全
て
が
「
国
家
的
の
見
地
よ
り
そ
の
必
要
を
認
め
て
断
行
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
し
三

、
森
に
と
っ
て
教
育
と
は
「
方
便
」

で
あ
り
、「
最
終
の
目
的
に
於
て
国
家
の
為
め
に
す
る
一
の
手
段
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
」
と
結
論
付
け
て
い
る
四

。
森
自
身
も
ま
た
教
育
は
全
て
国
家
の
た
め
の
も

の
で
あ
る
と
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。
森
は
「
帝
国
大
学
其
他
諸
学
校
ノ
気
風
ヲ
顧
ミ
ル
ニ
、
未
タ
満
足
ス
ヘ
キ
有
様
ニ
達
セ
ス
」
と
述
べ
、
諸
学
校
の
「
気
風
」

を
満
足
す
る
に
足
る
有
様
へ
と
作
り
変
え
る
に
は
、「
学
政
ノ
目
的
」
を
改
め
て
掲
げ
、「
万
事
此
目
的
ニ
向
テ
施
行
ス
ル
ヲ
要
」
し
、「
向
後
愈
厳
重
ニ
決
行
セ
サ
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ル
可
カ
ラ
ス
」
と
述
べ
五

、
諸
学
校
を
貫
く
「
学
政
ノ
目
的
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
す
る
。 

 

学
政
ノ
目
的
ト
云
フ
コ
ト
ハ
別
ニ
詳
言
ス
ル
ヲ
要
セ
ス
、
抑
政
府
カ
文
部
省
ヲ
設
立
シ
テ
学
制
ノ
責
ニ
任
セ
シ
メ
、
加
之
国
庫
ノ
資
力
ヲ

籍
（
マ
マ
）

リ
テ
諸
学
校

ヲ
維
持
ス
ル
モ
ノ
畢
竟
国
家
ノ
為
メ
ナ
リ
ト
セ
ハ
、
学
政
ノ
目
的
モ
亦
専
ラ
国
家
ノ
為
メ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
帰
セ
サ
ル
可
ラ
ス
、
例
セ
ハ
帝
国
大
学
ニ
於
テ
教

務
ヲ
挙
ク
ル
学
術
ノ
為
メ
ト
国
家
ノ
為
メ
ト
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ハ
、
国
家
ノ
為
メ
ノ
コ
ト
ヲ
最
モ
先
ニ
シ
最
モ
重
セ
サ
ル
可
ラ
サ
ル
カ
如
シ
、
夫
レ
然
リ
、

諸
学
校
ヲ
通
シ
学
政
上
ニ
於
テ
ハ
生
徒
其
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
ニ
非
ス
シ
テ
、
国
家
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
始
終
記

臆
（
マ
マ
）

セ
サ
ル
可
ラ
ス
、
此
事
ハ
本
大
臣
ニ

於
テ
学
政
上
最
モ
重
要
ナ
ル
点
ト
シ
テ
諸
君
ニ
注
意
シ
、
厳
重
ニ
体
認
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
企
望
ス
ル
ナ
リ
六

。 

 

森
が
「
学
政
上
最
モ
重
要
ナ
ル
点
」
と
し
て
充
分
に
「
注
意
」
し
、「
厳
重
ニ
体
認
」
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
こ
と
は
、
帝
国
大
学
や
各
種
の
中
学
校
、
師
範
学

校
、
小
学
校
な
ど
の
諸
学
校
は
、
全
て
「
国
家
ノ
為
」
に
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
生
徒
個
人
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
森
は

国
家
こ
そ
が
「
本
尊
」
で
あ
る
と
語
り
、
個
人
よ
り
も
国
家
に
対
し
て
明
ら
か
に
大
き
な
比
重
を
お
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。 

 

国
家
ハ
命
数
無
限
ノ
活
体
ニ
シ
テ
、
命
数
短
期
ノ
一
個
人
ノ
如
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
、
而
テ
其
隆
盛
ハ
国
人
全
体
ノ
有
ス
ル
国
家
公
利
的
志
操
ノ
発
達
、
其
衰
頽

ハ
各
人
ノ
有
ス
ル
一
己
私
利
的
欲
念
ノ
増
長
ニ
由
ル
モ
ノ
ト
ス
、
サ
レ
ハ
国
制
ニ
係
ル
所
ノ
学
問
教
育
ニ
職
ヲ
奉
ス
ル
者
ノ
本
尊
ハ
国
家
ニ
シ
テ
、
国
家
ヲ

本
尊
ト
ス
ル
心
志
ノ
浅
乏
ナ
ル
者
ハ
其
職
員
タ
ル
資
格
ヲ
有
セ
ス
、
斯
ル
者
ハ
決
シ
テ
用
ユ
可
ラ
ス
、
勿
論
其
職
員
ノ
選
挙
又
ハ
其
進
退
ニ
関
シ
テ
ハ
校
長

ハ
主
ト
シ
テ
其
志
操
ノ
深
浅
如
何
ヲ
見
定
メ
サ
ル
可
ラ
ス
七

。 

 森
は
国
家
、
個
人
と
も
に
「
活
体
」
＝
生
命
体
で
あ
る
と
述
べ
、
一
方
の
個
人
は
「
命
数
短
期
」、
他
方
の
国
家
は
「
命
数
無
限
」
の
も
の
と
し
、
個
人
が
消
滅

し
て
も
国
家
は
永
久
に
生
存
す
る
と
説
明
す
る
。
そ
の
上
で
、
国
家
の
「
隆
盛
」
は
国
民
の
「
国
家
公
利
的
志
操
」、
即
ち
国
家
を
「
本
尊
」
と
す
る
意
識
の
発
達

に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、「
衰
頽
」
は
国
民
個
人
に
お
け
る
「
一
己
私
利
的
欲
念
」
の
増
長
に
あ
る
と
批
判
す
る
。
従
っ
て
、
教
育
に
携
わ
る
者
に
は
「
国
家
ヲ
本

尊
ト
ス
ル
心
志
」
が
不
可
欠
で
あ
り
、
「
浅
乏
」
で
あ
る
者
は
教
育
に
関
す
る
役
割
を
担
う
「
資
格
」
す
ら
有
し
て
お
ら
ず
、「
選
挙
」
や
「
進
退
」
の
際
に
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
森
は
明
ら
か
に
個
人
を
国
家
の
生
存
や
延
命
、
発
達
の
た
め
の
「
手
段
」
と
考
え
て
お
り
、
個
人
を
国
家
に
対
し
て
従
属

的
な
関
係
に
位
置
付
け
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
な
森
の
定
め
た
国
家
と
個
人
の
構
造
を
前
提
に
し
て
、
諸
学
校
の
位
置
付
け
を
見
て
い
き
た
い
。
森
は
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
三
月
二
日
に

勅
令
第
三
号
「
帝
国
大
学
令
」
を
公
布
し
た
が
、
そ
の
第
一
条
に
お
い
て
帝
国
大
学
を
設
立
し
た
目
的
を
明
ら
か
に
し
、「
帝
国
大
学
ハ
国
家
ノ
須
要
ニ
応
ス
ル
学

術
技
芸
ヲ
教
授
シ
及
其
蘊
奥
ヲ
考
究
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」
八

と
記
し
て
い
る
。
森
の
定
め
た
規
程
か
ら
、
帝
国
大
学
に
お
い
て
教
授
さ
れ
追
求
さ
れ
る
学
術
技

芸
は
「
国
家
ノ
須
要
」
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
定
め
ら
れ
、
ま
た
、
先
の
史
料
に
お
い
て
、「
帝
国
大
学
ニ
於
テ
教
務
ヲ
挙
ク
ル
学
術
ノ
為
メ
ト
国

家
ノ
為
メ
ト
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ハ
、
国
家
ノ
為
メ
ノ
コ
ト
ヲ
最
モ
先
ニ
シ
最
モ
重
セ
サ
ル
可
ラ
サ
ル
カ
如
シ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
国
家
ノ
為
」
と

「
学
術
ノ
為
」
と
い
う
二
つ
の
目
的
を
天
秤
に
か
け
れ
ば
、
帝
国
大
学
の
機
能
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
や
学
問
の
真
理
の
追
求
よ
り
も
、
国
家
の
「
須
要
」
を
充

足
さ
せ
る
こ
と
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
以
上
の
点
に
関
し
て
、
秘
書
官
の
木
場
は
、
帝
国
大
学
と
は
「
国
学
を
本
位
と
す
る
国
家
主

義
の
大
学
教
育
」
を
「
標
榜
」
九

し
て
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。 
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森
は
四
月
十
日
に
勅
令
第
十
五
号
「
中
学
校
令
」
を
公
布
す
る
。
中
学
校
は
「
高
等
尋
常
ノ
二
等
」
と
定
め
ら
れ
、
尋
常
中
学
校
は
各
府
県
の
「
地
方
税
」
に

よ
っ
て
支
弁
さ
れ
る
「
一
箇
所
」
に
限
定
し
、
高
等
中
学
校
は
「
文
部
大
臣
ノ
管
理
ニ
属
ス
」
も
の
と
さ
れ
「
国
庫
」
に
よ
っ
て
そ
の
経
費
が
支
弁
さ
れ
、
北
海

道
と
沖
縄
県
を
除
く
「
全
国
ヲ
五
区
ニ
分
割
シ
毎
区
ニ
一
箇
所
設
置
ス
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
一
〇

、
四
月
に
は
東
京
と
大
阪
に
第
一
、
第
三
高
等
中
学
校
、
翌

一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
四
月
に
は
仙
台
と
金
沢
に
第
二
、
第
四
高
等
中
学
校
、
同
年
五
月
に
は
熊
本
に
第
五
高
等
中
学
校
が
設
置
さ
れ
る
に
至
る
。 

本
稿
が
問
題
と
す
る
の
は
、
な
ぜ
森
が
高
等
中
学
校
を
設
置
し
た
の
か
と
い
う
動
機
に
関
す
る
側
面
で
あ
る
。
森
は
「
我
日
本
国
ハ
現
今
世
界
万
国
に
対
シ
テ

孰
レ
ノ
等
位
ニ
立
ツ
乎
、
能
ク
之
ヲ
考
究
セ
ハ
高
等
中
学
校
ノ
必
要
ナ
ル
ハ
自
ラ
明
瞭
ナ
ル
ヘ
シ
、
一
国
ノ
事
業
ハ
大
抵
外
国
ニ
対
ス
ル
関
係
ニ
由
リ
テ
必
要
ト

否
ラ
サ
ル
ト
ノ
差
別
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
中
ニ
就
キ
高
等
中
学
校
ノ
事
業
ハ
其
一
ニ
居
リ
テ
重
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
一
一

と
語
り
、
第
一
に
国
際
的
な
日
本
の
「
等

位
」
＝
立
場
の
問
題
、
第
二
に
国
家
の
事
業
や
政
策
の
是
非
は
外
国
と
の
関
係
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
い
う
基
準
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
観

点
に
立
脚
す
れ
ば
高
等
中
学
校
の
事
業
は
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
設
置
が
不
可
欠
と
な
る
理
由
は
明
白
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

我
国
の
地
位
何
所
に
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
世
界
各
国
の
事
情
を
明
に
す
る
に
非
ざ
れ
ば
之
を
知
る
能
は
ず
と
雖
、
我
国
の
品
位
の
高
か
ら
ざ
る
こ
と
富
有
な

ら
ざ
る
こ
と
外
交
の
経
験
に
乏
し
き
こ
と
此
皆
人
の
知
る
所
な
り
、
然
る
に
我
国
の
前
途
は
外
交
繁
劇
を
加
へ
隨
て
殖
産
商
売
の
事
業
は
各
国
と
競
争
せ
ざ

る
可
ら
ざ
る
は
論
を
待
た
ず
し
て
明
な
り
、
然
し
て
我
国
今
日
ま
で
の
教
育
の
有
様
に
て
は
右
の
困
難
に
堪
ゆ
る
能
ハ
ざ
る
こ
と
は
少
し
く
考
あ
る
人
は
皆

是
を
知
る
所
な
り
、
之
を
思
ふ
と
き
は
寒
心
す
べ
き
国
柄
と
云
は
ざ
る
可
ら
ず
、
此
困
難
を
駆
除
し
て
我
国
を
安
全
の
地
位
に
置
く
に
は
他
な
し
、
教
育
及

学
問
を
慥
な
る
も
の
を
多
く
造
り
て
此
困
難
の
衝
に
当
ら
し
む
る
に
在
り
一
二

。 

 

森
は
欧
米
諸
国
と
の
外
交
関
係
や
国
際
関
係
を
前
提
と
し
、
国
際
的
な
日
本
の
「
品
位
」
を
守
り
、
外
国
と
の
競
争
に
耐
え
う
る
だ
け
の
国
力
や
形
勢
を
準
備

し
、
さ
ら
に
は
、
外
交
を
担
う
こ
と
の
で
き
る
優
れ
た
専
門
的
知
識
や
技
能
を
有
し
た
人
材
を
国
家
は
欲
し
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
実
態
は

「
寒
心
す
べ
き
国
柄
」
で
あ
り
、
国
際
的
な
日
本
の
地
位
に
関
す
る
「
安
全
」
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
充
分
な
教
育
や
学
問
を
修
め
た
「
慥
な
る
も
の
」
が
重

要
と
な
る
た
め
、
高
等
中
学
校
の
事
業
が
不
可
欠
で
あ
る
と
森
は
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
十
月
二
十
六
日
に
行
わ
れ
た
「
第
四
高

等
中
学
校
開
校
式
演
説
」
に
お
い
て
、
森
は
高
等
中
学
校
が
設
置
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
「
国
家
必
要
ニ
由
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヘ
キ
ノ
ミ
」
と
語
っ
て
い
る
一
三

。
即

ち
、
日
本
が
鎖
国
政
策
を
改
め
、
開
国
す
る
に
至
り
、
対
外
的
に
日
本
の
「
国
勢
ヲ
保
持
」
し
、「
万
国
ノ
交
際
ニ
列
シ
テ
我
国
独
立
ノ
名
実
ヲ
全
フ
シ
其
面
目
ヲ

保
」
つ
た
め
の
「
方
法
」
が
不
可
欠
と
な
っ
た
こ
と
で
、「
最
モ
肝
要
ナ
ル
ハ
国
家
全
体
ノ
重
要
ナ
ル
部
分
ヲ
占
」
め
る
数
多
く
の
「
社
会
ノ
上
流
ニ
立
ツ
ヘ
キ
人
」、

「
正
確
ニ
学
術
精
錬
ノ
士
」
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
、
高
等
中
学
校
を
設
置
し
た
と
森
は
そ
の
意
図
を
説
明
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
先
に
森
が
一
国
の

事
業
は
外
国
と
の
関
係
に
よ
っ
て
そ
の
是
非
が
判
断
さ
れ
る
と
述
べ
た
よ
う
に
、
高
等
中
学
校
の
設
置
も
ま
た
、
欧
米
諸
国
と
の
関
係
を
前
提
と
し
た
上
で
日
本

の
「
品
位
」
や
「
面
目
」
、
国
力
や
形
勢
と
い
っ
た
国
家
の
パ
ワ
ー
を
問
題
と
し
、「
独
立
」
の
「
名
実
」
を
完
全
な
も
の
と
す
る
と
い
う
国
家
の
「
目
的
」
を
実

現
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
四
月
十
日
、
森
は
勅
令
第
十
三
号
「
師
範
学
校
令
」
を
公
布
し
、
教
員
養
成
の
制
度
改
革
に
取
り
組
ん
だ
。
師
範
学
校
で
は
特
に

生
徒
の
「
順
良
信
愛
威
重
」
と
い
う
三
気
質
を
育
む
こ
と
に
留
意
す
べ
き
こ
と
が
本
法
令
第
一
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
師
範
学
校
は
「
高
等
尋
常
ノ
二
等
」
に

分
け
ら
れ
、
高
等
は
東
京
に
一
校
、
尋
常
は
各
府
県
に
一
箇
所
を
設
置
す
る
も
の
と
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
費
は
「
国
庫
」
と
「
地
方
税
」
に
よ
る
支
弁
と
さ
れ

る
一
四

。
森
は
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
十
月
三
十
一
日
、
富
山
県
の
尋
常
師
範
学
校
に
お
い
て
演
説
し
、
自
ら
の
師
範
学
校
に
関
す
る
制
度
改
革
の
ね
ら
い
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
森
が
何
を
改
め
、
な
ぜ
改
め
た
の
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 
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師
範
学
校
従
前
ノ
制
度
ハ
生
徒
ヲ
募
集
ス
ル
ニ
只
志
願
者
ノ
ミ
ヲ
以
シ
、
又
生
徒
ノ
費
用
ニ
公
費
ア
リ
私
費
ア
リ
テ
其
施
行
ノ
方
法
区
々
タ
リ
シ
ガ
、
新
学

令
ニ
於
テ
師
範
学
校
費
ハ
総
テ
之
ヲ
地
方
税
ノ
負
担
ニ
属
シ
、
生
徒
ヲ
募
集
ス
ル
ニ
ハ
郡
区
長
ノ
選
挙
ヲ
主
ト
シ
志
願
者
ノ
入
学
ヲ
従
ト
シ
、
且
此
二
種
ノ

生
徒
ハ
均
シ
ク
公
費
ヲ
受
ル
コ
ト
ニ
定
マ
リ
タ
ル
ニ
由
リ
、
或
ハ
其
間
ニ
疑
問
ヲ
抱
ク
モ
ノ
ア
ラ
ン
、
茲
ニ
其
理
由
ヲ
明
カ
ニ
シ
、
以
テ
他
ノ
点
ニ
説
キ
及

ホ
シ
諸
君
ノ
推
考
ヲ
企
望
ス
ヘ
キ
コ
ト
ア
リ
、
抑
師
範
学
校
令
ニ
於
テ
尋
常
師
範
学
校
ヲ
各
府
県
ニ
、
高
等
師
範
学
校
ヲ
東
京
ニ
置
キ
以
テ
国
家
教
育
ノ
目

的
ヲ
達
ス
ル
ノ
根
本
ノ
所
ト
為
リ
タ
ル
ハ
今
日
ノ
時
勢
ニ
於
テ
適
当
必
須
ト
認
メ
タ
ル
カ
故
ナ
リ
一
五

。 

 

森
の
定
め
た
師
範
学
校
令
の
下
で
は
、
尋
常
、
高
等
そ
れ
ぞ
れ
の
師
範
学
校
の
運
営
に
関
わ
る
費
用
は
「
地
方
税
」
と
「
国
庫
」
を
充
当
し
、
生
徒
の
入
学
や

生
活
に
関
わ
る
費
用
も
ま
た
「
公
費
」
に
よ
っ
て
支
弁
す
る
給
費
制
と
定
め
、
生
徒
の
募
集
に
関
し
て
は
従
来
の
志
願
者
制
度
か
ら
各
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る

郡
長
や
区
長
の
選
挙
に
よ
る
推
薦
制
度
に
改
め
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
志
願
者
を
「
従
」
と
し
、
選
挙
生
を
「
主
」
と
改
め
た
こ
と
は
、
師
範
学
校
が
入
学
す

る
生
徒
の
人
物
や
人
格
の
優
劣
を
第
一
義
の
要
件
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
よ
り
重
要
な
点
は
、
な
ぜ
学
校
の
運
営
と
生
徒
に
関
わ
る
一
切
の
費
用
を
「
公

費
」
と
し
て
改
め
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
森
の
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
森
は
「
自
費
」
制
で
は
な
く
「
公
費
」
制
を
推
進
す
る

理
由
に
つ
い
て
、
「
師
範
生
徒
タ
ル
者
ハ
自
分
ノ
利
益
ヲ
謀
ル
ハ
十
ノ
二
三
ニ
シ
テ
其
七
八
ハ
国
家
必
要
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
道
具
即
チ
国
家
ノ
為
メ
ニ
犠
牲
ト
為

ル
ノ
決
心
ヲ
要
」
一
六

し
、
ま
た
「
自
費
」
制
は
「
師
範
学
校
ヲ
以
テ
志
願
人
其
人
ノ
為
ニ
設
ル
ノ
制
ヲ
可
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
国
家
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
カ
為
メ

タ
ル
教
育
ノ
制
ヲ
軽
視
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
一
七

と
説
明
す
る
。
先
の
「
学
政
ノ
目
的
」
に
お
い
て
、
森
が
諸
学
校
を
設
置
し
維
持
す
る
こ
と
は
全
て
「
国
家
ノ
為
」

と
明
言
し
て
い
た
よ
う
に
、
教
育
と
は
生
徒
個
人
の
利
益
や
幸
福
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
全
て
は
森
の
考
え
る
国
家
の
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
の
装
置

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
師
範
学
校
の
設
置
や
教
員
の
育
成
と
い
う
課
題
も
ま
た
、
そ
の
論
理
構
造
を
共
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

さ
ら
に
森
は
、
教
員
の
立
場
に
つ
い
て
、
国
家
が
必
要
と
す
る
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
の
「
道
具
」
や
「
犠
牲
」
で
あ
る
と
語
り
、「
今
日
日
本
ノ
運

名
（
マ
マ
）

ハ
未
タ
危
急
ノ
時
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
ヲ
知
リ
生
命
ヲ
抛
ツ
テ
教
育
ノ
為
メ
ニ
尽
力
ス
ル
ノ
決
意
」
を
持
ち
一
八

、「
一
心
不
乱
教
育
ヲ
本
尊
」
と
す
る
「
教
育
ノ
僧
侶
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
九

と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
教
員
と
な
る
も
の
は
「
城
攻
ノ
填
草
ニ
充
テ
ラ
ル
カ
如
ク
身
ヲ
忘
レ
テ
国
家
ニ
尽
」
二
〇

し
、「
日
本
将
来
ノ

国
勢
ヲ
挽
回
ス
ル
犠
牲
ト
ナ
リ
テ
教
育
ニ
従
事
ス
ヘ
シ
」
二
一

と
も
述
べ
て
お
り
、
将
来
に
お
け
る
国
家
の
基
礎
を
強
固
な
も
の
に
す
る
と
い
う
「
目
的
」
を
実
現

す
る
た
め
の
「
填
草
」
＝
土
台
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
な
教
員
の
手
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
る
国
民
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
、
森
は
「
国
家
ノ
為
メ
ニ
行
フ
所
ノ
教
育
ハ
則
国
家
ノ
良
民
ト
為
ル
様
ニ
児

童
ヲ
薫
陶
養
成
ス
ル
ヲ
謂
フ
ナ
リ
」
二
二

と
述
べ
た
上
で
、
そ
の
具
体
的
な
「
国
家
ノ
良
民
」
の
形
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

 

教
育
ノ
主
義
ハ
専
ラ
人
物
ヲ
養
成
ス
ル
ニ
ア
リ
ト
云
フ
、
其
人
物
ト
ハ
何
ソ
ヤ
、
我
帝
国
ニ
必
要
ナ
ル
善
良
ノ
臣
民
ヲ
云
フ
、
其
善
良
ノ
臣
民
ト
ハ
何
ソ
ヤ
、

帝
国
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ヲ
充
分
ニ
尽
ス
モ
ノ
ヲ
云
フ
、
十
分
ニ
帝
国
臣
民
ノ
義
務
ヲ
尽
ス
ト
ハ
気
質
確
実
ニ
シ
テ
善
ク
国
役
ヲ
務
メ
又
善
ク
分
ニ
応
シ
テ
働

ク
事
ヲ
云
フ
ナ
リ
、
然
レ
ハ
教
育
ノ
目
的
ハ
善
ク
実
用
ニ
立
チ
得
ル
人
物
ヲ
養
成
ス
ル
ニ
ア
リ
二
三

。 

 

森
の
秘
書
官
で
あ
っ
た
木
場
は
、
森
の
教
育
の
「
大
方
針
大
主
義
」
に
つ
い
て
、「
国
家
の
役
に
立
つ
人
物
」
の
養
成
に
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
森
の
想
定
す
る

国
家
に
と
っ
て
「
実
用
」
的
な
国
民
と
は
、
国
家
を
「
本
尊
」
と
し
、
個
人
の
「
私
利
」
に
流
さ
れ
ず
全
体
に
対
す
る
「
公
利
」
の
精
神
に
溢
れ
た
確
か
な
「
気

質
」
を
有
し
、
国
家
か
ら
課
さ
れ
る
「
国
役
」
＝
役
割
や
務
め
を
確
実
に
果
た
し
、
そ
し
て
国
民
そ
れ
ぞ
れ
の
「
分
」
＝
立
場
や
能
力
に
応
じ
て
「
勤
働
」
で
あ

る
こ
と
、
以
上
の
「
義
務
」
と
し
て
の
要
件
を
具
備
し
た
「
臣
民
」
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 
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二
．
国
家
の
「
独
立
」
と
い
う
「
目
的
」
と
そ
の
要
件 

こ
れ
ま
で
に
考
察
し
た
国
家
に
対
す
る
諸
学
校
や
国
民
個
人
の
位
置
付
け
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
さ
ら
に
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ

る
。
第
一
に
、
森
が
「
国
家
ノ
為
」
や
、
国
家
の
要
請
に
対
し
て
国
民
が
「
実
用
」
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
時
、
そ
れ
は
具
体
的
に
国
家
の

「
何
」
の
た
め
で
あ
り
、「
何
」
に
対
し
て
「
実
用
」
的
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
、
森
の
措
定
す
る
日
本
に
と
っ
て
の
「
国
家
必

要
ノ
目
的
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
国
家
の
「
必
要
」
や
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
教
育
は
何
を

獲
得
す
る
こ
と
を
射
程
と
し
、
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

ま
ず
前
者
の
側
面
に
つ
い
て
、
森
は
以
下
の
演
説
に
お
い
て
「
国
家
教
育
ノ
主
意
」
を
明
ら
か
に
し
、
国
家
の
「
必
要
」
や
「
目
的
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か

に
つ
い
て
端
的
に
語
っ
て
い
る
。 

 

西
洋
諸
国
ニ
於
テ
政
府
ノ
手
ヲ
以
テ
教
育
ノ
政
ヲ
施
行
シ
タ
ル
ハ
昔
時
有
レ
ト
モ
無
キ
カ
如
ク
、
設
令

（
マ
マ
）

之
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
狭
少
ナ
ル
部
分
ニ
限
レ
リ
、
然
ル

ニ
近
世
ニ
至
テ
ハ
萬
国
俱
ニ
種
々
ノ
原
因
ニ
由
リ
一
国
ノ
教
育
ハ
一
国
ノ
財
力
ヲ
以
テ
挙
行
シ
、
其
政
柄
ヲ
攬
ル
者
ハ
兵
馬
理
財
等
ノ
政
柄
ヲ
攬
ル
者
ト
均

シ
ク
之
ヲ
大
政
ノ
一
部
管
理
者
ト
シ
テ
高
位
ニ
置
ク
コ
ト
ヽ
ナ
レ
リ
。
教
育
ヲ
シ
テ
斯
ノ
如
ク
重
要
ナ
ル
地
位
ニ
上
ラ
シ
メ
タ
ル
勢
力
ハ
種
々
ア
レ
ト
モ
、

之
ヲ
要
ス
ル
ニ
各
国
独
立
ノ
地
位
ヲ
鞏
固
ニ
セ
ン
ト
欲
シ
、
其
基
礎
ハ
則
教
育
事
業
ニ
在
ル
ヲ
知
リ
タ
ル
ニ
帰
ス
、
故
ニ
教
育
ノ
主
眼
ト
ス
ル
所
ハ
則
チ
一

国
独
立
ノ
鞏
固
ニ
ア
リ
、
此
目
的
ヲ
達
セ
ン
ト
セ
バ
深
切
ニ
国
家
ヲ
思
ヒ
身
心
ヲ
之
ニ
供
ス
ル
ノ
気
力
ヲ
養
成
セ
ザ
ル
可
ラ
ス
、
而
テ
此
気
力
ヲ
シ
テ
充
分

ニ
国
用
ヲ
達
ス
ル
様
勤
働
ノ
習
慣
ヲ
養
成
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ
、
此
二
事
ハ
実
ニ
教
育
事
業
ノ
本
体
ト
称
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
二
四

。 

 

森
は
今
日
の
欧
米
諸
国
の
常
識
と
し
て
、
教
育
事
業
は
国
家
の
運
営
上
、
軍
事
や
経
済
の
政
策
と
同
様
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
し
て
再
考
さ
れ
る
に

至
り
、
私
的
な
も
の
で
は
な
く
公
的
な
課
題
と
し
て
、
一
国
の
教
育
は
一
国
の
財
力
を
投
じ
て
運
営
す
る
必
要
性
の
認
め
ら
れ
た
国
家
に
と
っ
て
の
一
大
事
業
へ

と
認
識
が
転
換
さ
れ
た
と
述
べ
る
。
森
は
、
国
家
の
事
業
と
し
て
の
「
教
育
ノ
主
眼
」
と
は
、
国
家
の
「
独
立
」
を
実
現
し
、
確
た
る
も
の
に
す
る
と
い
う
「
目

的
」
に
帰
結
さ
れ
る
と
説
明
す
る
。
従
っ
て
森
は
、
欧
米
諸
国
に
お
け
る
教
育
に
対
す
る
見
方
や
位
置
付
け
方
を
踏
ま
え
、
教
育
と
は
、
国
家
の
「
独
立
ノ
名
実
」

を
全
う
し
、
国
家
の
「
独
立
ノ
地
位
ヲ
鞏
固
」
に
す
る
と
い
う
「
目
的
」
を
達
成
す
る
た
め
の
「
基
礎
」
＝
「
手
段
」
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。 

次
に
後
者
の
問
題
と
し
て
、
日
本
の
国
家
と
し
て
の
「
独
立
」
を
全
う
す
る
と
い
う
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
森
は
国
家
の
事
業
と
し
て
の
教
育
が
ど

の
よ
う
に
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
森
は
国
家
の
パ
ワ
ー
と
、
国
際
的
評
価
の
獲
得
と
い
う
大
別
二
つ
の
課

題
を
提
示
し
て
い
る
。 

 

今
日
本
国
ヲ
成
ス
所
ノ
臣
民
ノ
活
動
力
ハ
果
シ
テ
如
何
ナ
ル
ヤ
、
而
テ
之
ヲ
欧
米
諸
国
人
民
ノ
活
動
力
ニ
比
較
シ
テ
如
何
ナ
ル
ヤ
、
虚
心
平
易
ニ
之
ヲ
観
察

セ
ハ
惜
ム
ラ
ク
ハ
我
国
人
ハ
未
タ
彼
ニ
及
ハ
サ
ル
甚
タ
遠
キ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ン
、
斯
ノ
如
キ
臣
民
ヲ
以
テ
萬
国
ノ
競
争
世
界
ニ
並
立
セ
ン
ト
欲
ス
、
事
局
或
ハ

彼
ノ
圧
抑
ス
ル
所
ト
ナ
ル
モ
知
ル
可
ラ
ス
、
是
実
ニ
国
家
ノ
大
事
ニ
シ
テ
一
日
モ
忘
ル
可
ラ
ス
、
今
日
ノ
少
年
子
弟
ハ
将
来
此
衝
ニ
当
リ
我
帝
国
ヲ
シ
テ
独

立
ノ
実
力
ヲ
得
セ
シ
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
二
五

。 

 

森
は
演
説
に
お
い
て
、
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
上
、
日
本
の
直
面
す
る
状
況
を
「
国
難
」
と
捉
え
、「
日
本
国
ヲ
挙
テ
外
国
ニ
併
呑
セ
ラ
ル
ヽ
カ
、
独
立
国
ノ

名
ア
リ
テ
実
ナ
キ
保
護
国
ニ
ナ
ル
カ
、
其
二
ツ
ノ
内
一
ニ
居
ル
ニ
至
ラ
ン
」
二
六

と
危
機
感
を
滲
ま
せ
て
い
た
。
そ
の
上
で
、
森
は
そ
の
よ
う
な
日
本
の
現
実
を
克
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服
す
る
た
め
に
は
、
今
日
、
ま
た
は
将
来
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
「
少
年
子
弟
」
が
、
そ
の
務
め
と
し
て
、
日
本
の
「
独
立
」
を
保
障
し
、
維
持
す
る
に
足
る

だ
け
の
「
実
力
」
を
国
家
が
獲
得
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
森
は
こ
の
よ
う
な
国
家
の
「
力
」
の
側
面
に
つ
い
て
、「
実
力
」
や
「
活

動
力
」
、「
競
争
力
」
、
或
い
は
「
国
力
」
や
「
国
勢
」
、「
形
勢
」
な
ど
様
々
に
言
葉
を
置
き
換
え
、
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
日
本
が
国
家

の
「
独
立
」
を
全
う
す
る
に
足
る
だ
け
の
パ
ワ
ー
を
有
し
て
い
る
の
か
否
か
と
い
う
問
題
を
、
教
育
を
構
想
す
る
上
で
の
一
つ
の
要
件
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

第
二
に
、
森
は
日
本
の
教
育
や
、
教
育
を
通
し
て
育
成
さ
れ
る
国
民
、
そ
し
て
何
よ
り
も
そ
の
国
民
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
国
家
が
、
対
外
的
、
国
際
的
に
欧

米
側
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
外
国
か
ら
の
評
価
を
問
題
と
し
な
が
ら
教
育
構
想
を
模
索
し
て
い
た
と
い
う
特
徴
を
指
摘
で
き
る
。
森
は
「
外

か
ら
」
見
ら
れ
た
日
本
の
国
家
や
国
民
に
対
す
る
評
価
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

熟
ら
思
ふ
に
今
日
ま
で
の
教
育
の
仕
向
け
方
は
子
弟
の
気
風
を
し
て
一
に
他
人
に
依
ら
し
む
る
か
如
く
に
な
り
来
り
し
も
の
に
似
た
り
、
故
に
卒
業
を
な
し

た
る
後
に
於
て
は
他
人
に
依
て
そ
の
身
を
立
つ
る
か
又
は
生
計
を
営
ま
ん
と
す
る
も
の
比
々
皆
是
れ
な
り
。
其
の
他
人
に
依
る
に
も
多
く
の
人
々
は
官
途
に

就
ん
と
欲
す
る
の
傾
向
あ
る
か
如
し
、
此
は
是
れ
封
建
時
代
よ
り
養
成
し
た
る
気
風
に
し
て
決
し
て
新
た
な
る
こ
と
に
は
あ
ら
す
と
雖
と
も
、
こ
の
気
風
は

勉
強
し
て
教
員
そ
の
人
に
於
て
改
め
し
め
ら
れ
ん
こ
と
を
冀
願
す
。
願
く
は
他
人
に
依
る
よ
り
は
己
れ
に
依
る
の
気
風
を
養
成
し
官
途
に
出
る
も
出
さ
る
も

一
に
己
れ
に
依
て
其
の
身
を
立
て
、
何
事
に
も
あ
れ
刻
苦
忍
耐
し
て
以
て
世
の
風
波
を
凌
ぎ
了
し
自
己
の
経
営
を
な
す
の
み
な
ら
す
亦
た
他
人
を
扶
助
す
る

様
に
せ
ら
れ
た
し
、
何
と
な
れ
は
他
人
に
依
頼
す
る
の
み
に
て
は
お
互
ひ
に
大
切
に
思
ふ
所
の
国
家
を
し
て
外
国
よ
り
尊
信
敬
重
せ
ら
る
る
の
国
家
た
ら
し

む
る
こ
と
難
し
二
七

。 

 

従
来
、
封
建
時
代
に
お
け
る
日
本
の
教
育
は
、
他
人
に
依
存
す
る
「
気
風
」
を
養
成
し
、
主
体
意
識
に
乏
し
い
客
体
ば
か
り
を
生
み
出
し
て
き
た
と
森
は
批
判

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
森
は
、
教
育
そ
の
も
の
の
位
置
付
け
や
機
能
を
国
家
の
「
独
立
」
を
「
目
的
」
と
す
る
国
家
の
た
め
の
事
業
へ
と
改
め
、
教
員
を
通

じ
て
日
本
国
民
の
「
気
風
」
を
作
り
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
意
思
や
力
に
よ
っ
て
主
体
的
に
国
家
の
「
目
的
」
を
担
う
よ
う
に
再

度
育
成
し
直
さ
れ
な
け
れ
ば
、
日
本
が
「
外
国
よ
り
尊
信
敬
重
」
さ
れ
る
国
家
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
訴
え
て
い
る
。
さ
ら
に
森
は
、
本
演
説
の
後
半
部
に

お
い
て
、
日
本
の
国
家
が
対
外
的
、
国
際
的
に
「
尊
信
敬
重
」
さ
れ
る
の
か
否
か
と
い
う
問
題
を
、「
国
家
の
信
用
」
と
い
う
表
現
に
置
き
換
え
、
そ
の
「
信
用
」

と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
日
本
の
現
実
は
「
何
と
も
口
に
い
ふ
へ
か
ら
さ
る
た
け
残
念
の
体
為
」
で
あ
り
、「
未
た
々
々
欧
米
各
国
の
間
に
我
か
日
本
を
推
し
出
し

て
考
え
る
時
は
実
に
残
念
至
極
な
り
」
二
八

と
語
っ
て
い
る
。
森
は
国
内
的
な
不
就
学
者
の
問
題
と
、
日
本
の
国
家
に
関
わ
る
国
際
的
な
「
信
用
」
の
相
関
性
に
つ

い
て
も
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

今
全
国
ヲ
通
算
ス
レ
ハ
曾
テ
学
ニ
就
カ
サ
ル
者
殆
ト
半
数
ナ
リ
、
此
ノ
如
キ
人
民
ヨ
リ
成
立
チ
タ
ル
国
柄
ヲ
以
テ
万
国
ニ
交
際
シ
得
ン
ヿ
甚
タ
覚
束
ナ
シ
、

国
人
全
国
ノ
力
ニ
シ
テ
進
マ
サ
ル
ハ
決
シ
テ
外
人
ノ
尊
敬
ヲ
得
ル
ニ
至
ラ
ズ
、
目
今
漸
ク
外
人
ノ
信
愛
ヲ
得
ル
ニ
至
リ
シ
ト
ハ
云
ヘ
同
等
ノ
待
遇
ヲ
受
ク
ル

ノ
期
ニ
至
テ
ハ
尚
長
日
月
ヲ
要
ス
ヘ
シ
、
若
シ
不
就
学
者
ヲ
シ
テ
多
少
ノ
知
識
ヲ
得
セ
シ
メ
ハ
、
何
ノ
業
ヲ
執
ル
モ
其
働
キ
ノ
結
果
ハ
不
就
学
ノ
時
ニ
優
リ
、

隨
テ
国
力
ヲ
益
ス
ニ
至
ル
ヘ
シ
、
此
一
事
ハ
文
部
省
ニ
於
テ
一
日
モ
忘
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヿ
ナ
リ
、
各
位
ニ
於
テ
モ
深
ク
留
意
シ
小
学
校
教
員
及
郡
長
其
他
有

志
者
ヲ
誘
キ
テ
意
向
ヲ
此
ニ
傾
ケ
シ
メ
、
相
当
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
ラ
レ
ン
コ
ト
尤
希
望
ニ
堪
ヘ
サ
ル
ナ
リ
二
九

。 

 

森
は
文
部
省
や
教
員
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
か
ら
有
識
者
な
ど
に
至
る
ま
で
、
教
育
に
携
わ
る
全
て
の
人
々
は
国
民
の
半
数
を
占
め
る
不
就
学
者
の
問
題
に
つ
い
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て
深
く
留
意
し
、
一
日
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
森
は
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
四
月
十
日
に
布
告
さ
れ
た
勅
令
第
十
四
号
「
小
学
校
令
」
の
第
十

五
条
に
お
い
て
、「
土
地
ノ
情
況
ニ
依
リ
テ
ハ
小
学
簡
易
科
ヲ
設
ケ
テ
尋
常
小
学
科
ニ
代
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。
但
其
経
費
ハ
区
町
村
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ヘ
シ
」
三
〇

と

述
べ
、
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い
貧
困
者
の
子
弟
を
対
象
に
主
に
算
術
な
ど
を
教
え
る
小
学
簡
易
科
の
設
置
を
推
進
し
た
。
森
は
演
説
に
お
い
て
「
簡
易
科
ノ
理
由
」

に
つ
い
て
語
り
、
な
ぜ
小
学
簡
易
科
を
設
置
し
、
貧
困
者
に
教
育
を
施
す
必
要
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
。 

 
日
本
ハ
万
国
ノ
間
ニ
介
立
シ
テ
現
今
如
何
ナ
ル
地
位
ニ
居
ル
ヤ
、
諸
君
之
ヲ
精
若
ク
ハ
粗
ニ
考
ヘ
タ
ル
コ
ト
有
ル
ヤ
、
此
点
ハ
国
家
百
般
ノ
事
殊
ニ
教
育
ニ

ハ
重
大
ノ
関
係
ア
リ
、
而
テ
之
ヲ
詳
査
ス
ル
ニ
従
テ
小
学
簡
易
科
ノ
必
要
ハ
愈
分
明
ナ
ル
ヲ
得
ヘ
シ
、
是
レ
国
家
安
危
ノ
点
ヨ
リ
立
言
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
三
一

。 

 

森
が
推
進
し
た
簡
易
科
と
は
、
「
国
家
百
般
ノ
事
」
、
即
ち
国
家
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
思
案
す
る
上
で
、
森
が
最
も
重
要
な
基
準
と
考
え
る
欧
米
諸
国
と

の
国
際
関
係
に
お
け
る
日
本
の
「
地
位
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
不
就
学
者
の
問
題
が
「
国
家
ノ
安
危
」
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
と
森
が
結
論
付
け
た
こ
と
に
よ

っ
て
「
立
言
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
の
「
独
立
」
に
関
わ
る
「
国
力
」
の
問
題
ば
か
り
で
は
な
く
、
教
育
を
受
け
て
い
な
い
不
就
学
者
が
大
半

を
占
め
る
国
民
に
よ
っ
て
成
立
し
た
国
家
が
、
欧
米
諸
国
か
ら
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
や
危
機
感
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
森

が
簡
易
科
を
奨
励
し
た
背
景
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
国
柄
」
で
は
、
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
は
「
甚
タ
覚
束
ナ
」
く
、
無
論
国
家
に
対
す
る
「
外
人
ノ
尊
敬
」

を
得
ら
れ
る
わ
け
も
な
く
、
ま
し
て
や
欧
米
諸
国
と
の
間
で
「
同
等
ノ
待
遇
」
を
日
本
が
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
文
明
国
家
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
は
ず
も

な
い
と
森
が
考
え
た
結
果
で
あ
っ
た
。
教
育
を
構
想
す
る
上
で
、
森
が
日
本
の
国
家
や
国
民
、
教
育
に
対
す
る
欧
米
側
か
ら
の
対
外
的
、
国
際
的
な
評
価
＝
「
国

信
」
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
側
面
は
、
森
の
演
説
に
現
れ
る
日
本
の
「
体
裁
」
や
「
面
子
」、「
面
目
」、「
我
国
の
品
位
」
や
「
国
家
の
信
頼
」、
そ
し
て
以
上
の

よ
う
な
外
国
か
ら
の
「
尊
信
敬
重
」
、
或
い
は
「
尊
敬
」
な
ど
の
文
言
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
本
稿
は
考
え
る
。 

 

三
．
森
有
礼
の
教
育
構
想
を
め
ぐ
る
研
究
史
へ
の
対
論 

森
は
決
し
て
教
育
そ
の
も
の
を
「
目
的
」
と
は
考
え
て
い
な
い
し
、
教
育
を
通
じ
て
個
人
の
福
利
や
自
由
を
拡
張
す
る
こ
と
を
「
目
的
」
と
位
置
付
け
る
こ
と

も
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
帝
国
大
学
や
高
等
・
尋
常
中
学
校
、
師
範
学
校
、
そ
し
て
小
学
校
や
小
学
簡
易
科
な
ど
の
諸
学
校
の
設
計

や
維
持
、
或
い
は
そ
れ
ら
の
国
家
の
装
置
を
介
し
て
育
成
さ
れ
る
国
民
の
要
件
な
ど
、
教
育
に
関
わ
る
一
切
の
も
の
は
森
の
定
位
し
た
日
本
の
国
家
と
し
て
の
「
独

立
」
と
い
う
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
の
「
手
段
」
で
あ
っ
た
し
、
森
が
国
民
に
期
待
し
た
主
体
性
や
能
動
性
も
ま
た
、
国
家
に
対
す
る
意
識
や
、
国
家
の
「
独

立
」
と
い
う
「
目
的
」
を
達
成
す
る
上
で
必
要
と
な
る
「
国
用
」
や
「
国
役
」
に
対
し
て
「
勤
働
」
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
け
る
限
ら
れ
た
主
体
性
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
森
は
教
育
の
機
能
を
国
家
の
「
目
的
」
に
対
し
て
従
属
、
限
定
さ
せ
、
教
育
そ
れ
自
体
の
自
立
性
や
自
由
度
を

奪
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
教
育
に
対
す
る
森
の
見
方
は
、
決
し
て
教
育
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
本
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し

た
森
の
「
開
化
論
」
の
構
造
と
全
く
同
一
の
特
徴
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

例
え
ば
、
森
が
諸
学
校
の
設
計
に
関
し
て
、
国
家
の
事
業
の
必
要
性
は
外
国
と
の
関
係
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
判
断
基
準
を
明
ら
か
に
し
、
教
育
に
限

定
さ
れ
ず
、
国
家
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
の
文
脈
を
前
提
に
し
て
思
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
考
方
法
を
説
明
し
て

い
る
よ
う
に
、
森
は
教
育
を
構
想
す
る
に
際
し
て
も
、「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
大
局
的
、
国
際
的
な
視
点
に
立
っ
て
日
本
の
政
策
や
方
針
の
是
非
を
考

え
て
い
た
。
従
っ
て
、
そ
の
視
点
に
立
脚
し
、
当
時
の
欧
米
諸
国
の
常
識
を
踏
ま
え
、
分
析
を
行
っ
た
結
果
、
森
は
国
家
の
「
独
立
」
を
全
う
す
る
と
い
う
「
目

的
」
を
実
現
す
る
「
手
段
」
と
し
て
教
育
を
活
用
す
る
こ
と
＝
国
策
と
し
て
の
教
育
を
是
と
判
断
し
た
。
そ
の
上
で
、
そ
の
構
想
に
お
け
る
要
件
と
し
て
、
第
一
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に
「
独
立
」
を
保
障
し
、
維
持
す
る
に
足
る
だ
け
の
国
家
の
パ
ワ
ー
の
形
成
に
資
す
る
こ
と
、
第
二
に
「
国
信
」
の
観
点
か
ら
、
日
本
の
「
品
位
」
や
「
信
用
」

を
守
り
、
外
国
か
ら
の
「
尊
信
敬
重
」
を
集
め
ら
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。 

ま
た
、
欧
米
諸
国
と
の
「
同
等
ノ
処
遇
」
を
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
文
明
国
家
」
と
し
て
日
本
を
外
国
か
ら
認
識
さ
せ
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
認
識
を
カ
ー

ド
と
し
て
条
約
改
正
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
日
本
の
「
独
立
」
を
回
復
し
、
確
た
る
主
権
国
家
を
設
立
す
る
と
い
う
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
外
債
や

宗
教
、
女
性
、
国
際
法
、
脱
亜
、
或
い
は
前
章
に
取
り
あ
げ
た
「
日
本
の
条
約
改
正
に
関
わ
る
事
実
説
明
」
に
お
い
て
、
森
が
欧
米
側
に
対
し
て
「
開
列
」
し
た

立
憲
政
体
と
国
会
開
設
の
準
備
、
外
国
人
に
対
す
る
日
本
国
民
の
敵
対
意
識
の
消
滅
、
公
明
正
大
で
腐
敗
の
な
い
国
家
行
政
の
あ
り
方
や
司
法
制
度
の
確
立
、
郵

便
や
鉄
道
、
電
信
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
、
新
聞
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
と
公
権
力
に
よ
る
規
制
の
あ
り
方
、
そ
し
て
教
育
制
度
な
ど
、
日
本
の
「
開
化
」
に
関
わ

る
あ
ら
ゆ
る
指
標
を
国
家
の
「
目
的
」
を
達
成
す
る
た
め
の
「
手
段
」
と
し
て
位
置
付
け
、
活
用
す
る
と
い
う
論
理
構
造
は
森
の
「
開
化
論
」
そ
の
も
の
の
特
徴

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
森
の
「
開
化
論
」
の
構
造
は
、
森
の
定
め
た
国
家
の
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
の
「
手
段
」
と
し
て
、「
開
化
」
に
関
わ
る
一
切
の
指
標

や
取
り
組
み
を
初
め
か
ら
従
属
化
さ
せ
る
関
係
に
あ
り
、
教
育
も
ま
た
例
に
漏
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
「
開
化
論
」
の
構
造
を
必
然
的
に
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

し
か
し
次
章
に
論
じ
る
が
、
た
と
え
教
育
が
国
家
の
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
の
「
手
段
」
と
見
做
さ
れ
、
日
本
の
「
独
立
」
と
い
う
「
目
的
」
に
対
し
て

従
属
化
さ
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
森
は
「
文
明
国
家
」
の
構
想
す
る
公
教
育
の
あ
り
方
と
し
て
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
件
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ

は
第
一
に
、
教
育
に
お
け
る
価
値
に
対
す
る
相
対
的
中
立
性
の
保
障
と
、
第
二
に
国
民
個
人
の
性
別
や
職
業
、
階
層
な
ど
の
一
切
の
属
性
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る

人
々
を
包
摂
す
る
形
で
教
育
を
設
計
し
、
国
民
に
対
す
る
教
育
機
会
の
平
等
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
り
、
森
は
こ
れ
ら
の
要
件
を
決
し
て
否
定
す
る
こ
と
は
な
く
、

実
際
に
森
が
設
計
し
た
教
育
構
想
に
お
い
て
も
保
障
さ
れ
続
け
た
こ
と
は
史
料
的
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

従
来
の
森
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
矛
盾
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
立
場
を
森
の
教
育
構
想
の
性
格
と
し
て
評
価
し
て
き
た
。

例
え
ば
土
屋
忠
雄
は
、
森
は
国
家
に
教
育
を
従
属
化
さ
せ
、
教
育
の
自
由
や
自
主
性
を
奪
い
、「
近
代
日
本
教
育
史
上
」
最
も
人
間
を
否
定
し
、「
個
人
を
抹
殺
し

て
い
た
文
部
大
臣
」
で
あ
っ
た
と
評
価
し
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
林
竹
二
は
教
育
構
想
に
お
け
る
価
値
的
中
立
性
を
高
く
評
価
し
て
、
森
は
良
心
の
自
由
に
代

表
さ
れ
る
近
代
的
な
個
人
主
義
や
自
由
主
義
の
視
点
を
生
涯
一
貫
し
て
保
持
し
続
け
た
と
結
論
し
、
そ
の
観
点
か
ら
森
の
国
家
主
義
や
教
育
構
想
を
評
価
し
直
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、「
開
化
」
を
国
家
の
「
独
立
」
と
い
う
「
目
的
」
の
た
め
の
「
手
段
」
と
し
て
従
属
化
さ
せ
、
例
え
ば
「
小
学
校
令
」
に
お

い
て
、
授
業
料
を
個
人
負
担
と
し
た
上
で
、
父
母
後
見
人
に
と
っ
て
教
育
は
「
義
務
」
で
あ
る
と
定
め
三
二

、
決
し
て
教
育
を
個
人
の
権
利
と
は
捉
え
ず
、
個
人
の

自
由
や
幸
福
、
福
利
を
拡
張
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
明
確
に
否
定
す
る
こ
と
と
、「
文
明
国
家
」
に
お
け
る
公
教
育
の
要
件
と
し
て
、
良
心
の
自
由
の
観
点
か
ら

国
家
が
教
育
の
価
値
的
中
立
性
を
保
障
し
、
個
人
の
属
性
に
よ
る
差
別
を
行
わ
ず
国
家
が
教
育
機
会
の
平
等
性
を
保
障
す
る
と
い
う
要
件
は
、
森
の
「
開
化
論
」

に
お
い
て
は
矛
盾
せ
ず
、
同
時
に
成
立
し
、
む
し
ろ
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い

う
外
交
官
の
視
点
か
ら
、
前
者
は
、
森
が
欧
米
諸
国
に
お
け
る
教
育
の
位
置
付
け
方
を
分
析
し
た
上
で
、
是
と
さ
れ
る
方
針
と
結
論
付
け
ら
れ
、
ま
た
後
者
は
、

日
本
の
「
国
信
」
を
守
り
、
外
国
か
ら
の
「
信
用
」
や
「
尊
信
敬
重
」
を
集
め
、
対
外
的
、
国
際
的
に
日
本
が
「
文
明
国
家
」
で
あ
る
と
欧
米
側
か
ら
評
価
さ
れ

る
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
森
が
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

本
山
幸
彦
の
解
釈
も
ま
た
二
つ
の
視
点
が
相
互
に
矛
盾
し
、
同
時
に
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
と
捉
え
る
も
の
で
あ
り
、
上
記
の
問
題
を
象
徴
的
に
孕
ん
だ
解
釈

で
あ
る
と
考
え
る
。
本
山
は
森
の
教
育
構
想
が
「
私
的
個
人
の
も
つ
自
然
権
の
認
識
」
と
表
裏
一
体
の
関
係
を
成
す
「
欧
米
の
近
代
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
「
近

似
」
し
た
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
本
山
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
森
が
「
英
米
生
活
」
を
通
し
て
形
成
し
た
「
近
代
的
市
民
意
識
の
根
幹
に
か
か

わ
る
認
識
」
三
三

に
基
づ
く
「
私
の
世
界
」
と
、
国
家
に
関
わ
る
「
公
的
世
界
」
と
を
峻
別
す
る
「
公
」・「
私
」
の
「
二
元
論
的
認
識
」
三
四

を
前
提
と
し
た
上
で
、
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「
教
育
」
を
通
し
て
「
個
々
人
の
私
的
活
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
「
公
的
な
国
家
活
動
」
へ
と
「
自
発
的
に
転
化
」
さ
せ
、「
封
建
的
共
同
体
へ
の
帰
属
意
識
」
に

埋
没
し
た
民
衆
に
対
し
て
、「
国
民
」
と
し
て
の
「
国
家
的
自
覚
」
を
植
え
付
け
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
三
五

。
し
か
し
本
山
は
、
森
が
文
政

家
と
し
て
活
躍
す
る
「
晩
年
」
に
お
い
て
、「
国
家
の
繁
栄
の
み
を
目
的
」
三
六

と
し
、「
国
民
教
育
」
の
「
責
任
」
を
「
一
層
強
く
自
覚
」
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

こ
と
三
七

か
ら
、
森
の
公
私
観
を
成
立
さ
せ
る
「
自
然
権
を
具
有
」
し
た
「
私
人
的
本
質
」
を
、
そ
の
構
想
の
中
か
ら
「
完
全
に
追
放
」
し
た
と
結
論
し
て
い
る
三
八

。 
本
山
の
解
釈
を
整
理
す
れ
ば
、
当
初
森
は
、
林
竹
二
が
主
張
す
る
よ
う
な
「
自
然
権
」
を
中
心
と
し
た
個
人
主
義
、
自
由
主
義
の
価
値
観
に
依
拠
し
、
そ
の
私

人
性
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
公
的
世
界
へ
と
方
向
付
け
る
も
の
と
し
て
教
育
を
構
想
し
、
そ
の
構
造
は
近
代
的
な
欧
米
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
「
近
似
」
し
た
も
の
と

評
価
で
き
る
と
指
摘
し
な
が
ら
、
晩
年
に
は
国
家
を
中
心
と
し
て
目
的
化
す
る
思
考
へ
と
至
っ
た
こ
と
で
、
個
人
を
犠
牲
に
し
、「
自
然
権
」
に
基
づ
く
個
人
の
私

人
性
を
完
全
に
否
定
し
た
と
い
う
説
明
と
な
る
。
本
山
は
林
の
提
起
し
た
問
題
意
識
か
ら
森
の
構
想
を
説
明
し
た
が
、
結
論
的
に
は
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
起
点
そ
の

も
の
を
否
定
し
、
森
の
思
想
が
自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
と
評
価
す
る
も
の
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
が
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
森
は
一

貫
し
て
、
例
外
な
く
、
本
山
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
「
国
家
の
繁
栄
」
を
「
目
的
」
と
し
続
け
て
き
た
し
、「
晩
年
」
に
な
っ
て
、
国
家
や
国
民
、
教
育
に
対
す
る

強
い
「
自
覚
」
や
「
責
任
」
意
識
が
、
突
然
に
森
の
中
に
芽
生
え
て
く
る
は
ず
も
な
い
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
本
山
の
解
釈

に
内
在
さ
れ
る
本
質
的
な
問
題
は
、
国
家
と
個
人
の
関
係
が
対
立
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
研
究
者
の
認
識
に
依
拠
し
、
国
家
の
「
目
的
」
を
重
ん
じ
、
教
育
を

「
手
段
」
と
し
て
従
属
化
さ
せ
る
こ
と
と
、
個
人
の
自
然
権
を
教
育
構
想
の
中
で
保
障
す
る
こ
と
が
矛
盾
す
る
関
係
に
あ
り
、
調
和
的
に
存
在
す
る
は
ず
が
な
い

と
い
う
見
方
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
林
が
、
文
相
期
の
森
に
つ
い
て
「
後
年
の
森
に
お
い
て
は
こ
の
時
期
に
お
け
る
よ
う
に
国
家
主
義
と
個

人
主
義
は
、
幸
福
な
調
和
を
保
ち
続
け
て
は
い
な
い
」
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
本
山
と
共
通
の
問
題
を
内
在
し
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。 

森
の
思
想
に
お
け
る
近
代
性
を
主
張
す
る
研
究
の
限
界
は
、
ま
さ
し
く
本
山
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
外
国
に
お
い
て
森
が
獲
得
し
た
も
の
が
良
心
や
私
有
財

産
の
自
由
な
ど
の
私
人
性
、
市
民
社
会
の
原
理
、
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
エ
ト
ス
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
や
、
欧
米
の
近
代
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
構
造
な
ど
、

欧
米
式
の
近
代
的
な
見
方
や
考
え
方
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
れ
ら
を
無
批
判
に
ベ
ー
ス
と
し
て
森
の
思
想
の
内
的
構
造
を
原
理
的
、
理
論
的
に
解
明
し
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
本
稿
は
、
森
の
物
の
見
方
や
考
え
方
は
、
体
系
性
を
も
っ
た
論
理
や
原
理
を
推
し
て
形
成
さ
れ
た
思
惟
構
造
に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、
条
約
改
正
の
実
現
や
独
立
し
た
主
権
国
家
の
確
立
と
い
う
日
本
の
直
面
す
る
現
実
の
課
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
し
、
い
か
に
し
て
日
本
を

生
き
残
ら
せ
る
の
か
と
い
う
合
理
的
で
現
実
的
な
視
点
や
問
題
意
識
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
合
理
性
や
現
実
性
こ
そ
が
森
の
思
想
の
核
心
部
を
成
し
て

い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 

森
の
「
開
化
論
」
に
お
け
る
「
目
的
」
と
「
手
段
」
の
構
造
に
基
づ
き
、
教
育
構
想
の
中
で
個
人
に
対
す
る
良
心
の
自
由
と
い
う
自
然
権
を
重
ん
じ
、
国
家
が

教
育
に
お
け
る
相
対
的
な
価
値
の
中
立
性
を
保
障
す
る
こ
と
が
、「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
評
価
を
外
国
か
ら
獲
得
し
国
家
の
「
独
立
」
と
い
う
「
目
的
」
を
充
足

さ
せ
る
た
め
の
「
手
段
」
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
れ
ば
、
教
育
を
国
家
の
「
目
的
」
に
従
属
さ
せ
な
が
ら
も
、
良
心
の
自
由
に
基
づ
き
国
家
が
価
値
的
中
立
性
を
保

障
す
る
と
い
う
構
造
は
同
時
に
成
立
す
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
森
の
中
に
は
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
を
守
り
、
欧
米
側
か
ら
日
本
を
「
文
明
国
家
」
と
し
て

認
識
さ
せ
る
と
い
う
大
前
提
の
問
題
意
識
が
あ
る
以
上
、
一
国
の
「
開
化
」
の
指
標
と
な
る
教
育
制
度
に
お
い
て
外
国
か
ら
の
「
信
用
」
を
失
墜
さ
せ
る
よ
う
な

方
針
や
政
策
を
是
と
す
る
は
ず
は
な
く
、「
文
明
国
家
」
と
は
対
照
的
な
「
野
蛮
非
文
明
国
家
」
な
ど
と
い
う
評
価
を
欧
米
側
か
ら
下
さ
れ
る
よ
う
な
施
策
を
、
価

値
に
関
わ
る
問
題
に
対
し
て
行
う
は
ず
が
な
い
。
森
は
モ
デ
ル
化
さ
れ
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
た
理
論
や
原
理
で
は
な
く
、
自
ら
が
直
面
し
た
現
実
の
中
で
思
想

を
形
成
し
て
い
っ
た
人
物
で
あ
り
、
森
が
対
峙
し
た
外
交
官
と
し
て
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
培
わ
れ
た
問
題
意
識
や
視
点
、
そ
し
て
「
目
的
」
と
「
手
段
」

に
関
わ
る
論
理
構
造
を
見
落
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
従
来
の
森
研
究
の
限
界
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

本
章
に
お
け
る
分
析
を
通
じ
て
、
教
育
も
ま
た
、「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
の
「
開
化
論
」
の
構
造
を
共
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
で
は
、
森
が
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自
ら
の
設
計
し
た
教
育
制
度
を
通
じ
て
、「
公
利
」
的
「
気
質
」
に
富
み
、「
勤
働
」
に
「
国
役
」
を
担
う
「
義
務
」
を
果
た
す
国
家
に
と
っ
て
「
実
用
」
的
な
「
良

民
」
＝
「
帝
国
臣
民
」
の
育
成
を
目
指
し
た
こ
と
や
、
諸
学
校
を
体
系
化
、
階
層
化
し
、「
教
育
」
と
「
学
問
」
を
意
識
的
に
分
離
し
た
上
で
、
国
家
の
「
須
要
」

に
応
じ
る
専
門
的
な
知
識
や
技
能
を
有
す
る
「
学
術
精
錬
ノ
士
」
を
育
成
、
選
抜
す
る
シ
ス
テ
ム
を
用
意
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
無
論
、
森
は
天
皇
に
隷
属
す

る
単
な
る
客
体
と
し
て
の
「
臣
民
」
形
成
を
意
図
し
た
の
で
も
な
く
、
後
期
の
森
に
至
っ
て
国
家
中
心
の
見
方
へ
と
転
向
し
、
個
人
を
抹
殺
し
自
然
権
の
認
識
を

放
棄
し
た
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
森
の
直
面
し
た
日
本
国
内
に
お
け
る
国
民
や
「
開
化
」
の
実
態
を
踏
ま
え
、
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
に
お
い
て
国
家
が
必

要
と
す
る
様
々
の
「
国
益
」
を
確
保
し
、
国
家
全
体
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
開
化
」
を
推
進
す
る
「
方
法
」
＝
「
国
民
議
会
」
と
い
う
森
の
構
想
を
実
現
す
る
上

で
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
材
的
要
件
を
保
障
、
担
保
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。「
国
民
議
会
」
構
想
と
森
の
設
計
し
た
教
育
制
度
の
関
係
は
最
終
章

で
明
ら
か
に
す
る
。 
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一 

貴
族
院
議
員
法
学
博
士
木
場
貞
長
「
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文
部
大
臣
の
改
革
―
明
治
教
育
の
新
紀
元
―
」
一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
十
月
、『
全
集
』
四
、
五
二
二
頁
。 

二 

法
学
博
士
木
場
貞
長
「
森
有
礼
子
」
一
九
一
二
（
明
治
四
十
五
）
年
六
月
十
三
日
、『
全
集
』
四
、
四
八
九
頁
―
四
九
〇
頁
。 

三 

同
書
、
四
九
二
頁
。 

四 

同
書
、
四
九
〇
頁
。 

五 

「
文
部
省
に
お
い
て
直
轄
学
校
長
に
対
す
る
演
説
」
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
一
月
二
十
八
日
、『
全
集
』
二
、
五
四
〇
頁
―
五
四
一
頁
。 

六 

同
書
、
五
四
一
頁
。 

七 

前
掲
「
文
部
省
に
お
い
て
直
轄
学
校
長
に
対
す
る
演
説
」、
五
四
一
頁
―
五
四
二
頁
。 

八 

前
掲
「
学
制
百
年
史
」
資
料
編
、
一
五
二
頁
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九 

「
帝
国
大
学
令
制
定
に
関
す
る
木
場
貞
長
氏
の
追
憶
談
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八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
、『
全
集
』
四
、
三
三
七
頁
。 

一
〇 

前
掲
「
学
制
百
年
史
」
資
料
編
、
一
二
八
頁
。 

一
一 

「
宮
城
県
庁
に
お
い
て
県
官
郡
区
長
及
び
学
校
長
に
対
す
る
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
六
月
二
十
一
日
、『
全
集
』
二
、
四
〇
四
頁
。 

一
二 

「
附
載 

文
部
大
臣
の
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
六
月
、『
全
集
』
二
、
四
〇
九
頁
―
四
一
〇
頁
。 

一
三 

「
第
四
高
等
中
学
校
開
校
式
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
十
月
二
十
六
日
、『
全
集
』
二
、
四
二
四
頁
。 

一
四 

前
掲
「
学
制
百
年
史
」
資
料
編
、
一
七
四
頁
。 

一
五 

「
富
山
県
尋
常
師
範
学
校
に
お
い
て
郡
長
及
び
常
置
委
員
に
対
す
る
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
十
月
三
十
一
日
、『
全
集
』
二
、
四
三
〇
頁
。 

一
六 

同
書
、
四
三
一
頁
。 

一
七 

同
書
、
四
三
二
頁
。 

一
八 

「
和
歌
山
県
尋
常
師
範
学
校
に
お
い
て
郡
区
長
常
置
委
員
及
び
学
校
長
に
対
す
る
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
十
一
月
十
五
日
、『
全
集
』
二
、
四

五
〇
頁
。 

一
九 

同
書
、
四
五
〇
頁
。 

二
〇 

「
滋
賀
県
議
事
堂
に
お
い
て
郡
区
長
及
び
常
置
委
員
に
対
す
る
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
十
一
月
十
日
、『
全
集
』
二
、
四
四
二
頁
。 
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二
一 

「
大
阪
府
尋
常
小
学
校
に
お
い
て
郡
区
長
及
び
常
置
委
員
に
対
す
る
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
十
一
月
十
三
日
、『
全
集
』
二
、
四
四
七
。 

二
二 
「
兵
庫
県
会
議
事
堂
に
お
い
て
郡
区
長
県
会
常
置
委
員
及
び
学
校
教
員
に
対
す
る
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
十
一
月
十
八
日
、『
全
集
』
二
、
四

五
二
頁
。 

二
三 

前
掲
「
和
歌
山
県
尋
常
師
範
学
校
に
お
い
て
郡
区
長
常
置
委
員
及
び
学
校
長
に
対
す
る
演
説
」、
四
四
八
頁
―
四
四
九
頁
。 

二
四 

「
奥
羽
六
県
学
事
巡
視
中
の
演
説
」
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
秋
、『
全
集
』
二
、
五
二
八
頁
。 

二
五 

前
掲
「
滋
賀
県
議
事
堂
に
お
い
て
郡
区
長
及
び
常
置
委
員
に
対
す
る
演
説
」、
四
四
一
頁
。 

二
六 

前
掲
「
大
阪
府
尋
常
小
学
校
に
お
い
て
郡
区
長
及
び
常
置
委
員
に
対
す
る
演
説
」、
四
四
七
頁
。 

二
七 

「
鹿
児
島
に
お
け
る
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
一
月
二
十
五
日
、『
全
集
』
二
、
三
五
八
頁
―
三
五
九
頁
。 

二
八 

同
書
、
三
五
九
頁
。 

二
九 

「
尋
常
師
範
学
校
長
に
推
薦
せ
ら
れ
た
る
者
に
対
す
る
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
三
月
、『
全
集
』
二
、
三
八
八
頁
。 

三
〇 

前
掲
「
学
制
百
年
史
」
、
八
九
頁
。 

三
一 

前
掲
「
奥
羽
六
県
学
事
巡
視
中
の
演
説
」
、
五
三
四
頁
。 

三
二 

前
掲
『
学
制
百
年
史
』
資
料
編
、
八
九
頁
。 

三
三 

前
掲
『
明
治
国
家
の
教
育
思
想
』
、
二
一
七
頁
。 

三
四 

同
書
、
二
一
四
頁
。 

三
五 

同
書
、
二
一
四
頁
。 

三
六 

同
書
、
二
一
三
頁
。 

三
七 

同
書
、
二
一
三
頁
―
二
一
四
頁
。 

三
八 

同
書
、
二
四
〇
頁
。 
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第
二
章 

教
育
構
想
に
お
け
る
価
値
の
相
対
的
中
立
性
の
保
障 

一
．
公
空
間
に
お
け
る
価
値
の
排
除 

本
章
で
は
、
森
の
教
育
構
想
に
お
け
る
公
空
間
と
、
宗
教
、
哲
学
、
政
治
思
想
な
ど
の
価
値
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
森
は
自
ら
の
設
計
し
た
教
育

制
度
に
お
い
て
、
意
識
的
に
「
教
育
」
と
「
学
問
」
を
峻
別
し
た
上
で
、「
教
育
」
の
主
眼
と
は
「
芸
能
」
や
「
芸
術
」
な
ど
の
技
術
で
は
な
く
、
国
家
に
と
っ
て

実
用
的
で
有
用
な
「
人
物
」
の
養
成
に
あ
る
と
説
明
す
る
。
こ
の
「
人
物
」
を
養
成
す
る
に
際
し
て
、
教
育
を
受
け
る
子
ど
も
の
人
格
の
「
徳
化
」、
即
ち
徳
育
を

ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
森
は
価
値
を
も
っ
て
「
徳
」
を
教
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
を
表
明
し
、
初
代
文
相
と
し
て
暗
殺
さ
れ
る

ま
で
、
そ
の
姿
勢
を
堅
持
し
続
け
た
。
森
は
、
公
的
領
域
か
ら
宗
教
や
哲
学
、
政
治
思
想
な
ど
価
値
に
関
わ
る
一
切
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、

そ
の
代
替
と
し
て
、
第
一
に
、
師
範
学
校
に
お
い
て
育
成
さ
れ
た
教
員
と
い
う
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
を
介
し
た
子
弟
の
「
薫
陶
」
と
い
う
方
法
と
、
第
二
に
、「
幼
年
兒

童
は
世
間
普
通
の
道
徳
な
ら
ざ
る
可
ら
ず
」
一

と
述
べ
、「
常
識
的
倫
理
」
二

と
称
し
、
時
代
や
国
家
を
問
わ
ず
人
間
の
行
為
の
基
準
と
し
て
普
遍
性
が
認
め
ら
れ
、

人
間
が
「
普
通
ノ
感
覚
」
に
お
い
て
「
道
理
」
と
認
め
る
「
倫
理
」
三

を
徳
育
の
方
針
と
し
て
定
め
た
。 

森
の
秘
書
官
を
務
め
た
木
場
貞
長
や
、
森
の
下
で
「
倫
理
書
」
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
能
勢
栄
は
森
の
徳
育
の
主
義
や
価
値
に
対
す
る
位
置
付
け
方
に
つ
い
て
そ

れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

森
さ
ん
の
時
代
に
は
未
だ
教
育
勅
語
の
御
下
賜
は
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
昔
な
が
ら
の
儒
教
主
義
で
修
身
を
教
へ
て
居
て
は
何
と
し
て
も
時
勢
に
適

合
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
云
ふ
見
地
か
ら
、
森
さ
ん
は
種
々
苦
心
の
末
自
身
で
考
案
を
立
て
、
常
識
的
倫
理
と
称
し
て
、
そ
れ
を
能
勢
某
と
云
ふ
学
者
と

も
う
一
人
の
僧
侶
上
り
の
人
と
に
口
授
し
て
書
取
ら
し
め
、
更
に
そ
れ
を
敷
衍
文
飾
せ
し
め
て
一
つ
の
倫
理
書
を
作
成
せ
ら
れ
、
さ
う
し
て
其
の
未
定
稿
を

知
名
の
学
者
や
識
見
あ
る
人
々
に
内
示
し
て
其
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
四

。 

 

先
年
福
岡
孝
悌
君
が
文
部
省
の
長
官
た
り
し
時
に
、
我
が
国
の
徳
育
は
孔
孟
の
教
に
據
る
可
と
命
令
を
下
し
た
れ
ば
、
此
の
時
世
人
は
之
を
儒
教
主
義
と
唱

へ
学
庸
論
孟
の
書
を
小
学
校
の
教
科
書
に
用
ゐ
た
り
し
。
其
後
森
有
礼
君
が
文
部
大
臣
た
り
し
時
、
今
の
世
に
孔
孟
の
教
を
唱
ふ
る
は
迂
濶
な
り
、
宗
教
は

教
育
部
内
へ
入
る
べ
き
者
に
あ
ら
ず
。
左
り
と
て
哲
学
家
の
論
を
採
用
す
れ
ば
、
何
人
の
説
を
取
る
と
も
必
ず
其
反
対
者
の
駁
議
を
免
る
ゝ
を
得
ず
。
故
に

宗
教
に
も
頼
ら
ず
。
哲
学
に
も
倚
ら
ず
。
広
く
人
間
社
会
を
通
観
し
、
此
の
世
の
中
は
自
己
と
他
人
と
の
相
ひ
持
ち
に
て
、
自
他
相
共
に
す
れ
ば
世
の
中
は

太
平
無
事
に
治
ま
り
、
自
他
相
反
す
れ
ば
、
騒
動
が
起
る
と
云
ふ
有
様
を
見
て
、
自
他
併
立
と
い
う
説
を
考
へ
出
し
、
之
を
以
て
徳
育
の
主
義
と
定
め
ん
五

。 

 

以
上
よ
り
、
森
が
従
来
の
教
育
制
度
の
何
を
問
題
視
し
、
な
ぜ
問
題
視
し
た
の
か
と
い
う
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、

木
場
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
森
は
「
儒
教
主
義
」
の
「
修
身
」
教
育
を
問
題
視
し
、
さ
ら
に
能
勢
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
特
に
福
岡
孝
弟
が
文
部
卿
に

就
任
し
た
明
治
十
年
代
の
中
頃
以
降
、
そ
の
「
命
令
」
と
し
て
日
本
の
国
家
と
し
て
の
「
徳
育
」
は
「
孔
孟
の
教
」
に
依
拠
す
る
こ
と
と
公
に
定
め
ら
れ
、
実
行

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

明
治
十
年
代
に
お
い
て
、「
儒
教
主
義
」
に
基
づ
く
「
徳
育
」
を
中
心
と
し
た
教
育
路
線
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
る
分
岐
点
は
、
公
教
育
に
お
け
る
知
育
か
、
徳
育

か
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
元
田
永
孚
と
伊
藤
博
文
に
よ
る
論
争
に
求
め
ら
れ
る
。
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
九
月
、
ア
メ
リ
カ
の
地
方
分
権
制
度
を
取
り
入
れ
る

こ
と
で
、
従
来
の
学
制
に
お
け
る
中
央
集
権
型
の
教
育
制
度
を
改
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
「
教
育
令
」
が
公
布
さ
れ
る
に
際
し
て
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
政
治
運

営
を
目
指
し
た
元
田
等
は
、
学
制
以
来
の
教
育
路
線
を
批
判
す
る
「
教
学
大
旨
」
と
「
小
学
條
目
二
件
」
か
ら
な
る
「
教
学
聖
旨
」
を
明
ら
か
に
し
た
。
元
田
は
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「
教
学
大
旨
」
に
お
い
て
、
文
明
開
化
の
名
の
下
に
、
「
専
ラ
知
識
才
芸
ノ
ミ
」
を
重
ん
じ
る
知
育
偏
重
の
教
育
路
線
が
、「
品
行
ヲ
破
リ
、
風
俗
ヲ
傷
フ
者
」
を

生
み
出
し
て
き
た
と
批
判
し
た
上
で
、
「
教
学
ノ
要
仁
義
忠
孝
ヲ
明
カ
ニ
シ
テ
知
識
才
芸
ヲ
究
メ
以
テ
人
道
ヲ
尽
ス
ハ
我
祖
訓
国
典
ノ
大
旨
上
下
一
般
ノ
教
ト
ス

ル
所
ナ
リ
」
六

と
述
べ
、「
教
学
ノ
要
」
と
は
「
末
」
の
「
知
識
才
芸
」
で
は
な
く
、「
本
」
と
し
て
の
「
仁
義
忠
孝
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
公

教
育
に
お
け
る
「
儒
教
主
義
」
に
基
づ
く
徳
育
路
線
へ
の
転
換
を
主
張
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
伊
藤
博
文
は
井
上
毅
に
「
教
育
議
」
を
起
草
さ
せ
、
元
田
等
の
指
摘
し
た
「
制
行
」
及
び
「
言
論
」
の
「
敗
レ
」
と
い
う
「
風
俗
ノ
弊
」
を
、

あ
く
ま
で
過
渡
期
に
お
け
る
一
時
の
「
世
変
」
と
し
て
位
置
付
け
、「
舊
時
ノ
陋
習
ヲ
回
護
ス
ル
カ
若
キ
コ
ト
」
は
許
さ
れ
な
い
と
反
論
す
る
七

。
元
田
等
の
求
め

た
「
国
教
」
の
「
建
立
」
に
対
し
て
も
、
そ
れ
は
「
賢
哲
其
人
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
政
府
ノ
宜
シ
ク
管
制
ス
ヘ
キ
所
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
」
と
退
け
、「
徳
育
」

で
は
な
く
「
科
学
」
を
中
心
と
し
た
知
育
路
線
を
堅
持
し
、「
実
用
」
を
核
と
す
る
教
育
の
必
要
性
を
主
張
し
た
八

。 

公
教
育
に
お
け
る
知
育
か
徳
育
か
に
関
わ
る
論
争
は
、
九
月
二
十
九
日
、
太
政
官
布
告
第
四
十
号
「
教
育
令
」
が
公
布
さ
れ
、
そ
の
「
学
科
」
に
関
す
る
規
程

に
お
い
て
、「
小
学
校
ハ
普
通
ノ
教
育
ヲ
児
童
ニ
授
ク
ル
所
ニ
シ
テ
其
学
科
ヲ
読
書
習
字
算
術
地
理
歴
史
修
身
等
ノ
初
歩
ト
ス
」
九

と
定
め
ら
れ
、
修
身
科
が
最
下

位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
一
時
的
な
決
着
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
自
由
民
権
運
動
と
い
う
伊
藤
、
元
田
双
方
に
共
通
す
る
課
題
が
生
じ
、
民
権
運

動
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
地
方
の
諸
学
校
を
抑
え
込
む
た
め
に
、
翌
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
十
二
月
二
十
八
日
に
は
、
太
政
官
布
告
第
五
十
九
号
「
教
育
令
」

が
新
た
に
公
布
さ
れ
、
そ
の
「
学
科
」
に
関
す
る
規
程
と
し
て
、「
其
学
科
ヲ
修
身
読
書
習
字
算
術
地
理
歴
史
等
ノ
初
歩
ト
ス
」
一
〇

と
改
め
、
先
の
「
教
育
令
」
と

は
対
照
的
に
、
修
身
科
が
学
校
教
育
に
お
け
る
枢
要
の
筆
頭
科
目
と
位
置
付
け
ら
れ
る
に
至
る
。 

先
に
能
勢
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
福
岡
孝
弟
が
文
部
卿
に
就
任
し
た
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
四
月
以
降
、「
儒
教
主
義
」
に
基
づ
く
徳
育
路
線
は
一
層
強
固

な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
福
岡
は
同
年
五
月
に
文
部
省
達
第
十
二
号
「
小
学
校
教
則
綱
領
」、
翌
六
月
に
は
文
部
省
達
第
十
九
号
「
小
学
校
教
員
心
得
」
を
公
布
し

た
が
、
「
小
学
校
教
員
心
得
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
条
目
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

人
ヲ
導
キ
テ
善
良
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
多
識
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
比
ス
レ
ハ
更
ニ
緊
要
ナ
リ
ト
ス
。
故
ニ
教
員
タ
ル
者
ハ
殊
ニ
道
徳
ノ
教
育
ニ
力
ヲ
用
ヒ
生
徒
ヲ
シ
テ

皇
室
ニ
忠
ニ
シ
テ
国
家
ヲ
愛
シ
父
母
ニ
孝
ニ
シ
テ
長
上
ヲ
敬
シ
朋
友
ニ
信
ニ
シ
テ
卑
幼
ヲ
慈
シ
及
自
己
ヲ
重
ン
ス
ル
等
凡
テ
人
倫
ノ
大
道
ニ
通
暁
セ
シ
メ

且
常
ニ
己
カ
身
ヲ
以
テ
之
カ
模
範
ト
ナ
リ
生
徒
ヲ
シ
テ
徳
性
ニ
薫
染
シ
善
行
ニ
感
化
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ヘ
シ
一
一

。 

 

翌
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
十
二
月
三
日
に
は
、
元
田
の
手
に
よ
る
『
幼
学
綱
要
』
が
官
公
立
学
校
に
頒
布
さ
れ
、
本
書
に
掲
げ
ら
れ
た
孝
行
、
忠
節
、
和

順
、
友
愛
、
信
義
、
勤
学
、
立
志
、
誠
実
、
仁
慈
、
礼
譲
、
倹
素
、
忍
耐
、
貞
操
、
廉
潔
、
敏
智
、
剛
勇
、
公
平
、
度
量
、
識
断
、
勉
職
と
い
う
二
十
の
徳
目
が

修
身
教
育
の
則
る
べ
き
基
準
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。 

明
治
十
年
代
に
み
ら
れ
る
公
教
育
に
お
け
る
「
徳
育
」
の
再
整
備
を
中
心
と
し
、「
儒
教
主
義
」
の
価
値
観
や
思
考
方
法
に
基
づ
き
諸
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育

が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
先
の
木
場
と
能
勢
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
森
は
公
教
育
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
方
針
や
政
策
が
「
時
勢
に
適
合
」
せ
ず
、「
迂

濶
」
で
あ
る
と
批
判
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
宗
教
は
教
育
部
内
へ
入
る
べ
き
者
に
あ
ら
ず
」
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
森
は
政
府
の

採
用
し
た
「
儒
教
主
義
」
の
徳
育
路
線
の
方
針
と
公
教
育
の
関
係
を
、「
宗
教
」
と
公
空
間
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
森
は
、
公
権
力
が
「
儒
教
主

義
」
と
い
う
一
つ
の
価
値
観
を
法
令
に
よ
っ
て
国
民
に
強
制
し
て
い
る
こ
と
や
、「
学
庸
論
孟
の
書
」
を
教
科
書
と
し
て
利
用
し
、
剰
え
『
幼
学
綱
要
』
と
い
う
修

身
教
科
書
を
公
権
力
が
作
成
、
頒
布
し
、
公
教
育
と
い
う
場
に
お
い
て
特
定
の
考
え
方
を
国
民
に
注
入
し
て
い
る
こ
と
が
、「
文
明
国
家
」
に
お
け
る
公
教
育
の
あ

り
方
を
犯
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
森
の
論
理
構
造
は
、「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
に
お
い
て
森
が
明
ら
か
に
し
た
「
教
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部
省
」
に
対
す
る
批
判
と
全
く
同
一
の
構
造
を
成
す
も
の
で
あ
る
。 

森
は
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
自
由
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、「
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
文
明
国
家
に
お
い
て
、
良
心
の
自
由
は
、
特
に
宗
教
的
信
仰
の
問
題
と
い
う
点

に
お
い
て
、
人
間
生
来
の
権
利
と
し
て
不
可
侵
の
も
の
と
見
做
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
全
て
の
人
間
の
利
益
を
増
進
さ
せ
る
最
も
基
本
的
な
要
素
と
考
え
ら
れ
て

い
る
（
筆
者
翻
訳
）
」
一
二

と
記
し
、「
文
明
国
家
」
の
指
標
乃
至
は
要
件
と
し
て
「
良
心
の
自
由
」
の
保
障
を
あ
げ
て
い
る
。
森
は
、「
文
明
国
家
」
の
踏
ま
え
る
べ

き
要
件
と
し
て
不
可
欠
か
つ
枢
要
の
「
権
利
」
を
保
障
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
、「
優
れ
た
日
本
民
族
の
長
く
栄
光
あ
る
歴
史
上
、
い
か
な
る
形
態
に
お
い
て
さ
え

も
そ
の
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
」
ず
、「
文
明
国
家
」
へ
と
「
進
歩
」
を
続
け
る
今
日
に
お
い
て
さ
え
も
全
く
「
熟
考
」
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
「
奇

妙
で
嘆
か
わ
し
い
事
実
（
筆
者
翻
訳
）
」
で
あ
る
と
批
判
し
、
剰
え
対
照
的
な
政
策
と
し
て
、
公
権
力
が
特
定
の
宗
教
的
価
値
を
組
み
合
わ
せ
て
新
し
い
教
え
を
作

為
し
、
国
民
に
強
制
し
て
い
る
実
態
が
あ
る
と
問
題
視
す
る
。 

 

日
本
の
宗
教
問
題
に
関
す
る
行
政
を
担
う
た
め
に
特
別
に
設
立
さ
れ
た
教
部
省
は
、
日
本
の
人
々
の
信
頼
を
得
る
と
い
う
点
に
お
い
て
未
だ
に
成
功
を
収
め

て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
仏
教
と
神
道
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
信
仰
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
で
新
し
い
信
仰
を
作
為
的
に
生
み
出
し
、
日
本
の
人
々
に

教
え
る
と
い
う
政
策
は
、
完
全
に
人
々
の
尊
敬
を
集
め
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
。
日
本
の
人
々
に
政
府
が
作
為
に
よ
っ
て
生
み
出
し
た
宗
教
を
強
制
し
よ

う
と
す
る
試
み
は
、
厳
し
い
非
難
を
免
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
試
み
は
不
可
侵
の
良
心
の
自
由
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
精
神
を
押
し
潰
す

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
筆
者
中
略
）
国
家
の
権
力
者
が
新
し
い
宗
教
や
教
え
を
作
り
出
す
と
い
う
今
日
の
日
本
に
お
い
て
行
き
渡
っ
て
い
る
考
え
は
、

道
理
に
照
ら
し
て
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
。
宗
教
は
誰
か
ら
も
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
売
り
渡
す
も
の
で
も
な
い
一
三

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

森
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
、
天
皇
尊
崇
や
神
道
国
教
化
に
よ
る
国
民
教
化
を
推
進
し
て
き
た
神
祇
官
や
神
祇
省
に
代
わ
っ
て
設
置
さ
れ
た
教
部
省
の
政
策

に
対
し
て
、「
厳
し
い
非
難
を
免
れ
な
い
」
と
し
た
上
で
、「
国
家
の
権
力
者
が
新
し
い
宗
教
や
考
え
を
作
り
出
す
と
い
う
今
日
の
日
本
に
お
い
て
行
き
渡
っ
て
い

る
考
え
」
は
「
道
理
」
に
合
わ
ず
「
奇
妙
」
で
あ
り
、
「
文
明
国
家
」
の
体
裁
を
な
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。
森
は
、「
文
明
国
家
」
の
要
件
と
し
て
の
良
心
の

自
由
の
保
障
に
つ
い
て
、「
第
一
に
、
個
人
の
外
的
行
為
が
国
法
に
抵
触
し
な
い
限
り
は
、
宗
教
の
問
題
に
お
け
る
自
由
の
行
使
を
充
分
に
保
障
す
る
こ
と
、
第
二

に
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
教
派
に
関
し
て
国
家
が
完
全
に
公
平
な
姿
勢
を
と
る
こ
と
、
第
三
に
、
宗
教
的
な
信
仰
や
教
義
に
お
け
る
不
一
致
か
ら
生
じ
る
騒
動
か
ら
保

護
す
る
こ
と
（
筆
者
翻
訳
）」
一
四

と
記
し
、
公
空
間
に
宗
教
を
介
在
さ
せ
ず
、
公
権
力
も
特
定
宗
教
に
対
し
て
一
切
の
介
入
を
行
わ
な
い
と
い
う
国
家
に
よ
る
保
障

と
政
教
分
離
の
原
則
の
履
行
を
主
張
し
て
い
る
。 

以
上
の
宗
教
に
関
わ
る
原
則
に
つ
い
て
、
森
は
「
文
明
国
家
」
に
お
け
る
公
教
育
を
構
想
す
る
に
際
し
て
も
、
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
件
で
あ
る
と
述

べ
る
。
森
は
自
ら
の
提
案
す
る
教
育
構
想
の
「
特
徴
」
と
「
範
囲
」
に
つ
い
て
、「
第
一
の
基
本
的
な
特
徴
は
、
特
定
の
宗
教
的
影
響
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
で

あ
る
。
第
二
に
そ
の
範
囲
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
び
を
包
括
し
、
完
全
な
公
平
性
を
保
障
し
、
一
切
の
区
別
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
、
種
類
の
人
々
を
包
含
す
る
も
の

で
あ
る
（
筆
者
翻
訳
）
」
一
五

と
説
明
し
た
上
で
、
両
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。 

 

既
述
の
通
り
、
宗
教
的
信
仰
と
は
純
粋
に
個
人
の
信
念
の
問
題
で
あ
り
、
い
か
な
る
政
治
的
な
権
力
に
も
従
属
し
な
い
以
上
、
国
家
の
範
囲
内
の
機
能
と
し

て
の
教
育
行
政
の
中
に
宗
教
的
影
響
を
導
入
し
得
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
い
か
な
る
教
育
的
問
題
に
も
国
家
の
介
入
に
反
対
す
る
人
々
が
い
る
。

こ
れ
ら
の
人
々
は
、
教
育
と
は
完
全
に
個
人
的
で
私
的
な
決
定
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
と
断
言
す
る
。
私
は
、
子
ど
も
の
親
や
後
見
人
が
そ
の
義
務
に
対
し

て
誠
実
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
意
見
を
反
駁
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。（
筆
者
中
略
）
人
々
へ
の
知
識
の
伝
播
に
関
し
て
、
そ
れ
は
特
定
の



107 

 

階
層
や
種
類
の
人
々
の
中
だ
け
に
知
の
拡
散
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
男
女
の
性
別
な
ど
を
問
わ
ず
、
一
切
の
例
外
な
く
あ
ら
ゆ

る
人
々
を
受
容
者
と
し
て
対
象
化
す
べ
き
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
人
々
に
教
育
を
受
け
る
機
会
を
与
え
る
方
法
は
、
人
民
そ
れ
ぞ

れ
の
年
齢
や
職
業
と
い
っ
た
条
件
に
応
じ
て
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
中
で
詳
述
す
る
必
要
は
な
い
が
、
環
境
に
適
す
る
あ
ら
ゆ
る
利
用
可
能

な
手
段
が
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
有
用
な
知
識
を
進
歩
さ
せ
、
全
て
の
人
民
の
一
般
的
な
改
良
の
た
め
に
活
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
六

（
筆
者
翻
訳
）。 

 

森
は
「
文
明
国
家
」
の
公
教
育
の
遵
守
す
べ
き
要
件
と
し
て
、
個
人
の
属
性
に
よ
る
差
別
を
行
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
教
育
機
会
の
平
等
を
保
障
す
る
こ
と

と
、
一
切
の
宗
教
的
影
響
を
排
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
森
は
明
治
十
年
代
に
お
け
る
「
儒
教
主
義
」
に
基
づ
く
徳
育
路
線
へ
の
転
向
を
、
明
治
初
期
に
お
け
る

「
教
部
省
」
の
事
例
と
重
ね
合
わ
せ
て
問
題
視
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
森
は
「
儒
教
主
義
」
と
い
う
価
値
観
や
立
場
を
一
つ
の
「
宗
教
」
で
あ
る
と
判
断
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
を
め
ぐ
る
森
の
批
判
の
構
造
も
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
十
年
代
に
お
い
て
は
、
日
本
の
国
内
的
に
「
儒
教
主
義
」
の
徳

育
路
線
の
政
策
を
是
と
判
断
し
、
そ
の
上
で
法
令
が
定
め
ら
れ
、
教
科
書
を
作
成
、
頒
布
す
る
こ
と
で
、
公
教
育
を
通
じ
て
国
民
に
対
し
て
「
儒
教
主
義
」
を
強

制
す
る
方
針
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
視
点
に
立
つ
森
は
、
欧
米
諸
国
と
の
国
際
関
係
の
文
脈
を
想
定
し
た
上
で
、
公
権
力

が
公
教
育
を
通
じ
て
特
定
の
価
値
を
注
入
す
る
と
い
う
方
針
や
政
策
は
、
良
心
の
自
由
の
保
障
と
政
教
分
離
の
原
則
の
遵
守
と
い
う
「
文
明
国
家
」
の
要
件
と
の

関
係
に
お
い
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
、
「
時
勢
に
適
合
」
せ
ず
、
あ
ま
り
に
も
「
迂
濶
」
な
国
家
の
政
策
で
あ
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。 

森
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
要
件
を
遵
守
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
「
開
化
」
を
国
際
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
根
拠
で
あ
り
、
日
本
が
「
文
明
国
家
」
で
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
た
め
の
指
標
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
は
、「
独
立
」
と
い
う
国
家
の
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
森
が
教
育
を
構
想
す
る
上
で
不
可
欠

の
要
件
と
し
た
も
の
も
、
外
国
か
ら
の
「
信
用
」
や
「
尊
信
敬
重
」
を
得
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
「
外
か
ら
」
の
評
価
の
問
題
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
森
の
手
に

よ
る
教
育
制
度
で
は
、
た
と
え
教
育
が
国
家
の
「
目
的
」
の
た
め
の
「
手
段
」
と
位
置
付
け
ら
れ
、
従
属
物
と
見
做
さ
れ
た
と
し
て
も
、「
儒
教
主
義
」
を
排
除
す

る
ば
か
り
で
は
な
く
、「
宗
教
に
も
頼
ら
ず
。
哲
学
に
も
倚
ら
ず
」
と
述
べ
、
一
切
の
宗
教
や
哲
学
、
そ
れ
に
類
す
る
政
治
思
想
の
全
て
を
公
教
育
に
介
在
さ
せ
ず
、

公
空
間
に
お
け
る
価
値
の
中
立
性
を
保
障
す
る
と
い
う
方
針
が
貫
か
れ
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
な
ぜ
森
が
儒
教
を
学
問
で
は
な
く
、「
宗
教
」
で
あ
る
と
定
義
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
は
、
森
の
宗
教
に
対
す
る
定
義
の
仕
方
を
問
題
と
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

二
．「
信
」
＝
「
宗
教
」、「
門
」
＝
価
値
と
い
う
定
義 

森
の
「
宗
教
」
に
対
す
る
定
義
の
最
大
の
特
徴
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
、
或
い
は
回
教
や
神
道
の
よ
う
に
宗
教
教
派
が
組
織
化
さ
れ
、
一
定
の
教
義
を
介
し

て
信
仰
が
構
造
化
さ
れ
た
狭
義
の
意
味
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
の
対
象
に
対
す
る
「
信
」、
即
ち
人
間
の
心
や
感
覚
の
働
き
と
し

て
特
定
の
「
何
か
」
に
対
す
る
「
信
念
」
や
「
信
仰
」
が
生
じ
た
も
の
の
全
て
を
「
宗
教
」
と
見
做
す
包
括
的
で
総
合
的
な
広
義
の
概
念
規
定
を
持
っ
て
い
る
点

で
あ
る
。
森
は
特
定
の
対
象
に
対
し
て
個
人
の
価
値
判
断
を
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
「
宗
教
」
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
捉
え
、
宗
教
や
政
治
思
想
、
哲
学
の

一
切
を
公
教
育
か
ら
排
除
す
る
立
場
を
生
涯
貫
い
た
。
森
の
宗
教
の
定
義
を
検
討
す
る
上
で
、
森
の
設
け
た
「
学
問
」
と
「
教
育
」
の
区
分
に
つ
い
て
簡
単
に
言

及
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
公
教
育
に
お
け
る
価
値
の
問
題
は
、
森
が
「
教
育
」
の
領
域
と
設
定
す
る
範
囲
内
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

教
育
ト
学
問
ト
ノ
区
別
ヲ
簡
単
ニ
説
ク
ヘ
シ
、
之
ヲ
諸
君
ニ
向
テ
説
ク
ハ
或
ハ
要
ナ
キ
モ
知
ル
可
ラ
ス
ト
雖
モ
、
事
ノ
序
ニ
一
言
ス
、
夫
レ
教
育
ト
ハ
他
人

ノ
誘
導
ニ
由
リ
智
育
徳
育
体
育
ヲ
施
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
其
関
係
ス
ル
所
主
ト
シ
テ
幼
年
子
弟
ニ
在
リ
、
蓋
シ
幼
年
子
弟
ハ
自
分
ノ
注
文
ナ
ク
専
ラ
他
人
ノ
指
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示
ヲ
受
ケ
テ
働
ク
モ
ノ
ト
ス
、
学
問
ニ
至
テ
ハ
自
分
選
択
ヲ
以
テ
学
業
ヲ
専
攻
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
他
人
ハ
唯
其
方
法
ヲ
与
フ
ル
ノ
ミ
、
今
其
実
例
ヲ
挙
グ
レ

バ
帝
国
大
学
ハ
学
問
ノ
場
所
ニ
シ
テ
中
学
小
学
校
ハ
教
育
ノ
場
所
ナ
リ
、
特
リ
高
等
中
学
校
ハ
半
ハ
学
問
半
ハ
教
育
ノ
部
類
ニ
属
ス
一
七

。 

 
森
は
「
教
育
」
に
つ
い
て
、
尋
常
中
学
校
以
下
の
「
幼
年
子
弟
」
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
無
知
の
幼
童
」、
或
い
は
「
未
た
自
知
識
を
選
む
の
目
的
な

く
只
感
受
の
力
に
よ
っ
て
善
悪
共
に
之
を
脳
裡
に
納
む
る
者
」
を
対
象
と
し
て
教
授
を
行
う
も
の
一
八

で
あ
る
と
説
明
す
る
。
即
ち
、
知
性
よ
り
も
感
性
に
基
づ
い

て
善
悪
に
対
す
る
認
識
や
価
値
判
断
を
行
う
幼
い
子
ど
も
を
射
程
と
す
る
も
の
が
「
教
育
」
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
教
育
」
の
目
的
に
は
主

従
の
関
係
が
あ
り
、
「
読
書
算
」
な
ど
は
「
人
間
処
世
上
ニ
肝
用
ナ
レ
ト
モ
畢
竟
芸
術
」
一
九

で
あ
る
と
し
、「
教
育
中
ノ
一
部
分
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
主
眼
」

二
〇

で
は
な
い
と
し
た
。
森
は
「
従
」
と
位
置
付
け
た
「
芸
術
」
に
対
置
し
て
、
教
育
に
お
い
て
「
主
」
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

読
書
算
ハ
人
間
ノ
芸
能
ニ
シ
テ
大
工
ノ
鉋
鑿
ノ
如
シ
、
之
ヲ
利
用
ス
ル
ト
否
ト
ハ
人
物
ノ
如
何
ニ
ア
リ
、
人
物
正
確
ニ
シ
テ
芸
能
其
目
的
ヲ
達
シ
大
工
熟
練

ニ
シ
テ
鉋
鑿
其
効
用
ヲ
収
ム
ヘ
シ
二
一

。 

 

抑
モ
教
育
ト
ハ
読
書
算
等
ノ
如
キ
芸
能
ヲ
謂
フ
モ
ノ
ニ
非
ラ
ス
シ
テ
正
確
ナ
ル
人
物
ヲ
薫
陶
養
成
ス
ル
ノ
義
ナ
リ
。
然
レ
ハ
国
家
ノ
為
メ
ニ
行
フ
所
ノ
教
育

ハ
則
国
家
ノ
良
民
ト
為
ル
様
ニ
兒
童
ヲ
薫
陶
養
成
ス
ル
ヲ
謂
フ
ナ
リ
。
人
物
正
確
ニ
シ
テ
芸
能
之
ニ
加
ハ
ル
時
ハ
其
加
ハ
ル
ニ
従
ヒ
効
用
愈
大
ナ
ル
モ
、
其

主
タ
ル
モ
ノ
ハ
人
物
ニ
シ
テ
芸
能
ハ
其
従
ナ
リ
。
教
育
家
ハ
此
区
別
ヲ
詳
知
シ
テ
其
事
業
ニ
力
ヲ
尽
サ
ヽ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
二
二

。 

 

森
の
定
位
す
る
「
教
育
」
の
主
眼
は
「
人
物
」
を
「
薫
陶
養
成
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
芸
能
」
や
「
芸
術
」
な
ど
の
「
人
物
」
が
利
用
す
る
道
具
は
、「
人
物
」

を
「
正
確
」
に
し
た
上
で
初
め
て
問
題
と
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
「
正
確
ナ
ル
人
物
」
と
は
、
無
論
前
章
に
明
ら
か
に
し
た
「
国
家
ノ
良
民
」

＝
「
帝
国
臣
民
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
教
育
」
の
主
眼
と
す
る
「
人
物
」
を
養
成
す
る
上
で
、
森
が
深
く
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
も
の
が

宗
教
や
哲
学
、
政
治
思
想
な
ど
の
価
値
に
関
わ
る
諸
問
題
の
扱
い
方
で
あ
っ
た
。
森
は
、
公
教
育
の
中
に
「
宗
教
」
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
を
「
不
法
ノ
甚
キ
モ
ノ
」

と
批
判
し
、「
宗
教
」
の
定
義
や
性
質
を
踏
ま
え
て
そ
の
批
判
の
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

 

宗
門
ヲ
宗
教
ト
混
同
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
宗
教
（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）
ノ
心
ハ
人
皆
天
性
之
ア
リ
、
蓋
シ
宗
教
ハ
智
識
ニ
基
カ
ス
専
ラ
感
覚
ニ
由
リ
信
仰
ス
ル
所
ノ
モ

ノ
ナ
リ
、
宗
教
ノ
心
事
物
ニ
顯
ハ
レ
金
石
ヲ
拝
シ
偶
像
ヲ
祀
リ
、
又
ハ
無
形
ノ
モ
ノ
ヲ
想
像
信
用
シ
テ
礼
拝
ス
ル
カ
如
キ
、
即
之
ヲ
宗
教
心
ノ
外
面
ニ
現
ハ

レ
タ
ル
法
式
（
モ
ー
ド
、
オ
フ
、
レ
リ
ジ
ャ
ス
、
マ
ニ
ヘ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）
即
チ
宗
門
ト
ス
、
各
宗
教
ノ
流
派
ハ
此
ノ
法
式
ヲ
同
ク
セ
サ
ル
ヨ
リ
、
各
門
互

ニ
己
ノ
信
ス
ル
所
ヲ
以
テ
他
ヲ
排
シ
、
己
ノ
宗
門
ヲ
以
テ
独
リ
其
正
ヲ
得
タ
リ
ト
為
ス
モ
中
立
ノ
者
ヨ
リ
見
レ
ハ
孰
レ
カ
果
シ
テ
是
ナ
ル
ヤ
、
殆
ン
ド
判
知

シ
難
キ
モ
ノ
ナ
リ
、
年
長
シ
テ
人
各
自
ラ
信
ス
ル
所
ノ
宗
門
ニ
赴
ク
ハ
措
テ
問
ハ
サ
ル
モ
、
学
校
ニ
於
テ
教
育
ヲ
受
ク
ル
者
即
チ
齡
丁
年
ニ
至
ラ
ス
思
想
モ

亦
独
立
セ
サ
ル
者
ヲ
駆
リ
テ
宗
門
ニ
引
込
メ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
不
法
ノ
甚
キ
モ
ノ
ナ
リ
二
三

。 

 

森
は
「
宗
教
」
や
「
宗
門
」
、「
宗
教
ノ
流
派
」
＝
「
宗
派
」
を
明
確
に
区
別
す
る
構
造
的
な
宗
教
観
を
も
っ
て
い
る
。
森
の
定
義
す
る
「
宗
教
」
と
は
、
人
間

で
あ
れ
ば
例
外
な
く
あ
ら
ゆ
る
人
が
有
す
る
「
天
性
」
の
も
の
で
あ
り
、
端
的
に
言
え
ば
人
間
の
「
心
」、
即
ち
「
知
識
」
で
は
な
く
「
感
覚
」
に
従
っ
て
特
定
の

対
象
を
「
信
仰
」
す
る
「
心
」
の
働
き
一
般
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
森
は
、「
人
は
天
然
に
宗
教
心
あ
り
、
或
心
を
名
つ
け
て
良
心
と
云
ふ
」
二
四

と
述
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べ
、
「
宗
教
ト
云
フ
文
字
ハ
或
ハ
分
明
ナ
ラ
ズ
ト
雖
モ
之
ヲ
信
仰
又
ハ
単
ニ
信
ト
云
フ
意
味
ナ
リ
ト
解
釈
ス
ベ
シ
」
二
五

と
説
明
し
、
生
来
人
間
に
備
わ
っ
た
「
良

心
」
の
機
能
と
し
て
何
ら
か
の
対
象
を
「
信
仰
」
乃
至
は
「
信
」
じ
る
こ
と
、
と
簡
単
に
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
宗
門
」
と
は
、
人
間
が
「
心
」
を

介
し
て
感
覚
的
に
「
信
」
じ
る
対
象
、
即
ち
「
金
石
」
や
「
偶
像
」、
人
間
の
想
像
に
よ
る
「
無
形
」
の
何
か
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
森
は
、「
宗
門
」
に
関
わ
る

他
の
具
体
例
と
し
て
、「
木
石
或
ハ
日
星
或
ハ
人
或
ハ
神
或
ハ
道
或
ハ
徳
」
や
二
六

、「
造
物
者
、
阿
弥
陀
、
日
、
月
、
偶
像
、
幣
帛
、
天
狗
、
狐
、
狸
ノ
類
又
ハ
古

人
ニ
シ
テ
神
仏
ト
称
セ
ラ
ル
ヽ
者
」
な
ど
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
森
は
「
宗
教
」
と
「
宗
派
」
の
区
別
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

先
ツ
宗
教
ト
宗
派
ト
ノ
区
別
ヨ
リ
話
ス
ベ
シ
、
宗
教
ト
云
フ
文
字
ハ
或
ハ
分
明
ナ
ラ
ズ
ト
雖
モ
之
ヲ
信
仰
又
ハ
単
ニ
信
ト
云
フ
意
味
ナ
リ
ト
解
釈
ス
ベ
シ
。

抑
宗
教
ノ
心
ハ
人
皆
之
ヲ
有
シ
之
ナ
キ
モ
ノ
ハ
人
間
ニ
非
ズ
ト
云
フ
テ
可
ナ
ル
程
ノ
モ
ノ
ナ
リ
。（
筆
者
中
略
）
夫
レ
宗
派
ハ
之
ヲ
大
別
セ
バ
耶
蘇
教
、
仏

教
、
回
々
教
等
ア
リ
、
之
ヲ
小
別
セ
バ
耶
蘇
教
ノ
内
ニ
モ
希
臘
教
、
新
教
、
舊
教
等
ア
リ
、
仏
門
ニ
モ
無
数
ノ
宗
派
ア
リ
、
尚
ホ
之
ヲ
細
別
セ
バ
数
多
ニ
シ

テ
殆
ン
ト
数
フ
可
ラ
ズ
、
而
テ
学
政
ノ
眼
中
ニ
ハ
斯
ノ
如
キ
大
小
ノ
区
別
ナ
ク
悉
ク
之
ヲ
宗
派
ト
ス
二
七

。 

 

森
は
「
宗
教
」
を
何
か
を
「
信
」
じ
る
「
心
」
と
し
、「
宗
門
」
を
個
人
の
「
心
」
の
帰
向
す
る
特
定
の
対
象
と
定
義
し
た
が
、「
宗
派
」
と
は
、
特
定
の
「
宗

門
」
を
「
信
」
じ
る
人
々
が
組
織
化
し
、
共
通
の
教
義
を
定
め
て
「
信
仰
」
が
体
系
化
さ
れ
た
具
体
的
な
団
体
組
織
、
即
ち
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
、
回
教
、
神
道

な
ど
を
意
味
し
て
い
る
。
森
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
が
「
信
」
の
対
象
と
す
る
「
宗
門
」
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
是
非
を
め
ぐ
り
互
い
に
対

立
し
、
相
互
に
争
う
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
価
値
判
断
の
基
準
や
軽
重
が
介
在
す
る
「
宗
門
」
に
よ
っ
て
異
な
る
以
上
、「
宗
派
」
は
必
然
的
に
論
争
的

と
な
る
「
性
質
」
を
有
す
る
と
も
主
張
し
、
価
値
に
対
す
る
中
立
性
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
教
育
の
場
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
「
宗
派
」
を
介
入
さ
せ

る
こ
と
に
は
「
弊
害
」
し
か
見
出
さ
れ
ず
、
到
底
相
応
し
く
な
い
と
述
べ
る
二
八

。
さ
ら
に
森
は
「
宗
教
心
の
自
由
ト
云
フ
者
子
弟
ニ
存
シ
」、「
仮
令
兒
童
等
ハ
未

タ
其
自
由
ノ
何
物
タ
ル
ヲ
知
ラ
ザ
ル
モ
其
心
ニ
存
ス
ル
所
ノ
自
由
ノ
元
素
ハ
学
政
之
ヲ
保
護
シ
テ
以
テ
天
然
ノ
発
達
ヲ
得
セ
シ
メ
ザ
ル
可
ラ
ズ
」
二
九

と
語
り
、
先

に
論
じ
た
「
文
明
国
家
」
の
公
教
育
の
遵
守
す
べ
き
要
件
と
し
て
、
公
権
力
が
個
人
の
良
心
の
自
由
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
当
然

に
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
に
類
す
る
も
の
と
し
て
森
が
指
摘
し
た
も
の
が
公
教
育
に
お
け
る
政
治
思
想
と
「
政

党
」
の
取
扱
い
で
あ
っ
た
。 

 

政
党
ハ
宗
派
ト
粗
其
趣
ヲ
同
フ
ス
、
凡
ソ
国
民
ニ
シ
テ
其
国
ヲ
忘
ル
ヽ
ト
キ
ハ
国
民
タ
ル
ノ
価
値
ナ
シ
、
故
ニ
国
ヲ
思
フ
心
ノ
深
淺
ハ
直
チ
ニ
国
民
タ
ル
価

値
ノ
高
低
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
、
恰
カ
モ
宗
教
心
ノ
深
淺
ヲ
以
テ
其
人
ノ
受
ク
ベ
キ
尊
敬
ノ
度
ヲ
上
下
ス
ル
カ
如
シ
、
サ
レ
バ
学
校
ニ
於
テ
ハ
国
ヲ
思
フ
心
ハ
深

ク
養
成
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ
ト
雖
モ
、
政
党
ハ
之
ヲ
禁
セ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
コ
ト
尚
宗
派
ヲ
学
校
ニ
入
ル
ヲ
許
ス
可
ラ
ザ
ル
ガ
如
シ
、
抑
政
党
ト
ハ
政
治
ノ
行
方
ニ

付
或
種
類
ノ
企
望
ヲ
達
セ
ン
ガ
為
メ
数
人
結
合
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
是
レ
丁
年
以
上
ノ
者
ニ
ハ
可
ナ
ル
ベ
キ
モ
丁
年
未
満
ノ
者
ニ
ハ
不
可
ナ
リ
、
殊
ニ
学
校
ノ

教
育
ニ
ハ
厳
ク
禁
ス
ベ
キ
事
ナ
リ
、
何
ト
ナ
レ
バ
時
ノ
政
治
ニ
ハ
未
タ
関
係
ス
ベ
キ
権
利
モ
無
キ
身
分
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
政
治
ノ
行
方
ニ
付
何
ノ
企
望
ヲ
モ
起

ス
ベ
キ
理
ナ
シ
、
教
員
モ
亦
之
ヲ
起
サ
シ
ム
ル
様
誘
導
ス
ベ
キ
職
掌
ヲ
有
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ラ
ズ
、
又
教
員
自
身
ハ
大
切
ナ
ル
人
ノ
子
弟
ヲ
引
受
ケ
テ
教
育

ノ
責
任
ヲ
負
フ
者
ナ
レ
バ
、
教
育
事
業
ニ
属
セ
ザ
ル
事
業
ニ
心
志
ヲ
動
カ
シ
得
ベ
キ
余
暇
ヲ
有
ス
ル
理
ナ
シ
、
又
生
徒
ノ
政
治
思
想
ノ
天
然
発
達
ヲ
妨
害
ス

ル
恐
ア
ル
政
党
ニ
近
ク
ベ
キ
モ
ノ
ニ
非
ラ
ズ
三
〇

。 

 

森
は
政
治
思
想
と
公
教
育
の
関
係
に
つ
い
て
、
宗
教
の
場
合
と
全
く
同
一
の
論
理
構
造
を
以
て
説
明
し
て
い
る
。
森
は
、
国
民
が
国
家
を
「
思
フ
心
」
は
重
要
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で
あ
り
、
国
家
を
「
本
尊
」
と
す
る
こ
と
を
忘
れ
た
国
民
は
国
民
と
し
て
の
「
価
値
」
そ
の
も
の
を
有
さ
な
い
と
述
べ
、
従
っ
て
国
民
に
お
け
る
国
家
意
識
の
高

ま
り
は
必
然
的
に
政
治
思
想
を
生
む
と
す
る
。
し
か
し
、「
宗
派
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
個
人
が
価
値
を
見
出
す
政
治
上
の
「
門
」、
即
ち
特
定
の
政
治
的

な
「
企
望
」
や
「
意
向
」
、
主
義
主
張
や
理
念
を
介
し
、
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
に
一
つ
の
「
政
党
」
が
組
織
さ
れ
る
以
上
、
価
値
の
中
立
性
を
保
障
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
公
教
育
の
場
に
お
い
て
「
政
党
ハ
之
ヲ
禁
セ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
コ
ト
尚
宗
派
ヲ
学
校
ニ
入
ル
ヲ
許
ス
可
ラ
ザ
ル
ガ
如
シ
」
と
森
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
森
は
「
教
育
」
に
携
わ
る
教
員
に
関
し
て
、
「
宗
派
」
で
あ
れ
「
政
党
」
で
あ
れ
、「
其
選
択
ハ
各
人
ノ
自
由
ニ
存
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
教
員
其
人
ニ
於

テ
ハ
何
ニ
帰
向
ス
ル
モ
国
家
ニ
害
ナ
キ
以
上
ハ
固
ヨ
リ
随
意
」
三
一

で
あ
る
と
し
た
上
で
、
公
教
育
の
場
に
お
い
て
教
員
が
特
定
の
宗
教
的
、
政
治
的
価
値
を
語
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、「
是
大
切
ナ
ル
人
ノ
子
弟
ヲ
駆
リ
テ
己
ノ
政
党
ニ
色
染
セ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
、
思
想
ノ
未
タ
定
ラ
サ
ル
ニ
乗
シ
テ
之
ヲ
某
色
ニ
染
上
ク
ル
ハ
其

何
色
タ
ル
ヲ
問
ハ
ス
甚
タ
不
可
ナ
リ
、
若
シ
斯
ク
不
親
切
ナ
ル
教
員
ア
ラ
ン
ニ
ハ
直
チ
ニ
免
職
シ
テ
可
ナ
リ
」
三
二

と
し
、
公
権
力
が
個
人
の
良
心
の
自
由
を
保
障

す
る
と
い
う
「
文
明
国
家
」
の
要
件
と
の
関
係
に
お
い
て
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。 

以
上
の
「
宗
派
」
や
「
政
党
」
に
加
え
、
森
は
「
哲
学
に
も
倚
ら
ず
」
と
語
り
、
公
空
間
か
ら
「
哲
学
」
を
も
排
除
す
る
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、

「
哲
学
」
に
関
し
て
も
「
宗
派
」
や
「
政
党
」
の
場
合
と
全
く
同
一
の
観
点
か
ら
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
哲
学
」
の
場
合
に
お
い
て
も
、
人
間

は
特
定
の
価
値
に
お
け
る
是
非
、
或
い
は
探
求
さ
れ
る
真
理
や
学
説
と
い
っ
た
「
哲
学
」
に
お
け
る
何
ら
か
の
「
門
」
を
通
じ
て
一
つ
の
「
学
派
」
を
形
成
す
る

が
、
森
が
「
何
人
の
説
を
取
る
と
も
其
反
対
者
の
駁
議
を
免
」
れ
ず
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
何
を
「
門
」
と
す
る
の
か
に
よ
っ
て
論
争
的
と
な
り
、
必
ず
対

立
が
生
じ
る
た
め
、
価
値
の
相
対
的
中
立
性
が
保
障
さ
れ
ず
、
公
教
育
の
場
に
は
相
応
し
く
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

森
の
公
空
間
と
価
値
に
関
す
る
見
方
を
踏
ま
え
れ
ば
、
森
が
明
治
十
年
代
に
お
け
る
「
儒
教
主
義
」
を
「
宗
教
」
と
見
做
し
、
公
教
育
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し

た
理
由
も
明
ら
か
に
な
る
。
森
の
定
義
に
依
拠
す
れ
ば
、「
儒
教
」
と
は
古
代
の
聖
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
設
定
し
た
人
間
の
踏
み
行
う
べ
き
「
道
」
や
、
人
間
と

し
て
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
備
え
る
べ
き
「
徳
」
と
い
っ
た
特
定
の
「
門
」
を
「
信
仰
」
す
る
こ
と
で
生
じ
た
一
つ
「
宗
派
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
価
値
観

や
生
き
方
を
重
ん
じ
て
実
践
す
る
こ
と
を
「
儒
教
主
義
」
と
捉
え
た
結
果
、
公
教
育
か
ら
排
除
す
べ
き
対
象
で
あ
る
と
森
は
結
論
し
た
の
で
あ
る
。 

森
は
宗
教
や
政
治
思
想
、
哲
学
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
国
民
が
各
人
の
「
心
」
に
従
っ
て
何
を
「
門
」
と
し
て
選
択
し
、
宗
教
的
、
政
治

的
、
哲
学
的
に
ど
の
よ
う
な
「
宗
派
」
や
「
政
党
」
、
「
学
派
」
に
帰
属
す
る
の
か
は
、
国
家
と
い
う
公
に
と
っ
て
「
害
」
と
な
ら
な
い
以
上
、
そ
れ
ら
は
私
的
な

も
の
と
し
て
各
人
の
「
随
意
」
に
委
ね
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
森
が
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
公
教
育
と
い
う
公
空
間
の
中
に
「
宗
派
」
や
「
政
党
」、「
学

派
」
と
い
っ
た
私
的
な
価
値
を
介
在
さ
せ
、
個
人
や
私
の
領
域
に
留
め
る
べ
き
も
の
を
全
体
化
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
に
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、「
外
か
ら
見
ら

れ
た
日
本
」
と
い
う
視
点
に
立
ち
、
公
権
力
が
公
教
育
に
お
け
る
個
人
の
良
心
の
自
由
を
保
障
す
る
と
い
う
「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
要
件
を
遵
守
す
る
こ
と
で
、

日
本
の
国
際
的
、
対
外
的
な
「
国
信
」
を
守
り
、
外
国
か
ら
「
尊
信
敬
重
」
さ
れ
る
国
家
を
築
こ
う
と
す
る
森
の
問
題
意
識
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。 

 

三
．
教
員
の
「
薫
陶
」
と
「
倫
理
科
」
に
よ
る
徳
育
論 

森
は
「
学
問
」
と
「
教
育
」
を
明
確
に
区
別
し
た
上
で
、「
教
育
ト
ハ
他
人
ノ
誘
導
ニ
由
リ
智
育
徳
育
体
育
ヲ
施
ス
モ
ノ
」
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
し
か
し
、
森

は
価
値
に
関
わ
る
一
切
を
公
教
育
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
立
場
に
あ
り
、
森
自
身
も
演
説
の
中
で
「
宗
派
ハ
学
校
ニ
入
ル
可
ラ
ス
ト
セ
バ
道
徳
ノ
教
育
ハ
如
何
ン

セ
ン
ト
疑
問
ヲ
為
ス
人
モ
ア
ラ
ン
」
三
三

と
述
べ
、
価
値
を
排
除
し
た
状
態
で
「
徳
育
」
を
い
か
に
し
て
行
う
の
か
と
い
う
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。
森
は
こ
の
よ

う
な
問
題
に
対
し
て
、
教
員
に
よ
る
子
ど
も
の
「
薫
陶
」
や
「
倫
理
科
」
の
設
置
と
い
う
方
法
に
よ
る
代
替
を
試
み
た
。 

森
は
「
儒
教
主
義
」
を
「
宗
教
」
と
見
做
し
、
公
教
育
に
介
入
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
が
、
そ
の
「
儒
教
主
義
」
の
実
践
の
場
で
あ
っ
た
修

身
科
に
つ
い
て
も
、「
教
育
」
に
お
け
る
「
虚
用
ニ
陥
リ
タ
ル
例
」
で
あ
る
と
批
判
す
る
三
四

。
森
に
よ
れ
ば
、
修
身
と
は
、「
兒
童
ノ
徳
性
ヲ
養
成
ス
ル
ヲ
以
テ
目
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的
ト
ス
ル
モ
ノ
」
三
五

で
あ
り
、
子
ど
も
の
「
徳
性
」
の
養
成
に
は
、
理
解
し
難
い
「
理
窟
ハ
無
用
」
で
あ
り
、「
兒
童
ニ
解
シ
得
ヘ
キ
近
易
ノ
事
柄
」
三
六

や
、
子
ど

も
と
直
接
に
対
面
す
る
教
員
と
い
う
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
＝
「
儀
範
」
に
よ
る
日
常
的
な
「
言
行
」
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
三
七

。
森
は
小
学
校
に
お
け
る
修
身
科

の
問
題
や
そ
の
教
科
書
の
欠
陥
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 
兒
童
の
発
育
の
度
合
如
何
を
弁
へ
す
、
徒
ら
に
古
人
言
行
の
漠
然
と
し
て
六
ケ
敷
こ
と
を
授
る
は
甚
不
可
な
る
こ
と
は
勿
論
、
中
に
は
頗
る
穿
ち
過
ぎ
た
る

こ
と
あ
り
て
小
学
生
徒
の
脳
力
に
は
迚
も
解
し
得
へ
か
ら
さ
る
こ
と
あ
り
、
否
こ
れ
を
解
し
得
る
も
啻
に
修
身
の
教
と
な
す
べ
か
ら
さ
る
の
み
な
ら
ず
、
却

て
之
を
傷
害
す
る
も
の
な
き
を
免
れ
ず
、
世
間
往
々
論
語
な
と
を
用
ゐ
る
も
の
あ
り
、
該
書
の
如
き
は
修
身
書
と
言
は
ん
よ
り
は
寧
ろ
政
事
書
と
言
ふ
の
穏

当
な
る
に
如
か
さ
る
に
似
た
り
、
尤
も
さ
す
が
孔
子
の
言
行
を
綴
り
た
る
も
の
な
れ
ば
修
身
の
模
範
と
な
る
こ
と
亦
尠
し
と
せ
ざ
れ
と
も
、
其
言
た
る
多
く

は
當
時
の
形
勢
に
応
じ
又
は
其
弟
子
の
人
と
な
り
如
何
を
察
し
説
述
せ
し
も
の
な
れ
ば
、
之
を
兒
童
に
授
く
る
に
は
其
性
質
如
何
に
よ
り
須
ら
く
注
意
斟
酌

を
な
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
要
す
る
に
今
日
の
修
身
科
書
は
総
て
瑕
瑾
な
き
を
免
か
れ
ざ
る
を
以
て
教
員
の
注
意
最
も
緊
要
な
り
三
八

。 

 

森
は
小
学
校
の
修
身
科
に
お
い
て
利
用
さ
れ
て
い
る
「
論
語
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
時
代
に
合
わ
ず
、
漠
然
と
し
て
解
し
難
い
古
人
の

言
行
を
教
え
る
も
の
や
、
特
定
の
弟
子
を
観
察
し
て
一
定
の
考
え
方
を
古
人
が
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
物
の
見
方
や
考
え
方
が
「
穿
ち
過
ぎ
」
て
お
り
中
立
的

で
は
な
い
な
ど
、
全
て
の
「
修
身
科
書
」
に
は
必
ず
欠
点
が
あ
り
、
そ
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
教
員
は
充
分
な
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。 

森
は
、
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
四
月
に
布
告
し
た
「
小
学
校
令
」
第
十
二
条
に
基
づ
き
、
五
月
二
十
五
日
に
文
部
省
令
第
八
号
「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程

度
」
を
定
め
、
そ
の
第
十
条
と
し
て
「
修
身
」
の
学
科
の
要
領
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
小
学
校
ニ
於
テ
ハ
内
外
古
今
人
士
ノ
善
良
ノ

言
行
ニ
就
キ
兒
童
ニ
適
切
ニ
シ
テ
且
理
会
シ
易
キ
簡
易
ナ
ル
事
柄
ヲ
談
話
シ
日
常
ノ
作
法
ヲ
教
へ
教
員
身
自
ラ
言
行
ノ
模
範
ト
ナ
リ
兒
童
ヲ
シ
テ
善
ク
之
ニ
習
ハ

シ
ム
ル
ヲ
以
テ
専
要
ト
ス
」
三
九

と
定
め
ら
れ
、
簡
単
で
子
ど
も
の
理
解
し
易
い
事
柄
を
教
員
が
「
談
話
」
す
る
こ
と
や
、
教
員
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
「
模
範
」

と
し
て
子
ど
も
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
徳
育
と
す
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
森
は
同
年
五
月
に
「
教
科
用
図
書
検
定
條
例
」
を
定
め
、
小
学
校
、
師
範

学
校
、
中
学
校
の
教
科
用
図
書
に
関
し
て
は
、
そ
の
採
択
に
際
し
て
「
教
科
用
図
書
ノ
編
輯
局
」
の
調
査
を
踏
ま
え
、「
検
査
委
員
」
の
「
検
定
」
を
経
た
上
で
是

非
を
判
定
し
、「
免
許
證
」
を
発
行
す
る
と
い
う
検
定
制
度
を
設
け
て
い
る
四
〇

。
し
か
し
森
は
、
翌
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
五
月
十
四
日
付
で
「
小
学
校
ノ
修

身
（
筆
者
中
略
）
ニ
ハ
教
科
用
図
書
ヲ
用
ヒ
サ
ル
コ
ト
ニ
内
定
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
該
図
書
ハ
之
ヲ
採
定
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
四
一

と
定
め
、
修
身
科
に
お
け
る
教
科
書
の
使

用
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
。
さ
ら
に
は
、
尋
常
師
範
学
校
や
尋
常
中
学
校
に
関
す
る
「
学
科
」
の
規
程
に
お
い
て
も
、
修
身
科
を
廃
止
し
、
そ
の
代
替
と
し
て
「
倫

理
科
」
を
設
置
し
、「
人
倫
道
徳
ノ
要
旨
」
を
教
授
す
る
こ
と
に
定
め
る
四
二

な
ど
、「
儒
教
主
義
」
の
徳
育
や
、
そ
の
教
授
の
場
と
な
っ
て
い
た
修
身
科
を
公
教
育

か
ら
構
造
的
に
排
除
す
る
よ
う
な
制
度
設
計
を
一
貫
し
て
推
進
し
て
い
る
。 

価
値
を
以
て
公
教
育
に
お
け
る
徳
育
を
実
施
し
な
い
代
わ
り
に
、
森
が
代
替
案
と
し
た
方
法
が
、
第
一
に
教
員
と
い
う
「
模
範
」
や
「
儀
範
」
と
い
う
ロ
ー
ル

モ
デ
ル
に
よ
る
「
言
行
」
を
通
じ
て
子
ど
も
の
徳
育
を
行
い
、
第
二
に
価
値
に
対
す
る
相
対
的
な
中
立
性
が
保
障
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
「
常
識
的
倫
理
」

四
三

や
「
世
間
普
通
の
道
徳
」
四
四

を
教
授
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
し
て
の
教
員
を
介
し
た
子
ど
も
徳
育
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
、

森
は
「
薫
陶
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
。 

 

読
書
算
等
は
人
間
処
世
上
ニ
肝
用
ナ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ド
モ
畢
竟
芸
術
ニ
過
キ
ス
、
教
育
ト
ハ
元
来
幼
年
未
タ
事
物
ヲ
判
断
ス
ル
ノ
能
力
ナ
キ
モ
ノ
ヲ
シ
テ
教
師

等
ノ
薫
陶
ニ
由
リ
テ
善
良
ナ
ル
臣
民
ニ
成
長
セ
シ
ム
ル
ノ
謂
ナ
リ
、
已
ニ
薫
陶
ト
云
ヘ
ハ
主
ト
シ
テ
其
人
物
ヲ
正
確
ニ
ス
ル
事
ナ
ル
ヲ
知
ル
ヘ
シ
、
人
物
正
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確
ニ
シ
テ
芸
能
ア
レ
ハ
其
人
世
ニ
益
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
、
若
シ
芸
能
少
ナ
キ
モ
世
ニ
害
ヲ
為
ス
コ
ト
無
カ
ル
ヘ
シ
、
之
ニ
反
シ
テ
人
物
正
確
ナ
ラ
ス
徒
ニ
芸

能
ア
ル
者
ハ
世
ニ
害
ヲ
為
ス
コ
ト
多
シ
、
然
レ
ハ
教
育
ハ
人
物
ヲ
主
ト
シ
芸
能
ヲ
従
ト
シ
、
而
テ
之
ヲ
行
フ
ニ
ハ
専
ハ
ラ
薫
陶
ノ
力
ニ
由
ル
ヲ
以
テ
教
育
ト

ハ
即
チ
薫
陶
ナ
リ
ト
言
テ
可
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
四
五

。 

 
森
は
「
人
物
」
を
「
正
確
」
に
し
て
「
善
良
ナ
ル
臣
民
」
＝
「
国
家
ノ
良
民
」
を
養
成
す
る
た
め
の
鍵
は
教
員
の
「
薫
陶
」
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に

森
は
「
善
良
ナ
ル
臣
民
ヲ
養
成
ス
ル
ニ
ハ
如
何
ニ
ス
ヘ
キ
ヤ
、
教
員
身
自
ラ
兒
童
ノ
模
範
ト
ナ
リ
己
ノ
言
行
ヲ
以
テ
之
ヲ
徳
化
ス
ル
ノ
ミ
、
即
チ
薫
陶
ト
云
フ
コ

ト
ナ
リ
、
結
局
教
育
ト
薫
陶
ト
ハ
異
字
同
義
ナ
ル
コ
ト
ヽ
知
ル
ヘ
シ
」
四
六

と
述
べ
、
子
ど
も
の
「
模
範
」
と
な
る
教
員
自
身
に
よ
る
「
言
行
」
を
通
し
た
「
徳
化
」

こ
そ
が
「
薫
陶
」
＝
「
教
育
」
の
本
質
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
従
っ
て
、
子
ど
も
の
「
人
物
」
と
は
、「
教
員
自
ラ
善
キ
行
ヲ
ナ
シ
其
行
ノ
光
ニ
テ
薫
陶
サ
ル
ヽ
モ

ノ
」
四
七

で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
教
員
と
は
「
人
物
正
確
ニ
シ
テ
能
ク
人
ヲ
薫
陶
ス
ル
ノ
力
ナ
カ
ル
可
ラ
ス
」
四
八

と
さ
れ
、
優
れ
た
「
人
物
」
と
し
て
の
教

員
を
養
成
す
る
こ
と
が
、
普
通
教
育
の
成
否
に
関
わ
る
決
定
的
要
因
と
な
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。「
教
育
ノ
源
」
四
九

と
し
て
、
森
が
優
れ
た
教
員
の
養
成
を
何

よ
り
も
重
ん
じ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
森
は
公
教
育
に
お
い
て
、
特
定
の
価
値
を
用
い
て
徳
育
を
実
施
せ
ず
と
も
、
教
員
養
成
を
通
じ
て
優
れ
た
「
人
物
」

を
育
成
し
、
そ
の
言
行
の
「
光
」
に
よ
る
「
薫
陶
」
を
行
え
ば
、
子
ど
も
の
「
徳
化
」
と
い
う
課
題
に
は
い
か
な
る
問
題
も
生
じ
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
普
通
教
育
ノ
本
源
タ
ル
師
範
教
育
」
五
〇

の
役
割
と
意
義
に
つ
い
て
、
森
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

師
範
学
校
ニ
シ
テ
其
生
徒
ヲ
教
養
シ
完
全
ナ
ル
結
果
ヲ
得
ハ
普
通
教
育
ノ
事
業
ハ
既
ニ
十
分
ノ
九
ヲ
了
シ
タ
リ
ト
云
フ
ヘ
キ
ナ
リ
、
否
之
ヲ
十
分
成
シ
得
タ

リ
ト
云
フ
モ
可
ナ
ラ
ン
、
如
何
ト
ナ
レ
ハ
、
若
シ
学
校
ニ
シ
テ
教
員
其
人
ヲ
得
サ
レ
ハ
、
縦
令
資
金
饒
カ
ナ
リ
ト
雖
モ
器
具
備
ハ
ル
ト
雖
普
通
教
育
決
シ
テ

其
功
ヲ
奏
ス
ル
ヲ
得
ス
、
普
通
教
育
其
功
ヲ
奏
ス
ル
ハ
、
教
員
其
人
ヲ
得
ル
ニ
在
ル
ノ
ミ
五
一

。 

 

森
は
「
普
通
教
育
」
の
是
非
に
つ
い
て
、
投
じ
ら
れ
る
資
金
や
設
備
の
問
題
で
は
な
く
、
師
範
学
校
に
お
い
て
育
成
さ
れ
る
「
教
員
其
人
」
の
結
果
如
何
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
る
と
す
る
。
従
っ
て
森
は
、「
若
シ
教
員
ノ
人
物
正
確
ナ
ラ
ス
シ
テ
其
言
行
凡
俗
ナ
ル
ト
キ
ハ
之
カ
誘
導
ヲ
受
ケ
タ
ル
兒
童
亦
如
何
ニ
シ
テ
正
確
有

用
ノ
人
物
ト
ナ
ル
ヲ
得
ヘ
ケ
ン
ヤ
」
五
二

と
し
、「
普
通
教
育
」
が
「
巧
ヲ
奏
ス
ル
」
た
め
に
は
、「
教
員
其
人
」
を
い
か
に
し
て
育
成
す
る
の
か
が
問
わ
れ
る
と
し

て
い
る
。
森
は
「
薫
陶
」
の
力
に
秀
で
た
教
員
を
「
良
教
員
」
と
定
義
し
て
い
る
。 

 

人
物
ハ
教
員
自
カ
ラ
善
キ
行
ヲ
ナ
シ
其
行
ノ
光
ニ
テ
薫
陶
サ
ル
ヽ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
、
今
ノ
教
員
タ
ル
人
ハ
学
問
ハ
即
チ
技
芸
ナ
リ
ト
心
得
、
人
物
ノ
如
何
ニ
ハ

差
シ
テ
頓
着
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
歴
史
ナ
リ
化
学
ナ
リ
ヲ
教
フ
レ
ハ
其
人
教
員
ナ
リ
ト
心
得
ル
モ
ノ
多
シ
、
成
程
ソ
レ
モ
教
員
ハ
教
員
ナ
レ
ト
モ
文
部
省
ノ
所

謂
良
教
員
ニ
ハ
ア
ラ
ス
、
教
員
ハ
生
徒
ノ
気
質
ヲ
薫
陶
セ
サ
レ
ハ
良
教
員
ニ
ハ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
五
三

。 

 

森
が
師
範
学
校
制
度
を
改
革
し
て
「
志
願
制
」
で
は
な
く
、
郡
長
や
区
長
と
い
っ
た
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
子
ど
も
の
「
推
薦
制
」
を
採
用
し
た
意
図
も
、

師
範
学
校
に
入
学
す
る
子
ど
も
の
学
力
よ
り
も
、
そ
の
「
人
物
」
如
何
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
森
の
考
え
方
に
お
い
て
は
、
ど
れ
ほ
ど
学
力

や
技
術
に
秀
で
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
「
人
物
」
が
優
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
世
の
中
に
対
し
て
「
益
」
で
は
な
く
「
害
」
し
か
も
た
ら
さ

な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

ま
た
森
は
、
無
論
教
員
を
育
成
す
る
上
で
も
、
価
値
を
以
て
「
人
物
」
の
「
徳
化
」
を
行
う
の
で
は
な
く
、
身
体
の
鍛
錬
に
よ
る
精
神
陶
冶
と
い
う
方
法
を
採
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用
す
る
。
森
は
「
教
育
ノ
要
」
を
「
三
元
一
体
」
と
し
て
の
「
智
育
、
徳
義
、
身
体
」
の
「
耕
養
発
達
」
と
「
和
合
」
に
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
中
で
「
現
今

我
国
人
ノ
最
欠
ク
所
ノ
者
」
を
「
身
体
ノ
能
力
」
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
五
四

。
森
は
「
身
体
」
と
人
間
の
「
気
質
」
の
関
係
に
つ
い
て
、「
身
体
強
健
ナ
レ
ハ
則
精

神
亦
自
ラ
発
達
シ
テ
怠
弛
セ
サ
ル
ナ
リ
、
又
之
ヲ
鍛
錬
ス
ル
気
質
ヲ
鍛
錬
ス
ル
為
メ
ニ
不
可
欠
之
一
事
ナ
リ
」
五
五

と
説
明
す
る
。
ま
た
「
身
体
」
を
「
鍛
錬
」
す

る
意
義
に
つ
い
て
、「
人
心
ヲ
着
実
ニ
シ
風
俗
ヲ
敦
厚
」
に
す
る
効
能
ば
か
り
で
な
く
、「
一
人
一
己
ノ
体
育
健
強
ヲ
保
ツ
ハ
即
全
国
富
強
ヲ
致
ス
ノ
大
基
礎
」
五
六

で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

「
身
体
」
の
「
鍛
錬
」
を
人
間
の
「
精
神
」
の
涵
養
や
、
集
団
の
「
風
俗
」
の
改
善
、「
全
国
富
強
」
の
源
泉
と
捉
え
る
森
は
、「
強
迫
体
操
ヲ
兵
式
ニ
取
リ
、

成
リ
丈
普
ク
之
ヲ
行
フ
ヲ
最
良
ト
為
」
五
七

と
述
べ
、
教
育
の
場
に
お
け
る
身
体
に
対
す
る
「
鍛
錬
法
」
五
八

の
必
要
性
を
訴
え
た
。
こ
の
よ
う
な
森
の
「
鍛
錬
法
」

は
、「
普
通
教
育
」
に
お
け
る
「
兵
式
体
操
」
や
「
旗
取
競
争
」
五
九

、「
学
校
ト
学
校
ト
ノ
競
争
運
動
」
六
〇

な
ど
の
形
に
お
い
て
具
体
化
し
、
ま
た
師
範
学
校
に
お

い
て
も
、
教
員
に
不
可
欠
と
さ
れ
た
「
順
良
信
愛
威
重
」
と
い
う
「
三
気
質
」
を
養
成
す
る
「
幇
助
」
乃
至
は
「
道
具
」
六
一

と
し
て
「
兵
式
体
操
」
を
導
入
し
て

い
る
。
師
範
学
校
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
鍛
錬
法
」
の
他
に
、「
教
室
外
ノ
教
育
」
六
二

と
し
て
「
学
校
外
ニ
在
リ
テ
日
ニ
己
ガ
身
ニ
為
ス
コ
ト
」
六
三

、
即
ち

「
坐
作
、
進
退
、
衣
食
、
起
臥
其
他
総
て
の
事
に
関
す
る
も
の
」
六
四

を
通
し
て
「
規
律
を
体
す
る
こ
と
」
六
五

が
求
め
ら
れ
た
。
森
は
こ
の
よ
う
な
「
身
体
」
の
「
鍛

錬
」
を
通
じ
て
優
れ
た
「
人
物
」
と
な
っ
た
教
員
が
「
模
範
」
と
な
り
、
そ
の
「
言
行
」
の
「
光
」
に
よ
っ
て
子
ど
も
を
「
薫
陶
」
＝
「
教
育
」
す
る
こ
と
を
公

教
育
に
お
け
る
「
徳
化
」
＝
「
人
物
」
養
成
の
核
心
と
位
置
付
け
、
価
値
を
以
て
徳
育
を
教
授
す
る
こ
と
に
代
替
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
後
者
の
代
替
案
は
森
が
尋
常
中
学
校
や
尋
常
師
範
学
校
の
修
身
科
を
廃
止
し
た
上
で
新
た
に
設
置
し
た
「
倫
理
科
」
に
お
い
て
模
索
さ
れ
て
い
る
。
森

は
公
教
育
に
相
応
し
い
徳
育
の
形
に
つ
い
て
、
「
夫
レ
学
校
ニ
於
テ
施
ス
道
徳
ノ
教
育
ト
ハ
人
ト
人
ト
ノ
関
係
ヲ
規
定
シ
テ
言
行
ヲ
其
規
定
ニ
則
ト
ラ
シ
ム
ル
モ

ノ
ヲ
云
フ
ナ
リ
、
即
チ
親
子
、
君
臣
、
夫
婦
、
兄
弟
、
朋
友
ト
云
フ
ガ
如
キ
関
係
ニ
付
キ
人
間
ノ
遵
行
セ
ザ
ル
可
ラ
ザ
ル
規
定
ヲ
教
フ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
主
張
し
、

価
値
の
相
対
的
中
立
性
を
保
障
し
た
上
で
、
誰
も
が
一
般
的
に
共
有
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
常
識
的
倫
理
」
や
、「
世
間
普
通
の
道
徳
」
を
教
授
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
「
倫
理
科
」
に
お
い
て
使
用
す
る
に
相
応
し
い
と
森
が
判
断
し
た
西
村
茂
樹
に
よ
る
「
日
本
道
徳
論
」
と
、
森

の
発
案
の
下
で
能
勢
栄
な
ど
の
手
に
よ
っ
て
文
飾
、
編
纂
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
る
「
倫
理
書
」
と
い
う
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
に
注
目
し
、
両
者
に
共
通
す
る
道
徳
を

考
え
る
上
で
の
思
考
様
式
の
側
面
の
み
に
限
定
し
て
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。 

西
村
は
「
日
本
道
徳
論
」
を
作
成
し
た
動
機
や
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

明
治
十
八
年
十
二
月
の
改
革
は
、
維
新
以
来
の
大
改
革
な
れ
ば
国
中
目
を
拭
ひ
て
新
政
を
観
、
余
も
亦
大
に
望
を
新
政
に
属
せ
り
、
然
る
に
伊
藤
内
閣
の
新

政
は
、
法
律
制
度
、
風
俗
礼
儀
一
々
是
を
欧
米
に
模
倣
し
、
専
ら
外
面
の
文
明
を
装
ひ
、
外
人
を
優
遇
し
、
舞
踏
会
、
仮
装
会
、
活
人
昼
会
等
其
他
外
国
の

遊
戯
を
行
ひ
、
務
め
て
其
歓
心
を
求
め
、
本
邦
古
来
国
家
の
根
礎
た
り
し
忠
孝
節
義
勇
武
廉
恥
等
の
精
神
は
棄
て
ゝ
顧
み
ざ
る
も
の
ゝ
如
し
、
其
登
用
す
る

所
の
官
吏
は
多
く
怜
悧
便
侫
の
人
に
し
て
質
樸
剛
毅
の
者
は
常
に
排
斥
せ
ら
る
（
筆
者
中
略
）
国
民
の
風
俗
益
々
軽
躁
浮
薄
に
流
る
ゝ
の
勢
あ
り
、
余
大
に

是
を
憂
ひ
、
十
九
年
十
二
月
十
四
日
大
学
の
講
義
室
に
於
て
公
衆
を
聚
め
て
三
日
間
の
独
り
演
説
を
為
し
、
以
て
人
心
を
警
め
た
り
、
明
年
（
二
十
年
）
春

其
演
説
の
草
稿
を
印
行
し
て
是
を
日
本
道
徳
論
と
名
け
、
大
臣
以
下
諸
知
人
に
贈
与
せ
り
六
六

。 

 

西
村
の
説
明
か
ら
、
本
書
は
外
国
か
ら
の
評
価
を
伺
い
、
表
層
的
な
西
洋
化
や
形
だ
け
の
文
明
開
化
に
流
れ
る
伊
藤
博
文
内
閣
の
下
に
お
け
る
国
内
状
況
や
、

「
軽
躁
浮
薄
」
に
流
れ
る
「
国
民
の
風
俗
」
の
現
状
を
憂
い
て
、
そ
れ
ら
を
「
警
め
」
る
た
め
に
西
村
が
行
っ
た
演
説
を
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
の
春
に
論

文
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
西
村
が
「
大
臣
以
下
知
人
に
贈
与
せ
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
日
本
道
徳
論
」
を
伊
藤
や
森
な
ど
に
寄
贈
し
た
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が
、
西
村
に
よ
れ
ば
、
伊
藤
は
本
書
が
「
新
政
を
誹
謗
し
、
政
事
の
進
路
を
阻
礙
す
る
者
」
で
あ
る
と
し
て
「
大
に
怒
り
」、
こ
れ
に
対
し
て
森
は
「
之
を
読
み
て

大
に
賛
成
の
意
を
表
し
、
是
を
文
部
省
に
出
し
検
定
を
受
け
て
中
学
以
上
の
教
科
参
考
書
と
為
す
べ
し
」
と
提
案
し
た
と
さ
れ
る
六
七

。
本
書
に
対
し
て
激
怒
し
た

伊
藤
は
森
に
対
し
て
「
頗
る
是
を
詰
問
」
し
た
が
、
森
は
本
書
の
た
め
に
懸
命
に
「
弁
解
」
し
、
さ
ら
に
は
執
筆
者
の
西
村
に
対
し
て
も
、「
書
中
の
数
條
を
摘
出
」

し
て
「
刪
除
」
す
れ
ば
、
改
め
て
本
書
を
編
纂
し
直
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
提
案
し
て
い
る
。
西
村
は
、
本
書
の
「
精
神
」
は
「
已
に
諸
公
の
忌
諱
に

触
れ
」
て
お
り
、
た
と
え
そ
の
一
部
を
「
改
刪
」
す
る
と
も
「
当
路
の
諸
公
」
の
「
意
に
協
ふ
」
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、「
改
刪
」
で
は
な
く
「
絶
版
」
に
す
る

と
主
張
す
る
と
、
森
は
「
敢
て
絶
板
す
る
を
要
せ
ず
、
其
語
弊
を
改
む
れ
は
精
神
は
是
れ
を
存
す
る
も
可
な
り
」
と
改
め
て
提
案
し
た
と
西
村
は
記
し
て
い
る
六
八

。 

森
が
西
村
の
「
日
本
道
徳
論
」
に
対
し
て
強
い
「
賛
成
の
意
」
を
表
し
、「
倫
理
科
」
に
お
け
る
「
教
科
参
考
書
」
に
す
る
に
相
応
し
い
と
判
断
し
て
い
た
理
由

や
、
政
府
批
判
の
書
と
見
做
し
て
激
怒
す
る
伊
藤
の
「
詰
問
」
に
対
し
て
「
弁
解
」
し
て
ま
で
残
そ
う
と
し
た
本
書
に
流
れ
る
「
精
神
」
と
は
何
か
。
森
が
評
価

し
た
「
日
本
道
徳
論
」
の
「
精
神
」
に
つ
い
て
、
本
稿
は
、
そ
の
内
容
か
ら
、
森
の
公
教
育
に
お
け
る
徳
育
を
構
想
す
る
思
考
様
式
と
共
通
す
る
視
点
が
本
書
の

中
に
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
即
ち
、
西
村
が
「
日
本
道
徳
論
」
に
お
い
て
、「
道
徳
ノ
基
本
」
に
つ
い
て
考
え
る
方
法
上
の
特

徴
と
、
価
値
に
対
す
る
相
対
的
中
立
性
を
保
障
し
た
上
で
行
わ
れ
る
道
徳
と
い
う
森
の
考
え
方
に
は
相
互
に
親
和
性
が
あ
る
の
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

「
道
徳
ノ
基
本
」
を
考
え
る
上
で
、
西
村
は
本
書
の
「
第
二
段
」
と
し
て
「
現
今
本
邦
ノ
道
徳
学
ハ
世
教
ニ
拠
ル
ベ
キ
カ
、
世
外
教
ニ
拠
ル
ベ
キ
カ
」
六
九

と
題

し
、
東
洋
の
「
儒
道
」
及
び
「
西
国
ノ
哲
学
」
か
ら
な
る
「
世
教
」
と
、
様
々
の
「
宗
教
」
か
ら
な
る
「
世
外
教
」
と
を
区
別
し
た
上
で
、「
世
外
教
」
を
「
道
徳

ノ
基
本
」
と
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。 

 

宗
教
ハ
同
教
相
嫉
ム
ノ
性
ア
ル
者
カ
、
仏
教
ハ
耶
蘇
教
ヲ
悪
ミ
、
耶
蘇
教
ハ
仏
教
ヲ
悪
ミ
、
互
ニ
敵
教
ヲ
亡
ボ
サ
ン
ト
ノ
志
望
絶
フ
ル
コ
ト
ナ
シ
（
筆
者
中

略
）
此
ノ
如
キ
教
法
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
基
本
ト
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
其
不
適
当
タ
ル
コ
ト
知
ル
ベ
キ
ナ
リ
七
〇

。 

 

「
宗
教
」
は
信
仰
や
教
義
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
互
い
に
「
嫉
」
み
合
い
、「
敵
教
」
を
「
亡
」
ぼ
そ
う
と
す
る
性
質
を
有
す
る
た
め
、「
世
外
教
」
を
「
道

徳
ノ
基
本
」
と
す
る
こ
と
は
「
不
適
当
」
で
あ
り
、
従
っ
て
西
村
は
「
世
外
教
ヲ
棄
テ
ゝ
世
教
ヲ
用
フ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
決
定
セ
リ
」
と
主
張
す
る
七
一

。
し
か
し
、「
道

徳
ノ
基
本
」
を
「
世
教
」
に
「
決
定
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
儒
道
」
と
「
西
国
ノ
哲
学
」
そ
の
も
の
に
依
拠
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
西
村
は
説
明
す
る
。 

 

凡
ソ
諸
教
ノ
中
ニ
テ
殊
ニ
完
全
ナ
ル
ハ
哲
学
ナ
リ
ト
聞
ク
、
然
ル
ニ
哲
学
ニ
モ
猶
不
適
当
ノ
処
ア
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
採
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
先
生
ノ
立
テ
ン
ト
欲

ス
ル
道
徳
ハ
何
ノ
教
義
ニ
依
拠
ス
ル
者
ナ
リ
ヤ
。
曰
ク
、
天
下
ノ
理
ハ
一
教
義
ヲ
以
テ
尽
ク
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ズ
、
教
義
ニ
種
々
ノ
学
派
ア
ル
ハ
、
道
理
ヲ
見

ル
ニ
種
々
ノ
方
法
ア
ル
ノ
徴
ナ
リ
、
然
ル
ヲ
其
中
ノ
一
個
ヲ
採
リ
テ
他
ノ
数
個
ヲ
棄
ツ
ル
ト
キ
ハ
、
天
下
ノ
道
理
ニ
遺
漏
ア
ル
者
多
カ
ル
ベ
シ
、
道
理
ニ
遺

漏
ア
ル
者
多
キ
ト
キ
ハ
之
ヲ
完
全
ノ
教
ト
言
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
其
完
全
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
バ
、
諸
教
ヲ
採
リ
テ
之
ヲ
集
成
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
故
ニ
余

ガ
道
徳
ノ
教
ノ
基
礎
ト
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
儒
教
ニ
非
ズ
、
哲
学
ニ
非
ズ
、
況
シ
テ
仏
教
ト
耶
蘇
教
ト
ニ
非
ザ
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
亦
儒
道
ヲ
離
レ
ズ
、

哲
学
ヲ
離
レ
ズ
、
仏
教
耶
蘇
教
ノ
中
ヨ
リ
モ
亦
之
ヲ
採
ル
コ
ト
ア
リ
七
二

。 

 

西
村
の
「
道
徳
ノ
基
本
」
に
対
す
る
思
考
様
式
は
、「
儒
道
」
と
「
哲
学
」
を
中
心
と
し
た
「
世
教
」
を
主
軸
と
し
て
「
一
定
ノ
主
義
」
七
三

を
設
け
、「
世
外
教
」

を
含
め
た
「
諸
教
ヲ
採
リ
テ
之
ヲ
集
成
」
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
一
定
ノ
主
義
」
に
つ
い
て
、
西
村
は
「
天
地
ノ
真
理
」
七
四

と
言
い
換
え
て
も
い

る
。
「
天
地
ノ
真
理
」
と
は
「
三
千
年
来
ノ
哲
学
モ
、
五
千
余
巻
ノ
仏
経
モ
其
上
ニ
出
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
」、
ま
た
「
宗
門
モ
ナ
ク
学
派
モ
ナ
ク
、
世
界
万
国
何
レ
ノ
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地
ニ
モ
行
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
処
」
の
存
在
し
な
い
「
誠
」
の
「
原
理
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
儒
道
」
と
「
哲
学
」
に
共
通
す
る
「
精
粋
」

と
「
精
神
」
を
抽
出
し
、
相
互
に
一
致
す
る
部
分
を
一
般
化
可
能
な
「
主
義
」
と
し
て
定
め
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
見
出
さ
れ
た
「
一
定

ノ
主
義
」
に
依
拠
す
れ
ば
、「
諸
教
ノ
説
」
は
道
徳
の
「
本
義
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
「
註
脚
」
と
な
る
と
西
村
は
説
明
す
る
七
五

。
従
っ
て
西
村
は
、
こ
の
「
一

定
ノ
主
義
」
＝
「
道
徳
ノ
原
理
」
七
六

に
依
拠
し
て
、「
東
西
ノ
学
ヲ
折
衷
シ
、
古
今
ノ
異
同
ヲ
考
ヘ
、
本
邦
国
民
ノ
品
性
ヲ
造
ル
」
七
七

と
論
じ
、
東
西
に
共
通
す
る

普
遍
的
な
「
条
目
」
と
し
て
「
勤
勉
」
、
「
節
倹
」
、
「
剛
毅
」、「
忍
耐
」、「
信
義
」、「
進
取
ノ
気
ニ
富
ム
」、「
愛
国
心
盛
ン
」
と
い
う
七
つ
を
あ
げ
、
ま
た
「
我
日

本
ニ
限
リ
テ
特
別
ニ
加
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
条
目
」
七
八

と
し
て
「
皇
室
ヲ
尊
戴
ス
」
と
い
う
日
本
固
有
の
条
項
を
見
出
す
に
至
る
。 

以
上
よ
り
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
西
村
の
「
日
本
道
徳
論
」
に
お
け
る
道
徳
の
考
え
方
は
、
特
定
の
宗
教
教
義
や
哲
学
的
知
見
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
く
、

「
諸
教
」
の
共
通
項
を
探
り
な
が
ら
取
捨
選
択
を
重
ね
る
こ
と
で
「
道
徳
ノ
基
本
」
を
見
出
し
、
時
代
や
国
家
に
関
係
な
く
人
間
に
共
通
す
る
徳
目
と
、
日
本
の

個
別
性
よ
り
生
じ
る
徳
目
か
ら
構
成
さ
れ
る
道
徳
の
形
体
を
模
索
す
る
と
い
う
方
法
論
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
西
村
が
以
上
の
よ
う
な
相
対
的
視
点
を
採

用
し
た
意
図
は
、
無
論
森
の
よ
う
に
、「
文
明
国
家
」
と
い
う
日
本
に
対
す
る
外
国
か
ら
の
評
価
を
意
識
し
た
上
で
、
公
空
間
に
お
け
る
価
値
に
対
す
る
相
対
的
中

立
性
を
保
障
し
よ
う
す
る
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
哲
学
的
知
見
や
宗
教
教
義
の
み
に
依
拠
す
れ
ば
、
道
徳
を
考
え
る
上
で
必
ず
「
遺
漏
」
や
偏
り
が
生
じ
、
道

徳
を
「
完
全
ノ
教
」
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
的
に
は
、
西
村
の
「
日
本
道
徳
論
」
に
お
け
る

方
法
論
も
、
森
の
主
張
す
る
価
値
に
対
す
る
相
対
的
中
立
性
を
保
障
す
る
構
造
と
同
一
の
形
体
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
「
精
神
」
を
残
し
、
公
教
育

に
お
け
る
「
教
科
参
考
書
」
と
し
て
採
用
す
る
に
相
応
し
い
と
森
が
判
断
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

次
に
、
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
三
月
に
編
纂
さ
れ
た
「
倫
理
書
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
森
が
「
宗
教
は
教
育
部
内
へ
入
る

べ
き
者
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
、
本
書
が
「
宗
教
に
も
頼
ら
ず
。
哲
学
に
も
倚
ら
ず
」
と
い
う
立
場
か
ら
「
徳
育
の
主
義
」
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
先
に
論
じ
た
通
り
で
あ
る
が
、
本
書
に
つ
い
て
は
能
勢
に
よ
る
以
下
の
よ
う
な
指
摘
も
み
ら
れ
る
。 

 

文
部
省
の
一
書
記
官
に
命
じ
て
、
倫
理
書
を
編
纂
せ
し
め
、
印
刷
既
に
成
り
、
将
に
一
令
を
下
し
て
、
之
を
我
が
国
師
範
学
校
及
中
学
校
の
倫
理
科
の
教
科

書
と
な
し
、
且
つ
之
を
小
学
校
徳
育
に
実
施
せ
し
め
ん
と
て
、
省
令
の
草
案
を
認
む
る
最
中
に
大
臣
が
兇
徒
の
手
に
か
ゝ
り
、
不
慮
の
死
を
せ
ら
れ
た
れ
ば
、

此
の
事
遂
に
中
止
と
な
れ
り
七
九

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
森
は
本
書
を
師
範
学
校
や
中
学
校
に
お
け
る
「
倫
理
科
」
の
「
教
科
書
」
と
し
て
活
用
し
、
ま
た
小
学
校
に
お
け
る
「
徳
育
」
に
お
い
て
も

実
施
す
る
こ
と
を
意
図
し
、
そ
の
編
纂
や
法
令
化
を
進
め
る
過
程
の
中
で
「
不
慮
の
死
」
に
直
面
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
森
は
、「
倫
理
書
」

と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
公
教
育
に
お
い
て
利
用
す
る
に
相
応
し
い
と
判
断
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
本
書
の
特
徴
で
あ
る
「
倫

理
」
と
い
う
概
念
に
対
す
る
森
の
考
え
方
に
注
目
す
る
。
森
は
「
倫
理
」
を
教
え
る
こ
と
や
、「
倫
理
ノ
標
準
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

此
書
ニ
由
テ
倫
理
ヲ
教
フ
ル
ハ
、
専
ラ
人
ノ
、
人
ニ
対
シ
テ
起
ル
所
ノ
情
ノ
、
発
シ
テ
行
為
ト
ナ
ル
者
ニ
就
キ
、
其
正
邪
善
悪
ヲ
判
断
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
標

準
ヲ
明
示
ス
ル
ニ
在
リ
八
〇

。 

 

此
書
ニ
云
ヘ
ル
道
理
ト
ハ
、
吾
人
普
通
ノ
感
覚
ニ
於
テ
、
道
理
ト
認
ム
ル
所
ノ
者
ヲ
云
フ
。
而
シ
テ
此
解
釈
ハ
、
未
ダ
精
確
ナ
ラ
ザ
ル
モ
、
本
書
ノ
目
的
ヲ

達
ス
ル
ニ
足
ル
者
ト
ス
。
何
ト
ナ
レ
バ
、
倫
理
的
真
理
ハ
、
概
ネ
此
普
通
感
覚
ニ
於
テ
、
道
理
ト
ス
ル
所
ノ
者
ニ
、
一
致
ス
ル
者
ナ
レ
バ
ナ
リ
八
一

。 
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以
上
よ
り
、
森
の
定
義
す
る
「
倫
理
」
と
は
、
人
間
と
人
間
の
関
係
に
お
い
て
自
然
に
生
じ
る
「
情
」
と
「
行
為
」
に
関
す
る
「
正
邪
善
悪
」
を
判
断
す
る
「
標

準
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
倫
理
的
真
理
」
と
は
、
人
間
の
誰
も
が
「
普
通
ノ
感
覚
」
に
お
い
て
「
道
理
」
と
認
め
る
常
識
的
な
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い

る
。
さ
ら
に
森
に
よ
れ
ば
、「
倫
理
」
と
は
、「
何
レ
ノ
時
、
何
レ
ノ
国
ヲ
問
ハ
ス
」
に
成
立
す
る
人
間
の
「
行
為
ノ
標
準
」
で
あ
る
こ
と
八
二

が
そ
の
要
件
で
あ
る

と
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、「
自
」
己
と
「
他
」
者
の
関
係
が
相
互
扶
助
に
お
い
て
成
立
す
る
と
い
う
「
自
他
ノ
並
立The Co

-operation of Self and Other

」

の
考
え
方
を
「
行
為
ノ
基
準
」
と
し
て
定
め
て
い
る
八
三

。 

こ
の
「
自
他
ノ
並
立
」
に
つ
い
て
、
森
は
三
つ
の
特
徴
を
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
人
間
の
「
聚
合
体
ヲ
保
存
」
す
る
た
め
に
は
「
自
他
協
力
」
に
よ
る
「
調
和
」

が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
「
社
会
的
見
解
」
、
第
二
に
、
人
間
の
関
係
は
「
相
対
」
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、「
相
譲
リ
相
扶
ケ
テ
」
自
他
を

並
び
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
「
道
理
的
見
解
」
、
最
後
に
、「
行
為
ノ
起
源
ト
シ
テ
、
貴
ブ
ベ
キ
情
」
で
あ
る
と
し
て
、「
人
ノ
危
難
困
苦
ヲ
見
テ
悲
痛
シ
、

人
ノ
善
事
ヲ
為
ス
ヲ
見
テ
随
喜
ス
」
る
「
感
情
的
見
解
」
＝
「
同
感
ノ
情Sympathy

」
を
あ
げ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
森
の
「
倫
理
書
」
も
ま
た
、
西
村
の
「
日
本
道
徳
論
」
の
よ
う
に
、
特
定
の
宗
教
教
義
や
哲
学
的
知
見
に
よ
ら
ず
、
時
代
や
国
家
を
問
わ
ず

に
成
立
す
る
、
人
と
人
の
関
係
に
お
い
て
生
じ
る
人
間
の
内
面
的
な
「
情
」
の
動
態
と
、
そ
の
外
面
的
な
発
現
と
し
て
の
「
行
為
」
に
関
す
る
是
非
の
基
準
を
「
倫

理
」
と
位
置
付
け
、
そ
の
あ
り
様
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
倫
理
」
の
「
標
準
」
と
は
、
人
間
が
「
普
通
ノ
感
覚
」
に
お
い
て
正
し
い
と
認

め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
従
っ
て
、
人
間
関
係
が
自
己
と
他
者
の
相
互
扶
助
、
相
互
協
力
の
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
「
自
他
ノ
並
立
」

の
概
念
と
、
そ
の
「
並
立
」
関
係
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
で
、
人
間
集
団
の
「
調
和
」
的
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
に
本
書
の
記
述
は
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

森
は
、
国
家
の
「
目
的
」
に
対
し
て
、
教
育
や
諸
学
校
、
そ
し
て
国
民
を
、
そ
の
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
の
「
手
段
」
と
し
て
従
属
関
係
に
位
置
付
け
た

が
、
同
時
に
、
「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
視
点
に
立
脚
し
て
、
「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
国
際
的
な
信
用
や
評
価
を
問
題
と
し
、
国
民
に
対
す
る
良
心
の

自
由
の
保
障
と
政
教
分
離
の
原
則
を
公
権
力
が
遵
守
す
る
と
い
う
要
件
を
一
貫
し
て
守
り
続
け
た
。
森
の
守
り
方
は
、
公
空
間
に
お
い
て
価
値
の
相
対
的
中
立
性

を
保
障
す
る
と
い
う
考
え
方
と
し
て
、
そ
の
構
想
の
中
に
明
確
に
表
明
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、
教
員
に
よ
る
「
薫
陶
」
と
い
う
「
徳
化
」
と
、
価
値
に
対
す
る
相

対
的
中
立
性
が
保
障
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
活
用
し
て
「
倫
理
」
を
教
授
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
た
。
森
は
価
値
を
以
て
徳
育
を
行
わ
な
い
代
わ
り

に
、
身
体
の
鍛
錬
に
よ
る
精
神
陶
冶
と
い
う
手
法
や
、
日
常
の
学
校
生
活
の
中
で
教
員
と
い
う
「
人
物
」
を
通
じ
て
子
ど
も
を
「
薫
陶
」
す
る
と
い
う
よ
う
に
、

徳
を
「
身
体
」
や
「
人
物
」
と
い
う
別
の
形
に
置
き
換
え
、
ま
た
は
「
倫
理
」
と
い
う
「
知
」
の
形
に
変
換
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
に
体
認
或
い
は
、
理
解
さ
せ

る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。 

「
徳
」
を
「
知
識
」
化
さ
せ
る
と
い
う
特
徴
は
、
森
の
「
倫
理
書
」
を
批
評
し
た
福
沢
諭
吉
の
指
摘
の
中
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
森
は
「
倫
理
書
」
を
編
纂

し
、
知
人
や
政
府
の
要
人
に
対
し
て
配
布
し
た
上
で
意
見
を
求
め
て
い
た
が
、
福
沢
は
本
書
に
対
し
て
、
徳
育
の
た
め
の
書
で
は
な
く
、「
心
理
学
の
解
釈
と
も
名

く
可
き
も
の
」
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
福
沢
に
よ
れ
ば
、
徳
育
と
は
、「
少
年
学
生
輩
の
徳
心
を
誘
導
し
て
純
良
の
君
子
た
ら
し
め
ん
と
の
目
的
」
を
達
成
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
徳
行
の
條
目
を
示
し
」、「
そ
の
利
害
を
説
明
し
て
少
年
の
心
を
薫
陶
す
る
こ
そ
徳
育
の
本
意
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
文
部
省
の
編
纂
し
た
「
倫
理
書
」
は
、
「
人
を
し
て
人
心
の
働
を
知
し
め
ん
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
、「
読
者
を
し
て
凡
そ
人
心
の
働
を
知
り
其
運
動

の
様
子
を
了
解
せ
し
む
る
」
も
の
に
過
ぎ
ず
、
人
間
の
心
の
働
き
や
運
動
の
様
態
を
子
ど
も
に
理
解
さ
せ
る
た
め
の
書
物
と
な
っ
て
お
り
、
徳
育
の
教
科
書
と
し

て
採
用
す
る
に
は
相
応
し
く
な
い
と
森
に
書
き
送
っ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
森
は
公
空
間
か
ら
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
排
除
す
る
と
い
う
立
場
を
貫
い
た
。
で
は
「
国
体
」
と
は
森
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
の
か
。
森
は
、「
国
体
」
を
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
価
値
の
枠
組
み
に
は
全
く
位
置
付
け
て
お
ら
ず
、
教
育
を
基
礎
付
け
る
本
源
と
す
る
こ
と
も
厭
わ

な
か
っ
た
。
次
章
に
お
い
て
は
森
の
国
体
観
を
課
題
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
。 
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七
（
明
治
二
十
）
年
六
月
二
十
二
日
、『
全
集
』
二
、
四
一
七
頁
。 

二
六 

同
書
、
四
一
七
頁
。 

二
七 

前
掲
「
奥
羽
六
県
学
事
巡
視
中
の
演
説
」
、
五
三
七
頁
。 

二
八 

同
書
、
五
三
七
頁
。 

二
九 

同
書
、
五
三
八
頁
。 
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三
〇 

同
書
、
五
三
八
頁
―
五
三
九
頁
。 

三
一 
前
掲
「
福
島
県
議
事
堂
に
お
い
て
県
官
郡
区
長
及
び
教
員
に
対
す
る
演
説
」、
四
一
七
頁
。 

三
二 
同
書
、
四
一
七
頁
。 

三
三 

前
掲
「
奥
羽
六
県
学
事
巡
視
中
の
演
説
」
、
五
三
八
頁
。 

三
四 

「
第
三
地
方
部
学
事
巡
視
中
の
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
秋
、『
全
集
』
二
、
四
八
六
頁
。 

三
五 

同
書
、
四
八
六
頁
。 

三
六 

「
附
載
一 
三
重
県
下
学
事
巡
視
中
の
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
十
一
月
二
十
七
日
、『
全
集
』
二
、
四
七
二
頁
。 

三
七 

前
掲
「
第
三
地
方
部
学
事
巡
視
中
の
演
説
」
、
四
八
六
頁
。 

三
八 

「
九
州
各
県
巡
回
の
途
次
小
学
校
に
お
け
る
示
諭
（
学
科
の
要
領
）」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
、『
全
集
』
二
、
三
七
九
頁
。 

三
九 

松
山
傳
五
郎
編
『
教
育
法
令
』
、
教
育
報
知
社
、
一
八
八
六
年
、
十
九
頁
。 

四
〇 

『
文
部
省
第
十
四
年
報
』、
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
、
九
頁
。
ま
た
、
翌
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
五
月
七
日
に
は
、
文
部
省
令
第
二
号
「
教
科
用

図
書
検
定
規
則
」
を
定
め
、
前
年
の
「
教
科
用
図
書
検
定
条
例
」
を
廃
止
し
、「
免
許
状
」
の
有
効
期
限
や
検
定
手
数
料
の
変
更
な
ど
の
点
に
お
い
て
変
更
が
行

わ
れ
た
が
検
定
制
度
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
（
『
文
部
省
第
十
五
年
報
』、
十
五
頁
）。 

四
一 

『
文
部
省
第
十
五
年
報
』、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
、
十
六
頁
。 

四
二 

前
掲
『
学
制
百
年
史
』
、
一
二
八
頁
―
一
二
九
頁
、
ま
た
一
七
四
頁
。 

四
三 

前
掲
「
森
有
礼
君
を
偲
び
て
」
、
五
九
一
頁
。 

四
四 

前
掲
「
附
載 

文
部
大
臣
の
演
説
」
、
四
一
二
頁
。 

四
五 

前
掲
「
京
都
府
尋
常
中
學
校
に
お
い
て
郡
區
長
府
會
常
置
委
員
及
び
敎
員
に
對
す
る
演
説
」、
四
五
六
頁
―
四
五
七
頁
。 

四
六 

「
愛
知
県
尋
常
師
範
学
校
に
お
い
て
郡
長
及
び
県
会
常
置
委
員
に
対
す
る
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
十
一
月
二
十
三
日
、『
全
集
』
二
、
四
六
四

頁
。 

四
七 

「
第
一
地
方
部
府
県
尋
常
師
範
学
校
長
に
対
す
る
演
説
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
五
月
二
十
五
日
、『
全
集
』
二
、
三
九
〇
頁
。 

四
八 

前
掲
「
第
三
地
方
部
學
事
巡
視
中
の
演
説
」
、
四
七
九
頁
。 

四
九 

「
文
部
省
諮
問
協
議
会
に
お
い
て
第
一
地
方
部
府
県
学
務
課
長
及
び
師
範
学
校
長
に
対
す
る
演
説
」
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
六
月
、（『
全
集
』
第
二

巻
）
、
三
五
〇
頁
。 

五
〇 

「
埼
玉
県
尋
常
師
範
学
校
に
お
け
る
演
説
」
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
十
二
月
十
九
日
、『
全
集
』
二
、
三
四
七
頁
。 

五
一 

同
書
、
三
四
二
頁
。 

五
二 

前
掲
「
第
三
地
方
部
學
事
巡
視
中
の
演
説
」
、
四
七
九
頁
。 

五
三 

前
掲
「
第
一
地
方
部
府
縣
尋
常
師
範
學
校
長
に
對
す
る
演
説
」、
三
九
〇
頁
―
三
九
一
頁
。 

五
四 

「
身
体
ノ
能
力
」
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
十
月
十
五
日
、『
全
集
』
二
、
一
三
四
頁
。 

五
五 

「
学
政
片
言
」
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
、
『
全
集
』
二
、
一
四
二
頁
。 

五
六 

同
書
、
一
四
二
頁
。 

五
七 

前
掲
「
身
体
ノ
能
力
」
、
一
三
七
頁
。 
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五
八 

前
掲
「
学
政
片
言
」
、
一
四
二
頁
。 

五
九 
前
掲
「
京
都
府
尋
常
中
学
校
に
お
い
て
郡
区
長
府
会
常
置
委
員
及
び
教
員
に
対
す
る
演
説
」、
四
五
八
頁
。 

六
〇 
前
掲
「
愛
知
県
尋
常
師
範
学
校
に
お
い
て
郡
長
及
び
県
会
常
置
委
員
に
対
す
る
演
説
」、
四
六
六
頁
。 

六
一 

同
書
、
三
四
五
頁
。 

六
二 

「
新
潟
県
明
訓
学
校
開
校
式
演
説
」
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
十
月
二
十
七
日
、『
全
集
』
二
、
三
三
三
頁
。 

六
三 

同
書
、
三
三
三
頁
。 

六
四 

「
師
範
学
校
合
併
に
関
す
る
示
諭
」
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
十
月
、『
全
集
』
二
、
三
四
〇
頁
。 

六
五 

同
書
、
三
四
〇
頁
。 

六
六 

「
『
往
事
録
』
抄
」
明
治
十
九
年
記
事
、『
全
集
』
四
、
三
三
一
頁
―
三
三
二
頁
。 

六
七 

同
書
、
三
三
二
頁
。 

六
八 

同
書
、
三
三
二
頁
。 

六
九 

「
日
本
道
徳
論
」
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
春
、
『
増
補
改
訂 

西
村
茂
樹
全
集
』
第
一
巻
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
一
一
一
頁
。 

七
〇 

同
書
、
一
一
四
頁
。 

七
一 

同
書
、
一
一
五
頁
。 

七
二 

同
書
、
一
一
九
頁
―
一
二
〇
頁
。 

七
三 

同
書
、
一
二
〇
頁
。 

七
四 

同
書
、
一
二
〇
頁
。 

七
五 

同
書
、
一
二
〇
頁
。 

七
六 

同
書
、
一
二
五
頁
。 

七
七 

同
書
、
一
六
〇
頁
。 

七
八 

同
書
、
一
六
八
頁
。 

七
九 

前
掲
「
『
徳
育
鎮
定
論
』
抄
」
、
三
四
九
頁
。 

八
〇 

前
掲
「
倫
理
書
」、
二
七
九
頁
。 

八
一 

同
書
、
二
八
〇
頁
。 

八
二 

同
書
、
三
〇
六
頁
。 

八
三 

同
書
、
三
〇
六
頁
―
三
一
三
頁
。 
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第
三
章 

「
開
化
論
」
に
お
け
る
国
体
の
機
能
と
「
国
民
議
会
」
構
想
へ
の
展
開 

一
．
森
有
礼
の
国
体
観
に
対
す
る
従
来
の
評
価
と
本
稿
の
視
点 

本
章
で
は
、
森
の
国
体
観
を
問
題
と
し
、
特
に
本
稿
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
森
の
「
開
化
論
」
と
国
体
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
森
は
公
空
間

か
ら
価
値
に
関
わ
る
一
切
の
も
の
を
排
除
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
外
在
す
る
特
定
の
対
象
＝
「
門
」
に
対
し
て
働
く
人
間
の
「
心
」
の
動
き

＝
「
信
」
を
価
値
の
問
題
と
規
定
し
、
そ
の
「
門
」
を
媒
介
項
と
し
て
組
織
さ
れ
る
宗
教
「
宗
派
」
や
哲
学
に
お
け
る
「
学
派
」、
政
治
思
想
を
共
有
す
る
「
政
党
」、

そ
し
て
明
治
十
年
代
中
頃
以
降
に
お
い
て
、
日
本
の
公
教
育
を
支
配
し
た
元
田
永
孚
等
の
天
皇
側
近
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
「
儒
教
主
義
」
の
徳
育
路
線
を
、
個
人
の

次
元
に
お
け
る
私
的
な
価
値
判
断
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
公
空
間
に
介
入
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
一
貫
し
て
主
張
し
、
排
除
す
る
方
針
を
貫
い
た
。 

こ
れ
ら
の
価
値
に
関
わ
る
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
森
は
公
権
力
に
よ
る
個
人
に
対
す
る
良
心
の
自
由
の
保
障
や
、
政
教
分
離
の
原
則
の
遵
守
と
い
う
「
文
明
国
家
」

の
踏
ま
え
る
べ
き
要
件
と
の
関
係
か
ら
問
題
視
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
国
体
に
関
し
て
は
、
森
の
史
料
上
、
個
人
の
私
的
領
域
と
国
家
の
公
的
領
域
と
を
峻
別

す
る
こ
の
基
準
と
の
関
係
に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
が
一
度
た
り
と
も
存
在
し
な
い
と
い
う
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
森
に
と
っ
て
、

国
体
と
は
、
相
互
に
相
対
化
可
能
な
私
的
価
値
の
枠
組
み
と
は
異
な
る
次
元
に
定
位
さ
れ
、
そ
れ
ら
と
は
切
り
離
さ
れ
た
別
の
役
割
や
機
能
を
託
さ
れ
た
国
家
に

お
け
る
公
的
な
「
何
か
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。 

森
の
思
想
に
お
け
る
国
体
の
位
置
付
け
に
関
し
て
は
様
々
な
解
釈
の
立
場
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
森
文
相
の
秘
書
官
を
務
め
た
木
場
貞
長
は
、
国
家
と
国
体

の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。 

 

森
子
の
教
育
法
は
各
方
面
に
亘
つ
て
居
り
ま
し
た
が
、
併
な
が
ら
其
教
育
の
大
目
的
各
施
設
の
焦
点
な
る
も
の
が
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。（
筆
者
中
略
）
森

子
が
教
育
の
目
的
と
し
施
設
の
焦
点
と
し
た
の
は
国
家
主
義
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
、
疑
も
な
く
国
体
主
義
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
帝
国
が
万
世
一

系
の
帝
王
を
戴
い
て
国
体
の
万
国
に
超
越
す
る
こ
と
を
認
め
之
を
以
て
総
て
の
教
育
の
中
心
点
と
す
る
こ
と
が
森
子
終
局
の
目
的
で
あ
つ
た
。
縦
令
朝
夕
此

事
を
口
に
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
其
施
設
さ
れ
た
所
を
後
に
見
れ
ば
極
め
て
明
白
で
あ
り
ま
す
る
、
の
み
な
ら
ず
此
事
の
證
據
を
残
さ
れ
た
も

の
も
少
な
し
と
致
し
ま
せ
ぬ
。
森
子
爵
と
申
し
ま
す
れ
ば
常
に
師
範
教
育
の
改
良
と
兵
式
体
操
の
奨
励
と
此
二
つ
を
聯
想
し
ま
す
る
が
、
之
を
今
申
し
ま
す

る
所
の
森
子
の
国
体
教
育
主
義
と
い
ふ
こ
と
に
較
べ
て
見
ま
す
れ
ば
実
は
言
ふ
に
足
ら
ぬ
位
の
事
柄
な
の
で
あ
り
ま
す
一

。 

 

木
場
は
森
の
教
育
に
関
わ
る
「
大
目
的
」
や
、
多
岐
に
渡
る
施
策
の
帰
向
す
る
「
焦
点
」
を
「
中
心
点
」
と
し
て
の
国
体
に
見
出
し
、
森
の
「
国
家
主
義
」
は

「
国
体
主
義
」
と
同
義
の
も
の
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
ま
た
、「
要
之
森
子
爵
は
純
然
た
る
国
体
主
義
で
あ
つ
て
、
教
育
は
唯
こ
れ
に
対
す
る
方
便
と
し
て
尽
力
さ

れ
た
の
で
あ
る
、
即
ち
教
育
は
最
終
の
目
的
に
於
て
国
家
の
為
め
に
す
る
一
の
手
段
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
」
二

と
も
木
場
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
家
＝
国
体
と
い

う
「
目
的
」
に
対
し
て
、
教
育
と
は
「
方
便
」
、
乃
至
は
「
手
段
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
従
属
物
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。 

森
を
「
国
体
教
育
主
義
」
者
と
特
徴
付
け
る
根
拠
は
、
主
に
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
頃
に
お
い
て
、
森
の
教
育
に
対
す
る
考
え
方
を
井
上
毅
が
草
案
と
し

て
ま
と
め
た
「
閣
議
案
」
や
兵
式
体
操
に
関
す
る
「
建
言
案
」、
森
が
暗
殺
さ
れ
た
直
後
の
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
三
月
に
井
上
が
行
っ
た
演
説
「
故
森
文

部
大
臣
の
教
育
主
義
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
森
＝
「
国
体
主
義
」
者
と
い
う
説
明
は
、
森
が
不
敬
を
働
い
た
と
し
て
兇
徒
の
手
に
倒
れ
た
こ
と
に
対
す
る
反
駁
、
乃
至
は
そ
の
弁
証
と
し

て
語
ら
れ
た
後
付
け
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
国
家
＝
国
体
と
い
う
図
式
で
は
な
く
、
森
に
と
っ
て
国
体
と
は
「
手
段
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
も
存
在
す
る
。

勝
田
守
一
は
「
利
用
さ
れ
る
べ
き
「
国
体
意
識
」」
三

と
位
置
付
け
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。 
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新
し
い
国
家
を
つ
く
り
あ
げ
る
た
め
に
、
「
国
民
」
の
造
出
に
「
無
二
の
資
本
」
と
み
た
の
は
、
国
体
意
識
で
あ
っ
た
。
森
に
と
っ
て
、
伝
統
的
な
国
体
は
、

そ
れ
自
身
絶
対
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
利
用
さ
れ
る
資
本
で
あ
り
宝
庫
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
逆
に
い
え
ば
、
利
用
さ
れ
え
な
け
れ
ば
、
む
し

ろ
そ
れ
を
棄
て
る
こ
と
も
で
き
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
森
は
国
体
信
仰
を
絶
対
化
す
る
「
国
教
主
義
」
に
対
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
四

。 

 

勝
田
の
見
方
は
、
森
が
国
体
を
国
民
形
成
と
い
う
課
題
に
関
し
て
利
用
価
値
の
あ
る
も
の
、
即
ち
「「
国
民
」
の
造
出
」
に
お
け
る
「
資
本
」
乃
至
は
「
宝
庫
」

で
あ
り
、
決
し
て
「
絶
対
」
的
な
も
の
で
は
な
く
、
利
用
価
値
を
失
え
ば
「
棄
て
る
こ
と
も
で
き
る
可
能
性
を
認
め
」
た
代
替
可
能
な
「
手
段
」
で
あ
っ
た
と
結

論
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
林
竹
二
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
国
体
の
狭
間
で
「
苦
闘
」
し
、
暗
殺
と
い
う
「
悲
劇
」
へ
と
至
る
森
と
い
う
構
図
の
中
で
解
釈
し
て

い
る
。
先
に
論
じ
た
通
り
、
林
は
森
を
一
貫
し
た
西
洋
主
義
者
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。
即
ち
、
欧
米
式
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
「
エ
ー
ト
ス
」
と
し

て
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
及
び
モ
ラ
ル
を
中
核
と
す
る
思
想
的
立
場
を
形
成
し
、
そ
れ
ら
を
日
本
社
会
に
も
敷
衍
す
る
こ
と
こ
そ
が
日
本
を
「
正
真
の
文
明
」
へ
と

至
ら
せ
る
道
で
あ
る
と
「
確
信
」
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
森
の
思
想
的
立
場
こ
そ
が
「
森
「
学
政
」
の
根
底
に
あ
っ
た
も
の
」
五

で
あ
る
と

林
は
評
価
し
た
上
で
、
森
の
立
場
と
国
体
の
関
係
や
、
教
員
養
成
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

彼
（
中
村
正
直
を
指
す
、
筆
者
補
足
）
に
お
い
て
は
、
人
民
の
性
質
を
改
造
す
る
道
は
、
西
国
の
教
法
（
キ
リ
ス
ト
教
）
と
芸
術
と
を
措
い
て
な
い
と
信
ぜ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
森
も
ま
た
、
中
村
と
同
じ
く
、
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
た
経
験
を
も
ち
、
ま
た
欧
米
社
会
の
生
活
や
文
明
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト

教
の
占
め
る
役
割
の
い
か
に
大
き
い
か
を
身
に
沁
み
て
知
っ
て
い
る
。
こ
の
森
が
キ
リ
ス
ト
教
を
措
い
て
ほ
か
に
何
か
国
民
の
「
心
を
た
し
か
め
る
」
も
の

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
森
の
苦
闘
と
悲
劇
が
生
れ
る
。
こ
の
悲
劇
は
や
が
て
日
本
の
悲
劇
に
も
つ
な
が
る
六

。 

 

森
は
教
員
を
も
っ
て
普
通
教
育
を
一
身
に
負
担
す
る
も
の
だ
と
説
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
師
範
学
校
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
は
、
教
育
の
重
責

が
す
べ
て
教
員
の
肩
に
か
か
る
よ
う
な
教
育
の
あ
り
方
を
、
必
ず
し
も
正
常
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
が
日
本
の
社
会
が
教
会
を
欠
き
、
ま
た

社
会
や
家
庭
が
新
し
い
時
代
を
つ
く
る
児
童
の
た
め
の
教
育
の
場
と
し
て
の
適
格
性
を
欠
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
変
則
の
事
態
で
あ
る
こ
と
を
彼
は

認
め
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
七

。 

 

林
は
、
森
の
「
苦
闘
」
や
「
悲
劇
」
の
引
き
金
に
な
っ
た
と
考
え
る
国
体
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
相
互
に
対
立
し
、
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
、

林
の
解
釈
す
る
西
洋
主
義
者
と
し
て
の
森
と
い
う
立
場
と
そ
の
本
心
に
依
拠
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
国
民
の
「
心
を
た
し
か
め
る
も
の
」、
い
わ
ば
国
民
統
合
の

触
媒
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
根
本
的
な
問
題
が
見
出
さ
れ
る
と
す
る
。
即
ち
、「
欧
米
に
お
け
る
近
代
的
国
民
の
モ
ラ
ル
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の

信
仰
に
支
持
せ
ら
れ
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
に
か
わ
る
近
代
国
民
と
し
て
の
モ
ラ
ル
を
キ
リ
ス
ト
教
抜
き
で
、
い
か
に
し
て
日
本
の
社
会
と
国
民
の
間
に
確
立

す
る
こ
と
が
出
来
る
か
で
あ
る
」
と
林
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
森
の
思
想
上
に
お
け
る
「
問
題
の
中
心
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
や
モ
ラ
ル
と
は
異
な
る
別
の

媒
介
項
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
教
員
養
成
を
重
視
し
た
点
に
つ
い
て
も
、
本
来
は
「
教
会
」
な
ど
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
や
そ
の
モ
ラ
ル
を
日
本
社
会
や
家
庭
に
敷
衍
す
る
こ
と

で
、「
正
真
の
文
明
」
に
日
本
を
至
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
森
は
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
「
教
員
」
に
よ
っ
て
代
替
し
た
と
林
が
評

価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
森
は
教
会
や
家
庭
な
ど
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
敷
衍
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
が
、
国
体
や
森
の
立
場
と
の
関
係
に
お
い
て
許
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さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
林
の
解
釈
、
或
い
は
、
国
体
と
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
特
定
の
宗
教
「
教
派
」
を
、
価
値
と
い
う
同
一
の
枠
組
み
の
中
に
位
置
付
け
、
相

互
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
と
森
が
考
え
た
こ
と
が
、
森
の
「
苦
闘
」
や
「
悲
劇
」
を
引
き
起
こ
さ
せ
た
と
い
う
林
の
解
釈
も
ま
た
、
先
に
明
ら
か
に
し
た
森
の

価
値
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
に
照
ら
し
て
首
肯
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

ま
た
、
林
の
提
起
し
た
森
像
を
踏
ま
え
、「
前
期
の
自
由
主
義
と
後
期
の
国
家
主
義
を
統
一
的
に
解
釈
す
る
こ
と
。
後
期
の
自
由
主
義
的
側
面
と
国
家
主
義
と
の

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
八

を
研
究
課
題
と
し
た
園
田
英
弘
は
、
井
上
の
手
に
よ
る
「
閣
議
案
」
や
「
建
言
案
」
な
ど
に
お
い
て
確
か
に
森
は
国
体
や
天
皇
の

意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
す
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
は
森
の
思
想
上
重
要
な
意
味
を
有
さ
ず
、
従
っ
て
、
森
の
述
べ
る
「
国
家
へ
の
忠
誠
」
と
は
国
体
に
対
す

る
そ
れ
で
は
な
い
と
す
る
。
園
田
に
よ
れ
ば
、
森
は
国
民
と
天
皇
に
介
在
す
る
も
の
と
し
て
「
制
度
と
し
て
の
統
治
機
構
」
九

＝
「
機
能
主
義
的
国
家
」
を
位
置
付

け
て
お
り
、
森
の
主
張
す
る
「
忠
君
愛
国
ノ
精
神
」
と
い
う
概
念
も
、
形
式
上
国
体
や
天
皇
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
実
像
は
、「
感
情
的
高
揚

の
問
題
で
は
な
く
、
私
情
を
没
却
し
て
義
務
を
励
行
す
る
の
と
同
義
で
あ
る
」
一
〇

と
さ
れ
、「
制
度
」
へ
の
「
忠
誠
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。 

従
っ
て
、
森
の
述
べ
る
「
国
家
へ
の
忠
誠
」
と
は
、「
感
情
的
愛
着
に
よ
る
忠
誠
で
は
な
く
、
義
務
と
し
て
の
国
家
へ
の
忠
誠
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
た
役
割
義
務

の
忠
実
な
励
行
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
森
の
要
求
す
る
国
家
へ
の
忠
誠
心
の
射
程
は
「
天
皇
」
や
「
国
体
」
で
は
な
く
、「
制
度
と
し
て
の
国
家
」
に
限
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
」
一
一

と
さ
れ
、
国
家
を
「
重
視
」
す
る
の
に
対
し
て
、
天
皇
や
国
体
を
「
軽
視
」
す
る
立
場
へ
と
帰
着
す
る
と
説
明
す
る
一
二

。
ま
た
、
森
が
「
学

政
片
言
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
「
邦
国
固
有
ノ
政
基
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
、「
そ
の
内
実
に
お
い
て
は
、
政
治
・
道
徳
の
両
面
に
わ
た
る
「
万
世
一
系

の
天
皇
制
」
を
中
核
と
す
る
「
国
体
」
で
は
な
く
、
国
民
統
治
と
い
う
特
定
の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
も
う
け
ら
れ
た
政
治
「
制
度
」
を
意
味
し
て
い
た
」
一
三

と

述
べ
、
園
田
の
提
唱
す
る
「
機
能
主
義
的
国
家
」
と
い
う
概
念
へ
と
帰
結
す
る
よ
う
に
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

園
田
の
解
釈
の
特
徴
は
、
価
値
に
対
す
る
中
立
性
が
保
障
さ
れ
た
ド
ラ
イ
な
組
織
体
で
あ
る
「
機
能
主
義
的
国
家
」、
と
い
う
園
田
の
分
析
す
る
森
の
国
家
像
か

ら
、
天
皇
に
対
す
る
「
感
情
的
」
で
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
忠
誠
心
を
中
核
と
す
る
国
体
主
義
を
分
離
す
る
と
い
う
構
造
を
提
示
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
以
上
の
よ

う
な
「
忠
君
愛
国
ノ
精
神
」
に
対
す
る
解
釈
や
、
国
体
を
重
要
視
し
な
い
森
と
い
う
立
場
を
説
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
園
田
も
ま
た
、
先
の
林
の
解

釈
と
同
様
に
、
森
の
思
想
を
分
析
す
る
上
で
、
国
体
を
価
値
の
枠
組
み
に
位
置
付
け
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
点
は
、
園
田
が

森
の
史
料
に
現
れ
る
「
忠
君
愛
国
ノ
精
神
」
や
「
邦
国
固
有
ノ
政
基
」
と
い
う
概
念
を
、「
国
体
」
や
「
天
皇
」
へ
の
「
感
情
的
愛
着
」
で
は
な
く
、
単
な
る
国
家

へ
の
「
義
務
」
や
「
制
度
」
へ
の
帰
属
と
い
う
意
味
合
い
に
還
元
し
て
理
解
し
て
い
た
り
、
森
の
定
位
し
た
「
忠
誠
心
の
射
程
」
を
「
国
体
」
や
「
天
皇
」
に
で

は
な
く
、
価
値
的
に
中
立
で
あ
り
明
確
に
限
定
化
さ
れ
た
特
定
の
機
能
の
み
を
果
た
す
ド
ラ
イ
な
機
関
と
し
て
の
「
機
能
主
義
的
国
家
」
へ
と
向
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
森
と
元
田
永
孚
の
位
相
に
つ
い
て
も
、「
道
徳
的
価
値
に
対
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
「
制
度
」
と
、
道
徳
的
価
値
の
体
現

者
と
し
て
の
「
天
皇
」
と
い
う
二
つ
の
相
異
な
る
対
象
に
対
す
る
、
異
質
の
忠
誠
心
間
の
相
克
」
一
四

で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま

た
、「
機
能
主
義
的
国
家
」
と
い
う
概
念
を
全
面
に
押
し
出
し
て
森
の
思
想
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
森
に
と
っ
て
国
体
や
天
皇
と
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
側
面
が
判
然
と
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。 

森
の
思
想
構
造
上
に
お
い
て
、
国
体
を
価
値
と
見
做
し
、
例
え
ば
林
の
よ
う
に
、
国
体
と
い
う
価
値
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
価
値
と
の
衝
突
と
す
る
見
方
や
、

園
田
の
よ
う
に
、
中
立
的
な
「
機
能
主
義
的
国
家
」
と
、
価
値
と
し
て
の
国
体
や
、
道
徳
的
価
値
の
体
現
者
と
し
て
の
天
皇
と
の
分
離
と
分
析
す
る
考
え
方
は
、

国
体
＝
価
値
と
し
て
の
構
造
が
リ
ジ
ッ
ド
な
形
と
し
て
現
れ
、
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
後
の
歴
史
状
況
に
お
け
る
「
国
体
論
」
か
ら
遡
及
し
て
、

森
の
国
体
観
念
の
性
格
や
特
徴
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
国
体
＝
価
値
と
等
号
的
に
、
そ
し
て
前
提
的
に
位
置
付
け
る
視
角

は
、
意
図
的
で
あ
る
か
無
意
図
的
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
今
日
の
視
点
か
ら
歴
史
的
過
去
を
裁
断
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
の
先
入
観
や
価
値
判
断
を
多
分
に
含
む

も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
遡
及
的
に
位
置
付
け
ら
れ
た
国
体
観
念
で
は
な
く
、
森
自
身
の
史
料
に
依
拠
し
て
森
自
身
の
語
る
国
体
観
念
の
特
徴
を
同
時
代
の
中
で
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描
き
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 

本
稿
で
は
、
森
の
国
体
観
念
に
つ
い
て
、
森
の
「
開
化
論
」、
即
ち
自
文
化
と
は
異
な
る
外
来
文
化
を
摂
取
し
、
受
容
す
る
と
い
う
国
家
の
文
化
的
機
能
を
成
立

さ
せ
る
概
念
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
単
に
自
文
化
と
は
異
な
る
外
来
文
化
の
摂
取
を
促
す
も
の
で
は
な
く
、
異
文
化
を
受
け
止
め
た
上
で
、

自
文
化
に
お
け
る
文
化
的
連
続
性
を
保
障
し
、
日
本
に
固
有
の
形
態
へ
と
作
り
変
え
、
吸
収
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
国
家
と
し
て
の
主
体
性
の
根
拠
で
あ
っ
た

と
考
え
る
。
本
章
で
は
、
森
の
史
料
に
即
し
て
、
「
開
化
」
と
国
体
の
関
係
が
相
互
に
矛
盾
、
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
森
の
思
想
構
造
上
に
お
い
て
、

「
開
化
」
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
る
根
拠
が
国
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
勝
田
は
、
森
の
国
体
観
念
に
つ
い
て
、
国
家
と
国
体
は
本
質
的
に

分
離
さ
れ
た
も
の
で
、
国
体
は
国
民
の
国
家
意
識
な
ど
を
創
出
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
「
手
段
」
で
あ
り
、
利
用
価
値
が
な
け
れ
ば
放
棄
し
、
別
の
何
か
に
代

替
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
を
提
示
し
て
い
た
。
し
か
し
本
稿
は
、
国
体
と
は
、
或
い
は
放
棄
し
、
或
い
は
代
替
可
能
な
「
手
段
」
で
は

な
く
、「
戦
略
的
西
洋
化
」
や
「
西
洋
へ
の
擬
態
化
」
と
い
う
森
の
「
開
化
論
」
そ
れ
自
体
を
成
立
さ
せ
る
代
替
不
可
能
な
国
家
機
能
の
形
態
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

以
下
で
は
、
ま
ず
森
の
歴
史
観
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
森
の
国
体
観
、
並
び
に
「
開
化
」
と
国
体
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
論
を
進
め
た
い
。

ま
た
最
終
節
に
お
い
て
は
、
森
の
国
体
観
が
、
森
の
対
峙
し
た
諸
課
題
と
の
関
係
の
中
で
、
そ
の
構
造
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
一
つ
の
歴
史
的
な
理
念
形
態
か
ら
、

現
実
的
で
、
実
践
可
能
な
国
家
構
造
へ
と
再
考
さ
れ
、
組
織
的
に
国
家
の
「
開
化
」
を
推
進
す
る
機
関
と
し
て
構
想
さ
れ
た
「
国
民
議
会National Assembly

」

へ
と
展
開
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

二
．
日
本
固
有
の
国
民
形
態
と
し
て
の
国
体 

森
は
ア
メ
リ
カ
の
知
識
人
や
教
育
家
、
政
財
界
人
な
ど
を
対
象
に
、
国
家
の
繁
栄
と
教
育
の
効
用
の
関
係
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
、
そ
の
回
答
を
ま
と
め
た

「
日
本
の
教
育
」
を
編
纂
し
て
い
る
が
、
森
が
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
一
月
一
日
に
記
し
た
本
書
の
「
序
文
」
に
は
、
お
よ
そ
五
十
頁
に
渡
っ
て
日
本
の
歴
史

が
綴
ら
れ
て
い
る
。
森
は
日
本
の
歴
史
に
つ
い
て
、
「
神
々
の
時
代
」、「
王
政
の
時
代the 

age 
of 

Oshei(government 
of 

the 
kings)

」、
将
軍
や
世
俗
の

支
配
者
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た
「
覇
政
の
時
代t

h
e
 a
g
e of Hashei

（the government o
f the Shioguns, or secular rulers

）」、
そ
し
て
王
に
よ
る

統
治
の
復
活
と
位
置
付
け
ら
れ
た
「
王
政
維
新
の
時
代th

e 
age 

of 
Oshei

-ishin(restoration 
of 

the 
government 

of 
the 

kings)

」、
と
い
う
四
つ

の
時
代
区
分
か
ら
説
明
す
る
一
五

。 

本
書
に
お
け
る
森
の
歴
史
の
描
き
方
に
は
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
注
目
す
べ
き
側
面
は
、
日
本
固
有
の
歴
史
的
、
民
族
的
な
王
政
の
構
造
で
あ
る
天
皇
と
臣
民

の
関
係
が
、
貴
族
や
武
士
、
ま
た
江
戸
時
代
に
は
将
軍
と
い
っ
た
中
間
勢
力
の
台
頭
に
伴
い
、
歪
曲
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
に
固
有
の
国
民
形
態
や
、

日
本
の
有
す
る
長
所
で
あ
り
、「
国
家
的
機
能n

a
t
i
o
n
al
 role

」
一
六

で
あ
っ
た
自
文
化
と
は
異
な
る
外
来
文
化
の
真
価
を
見
極
め
、
吸
収
す
る
異
文
化
受
容
の
能

力
の
発
揮
が
妨
げ
ら
れ
た
と
説
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
に
、「
王
政
維
新
」
の
実
現
に
よ
っ
て
、
日
本
本
来
の
王
政
の
あ
り
方
へ
と
回
帰
し
、「
国

家
的
機
能
」
を
回
復
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
で
は
東
洋
で
は
な
く
西
洋
を
モ
デ
ル
と
し
て
「
開
化
」
が
再
び
促
進
さ
れ
、
近
代
国
家
へ
と
進
歩
を
続
け
て
い

る
と
い
う
歴
史
叙
述
の
仕
方
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
に
は
森
の
想
定
す
る
正
統
な
歴
史
の
流
れ
方
が
存
在
し
、
そ
の
流
れ
を
正
そ
う
と
し
た
り
、
そ

の
流
れ
に
相
応
し
い
生
き
方
を
し
た
人
物
を
好
意
的
に
評
価
し
、
対
照
的
に
、
天
皇
と
臣
民
の
関
係
と
い
う
日
本
固
有
の
歴
史
的
、
民
族
的
な
国
民
形
態
＝
国
体

を
破
壊
し
た
り
、
「
日
本
の
文
化
的
特
質ap

t
it
u
d
e
 
o
f 

Japan

」
一
七

で
あ
り
、「
国
家
的
機
能
」
乃
至
は
「
歴
史
的
機
能historical 

role

」
一
八

で
あ
る
と
森

が
主
張
す
る
異
文
化
受
容
＝
「
開
化
」
を
推
進
す
る
能
力
を
機
能
不
全
に
陥
ら
せ
る
な
ど
し
て
、
歴
史
の
流
れ
を
歪
め
た
側
を
否
定
的
に
描
く
、
と
い
う
特
徴
的

な
歴
史
叙
述
が
貫
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
森
は
日
本
史
上
に
お
け
る
足
利
氏
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 
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足
利
氏
は
天
皇
（s

o
v
er
e
i
gn

）
に
背
き
、
鎌
倉
の
要
所
を
占
拠
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
天
皇
の
支
持
が
な
け
れ
ば
、
反
逆
者
と
し
て
の
汚

名
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
回
避
し
、
自
ら
が
正
当
で
あ
る
こ
と
の
体
裁
を
整
え
る
た
め
に
、
足
利
氏
は
賢
く
も
皇
族

（ro
y
a
l f

a
m
il
y

）
か
ら
新
し
い
天
皇
（e

mp
e
r
o
r

）
を
擁
立
す
る
と
い
う
考
え
を
思
い
つ
き
、
実
行
に
移
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
足
利
氏
は
自

ら
を
帝
国
に
対
す
る
逆
賊
で
あ
る
と
宣
告
す
る
正
統
な
天
皇
（sovereign

）
の
権
威
を
無
視
し
た
の
で
あ
る
一
九

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

以
上
の
よ
う
に
、
足
利
氏
は
日
本
に
対
す
る
「
反
逆
者
」
や
「
逆
賊
」
と
し
て
の
「
汚
名
」
を
回
避
し
、
自
ら
の
行
使
す
る
支
配
権
力
の
正
当
性
を
訴
え
る
た

め
に
、
作
為
的
に
新
た
な
天
皇
を
擁
立
し
た
と
森
は
述
べ
て
い
る
。
森
に
よ
れ
ば
、
こ
の
天
皇
の
正
当
性
が
争
わ
れ
た
南
北
朝
の
並
立
と
い
う
日
本
史
上
に
お
け

る
歴
史
的
歪
み
が
起
点
と
な
っ
て
、
日
本
の
本
来
あ
る
べ
き
歴
史
へ
と
回
帰
さ
せ
よ
う
と
す
る
歴
史
の
修
正
力
が
働
く
こ
と
へ
と
繋
が
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。 

 

我
国
に
お
け
る
近
年
の
変
革
が
起
こ
っ
た
要
因
は
、
明
ら
か
に
南
朝
北
朝
が
並
立
し
た
時
代
の
歴
史
的
記
録
に
対
し
て
、
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
に
関
わ
る
権
威
者
に
よ
る
一
層
の
影
響
が
人
々
の
間
に
広
が
り
、
特
に
日
本
の
南
西
部
の
諸
藩
に
お
い
て
そ
の
影

響
は
著
し
く
、
彼
ら
の
間
に
皇
室
の
力
を
完
全
な
形
に
お
い
て
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
強
烈
な
欲
求
を
呼
び
起
こ
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
天
皇
に
よ
る

統
治
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
敵
視
し
、
王
政
の
復
活
を
渇
望
す
る
精
神
は
、
将
軍
を
中
心
と
す
る
幕
府
が
愚
か
な
誤
り
を
犯
す
た
び
に
勢
い
を
増
し
、
特

に
最
近
の
四
半
世
紀
の
間
に
一
層
強
力
な
も
の
と
な
っ
た
。
近
年
の
革
命
が
始
ま
っ
た
時
、
王
政
を
支
持
し
た
人
々
を
勝
利
へ
と
導
い
た
標
語
は
、
大
義
名

分
（t

h
e d

a
i
gi
-
m
e
i
bu
n

）
の
実
現
、
即
ち
王
と
臣
民
の
関
係
（t

he King and the Subject!

）
を
本
来
あ
る
べ
き
区
別
さ
れ
た
形
態
へ
と
再
建
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
将
軍
は
天
皇
に
対
す
る
臣
民
（subject

）、
乃
至
は
下
僕
（servant

）
と
い
う
本
来
あ
る
べ
き
関
係
へ
と
立
ち
戻
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
二
〇

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

森
の
主
張
す
る
歴
史
の
修
正
力
と
は
、「
王
政
維
新
」
の
実
現
に
よ
る
「
大
義
名
分
」
の
「
再
建
」
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
封
建
的
な
階
層
性
と
い
う
構
造

で
は
な
く
、
「
王
と
臣
民
の
関
係
」
と
い
う
日
本
固
有
の
歴
史
的
、
民
族
的
な
国
民
形
態
を
取
り
戻
す
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
封
建
体
制
の
下
で
、

体
制
委
任
と
い
う
形
で
「
王
と
臣
民
」
の
間
に
介
在
し
、
支
配
権
力
を
行
使
し
た
「
将
軍
」
の
存
在
も
、
本
来
天
皇
に
対
す
る
「
臣
民
」
や
「
下
僕
」
に
過
ぎ
な

い
と
森
は
説
明
す
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
足
利
氏
が
北
朝
と
い
う
新
し
い
天
皇
を
作
為
し
て
、
本
来
あ
る
べ
き
日
本
の
歴
史
を
歪
め
た
よ
う
に
、
将

軍
も
ま
た
、
後
述
す
る
通
り
、
正
統
な
主
権
者
か
ら
そ
の
権
力
を
「
不
当
に
強
奪
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
権
力
を
行
使
し
た
一
時
の
略
奪
者
で
あ
り
、
歴
史

の
歪
曲
者
で
あ
っ
た
と
森
は
記
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
足
利
氏
や
将
軍
の
歴
史
上
の
位
置
付
け
に
対
し
て
、
森
が
「
天
皇
と
臣
民
の
関
係
」
の
モ
デ
ル
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
あ
り
方
が

優
れ
た
愛
国
心
や
忠
誠
心
の
形
態
で
あ
る
と
し
て
高
く
評
価
し
た
も
の
が
、
楠
正
成
と
そ
の
息
子
た
ち
の
生
き
様
で
あ
っ
た
。
森
に
よ
れ
ば
、
楠
正
成
と
は
「
日

本
に
お
け
る
愛
国
主
義
（pat

r
i
o
t
i
s
m

）
の
最
も
優
れ
た
事
例
」
と
み
ら
れ
る
人
物
で
あ
り
、
正
成
の
生
き
様
は
、「
尊
王
派
の
人
々imperialist 

party

」
に

と
っ
て
、
「
愛
国
」
と
い
う
「
大
い
な
る
美
徳g

r
e
a
t
 
vi
rtue

」
を
典
型
的
に
体
現
し
た
人
物
で
あ
り
、「
神
聖
に
し
て
敬
愛
す
べ
き
存
在sacredly 

revered

」

で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
森
に
よ
れ
ば
「
正
成
は
日
本
の
歴
史
上
、
初
め
て
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
た
存
在
で
あ
り
、
王
政
を
復
活
さ
せ
る
と
い
う

目
的
の
た
め
に
生
涯
に
渡
っ
て
最
も
忠
誠
を
尽
く
し
た
人
物
で
あ
る
（t

he greatest in his allegiance to the cause of the r
estoration of the 

i
m
p
e
r
i
a
l d

y
na
s
t
y

）」
と
さ
れ
、
正
成
は
出
自
や
当
時
の
天
皇
の
判
断
な
ど
に
よ
っ
て
高
い
官
職
に
つ
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
生
き
様
は
正
成
の

子
ど
も
た
ち
に
も
強
い
影
響
を
与
え
た
と
説
明
す
る
二
一

。
即
ち
、「
正
成
の
地
位
や
家
、
そ
の
命
さ
え
も
犠
牲
に
し
て
愛
国
の
た
め
に
尽
く
し
た
生
き
様
は
、
息
子
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た
ち
の
愛
国
主
義
に
も
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
息
子
た
ち
は
父
の
美
徳
に
満
ち
た
生
き
方
を
手
本
と
し
、
尻
込
み
す
る
こ
と
な
く
父
の
死
の
例
を
追
っ
た
の
で

あ
る
（
筆
者
翻
訳
）」
二
二

と
森
は
述
べ
て
い
る
。 

先
の
足
利
氏
や
将
軍
の
存
在
と
は
対
照
的
に
、
楠
正
成
と
そ
の
息
子
た
ち
は
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
天
皇
の
正
統
性
が
争
わ
れ
た
際
に
、
南
朝
の
側
を
支
持
し

て
本
来
あ
る
べ
き
「
天
皇
と
臣
民
の
関
係
」
へ
と
歴
史
を
作
り
直
そ
う
と
し
た
人
物
で
あ
り
、
私
事
性
を
否
定
し
て
公
の
た
め
に
自
己
を
投
企
す
る
「
愛
国
主
義

p
a
t
r
i
o
t
i
sm

」
や
「
忠
誠
心al

l
e
g
i
a
n
ce

」
の
正
し
い
あ
り
方
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
る
と
森
は
位
置
付
け
て
い
る
。
こ
の
正
成
や
そ
の
息
子
た
ち
に
加
え
、「
王

政
維
新
」
へ
と
日
本
の
歴
史
を
導
き
、「
大
義
名
分
」
を
本
来
あ
る
べ
き
形
に
「
再
建
」
す
る
上
で
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
主
体
と
し
て
、
森
は
水
戸
藩
の
存

在
を
指
摘
す
る
。
先
の
史
料
に
記
さ
れ
る
「
歴
史
に
関
わ
る
権
威
者
に
よ
る
影
響
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
水
戸
藩
に
よ
る
歴
史
書
の
作
成
を
意
味
し
て
い
た
。 

 

長
き
に
渡
る
平
和
を
日
本
の
国
民
が
享
受
し
た
こ
と
は
、
王
こ
そ
が
唯
一
正
当
な
主
権
者
で
あ
り
、
将
軍
の
権
力
と
は
、
そ
の
唯
一
正
当
な
主
権
者
か
ら
不

法
に
強
奪
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（th

e
 
t
h
r
o
n
e 
w
a
s
 the 

only 
legal 

authority, 
and 

that 
the 

power 
of 

the 
Shioguns 

was usurped.

）
と

い
う
歴
史
的
真
実
（t

h
e 

h
is
t
o
r
i
c
a
l 

t
r
u
th

）
を
深
く
理
解
す
る
十
分
な
機
会
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
水
戸
藩
の
存
在
は
、
王
政
復
古
を
促
す
最
も
決
定

的
な
要
因
と
な
っ
た
。
皇
紀
二
三
九
五
年
（
西
暦
一
七
一
五
年
）、
水
戸
藩
は
名
高
い
大
名
と
し
て
知
ら
れ
た
光
圀
の
統
治
下
に
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て

「
大
日
本
史
（
日
本
の
歴
史
）
」
と
呼
ば
れ
る
精
緻
な
歴
史
書
や
、
他
に
も
数
多
く
の
重
要
な
価
値
を
有
す
る
書
物
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
時
以
来
、
水
戸
藩

は
、
国
家
の
進
歩
を
推
進
し
、
指
導
す
る
力
の
源
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
水
戸
の
歴
史
家
た
ち
は
、
日
本
の
国
民
に
対
し
て
、
真
の
主
権

者
と
は
京
都
の
天
皇
で
あ
っ
て
、
江
戸
の
将
軍
で
は
な
い
こ
と
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
二
三

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

森
の
評
価
す
る
水
戸
藩
の
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
と
は
、
正
統
な
日
本
の
歴
史
の
流
れ
を
叙
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唯
一
正
統
な
主
権
者
で
あ
る
天
皇
に
対

し
て
、
将
軍
と
は
単
な
る
権
力
の
略
奪
者
に
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
、
日
本
固
有
の
国
民
形
態
と
は
、
天
皇
を
中
心
に
あ
ら
ゆ
る
日
本
の
人
々
が
臣
民
と
し
て
一
体
と

な
っ
た
「
天
皇
と
臣
民
の
関
係
」
で
あ
る
と
い
う
「
歴
史
的
真
実
」
を
暴
き
出
し
、「
王
政
維
新
」
へ
の
原
動
力
を
生
み
出
し
た
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
森
は
、「
王

政
維
新
」
の
ト
リ
ガ
ー
に
つ
い
て
、
歴
史
の
歪
み
を
正
し
、「
大
義
名
分
」
を
「
再
建
」
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
君
臣
関
係
を
適
切

な
形
体
へ
と
歴
史
的
に
再
構
築
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
森
に
と
っ
て
、「
王
政
維
新
」
の
枢
と
な
っ
た
「
大
義
名
分
」
と
い
う
標
語
は
、
封
建
的
な
秩
序
を

補
完
し
、
正
当
化
す
る
た
め
の
論
拠
で
は
な
く
、
既
存
の
秩
序
を
相
対
化
し
打
ち
破
る
た
め
の
体
制
変
革
の
根
拠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
森
の
見
方

は
、
駐
英
外
交
官
時
代
の
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
頃
に
記
し
た
「
代
議
政
体
論
」
に
お
い
て
よ
り
明
確
な
形
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。 

 

古
代
の
日
本
に
お
け
る
政
治
形
態
に
は
、
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
僅
に
二
つ
の
も
の
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
主
権
者
た
る
天
皇
と
臣
民
（the 

S
o
v
e
r
e
i
g
n a

nd
 Hi

s
 su

b
j
ec
t
s

）
で
あ
り
、
そ
の
臣
民
の
中
に
は
い
か
な
る
政
治
的
階
級
分
化
も
存
在
し
て
来
な
か
っ
た
（among whom

―the subjects

―t
h
e
r
e 

w
a
s
 
n
o
 
cl
a
s
s
 
di
v
i
s
i
o
n

）。
我
々
が
中
世
と
呼
ぶ
時
代
に
お
い
て
、
政
治
権
力
は
公
家
、
乃
至
は
宮
廷
貴
族
に
よ
っ
て
の
み
行
使
さ
れ
、
ま
た

十
一
世
紀
か
ら
一
八
六
八
年
ま
で
の
近
世
に
お
い
て
は
、
政
治
権
力
は
代
々
幾
つ
か
の
武
家
に
よ
っ
て
の
み
享
受
さ
れ
た
二
四

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

一
八
六
八
年
に
確
立
し
た
政
治
体
制
は
古
代
に
お
け
る
王
政
の
完
全
な
る
復
活
で
あ
り
、
そ
れ
は
主
権
者
た
る
天
皇
と
一
切
の
政
治
的
階
級
分
化
の
存
在
し

な
い
臣
民
（t

h
e
 S
o
v
e
r
ei
gn
 a
n
d
 H
is
 s
u
bj
e
c
t
,
 the latter having no political cla

ss

―division

）
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
成
る
形
態
へ

と
移
行
し
た
の
で
あ
る
二
五

。
（
筆
者
翻
訳
） 
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先
の
「
日
本
の
教
育
」
に
お
け
る
森
の
歴
史
叙
述
と
同
様
に
、
本
書
に
お
い
て
も
ま
た
、
森
は
日
本
固
有
の
歴
史
的
、
民
族
的
な
国
民
形
態
に
つ
い
て
、
主
権

者
と
し
て
の
天
皇
と
「
一
切
の
政
治
的
階
級
分
化
」
を
内
包
し
な
い
臣
民
と
い
う
二
者
の
関
係
か
ら
説
明
し
、
そ
れ
ら
の
間
に
歴
史
上
介
在
し
て
き
た
公
家
や
宮

廷
貴
族
、
武
家
や
そ
の
象
徴
と
し
て
の
将
軍
な
ど
、
い
か
な
る
中
間
的
勢
力
を
も
、
そ
の
関
係
性
を
歪
曲
さ
せ
た
要
因
と
見
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
浮
き
彫
り
に

な
る
。
森
の
歴
史
観
に
お
い
て
は
、
古
代
の
王
政
に
体
現
さ
れ
た
国
民
形
態
こ
そ
が
、
日
本
の
本
来
あ
る
べ
き
国
体
の
形
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
森
は
こ
れ
ら
の

中
間
的
勢
力
を
「
大
義
名
分
」
と
い
う
標
語
の
下
に
斥
け
、
本
来
あ
る
べ
き
天
皇
と
臣
民
の
関
係
へ
と
回
帰
し
た
こ
と
を
「
完
全
な
る
王
政
の
復
活
」
と
定
義
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。 

園
田
英
弘
は
「
代
議
政
体
論
」
を
森
の
書
き
残
し
た
も
の
の
中
で
「
唯
一
の
体
系
的
書
物
」
で
あ
る
と
し
、
森
の
思
想
の
全
体
像
を
理
解
す
る
上
で
の
史
料
的

価
値
を
指
摘
す
る
二
六

。
園
田
は
本
史
料
に
依
拠
し
な
が
ら
、
森
の
思
想
的
到
達
点
を
「
機
能
主
義
的
国
家
論
」
と
説
明
し
た
。
人
間
と
は
生
来
自
由
な
存
在
で
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
「
能
力
」
の
「
不
均
等
」
や
他
者
に
よ
る
「
不
当
な
支
配
」
が
存
在
す
る
た
め
、「
法
」
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
「
法
」
を
運
用
し
個

人
を
保
護
す
る
役
割
を
担
う
機
関
と
し
て
国
家
が
設
立
さ
れ
る
と
し
た
。
国
家
の
役
割
と
は
、
個
人
の
自
然
権
を
保
護
す
る
「
本
質
的
機
能
」
と
、
国
民
に
対
す

る
福
祉
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
「
付
随
的
機
能
」
よ
り
成
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
「
明
確
に
限
定
さ
れ
た
機
能
を
遂
行
す
る
た
め
の
組
織
体
」
を
、

園
田
は
「
機
能
主
義
的
国
家
」
と
説
明
し
、
森
の
思
想
的
到
達
点
で
あ
り
、
同
時
代
の
伊
藤
博
文
や
元
田
永
孚
と
の
位
相
と
し
て
位
置
付
け
る
二
七

。
こ
の
よ
う
な

視
点
を
「
普
遍
」
や
「
普
遍
史
」
と
し
て
捉
え
た
森
は
、
西
洋
と
日
本
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
性
や
民
族
性
を
も
「
特
殊
」
と
し
て
捉
え
直
す
「
脱
西
洋
化
」
と
「
相

対
化
さ
れ
た
日
本
」
と
い
う
次
元
へ
と
至
っ
た
と
園
田
は
指
摘
す
る
二
八

。 

し
か
し
、
園
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
森
が
自
然
権
思
想
を
機
軸
と
し
て
個
人
や
社
会
を
論
じ
、
国
家
の
設
立
を
原
理
的
に
論
じ
た
と
す
れ
ば
、
後
述
す
る
福

沢
諭
吉
と
の
論
争
に
お
い
て
、
官
民
に
お
け
る
勢
力
の
均
衡
を
軸
と
し
た
市
民
社
会
論
に
賛
同
し
な
か
っ
た
森
の
立
場
を
説
明
で
き
ず
、
ま
た
以
上
の
森
の
歴
史

観
と
も
噛
み
合
わ
な
く
な
る
。「
代
議
政
体
論
」
に
み
え
る
森
の
問
題
意
識
は
、「
代
議
政
体
を
日
本
の
政
治
制
度
に
ど
の
よ
う
に
し
て
移
植
す
る
の
か
」
二
九

と
い

う
点
に
あ
り
、
そ
の
際
森
は
「
確
実
な
道
標
」三
〇

と
し
て
「
歴
史
事
実
」
に
注
目
を
し
て
い
る
三
一

。
こ
の
「
歴
史
事
実
」
は
、「
一
般
的
歴
史
事
実General Historical 

F
a
c
t
s
.

」
と
し
て
の
西
洋
の
歩
み
と
三
二

、「
特
殊
的
歴
史
事
実Special Historical Facts.

」
と
し
て
の
日
本
の
個
別
的
な
歴
史
状
況
に
大
別
さ
れ
三
三

、
そ
れ

ら
を
比
較
検
討
し
た
上
で
「
日
本
の
歴
史
的
特
質
や
発
展
形
態
と
調
和
し
得
る
確
か
な
政
治
的
諸
原
理
に
基
づ
い
た
制
度
の
確
立
（
筆
者
翻
訳
）」
を
模
索
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
森
は
述
べ
て
い
る
三
四

。
本
史
料
に
お
け
る
森
の
主
張
の
特
徴
は
、
国
家
の
設
立
や
そ
れ
を
担
う
国
民
の
形
成
と
い
う
課
題
に
お
い
て
、
欧
米
に

は
欧
米
独
自
の
歴
史
や
風
土
、
民
族
性
に
依
拠
し
た
歩
み
方
が
あ
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
も
日
本
の
歴
史
や
風
土
、
民
族
性
に
依
拠
し
た
日
本
固
有
の
形
体

を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
点
に
あ
る
と
考
え
る
。
森
の
国
体
観
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
に
お
け
る
歴
史
性
や
民
族
性
、
そ
し
て
文
化
の
様
態
に
規

定
さ
れ
た
そ
の
国
固
有
の
成
り
立
ち
方
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
伊
藤
博
文
が
森
を
評
し
て
、
漢
学
や
洋
学
、
宗
教
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
「
一
国
の
精
神

を
興
起
」
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
「
国
家
の
教
育
の
提
唱
」
者
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
三
五

や
、
森
の
思
想
的
特
質
を
「
国
体
教
育
の
主
義
」
と
評
し
た
井

上
毅
の
見
解
三
六

は
、
「
代
議
政
体
論
」
に
お
い
て
み
せ
た
森
の
思
想
的
取
り
組
み
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
同
時
代
の
評
価
で
あ
る
。 

 

三
．「
開
化
」
と
国
体
の
関
係
―
「
王
政
維
新
」
と
「
国
家
的
機
能
」
の
回
復
― 

「
王
政
維
新
」
の
実
現
に
よ
る
「
大
義
名
分
」
の
「
再
建
」
を
通
し
て
、
天
皇
と
「
一
切
の
政
治
的
階
級
分
化
」
の
存
在
し
な
い
臣
民
の
関
係
に
基
づ
く
日
本

固
有
の
国
民
形
態
＝
国
体
を
回
復
さ
せ
た
こ
と
に
付
随
し
て
、
森
が
取
り
戻
し
た
と
主
張
す
る
日
本
固
有
の
「
国
家
的
機
能
」
が
、
自
文
化
と
は
異
な
る
外
来
文

化
の
真
価
を
見
極
め
、
受
容
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
進
歩
を
促
し
て
き
た
「
開
化
」
の
能
力
で
あ
っ
た
。
森
は
日
本
の
異
文
化
受
容
の
能
力
に
つ
い
て
、「
日
本
の

文
化
的
特
質
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
特
質
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。 
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我
国
民
に
特
有
か
つ
興
味
深
い
数
多
く
の
特
徴
の
中
で
、
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
文
明
の
真
価
を
見
抜
く
優
れ
た
性
質
で
あ
る
。
日
本
は
こ
の
性
質
に

よ
っ
て
大
陸
文
明
を
受
容
し
た
。
我
国
民
は
そ
の
文
明
の
真
価
を
見
極
め
る
に
留
ま
ら
ず
、
大
陸
文
明
の
弟
子
と
し
て
、
と
て
も
周
到
か
つ
賢
明
で
あ
っ
た

の
で
、
知
識
の
豊
富
さ
と
い
う
点
に
お
い
て
す
ぐ
さ
ま
師
と
同
等
に
な
り
、
ま
た
我
々
全
て
の
日
本
民
族
は
道
徳
的
に
も
ア
ジ
ア
大
陸
の
民
族
と
同
一
の
も

の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
皇
紀
十
三
世
紀
（
西
暦
七
世
紀
）
に
お
い
て
、
日
本
帝
国
と
中
国
の
国
家
間
関
係
は
よ
り
一
層
親
密
か
つ
恒
久
的
な
も
の
と
な
り

始
め
た
。
両
国
に
お
け
る
こ
の
親
密
さ
は
、
ほ
と
ん
ど
五
世
紀
に
渡
っ
て
維
持
さ
れ
、
そ
の
間
、
数
多
く
の
使
節
が
相
互
に
派
遣
さ
れ
、
非
常
に
友
好
的
で

誠
意
の
あ
る
や
り
方
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
仏
経
教
義
の
信
仰
者
も
含
め
て
、
数
多
く
の
学
生
が
中
国
へ
と
派
遣
さ
れ
、
教
育
さ
れ
た
。
我
々
の
政
治
的
、

社
会
的
制
度
は
、
早
い
時
期
に
中
国
を
模
範
と
し
て
改
良
さ
れ
た
の
で
あ
る
三
七

。（
筆
者
翻
訳
） 

 森
は
「
日
本
の
文
化
的
特
質
」
と
し
て
、
自
文
化
と
は
異
な
る
外
来
文
化
の
価
値
を
見
定
め
、
自
文
化
の
中
に
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
急
速
な
改

良
を
促
し
、
か
つ
て
は
「
大
陸
文
明
」
を
「
師
」
と
考
え
て
「
開
化
」
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
知
識
や
道
徳
の
両
側
面
に
お
い
て
、
そ
の
当
時
に
お
け
る
先
進
文

明
の
次
元
へ
と
同
化
し
て
き
た
と
説
明
し
て
い
る
。
日
本
は
本
来
、
歴
史
的
、
国
家
的
に
、
自
文
化
と
は
異
な
る
文
化
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
刷

新
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
「
開
化
」
の
機
能
を
重
ん
じ
る
民
族
性
を
保
有
し
て
い
る
と
森
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

さ
ら
に
、
以
下
の
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
王
政
維
新
」
を
実
現
し
た
後
の
日
本
は
、
再
び
こ
の
よ
う
な
「
国
家
の
有
す
る
強
み
」
を
発
揮
し
、
欧
米
の
「
キ

リ
ス
ト
教
国
の
近
代
文
明
」
を
「
師
」
と
考
え
、「
開
化
」
を
推
進
し
て
い
る
と
森
は
述
べ
る
。 

 

王
政
維
新
以
来
の
日
本
に
お
け
る
進
歩
の
特
徴
は
、
将
来
に
お
け
る
日
本
の
国
家
的
繁
栄
を
完
全
に
保
障
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
今
日
進
歩
の
道
を
邁

進
す
る
我
国
を
突
き
動
か
す
活
力
や
勢
力
が
何
で
あ
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
日
本
の
指
導
者
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
進
歩
の
道
へ
と
至

る
こ
と
を
自
ら
願
っ
た
り
、
誰
か
か
ら
招
待
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
も
な
く
、
無
意
識
的
に
そ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
こ
と
を
彼
ら
自
身
が
理
解
し
、
驚
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
国
家
の
有
す
る
強
み
（advantage

）
を
否
定
す
る
も
の
は
誰
一
人
と
し
て
存
在
し
な
い
。
昨
日
の
政
治
的
巨
人
も
、
今

日
で
は
単
な
る
小
人
に
過
ぎ
な
い
。
海
外
で
教
育
を
受
け
た
我
国
の
青
年
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
国
の
近
代
文
明
に
対
し
て
熱
烈
な
共
感
を
示
し
、
興
奮
し

た
表
情
で
帰
国
し
つ
つ
あ
る
。
彼
ら
の
意
見
や
考
え
は
、
そ
の
指
導
者
や
支
援
者
の
行
動
や
願
望
に
対
し
て
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
。
我
々
が
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
困
難
な
問
題
の
一
つ
は
、
我
々
の
青
年
た
ち
を
正
し
く
方
向
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
ら
の
僅
か
な
知
識
が
危
険
な
も
の
と
な
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
知
識
が
円
熟
を
迎
え
た
な
ら
ば
、
我
国
を
守
る
武
器
と
な
り
、
そ
し
て
我
国
の
大
い
な
る
進
歩
を
促
す
有
益
な
影
響
力
と
す
る
た
め
に
方

向
付
け
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
付
け
と
い
う
極
め
て
重
要
な
問
題
に
関
し
て
、
海
外
か
ら
賢
明
な
助
言
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
教
育

こ
そ
、
緊
急
か
つ
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
、
と
三
八

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

以
上
二
つ
の
史
料
か
ら
、
森
は
か
つ
て
の
日
本
は
「
大
陸
文
明
」
を
、
今
日
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
国
の
近
代
文
明
」
を
「
師
」
と
仰
い
で
自
文
化
の
改
良
を
促

し
て
い
る
と
記
す
一
方
で
、
本
書
を
作
成
し
た
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
の
段
階
に
お
い
て
は
、
日
本
を
「
進
歩
の
道
」
へ
と
自
然
と
突
き
動
か
す
「
活
力
」
や

「
勢
力
」
の
源
泉
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
も
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
森
は
後
の
「
代
議
政
体
論
」
な
ど
に
お
い
て
そ
の
答
え
を
明
示
す
る
。

即
ち
、
「
王
政
維
新
」
に
至
り
、
武
士
や
将
軍
が
台
頭
し
た
「
覇
政
の
時
代
」
に
そ
の
発
現
を
妨
げ
ら
れ
た
日
本
固
有
の
「
国
家
的
機
能
」、
乃
至
は
「
歴
史
的
機

能
」
で
あ
る
「
開
化
」
の
機
能
が
回
復
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
日
本
が
「
進
歩
の
道
」
を
歩
む
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
森
は
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

森
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
「
異
な
る
文
化
を
吸
収
、
模
倣
す
る
能
力the facility of assimilati

on, or imitation

」
三
九

に
優
れ
、
歴
史
的
に
「
異
国
の
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思
想
や
風
俗
、
文
物
の
真
価
を
適
切
に
認
め
、
進
ん
で
活
用appreciating, and readily making use of, foreign ideas, manners, and things

」

四
〇

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
文
化
の
進
歩
を
促
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
国
家
的
機
能
」
を
通
し
て
、
日
本
は
か
つ
て
「
東
洋East

」
を
模
範
と
し

て
「
朝
鮮
や
中
国
か
ら
技
術
や
慣
習
、
法
制
度
な
ど
を
学
び
」
四
一

、
ま
た
近
世
の
「
封
建
制
度feudal 

system

」
の
下
で
、
一
時
的
に
そ
の
「
国
家
的
機
能
」

の
喪
失
に
直
面
し
た
も
の
の
、「
王
政
維
新
」
を
経
て
そ
の
「
機
能
」
を
回
復
し
た
こ
と
で
、
今
日
で
は
「
西
洋West

」
を
模
範
と
し
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ

カ
を
モ
デ
ル
に
同
様
の
過
程
を
始
め
て
い
るs

he
 
h
a
s
 
already 

commenced 
a 

similar 
process, 

as 
regards 

the 
systems 

of 
her 

European 
and 

A
m
e
r
i
c
a
n
 n
e
i
g
h
bo
u
r
s

」
四
二

と
説
明
す
る
。 

本
稿
が
注
目
す
る
こ
と
は
、「
開
化
」
と
い
う
日
本
の
「
国
家
的
機
能
」
が
、
一
方
の
武
士
が
台
頭
し
、「
封
建
制
度
」
が
築
か
れ
、
唯
一
正
統
な
主
権
者
で
あ

る
天
皇
か
ら
将
軍
が
そ
の
権
力
を
略
奪
し
た
「
覇
政
の
時
代
」
に
お
い
て
機
能
不
全
に
陥
り
、
他
方
の
「
王
政
維
新
」
に
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
機
能
が
回
復

し
た
と
論
じ
て
い
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
森
の
歴
史
叙
述
や
歴
史
評
価
を
踏
ま
え
れ
ば
、
天
皇
と
「
一
切
の
政
治
的
階
級
分
化
」
の
存
在
し
な
い
臣
民
の
関
係

と
い
う
日
本
の
国
体
構
造
が
、
何
ら
か
の
中
間
勢
力
の
台
頭
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
た
り
、
破
壊
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
古
代
の
「
王
政
の
時
代
」
と
、

「
覇
政
の
時
代
」
を
終
わ
ら
せ
古
代
の
形
態
を
取
り
戻
す
こ
と
に
成
功
し
た
近
代
の
「
王
政
維
新
の
時
代
」
に
し
か
、「
東
洋
」
や
「
西
洋
」
を
モ
デ
ル
と
し
た
「●

開
化

●

●

」●

の●

機
能

●

●

は●

作
動

●

●

し
な
か
っ
た

●

●

●

●

●

と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
森
の
論
理
構
造
に
お
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に

し
た
女
性
、
宗
教
、
外
債
、
国
際
法
、
教
育
、
脱
亜
言
説
、
そ
し
て
「
日
本
の
条
約
改
正
に
関
わ
る
事
実
説
明
」
に
お
い
て
、
森
が
欧
米
側
に
「
開
列
」
し
た
日

本
の
内
政
や
外
交
に
関
わ
る
「
進
歩
」
の
「
事
実
」
な
ど
、
外
来
文
化
を
自
文
化
の
中
に
吸
収
し
、
自
己
を
刷
新
す
る
「
開
化
」
機
能
そ
れ
自
体
が
、
国
体
の
存

在
を
前
提
と
し
、
国
体
の
存
在
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
森
の
歴
史
観
に
お
け
る
「
開
化
」
と
国
体
の
相
関
関
係
を
踏
ま
え

れ
ば
、
「
開
化
」
と
は
単
な
る
日
本
の
「
文
化
的
特
質
」
な
の
で
は
な
く
、
国
体
の
下
に
お
い
て
の
み
作
動
す
る
こ
と
の
で
き
る
日
本
の
国
家
と
し
て
の
「
機
能
」

で
あ
り
、
国
体
と
は
「
開
化
」
と
い
う
日
本
の
国
家
的
、
歴
史
的
「
機
能
」
を
作
動
さ
せ
る
上
で
絶
対
不
可
欠
な
要
件
で
あ
っ
た
と
い
う
関
係
に
な
る
。
従
っ
て
、

国
体
が
不
成
立
な
歴
史
状
況
に
お
い
て
「
開
化
」
機
能
は
停
止
し
た
と
森
が
説
明
す
る
以
上
、
森
の
思
想
構
造
上
に
お
い
て
、
国
体
と
は
、
勝
田
が
論
じ
る
よ
う

な
、
利
用
価
値
が
な
け
れ
ば
放
棄
し
、
他
の
何
か
に
代
替
す
る
こ
と
の
可
能
な
単
な
る
「
資
本
」
や
「
宝
庫
」
＝
「
手
段
」
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。 

ま
た
森
は
、
「
開
化
」
に
関
わ
る
国
体
の
意
義
に
つ
い
て
、「
開
化
」
と
い
う
「
国
家
的
機
能
」
を
作
動
さ
せ
る
必
要
条
件
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
ば
か
り
で
な

く
、
異
文
化
を
受
容
し
、
吸
収
す
る
自
文
化
の
主
体
性
の
根
拠
で
あ
り
、
自
文
化
に
お
け
る
文
化
的
連
続
性
と
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
障
す

る
も
の
で
あ
る
と
も
説
明
す
る
。
森
に
よ
れ
ば
、「
異
国
の
文
明
か
ら
思
想
や
制
度
を
摂
取
す
る
こ
と
は
日
本
の
力
を
弱
く
し
、
損
な
う
も
の
」
で
は
な
い
と
さ
れ
、

そ
の
根
拠
と
し
て
森
は
、
天
皇
の
存
在
を
媒
介
と
し
て
形
成
さ
れ
た
「
日
本
人
の
心the Japanese h

eart

」
四
三

を
あ
げ
る
。
そ
れ
は
「
日
本
に
生
を
受
け
た
あ

ら
ゆ
る
人
々
の
中
に
鼓
動be

a
t
s
 
i
n
 
t
h
e
 
b
re
a
s
t
 
o
f 

every 
native 

of 
Japan

」
し
、「
時
間
や
空
間
を
隔
て
よ
う
と
も
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
忠
誠an 

a
t
t
a
c
h
m
e
nt
 
w
h
i
ch
 
n
e
it
he
r
 
t
i
m
e
 
n
o
r
 
d
is
t
a
n
c
e 

can 
weaken

」
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
「
同
質
な
揺
る
が
な
い
心the 

same 
stout 

heart

」

に
よ
る
紐
帯
が
、
「
自
国
に
対
す
る
日
本
人
の
強
烈
な
忠
誠intense attachment of the Japanese of their country

」
を
創
出
す
る
根
拠
に
な
る
と
森

は
述
べ
る
四
四

。
森
は
こ
の
よ
う
な
「
心
」
が
形
成
さ
れ
た
歴
史
的
要
因
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

顧
ミ
ル
ニ
我
国
万
世
一
王
天
地
ト
与
ニ
限
極
ナ
ク
、
上
古
以
来
威
武
ノ
耀
ク
所
未
タ
曽
テ
一
タ
ヒ
モ
外
国
ノ
屈
辱
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
ア
ラ
ス
、
而
シ
テ
人
民

護
国
ノ
精
神
忠
武
恭
順
ノ
風
ハ
亦
祖
宗
以
来
ノ
漸
磨
陶
養
ス
ル
所
、
未
タ
地
ニ
堕
ル
ニ
至
ラ
ス
、
此
レ
乃
チ
一
国
富
強
ノ
基
ヲ
成
ス
為
ニ
無
二
ノ
資
本
至
大

ノ
宝
源
ニ
シ
テ
、
以
テ
人
民
ノ
品
性
ヲ
進
メ
教
育
ノ
準
的
ヲ
達
ス
ル
ニ
於
テ
他
ニ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
假
ラ
サ
ル
ヘ
キ
者
ナ
リ
四
五

。 
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日
本
が
「
二
五
〇
〇
年
間
に
渡
っ
て
異
民
族
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
こ
と
」
が
一
度
も
な
く
、「
封
建
制
度
」
の
下
で
一
時
的
に
光
を
失
っ
た
も
の
の
、「
二
五

〇
〇
年
も
の
間
、
日
本
は
同
一
の
王
朝
の
下d

ur
i
n
g
 t
he
 same period

―for 2
,500 years

―we have remained under the same dynasty

」
四
六

に
あ

り
、
こ
こ
に
お
い
て
天
皇
の
存
在
が
一
貫
し
て
「
国
家
的
存
在
の
中
核the 

throne 
being 

the 
center 

of 
our 

national 
existence

」
を
成
し
て
き
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
天
皇
に
対
す
る
無
条
件
か
つ
心
か
ら
の
尊
敬
心a profound and unqualified respect for the Imperial Throne

」
と
、「
自
国
に

対
す
る
強
い
愛
国
心a

 
p
ecu

l
i
a
r
 
s
t
ro
n
g
 
l
ov
e
 
f
o
r o

ur country

」
を
生
み
出
す
源
泉
と
な
る
四
七

と
し
て
い
る
。 

森
の
歴
史
観
に
依
拠
す
れ
ば
、
国
体
と
は
、
古
代
の
日
本
に
お
い
て
成
立
し
、
近
代
の
「
王
政
維
新
」
の
実
現
に
お
い
て
再
生
す
る
に
至
っ
た
天
皇
と
い
う
「
国

家
的
存
在
の
中
核
」
と
、「
一
切
の
政
治
的
階
級
分
化
」
の
存
在
し
な
い
一
体
的
構
造
と
し
て
の
臣
民
の
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
歴
史
的
、
民
族
的
な
日
本
固
有

の
国
民
形
態
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
国
体
と
は
、
日
本
の
国
家
と
し
て
の
起
源
そ
の
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
、
民
族
的
に
日
本
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
て

き
た
存
立
根
拠
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
勝
田
の
述
べ
る
よ
う
に
、
国
家
意
識
を
形
成
す
る
た
め
に
「
利
用
」
さ
れ
、
或
い
は
放
棄
さ

れ
、
或
い
は
代
替
可
能
な
相
対
的
「
手
段
」
と
し
て
の
「
資
本
」
乃
至
は
「
宝
庫
」
で
は
な
く
、
近
代
国
家
に
お
け
る
国
民
の
国
家
意
識
や
帰
属
意
識
を
創
出
し
、

国
家
の
「
独
立
」
と
い
う
「
目
的
」
を
実
現
す
る
上
で
日
本
の
依
拠
す
る
必
然
性
の
あ
っ
た
主
体
性
の
根
拠
と
し
て
の
「
資
本
」
乃
至
は
「
宝
庫
」
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
国
体
と
は
、
「
開
化
」
と
い
う
日
本
固
有
の
「
国
家
的
機
能
」、
乃
至
は
「
歴
史
的
機
能
」
を
作
動
さ
せ
る
必
要
条
件
で
あ
り
、
国
体
の

下
で
「
開
化
」
を
推
進
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
「
力
」
を
弱
体
化
さ
せ
、
国
家
の
基
盤
を
揺
る
が
せ
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
森
は
説
明
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
国

体
が
日
本
の
起
源
で
あ
り
存
立
根
拠
で
あ
る
以
上
、
日
本
の
文
化
的
連
続
性
や
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
障
す
る
自
文
化
性
の
根
拠
に
も
な
り

得
る
か
ら
で
あ
る
。
森
は
、
個
人
の
次
元
に
お
い
て
特
定
の
価
値
＝
「
門
」
を
選
択
し
、「
宗
派
」
や
「
政
党
」、「
学
派
」
へ
と
帰
属
す
る
行
為
を
相
対
化
可
能
な

私
的
価
値
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
公
空
間
へ
の
介
在
を
決
し
て
許
容
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
国
体
と
は
抽
象
的
個
人
の
次
元
に
お
け
る
価
値
で
は
な
く
、
日

本
を
日
本
た
ら
し
め
る
日
本
性
や
、
日
本
人
を
日
本
人
た
ら
し
め
る
日
本
人
性
を
保
障
す
る
相
対
化
不
可
能
な
公
的
か
つ
日
本
特
殊
の
根
拠
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

四
．「
国
民
議
会
」
構
想
と
「
開
化
」 

「
国
家
的
存
在
の
中
核
」
と
し
て
の
天
皇
と
、「
一
切
の
政
治
的
階
級
分
化
」
の
介
在
し
な
い
一
体
的
構
造
と
し
て
の
臣
民
の
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
日
本
固

有
の
国
民
形
態
を
実
態
と
し
た
森
の
国
体
観
は
、
日
本
に
固
有
の
近
代
国
家
の
構
造
を
設
計
す
る
論
拠
と
な
り
、
以
下
に
検
討
す
る
福
沢
諭
吉
と
の
学
者
職
分
論

争
に
お
い
て
、
森
が
福
沢
の
主
張
す
る
個
人
を
存
立
根
拠
と
し
た
欧
米
型
の
市
民
社
会
論
に
基
づ
く
国
家
像
を
批
判
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
学
者
職
分
論
争

は
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
三
月
に
発
行
さ
れ
た
『
明
六
雑
誌
』
第
二
号
の
中
で
行
な
わ
れ
た
論
争
で
あ
る
が
、
福
沢
が
同
年
一
月
に
記
し
た
『
学
問
の
す
ゝ
め
』

第
四
編
お
け
る
「
学
者
の
職
分
を
論
ず
」
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
、
森
を
は
じ
め
加
藤
弘
之
や
津
田
真
道
、
西
周
を
巻
き
込
ん
だ
論
争
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。 

福
沢
は
「
学
者
の
職
分
を
論
ず
」
四
八

に
お
い
て
、「
一
国
の
全
体
」
を
「
人
民
」
と
「
政
府
」
の
「
両
立
」
に
よ
る
「
力
の
平
均
」
に
求
め
た
。
福
沢
に
よ
れ
ば
、

「
人
身
の
健
康
」
が
「
内
」
の
「
生
力
」
と
「
外
物
の
刺
衝
」
の
「
平
均
」
と
「
調
和
」
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
よ
う
に
、「
一
国
」
の
「
独
立
」
に
お
い
て
も
「
政

府
は
生
力
の
如
く
、
人
民
は
な
お
外
物
の
刺
衝
の
如
し
」
と
述
べ
、「
内
」
の
「
政
府
の
力
」
と
「
外
」
の
「
人
民
の
力
」
が
「
内
外
相
応
じ
て
そ
の
力
を
平
均
せ

ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
福
沢
は
「
人
民
」
に
お
け
る
「
私
立
」
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

今
我
よ
り
私
立
の
実
例
を
示
し
、
人
間
の
事
業
は
独
り
政
府
の
任
に
あ
ら
ず
、
学
者
は
学
者
に
て
私
に
事
を
行
う
べ
し
、
町
人
は
町
人
に
て
私
に
事
を
な
す
べ

し
、
政
府
も
日
本
の
政
府
な
り
、
人
民
も
日
本
の
人
民
な
り
、
政
府
は
恐
る
べ
か
ら
ず
近
づ
く
べ
し
、
疑
う
べ
か
ら
ず
親
し
む
べ
し
と
の
趣
き
を
知
ら
し
め
な

ば
、
人
民
漸
く
向
か
う
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
、
上
下
固
有
の
気
風
も
次
第
に
消
滅
し
て
、
始
て
真
の
日
本
国
民
を
生
じ
、
政
府
の
玩
具
た
ら
ず
し
て
政
府
の
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刺
衝
と
な
り
、
学
術
以
下
三
者
も
自
ず
か
ら
そ
の
所
有
に
帰
し
て
、
国
民
の
力
と
政
府
の
力
と
互
い
に
相
平
均
し
、
以
て
全
国
の
独
立
を
維
持
す
べ
き
な
り
四
九

。 

 

福
沢
は
特
に
「
人
民
」
が
「
政
府
の
玩
具
」
と
し
て
単
に
支
配
さ
れ
る
側
に
甘
ん
じ
て
き
た
こ
と
を
問
題
視
し
、「
人
民
」
が
「
私
立
」
し
て
「
政
府
の
刺
衝
」

と
な
る
に
値
す
る
「
真
の
日
本
国
民
」
へ
と
生
れ
変
わ
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
福
沢
の
主
張
の
核
心
部
分
は
、
国
家
と
社
会
を
分
離
し
、

社
会
が
国
家
を
牽
制
し
刺
激
す
る
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
一
国
の
活
力
を
生
み
出
し
、
国
家
の
「
独
立
」
を
維
持
す
る
市
民
社
会
論
の
発
想
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

社
会
に
お
け
る
活
力
の
発
達
の
た
め
に
も
福
沢
は
「
私
立
為
業
」
の
意
義
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
森
は
福
沢
の
描
い
た
「
一
国
ノ
全
体
」
を
「
穏
当
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
覚
ル
モ
ノ
」
と
批
判
し
、
福
沢
の
市
民
社
会
論
と
は
一
線
を
画
す
る
国
民
観
、

国
家
構
造
を
提
示
す
る
五
〇

。
森
は
「
政
府
ト
人
民
ト
両
立
ス
ル
ノ
理
ア
ル
ヲ
知
ラ
ス
、
又
其
状
ア
ル
ヲ
見
ス
」
と
述
べ
、
ま
た
「
定
律
王
政
或
ハ
共
和
民
政
ノ
体

ニ
変
セ
シ
国
多
ク
ア
レ
ト
モ
、
未
タ
政
府
ト
人
民
ト
ノ
間
ニ
内
外
対
立
刺
衝
調
和
ノ
例
又
其
説
ア
ル
ヲ
聞
カ
ス
」
と
応
じ
た
上
で
、
福
沢
の
描
い
た
官
と
民
の
分

離
に
よ
る
力
の
「
平
均
」
、「
調
和
」
の
構
造
と
は
対
照
的
な
「
一
国
ノ
全
体
」
の
あ
り
方
を
説
明
す
る
。 

 

夫
レ
民
ノ
公
務
ハ
国
ノ
要
ス
ル
処
、
文
事
ニ
モ
セ
武
事
ニ
モ
セ
必
ス
逃
避
ス
可
ラ
ス
、
各
其
力
ヲ
致
シ
テ
之
ニ
従
事
ス
ヘ
キ
ハ
論
ヲ
待
タ
サ
ル
ナ
リ
、
何
ヲ

カ
民
ト
云
フ
、
其
務
ヲ
爲
ス
ノ
権
ト
其
責
ヲ
担
当
ス
ヘ
キ
ノ
義
ト
ヲ
有
ス
ル
者
ヲ
指
ス
ナ
リ
、
故
ニ
官
吏
モ
民
ナ
リ
、
貴
族
モ
民
ナ
リ
平
族
モ
民
ナ
リ
、
日

本
ノ
版
籍
ニ
属
ス
ル
者
一
人
モ
我
民
名
ヲ
免
カ
ル
ヽ
ヲ
得
ス
、
又
其
責
ヲ
担
当
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
五
一

。 

 

福
沢
の
主
張
す
る
「
私
立
為
業
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
「
私
立
」
す
る
民
間
勢
力
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
第
五
編
に
明
記
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
漠
然
と
し
た
一
般
庶
民
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
独
立
の
精
神
」
に
富
み
、
ま
た
経
済
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
者
に
よ
る
支

配
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
「
正
に
国
人
の
中
等
に
位
し
、
知
力
を
以
て
一
世
を
指
揮
」
す
る
中
産
階
層
＝
「「
ミ
ッ
ヅ
ル
カ
ラ
ッ
ス
」
な
る
者
」
を
意
味
す
る
五
二

。

福
沢
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
こ
の
中
産
階
層
の
台
頭
に
よ
る
、
国
家
と
社
会
の
力
や
、
官
と
民
の
勢
力
の
均
衡
関
係
を
作
り
出
す
構
造
に
特
徴
が
あ
り
、
必
然
的
に
中

産
階
層
こ
そ
が
文
明
を
推
進
す
る
主
導
的
立
場
を
担
う
存
在
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
森
は
福
沢
が
提
示
し
た
国
民
の
階
層
分
化
を
前
提
と
し
た
上
で
、「
政
府
」
と
「
人
民
」
の
「
内
外
対
立
刺
衝
調
和
」
の
「
両
立
」
関
係
に
よ

っ
て
、「
全
国
の
独
立
を
維
持
す
べ
き
な
り
」
と
す
る
点
に
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
福
沢
と
の
論
争
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
森
の
立
場
は
福
沢

の
市
民
社
会
論
的
な
発
想
を
是
と
せ
ず
、
官
と
民
と
を
分
離
せ
ず
に
、
国
民
を
一
体
的
集
合
体
と
し
て
捉
え
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
先
の
森
の
歴
史
観
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
森
は
そ
の
国
体
概
念
に
依
拠
し
、
天
皇
と
臣
民
に
介
在
す
る
勢
力
が
台
頭
す
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
国
民
の
中
に
一
切
の
「
階
級

分
化
」
を
想
定
せ
ず
、
政
府
も
人
民
も
一
体
で
あ
り
、
誰
も
が
日
本
国
民
の
一
員
と
し
て
、
国
家
の
必
要
と
す
る
文
武
の
「
公
務
」
を
担
い
、
国
家
形
成
に
参
与

す
る
「
権
」
利
と
、
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
義
」
務
を
負
っ
て
い
る
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
森
は
、
福
沢
が
「
開
化
」
を
推
進
す
る
勢
力
を
中
産

階
層
に
求
め
た
の
に
対
し
て
、「
蓋
シ
其
責
ハ
之
ヲ
知
リ
之
ヲ
主
張
ス
ル
ノ
人
ニ
存
ス
、
之
ヲ
主
張
ス
ル
者
ハ
各
能
ク
其
地
位
ヲ
察
シ
世
事
ヲ
為
ス
可
ケ
レ
ハ
、
各

其
意
ノ
適
ル
所
ニ
就
テ
民
ノ
義
ヲ
務
メ
世
ノ
公
利
ヲ
進
ム
ヘ
シ
、
然
レ
ハ
官
途
ニ
出
テ
之
ヲ
為
ス
モ
又
私
立
シ
テ
之
ヲ
為
ス
モ
別
ニ
差
異
ア
ル
ヿ
ナ
シ
」
五
三

と
述

べ
、
官
と
民
を
問
わ
ず
、「
開
化
」
の
何
た
る
か
を
「
知
リ
」、
そ
れ
を
「
主
張
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
世
ノ
公
利
」
を
推
進
す
る
先
覚
者
た
ち
に
求
め
て
い
る
。 

森
は
官
と
民
を
区
別
し
な
い
一
体
的
な
国
民
観
を
生
涯
保
持
し
続
け
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
森
の
国
体
史
の
分
析
に
基
づ
い
て
理
念
化
さ
れ
た
国
民
観
に
対

し
て
、
森
の
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
実
体
と
し
て
の
国
民
像
が
、
余
り
に
も
懸
け
離
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
森
は
現
実
の
国
民
の
中
に
は
官

と
民
の
間
に
如
何
と
も
し
難
い
意
識
の
壁
が
存
在
し
、
こ
の
意
識
の
壁
こ
そ
が
国
民
の
一
体
性
が
阻
害
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。 
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官
民
の
区
別
甚
だ
懸
隔
し
て
萬
事
円
滑
な
ら
ず
、
恰
も
昔
時
士
族
以
上
の
も
の
が
幾
分
か
臣
民
と
し
て
政
治
に
参
与
せ
し
観
な
き
に
あ
ら
ず
、
今
日
に
至
つ

て
は
、
士
民
の
区
別
は
殆
ん
ど
之
れ
な
き
も
、
官
民
の
区
別
は
未
だ
甚
し
と
て
、
人
々
の
心
脳
を
衝
き
つ
ゝ
あ
る
が
如
し
、
尤
も
官
吏
の
帯
ぶ
る
責
任
に
対

し
て
は
、
官
民
の
区
別
は
勿
論
之
れ
あ
る
べ
し
と
雖
ど
も
、
其
他
の
事
に
付
き
て
は
、
自
今
決
し
て
区
別
あ
る
べ
か
ら
ず
（
筆
者
中
略
）
大
凡
官
吏
と
人
民

と
を
問
は
ず
、
日
本
の
国
民
た
り
帝
国
の
臣
民
た
る
よ
り
其
国
家
に
尽
す
志
の
点
に
於
て
は
一
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
五
四

。 

 

国
民
の
中
に
存
在
す
る
意
識
の
「
懸
隔
」
は
、
森
の
国
民
観
に
お
け
る
理
念
と
実
体
の
乖
離
を
象
徴
し
て
い
る
。
明
治
維
新
を
経
て
四
民
平
等
の
世
と
な
り
、

形
の
上
で
の
「
士
民
」
の
区
別
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
、
即
ち
政
治
に
携
わ
る
「
帝
国
の
臣
民
」
と
し
て
の
意
識
の
持
ち
方
に

は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
森
は
述
べ
る
。
そ
れ
は
「
恰
も
昔
時
士
族
以
上
の
も
の
が
幾
分
か
臣
民
と
し
て
政
治
に
参
与
せ
し
観
な
き
に
あ
ら
ず
」
と
し
た
よ
う

に
、
森
の
歴
史
区
分
に
従
え
ば
、「
近
世
」
以
来
日
本
の
歴
史
上
政
治
に
携
わ
る
こ
と
が
武
士
階
級
以
上
の
者
に
限
定
さ
れ
、
抑
々
そ
れ
以
外
の
人
々
は
「
臣
」
と

し
て
政
治
に
参
与
す
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
森
は
指
摘
す
る
。「
近
世
」
に
お
い
て
、
民
と
は
民
草
で
あ
っ
て
政
治
主
体
で
は
な
く
、
為
政
者

に
と
っ
て
の
政
治
の
対
象
＝
客
体
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
森
は
こ
の
よ
う
な
大
部
分
の
日
本
の
人
々
を
政
治
に
お
け
る
客
体
か
ら
主
体
へ
と
作
り
変
え
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
「
臣
民
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
日
本
と
は
対
照
的
に
、
全
て
の
国
民
が
「
独
立
」
と
い
う
「
目
的
」
に
お
い
て
並
列
化
し
、
国
家
に
対
す
る
愛
国
や
忠
誠
を
尽
す
と
い
う
志
に
お

い
て
一
つ
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
、
森
は
ア
メ
リ
カ
の
「
独
立
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。 

 

見
ヨ
彼
ノ
米
国
独
立
ノ
業
ヲ
成
シ
タ
ル
人
ノ
如
キ
ハ
奇
好
ノ
最
モ
少
キ
者
ナ
リ
、
米
国
当
時
ノ
人
口
僅
カ
ニ
三
百
万
、
而
シ
テ
老
幼
婦
女
ノ
数
ハ
其
半
ヲ
過

ギ
タ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
三
百
万
人
一
身
ノ
如
ク
皆
飢
ヲ
忍
ヒ
渴
ニ
堪
ヘ
熱
心
其
独
立
ヲ
計
リ
テ
遂
ニ
之
ヲ
為
セ
リ
、
而
シ
テ
今
ヤ
我
国
勢
如
何
ヲ
顧
ミ
レ
バ

米
国
昔
時
ノ
如
キ
外
患
目
前
ニ
切
迫
セ
ル
ニ
非
ズ
ト
雖
モ
、
其
実
ハ
形
体
ヲ
異
ニ
ス
ル
所
ノ
外
患
ハ
腹
背
ニ
充
満
ス
、
決
シ
テ
奇
ヲ
事
ト
ス
ベ
キ
時
機
ニ
非

ラ
ザ
ル
ナ
リ
五
五

。 

 

当
時
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
三
百
万
の
人
々
は
、
国
民
の
中
に
存
在
す
る
年
齢
や
性
別
な
ど
の
差
異
を
超
越
し
、「
独
立
」
と
い
う
「
目
的
」
に
対
し
て
恰
も
「
一

身
」
の
よ
う
に
国
民
と
し
て
の
一
体
性
を
保
持
し
、
直
面
す
る
苦
難
に
も
一
丸
と
な
っ
て
耐
え
忍
ん
で
い
た
と
森
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
形
体
」
は
異

な
る
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
独
立
に
際
し
て
直
面
し
た
「
外
患
」
と
実
質
的
に
は
同
一
の
国
際
状
況
の
中
に
日
本
は
立
た
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
。
日
本
は
、

国
民
の
間
の
意
識
の
「
懸
隔
」
を
乗
り
越
え
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
ま
さ
し
く
「
一
つ
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

森
は
国
事
を
担
う
国
家
の
主
体
と
し
て
の
「
臣
民
」
と
い
う
概
念
を
士
族
以
上
の
ご
く
一
部
の
者
に
で
は
な
く
、
日
本
国
家
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
ま
で

下
降
さ
せ
、
日
本
に
生
き
る
全
て
の
者
が
等
し
く
国
家
を
担
う
存
在
で
あ
る
と
い
う
理
想
化
さ
れ
た
国
民
観
を
も
つ
一
方
で
、
国
際
感
覚
な
ど
は
勿
論
、
自
ら
が

国
家
を
担
う
存
在
で
あ
る
と
い
う
主
体
意
識
や
、
自
ら
が
一
国
の
国
民
で
あ
る
と
い
う
帰
属
意
識
す
ら
持
ち
合
わ
せ
な
い
極
め
て
未
成
熟
な
多
く
の
民
衆
と
対
峙

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
日
本
の
国
民
に
内
在
さ
れ
た
致
命
的
な
欠
陥
に
つ
い
て
、
森
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

我
国
中
古
以
来
文
武
ノ
業
ニ
従
ヒ
躬
国
事
ニ
任
ス
ル
ハ
偏
ニ
士
族
ノ
専
有
ス
ル
所
タ
リ
、
而
シ
テ
今
ニ
至
リ
開
進
ノ
運
動
ヲ
主
持
ス
ル
者
僅
ニ
国
民
ノ
一
部

分
ニ
止
マ
リ
、
其
他
多
数
ノ
人
民
ハ
或
ハ
茫
然
ト
シ
テ
立
国
ノ
何
タ
ル
ヲ
解
セ
サ
ル
者
多
シ
、
顧
ミ
ル
ニ
欧
米
ノ
人
民
上
下
ト
ナ
ク
男
女
ト
ナ
ク
、
一
国
ノ

国
民
ハ
各
一
国
ヲ
愛
ス
ル
ノ
精
神
ヲ
存
シ
、
固
結
シ
テ
解
ク
ヘ
カ
ラ
ス
五
六

。 
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欧
米
の
人
民
は
立
場
や
年
齢
の
上
下
、
性
別
な
ど
一
切
の
区
別
な
く
愛
国
心
に
溢
れ
、
分
か
ち
難
い
ほ
ど
に
「
固
結
」
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
「
多

数
ノ
人
民
ハ
或
ハ
茫
然
ト
シ
テ
立
国
ノ
何
タ
ル
ヲ
解
セ
サ
ル
者
多
シ
」
と
嘆
き
、
森
は
そ
の
主
体
意
識
の
欠
如
を
日
本
国
民
の
致
命
的
欠
陥
と
し
て
説
明
し
て
い

る
。
日
本
の
大
部
分
の
人
々
の
意
識
の
中
に
は
「
立
国
」
を
「
主
持
ス
ル
者
」、
即
ち
国
家
を
担
う
国
民
と
し
て
の
自
覚
が
極
め
て
乏
し
く
、
国
民
自
ら
が
「
独
立
」

と
い
う
国
家
の
課
題
と
対
峙
し
、
そ
れ
を
担
お
う
と
す
る
存
在
に
は
程
遠
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
森
を
「
国
体
主
義
者
」
と
評
し
た
井
上
毅
は
、
生
前
森

が
井
上
に
語
っ
た
「
一
日
の
口
話
」
五
七

と
し
て
、「
私
は
道
路
を
歩
い
て
も
、
假
令
ば
人
力
車
に
乗
る
に
も
、
此
車
夫
の
頭
に
は
日
本
と
云
ふ
脳
髓
が
あ
ろ
う
か
と

想
像
す
れ
ば
誠
に
心
細
い
感
情
が
起
る
」
と
嘆
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
五
八

。 

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
国
民
と
の
関
係
に
お
い
て
、
森
の
推
進
し
た
「
開
化
」
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
と
本
稿
は
考
え
る
。「
開
化
」
を
め
ぐ
る
森

の
意
識
は
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
六
月
の
Ｊ
・
ヘ
ン
リ
ー
書
簡
に
見
ら
れ
る
「
絶
望
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。 

 

あ
な
た
の
従
事
し
て
い
る
重
大
な
変
革
は
、
非
常
な
る
判
断
力
と
慎
重
さ
、
不
断
の
努
力
な
し
で
は
決
し
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
ら
は
真
の
愛

国
心
に
衝
き
動
か
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
永
久
の
変
革
は
漸
進
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
何
世
紀
に
も

渡
っ
て
国
民
の
間
に
伝
播
さ
れ
た
思
想
や
、
異
な
る
時
代
に
存
在
し
続
け
た
慣
習
や
性
質
は
、
即
座
に
取
り
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
変
革
と
は
、

忍
耐
強
く
絶
え
間
な
い
労
力
が
必
要
と
な
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
長
期
に
渡
る
努
力
を
通
じ
て
、
次
第
に
取
っ
て
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
で
す

か
ら
、
あ
な
た
が
期
待
し
た
程
に
現
実
の
進
歩
が
速
い
も
の
で
な
く
と
も
、
決
し
て
絶
望
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
五
九

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

森
の
想
定
し
た
一
体
的
な
国
民
観
や
国
家
構
造
に
対
し
て
、
対
内
的
に
は
、
国
民
の
大
部
分
に
主
体
意
識
が
欠
如
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
国
民
と
の
関
係
に
お

い
て
「
開
化
」
が
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
う
現
実
と
、
対
外
的
に
は
、
欧
米
側
か
ら
「
文
明
国
家
」
と
し
て
の
評
価
を
獲
得
し
、
不
平
等
条
約
の
改
正
を
実
現
す

る
こ
と
で
、
日
本
の
「
独
立
」
の
回
復
と
、
確
た
る
主
権
国
家
を
設
立
す
る
こ
と
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
と
の
板
挟
み
の
中
で
、
森
の
中
に
生

じ
た
焦
り
や
「
絶
望
」
感
は
、
不
特
定
多
数
の
庶
民
に
お
け
る
「
開
化
」
を
待
つ
の
で
は
な
く
、「
開
化
」
の
何
た
る
か
を
「
知
リ
」、
そ
れ
を
「
主
張
」
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
世
ノ
公
利
」
を
推
進
す
る
こ
と
の
で
き
る
先
覚
者
た
ち
を
、
作
為
的
に
国
民
全
体
の
中
か
ら
「
選
抜select

」
し
、
組
織
化
し
、
そ
の
先
覚
者
の

発
す
る
「
開
化
」
の
「
声
」
を
国
家
意
思
＝
国
家
の
方
針
や
政
策
の
形
成
に
反
映
さ
せ
る
仕
組
み
作
り
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
森
の
構
想
へ
と
帰
結
す
る
こ
と
に

な
る
。
森
が
自
ら
の
構
想
を
具
体
化
す
る
上
で
目
を
付
け
た
も
の
が
、
天
皇
の
名
の
下
に
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
に
開
設
が
約
束
さ
れ
た
「
帝
国
議
会
」

で
あ
り
、
森
は
こ
れ
を
「
国
民
議
会N

at
i
o
n
a
l A

s
se
m
b
ly

」
と
呼
称
し
て
、
国
家
の
「
独
立
」
に
関
わ
る
様
々
の
「
国
益national interests

」
を
代
表
し
、

そ
れ
ら
の
問
題
に
関
わ
る
専
門
的
な
「
知
識k

n
o
wl
e
d
g
e

」
や
「
技
術skills

」、
即
ち
「
特
別
な
資
格specially qualified

」
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
各

分
野
に
お
け
る
「
開
化
」
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
か
ら
構
成
さ
れ
る
専
門
家
集
団
、
乃
至
は
天
皇
や
天
皇
の
信
認
の
下
に
政
治
を
行
う
政
府
の
た
め
の
「
諮
問

会
」
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
る
組
織
作
り
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
一
連
の
段
階
的
な
選
抜
制
度
を
繰
り
返
し
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
抜

さ
れ
た
者
の
中
か
ら
そ
れ
に
相
応
し
い
も
の
を
選
抜
す
るit 

is 
to 

select 
out 

of 
the 

selected, 
through 

the 
operation 

of 
a 

series 
of 

g
r
a
d
u
a
t
e
d e

l
e
c
ti
o
n
s

六
〇

（
筆
者
翻
訳
）」
と
い
う
方
法
を
駆
使
し
、
明
六
社
の
よ
う
な
特
定
の
知
識
人
で
は
な
く
、
い
わ
ば
先
覚
者
た
り
得
る
可
能
性
を
も
つ

者
の
裾
野
を
全
国
民
に
ま
で
拡
大
し
、
国
民
全
体
の
中
か
ら
各
分
野
に
お
け
る
「
国
益
」
を
代
表
し
得
る
有
識
者
を
選
び
出
そ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
森
は
「
国
民
議
会
」
の
機
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

い
か
な
る
機
能
が
国
民
議
会
に
は
付
与
さ
れ
る
に
相
応
し
い
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
以
下
に
あ
げ
る
三
つ
の
機
能
に
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
答
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す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
人
々
に
対
す
る
課
税
の
割
り
当
て
方
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
国
民
議
会
に
お
い
て

提
起
さ
れ
、
熟
考
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
関
し
て
、
政
府
に
対
す
る
集
約
さ
れ
た
助
言
（coll
ective advice

）
を
与
え
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
、
天

皇
に
対
し
て
、
国
民
議
会
に
お
い
て
合
意
に
達
し
た
あ
ら
ゆ
る
請
願
を
提
出
す
る
こ
と
で
あ
る
六
一

。（
筆
者
翻
訳
） 

 
第
一
の
「
税
」
の
問
題
に
関
わ
る
機
能
の
目
的
は
、「
人
々
に
対
す
る
課
税
の
公
平
性
を
保
障
す
る
こ
とto secure fairness in apportioning taxation 

a
m
o
n
g
 
th
e
 
pe
o
p
l
e

」
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
「
公
平
と
な
る
課
税
範
囲
を
定
め
る
こ
とto 

establish 
an 

equitable 
incidence 

of 
taxation

」
で
あ

る
と
森
は
説
明
す
る
。
課
税
の
目
的
や
総
額
は
行
政
府
の
判
断
事
項
で
あ
る
が
、
行
政
府
と
の
関
係
に
お
い
て
、
課
税
を
め
ぐ
る
「
国
民
議
会
」
か
ら
の
意
見
は
、

議
会
の
投
票
を
経
て
、
議
会
構
成
員
の
三
分
の
二
以
上
に
よ
っ
て
信
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、「
行
政
府
に
対
す
る
拘
束
力binding on the Government

」
を
持

ち
、
「
無
条
件
に
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
いu

n
c
ond

itionally accept it

」
と
さ
れ
、
三
分
の
二
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
意
見
の
取
り
扱
い
は
行

政
府
の
自
由
と
な
る
と
森
は
述
べ
て
い
る
。
但
し
、
行
政
府
が
「
国
民
議
会
」
の
意
見
を
「
拒
絶rejection

」
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
の
説
明
を
求
め
る
権

利
の
行
使
を
「
国
民
議
会
」
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
六
二

。 

第
三
の
機
能
、
即
ち
国
民
議
会
に
よ
る
「
天
皇
へ
の
請
願p

etition

」
に
つ
い
て
、
森
は
「
行
政
府
の
政
治
行
為
や
立
法
行
為
（the 

political 
conduct 

o
r
 l
e
gi
s
l
a
t
iv
e
 a
c
t
s

）
に
対
し
て
、
国
民
議
会
の
大
部
分
が
帝
国
の
諸
制
度
を
危
険
に
晒
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
り
、
国
民
生
活
を
悪
化
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
た
場
合
に
、
天
皇
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
不
満
（any complaint

）
を
述
べ
る
と
い
う
機
能
で
あ
る
（
筆
者
翻
訳
）」
六
三

と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
森
は

行
政
府
に
よ
る
立
法
行
為
や
法
の
運
用
、
政
治
行
為
に
関
わ
る
権
力
を
、
天
皇
の
存
在
に
よ
っ
て
相
対
化
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
国
民

議
会
に
よ
る
「
請
願
」
を
天
皇
が
ど
の
よ
う
に
扱
い
、
行
政
府
の
権
力
を
ど
の
レ
ベ
ル
で
相
対
化
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。 

最
も
重
要
な
第
二
の
機
能
、
即
ち
「
国
民
議
会
」
に
お
い
て
「
提
起
さ
れ
、
熟
考
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
」
＝
「
国
民
議
会
」
の
代
表
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
国

益
」
と
は
い
か
な
る
領
域
の
国
家
利
害
を
意
味
し
、
ま
た
そ
の
「
国
益
」
に
つ
い
て
議
論
す
る
構
成
員
の
「
選
抜
」
に
つ
い
て
森
が
ど
の
よ
う
に
構
想
し
て
い
た

の
か
と
い
う
点
に
論
を
進
め
た
い
。
森
は
こ
の
「
国
益
」
に
つ
い
て
、「
地
方
問
題p

rovincial affairs

」、「
農
業agriculture

」、「
工
業industry

」、「
商

業c
o
m
m
e
rc
e

」
、「
衛
生s

a
ni
t
a
t
i
o
n

」
、「
教
育ed

u
c
a
tion

」、「
科
学s

cience

」、
そ
し
て
「
技
術art

」
を
あ
げ
、「
こ
れ
ら
の
国
益
が
国
民
議
会
に
お
い
て
代

表
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
六
四

。
先
の
課
税
の
問
題
は
「
地
方
問
題
」
の
具
体
的
な
審
議
事
項
に
あ
た
り
、
本
件
に
限
っ
て
は
、「
公
平
性
」
の
観
点
か

ら
六
五

、
議
会
投
票
の
結
果
に
応
じ
て
行
政
府
に
対
す
る
「
拘
束
力
」
を
も
つ
と
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
「
国
益
」
に
関
わ
る
領
域
は
、
主
に
行
政
府
や
天
皇
に
対

す
る
「
助
言ad

v
ic
e

」
に
そ
の
機
能
は
留
ま
る
と
し
、
特
に
「
政
略
」
に
関
わ
る
問
題
、
即
ち
「
外
国
交
際
通
商
条
約
」
の
締
結
や
軍
事
的
側
面
な
ど
に
つ
い
て

は
「
議
員
之
ヲ
関
知
ス
ル
ヲ
要
セ
サ
ル
ナ
リ
」
六
六

と
述
べ
、「
国
民
議
会
」
の
議
論
の
及
ぶ
範
囲
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
「
助
言
」
の
目
的
は
、「
行
政
府
が
議

会
か
ら
提
案
さ
れ
た
同
様
の
問
題
に
つ
い
て
、
行
政
府
側
の
方
針
を
修
正
し
、
よ
り
成
熟
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
るin 

order 
thereby 

to 
enable 

the 

G
o
v
e
r
n
m
e
nt
 
t
o
 
mo
d
i
f
y
 or

 
m
a
t
u
r
e
 t
h
e
i
r
 o
w
n
 
i
deas on the same subject

（
筆
者
翻
訳
）
」
六
七

た
め
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
領
域
に
お
け
る
「
国
益
」
に
つ
い
て
討
議
す
る
人
々
は
、
不
特
定
多
数
の
誰
で
も
な
い
人
々
で
は
な
く
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
「
開
化
」

の
あ
り
方
を
「
知
リ
」、
そ
れ
を
「
主
張
」
す
る
先
覚
的
「
知
識
」
を
も
ち
、
そ
れ
に
相
応
し
い
「
特
別
な
資
格
」
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
る
有
識
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
森
は
述
べ
て
い
る
。 

 

上
で
列
挙
し
た
全
て
の
主
題
に
関
わ
る
利
害
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
に
関
わ
る
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
、
そ
れ
を
担
う
に
相
応
し
い
特

別
な
資
格
を
も
つ
者
（t

h
ose

 o
n
l
y
, w

h
o
 a
r
e
 sp

ecially qualified to do so by their knowledge of the various subjects

）
に
よ
っ
て
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の
み
、
最
も
よ
く
保
護
さ
れ
、
推
進
さ
れ
る
の
で
あ
る
六
八

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

こ
の
よ
う
に
、
個
々
の
「
国
益
」
に
つ
い
て
討
議
す
る
国
民
議
員
と
な
り
得
る
候
補
者
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
効
果
的
に
追
及
す
る
に
相
応
し
い
専
門
的
知

識
や
技
能
を
有
しp

o
s
s
e
ssi

n
g
 
s
u
c
h
 
k
n
ow
l
e
d
g
e
 
an
d 

skill 
as 

are 
required 

for 
efficiently 

pursuing 
their 

respective 
objects

（
筆
者

翻
訳
）」
六
九

、「
特
別
な
資
格s

pec
i
a
l
l
y q

u
a
l
if
i
e
d

」
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
さ
れ
、
従
っ
て
、
必
然
的
に
何
ら
か
の
「
選
抜
制
度a system 

o
f
 s
e
le
c
t
i
o
n

」
を
通
過
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
「
選
抜
制
度
」
こ
そ
が
、「
国
民
議
会
」
の
構
成
員
に
最
も
相
応
し
い
人
間
を
集
約
す
る
方
法
で
あ

る
と
森
は
述
べ
て
い
る
。 

 

人
間
の
知
的
、
道
徳
的
、
身
体
的
能
力
に
は
予
め
不
平
等
が
存
在
す
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
る
。
立
法
に

携
わ
る
者
を
選
抜
す
る
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
あ
る
人
々
は
他
の
人
々
よ
り
も
、
よ
り
優
れ
た
資
格
を
持
ち
、
選
抜
行
為
を
行
う
人
々
も
ま
た
、
あ
る
特

定
の
選
抜
制
度
の
実
効
を
通
じ
て
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
七
〇

。（
筆
者
翻
訳
） 

 

政
治
と
は
政
府
に
お
け
る
広
範
囲
の
目
的
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
目
的
は
、
そ
の
目
的
を
扱
い
得

る
だ
け
の
特
別
な
資
格
を
も
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
の
み
最
も
よ
く
対
処
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
国
家
的
な
重
要
性
に
関
わ
る
組
織

体
を
代
表
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、
一
八
九
〇
年
に
開
設
さ
れ
る
国
民
議
会
は
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
組
織
体
は
、
第
一
に
地
方
議

会
、
第
二
に
、
そ
の
目
的
が
何
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
に
よ
っ
て
そ
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
、
選
出
す
る
に
値
す
る
組
織
と
し
て
公
的
に
承
認
さ

れ
た
団
体
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
七
一

。
（
筆
者
翻
訳
） 

 

森
は
自
ら
の
設
計
す
る
「
選
抜
制
度
」
の
構
造
に
つ
い
て
、「
一
文
で
言
え
ば
、
一
連
の
段
階
的
な
選
抜
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
で
、
選
抜
さ
れ
た
者
の
中
か
ら

そ
れ
に
相
応
し
い
も
の
を
さ
ら
に
選
抜
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
り
、
よ
り
端
的
に
言
え
ば
、
最
も
資
格
の
あ
る
も
の
を
徐
々
に
選
抜
す
る
制
度
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。
森
は
「
国
民
議
会
」
全
体
の
構
成
員
に
つ
い
て
、
九
〇
名
と
仮
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
三
分
の
二
を
地
方
問
題
の
専
門
家
が
、
残
り
の
三
分
の
一
を
各

「
国
益
」
に
関
わ
る
専
門
家
が
構
成
す
る
と
想
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
地
方
問
題
に
関
わ
る
専
門
家
の
選
抜
過
程
は
、
町
村
を
構
成
す
る
各
家
の
長
＝
戸
主
に

よ
る
「
戸
主
集
会h

e
ad
s
 of

 f
a
m
i
l
ie
s
 g
r
ou
p
e
d
 to

ge
ther

」
を
組
織
し
、
戸
主
同
士
に
よ
る
討
議
と
投
票
を
経
て
「
町
村
議
員
」
を
選
出
す
る
の
が
第
一
段

階
と
さ
れ
る
。
第
二
段
階
と
し
て
、
こ
の
「
町
村
議
員
」
が
「
町
村
議
会the 

assembly 
of 

a 
par

ish 
or 

village

―Cho 
or 

Son

」
を
組
織
し
、
同
様
に

「
郡
区
議
員
」
を
選
出
し
、
次
に
選
出
さ
れ
た
「
郡
区
議
員
」
が
「
郡
区
議
会the assembly of a district

―Gun or Ku

」
を
組
織
し
た
上
で
、「
地
方
議

員
」
を
選
出
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
府
県
レ
ベ
ル
を
代
表
す
る
「
地
方
議
会a provincial assembly

―Ken or Fu

」
を
組
織
し
、
各
府
県
の
利

害
を
代
表
し
、
地
方
問
題
に
精
通
し
た
専
門
家
＝
国
民
議
員
一
名
を
選
び
抜
く
こ
と
に
な
る
と
森
は
考
え
て
い
る
七
二

。
連
続
的
な
選
抜
操
作
を
繰
り
返
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
有
資
格
者
の
母
数
を
絞
り
込
み
、
国
民
議
員
の
資
格
を
有
す
る
に
値
す
る
専
門
家
を
各
地
域
に
お
い
て
選
抜
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
従
っ
て
、
多

く
の
日
本
国
民
は
こ
の
専
門
家
を
選
出
す
る
と
い
う
最
初
の
段
階
、
即
ち
「
国
民
議
会
」
の
構
成
員
に
な
り
得
る
最
初
の
候
補
者
を
選
出
す
る
と
い
う
過
程
に
お

い
て
、
国
政
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
意
思
決
定
に
参
加
で
き
る
の
は
、
森
が
日
本
に
固
有
か
つ
伝
統
的
な
「
政
治
単
位

political 

u
n
i
t

」
で
あ
る
と
考
え
た
「
戸
主t

h
e
 
h
e
ad
 
o
f
 
e
v
e
r
y 

family

」
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、「
日
本
で
は
欧
米
諸
国
の
よ
う
に
富
や
財
産
が
そ
の
政

治
史
上
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
こ
と
が
一
度
も
な
か
っ
たsince 

wealth 
or 

property 
has 

never 
played 

in 
politics 

so 
important 

a 
part 

as 
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h
a
s
 
b
e
e
n
 
th
e
 
c
a
s
e
 
i
n
 
Eu
r
o
p
e
a
n
 
co
u
n
t
r
i
es

（
筆
者
翻
訳
）」
こ
と
に
よ
り
、「
家
」
を
中
心
と
し
た
「
政
治
単
位
」
を
「
維
持
」
し
、「
改
良
」
す
る
こ
と

が
最
善
で
あ
る
と
森
が
判
断
し
た
結
果
で
あ
っ
た
七
三

。 

ま
た
、「
商
業
」
と
い
う
「
国
益
」
を
代
表
す
る
国
民
議
員
を
選
出
す
る
場
合
、
そ
れ
は
、
様
々
の
「
地
方
商
業
協
会local associations of commerce

」

か
ら
選
抜
さ
れ
た
代
表
者
に
よ
り
組
織
さ
れ
る
「
全
国
商
業
協
会National 

Association 
of 

Commerce

」
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
と
し
て
い
る
が
、「
商
業
」

分
野
を
代
表
す
る
専
門
的
知
識
や
技
能
を
も
ち
、
有
資
格
者
と
な
り
得
る
「
母
体e

lectiv
e bodies

」
は
、「
国
家
の
権
威
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
」
有
識
者
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
或
い
は
、「
衛
生
」
と
い
う
「
国
益
」
の
場
合
、
森
は
、「
国
家
の
権
威
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
」
有
識
者
に
よ
っ
て
各
地
域

に
お
い
て
組
織
さ
れ
る
「
地
方
公
衆
衛
生
協
会l

o
c
a
l 

Associations 
of 

Public 
Health

」
の
中
か
ら
、「
全
国
公
衆
衛
生
協
会National 

Association 

o
f
 
P
u
b
li
c
 
H
ea
l
t
h

」
の
構
成
員
を
選
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
中
か
ら
数
名
の
「
代
表
者representatives

」
を
国
民
議
員
と
し
て
選
出
す
る
と
説
明
し
て
い
る

七
四

。
こ
の
「
国
家
の
権
威the

 a
u
t
h
o
r
i
t
y o

f t
h
e
 S
t
a
te

」
に
つ
い
て
森
は
詳
細
に
論
じ
て
い
な
い
が
、
論
理
的
に
考
え
れ
ば
、
お
そ
ら
く
「
商
業
」
や
「
農

業
」
、
「
工
業
」
な
ど
の
場
合
に
は
農
商
務
省
、
或
い
は
「
教
育
」
や
「
科
学
」、「
技
術
」
な
ど
の
場
合
に
は
文
部
省
、「
衛
生
」
の
場
合
に
は
「
内
務
省
」
な
ど
、

そ
の
「
国
益
」
に
対
応
す
る
行
政
府
や
そ
の
長
で
あ
る
大
臣
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
他
の
「
国
益
」
に
関
わ
る
専
門
領
域
、
即
ち

「
農
業
」
、
「
工
業
」
、
「
教
育
」
、
「
科
学
」
、
「
技
術
」
、
さ
ら
に
は
時
代
の
要
請
に
応
じ
て
新
た
に
追
加
さ
れ
る
専
門
領
域
も
、「
商
業
」
や
「
衛
生
」
の
場
合
と
同

様
の
選
抜
方
法
に
よ
っ
て
各
国
民
議
員
を
選
抜
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
森
は
結
論
し
て
い
る
。
森
は
臣
民
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
「
国
民
議
会
」
の
役
割
に
つ
い

て
、
天
皇
や
天
皇
の
行
政
府
と
の
関
係
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
し
て
計
画
さ
れ
た
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
重
要
な
組
織
体
の
声
は
、
充
分
に
あ
ら
ゆ
る
本
質
的
な
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
り
、
天

皇
の
政
府
（t

h
e
 
G
o
v
e
r
nm
en
t
 
o
f
 
th
e
 
E
mp
e
r
o
r

）
に
対
し
て
忠
誠
心
を
も
っ
て
、
ま
た
有
益
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
奉
仕
（loyally 

and 
usefully 

s
e
r
v
e

）
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
の
制
度
は
、
天
皇
陛
下
（Imperial Majesty

）
の
希
望
の
実
現
を
援
助
し
、
必
ず
や
促
進
す
る
も
の
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
天
皇
陛
下
は
、
忠
実
な
臣
民
（fa

i
thful subjects

）
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
示
唆
に
つ
い
て
、
そ
の
利
点
を
考
慮
し
た
上
で
、

常
に
賢
明
で
、
慈
悲
深
く
比
較
検
討
さ
れ
る
の
で
あ
る
。（
筆
者
翻
訳
） 

 

以
上
の
森
の
「
国
民
議
会
」
構
想
は
、
森
の
定
位
し
た
国
体
観
を
逸
脱
し
た
り
、
解
体
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
「
国
家
的
存
在
の
中
核
」
と
し
て

の
天
皇
や
天
皇
の
信
認
し
た
行
政
府
に
対
し
て
、
臣
民
と
し
て
の
あ
る
べ
き
「
分
限
」
や
「
分
際
」
七
五

を
超
え
る
も
の
で
も
な
い
。
森
は
「
国
民
議
会
」
が
国
家

意
思
を
決
定
す
る
組
織
で
あ
る
と
は
決
し
て
定
義
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
天
皇
や
「
天
皇
の
政
府
」
に
対
し
て
「
助
言
」
を
行
い
、
国
家
意
思
の
形
成
を
「
援
助
」

し
、
忠
誠
心
を
も
っ
て
「
奉
仕
」
す
る
「
忠
実
な
臣
民
」
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
組
織
体
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。「
国
民
議
会
」
構
想
と
は
、
国
体
と
い
う

日
本
固
有
の
国
民
形
態
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
森
の
対
峙
し
た
現
実
の
課
題
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
最
も
合
理
的
、
効
果
的
に
先
覚
者
た
ち
に
よ
る
「
開
化
」
の

「
声
」
を
吸
い
上
げ
、
日
本
の
国
家
と
し
て
の
「
開
化
」
の
推
進
に
資
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
よ
う
と
模
索
し
た
結
果
と
し
て
辿
り
つ
い
た
森
の
方
法
的
帰
結

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

本
稿
第
三
部
第
一
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
森
が
初
代
文
相
と
し
て
設
計
し
た
教
育
制
度
は
、
国
民
議
員
と
な
り
得
る
新
た
な
可
能
性
や
専
門
的
知
識
を
備

え
た
人
材
を
確
保
し
、
こ
の
「
国
民
議
会
」
に
資
す
る
可
能
性
を
期
待
し
て
構
築
さ
れ
た
事
前

●

●

の●

選
抜

●

●

シ
ス
テ
ム

●

●

●

●

で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

森
の
「
国
民
議
会
」
構
想
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
候
補
者
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
一
に
、
国
家
が
必
要
と
す
る
各
「
国
益
」
の
領
域
に
対
応
す
る
専

門
的
「
知
識
」
や
「
技
能
」
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
特
別
な
資
格
」
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
専
門
的
人
材
が
事
前
に
育
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
絶
対
的
な
前
提
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要
件
と
な
る
。
そ
し
て
第
二
に
、「
国
民
議
会
」
が
天
皇
や
天
皇
の
行
政
府
に
対
し
て
「
義
務
」
を
尽
く
し
、
忠
誠
心
を
も
っ
て
「
奉
仕
」
す
る
「
助
言
」
機
関
と

し
て
の
役
割
を
正
常
に
果
た
す
た
め
に
は
、
各
「
国
益
」
を
代
表
す
る
専
門
家
と
な
る
も
の
で
あ
れ
、
地
方
問
題
に
お
け
る
最
小
の
政
治
単
位
と
さ
れ
た
「
戸
主
」

で
あ
れ
、
彼
ら
が
個
人
の
「
私
利
」
で
は
な
く
、
天
皇
や
「
天
皇
の
政
府
」、
そ
し
て
国
家
と
い
う
全
体
に
お
け
る
「
公
利
」
の
た
め
に
力
を
尽
く
す
存
在
＝
「
臣

民
」
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
的
に
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、「
国
民
議
会
」
そ
れ
自
体
を
、
森
の
想
定
す
る
よ
う
な
天
皇
陛
下
に
対
す

る
「
忠
実
な
臣
民
」
が
構
成
す
る
組
織
体
で
あ
る
こ
と
を
保
障
し
、
担
保
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
「
国
民
議
会
」
設
立
以
前
の
国
民
の
育
成
と
選
抜
を
行
う
制

度
を
用
意
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。
従
っ
て
、
森
の
「
国
民
議
会
」
構
想
と
森
が
文
相
と
し
て
設
計
し
た
諸
学
校
制
度
に
は
、
そ
の
構
造
上
相
関
関
係
が
あ

っ
た
と
本
稿
は
考
え
る
。 

森
が
設
計
し
た
諸
学
校
制
度
に
つ
い
て
は
、
森
の
教
育
構
想
の
全
て
が
個
人
で
は
な
く
国
家
へ
と
焦
点
化
さ
れ
、
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
や
、

「
私
利
」
で
は
な
く
「
公
利
」
の
意
識
、
ま
た
は
、
個
人
で
は
な
く
国
家
を
「
本
尊
」
と
す
る
意
識
や
自
覚
の
形
成
を
中
心
と
し
て
、
国
家
へ
の
「
義
務
」
を
尽

く
す
「
実
用
」
の
国
民
＝
「
帝
国
臣
民
」
を
育
成
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
と
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
諸
学
校
を
系
統
化
し
、
国
民
の
能
力
や
資
力
に
応
じ
た
尋

常
小
学
校
か
ら
帝
国
大
学
へ
の
階
層
構
造
を
作
り
上
げ
、「
教
育
」
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
「
帝
国
臣
民
」
と
し
て
の
「
気
質
」
を
育
成
し
た
上
で
、
よ
り
専
門
的
な

人
材
と
な
り
得
る
も
の
に
は
、
医
学
や
法
学
、
工
学
、
文
学
、
理
学
な
ど
の
各
専
門
分
野
に
関
わ
る
知
識
や
技
能
を
「
学
問
」
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
習
得
さ
せ
る

高
等
中
学
校
や
帝
国
大
学
へ
と
集
約
さ
せ
る
仕
組
み
作
り
を
森
が
進
め
て
い
た
こ
と
は
、
森
の
設
定
し
た
「
国
民
議
会
」
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
「
国
益
」
や
そ

の
専
門
性
と
の
関
連
性
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
森
は
、「
教
育
」
と
「
学
問
」
の
中
間
に
位
置
す
る
と
考
え
た
高
等
中
学
校
や
、「
学
問
」
の
場
と
し

て
の
帝
国
大
学
に
お
い
て
育
成
す
る
人
材
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
、
欧
米
諸
国
と
の
競
争
を
前
提
と
し
、「
国
家
全
体
ノ
重
要
ナ
ル
部
分
を
占
ム
ル
モ
ノ
、
即
チ
社
会

ノ
上
流
ニ
立
ツ
ヘ
キ
人
物
、
正
確
ニ
学
術
精
錬
ノ
士
ヲ
多
ク
養
成
ス
ル
ヿ
是
ナ
リ
」
と
述
べ
、
一
国
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
ま
た
各
分
野
に
お
け
る
専
門
的
知
識

や
技
術
を
有
す
る
「
学
術
精
錬
ノ
士
」
＝
高
度
な
専
門
家
を
数
多
く
育
成
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
森
が
「
学
問
」
領
域
に
お
い
て
追
求
す
べ
き

問
題
と
し
て
設
定
し
た
も
の
は
、
個
人
が
関
心
を
抱
く
学
問
的
真
理
で
は
な
く
、
国
家
の
「
須
要
」
に
応
じ
る
学
問
で
あ
り
、
国
家
の
独
立
と
い
う
「
目
的
」
を

実
現
す
る
上
で
重
要
と
な
る
国
家
の
「
国
益
」
に
対
応
し
た
学
問
で
あ
っ
た
。
森
が
「
教
育
」
と
「
学
問
」
を
意
識
的
に
分
離
し
た
意
図
も
、
国
民
全
体
の
中
か

ら
、
国
家
が
必
要
と
す
る
各
「
国
益
」
の
領
域
に
対
応
す
る
専
門
的
「
知
識
」
や
「
技
能
」
を
有
し
、「
特
別
な
資
格
」
を
も
つ
と
評
価
し
得
る
人
材
の
範
囲
を
制

度
的
に
線
引
き
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
森
は
、
自
ら
が
設
計
し
た
教
育
制
度
に
よ
る
事
前
の
育
成
、
選
抜
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、「
国
民
議
会
」

構
想
に
内
在
さ
れ
た
制
度
上
の
リ
ス
ク
を
最
小
化
し
、
そ
の
専
門
性
に
耐
え
得
る
人
材
を
確
保
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
に
布
告
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
の
草
案
の
内
容
を
め
ぐ
り
、
森
を
文
相
に
登
用
し
た
伊
藤
博
文
と
の
間
で
森
が
破
論
を
引
き

起
こ
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
森
と
伊
藤
の
決
定
的
な
相
違
に
つ
い
て
、
両
者
の
国
体
概
念
の
位
置
付
け
方
の
位
相
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え

て
い
る
。
例
え
ば
、
森
は
、
憲
法
草
案
の
中
に
表
記
さ
れ
た
「
臣
民
権
利
義
務
」
と
い
う
表
現
に
対
し
て
、「
臣
民
権
利
義
務
ヲ
改
メ
テ
臣
民
ノ
分
際
ト
修
正
セ
ン
」

と
主
張
し
た
。
森
に
よ
れ
ば
、「
臣
民
ハ
天
皇
ニ
対
シ
テ
ハ
独
リ
分
限
ヲ
有
シ
責
任
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
権
利
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
さ
れ
、
そ
の
主
張
の
根
拠

は
、
天
皇
に
対
し
て
、
森
自
身
を
含
め
た
日
本
国
民
の
全
て
が
「
サ
ブ
ゼ
ク
ト
」
＝
「
臣
民

subject

」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
た
七
六

。
こ
れ
に

対
し
て
伊
藤
は
、「
憲
法
ノ
骨
子
」
と
は
「
君
主
権
」
の
「
制
限
」
と
「
臣
民
」
の
「
権
利
義
務
」
の
「
列
記
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
し
た
上
で
、「
臣
民
権
利

義
務
ヲ
改
メ
テ
臣
民
ノ
分
際
ト
修
正
セ
ン
」
と
す
る
森
の
「
説
ハ
憲
法
学
及
国
法
学
ニ
退
去
ヲ
命
シ
タ
ル
ノ
説
」
で
あ
り
、「
憲
法
ニ
反
対
ス
ル
説
」
で
あ
る
と
批

判
し
て
い
る
七
七

。
こ
の
よ
う
な
伊
藤
の
主
張
に
対
し
て
、
森
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。 

 

此
ノ
権
利
義
務
ハ
何
物
ニ
対
ス
ル
権
利
義
務
ナ
ル
カ
、
天
皇
ニ
対
ス
ル
モ
ノ
カ
将
タ
国
家
ニ
対
ス
ル
モ
ノ
カ
疑
ヲ
シ
テ
本
邦
人
ノ
脳
裡
ニ
生
セ
シ
ム
ル
ヲ
如
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何
セ
ン
、
西
洋
各
国
ニ
於
テ
ハ
其
歴
史
上
ノ
沿
革
ニ
依
リ
国
家
ト
帝
王
ト
ノ
思
想
及
ヒ
区
別
ハ
分
明
ナ
ル
カ
故
ニ
、
臣
民
ハ
帝
王
ニ
対
シ
若
干
ノ
権
利
ヲ
有

シ
又
国
家
ニ
対
シ
若
干
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ト
云
フ
コ
ト
明
瞭
ナ
リ
、
然
ル
ニ
本
邦
ト
西
洋
ト
ハ
大
ニ
異
ナ
ル
所
ア
リ
テ
、
日
本
ノ
臣
民
ハ
天
皇
ニ
対
シ
権
利
義

務
ヲ
有
ス
ト
云
フ
語
ハ
語
ヲ
ナ
サ
ゝ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
又
之
ヲ
有
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
七
八

。 

 
森
は
、
伊
藤
の
よ
う
に
天
皇
を
憲
法
内
存
在
と
し
て
規
定
し
、「
権
利
義
務
」
の
構
造
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
に
対
し
て
、
森
の
国
体
観
を
支

え
る
論
理
的
根
拠
で
あ
っ
た
「
歴
史
上
ノ
沿
革
」
と
い
う
観
点
か
ら
批
判
を
展
開
し
、
日
本
固
有
の
君
臣
関
係
に
お
い
て
は
西
洋
式
の
「
権
利
義
務
」
と
い
う
発

想
そ
れ
自
体
が
意
味
を
成
さ
ず
、
ま
た
抑
々
、
歴
史
的
に
も
、「
権
利
義
務
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
関
係
性
で
は
な
か
っ
た
と
反
論
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

先
の
森
の
歴
史
観
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
森
に
と
っ
て
天
皇
と
は
、
国
家
の
「
中
核c

enter

」
で
あ
り
、
明
確
な
「
主
権
者Sovereign

」
で
あ
る
の
に
対
し

て
、「
臣
民H

i
s S

ub
j
e
c
t
s

」
と
は
、
こ
の
日
本
の
「
中
核
」
で
あ
り
、
頂
点
と
規
定
さ
れ
る
天
皇
に
対
し
て
「
忠
誠allegiance

」
を
尽
く
し
、
あ
く
ま
で
「
義

務o
b
l
i
g
at
i
o
n

」
を
果
た
す
存
在
で
あ
る
と
い
う
構
造
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
構
造
は
「
議
会
」
に
対
す
る
両
者
の
位
置
付
け
方
の
違
い
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
伊
藤
は
、
帝
国
議
会
の
権
能
と
し
て
、
天
皇
の
立
法
行
為
に
対
す
る

「
承
認
」
の
権
利
を
有
す
る
と
憲
法
草
案
に
明
記
し
た
が
、
森
は
こ
の
点
に
つ
い
て
「
承
認
ノ
権
ヲ
取
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
ハ
ヽ
実
ニ
臣
民
タ
ル
ノ
分
義
ヲ
知

ラ
サ
ル
者
ナ
リ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
七
九

と
痛
烈
に
批
判
す
る
。
先
の
「
国
民
議
会
」
に
お
い
て
も
、
森
は
本
組
織
に
対
し
て
一
切
の
立
法
権
を
認
め

て
い
な
い
し
、
ま
し
て
や
天
皇
の
立
法
行
為
に
対
す
る
「
承
認
」
権
な
ど
全
く
そ
の
権
能
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
森
は
次
の
よ
う
に
伊
藤
を
批
判
す
る
。 

 

抑
帝
国
議
会
ト
ハ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
歟
（
筆
者
中
略
）
議
会
ノ
議
員
ハ
果
シ
テ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
乎
、
其
性
質
ノ
如
何
ハ
未
タ
分
明
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
、
然
ル
ニ
第

五
條
ニ
依
レ
ハ
堂
々
タ
ル
大
権
利
ヲ
掌
握
ス
ル
モ
ノ
ヽ
如
ク
恰
モ
天
皇
陛
下
ノ
大
権
ト
平
等
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ヽ
如
ク
ニ
見
解
ス
ル
モ
亦
不
可
ナ
キ
ニ

似
タ
リ
、
若
シ
此
承
認

〇

〇

ノ
字
ヲ
以
テ
政
府
ヨ
リ
提
出
シ
タ
ル
議
案
ニ
就
キ
政
府
ニ
対
シ
テ
承
認
ヲ
与
フ
ル
ナ
リ
ト
云
ハ
ヽ
、
率イ

ザ

知
ラ
ス
ト
雖
、
此
處
ハ
然
ラ

ス
シ
テ
天
皇
陛
下
ノ
立
法
権
ヲ
施
行
シ
玉
フ
ノ
條
ニ
関
シ
、
其
大
権
ハ
帝
国
議
会
ニ
於
テ
宜〇

シ〇

御
同
意

〇

〇

〇

ナ
リ
ト

〇

〇

〇

申
上

〇

〇

ケ
サ
レ
ハ

〇

〇

〇

〇

立
法
権
ヲ
施
行
ス
ル
ヲ
得
ス

ト
云
フ
ニ
在
リ
（
筆
者
中
略
）
夫
レ
此
ノ
如
キ
大
変
革
ヲ
行
フ
ハ
維
新
以
降
ハ
勿
論
我
邦
往
古
ノ
史
乗
ヨ
リ
論
ス
ル
モ
果
シ
テ
妨
ナ
キ
乎
、
本
官
ハ
未
タ
其

可
ナ
ル
ヲ
知
ラ
サ
ル
ナ
リ
八
〇

。 

 

森
の
国
体
観
に
お
い
て
、「
天
皇
陛
下
」
と
「
帝
国
議
会
」
は
決
し
て
「
平
等
」
の
関
係
に
位
置
付
く
は
ず
が
な
く
、
仮
に
天
皇
に
よ
る
立
法
行
為
に
対
す
る
「
帝

国
議
会
」
の
「
承
認
」
権
が
認
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
日
本
の
国
体
史
上
に
お
け
る
「
大
変
革
」
を
引
き
起
こ
す
一
大
事
件
で
あ
る
と
森
は
批
判
す
る
。
従
っ
て

森
は
、「
承
認
」
で
は
な
く
、「
賛
襄
」
と
い
う
概
念
が
適
切
で
あ
る
八
一

と
繰
り
返
し
答
弁
し
、「
国
会
ハ
憲
法
上
天
皇
陛
下
ト
均
等
ナ
ル
権
力
ヲ
有
ス
ル
ヲ
得
ス
、

全
ク
陛
下
諮
詢
ノ
府
タ
ル
国
会
ナ
ラ
シ
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
其
衆
議
ヲ
採
ル
ハ
参
考
ノ
為
タ
ル
ニ
過
キ
」
な
い
と
答
弁
し
、「
帝
国
議
会
」
と
は
、「
承
認
」
機
関

で
は
な
く
、
天
皇
陛
下
に
対
す
る
「
諮
詢
」
機
関
＝
「
諮
問
会
」
八
二

、
即
ち
国
家
意
思
の
決
定
を
補
助
す
る
ブ
レ
ー
ン
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。「
臣
民
権

利
義
務
」
の
条
項
で
あ
れ
、「
帝
国
議
会
」
の
「
承
認
」
権
の
条
項
で
あ
れ
、
森
が
伊
藤
を
痛
烈
に
批
判
し
た
理
由
は
、
伊
藤
の
あ
り
方
や
考
え
方
が
、
天
皇
に
対

す
る
「
臣
民
」
と
し
て
の
「
分
義
」
を
弁
え
な
い
も
の
と
し
て
、
森
の
目
に
映
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

先
の
森
に
よ
る
「
国
民
議
会
」
構
想
は
、
無
論
、
制
限
的
で
は
あ
る
が
、
確
か
に
国
民
自
身
の
手
に
よ
っ
て
有
資
格
者
を
選
抜
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
権
利

●

●

の●

主
体

●

●

と●

し
て

●

●

の●

個
人

●

●

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
天
皇

●

●

に●

対
す
る

●

●

●

「●

忠
誠

●

●

」●

や●

「●

義
務

●

●

」●

を●

尽
く
す

●

●

●

「●

忠
実

●

●

な●

臣
民

●

●faithful 
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s
u
b
j
e
c
t
s

」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
組
織
体
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、「
臣
民
」
が
天
皇
に
対
し
て
「
権
利
」
を
有
さ
ず
、「
義
務
」
を
尽
く
す
存
在
で
あ
る
と
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
そ
の
「
臣
民
」
を
構
成
員
と
し
て
成
立
す
る
帝
国
議
会
や
、
選
抜
制
度
を
通
じ
て
「
臣
民
」
を
選
定
し
た
上
で
組
織
化
さ
れ
る

「
国
民
議
会
」
も
ま
た
、
立
法
「
権●

」
や
承
認
「
権●

」
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、「
賛
襄
」、
即
ち
天
皇
や
天
皇
に
よ
っ
て
信
認
さ
れ
た
行
政
府
を
手
助
し
、「
奉

仕
」
す
る
と
い
う
「
義
務

●

●

」
を
果
た
す
こ
と
が
そ
の
役
割
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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、『
全
集
』
五
、
四
〇
八
頁
。 

一
八 

前
掲
「
英
京
退
去
に
際
し
会
見
筆
記
」、
四
三
五
頁
。 

一
九 

前
掲EDUCATION IN JAPAN

、
一
五
五
頁
。 

二
〇 

同
書
、
一
五
六
頁
。 

二
一 

同
書
、
一
五
七
頁
。 

二
二 

同
書
、
一
五
八
頁
。 

二
三 

同
書
、
一
六
五
頁
―
一
六
六
頁
。 
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二
四 

前
掲ON A REPRESENTATIVE SYSTEM OF GOVERNMENT FOR JAPAN

、
四
〇
九
頁
。 

二
五 
同
書
、
四
一
八
頁
。 

二
六 
前
掲
『
西
洋
化
の
構
造 

黒
船
・
武
士
・
国
家
』
、
二
九
二
頁
。 

二
七 

同
書
、
三
〇
七
頁
―
三
〇
八
頁
。 

二
八 

同
書
、
三
〇
五
頁
―
三
〇
六
頁
。 

二
九 

前
掲ON A REPRESENTATIVE SYSTEM OF GOVERNMENT FOR JAPAN

、
四
〇
一
頁
。 

三
〇 

同
書
、
四
一
二
頁
。 

三
一 

同
書
、
四
〇
七
頁
。 

三
二 

同
書
、
四
〇
一
頁
。 

三
三 

同
書
、
四
〇
七
頁
。 

三
四 

同
書
、
四
一
八
頁
。 

三
五 

「
伊
藤
博
文
書
翰
」
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
九
月
、『
全
集
』
二
、
一
四
七
頁
。 

三
六 

井
上
毅
「
故
森
文
部
大
臣
の
教
育
主
義
」
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
三
月
九
日
、『
全
集
』
四
、
三
九
九
頁
。 

三
七 

前
掲EDUCATION IN JAPAN

、
一
四
六
頁
。 

三
八 

同
書
、
一
八
二
頁
。 

三
九 

前
掲
「
英
京
退
去
に
際
し
会
見
筆
記
」、
四
三
五
頁
。 

四
〇 

前
掲ON A REPRESENTATIVE SYSTEM OF GOVERNMNET FOR JAPAN

、
四
〇
八
頁
。 

四
一 

前
掲
「
英
京
退
去
に
際
し
會
見
筆
記
」、
四
三
五
頁
。 

四
二 

前
掲ON A REPRESENTATIVE SYSTEM OF GOVERNMNET FOR JAPAN

、
四
〇
八
頁
。 

四
三 

前
掲
「
英
京
退
去
に
際
し
会
見
筆
記
」、
四
三
五
頁
。 

四
四 

同
書
、
四
三
五
頁
―
四
三
六
頁
。 

四
五 

「
閣
議
案
」
、
年
月
日
不
詳
、
『
全
集
』
一
、
一
五
六
頁
。
但
し
、
井
上
毅
に
よ
る
森
評
「
故
森
文
部
大
臣
の
教
育
主
義
」
に
お
い
て
、「
一
昨
年
の
夏
で
あ

り
ま
し
た
が
（
筆
者
中
略
）、
森
子
の
為
に
起
草
し
た
る
こ
と
が
あ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
夏
頃
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

四
六 

前
掲
「
英
京
退
去
に
際
し
会
見
筆
記
」、
四
三
六
頁
。 

四
七 

前
掲ON A REPRESENTATIVE SYSTEM OF GOVERNMNET FOR JAPAN

、
四
〇
七
頁
。 

四
八 

福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
、
三
六
頁
―
三
七
頁
。 

四
九 

同
書
、
四
三
頁
。 

五
〇 

「
学
者
職
分
論
ノ
評
」
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
三
月
、『
全
集
』
二
、
五
頁
。 

五
一 

同
書
、
五
頁
。 

五
二 

前
掲
『
学
問
の
す
ゝ
め
』、
五
一
頁
。 

五
三 

前
掲
「
学
者
職
分
論
ノ
評
」、
五
頁
―
六
頁
。 

五
四

「
宮
城
県
警
察
本
部
会
堂
に
お
い
て
県
官
学
校
職
員
郡
区
長
県
会
議
員
及
び
区
会
議
員
有
志
等
に
対
す
る
演
説
」
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
十
月
五



140 

 

 

日
、
『
全
集
』
二
、
五
一
四
頁
―
五
一
五
頁
。 

五
五 
「
東
京
府
下
公
私
立
小
学
校
長
学
務
課
員
郡
区
長
及
び
府
会
議
員
に
対
演
説
」
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
九
月
二
十
五
日
、『
全
集
』
二
、
五
〇
六

頁
。 

五
六 

前
掲
「
閣
議
案
」、
一
五
六
頁
。 

五
七 

前
掲
「
故
森
文
部
大
臣
の
教
育
主
義
」、
四
〇
一
頁
。 

五
八 

同
書
、
四
〇
一
頁
。 

五
九 

「
森
有
礼
宛
Ｊ
・
ヘ
ン
リ
ー
書
翰
」
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
六
月
二
十
一
日
、『
全
集
』
別
巻
四
、
一
九
二
頁
。 

六
〇 

前
掲ON A REPRESENTATIVE SYSTEM OF GOVERNMNET FOR JAPAN

、
四
二
三
頁
。 

六
一

同
書
、
四
二
〇
頁
―
四
二
一
頁
。 

六
二 

同
書
、
四
二
一
頁
。 

六
三 

同
書
、
四
二
一
頁
―
四
二
二
頁
。 

六
四 

同
書
、
四
二
二
頁
。 

六
五 

「
枢
密
院
憲
法
制
定
会
議
議
事
録
抄
」
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
六
月
、『
全
集
』
一
、
五
六
頁
。
森
は
、
何
の
た
め
の
「
議
会
」
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
、
「
税
法
ノ
公
平
ナ
ル
、
税
金
遣
ヒ
方
ノ
公
平
ナ
ル
、
税
額
ノ
国
力
ニ
相
当
ナ
ル
、
法
律
ノ
公
平
ナ
ル
、
裁
判
法
ノ
公
平
ナ
ル
、
裁
判
法
施
行
ノ
公
平
ナ

ル
、
行
政
官
吏
任
免
ノ
公
平
ナ
ル
、
幷
ニ
其
施
行
ノ
公
平
ナ
ル
コ
ト
、
凡
ソ
是
等
ノ
事
ニ
付
国
会
ハ
意
見
ノ
所
在
ヲ
吐
露
ス
ヘ
キ
ナ
リ
、
畢
竟
此
ノ
如
キ
重
要
事

ハ
不
公
平
ナ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
故
ニ
之
ヲ
公
平
ニ
セ
ン
ニ
ハ
僅
々
タ
ル
政
府
部
内
ノ
官
吏
ノ
ミ
ニ
委
ス
ル
ノ
不
可
ナ
ル
ヲ
暁
リ
、
爰
ニ
国
会
ヲ
起
シ
テ
其
公
平
ヲ
得

ン
コ
ト
ヲ
期
ス
ル
ニ
外
ナ
ラ
ス
、
是
レ
則
チ
我
邦
昔
時
ノ
歴
史
ニ
照
シ
毫
モ
其
精
神
ノ
相
戾
ル
ナ
キ
ヲ
見
ル
ヘ
キ
ナ
リ
、
而
シ
テ
古
来
聖
主
ノ
行
ヒ
玉
フ
所
亦
此

外
ニ
出
サ
ル
ナ
リ
、
仮
令
事
柄
ハ
同
シ
カ
ラ
サ
ル
モ
其
精
神
ニ
至
テ
ハ
均
シ
ク
公
平
ヲ
主
持
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。 

六
六 

同
書
、
五
七
頁
。 

六
七 

前
掲ON A REPRESENTATIVE SYSTEM OF GOVERNMNET FOR JAPAN

、
四
二
一
頁
。 

六
八 

同
書
、
四
二
二
頁
。 

六
九 

同
書
、
四
一
三
頁
。 

七
〇 

同
書
、
四
一
二
頁
。 

七
一 

同
書
、
四
一
九
頁
。 

七
二 

同
書
、
四
二
三
頁
―
四
二
四
頁
。 

七
三 

同
書
、
四
一
八
頁
。 

七
四 

同
書
、
四
二
四
頁
。 

七
五 

前
掲
「
枢
密
院
憲
法
制
定
会
議
議
事
録
抄
」
、
六
六
頁
―
六
七
頁
。 

七
六 

同
書
、
六
六
頁
。 

七
七 

同
書
、
六
七
頁
。 

七
八 

同
書
、
六
八
頁
。 

七
九 

同
書
、
五
七
頁
。 
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八
〇 

同
書
、
五
五
頁
。 

八
一 
同
書
、
五
五
頁
。 

八
二 
同
書
、
五
八
頁
。 
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結 

論 

本
稿
の
森
有
礼
思
想
史
研
究
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
は
、「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
主
と
し
て
森
の
「
開
化
論
」
の
構
造
と
、
対
外

的
に
欧
米
人
に
向
け
て
日
本
の
「
開
化
」
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
ま
た
、
対
内
的
に
「
開
化
」
を
推
進
す
る
た
め
の
「
方
法
」
上
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

森
の
思
想
に
は
前
期
や
後
期
と
い
っ
た
区
別
や
転
向
は
存
在
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
森
の
一
貫
し
た
「
目
的
」
に
対
し
て
、
そ
の
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
の
「
手

段
」
に
関
わ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
法
が
森
の
対
峙
し
た
現
実
＝
時
代
の
課
題
と
の
関
係
に
お
い
て
変
化
し
た
も
の
と
分
析
し
た
こ
と
で
あ
る
。
森
の
「
開
化
論
」
の
構

造
を
分
析
す
る
上
で
、
ま
ず
本
稿
が
注
目
し
た
も
の
は
、
森
の
思
想
が
近
代
的
か
封
建
的
か
、
或
い
は
革
新
的
か
保
守
的
か
、
ま
た
は
個
人
主
義
的
で
自
由
主
義

的
か
、
或
い
は
国
家
主
義
的
で
専
制
主
義
的
か
と
い
っ
た
従
来
の
よ
う
な
研
究
者
の
位
置
し
た
時
代
に
お
け
る
存
在
拘
束
性
を
免
れ
な
い
「
価
値
判
断
」
に
よ
っ

て
森
の
思
想
の
是
非
を
論
じ
、
そ
の
特
徴
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
森
の
同
時
代
の
史
料
に
依
拠
し
て
そ
の
思
想
構
造
を
「
目
的
」
と
「
手
段
」
の

関
係
か
ら
整
理
し
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
森
の
「
目
的
」
と
は
、
内
政
、
外
交
の
全
て
を
専
治
す
る
権
限
を
保
有
し
、
外
国
か
ら
対
内
的
、
対
外
的
な
管
制
を
及

ぼ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
独
立
し
た
主
権
国
家
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
「
目
的
」
を
阻
む
明
確
な
バ
リ
ア
で
あ
る
不
平
等
条
約
の
改
正
を
実
現

し
て
欧
米
側
に
奪
わ
れ
た
法
権
と
税
権
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
欧
米
側
を
条
約
改
正
の
テ
ー
ブ
ル
に
付
か
せ
、
交
渉
上
に
お
け
る
譲
歩
を
引
き

出
さ
せ
る
た
め
に
は
、
日
本
が
「
文
明
国
家
」
で
あ
る
と
い
う
評
価
や
認
知
を
欧
米
側
か
ら
獲
得
す
る
こ
と
が
大
前
提
と
な
り
、
不
平
等
条
約
の
改
正
や
主
権
国

家
の
確
立
と
い
う
森
の
最
終
「
目
的
」
を
実
現
す
る
上
で
の
従
属
「
目
的
」
＝
必
要
条
件
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
文
明
国
家
」
と
し

て
の
国
際
的
評
価
と
い
う
森
の
理
想
と
は
対
照
的
に
、
森
が
外
交
官
と
し
て
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
日
本
の
リ
ア
ル
な
評
価
と
は
、「
野
蛮
非
文
明
国
家

B
a
r
b
a
r
o
u
s 

C
o
un
t
r
y

」
、「
一
大
淫
乱
国
」
、
「
未
開
国
」、「
奴
隷
国
」、
そ
し
て
欧
米
の
「
文
明
国
家
」
か
ら
な
る
国
際
社
会
に
対
し
て
ア
ジ
ア
と
い
う
野
蛮
非
文

明
の
「
カ
テ
ゴ
リc

l
a
s
s
ifi

c
a
t
i
o
n

」
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
た
日
本
と
い
う
森
の
理
想
と
は
か
け
離
れ
た
現
実
で
あ
っ
た
。
森
は
外
交
官
と
し
て
、
こ
の
現
実

と
対
峙
し
な
が
ら
、
日
本
の
対
外
的
な
「
国
信
」
を
守
り
、
外
国
人
の
抱
く
否
定
的
な
日
本
イ
メ
ー
ジ
や
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
払
拭
し
、
克
服
す

る
た
め
の
「
手
段
」
と
し
て
、「
外
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
視
点
に
立
脚
し
た
上
で
、
対
外
的
に
「
開
化
」
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
対
内
的
に
「
開
化
」
を
推
進

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

森
は
日
本

●

●

と●

い
う

●

●

国
家

●

●

を●

守
り

●

●

、
生
き
残
ら
せ
る

●

●

●

●

●

●

た
め

●

●

に●

、
良
心
の
自
由
や
政
教
分
離
の
原
則
の
遵
守
の
重
要
性
を
訴
え
、
日
本

●

●

を●

「●

文
明

●

●

国
家

●

●

」●

と●

し
て

●

●

外
国

●

●

か
ら

●

●

信
用

●

●

さ
せ
る

●

●

●

た
め

●

●

に●

男
女
の
対
等
化
、
国
際
法
や
国
際
礼
譲
の
遵
守
、
私
有
財
産
の
原
則
や
公
権
力
に
よ
る
不
干
渉
、
公
教
育
に
お
け
る
良
心
の
自
由
と
政

教
分
離
の
遵
守
、
そ
し
て
「
日
本
の
条
約
改
正
に
関
わ
る
事
実
説
明Statement 

of 
Facts 

relating 
to 

Treaty 
Revision 

in 
Japan

」
に
「
開
列
」
さ

れ
た
内
政
、
外
交
に
関
わ
る
様
々
な
「
開
化
」
の
エ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
を
交
渉
材
料
と
し
て
欧
米
側
に
提
示
し
た
。
従
っ
て
、「
開
化
」
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
は
、

森
の
設
定
し
た
国
家
の
「
目
的
」
に
対
し
て
従
属
関
係
に
位
置
付
け
ら
れ
、「
手
段
」
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
良
心
や
私
有
財
産
の
自
由
な
ど
の
自
然
権
を
保

障
し
、
男
女
の
対
等
化
を
実
現
し
、
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
や
モ
ラ
ル
な
ど
を
日
本
に
敷
衍
す
る
た
め
に
国
家
を
設
立
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
、
国
家
を
守
り
、
生
き
残
ら
せ
る
た
め
に
欧
米
の
制
度
や
思
想
、
価
値
観
な
ど
を
「
手
段
」
と
し
て
利
用
し
、
国
際
的
に
日
本
を
「
文
明
国
家
」
と
し
て

認
識
さ
せ
る
た
め
に
外
形
的
な
武
装
を
施
す
「
外
交
官
と
し
て
の
森
」
に
よ
る
「
戦
略
的
西
洋
化
」
乃
至
は
「
西
洋
へ
の
擬
態
化
」
は
、
そ
の
よ
う
な
思
考
様
式

を
成
立
さ
せ
る
前
提
と
し
て
、
西
洋
文
明
に
没
入
せ
ず
、
心
酔
せ
ず
、
そ
し
て
気
触
れ
る
こ
と
な
く
、
西
洋
文
明
を
相
対
的
、
客
観
的
に
捉
え
対
象
化
す
る
こ
と

で
、
取
捨
選
択
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
「
脱
西
洋
主
義
者
」
と
し
て
の
思
想
的
立
脚
点
に
森
が
初
期
思
想
の
段
階
に
お
い
て
到
達
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。 

ま
た
、
森
の
思
想
構
造
上
に
お
い
て
、「
目
的
」
と
「
手
段
」
の
関
係
は
生
涯
倒
立
す
る
こ
と
な
く
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
た
が
、
こ
の
「
開
化
」
と
い
う
「
手
段
」

を
国
際
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
ま
た
国
内
的
に
推
進
す
る
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
法
に
お
け
る
変
化
が
、
森
の
対
峙
し
た
対
外
的
、
対
内
的
な
現
実
と
の
緊
張
関
係
の
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中
で
生
じ
て
く
る
こ
と
に
本
稿
は
注
目
し
た
。
つ
ま
り
森
の
「
手
段
」
に
関
わ
る
「
方
法
」
が
変
化
し
て
い
く
と
本
稿
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
当
初
森
は
、
国
際

的
に
、
日
本
の
「
開
化
」
に
関
わ
る
現
状
や
課
題
に
つ
い
て
偽
る
こ
と
な
く
語
り
、
記
し
、
さ
ら
に
は
、
政
財
界
や
学
術
界
を
代
表
す
る
欧
米
人
の
中
に
「
親
日

家
」
を
形
成
し
、
森
が
外
交
官
と
し
て
「
開
化
」
を
発
信
す
る
ば
か
り
で
な
く
、「
親
日
家
」
の
口
か
ら
日
本
の
「
開
化
」
や
「
国
益
」
を
代
弁
さ
せ
る
こ
と
で
、

日
本
に
対
す
る
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
払
拭
さ
せ
る
と
い
う
「
方
法
」
を
展
開
し
た
。
し
か
し
、
明
治
十
年
代
の
中
頃
に
至
っ
て
も
な
お
、

欧
米
側
の
抱
く
対
日
評
価
が
一
向
に
変
化
を
示
さ
ず
、
野
蛮
非
文
明
の
ア
ジ
ア
と
い
う
「
カ
テ
ゴ
リ
」
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
続
け
て
い
る
現
実
と
対
峙
し
た
森

は
、
日
本
の
「
開
化
」
を
よ
り
一
層
分
か
り
や
す
く
、
明
確
な
形
で
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
、「
脱
亜
」
言
説
を
用
い
る
戦
略
へ
と
「
方
法
」
を
展
開
し
、
意
識
的

に
「
開
化
」
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
よ
り
劣
等
な
位
置
に
あ
る
ア
ジ
ア
諸
国
と
日
本
を
差
別
化
し
、
日
本
を
特
別
視
さ
せ
る
言
説
を
組
み
立
て
る
こ
と
で
、
欧
米
に

お
け
る
対
日
認
識
や
評
価
を
「
東
洋
の
先
進
国
」
と
い
う
形
へ
と
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 

国
内
的
に
は
、
明
六
社
に
よ
る
国
民
啓
蒙
活
動
や
、
行
政
府
へ
の
意
見
書
の
提
出
な
ど
を
通
じ
て
「
開
化
」
を
推
進
し
た
が
、
森
が
そ
の
歴
史
観
に
依
拠
し
て

理
念
化
し
た
日
本
固
有
の
国
民
形
態
、
即
ち
「
国
家
的
存
在
の
中
核
」
と
し
て
の
天
皇
と
「
一
切
の
階
級
分
化
」
の
存
在
し
な
い
臣
民
か
ら
構
成
さ
れ
る
国
体
構

造
に
対
し
て
、
森
の
対
峙
し
た
実
態
と
し
て
の
国
民
の
大
部
分
に
は
国
民
意
識
や
そ
の
自
覚
、
国
家
へ
の
帰
属
意
識
が
欠
落
し
、
愛
国
心
や
忠
誠
心
を
も
っ
て
日

本
を
支
え
る
「
立
国
」
の
主
体
と
は
程
遠
い
存
在
に
留
ま
っ
て
い
た
。
森
は
国
民
の
実
像
や
、
そ
の
よ
う
な
国
民
と
の
関
係
に
お
い
て
「
開
化
」
は
全
く
意
味
を

な
さ
な
い
と
い
う
現
実
に
「
絶
望
」
す
る
こ
と
で
、
国
民
一
人
ひ
と
り
を
「
開
化
」
の
主
体
、
乃
至
は
推
進
者
に
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
的
、
合
理
的
に
国
民

全
体
の
中
か
ら
一
国
の
「
開
化
」
を
担
い
得
る
も
の
を
「
選
抜
」
し
、
欧
米
と
の
国
際
関
係
、
国
際
競
争
、
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
前
提
と
し
て
、
日
本
の
必
要
と

す
る
「
国
益
」
に
関
わ
る
専
門
的
な
「
知
識
」
や
「
技
能
」
を
有
す
る
「
特
別
な
資
格
」
を
も
っ
た
専
門
家
に
よ
る
組
織
体
、「
国
民
議
会
」
を
構
想
す
る
こ
と
へ

と
、
国
内
的
な
「
開
化
」
の
推
進
「
方
法
」
を
展
開
さ
せ
た
。「
国
民
議
会
」
は
天
皇
や
天
皇
の
信
認
し
た
行
政
府
の
諮
問
に
応
じ
て
各
「
国
益
」
に
関
わ
る
「
助

言
」
を
与
え
、
国
家
意
思
＝
政
策
や
方
針
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
る
「
忠
実
な
臣
民
」
を
構
成
員
と
し
た
「
諮
詢
」、「
奉
仕
」
の
組

織
で
あ
る
と
森
は
説
明
し
た
。
従
っ
て
、
「
国
民
議
会
」
が
そ
の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
は
、「
国
民
議
会
」
設
立
以
前
の
問
題
と
し
て
、
個
人
が
「
私
利
」
で
は

な
く
「
公
利
」
の
「
志
操
」
に
富
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
や
能
力
に
応
じ
て
、「
勤
働
」
に
「
国
役
」
を
行
う
「
義
務
」
を
忠
実
に
果
た
す
「
臣
民
」
と
し
て
育
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
や
、
各
「
国
益
」
に
関
わ
る
専
門
的
「
知
識
」
や
「
技
能
」
を
有
す
る
専
門
家
を
事
前
に
育
成
、
選
抜
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
条
件
と
な
る
。
こ

の
国
民
の
「
臣
民
」
化
と
「
専
門
家
」
化
と
い
う
課
題
を
担
う
事
前
の
育
成
、
選
抜
シ
ス
テ
ム
と
し
て
森
が
用
意
し
た
も
の
が
諸
学
校
令
に
基
づ
く
教
育
制
度
で

あ
っ
た
と
本
稿
は
考
え
た
。
森
の
設
計
し
た
諸
学
校
の
全
て
が
個
人
の
自
由
や
福
利
の
た
め
で
は
な
く
、
国
家
の
「
独
立
」
と
い
う
「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め

の
装
置
と
規
定
さ
れ
、「
教
育
」
領
域
と
「
学
問
」
領
域
を
明
確
に
区
分
し
た
上
で
、「
教
育
」
領
域
で
は
「
帝
国
臣
民
」
の
育
成
、「
学
問
」
領
域
で
は
諸
学
校
の

体
系
化
、
階
層
化
を
踏
ま
え
、
国
家
の
「
須
要
」
に
応
じ
、
そ
の
「
国
益
」
に
適
う
優
れ
た
能
力
や
知
識
、
技
能
を
も
っ
た
「
学
術
精
錬
ノ
士
」
＝
「
開
化
」
の

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
育
成
と
選
抜
を
構
造
的
に
設
計
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
国
内
に
お
け
る
「
開
化
」
を
最
も
現
実
的
、
効
果
的

に
推
進
す
る
組
織
体
の
実
現
を
保
障
し
、
担
保
す
る
事
前
の
育
成
、
選
抜
シ
ス
テ
ム
が
、
森
の
構
築
し
た
諸
学
校
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。 

森
は
自
ら
の
国
家
構
想
に
関
わ
る
設
計
図
を
明
確
に
描
い
て
い
た
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
前
提
と
な
る
教
育
制
度
を
形
に
し
た
段
階
に
お
い
て
、
不
敬
で
、
非

愛
国
的
存
在
と
し
て
の
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
、
兇
徒
の
手
に
落
ち
た
。
森
が
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
は
、
外
交
官
と
し
て
、
そ
し
て
何
よ
り
も
「
疑
い
よ
う
の
な
い
愛

国
者un
d
ou
b
t
e
d p

a
t
ri
o
t
is
m

」
と
し
て
、
日
本
を
守
り
、
生
き
残
ら
せ
る
た
め
に
、
森
が
築
き
上
げ
よ
う
と
し
た
日
本
の
近
代
構
想
に
お
け
る
一
つ
の
選
択
肢

の
終
焉
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 
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す
ゝ
め
』
講
説
』
、
風
間
書
房
、
一
九
六
八
年
。 

犬
塚
孝
明
『
若
き
森
有
礼 

東
と
西
の
狭
間
で
』
、KT

S
鹿
児
島
テ
レ
ビ
、
一
九
八
三
年
。 

犬
塚
孝
明
編
『
明
治
国
家
の
政
策
と
思
想
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
。 

稲
生
典
太
郎
『
条
約
改
正
論
の
展
開
（
上
）
』
、
小
峯
書
店
、
一
九
六
六
年
。 

稲
生
典
太
郎
『
条
約
改
正
論
の
歴
史
的
展
開
』、
小
峯
書
店
、
一
九
七
六
年
。 

イ
・
ヨ
ン
ス
ク
『「
国
語
」
と
い
う
思
想 

近
代
日
本
の
言
語
認
識
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
。 

海
原
徹
『
明
治
教
員
史
の
研
究
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
三
年
。 

大
河
内
一
男
他
監
修
『
近
代
日
本
を
創
っ
た
百
人 

下
』、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
年 

沖
田
行
司
編
著
『
人
物
で
見
る
日
本
の
教
育
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
。 

沖
田
行
司
『
日
本
国
民
を
創
っ
た
教
育
：
寺
子
屋
か
ら
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
教
育
政
策
ま
で
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
。 

沖
田
行
司
『
新
訂 

日
本
近
代
教
育
の
思
想
史
研
究
―
国
際
化
の
思
想
系
譜
―
』、
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
。 

尾
崎
ム
ゲ
ン
『
日
本
資
本
主
義
の
教
育
像
』
、
世
界
思
想
社
、
一
九
九
一
年
。 

尾
崎
ム
ゲ
ン
『
日
本
の
教
育
改
革 

産
業
化
社
会
を
育
て
た
一
三
〇
年
』、
中
公
新
書
、
一
九
九
九
年
。 

小
股
憲
明
『
近
代
日
本
の
国
民
像
と
天
皇
像
』、
大
阪
公
立
大
学
共
同
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
。 

海
後
宗
臣
編
『
森
有
礼
の
思
想
と
教
育
政
策
』、
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
八
、
一
九
六
五
年
。 

海
後
宗
臣
、
村
上
俊
亮
監
修
『
近
代
教
育
史
（
教
育
学
叢
書
２
）』、
誠
信
書
房
、
一
九
五
九
年
。 

梶
山
雅
史
『
近
代
日
本
教
科
書
史
研
究
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
八
年
。 

鹿
野
政
直
『
資
本
主
義
形
成
期
の
秩
序
意
識
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
。 
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鹿
野
政
直
『
日
本
近
代
思
想
の
形
成
』
、
勁
草
書
房
、
一
九
七
六
年
。 

河
原
美
耶
子
『
日
本
近
代
思
想
と
教
育
』、
成
文
堂
、
一
九
九
四
年
。 

教
育
史
編
纂
会
編
『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
』、
龍
吟
社
、
一
九
三
九
年
。 

国
吉
栄
『
森
有
礼
が
切
り
拓
い
た
日
米
外
交
―
初
代
駐
米
外
交
官
の
挑
戦
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
八
年
。 

小
西
四
郎
、
遠
山
茂
樹
編
『
明
治
国
家
の
権
力
と
思
想
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
。 

木
村
力
雄
『
異
文
化
遍
歴
者
森
有
礼
』
、
福
村
出
版
、
一
九
八
六
年
。 

佐
藤
秀
雄
『
教
育
の
文
化
史
一
―
学
校
の
構
造
―
』、
阿
吽
社
、
二
〇
〇
四
年
。 

坂
元
盛
秋
『
森
有
礼
の
思
想
』、
時
事
通
信
社
、
一
九
六
九
年
。 

下
程
勇
吉
編
『
日
本
の
近
代
化
と
人
間
形
成
』、
法
律
文
化
社
、
一
九
八
四
年
。 

瀬
上
正
仁
『
明
治
の
ス
ウ
ェ
―
デ
ン
ボ
ル
グ 

奥
邃
・
有
礼
・
正
造
を
つ
な
ぐ
も
の
』、
春
風
社
、
二
〇
〇
一
年
。 

園
田
英
弘
『
西
洋
化
の
構
造 
黒
船
・
武
士
・
国
家
』
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
。 

辻
本
雅
史
、
沖
田
行
司
編
『
新 
体
系
日
本
史
一
六 

教
育
社
会
史
』、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。 

寺
崎
昌
男
、
編
集
委
員
会
共
編
『
日
本
に
お
け
る
知
の
配
分
と
国
民
統
合
』、
第
一
法
規
出
版
株
式
会
社
、
一
九
九
三
年
。 

西
田
毅
編
『
近
代
日
本
政
治
思
想
史
』
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
一
九
九
八
年
。 

西
田
毅
編
『
近
代
日
本
の
ア
ポ
リ
ア
―
近
代
化
と
自
我
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
諸
相
―
』、
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。 

長
谷
川
精
一
『
森
有
礼
に
お
け
る
国
民
的
主
体
の
創
出
』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
。 

長
谷
川
八
郎
編
『
教
育
の
軌
跡
と
展
望
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
七
年
。 

林
竹
二
『
林
竹
二
著
作
集
二 

森
有
礼 

悲
劇
へ
の
序
章
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
。 

林
竹
二
『
林
竹
二
著
作
集
四 

幕
末
海
外
留
学
生
の
記
録
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
。 

林
竹
二
『
林
竹
二
著
作
集
六 

明
治
的
人
間
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
。 

久
木
幸
男
他
編
『
日
本
教
育
論
争
史
録
』
第
一
巻
近
代
編
（
上
）、
第
一
法
規
出
版
、
一
九
八
〇
年
。 

福
島
正
夫
編
『
近
代
日
本
の
家
族
観
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
。 

松
本
三
之
介
『
天
皇
制
国
家
と
政
治
思
想
』
、
未
来
社
、
一
九
六
九
年
。 

松
本
三
之
介
『
明
治
思
想
史 

近
代
国
家
の
創
設
か
ら
個
の
覚
醒
ま
で
』、
新
曜
社
、
一
九
九
六
年
。 

松
本
三
之
介
『
明
治
思
想
に
お
け
る
伝
統
と
近
代
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
。 

真
辺
将
之
『
西
村
茂
樹
研
究
―
明
治
啓
蒙
思
想
と
国
民
道
徳
論
―
』、
同
朋
会
、
二
〇
〇
九
年
。 

丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
。 

丸
山
真
男
『
日
本
の
思
想
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
。 

丸
山
真
男
『「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
』（
上
）、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
。 

丸
山
真
男
『「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
』（
中
）、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
。 

丸
山
真
男
『「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
』（
下
）、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
。 

本
山
幸
彦
編
『
明
治
前
期
学
校
成
立
史
』、
未
来
社
、
一
九
六
五
年
。 

本
山
幸
彦
『
明
治
思
想
の
形
成
』
、
福
村
出
版
、
一
九
六
九
年
。 

本
山
幸
彦
『
近
代
日
本
の
政
治
と
教
育
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
二
年
。 
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本
山
幸
彦
『
明
治
国
家
の
教
育
思
想
』
、
思
文
閣
、
一
九
九
八
年
。 

森
川
輝
紀
『
近
代
天
皇
制
と
教
育
』、
梓
出
版
社
、
一
九
八
七
年
。 

森
川
輝
紀
『
国
民
道
徳
論
の
道
』
、
三
元
社
、
二
〇
〇
三
年
。 

森
川
輝
紀
『
教
育
勅
語
へ
の
道
』
、
三
元
社
、
二
〇
一
一
年
。 

文
部
省
『
学
制
百
年
史
』
記
述
編
、
帝
国
地
方
行
政
学
会
、
一
九
七
二
年
。 

安
川
寿
之
輔
『
増
補 

日
本
近
代
教
育
の
思
想
構
造 

福
沢
諭
吉
の
教
育
思
想
研
究
』、
評
論
社
、
一
九
七
〇
年
。 

山
田
洸
『
近
代
日
本
道
徳
思
想
史
研
究
』、
未
来
社
、
一
九
七
二
年
。 

横
山
達
三
著
、
石
附
実
解
説
『
文
部
大
臣
を
中
心
と
し
て
評
論
せ
る
日
本
教
育
之
変
遷
』、
臨
川
書
店
、
一
九
七
四
年
。 

渡
辺
和
靖
『
明
治
思
想
史
―
儒
教
的
伝
統
と
近
代
認
識
論
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
八
年
。 

イ
ア
ン
・
ニ
ッ
シ
ュ
編
、
麻
田
貞
雄
他
訳
『
欧
米
か
ら
見
た
岩
倉
使
節
団
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。 

I
v
a
n
 
P.
 
H
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l
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(C
a
m
br
i
d
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: Harvard University Press, 1973)  

G
u
a
n
g
qi
u 

X
i
, 
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(Routledge 
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Y
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于
展
「
森
有
礼
の
『
学
政
』
思
想
と
彼
が
求
め
た
『
治
』
―
日
本
近
代
公
教
育
思
想
に
対
す
る
一
研
究
」、『
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
三
一
号
、
一
九
九
一
年
。 

沖
田
行
司
「
森
有
礼
の
啓
蒙
と
教
育
（
上
）
」
、『
人
文
學
』
一
四
三
号
、
一
九
八
六
年
。 

沖
田
行
司
「
森
有
礼
の
啓
蒙
と
教
育
（
下
）
」
、『
人
文
學
』
一
四
四
号
、
一
九
八
七
年
。 

沖
田
行
司
「
著
者
か
ら
書
評
者
へ 

書
評
に
応
え
て
」
、
『
日
本
教
育
史
研
究
』
一
三
号
、
一
九
九
四
年
。 

沖
田
行
司
「
明
治
国
家
の
教
育
思
想
」
、
『
日
本
史
研
究
』
四
四
四
号
、
一
九
九
八
年
。 

小
林
敏
宏
「
森
有
禮
の
『
脱
亜
・
入
欧
・
超
欧
』
言
語
思
想
の
諸
相(

一)

―
森
有
禮
の
『
日
本
語
対
英
語
』
論
再
考
」、『
成
城
文
芸
』
一
七
六
号
、
二
〇
〇
一
年
。 

小
林
敏
宏
「
森
有
禮
の
『
脱
亜
・
入
欧
・
超
欧
』
言
語
思
想
の
諸
相(

二)

―
『
英
語
採
用
論
』
言
説
の
『
誤
読
』
の
系
譜
」、『
成
城
文
芸
』
一
七
八
号
、
二
〇
〇
二
年
。 

近
藤
裕
樹
「
森
有
礼
と
そ
の
周
縁
―
「s
ym
p
a
th
y

」
と
い
う
国
民
教
育
論
―
」、『
日
本
思
想
史
学
』
第
三
八
号
、
二
〇
〇
六
年
。 

齊
藤
大
輔
「
森
有
礼
思
想
史
研
究
の
再
検
討
―
国
民
観
と
国
体
論
を
中
心
に
―
」、『
教
育
文
化
』
二
十
五
号
、
二
〇
一
六
年
。 

齊
藤
大
輔
「
駐
米
外
交
官
時
代
に
お
け
る
森
有
礼
の
外
交
活
動
と
職
分
意
識
」、『
比
較
文
化
研
究
』
一
三
一
号
、
二
〇
一
八
年
。 

園
田
英
弘
「
森
有
礼
の
思
想
体
系
に
お
け
る
国
家
主
義
教
育
の
成
立
過
程
―
忠
誠
心
の
射
程
」、『
人
文
学
報
』
三
九
号
、
一
九
七
五
年
。 

武
田
清
子
「
森
有
礼
に
お
け
る
教
育
人
間
像
―
「
個
人
」
と
「
国
家
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」、『
国
際
基
督
教
大
学
学
報
』
教
育
研
究
四
号
、
一
九
五
七
年
。 

田
中
智
子
「『
倫
理
書
』
編
纂
事
業
の
再
検
討
―
森
有
礼
文
政
期
理
解
へ
の
一
助
と
し
て
―
」、『
教
育
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
八
号
、
二
〇
一
三
年
。 

辻
本
雅
史
「
森
有
礼
の
思
想
形
成 

近
代
国
民
教
育
の
構
想
」、『
京
都
光
華
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
二
二
号
、
一
九
八
四
年
。 

中
野
目
徹
「
森
有
礼
の
文
明
観
―
明
治
初
年
代
に
お
け
る
「
文
明
」
の
課
題
」、『
日
本
歴
史
』
四
五
六
号
、
一
九
八
六
年
。 

中
野
目
徹
「
森
有
礼
に
お
け
る
『
文
明
』
と
宗
教
―
『
宗
教
』（『
明
六
雑
誌
』
第
六
号
所
収
）
の
検
討
」、『
日
本
宗
教
史
研
究
年
報
』
七
号
、
一
九
八
六
年
。 

本
山
幸
彦
「
明
治
国
家
の
教
育
思
想
」
、
『
教
育
文
化
』
第
八
号
、
一
九
九
九
年
。 

森
川
輝
紀
「
森
有
礼
小
考
」
、『
埼
玉
大
学
紀
要 

教
育
学
部
（
教
育
科
学
）』
二
六
号
、
一
九
七
七
年
。 

森
川
輝
紀
「
書
評 

沖
田
行
司
著
『
日
本
近
代
教
育
の
思
想
史
研
究
―
国
際
化
の
思
想
系
譜
―
』
を
読
む
」、『
日
本
教
育
史
研
究
』
第
十
三
号
、
一
九
九
四
年
。 

林
子
博
「
雑
誌
『
国
民
之
教
育
』
に
み
る
道
徳
教
育
論
争
―
森
文
政
期
に
お
け
る
『
倫
理
書
』
編
纂
過
程
の
再
検
討
」、
『
日
本
の
教
育
史
学
』
五
五
号
、
二
〇
一
二
年
。 


